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口絵 1　天明 8年（1788）年以降「二条御城内之図」（宮内庁宮内公文書館所蔵）

  二条城内の管理分担を色分けで示した絵図である。二条城内の建物は、二条在番衆のほか、

御殿番（御殿預）や御門番などの在京の幕府役人によって管理されていた。



　口絵 2　「二条御城外之図」（宮内庁宮内公文書館所蔵）

　二条城周辺の状況をうかがうことのできる絵図である。二条城周辺には、北側に隣接する

所司代屋敷をはじめ、東西町奉行所や米蔵などが立ち並んでいた。
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口絵 3 〈遠侍〉  南廊下 長押上貼付 北面 西より 1～ 4

口絵 4 〈式台〉  南廊下 長押上貼付 北面 西より 1～ 4

口絵 5 〈大広間〉  南廊下 長押上貼付 北面 西より 1～ 4

口絵 6 〈黒書院〉  南廊下 長押上貼付 北面 西より 1～ 4

口絵 7 〈黒書院〉　東廊下 長押上貼付 東面 北より 1～ 4

口絵 8〈白書院〉  南廊下 長押上貼付 北面 西より 1～ 4

「二の丸御殿の明治期障壁画」



口絵 9 〈式台〉  廊下 天井画

口絵 10  〈大広間〉　廊下 天井画 01 口絵 11 〈大広間〉  廊下 天井画 02

口絵 12 〈黒書院〉  廊下 天井画



　

創
刊
に
よ
せ
て　

こ
の
度
、
『
研
究
紀
要 

元
離
宮
二
条
城
』
を
創
刊
で
き
る
こ
と
を
、
大
変
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
、
徳
川
家
康
の
「
京
都
屋
敷
」
と
し
て
計
画
さ
れ
、
家
康
が
征
夷
大
将
軍
と
な
っ
た
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）

に
創
建
さ
れ
た
二
条
城
。
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
に
は
、
後
水
尾
天
皇
の
行
幸
に
際
し
城
域
が
西
に
拡
張
さ
れ
、
本
丸
が
築
か
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
幕
末
の
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
、
二
之
丸
御
殿
に
お
い
て
、
徳
川
慶
喜
が
大
政
奉
還
の
意
思
を
発
表
し
た
こ
と
で
、

江
戸
時
代
の
終
焉
を
告
げ
る
舞
台
と
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
は
、
京
都
府
の
管
轄
と
な
り
一
時
的
に

府
庁
と
し
て
利
用
さ
れ
、
そ
の
後
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
は
、
離
宮
と
な
り
、
整
備
さ
れ
て
、
大
正
大
典
の
饗
宴
場
な
ど

に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
二
条
城
は
、
二
六
〇
年
を
超
え
る
「
太
平
の
世
」
の
始
ま
り
と
終
わ
り
を
、
ま
た
新
し
い
時
代
の
幕
開
け
と
変
遷
を
、

現
在
に
至
る
ま
で
見
つ
め
続
け
て
き
た
城
で
す
。
そ
の
歴
史
的
・
文
化
的
価
値
が
世
界
に
認
め
ら
れ
、
平
成
六
年
（
一
九
九
四
）
に
は
、

世
界
遺
産
「
古
都
京
都
の
文
化
財
」
の
一
つ
と
し
て
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
流
れ
の
中
、
本
市
で
は
、
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
に
、
こ
の
城
の
保
存
と
活
用
の
た
め
の
『
史
跡
旧
二
条
離
宮
（
二

条
城
）
保
存
活
用
計
画
』
を
策
定
。
こ
の
計
画
を
出
発
点
に
、
近
世
か
ら
現
代
に
至
る
歩
み
を
辿
り
、
学
術
研
究
に
資
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
歴
史
を
後
世
に
伝
え
る
べ
く
本
書
を
創
刊
し
ま
し
た
。
本
書
を
通
じ
、
「
平
和
の
象
徴
」
と
も
言
わ
れ
る
二
条
城
の
歴
史
を
紐
解

く
こ
と
は
、
京
都
の
歴
史
を
理
解
す
る
上
で
大
変
意
義
深
く
、
京
都
の
文
化
の
発
展
に
繋
が
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
多
く
の
皆
様

に
広
く
御
活
用
い
た
だ
け
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
書
の
刊
行
に
際
し
、
御
指
導
・
御
協
力
を
賜
っ
た
先
生
方
、
史
資
料
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
皆
様

を
は
じ
め
、
各
分
野
の
方
々
に
、
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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【
表
紙
】
〈
遠
侍
〉
二
の
間
障
壁
画
《
竹
林
群
虎
図
》
（
白
猫
）

　
　

本
図
は
、
重
要
文
化
財
二
の
丸
御
殿
障
壁
画
の
模
写
に
際
し
製
作
さ
れ
る
、
原
画
の
ト
レ
ー
ス
図
を
元
に
、
作
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
原
画
の
筆

　
　

者
は
、
狩
野
甚
之
丞
（
一
五
八
三
～
一
六
二
八
）
と
さ
れ
る
。〈
遠
侍
〉
は
、
昇
殿
者
が
控
え
た
場
で
あ
り
、
虎
は
玄
関
の
守
護
者
と
し
て
、
ま
た

　
　

徳
川
幕
府
の
権
威
を
表
す
た
め
に
描
か
れ
た
。
当
時
、
虎
と
豹
は
同
種
の
動
物
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
迫
力
あ
る
姿
で
水
を
飲
む
虎
に
、
じ
ゃ
れ

　
　

つ
く
子
供
の
豹
が
微
笑
ま
し
さ
を
添
え
る
。
（
模
写
用
ト
レ
ー
ス
製
作
：
川
面
美
術
研
究
所
、
作
図
：
杉
谷
理
沙
）
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本
誌
『
研
究
紀
要 
元
離
宮
二
条
城
』
は
、
築
城
か
ら
現
代
ま
で
の
二
条
城
を
中
心
と
し

た
京
都
の
歴
史
・
文
化
に
関
す
る
調
査
・
研
究
の
成
果
と
、
文
化
財
に
関
す
る
記
録
の
発
信

を
目
的
と
し
て
い
る
。

本
書
の
構
成
は
、
史
料
翻
刻
と
研
究
ノ
ー
ト
、
作
品
・
資
料
紹
介
、
展
示
収
蔵
館
活
動
報
告
、

調
査
研
究
活
動
報
告
か
ら
な
る
。
い
わ
ば
史
料
集
と
紀
要
、
活
動
報
告
書
の
合
本
で
あ
る
。

二
条
城
は
、
平
成
十
五
（
二
〇
〇
三
）
年
に
は
築
城
四
百
周
年
が
過
ぎ
、
来
た
る
令
和

八
（
二
〇
二
六
）
年
に
は
寛
永
行
幸
四
百
周
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
び
紀
要

を
発
刊
す
る
こ
と
に
な
っ
た
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
『
史
跡
旧
二
条
離
宮
（
二
条
城
）
保
存

活
用
計
画
』
（
以
下
、
『
保
存
活
用
計
画
』
と
す
る
）
の
作
成
で
あ
る
。

文
化
財
保
護
法
に
基
づ
き
、
二
条
城
は
国
の
史
跡
（
史
跡
旧
二
条
離
宮
〔
二
条
城
〕
）
に

指
定
さ
れ
て
い
る
。
平
成
三
十
（
二
〇
一
九
）
年
に
施
工
さ
れ
た
改
正
文
化
財
保
護
法
に
よ

り
、
文
化
財
の
所
有
者
は
『
保
存
活
用
計
画
』
を
作
成
し
、
国
か
ら
認
定
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
二
条
城
で
は
、
こ
れ
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
文
化

財
と
し
て
の
価
値
を
次
の
時
代
へ
確
実
に
継
承
し
な
が
ら
保
存
と
活
用
を
行
う
こ
と
を
目
指

し
て
、
同
年
に
『
保
存
活
用
計
画
』
報
告
書
を
刊
行
し
た
。

『
保
存
活
用
計
画
』
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
計
画
の
対
象
と
な
る
文
化
財
の
本
質
的
価

値
を
蓄
積
・
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
本
質
的
価
値
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化

財
が
成
り
立
っ
て
き
た
歴
史
よ
り
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
城
内
文
化
財
の
事
例
を
挙

げ
れ
ば
、
二
之
丸
御
殿
や
本
丸
御
殿
な
ど
数
多
く
の
建
造
物
と
そ
れ
ら
御
殿
内
の
障
壁
画
が

挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
国
宝
又
は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
二
之
丸
庭
園
は

特
別
名
勝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
城
の
敷
地
全
体
は
、
世
界
遺
産
（
文
化
遺
産
）
「
古
都
京

都
の
文
化
財
」
構
成
資
産
の
一
つ
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
知
名
度
の
高
い
二
条
城
で
あ
る
が
、
本
質
的
価
値
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
は
、
改
め
て
確
か
な
根
拠
に
基
づ
い
た
歴
史
大
系
の
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。

本
誌
に
掲
載
し
た
編
年
史
料
は
、
そ
の
時
の
調
査
成
果
に
基
づ
い
て
い
る
。

『
保
存
活
用
計
画
』
の
作
成
は
、
結
果
的
に
二
条
城
の
歴
史
研
究
の
余
地
を
示
唆
す
る
と

共
に
、
二
条
城
に
お
け
る
美
術
工
芸
品
、
建
造
物
、
庭
園
等
の
文
化
財
に
関
す
る
調
査
・
研

究
や
修
理
の
記
録
を
十
分
に
発
信
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
契
機
と
な
っ

た
。二

条
城
の
歴
史
研
究
に
は
、
数
度
に
わ
た
り
管
理
者
と
用
途
が
変
わ
っ
た
と
い
う
城
郭

と
し
て
は
特
殊
な
背
景
が
あ
る
。
江
戸
時
代
に
築
か
れ
た
城
郭
の
全
て
は
、
江
戸
幕
府
の
終

焉
に
よ
り
、
本
来
の
使
命
を
終
え
た
。
そ
の
後
城
郭
の
敷
地
は
、
軍
用
地
や
役
所
・
学
校
の

用
地
な
ど
に
転
用
さ
れ
た
。
城
郭
内
の
施
設
は
、
保
存
の
措
置
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
限
り
、

取
り
壊
し
か
移
築
さ
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
二
条
城
の
場
合
は
、
明
治
維
新
以
降
、

京
都
府
や
陸
軍
省
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
た
後
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
離
宮
へ
と
転

じ
た
。
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
に
は
、
京
都
市
に
下
賜
さ
れ
て
現
在
に
至
る
。

各
時
期
の
整
備
に
関
す
る
記
録
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
組
織
が
行
っ
て
き
た
。
し
た
が
っ

て
、
京
都
市
の
所
管
に
な
る
以
前
の
資
料
は
、
概
ね
二
条
城
の
敷
地
外
に
あ
る
。
そ
れ
ら
資

料
の
所
在
は
、
江
戸
時
代
に
つ
い
て
は
各
地
域
の
公
立
・
私
立
の
図
書
館
や
資
料
館
、
大
学

な
ど
、
府
庁
時
代
の
も
の
は
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
、
離
宮
時
代
の
も
の
は
宮
内
庁
公

文
書
館
に
あ
る
な
ど
、
時
期
に
よ
っ
て
異
な
り
、
し
か
も
全
国
各
地
に
分
散
し
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
二
条
城
の
詳
細
な
歴
史
調
査
を
行
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
原
資
料
の
所
在
を
、

手
探
り
で
調
べ
な
が
ら
、
そ
の
内
容
を
読
み
解
く
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
従

来
知
ら
れ
て
き
た
二
条
城
の
歴
史
や
文
化
の
情
報
が
、
ほ
ん
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
可
能
性
を

示
し
て
い
る
。

従
来
、
注
目
さ
れ
て
き
た
二
条
城
を
舞
台
と
し
た
代
表
的
な
出
来
事
と
い
え
ば
、
家
康

に
よ
る
築
城
や
寛
永
期
の
後
水
尾
天
皇
に
よ
る
行
幸
、
大
政
奉
還
、
大
正
天
皇
御
大
典
が
挙

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
に
関
す
る
研
究
や
書
物
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の



　 2

画
期
の
間
で
生
じ
た
事
柄
に
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
代
表
的
と

さ
れ
る
出
来
事
の
間
に
つ
い
て
は
、
着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
調
査
の
余

地
が
あ
る
。

そ
の
全
容
は
未
知
数
で
あ
り
、
本
誌
の
刊
行
に
伴
っ
て
概
観
し
た
範
囲
で
さ
え
、
江
戸

時
代
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
の
資
料
の
所
在
を
調
べ
、
翻
刻
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
さ
ら
に
近
現
代
に
つ
い
て
も
、
相
当
数
の
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い

る
が
、
全
体
像
の
把
握
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
。

本
市
で
は
、
歴
史
資
料
館
に
お
い
て
京
都
の
市
井
に
着
目
し
た
歴
史
調
査
が
長
ら
く
行
わ

れ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
こ
こ
に
来
て
二
条
城
に
関
連
し
た
京
都
に
お
け
る
江
戸
幕
府
の
実

態
の
探
求
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。

以
上
の
よ
う
な
実
情
を
踏
ま
え
、
本
誌
は
、
こ
れ
ま
で
着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
築
城
か

ら
現
代
の
二
条
城
を
取
り
ま
く
歴
史
都
市
・
京
都
の
把
握
と
共
に
、
学
術
的
な
研
究
の
礎
と
な

る
歴
史
資
料
の
蓄
積
を
も
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
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例
言

　

「
元
離
宮
二
条
城
編
年
史
料　

近
世
編
」
は
、
二
条
城
の
理
解
に
欠
か
せ
な
い
重
要
な
文 

　

献
史
料
を
選
び
、
「
元
離
宮
二
条
城
編
年
史
料
」
と
し
て
刊
行
す
る
も
の
の
う
ち
、
近
世 

　

編
（
慶
長
期
～
文
久
期
）
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
章
は
、
「
史
跡
旧
二
条 

　

離
宮
（
二
条
城
）
保
存
活
用
計
画
」
の
策
定
に
あ
た
っ
て
、
平
成
二
九
年
、
三
〇
年
度
に 

　

実
施
し
た
歴
史
調
査
の
結
果
の
う
ち
、
近
世
部
分
を
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
歴
史
調 

　

査
は
、 

以
下
の
調
査
メ
ン
バ
ー
に
よ
り
行
っ
た
。

　
　
　

今
和
泉 

大　

 
 

（
元
京
都
大
学
大
学
院
生
、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
学
芸
員
）

　
　
　

岩
﨑 

奈
緒
子　

（
京
都
大
学
総
合
博
物
館
教
授
）

　
　
　

柴
田 

純　
　
　

（
元
京
都
女
子
大
学
教
授
）

　
　
　

藤
井 

讓
治　
　

（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　

横
田 

冬
彦　
　

（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）

　
な
お
、
史
料
は
、
主
と
し
て
、
『
大
日
本
史
料
』
・
『
編
年
史
料
稿
本
』
・
『
京
都
町
触
集
成
』　
　

　

な
ど
か
ら
採
録
し
、
人
物
の
比
定
・
年
代
の
比
定
な
ど
は
、
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

1
．
第
一
章 

編
年
史
料
は
、
慶
長
期
か
ら
文
久
期
に
か
か
る
二
条
城
に
関
係
す
る
史
料
を　

 

　
　

収
集
し
、
編
年
に
よ
り
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。　

2
．
第
二
章 

部
類
分
け
史
料
の
「
Ⅰ 

『
中
井
家
文
書
』
」
は
、『
中
井
家
文
書
』
の
う
ち
、
二   

　

条
城
に
関
係
す
る
史
料
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
翻
刻
は
、
高
橋
正
彦
『
大
工 

　

頭
中
井
家
文
書
』（
慶
応
通
信
、
一
九
八
三
年
）
に
よ
っ
た
。
「
Ⅱ 

災
害
関
係
史
料
」
は
、  

　

天
明
の
大
火
・
文
政
の
地
震
に
お
け
る
二
条
城
の
被
害
状
況
お
よ
び
そ
の
修
復
に
関 

　

す
る
史
料
を
再
録
し
た
。「
Ⅲ 

『
京
都
役
所
方
覚
』
」
お
よ
び
「
Ⅳ 

『
京
都
御
役
所
向
大
概 

　

覚
書
』
」
は
、
近
世
の
京
都
に
お
け
る
政
治
・
経
済
・
宗
教
な
ど
広
範
囲
に
わ
た
っ
て 

　

記
述
す
る 

『
京
都
役
所
方
覚
』
・
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
の
両
史
料
か
ら
、

二 

　

条
城
に
か
か
わ
る
史
料
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
「
Ⅴ 

地
誌
」
は
、
案
内
記
な 

　

ど
の
地
誌
史
料
か
ら
二
条
城
に
言
及
し
た
箇
所
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

3
．
利
用
の
便
宜
を
図
る
た
め
、
細
目
次
を
付
し
た
。
細
目
次
の
通
し
番
号
は
、
本
文
綱
文

 
 
 
 

上
部
の
番
号
と
対
応
し
て
い
る
。

4
．
本
文
の
表
記
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
原
則
で
標
記
を
統
一
し
た
。 

　
　

⑴　

字
体
は
原
則
常
用
漢
字
と
し
た
が
、
以
下
の
文
字
は
原
文
通
り
と
し
た
。

　
　

⑵　

変
体
仮
名
や
合
字
の
「
ゟ
」・「

」
は
仮
名
に
改
め
た
。
た
だ
し
「
而
」「
仁
」「
乎
」　
　

　
　
　
　

「
者
」
「
茂
」
「
江
」
「
与
」
な
ど
の
漢
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
助
詞
は
そ
の
ま
ま
と　

　
　
　
　

し
た
。

　
　

⑶　

本
文
中
は
、
適
宜
、
読
点
「
、
」
と
並
列
点
「
・
」
を
加
え
た
。

　
　

⑷　

虫
損
・
破
損
な
ど
に
よ
り
判
読
で
き
な
い
文
字
は
、
文
字
数
が
わ
か
る
場
合
は
文　

　
　
　
　

字
数
分
の
□
、
文
字
数
が
不
明
な
場
合
は
、
［　

］
（
大
ま
か
な
字
数
分
の
長
さ
）　

 

　
　
　
　

で
示
し
た
。

　
　

⑸　

朱
書
・
別
筆
な
ど
は
「　

」
で
括
り
、（
朱
書
）・（
別
筆
）
な
ど
と
表
記
し
た
。
ま
た
、　

　
　
　
　

本
文
以
外
の
部
分
は
「　

」
で
括
り
、
（
表
紙
）
・
（
ウ
ワ
書
）
な
ど
で
示
し
た
。

5
．
本
文
中
、
現
時
点
に
お
い
て
人
権
を
侵
害
す
る
恐
れ
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
史
料
も
含

　
　

ま
れ
て
い
る
が
、
歴
史
的
事
実
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
原
文
を
そ
の
ま
ま
掲
載
し

　
　

た
。





一　編年史料

7

一　

編
年
史
料　

細
目
次

1　

慶
長
六
年
五
月
九
日　
　

 
 

　

徳
川
家
康
が
二
条
城
新
造
に
際
し
、
町
家
を
立
ち
退
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

せ
る
。

2　

慶
長
六
年
五
月
一
三
日　

 
 
 
 

家
康
、
二
条
城
（
京
都
屋
敷
）
建
設
の
予
定
地
を
見
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
。

3　

慶
長
七
年
五
月
一
日　
　

 
 
 
 

家
康
、
諸
大
名
に
命
じ
て
、
二
条
城
を
経
営
さ
せ
、
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
一
日
に
成
就
す
る
。

4　

慶
長
七
（
六
ヵ
）
年
一
一
月
三
〇
日 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
康
、
二
条
城
建
設
に
あ
た
り
、
早
崎
平
兵
衛
に
礼
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
与
え
る
。

5　

慶
長
八
年
三
月
七
日　
　

 
 
 
 

山
科
言
経
等
、
二
条
城
を
見
学
す
る
。　

6　

慶
長
八
年
三
月
二
一
日　

 
 
 
 

家
康
、
伏
見
よ
り
上
洛
し
、
初
め
て
二
条
城
に
入
る
。 

7　

慶
長
八
年
三
月
二
五
日　

 
 
 
 

家
康
、
将
軍
宣
下
の
御
礼
の
た
め
、
二
条
城
よ
り
参
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
。

8　

慶
長
八
年
三
月
二
七
日 

 
 
 
 
 

家
康
の
将
軍
宣
下
及
び
歳
首
を
賀
し
て
、
親
王
・
公
家

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

衆
・
門
跡
な
ど
、
二
条
城
に
参
る
。

9　

慶
長
八
年
四
月
一
日　
　
　

 
 

公
家
衆
、
二
条
城
に
行
き
、
将
軍
家
康
に
拝
謁
す
る
。

10　

慶
長
八
年
四
月
四
日　

 
 
 
 

　

将
軍
家
康
、
二
条
城
で
能
楽
を
行
い
、
公
家
衆
・
諸
大

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
を
饗
応
す
る
。

11　

慶
長
八
年
四
月
一
六
日　
　
　

家
康
、
伏
見
に
帰
る
。

12　

慶
長
八
年
七
月
三
日 

 
 

　
　

 

家
康
、
伏
見
よ
り
二
条
城
に
入
る
。

13　

慶
長
八
年
七
月
七
日 

 
 
 
 

　

 

家
康
、
二
条
城
で
二
日
に
わ
た
っ
て
能
楽
を
行
う
。

14　

慶
長
八
年
七
月
一
五
日 

 
 
 

　

家
康
、
二
条
城
か
ら
伏
見
城
に
帰
る
。

15　

慶
長
八
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幕
府
、
二
条
城
を
修
理
す
る
。

16　

慶
長
九
年
六
月
一
〇
日　
　
　

家
康
が
伏
見
よ
り
二
条
城
に
入
り
、
公
家
衆
が
参
上
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。

17　

慶
長
九
年
六
月
二
二
日　
　
　

家
康
、
参
内
す
る
。

18　

慶
長
九
年
六
月
二
三
日　
　
　

家
康
へ
当
年
の
御
礼
の
た
め
、
親
王
・
門
跡
・
公
家
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
二
条
城
に
参
上
す
る
。

19　

慶
長
九
年
六
月
二
四
日　
　
　

家
康
、
北
政
所
殿
お
よ
び
公
家
衆
を
二
条
城
に
招
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

能
楽
を
行
う
。

20　

慶
長
九
年
七
月
一
日　
　
　

 
 

家
康
、
二
条
城
を
発
し
て
、
伏
見
城
に
帰
る
。

21　

慶
長
一
〇
年
三
月
二
九
日　
　

徳
川
秀
忠
、
参
内
し
、
去
々
年
右
近
衛
大
将
任
官
の
恩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
謝
す
る
。

22　

慶
長
一
〇
年
四
月
八
日　
　
　

家
康
、
二
条
城
に
入
る
。

23　

慶
長
一
〇
年
四
月
一
〇
日　
　

家
康
、
参
内
す
る
。

24　

慶
長
一
〇
年
四
月
一
二
日　

 
 

家
康
へ
年
頭
の
御
礼
の
た
め
、
親
王
・
公
家
衆
・
門
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

等
、
二
条
城
へ
参
上
す
る
。

25　

慶
長
一
〇
年
四
月
一
五
日　
　

家
康
、
二
条
城
か
ら
伏
見
城
に
帰
る
。

26　

慶
長
一
〇
年
四
月
一
七
日　
　

秀
忠
、
伏
見
よ
り
上
洛
し
、
二
条
城
に
入
る
。

27　

慶
長
一
〇
年
四
月
二
七
日　

 
 

秀
忠
の
将
軍
宣
下
を
賀
す
る
た
め
、
親
王
・
公
家
衆
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

門
跡
等
、
二
条
城
に
参
上
す
る
。

28　

慶
長
一
〇
年
七
月
二
一
日　
　

家
康
、
伏
見
よ
り
上
洛
し
、
二
条
城
に
入
る
。

29　

慶
長
一
〇
年
七
月
二
一
日　
　

家
康
、
林
信
勝
を
二
条
城
で
引
見
す
る
。

30　

慶
長
一
〇
年
八
月
一
日　
　
　

家
康
、
二
条
城
で
八
朔
の
賀
を
行
う
。

31　

慶
長
一
〇
年
八
月
一
七
日 

 
 
 

二
条
城
で
乱
舞
が
あ
る
。
家
康
、
神
龍
院
梵
舜
に
諸
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
を
諮
問
す
る
。

32　

慶
長
一
〇
年
八
月
二
二
日　

 
 

家
康
、
二
条
城
よ
り
伏
見
に
帰
る
。

33　

慶
長
一
一
年
六
月
一
〇
日　
　

江
戸
御
殿
の
金
物
値
段
は
二
条
城
を
参
考
に
せ
よ
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
家
康
の
意
向
を
伝
え
る
後
藤
光
次
書
状
。

34　

慶
長
一
一
年
七
月
二
七
日　

 
 

家
康
、
伏
見
よ
り
二
条
城
に
入
る
。
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35　

慶
長
一
一
年
八
月
一
日　
　

 
 

家
康
、
二
条
城
で
八
朔
を
賀
す
る
。

36　

慶
長
一
一
年
八
月
二
日　
　

 
 

家
康
、
二
条
城
で
能
楽
を
行
い
、
公
家
衆
や
北
政
所
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
饗
応
す
る
。

37　

慶
長
一
一
年
八
月
一
二
日　
　

家
康
、
二
条
城
よ
り
伏
見
城
に
帰
る
。

38　

慶
長
一
一
年　
　
　
　
　
　

 
 

幕
府
、
二
条
城
を
修
理
す
る
。

39　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　
　

慶
長
年
間
創
建
の
二
条
城
の
作
事
の
様
子
を
記
す
。

40　

慶
長
一
六
年
三
月
一
七
日　

 
 

家
康
、
駿
河
か
ら
上
洛
し
、
二
条
城
に
入
る
。
上
洛
前
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
城
数
寄
屋
垣
を
修
復
す
る
。

41　

慶
長
一
六
年
三
月
二
三
日　
　

家
康
、
息
徳
川
義
利
（
義
直
） 

・ 

徳
川
頼
将
（
頼
宣
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

及
び
松
平
忠
直
を
従
え
、
参
内
す
る
。

42　

慶
長
一
六
年
三
月
二
八
日 

 
 
 

家
康
、
豊
臣
秀
頼
に
二
条
城
で
会
見
す
る
。
北
政
所
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
伴
す
る
。
そ
の
後
秀
頼
は
豊
国
社
に
社
参
し
、
大
坂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
帰
る
。

43　

慶
長
一
六
年
四
月
二
日　
　
　

二
条
城
で
諸
礼
が
あ
る
。
親
王
と
摂
関
家
が
礼
の
先
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
争
い
、
家
康
が
親
王
を
先
と
す
る
。

44　

慶
長
一
六
年
四
月
三
日　
　

 
 

家
康
、
伏
見
に
戻
り
、
滞
留
二
日
に
し
て
二
条
城
に
帰

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
。

45　

慶
長
一
六
年
四
月
八
日　
　

 
 

家
康
、
高
野
山
大
徳
院
宥
雅
等
を
二
条
城
に
召
し
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
論
義
を
聴
く
。

46　

慶
長
一
六
年
四
月
一
一
日　

 
 

徳
川
頼
将
（
頼
宣
）
が
二
条
城
で
能
楽
を
演
じ
、
公
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

衆
・
門
跡
お
よ
び
諸
大
名
が
見
物
す
る
。

47　

慶
長
一
六
年
四
月
一
四
日　

 
 

家
康
、
二
条
城
で
能
楽
を
行
い
、
親
王
・
門
跡
・
公
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

衆
を
饗
す
る
。

48　

慶
長
一
六
年
四
月
一
四
日　
　

家
康
、
二
条
城
で
能
楽
を
行
う
。

49　

慶
長
一
六
年
四
月
一
七
日　
　

家
康
、
明
日
下
向
の
た
め
、
禁
裏
の
勅
使
が
二
条
城
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遣
さ
れ
る
。

50　

慶
長
一
九
年
四
月
一
二
日　
　

二
条
城
破
損
個
所
修
復
に
つ
い
て
年
寄
衆
に
伺
う
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

求
め
た
板
倉
勝
重
書
状
。

51　

慶
長
一
九
年
四
月
二
二
日　
　

二
条
城
破
損
個
所
修
復
に
つ
い
て
、
重
ね
て
年
寄
衆
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
相
談
を
求
め
た
板
倉
勝
重
書
状
。

52　

慶
長
一
九
年
一
〇
月
一
一
日　

二
条
城
に
弓
鉄
砲
の
者
を
送
っ
た
旨
を
伝
え
る
中
井
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
書
状
。

53　

慶
長
一
九
年
一
〇
月
二
〇
日　

家
康
の
柏
原
到
着
時
、
大
坂
方
の
二
条
城
放
火
の
陰
謀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

露
見
と
の
報
告
書
が
届
く
。

54　

慶
長
一
九
年
一
〇
月
二
三
日　

家
康
が
二
条
城
に
入
る
。
片
桐
且
元
の
子
元
包
が
家
康

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
拝
謁
し
、
秀
忠
の
使
者
も
到
着
す
る
。

55　

慶
長
一
九
年
一
〇
月
二
三
日 

 

家
康
、
藤
堂
高
虎
を
二
条
城
に
召
し
、
大
坂
城
の
形
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
問
う
。

56　

慶
長
一
九
年
一
〇
月
二
四
日　

家
康
、
二
条
城
で
公
家
衆
お
よ
び
諸
大
名
と
対
面
す
る
。

57　

慶
長
一
九
年
一
〇
月
二
六
日　

織
田
信
雄
お
よ
び
五
山
の
僧
徒
、
二
条
城
で
家
康
に
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

礼
を
述
べ
る
。

58　

慶
長
一
九
年
一
〇
月
二
六
日　

京
極
高
知
の
子
高
政
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

59　

慶
長
一
九
年
一
〇
月
二
七
日　

一
乗
院
尊
勢
・
喜
多
院
空
慶
・
宝
性
院
深
覚
・
片
桐
貞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

隆
な
ど
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

60　

慶
長
一
九
年
一
〇
月
二
八
日　

三
宝
院
義
演
・
大
乗
院
信
尊
・
本
願
寺
光
昭
な
ど
、
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

61　

慶
長
一
九
年
一
一
月
一
日　
　

八
条
宮
智
仁
親
王
・
関
白
鷹
司
信
尚
・
前
関
白
二
条
昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

実
な
ど
、
二
条
城
で
家
康
に
御
礼
を
申
す
。

62　

慶
長
一
九
年
一
一
月
四
日　
　

右
大
臣
近
衛
信
尋
以
下
公
家
衆
百
余
人
、
二
条
城
で
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

康
に
御
礼
を
申
す
。

63　

慶
長
一
九
年
一
一
月
六
日　
　

伊
予
松
山
城
主
加
藤
嘉
明
の
嫡
子
明
成
お
よ
び
毛
利
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瑞
（
輝
元
）
の
使
者
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。　

64　

慶
長
一
九
年
一
一
月
六
日　
　

高
野
山
大
徳
院
宥
雅
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

65　

慶
長
一
九
年
一
一
月
七
日　
　

蜂
須
賀
至
鎮
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

66　

慶
長
一
九
年
一
一
月
一
一
日 

 

秀
忠
、
伏
見
か
ら
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
対
面
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
後
伏
見
に
帰
る
。

67　

慶
長
一
九
年
一
一
月
一
一
日　

伊
達
政
宗
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
し
、
宇
治
に
赴
く
。

68　

慶
長
一
九
年
一
一
月
一
一
日　

堺
の
今
井
宗
薫
・
宗
呑
父
子
、
大
坂
城
を
遁
れ
、
二
条
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城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

69　

慶
長
一
九
年
一
一
月
一
二
日　

上
杉
景
勝
・
佐
竹
義
宣
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

70　

慶
長
一
九
年
一
一
月
一
二
日　

徳
川
義
利
（
義
直
）
、
二
条
城
を
発
し
て
、
木
津
川
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

止
宿
す
る
。

71　

慶
長
一
九
年
一
一
月
一
三
日　

秀
忠
の
使
者
土
井
利
勝
、
二
条
城
で
家
康
と
密
談
す
る
。

72　

慶
長
一
九
年
一
一
月
一
三
日　

常
陸
の
新
庄
直
定
・
陸
奥
の
土
方
雄
重
・
下
野
の
細
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

興
元
な
ど
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

73　

慶
長
一
九
年
一
一
月
一
四
日 

 

本
多
正
信
、
江
戸
か
ら
京
都
に
着
き
、 

二
条
城
で
家
康

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
拝
謁
す
る
。

74　

慶
長
一
九
年
一
一
月
一
五
日　

家
康
、
二
条
城
を
発
し
、
大
坂
に
向
か
う
。

75　

慶
長
一
九
年
一
二
月
二
五
日　

家
康
、
本
多
正
純
・
成
瀬
正
成
・
安
藤
直
次
を
茶
臼
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
留
め
、
二
条
城
に
凱
旋
す
る
。

76　

慶
長
一
九
年
一
二
月
二
六
日　

公
家
衆
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

77　

慶
長
一
九
年
一
二
月
二
六
日　

片
桐
且
元
・
板
倉
勝
重
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

78　

慶
長
一
九
年
一
二
月
二
七
日　

秀
忠
、
土
井
利
勝
を
二
条
城
に
遣
し
、
大
坂
城
堀
櫓
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ど
の
破
壊
を
言
上
す
る
。　

79　

慶
長
一
九
年
一
二
月
二
七
日　

神
龍
院
梵
舜
、
二
条
城
で
抄
を
家
康
に
献
じ
る
。

80　

慶
長
一
九
年
一
二
月
二
九
日　

伝
奏
広
橋
兼
勝
・
三
条
西
実
条
、
二
条
城
で
禁
中
儀
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
ど
七
か
条
を
家
康
に
示
す
。

81　

元
和
元
年
一
月
一
日　
　
　
　

豊
臣
秀
頼
、
二
条
城
に
使
者
を
遣
し
、
家
康
に
歳
首
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賀
す
る
。

82　

元
和
元
年
一
月
二
日　
　
　
　

勅
使
及
び
院
使
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
歳
首
を
賀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
。

83　

元
和
元
年
一
月
三
日　
　

 
 
 
 

家
康
、
駿
府
へ
帰
る
た
め
、
二
条
城
を
出
発
す
る
。

84　

元
和
元
年
一
月
二
四
日 

 
 
 
 
 

秀
忠
、
伏
見
よ
り
二
条
城
に
入
る
。

85　

元
和
元
年
一
月
二
五
日　
　
　

五
山
の
僧
、
二
条
城
に
至
り
、
秀
忠
に
歳
首
を
賀
す
る
。

86　

元
和
元
年
一
月
二
七
日 

 
 
 
 
 

親
王
・
公
家
衆
・
門
跡
以
下
、
二
条
城
に
至
り
、
和
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
成
立
を
秀
忠
に
賀
す
る
。

87　

元
和
元
年
一
月
二
八
日　
　
　

秀
忠
、
江
戸
に
帰
る
た
め
、
二
条
城
を
出
発
す
る
。

88　

元
和
元
年
四
月
一
八
日　
　
　

家
康
、
京
都
に
到
着
し
、
二
条
城
に
入
る
。

89　

元
和
元
年
四
月
二
二
日　
　

 
 

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
と
密
議
す
る
。

90　

元
和
元
年
四
月
二
三
日　
　

 
 

公
家
衆
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
拝
謁
す
る
。

91　

元
和
元
年
四
月
二
五
日　
　
　

秀
忠
、
土
井
利
勝
・
安
藤
重
信
を
二
条
城
に
遣
し
、
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

康
と
密
談
さ
せ
る
。

92　

元
和
元
年
四
月
二
六
日　
　
　

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
拝
謁
す
る
。

93　

元
和
元
年
四
月
二
九
日　
　
　

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
と
密
談
す
る
。

94　

元
和
元
年
五
月
五
日　
　
　
　

家
康
、
二
条
城
を
出
発
す
る
。

95　

元
和
元
年
五
月
八
日　
　
　
　

家
康
、
二
条
城
に
凱
旋
す
る
。

96　

元
和
元
年
五
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 

家
康
、
鍋
島
勝
茂
を
二
条
城
で
引
見
す
る
。                                                                           

97　

元
和
元
年
五
月
一
一
日　
　

 
 

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
と
密
談
す
る
。

98　

元
和
元
年
五
月
一
三
日 

 
 
 

　

神
龍
院
梵
舜
、
二
条
城
の
家
康
に
伺
候
す
る
。

99　

元
和
元
年
五
月
一
四
日　
　
　

幕
府
、
大
坂
の
残
党
水
原
石
見
守
の
首
を
二
条
城
西
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
に
曝
す
。

100　

元
和
元
年
五
月
一
五
日　
　

 
 

公
家
衆
・
門
跡
等
、
二
条
城
に
至
り
、 

家
康
に
拝
謁
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
。

101　

元
和
元
年
五
月
一
八
日　
　
　

秀
忠
及
び
公
家
衆
・
門
跡
・
大
名
等
、
二
条
城
に
至
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
康
に
拝
謁
す
る
。

102　

元
和
元
年
五
月
一
九
日 

 
 
 

　

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
と
対
談
す
る
。

103　

元
和
元
年
五
月
二
一
日 

 
 
 
 
 

家
康
、
二
条
城
で
真
言
の
論
議
を
聞
く
。

104　

元
和
元
年
五
月
二
三
日　
　
　

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
拝
謁
す
る
。

105　

元
和
元
年
五
月
二
四
日　
　
　

神
龍
院
梵
舜
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
拝
謁
す
る
。

106　

元
和
元
年
五
月
二
六
日　
　
　

神
龍
院
梵
舜
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
拝
謁
す
る
。

107　

元
和
元
年
六
月
一
日　
　
　
　

公
家
衆
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
拝
謁
す
る
。

108　

元
和
元
年
六
月
二
日　
　
　
　

秀
忠
、
二
条
城
に
至
る
。
ま
た
二
条
城
で
天
台
宗
の
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

議
が
あ
る
。

109　

元
和
元
年
六
月
四
日　
　

 
 

　

家
康
、
高
野
衆
の
論
議
を
聞
く
。

110　

元
和
元
年
六
月
一
一
日 

 
 
 

　

家
康
、
二
条
城
で
因
明
の
論
議
を
聞
く
。

111　

元
和
元
年
六
月
一
六
日 

 
 
 
 
 

二
条
城
で
嘉
定
の
儀
が
あ
る
。
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112　

元
和
元
年
六
月
一
七
日 

 
 
 

　

二
条
城
で
天
台
宗
の
論
議
が
あ
る
。

113　

元
和
元
年
六
月
二
〇
日 

 
 
 
 
 

秀
忠
、
二
条
城
に
至
る
。
ま
た
二
条
城
で
天
台
宗
の
論　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

議
が
あ
る
。

114　

元
和
元
年
六
月
二
八
日 

 
 
 
 
 

秀
忠
、
二
条
城
に
至
る
。

115　

元
和
元
年
六
月
二
九
日　
　
　

本
阿
弥
又
三
郎
、
二
条
城
に
至
り
、
秀
頼
の
骨
喰
刀
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
康
に
献
上
す
る
。

116　

元
和
元
年
六
月
三
〇
日　
　

 
 

家
康
、
片
山
宗
哲
等
に
命
じ
、
二
条
城
御
殿
で
僧
雲
叔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

献
上
の
書
籍
を
点
検
さ
せ
る
。

117　

元
和
元
年
閏
六
月
一
日　
　
　

公
家
衆
・
僧
侶
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
拝
謁
す
る
。　

118　

元
和
元
年
閏
六
月
三
日　
　
　

伊
予
板
島
城
主
伊
達
秀
宗
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

拝
謁
す
る
。

119　

元
和
元
年
閏
六
月
四
日　
　
　

細
川
忠
興
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
拝
謁
す
る
。

120　

元
和
元
年
閏
六
月
六
日　
　
　

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
と
閑
談
す
る
。
ま
た
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

条
城
で
真
言
宗
の
論
議
が
あ
る
。

121　

元
和
元
年
閏
六
月
九
日　
　

 
 

家
康
、
織
田
有
楽
に
大
坂
城
中
の
茶
器
の
こ
と
を
尋
ね

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
。

122　

元
和
元
年
閏
六
月
一
五
日　

 
 

秀
忠
、
安
藤
重
信
を
使
者
と
し
て
二
条
城
に
遣
す
。

123　

元
和
元
年
閏
六
月
一
五
日　
　

家
康
、
二
条
城
南
殿
に
出
御
し
、
公
家
衆
に
会
う
。

124　

元
和
元
年
閏
六
月
一
五
日　
　

徳
川
頼
将
（
頼
宣
）
、
伏
見
城
に
行
き
、
秀
忠
に
謁
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
城
に
帰
る
。

125　

元
和
元
年
閏
六
月
一
六
日　
　

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
と
閑
談
す
る
。

126　

元
和
元
年
閏
六
月
一
七
日　
　

公
家
衆
・
門
跡
及
び
諸
大
名
等
、
二
条
城
で
家
康
に
拝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

謁
す
る
。
家
康
、
浄
土
宗
の
法
問
を
聴
く
。

127　

元
和
元
年
閏
六
月
二
三
日　
　

二
条
城
で
真
言
宗
の
論
議
が
あ
る
。

128　

元
和
元
年
閏
六
月
二
五
日　
　

家
康
、
二
条
城
で
天
台
の
論
議
を
聞
く
。

129　

元
和
元
年
閏
六
月
二
六
日　
　

二
条
城
で
真
言
宗
の
論
議
が
あ
る
。

130　

元
和
元
年
閏
六
月
二
七
日　
　

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
舞
楽
を
見
る
。

131　

元
和
元
年
七
月
一
日　
　
　
　

秀
忠
、
二
条
城
に
至
る
。
家
康
、
二
条
城
で
能
楽
を
張
る
。

132　

元
和
元
年
七
月
三
日　
　
　
　

家
康
、
二
条
城
で
真
言
宗
の
論
議
を
聞
く
。

133　

元
和
元
年
七
月
四
日　
　
　
　

秀
忠
、
水
野
忠
元
を
二
条
城
に
遣
し
、
家
康
に
鱸
魚
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

献
上
す
る
。

134　

元
和
元
年
七
月
五
日　
　
　
　

家
康
、
二
条
城
南
殿
で
源
氏
物
語
抄
を
公
家
に
配
分
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仮
名
付
を
命
じ
る
。

135　

元
和
元
年
七
月
五
日　
　
　
　

家
康
、
二
条
城
に
て
幸
若
舞
を
見
る
。

136　

元
和
元
年
七
月
一
〇
日　
　
　

土
井
利
勝
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
伺
候
す
る
。

137　

元
和
元
年
七
月
一
一
日　
　
　

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
拝
謁
す
る
。

138　

元
和
元
年
七
月
一
七
日　
　
　

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
対
面
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
康
、
能
楽
を
張
る
。
ま
た
禁
中
公
家
諸
法
度
を
定
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。

139　

元
和
元
年
七
月
二
一
日　
　
　

家
康
、
能
楽
を
二
条
城
に
張
り
、
北
政
所
等
に
見
物
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

せ
る
。

140　

元
和
元
年
七
月
二
八
日　
　
　

神
龍
院
梵
舜
、
増
鏡
三
冊
を
家
康
に
献
じ
る
。

141　

元
和
元
年
七
月
二
九
日　
　
　

家
康
、
二
条
城
御
数
寄
屋
に
お
い
て
源
氏
物
語
を
聞
く
。

142　

元
和
元
年
八
月
一
日　
　
　
　

親
王
・
公
家
衆
等
、
二
条
城
に
至
り
、
八
朔
を
賀
す
る
。

143　

元
和
元
年
八
月
一
日　
　
　
　

南
蛮
人
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

144　

元
和
元
年
八
月
四
日　
　
　
　

家
康
、
二
条
城
を
出
発
し
、
関
東
に
下
向
す
る
。　

145　

元
和
五
年
八
月
二
五
日　
　
　

毛
利
宗
瑞
（
輝
元
）
、
京
都
に
至
り
、
二
条
城
で
秀
忠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
拝
謁
す
る
。

146　

元
和
五
年
九
月
一
八
日　
　
　

秀
忠
、
入
京
し
て
、
二
条
城
の
縄
張
を
命
じ
、
即
日
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
都
を
発
し
て
、
江
戸
に
下
向
す
る
。

147　

元
和
六
年
五
月
二
八
日　
　
　

秀
忠
の
息
女
徳
川
和
子
、
京
都
に
到
着
し
、
二
条
城
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
る
。

148　

元
和
六
年
六
月
一
二
日　
　

 
 

関
白
九
条
忠
栄
等
、
二
条
城
に
至
り
、
酒
井
忠
世
・
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
利
勝
等
と
、
和
子
入
内
の
こ
と
を
評
議
す
る
。

149　

元
和
六
年
六
月
一
八
日　
　
　

和
子
、
入
内
す
る
。
そ
の
た
め
、
二
条
城
か
ら
内
裏
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
の
道
が
作
ら
れ
る
。

150　

元
和
六
年　
　
　
　
　
　
　

 
 

和
子
入
内
の
た
め
、
二
条
城
内
に
女
御
御
殿
を
作
る
。

151　

元
和
九
年
六
月
八
日　
　
　
　

秀
忠
、
京
都
に
至
り
、
二
条
城
に
入
る
。
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152　

元
和
九
年
六
月
一
五
日　
　
　

親
王
・
公
卿
・
門
跡
以
下
、
二
条
城
で
秀
忠
の
入
洛
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祝
賀
す
る
。

153　

元
和
九
年
六
月
二
五
日　
　

 
 

秀
忠
、
参
内
す
る
。

154　

元
和
九
年
七
月
一
日　
　
　
　

二
条
城
中
の
西
長
屋
が
崩
れ
る
。

155　

元
和
九
年
七
月
一
三
日　
　
　

秀
忠
、
二
条
城
に
入
る
。
家
光
、
入
京
し
、
伏
見
城
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
る
。

156　

元
和
九
年
七
月
一
五
日　
　
　

家
光
、
二
条
城
で
秀
忠
に
対
顔
す
る
。

157　

元
和
九
年
七
月
二
三
日　
　
　

家
光
、
参
内
後
、
二
条
城
に
移
る
。

158　

元
和
九
年
八
月
四
日　
　
　
　

五
山
衆
、
二
条
城
で
御
服
を
頂
戴
す
る
。

159　

元
和
九
年
八
月
五
日　
　
　
　

土
御
門
久
修
、
二
条
城
で
天
冑
地
府
祭
を
修
す
る
。

160　

元
和
九
年
（
八
月
五
日
）　
　

 

大
坂
城
及
び
二
条
城
の
普
請
に
つ
い
て
の
覚
書
。

161　

元
和
九
年
八
月
六
日　
　
　
　

三
条
西
光
慶
等
、
二
条
城
ヘ
伺
公
す
る
。
家
光
、
参
内
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

襲
職
の
慶
を
奏
す
る
。

162　

元
和
九
年
八
月
一
四
日　
　
　

家
光
、
二
条
城
で
猿
楽
を
張
る
。

163　

元
和
九
年
閏
八
月
一
日　
　

 
 

秀
忠
、
暹
羅
国
使
を
二
条
城
で
引
見
す
る
。

164　

元
和
九
年
閏
八
月
二
一
日 

 
 
 

秀
忠
、
二
条
城
を
発
し
、
江
戸
に
下
向
す
る
。

165　

寛
永
元
年
是
月
（
二
月
）　
　

 

幕
府
、
二
条
城
の
修
築
を
徳
川
義
直
以
下
譜
代
大
名
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
人
に
命
じ
る
。

166　

寛
永
元
年
五
月
二
八
日　
　
　

二
条
城
修
築
に
あ
た
り
、
石
引
を
叡
覧
す
る
。

167　

寛
永
元
年
九
月
三
日　
　
　
　

二
条
城
作
事
の
材
木
値
段
に
関
す
る
嶋
田
直
時
・
久
貝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
俊
連
署
書
状
。

168　

寛
永
元
年
一
〇
月
四
日　
　
　

二
条
城
の
差
図
を
受
け
取
っ
た
旨
を
記
し
た
江
戸
幕
府

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西
丸
老
中
連
署
奉
書
。

169　

寛
永
元
年
一
〇
月
二
九
日　
　

二
条
城
の
作
事
は
広
大
な
り
と
記
さ
れ
る
。

170　

（
年
未
詳
）
五
月
一
〇
日　
　

 

二
条
城
・
大
坂
城
の
作
事
に
つ
い
て
油
断
な
く
せ
よ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
の
土
井
利
勝
書
状
。

171　

寛
永
二
年
四
月
二
日　
　
　
　

幕
府
、
駿
府
城
番
渡
辺
茂
を
二
条
城
の
定
番
と
す
る
。

172　

寛
永
二
年
六
月
二
六
日　
　
　

二
条
城
の
作
事
を
奇
麗
に
せ
よ
、
と
の
秀
忠
の
意
向
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伝
え
る
板
倉
重
宗
書
状
。

173　

寛
永
二
年
六
月
二
九
日　
　
　

二
之
丸
北
に
将
軍
の
御
座
間
御
殿
を
建
設
す
る
、
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

板
倉
重
宗
書
状
。

174　

寛
永
二
年
七
月
九
日　
　
　
　

二
之
丸
奥
の
御
座
間
建
設
に
関
す
る
鈴
木
遠
江
書
状
。

175　

寛
永
二
年
七
月
二
二
日　
　
　

二
之
丸
作
事
や
将
軍
御
座
所
に
つ
い
て
指
示
し
た
板
倉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
宗
書
状
。

176　

寛
永
二
年
七
月
二
四
日　
　
　

二
之
丸
行
幸
の
差
図
に
秀
忠
の
上
意
を
付
し
た
江
戸
幕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

府
西
丸
老
中
連
署
奉
書
。

177　

寛
永
二
年
七
月
二
五
日　
　
　

二
之
丸
行
幸
の
差
図
と
大
工
を
送
っ
た
旨
を
述
べ
た
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
利
勝
書
状
。

178　

寛
永
二
年
八
月
一
八
日　
　
　

二
条
城
作
事
の
材
木
入
札
や
薄
之
儀
に
関
す
る
松
平
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

綱
・
伊
丹
康
勝
連
署
書
状
。

179　

（
年
未
詳
）
七
月
二
四
日　
　

 

二
条
城
作
事
手
伝
人
足
に
関
す
る
松
平
正
綱
書
状
。

180　

寛
永
二
～
三
年　

 

　
　
　

 
 
 

寛
永
の
行
幸
を
前
に
二
条
城
の
城
域
が
拡
大
・
造
替
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
る
。

181　

寛
永
三
年
五
月
一
六
日　
　
　

幕
府
、
二
条
城
へ
の
行
幸
の
た
め
、
堂
上
及
び
地
下
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
に
装
束
料
を
給
う
。

182　

寛
永
三
年
六
月
二
〇
日　
　
　

秀
忠
、
京
都
に
至
り
、
二
条
城
に
入
る
。

183　

寛
永
三
年
六
月
二
〇
日　
　
　

二
之
丸
行
幸
御
殿
の
建
設
が
順
調
と
の
旨
を
了
解
し
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
の
江
戸
幕
府
本
丸
老
中
連
署
奉
書
。

184　

寛
永
三
年
六
月
二
三
日　
　
　

秀
忠
、
公
家
衆
を
二
条
城
に
引
見
す
る
。

185　

寛
永
三
年
六
月
二
八
日　
　
　

公
卿
及
び
諸
大
名
、
二
条
城
に
参
上
し
、
秀
忠
に
拝
謁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
。

186　

寛
永
三
年
六
月
三
〇
日　
　
　

土
御
門
泰
重
、
二
条
城
で
茅
輪
を
秀
忠
に
進
む
。

187　

寛
永
三
年
七
月
三
日　
　
　
　

親
王
・
公
卿
等
、
二
条
城
で
秀
忠
に
入
京
を
賀
す
る
。

188　

寛
永
三
年
七
月
一
一
日　
　
　

松
平
重
忠
死
去
。
子
重
直
、
二
条
城
で
家
督
を
賜
う
。

189　

寛
永
三
年
七
月
一
二
日　
　
　

秀
忠
、
参
内
す
る
。

190　

寛
永
三
年
七
月
一
三
日　
　
　

秀
忠
、
二
条
城
行
幸
の
諸
礼
に
つ
い
て
評
議
さ
せ
る
。

191　

寛
永
三
年
七
月
二
九
日　
　
　

秀
忠
、
大
坂
城
よ
り
二
条
城
に
帰
る
。

192　

寛
永
三
年
八
月
二
日　
　
　
　

家
光
、
京
都
に
至
り
、
二
条
城
に
入
る
。



元離宮二条城編年史料　近世編

12

193　

寛
永
三
年
八
月
一
八
日　
　
　

家
光
、
参
内
し
、
従
一
位
右
大
臣
に
叙
任
す
る
。
秀
忠
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
政
大
臣
を
勧
め
ら
れ
る
も
、
固
辞
す
る
。

194　

寛
永
三
年
九
月
六
日　
　
　

 
 

後
水
尾
天
皇
、
女
院
な
ど
を
伴
い
、
二
条
城
に
行
幸
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。

195　

寛
永
三
年
九
月
七
日 

 
 
 
 

　

 

二
条
城
で
舞
楽
御
覧
が
あ
る
。
公
家
衆
は
御
番
伺
公
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。

196　

寛
永
三
年
九
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 

二
条
城
で
和
歌
管
弦
の
御
遊
が
あ
る
。

197　

寛
永
三
年
九
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 

二
条
城
で
能
楽
御
覧
が
あ
る
。

198　

寛
永
三
年
九
月
一
〇
日 

 
 
 
 
 

天
皇
、
二
条
城
よ
り
還
幸
す
る
。

199　

年
月
日
未
詳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
之
丸
行
幸
之
間
に
関
す
る
覚
書
。

200　

寛
永
三
年
九
月
一
六
日　
　
　

家
光
、
大
坂
に
赴
き
、
普
請
を
上
覧
し
、
翌
日
二
条
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
帰
る
。

201　

寛
永
三
年
九
月
一
二
日　
　
　

秀
忠
が
太
政
大
臣
に
、
家
光
が
左
大
臣
に
昇
進
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秀
忠
・
家
光
父
子
、
参
内
し
、
後
日
二
条
城
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
家
衆
の
御
礼
・
祝
儀
が
あ
る
。

202　

寛
永
三
年
九
月
二
五
日　
　
　

家
光
、
二
条
城
を
発
し
て
、
江
戸
に
帰
る
。

203　

寛
永
三
年
一
〇
月
六
日　
　
　

秀
忠
、
二
条
城
を
発
し
て
、
帰
途
に
就
く
。

204　

寛
永
三
年　
　
　
　
　
　
　
　

本
丸
御
殿
・
二
之
丸
御
殿
の
御
絵
間
数
に
つ
い
て
の
覚　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
。

205　

寛
永
四
年
八
月
六
日　
　
　
　

幕
府
、
二
条
城
の
唐
門
を
金
地
院
崇
伝
に
賜
い
、
南
禅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
に
移
さ
せ
る
。

206　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　
　

二
条
城
行
幸
後
、
城
内
の
建
築
物
が
次
第
に
各
地
へ
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

築
さ
れ
、
縮
小
さ
れ
る
。

207　

寛
永
五
年
ヵ　
　
　
　
　
　

 
 

院
御
所
と
中
宮
様
両
作
事
に
当
た
り
二
条
城
行
幸
時
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

先
例
を
問
合
わ
せ
た
中
井
大
和
守
書
状
。

208　

寛
永
七
年
七
月
一
三
日　
　
　

二
条
城
の
法
度
は
大
坂
城
の
法
度
に
准
じ
る
こ
と
が
定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

め
ら
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

209　

寛
永
八
年
一
二
月
二
三
日　
　

二
条
城
へ
の
鉄
炮
等
輸
送
に
際
し
、
下
鳥
羽
車
持
惣
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
伝
馬
役
が
賦
課
さ
れ
る
。

210　

寛
永
一
一
年
七
月
一
一
日　
　

家
光
、
二
条
城
に
入
る
。

211　

寛
永
一
一
年
七
月
一
二
日　
　

勅
使
・
院
使
等
、
二
条
城
で
家
光
に
上
洛
を
賀
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
三
日
、
勅
使
・
院
使
等
、
歳
首
を
賀
す
る
。
一
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
降
、
公
家
・
門
跡
・
僧
侶
・
諸
職
人
・
商
人
等
、
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

光
に
拝
謁
す
る
。

212　

寛
永
一
一
年
七
月
一
六
日　
　

後
水
尾
上
皇
、
家
光
に
太
政
大
臣
推
任
の
内
旨
を
再
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伝
え
る
も
、
家
光
、
固
辞
す
る
。

213　

寛
永
一
一
年
七
月
一
八
日　
　

家
光
、
参
内
す
る
。

214　

寛
永
一
一
年
七
月
一
九
日　
　

家
光
、
二
之
丸
へ
出
御
す
る
。
参
内
を
賀
す
る
御
三
家
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

諸
大
名
が
拝
謁
す
る
。

215　

寛
永
一
一
年
七
月
二
〇
日　
　

家
光
、
二
之
丸
に
出
御
す
る
。

216　

寛
永
一
一
年
七
月
二
一
日　
　

家
光
、
二
条
城
で
能
楽
を
張
り
、
親
王
・
公
家
・
門
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

及
び
諸
大
名
を
饗
応
す
る
。

217　

寛
永
一
一
年
七
月
二
二
日　
　

家
光
、
二
之
丸
に
出
御
し
、
医
師
・
連
歌
師
等
の
礼
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

受
け
る
。

218　

寛
永
一
一
年
七
月
二
三
日　
　

家
光
、
京
中
の
民
に
銀
五
千
貫
目
を
下
賜
す
る
。

219　

寛
永
一
一
年
七
月
二
三
日　
　

京
中
町
人
の
代
表
が
二
条
城
へ
集
め
ら
れ
、
家
光
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

銀
子
を
与
え
ら
れ
る
。

220　

寛
永
一
一
年
七
月
二
五
日　
　

家
光
、
二
之
丸
御
広
間
に
出
御
し
、
西
本
願
寺
門
跡
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

礼
を
受
け
る
。

221　

寛
永
一
一
年
七
月
二
六
日　
　

家
光
、
二
之
丸
御
広
間
へ
出
御
す
る
。

222　

寛
永
一
一
年
七
月
二
六
日　
　

家
光
、
禁
中
能
楽
の
故
事
を
武
家
伝
奏
日
野
資
勝
に
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
。

223　

寛
永
一
一
年
七
月
廿
二
七
日　

家
光
、
御
書
院
に
出
御
し
、
九
条
関
白
と
対
顔
す
る
。

224　

寛
永
一
一
年
七
月
二
八
日　
　

家
光
、
二
之
丸
小
広
間
へ
出
御
す
る
。

225　

寛
永
一
一
年
七
月
二
八
日　
　

幕
府
、
浪
士
の
姓
名
居
所
改
め
を
命
じ
る
。

226　

寛
永
一
一
年
閏
七
月
一
日　
　

家
光
、
左
大
臣
二
条
康
道
の
男
光
平
を
猶
子
と
す
る
。

227　

寛
永
一
一
年
閏
七
月
一
日　
　

上
皇
、
参
議
勧
修
寺
経
広
を
二
条
城
に
遣
し
、
白
蘭
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
光
に
賜
う
。
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228　

寛
永
一
一
年
閏
七
月
三
日　
　

家
光
、
勅
使
・
院
使
に
御
書
院
で
対
顔
す
る
。

229　

寛
永
一
一
年
閏
七
月
四
日　
　

上
皇
、
家
光
を
召
し
て
宴
を
催
す
。
蹴
鞠
が
あ
る
。

230　

寛
永
一
一
年
閏
七
月
六
日　
　

幕
府
、
小
浜
城
主
京
極
忠
高
を
松
江
に
、
川
越
城
主
酒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
忠
勝
を
小
浜
に
、
佐
倉
城
主
石
川
忠
総
を
膳
所
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

膳
所
城
主
菅
沼
定
芳
を
丹
後
亀
山
に
、
亀
山
城
主
松
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
昭
を
豊
後
亀
川
に
移
封
す
る
。

231　

寛
永
一
一
年
閏
七
月
七
日　
　

家
光
、
御
座
間
に
お
い
て
、
南
光
坊
天
海
に
会
う
。

232　

寛
永
一
一
年
閏
七
月
九
日　
　

琉
球
中
山
王
尚
豊
の
使
者
、
佐
敷
王
子
及
び
王
城
・
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
の
二
人
、
家
光
に
謁
し
方
物
を
献
じ
る
。

233　

寛
永
一
一
年
閏
七
月
一
〇
日　

家
光
、
御
小
広
間
に
お
い
て
二
条
光
平
の
礼
を
受
け
る
。

234　

寛
永
一
一
年
閏
七
月
一
三
日　

家
光
、
二
之
丸
御
書
院
上
壇
に
出
御
す
る
。

235　

寛
永
一
一
年
閏
七
月
一
四
日　

家
光
、
本
丸
御
書
院
で
大
番
頭
・
書
院
番
頭
に
会
う
。

236　

寛
永
一
一
年
閏
七
月
一
五
日　

家
光
、
御
小
書
院
で
御
三
家
と
会
う
。

237　

寛
永
一
一
年
閏
七
月
一
六
日　

幕
府
、
二
条
城
に
て
五
万
石
以
上
及
び
城
主
以
上
の
諸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
名
に
代
替
わ
り
の
領
知
朱
印
状
を
与
え
る
。

238　

寛
永
一
一
年
閏
七
月
二
二
日　

家
光
、
諸
大
名
と
、
二
条
城
で
蹴
鞠
を
見
物
す
る
。

239　

寛
永
一
一
年
閏
七
月
二
三
日　

家
光
、
摂
政
一
条
兼
遐
を
二
条
城
に
招
き
、
朝
政
や
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
法
度
の
こ
と
を
諮
る
。

240　

寛
永
一
一
年
閏
七
月
二
五
日　

家
光
、
大
坂
に
行
く
。

241　

寛
永
一
一
年
閏
七
月
二
八
日　

家
光
、
大
坂
よ
り
京
都
に
帰
る
。

242　

寛
永
一
一
年
閏
七
月
二
九
日　

家
光
、
奏
し
て
、
松
平
信
綱
・
阿
部
忠
秋
・
堀
田
正
盛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
従
四
位
下
に
叙
す
。
ま
た
、
北
陸
・
山
陽
の
諸
大
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
就
封
の
暇
を
下
す
。

243　

寛
永
一
一
年
八
月
一
日　
　
　

家
光
、
御
暇
乞
い
の
た
め
参
内
・
院
参
す
る
。

244　

寛
永
一
一
年
八
月
二
日　
　
　

上
皇
、
院
使
を
二
条
城
に
遣
し
、
家
光
に
屏
風
を
贈
る
。

245　

寛
永
一
一
年
八
月
三
日　
　
　

家
光
、
一
条
昭
良
と
対
顔
す
る
。

246　

寛
永
一
一
年
八
月
五
日　
　

 
 

家
光
、
二
条
城
を
発
し
、
江
戸
に
向
か
う
。

247　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　
　

福
井
作
左
衛
門
が
二
条
城
破
損
方
棟
梁
を
勤
め
る
。

248　

寛
永
一
二
年
五
月
二
三
日 

 
 
 

幕
府
、
大
番
の
百
名
で
二
条
城
を
守
り
、
在
番
交
替
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
一
年
と
定
め
る
。

249　

寛
永
一
七
年
三
月
七
日　
　
　

幕
府
、
二
条
城
・
大
坂
城
の
在
番
衆
に
条
令
を
下
す
。

250　

年
未
詳
（
寛
永
年
間
ヵ
）
三
月
一
一
日　
　

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
城
へ
の
鉄
炮
の
丸
薬
等
輸
送
を
、
下
鳥
羽
車
持
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寄
中
に
指
示
す
る
。

251　

正
保
元
年
二
月
二
〇
日　
　
　

幕
府
、
大
番
頭
本
多
正
貫
・
中
根
正
成
を
二
条
城
番
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
。

252　

承
応
二
年
四
月
一
一
日 

 
 
 
 
 

二
条
城
中
で
火
災
が
あ
る
。　

253　

明
暦
二
年
四
月
一
日　
　
　
　

幕
府
、
二
条
城
の
番
士
に
令
条
を
定
め
る
。

254　

万
治
三
年
七
月
六
日　
　
　
　

京
都
大
風
の
た
め
、
二
条
城
が
損
壊
す
る
。　

255　

万
治
三
年
九
月
八
日　
　
　
　

幕
府
、
二
条
城
の
石
垣
を
修
繕
す
る
た
め
、
膳
所
城
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
多
俊
次
に
役
を
命
じ
る
。

256　

寛
文
二
年
五
月
二
八
日　
　
　

幕
府
、
二
条
城
の
修
理
に
あ
た
り
、
大
垣
城
主
戸
田
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
に
役
を
命
じ
る
。

257　

寛
文
二
年
七
月
一
六
日　
　
　

二
条
城
石
垣
石
材
の
た
め
、
一
乗
寺
山
か
ら
の
切
出
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

搬
出
が
計
画
さ
れ
る
。

258　

寛
文
三
年
九
月
一
四
日　
　
　

幕
府
、
石
清
水
八
幡
宮
の
修
繕
に
あ
た
り
、
二
条
番
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
監
督
さ
せ
る
。

259　

寛
文
五
年
五
月
一
二
日　
　
　

京
都
地
震
の
た
め
、
二
条
城
が
破
損
す
る
。

260　

寛
文
八
年
一
二
月
五
日　
　
　

町
代
は
役
と
し
て
、
御
上
洛
幷
御
上
使
、
二
条
城
番
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
宿
割
案
内
を
勤
め
る
。

261　

寛
文
九
年
四
月
二
一
日　
　
　

下
鳥
羽
等
七
村
車
方
が
二
条
城
普
請
御
用
や
鉄
砲
運
送

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
由
緒
を
述
べ
て
、
高
瀬
舟
に
対
し
て
訴
訟
す
る
。

262　

天
和
三
年
五
月
一
〇
日　
　
　

大
番
士
山
木
忠
右
衛
門
は
、
二
条
城
在
番
の
節
、
不
届

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
の
事
が
あ
り
、
罰
せ
ら
れ
る
。

263　

元
禄
四
年
二
月　
　
　
　
　
　

ケ
ン
ペ
ル
が
京
都
で
、
二
条
城
の
堀
の
美
味
し
い
鯉
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

食
す
。

264　

元
禄
六
年
一
一
月
一
日　
　
　

二
条
城
入
用
縄
藁
幷
蔵
詰
米
日
用
人
足
の
入
札
触
が
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。
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265　

元
禄
八
年
三
月　
　
　
　
　
　

下
鳥
羽
浜
車
仲
間
が
、
大
坂
城
か
ら
二
条
城
へ
の
石
火

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢
な
ど
の
輸
送
に
従
事
し
た
旨
の
御
用
留
。

266　

元
禄
八
年
一
〇
月
三
日　
　
　

二
条
城
内
入
用
縄
藁
人
足
の
入
札
触
が
出
る
。

267　

元
禄
八
年
一
一
月
一
一
日　
　

二
条
蔵
詰
米
大
豆
内
拵
日
用
人
足
の
入
札
触
が
出
る
。

268　

元
禄
一
一
年
一
一
月
七
日　
　

二
条
城
の
城
内
普
請
の
節
、
中
井
主
水
を
大
番
方
の
普

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
奉
行
に
加
え
る
と
の
江
戸
幕
府
老
中
覚
書
。

269　

元
禄
一
三
年
九
月
一
〇
日　
　

二
条
御
詰
米
大
豆
内
拵
日
雇
人
足
の
入
札
触
が
出
る
。

270　

元
禄
一
四
年
六
月
二
〇
日　

 
 

落
雷
に
よ
り
、
二
条
城
の
天
守
・
櫓
・
し
ゃ
ち
ほ
こ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ど
が
破
損
す
る
。

271　

宝
永
五
年　
　
　
　
　
　
　
　

山
城
国
村
々
か
ら
二
条
竹
蔵
へ
の
竹
上
納
に
つ
い
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

覚
書
。

272　

宝
永
七
年
四
月
一
八
日　
　
　

天
部
村
・
蓮
台
野
村
な
ど
、
二
条
城
掃
除
人
足
を
出
す
。

273　

宝
永
七
年
閏
八
月　
　
　
　
　

八
瀬
村
が
二
条
城
へ
の
役
竹
を
免
除
さ
れ
る
。

274　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　
　

二
条
城
の
注
連
飾
の
松
な
ど
が
稲
荷
村
か
ら
取
り
寄
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
れ
る
。

275　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　
　

正
徳
四
年
段
階
の
町
代
勤
方
に
、
二
条
城
の
御
鑓
・
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢
根
磨
き
の
節
、
研
屋
へ
申
渡
し
が
加
わ
る
。

276　

正
徳
五
年
一
月
二
二
日　
　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

277　

正
徳
五
年
二
月　
　
　
　
　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

278　

享
保
三
年
四
月
二
二
日 

 
 
 
 
 

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

279　

享
保
四
年
五
月　
　
　
　
　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

280　

享
保
五
年
二
月
二
五
日　
　
　

二
条
御
蔵
詰
造
用
の
入
札
触
が
出
る
。

281　

享
保
五
年
三
月
一
七
日　
　
　

二
条
御
蔵
場
よ
り
江
戸
御
蔵
へ
廻
米
運
賃
等
入
用
一
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
入
札
触
が
出
る
。

282　

享
保
五
年
四
月
一
四
日　
　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

283　

享
保
五
年
五
月
晦
日　
　
　
　

二
条
蔵
大
豆
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

284　

享
保
六
年
四
月
一
八
日　
　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

285　

享
保
六
年
六
月
一
六
日　
　
　

二
条
蔵
大
豆
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

286　

享
保
六
年
九
月
五
日　
　
　
　

二
条
城
御
蔵
詰
入
用
人
足
請
負
の
入
札
触
が
出
る
。

287　

享
保
六
年
一
〇
月
二
九
日　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

288　

享
保
六
年
一
一
月
二
日　
　
　

下
鳥
羽
・
横
大
路
の
村
問
屋
が
二
条
城
へ
の
納
米
船
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
で
相
論
に
及
ぶ
。

289　

享
保
六
年
一
一
月
七
日　
　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

290　

享
保
六
年
一
一
月
二
〇
日　
　

二
条
蔵
奉
行
役
屋
敷
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

291　

享
保
六
年
一
二
月
一
九
日 

 
 
 

二
条
城
内
大
鼓
御
櫓
用
上
種
灯
油
請
負
の
入
札
触
が
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。

292　

享
保
六
年
一
二
月
二
四
日　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

293　

享
保
七
年
三
月
八
日　
　
　

 
 

二
条
蔵
米
大
豆
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

294　

享
保
七
年
四
月 

 
 
 
 
 

　
　
　

壬
生
村
が
二
条
城
の
堀
か
ら
取
っ
て
い
た
用
水
が
滞
る
。

295　

享
保
七
年
五
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壬
生
村
が
二
条
城
の
堀
か
ら
取
っ
て
い
た
用
水
の
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
る
入
水
を
願
う
。

296　

享
保
七
年
六
月
一
三
日　
　

 
 

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

297　

享
保
七
年
六
月
一
八
日　
　

 
 

二
条
城
中
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

298　

享
保
七
年
七
月
一
二
日　
　

 
 

二
条
城
廻
り
馬
場
内
で
所
司
代
・
町
奉
行
往
来
の
節
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
座
を
命
じ
る
。

299　

享
保
七
年
八
月
二
四
日　
　
　

二
条
城
中
破
損
入
用
縄
藁
の
入
札
触
が
出
る
。

300　

享
保
七
年
一
一
月
三
日　
　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

301　

享
保
七
年
一
一
月
一
九
日　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

302　

享
保
八
年
二
月
一
〇
日　
　
　

二
条
城
内
取
捨
候
ご
み
土
取
捨
候
賃
銀
の
入
札
触
が
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。

303　

享
保
八
年
三
月
九
日　
　
　
　

二
条
蔵
大
豆
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

304　

享
保
八
年
四
月
五
日　
　
　
　

二
条
蔵
大
豆
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

305　

享
保
八
年
七
月
三
日　
　
　
　

二
条
城
納
戸
蔵
等
の
柱
取
替
等
の
入
札
触
が
出
る
。

306　

享
保
八
年
七
月
二
三
日　
　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

307　

享
保
八
年
九
月
六
日　
　
　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

308　

享
保
八
年
一
〇
月
二
二
日　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

309　

享
保
八
年
一
一
月
一
八
日　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

310　

享
保
八
年
一
二
月
四
日　
　
　

二
条
蔵
米
大
豆
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。
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311　

享
保
八
年
一
二
月
一
二
日　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

312　

享
保
九
年
四
月
二
四
日　
　
　

二
条
城
中
御
用
灯
油
の
入
札
触
が
出
る
。

313　

享
保
九
年
閏
四
月
六
日　
　
　

二
条
城
中
御
破
損
所
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

314　

享
保
九
年
閏
四
月
一
八
日 

 
 
 

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

315　

享
保
九
年
五
月
二
三
日　
　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

316　

享
保
九
年
五
月
二
三
日 

 
 
 
 
 

二
条
城
内
入
用
灯
油
の
入
札
触
が
出
る
。

317　

享
保
九
年
六
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 

二
条
城
内
所
々
の
井
戸
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

318　

享
保
九
年
六
月
二
九
日　
　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

319　

享
保
九
年
七
月
二
六
日　
　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

320　

享
保
九
年
八
月　
　
　
　
　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

321　

享
保
九
年
九
月
八
日　
　
　
　

二
条
城
内
二
之
丸
西
構
塀
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

322　

享
保
九
年
一
〇
月
一
九
日　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

323　

享
保
九
年
一
〇
月
二
七
日　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

324　

享
保
九
年
一
一
月
三
日　
　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

325　

享
保
九
年
一
一
月
一
一
日　
　

二
条
城
内
四
方
太
鼓
塀
の
扣
柱
扣
貫
板
等
修
復
の
入
札

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

触
が
出
る
。

326　

享
保
九
年
一
一
月
二
七
日　
　

二
条
蔵
大
豆
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

327　

享
保
一
〇
年
五
月
一
二
日　
　

二
条
城
内
御
破
損
所
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

328　

享
保
一
〇
年
六
月
一
五
日　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

329　

享
保
一
〇
年
七
月
一
七
日　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

330　

享
保
一
〇
年
九
月
一
日　
　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

331　

享
保
一
〇
年
一
〇
月
二
三
日　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

332　

享
保
一
〇
年
一
一
月　
　
　
　

二
条
城
内
四
方
太
鼓
塀
の
扣
柱
扣
貫
等
修
復
の
入
札
触

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
出
る
。

333　

享
保
一
〇
年
一
一
月
二
七
日　

二
条
蔵
大
豆
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

334　

享
保
一
〇
年
一
一
月　
　
　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

335　

享
保
一
〇
年
一
二
月　
　
　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

336　

享
保
一
一
年
五
月
九
日　
　
　

二
条
城
中
破
損
所
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

337　

享
保
一
一
年
六
月
三
日　
　
　

二
条
蔵
大
豆
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

338　

享
保
一
一
年
七
月
四
日　
　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

339　

享
保
一
一
年
八
月
一
三
日　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

340　

享
保
一
一
年
八
月
二
九
日　

 
 

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

341　

享
保
一
一
年
九
月
一
二
日　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

342　

享
保
一
一
年
九
月
二
〇
日　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

343　

享
保
一
一
年
一
〇
月
二
二
日　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

344　

享
保
一
一
年
一
一
月
一
二
日　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

345　

享
保
一
一
年
一
一
月
二
三
日　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る

346　

享
保
一
一
年
一
二
月
七
日　
　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

347　

享
保
一
一
年
一
二
月
二
〇
日　

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

348　

享
保
一
四
年　
　
　
　
　
　
　

田
中
村
が
二
条
城
に
竹
を
献
上
す
る
。

349　

享
保
二
〇
年
五
月
二
二
日　

 
 

二
条
城
内
入
用
栗
角
木
運
送
賃
銀
の
入
札
触
が
出
る
。

350　

元
文
元
年
一
〇
月　
　
　
　
　

お
土
居
内
十
二
ヵ
村
が
、
京
宿
役
と
し
て
二
条
城
御
煤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

払
や
御
飾
松
な
ど
を
勤
め
る
。

351　

元
文
二
年
一
二
月
一
日　
　
　

女
御
御
産
に
当
た
り
御
使
役
と
な
っ
た
二
条
城
在
番
組

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

頭
の
問
合
せ
に
対
す
る
返
答
書
。

352　

元
文
二
年
一
二
月
三
日　
　
　

女
院
御
産
に
当
た
り
御
使
役
と
な
っ
た
二
条
城
在
番
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

頭
の
問
合
せ
に
対
す
る
中
井
主
水
（
ヵ
）
書
状
案
。

353　

元
文
二
年
一
二
月
四
日　
　
　

二
条
城
の
番
衆
が
御
所
へ
の
御
使
に
際
し
問
合
わ
せ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

先
例
に
関
し
て
の
町
口
美
濃
守
書
状
。

354　

元
文
三
年
一
一
月　
　
　
　
　

天
部
村
で
は
二
条
城
内
の
御
時
太
鼓
の
皮
張
り
が
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。

355　

元
文
四
年
三
月
八
日　
　
　
　

二
条
城
内
廊
下
橋
掛
直
の
入
札
触
が
出
る
。

356　

延
享
三
年
一
一
月
一
三
日　
　

二
条
城
中
南
喰
違
御
門
北
の
石
垣
孕
所
積
直
の
入
札
触

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
出
る
。

357　

寛
延
三
年
八
月
二
六
日　
　
　

落
雷
に
よ
り
火
災
が
発
生
し
、
二
条
城
の
天
守
が
焼
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
。

358　

宝
暦
四
年
二
月　
　
　
　
　
　

吉
田
村
が
二
条
御
蔵
詰
米
の
人
足
を
出
す
。

359　

宝
暦
五
年
五
月
二
六
日　
　

 
 

二
条
城
内
諸
小
屋
修
復
に
付
入
用
の
筆
紙
墨
等
の
入
札
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触
が
出
る
。

360　

宝
暦
六
年
一
二
月
一
二
日　

 
 

二
条
城
内
廊
下
橋
牛
梁
よ
り
上
掛
直
し
の
入
札
触
が
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。

361　

宝
暦
七
年
七
月
二
九
日　
　

 
 

二
条
城
西
門
外
橋
掛
直
し
の
再
入
札
の
触
が
出
る
。

362　

明
和
元
年
四
月
一
二
日　
　
　

下
板
鉛
買
上
の
入
札
触
が
出
る
。

363　

明
和
二
年
七
月
一
日　
　
　

 
 

二
条
城
内
本
丸
高
麗
門
外
の
橋
懸
直
し
の
入
札
触
が
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。

364　

明
和
八
年
一
一
月　
　
　
　

 
 

堀
内
村
は
二
条
城
修
復
の
た
め
、
縄
藁
代
を
負
担
す
る
。

365　

安
永
元
年
三
月
一
三
日　
　
　

二
条
城
の
あ
た
り
で
、
夜
に
怪
し
き
光
が
見
え
、
小
屋

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

が
倒
れ
る
。

366　

安
永
二
年
五
月
一
一
日　
　
　

大
番
士
井
上
正
豊
（
富
次
郎
）
は
、
二
条
城
在
番
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

不
行
状
で
遠
流
と
な
る
。

367　

安
永
六
年
一
一
月
一
六
日　
　

二
条
御
城
米
な
ど
の
輸
送
に
関
し
て
、
下
鳥
羽
村
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
淀
過
書
座
が
相
論
に
及
ぶ
。

368　

安
永
九
年
三
月
四
日　
　
　
　

二
条
城
西
御
門
外
橋
・
城
中
廊
下
橋
掛
直
し
の
入
札
触

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
出
る
。

369　

天
明
八
年
一
月
三
〇
日　
　
　

天
明
の
大
火
で
二
条
城
が
延
焼
す
る
。

370　

天
明
八
年
二
月　
　
　
　
　
　

天
明
の
大
火
に
関
し
て
、
幕
府
内
の
対
応
を
収
録
す
る
。

371 
 

天
明
八
年
二
月
一
日　
　
　
　

禁
裏
御
所
方
・
二
条
城
炎
上
に
付
人
足
の
供
出
を
命
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。

372　

天
明
八
年
二
月
二
三
日　
　
　

二
条
城
仮
番
所
取
建
に
付
そ
の
刻
限
を
報
じ
る
。

373　

天
明
八
年
三
月
四
日　
　
　
　

救
助
米
銭
を
二
条
城
蔵
下
で
渡
す
。

374　

天
明
八
年
三
月
一
二
日　
　
　

二
条
城
炎
上
灰
燼
人
足
の
差
し
出
し
を
命
じ
る
。

375　

天
明
八
年
三
月
二
五
日　
　
　

二
条
城
上
使
屋
敷
等
の
普
請
請
負
の
入
札
触
が
出
る
。

376　

天
明
八
年
四
月
六
日　
　
　
　

二
条
城
西
御
門
・
外
御
櫓
太
鼓
塀
等
の
新
建
修
復
の
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

札
触
が
出
る
。

377　

天
明
八
年
五
月
二
二
日　
　
　

松
平
定
信
、
所
司
代
同
道
に
て
二
条
城
入
城
に
付
道
筋

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
の
不
法
等
を
禁
じ
る
。

378　

天
明
八
年
五
月
二
二
日　
　
　

松
平
定
信
が
京
都
に
至
り
、
二
条
城
の
城
内
を
巡
見
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
。

379　

天
明
八
年
五
月　
　
　
　
　
　

二
条
城
西
門
等
の
破
損
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

380　

天
明
八
年
七
月
二
八
日　
　

 
 

二
条
城
外
米
蔵
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

381　

天
明
八
年
八
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 

幕
府
、
仮
御
所
及
び
二
条
城
な
ど
の
仮
造
営
を
賞
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勘
定
奉
行
根
岸
鎮
衛
ら
に
物
を
給
う
。

382　

寛
政
元
年
一
二
月
二
五
日 

 
 
 

二
条
在
番
衆
に
洛
中
洛
外
の
見
廻
り
を
命
じ
る
。

383　

寛
政
二
年
二
月
一
七
日　
　
　

二
条
城
内
小
屋
普
請
等
の
取
繕
請
負
の
入
札
触
が
出
る
。

384　

寛
政
二
年
四
月
一
日　
　
　
　

二
条
城
外
米
蔵
破
損
等
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

385　

寛
政
六
年
五
月
一
四
日　
　
　

二
条
城
中
廊
下
橋
掛
直
の
入
札
触
が
出
る
。

386　

寛
政
九
年
一
〇
月
二
九
日　
　

二
条
城
の
金
蔵
が
破
ら
れ
、
犯
人
は
御
用
職
人
の
飾
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

師
と
判
明
す
る
。

387　

寛
政
一
一
年
一
月
一
九
日　
　

二
条
城
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

388　

享
和
三
年
三
月
二
八
日　
　
　

二
条
城
西
門
外
橋
懸
直
し
の
入
札
触
が
出
る
。

389　

享
和
三
年
五
月
一
五
日　
　
　

二
条
城
外
米
蔵
内
廻
り
床
下
共
掃
除
幷
取
繕
共
請
切
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
札
触
が
出
る
。

390　

文
化
元
年
一
一
月
一
五
日　
　

二
条
城
蔵
痛
米
の
入
札
触
が
出
る
。

391　

文
化
元
年
一
一
月
一
五
日　
　

二
条
城
破
損
方
桶
方
勤
方
に
付
触
が
出
る
。

392　

文
政
四
年
九
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

二
条
城
西
門
外
橋
掛
け
直
し
の
入
札
触
が
出
る
。

393　

文
政
七
年
六
月　
　
　
　
　
　

二
条
城
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

394　

文
政
一
〇
年
一
二
月　
　
　
　

二
条
城
松
・
煤
払
い
に
付
触
が
出
る
。

395　

文
政
一
三
年
七
月　
　
　
　
　

大
坂
目
付
が
、
文
政
地
震
直
後
、
二
条
城
の
被
害
状
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
幕
府
に
届
け
出
る
。

396　

天
保
二
年
一
二
月　
　
　
　
　

二
条
城
内
外
・
外
米
蔵
と
も
修
復
に
付
入
札
触
が
出
る
。

397　

天
保
三
年
七
月
四
日　
　
　
　

二
条
城
内
外
地
震
破
損
所
の
修
復
に
付
触
が
出
る
。

398　

天
保
三
年
七
月　
　
　
　
　
　

二
条
城
内
外
地
震
破
損
所
の
修
復
に
付
触
が
出
る
。

399　

天
保
九
年
一
月　
　
　
　
　
　

飢
饉
に
際
し
、
二
条
御
蔵
御
囲
米
を
町
単
位
で
借
用
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。

400　

天
保
九
年
五
月　
　
　
　
　
　

二
条
城
松
飾
り
・
煤
払
い
人
足
に
付
触
が
出
る
。

401　

天
保
一
三
年
一
二
月　
　
　
　

二
条
在
番
の
面
々
借
財
に
付
触
が
出
る
。
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402　

天
保
一
四
年
一
二
月　
　
　
　

二
条
城
米
運
送
の
車
が
減
少
し
、
人
力
大
八
車
で
の
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

送
が
行
わ
れ
る
。

403　

嘉
永
三
年　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
御
城
入
御
順
路
書
。

404　

安
政
二
年
六
月　
　
　
　
　
　

大
津
蔵
納
米
の
二
条
蔵
へ
移
替
に
付
触
が
出
る
。

405　

安
政
六
年
一
一
月　
　
　
　
　

二
条
城
御
番
衆
の
寄
宿
町
が
、
再
度
寄
宿
町
の
増
加
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

歎
願
す
る
。

406　

文
久
二
年
閏
八
月　
　
　
　
　

二
条
御
城
米
問
屋
に
つ
い
て
、
下
鳥
羽
村
と
横
大
路
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
一
札
を
取
り
交
わ
す
。

407　

文
久
二
年
一
〇
月　
　
　
　
　

二
条
城
修
復
材
木
運
送
に
付
触
が
出
る
。

408　

文
久
二
年
一
〇
月　
　
　
　
　

二
条
城
修
復
に
付
火
の
用
心
触
が
出
る
。　
　

409　

文
久
三
年
二
月　
　
　
　
　

 
 

将
軍
徳
川
家
茂
の
上
洛
に
付
、
洛
中
洛
外
に
触
が
出
る
。

410　

元
治
元
年
九
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
所
・
二
条
御
城
近
辺
八
丁
四
方
出
火
の
節
の
対
応
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

付
触
が
出
る
。

411　

慶
応
元
年
三
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
条
城
中
で
の
鉄
砲
火
入
調
練
に
付
触
が
出
る
。

412　

慶
応
元
年
閏
五
月
二
二
日　
　

将
軍
、
上
洛
し
参
内
の
後
、
夜
七
つ
時
に
出
て
、
二
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

城
に
入
る
。

413　

慶
応
元
年
九
月
一
四
日 

 
 
 
 
 

三
十
三
町
組
が
、
二
条
城
替
地
の
由
緒
に
よ
り
洛
中
並

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

み
格
式
を
要
望
す
る
。

414　

慶
応
四
年
一
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
条
城
を
太
政
官
代
と
す
る
。

415　

慶
応
四
年
閏
四
月
二
二
日 

 

　

京
師
還
幸
の
節
は
、
二
条
城
に
玉
座
を
移
す
と
の
布
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
出
さ
れ
る
。

416　

明
治
三
年
八
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
条
城
の
古
瓦
を
拾
っ
た
者
は
届
け
る
よ
う
に
命
じ
る
。

417　

明
治
三
年
八
月
二
五
日 

 
 
 
 
 

二
条
城
の
御
時
太
鼓
が
廃
止
さ
れ
る
。

418　

明
治
四
年
六
月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京
都
府
庁
が
二
条
城
に
移
さ
れ
る
。

419　

明
治
四
年
六
月
二
九
日 

 
 
 

　

大
蔵
省
各
司
出
張
所
・
弾
正
台
巡
察
出
張
所
が
二
条
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
旧
本
丸
跡
に
移
さ
れ
る
。

420　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　
　

二
条
城
御
殿
番
の
役
屋
敷
と
同
組
屋
敷
（
東
南
地
区
）
。
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1　

慶
長
六
年
五
月
九
日

徳
川
家
康
が
二
条
城
新
造
に
際
し
、
町
家
を
立
ち
退
か
せ
る
。

〔
義
演
准
后
日
記
〕
同
日
条

伝
聞
、
京
都
ニ
内
府
屋
形
立
云
々
、
町
屋
四
・
五
千
間
モ
ノ
ク
ト
云
々
、

2　

慶
長
六
年
五
月
十
三
日

家
康
、
二
条
城
（
京
都
屋
敷
）
建
設
の
予
定
地
を
見
学
す
る
。

〔
言
経
卿
記
〕
同
日
条

一（

内徳
川
家
康
）

府
京
都
屋
敷
三
条
柳
ノ
水
辺
三
町
四
方
云
々
、
御
出
了
、
御
覧
也
云
々
、

3　

慶
長
七
年
五
月
一
日

家
康
、
諸
大
名
に
命
じ
て
、
二
条
城
を
経
営
さ
せ
、
五
月
一
日
に
成
就
す
る
。

〔
慶
長
見
聞
書
〕
五
月
朔
日
条

二
条
御
城
屋
敷
御
取
立
被
成
候
、
上
京
正
親
町
の
、
長
者
町
の
御
屋
敷
の
御
殿
を
御
引

被
成
、
奉
行
ハ
村
越
茂
助
也
、

二
条
の
御
所
出
来
候
て
、
長
者
町
の
御
屋
敷
ニ
罷
有
候
三
輪
を
被
為
置
候
也
、
四
方
の

多
門
に
ハ
、
板
倉
伊
賀
守
家
来
罷
在
候
て
、
御
上
洛
の
時
分
ハ
明
候
て
町
屋
江
罷
出
候
、

〔
時
慶
卿
記
〕

八
月
五
日
、
加
藤
主
計
正
礼
ニ
出
、
二
条
ノ
内
府
屋
敷
右
普
請
ニ
此
中
小
屋
ニ
被
居
、

為
見
舞
也
、
折
箱
一
持
セ
、
棒
庵
小
屋
迄
出
、
帷
ニ
棒
庵
被
添
礼
ヲ
申
伸
候
、
青
山
―

初
而
知
人
ニ
成
、
天
野
周
防
等
其
席
ニ
在
之
、
加
藤
常
由
馳
走
候
、

〇
此
条
同
月
日
ニ
ア
ラ

ス
ト
雖
ト
モ
、
二
条
営

築
ノ
本
年
ノ
事
タ
ル
ヲ
徴
ス

ル
ニ
足
ル
、
故
ニ
此
ニ
収
ム
、

〔
下
川
文
書
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
川
又
左
衛
門
殿

　
　
　
　

以
上

態
申
遣
候
、
我
々
事
軈
而
可
令
下
国
之
処
、
上
方
御
普
請
被
仰
付
候
間
、
下
国
相
延
事
候
、

然
者
普
請
之
様
子
、
委
権
左
衛
門
か
た
迄
申
遣
候
、
普
請
ニ
人
な
と
上
候
儀
、
書
付
遣

候
間
、
各
令
相
談
、
い
つ
れ
の
道
に
も
可
相
究
候
、
普
請
道
具
之
儀
、
急
可
差
上
事
肝

要
候
、
随
而
其
地
い
つ
れ
も
石
垣
普
請
作
事
方
、
幷
耕
作
以
下
無
由
断
様
ニ
可
申
付
候
、

皆
々
普
請
ニ
令
如
在
様
ニ
相
聞
候
、
沙
汰
之
限
成
儀
ニ
候
、
弥
無
沙
汰
候〻

〻

〻

〻

〻

〻

者
可
改
置
候
、

此〻
〻

〻

〻

方
之
儀
、
内
府
様
御
懇
之
儀
共
候
、
大、
方、
様、
此、
地、
ニ、
御、
座、
候、
、
左
様
之
所
へ
御
見
廻

申
様
ニ
と
、
別
而
御
入
魂
之
体
ニ
候
間
、
心
安
可
存
候
、
猶
追
々
可
申
遣
候
、
謹
言
、

　
　

卯
月
廿
一
日　

清
正
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　

加
藤
百
介
殿

　
　
　
　
　
　
　

加
藤
美
作
守
殿

　
　
　
　
　
　
　

加
藤
右
馬
允
殿

　

〇
本
書
ニ
拠
レ
ハ
、
築
城
ノ
発
令
前
月
ニ
ア
リ
シ
事
知
ル
ヘ
シ
、
然
レ
ト
モ
其
日
的
知
シ

難
キ
ヲ
以
テ
、
慶
長
見
聞
書
ニ
拠
リ
五
月
一
日
ニ
掲
ク
、

―
―
―
―
―
―
―
〇
―
―
―
―
―
―
―
―

以
上

　
　

寿
林
も
の
指
越
ニ
付
而
、
書
状
加
披
見
候
、
此、
方、
普、
請、
之、
事、
如、
形、
出、
来、
候、
、
や
か
て
相

仕
舞
可
下
国
候
条
、
可
得
其
意
候
、

一
本
丸
広
間
之
絵
画
之
絵
事
迄
に
て
ハ
遅
く
候
由
候
、
平
右
衛
門
ハ
居
候
ハ
ぬ
哉
、
平

右
衛
門
ニ
頭
取
を
さ
せ
か
ゝ
せ
、
手
代
の
も
の
す
く
な
く
候
て
、
は
か
不
行
候
ハ
ヽ
、

上
か
た
よ
り
手
代
之
も
の
呼
下
可
申
候
、
此
方
へ
申
越
迄
も
無
之
事
ニ
候
、
国
々
絵

事
ニ
絵
出
し
を
さ
せ
、
大
事
ニ
広
間
ニ
て
候
に
、
や
く
に
た
ち
可
申
候
哉
、

一
田
畠
立
毛
能
候
由
、
珍
重
候
、
所
々
堤
損
候
所
、
其
在
所
〳
〵
へ
申
付
、
築
候
之
由
、

得
其
意
候
、

一
花
畠
作
事
、
留
守
中
番
等
無
油
断
之
由
尤
候
、
尚
追
而
可
申
下
候
、
謹
言
、

　
　
　

七
月
廿
二
日　
　

清
正
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　

中
川
寿
林
殿

　
　
　
　
　
　
　
　

下
川
又
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　

大
木
土
佐
殿

―
―
―
―
―
―
―
〇
―
―
―
―
―
―
―
―

以
上

書
状
令
披
見
候
、
仍
今
度
ば
ハ
ん
ニ
参
候
者
、
分
領
中
ニ
在
之
付
而
、　

相
改
二
人
搦
上
、

其
上
注
文
之
通
念
を
入
申
付
之
由
尤
候
、
誠
何
程
法
度
以
下
堅
申
付
候
と
て
も
、
徒
者
不

相
止
と
見
候
間
、
向
後
妻
子
な
と
も
不
持
、
ゆ
く
ゑ
不
正
者
ハ
、
上
方
之
者
成
共
、
又
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ハ
何
方
の
者
に
て
も
、
能
々
遂
糾
明
、
分
領
中
ニ
一
切
召
置
間
敷
候
条
、
得
其
意
、
弥

堅
可
申
付
事
肝
要
候
、
将、
又、
伏、
見、
之、
御、
普、
請、
之、
様、
子、
先、
書、
ニ、
申、
遣、
候、
、
京、
都、
之、
御、
普、
請、

も、
人、
先、
ニ、
令、
出、
来、

御、
感、
不、
斜、
天
下
之
播

（
ヵ
）外

聞
候
、
拙
子
心
安

（
ヵ
）可

存
候
、
然
者
軈
而
可

下
国
儀
ニ
候
へ
共
、
大○

○
○
伝
通
院

方
様
御
煩
以
外
ニ
候
ニ
付
而
、
相
延
候
、
如
何
様
下
国
程
有
間

敷
之
条
、
留
守
之
儀
万
無
油
断
可
申
付
事
専
用
候
、
謹
言
、

　
　
　

八
月
十
一
日　
　
　
　
　
　

清
正
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　

 
 

　
　

加
藤
喜
左
衛
門
殿

　
　

下
川
又
左
衛
門
殿

 

　
　

新
美
権
左
衛
門
殿

〔
成
功
記
〕
五
月
二
日
条

又
源
君
以
為
京
師
営
処
非
要
害
地
、
於
是
相
似
於
二
条
堀
川
西
神
泉
苑
北
囲
方
四
町
之

地
、
命
石
壁
水
池
、
役
於
諸
州
牧
伯
、
（
中
略
）
五
月

四
日
ニ
収
ム
、
于
時
天
下
牧
伯
尽
力
、
不
日
成
功
、

殿
宇
門
楼
、
金
碧
映
徹
、
人
称
之
曰
二
条
新
亭
、

〔
利
勝
遺
事
〕

又
曰
、
京
二
条
城
、
本
不
謂
二
条
御
屋
敷
、
初
大
権
現
曰
、
京
城
古
来
戦
国
之
時
、
為

必
争
之
地
、
城
郭
堅
固
必
有
害
事
也
、
若
吾
在
京
、
有
逆
徒
速
退
尾
張
、
或
守
大
坂
、

而
後
整
軍
斎
師
誅
在
京
之
逆
徒
、
城
郭
不
堅
固
、
則
可
易
敗
之
、
高
城
郭
垜

（
ヵ
）隍

池
守
之
、

可
煩
帝
室
、
守
之
亦
可
煩
帝
室
、
攻
之
亦
可
煩
帝
室
、
故
破
前
代
聚
楽
城
、
構
二
条
邸
矣
、

今
遣
衆
勢
成
二
条
城
、
非
大
権
現
之
意
也
、
利
勝
公
似
有
不
満
之
気
象
也
、
竊
案
不
忘

君
言
之
善
、
而
嫌
無
用
労
費
之
情
、
不
覚
発
言
、
及
如
予
鄙
夫
耶
、

〔
紀
伊
国
物
語
〕

二
条
御
城
、
三
間
堀
に
て
狭
と
て
、
二
間
御
ひ
ろ
け
さ
せ
可
被
成
由
の
時
、
池
田
三
左

衛
門
・
加
藤
左
馬
介
等
、
今
少
御
ひ
ろ
け
さ
せ
被
成
候
様
ニ
、
御
堀
せ
は
く
候
と
申
上

ル
、
御
意
ニ
、
堀
狭
候
て
不
苦
、
此
城
ニ
御
座
候
を
、
打
囲
て
攻
候
、
何
も
能
者
共
を
、

御
持
被
成
候
へ
ハ
、
廿
日
ハ
御
こ
た
へ
被
成
へ
し
、
其
内
に
程
近
き
城
主
共
駆
付
へ
し
、

な
れ
に
て
数
日
御
持
堅
被
成
内
ニ
ハ
、
江
戸
よ
り
御
人
数
参
へ
し
、
其
御
積
被
成
候
へ
ハ
、

此
城
ハ
堀
せ
は
き
か
よ
し
、
其
子
細
ハ
、
関
東
な
と
に
被
成
御
座
内
、
人
此
城
を
攻
取

候
を
、
御
取
返
被
成
候
に
、
堀
の
せ
は
き
か
能
と
、
御
意
被
成
候
よ
し
、

〔
朝
野
旧
聞
裒
稿
〕

　
　
　

嘉
良
喜
随
筆

慶
長
七
年
四
月
廿
八
日
、
大
坂
ヨ
リ
家
康
公
御
帰
、
禁
中
ニ
テ
御
能
ア
リ
、
京
都
ノ
御

座
所
平
屋
鋪
ニ
テ
要
害
宜
カ
ラ
ス
、
仮
ニ
城
郭
ヲ
構
へ
、
御
在
京
ノ
折
々
休
息
ナ
サ
ル

へ
キ
迚
二
条
堀
河
西
神
泉
苑
ノ
北
ニ
、
四
丁
四
方
ニ
城
ヲ
築
カ
ン
ト
テ
、
諸
大
名
ニ
被

仰
付
縄
張
ヲ
ナ
サ
レ
、
五
月
三
日
伏
見
城
へ
還
給
フ
、
二
条
ノ
御
所
ト
世
人
二
条
城
ヲ

称
シ
キ
ト
也
、

〔
東
照
宮
御
実
紀
附
録
〕

慶
長
六
年
十
二
月
、
関
西
の
諸
大
名
に
課
し
て
、
京
二
条
の
城
を
営
築
せ
し
む
、
其
折

城
溝
の
狭
き
に
よ
り
、
二
間
堀
広
け
し
む
、
池
田
三
左
衛
門
輝
政
、
加
藤
左
馬
助
嘉
明

等
ハ
、
今
少
し
広
く
せ
む
と
申
上
し
に
、
い
や
こ
れ
に
て
た
れ
り
、
も
し
世
変
出
来
て
、

こ
の
城
せ
め
囲
る
ゝ
と
も
、
し
ハ
し
か
ほ
と
ハ
も
ち
か
ゝ
ゆ
へ
し
、
そ
の
う
ち
に
ハ
、

近
畿
の
城
城
よ
り
後
詰
も
来
り
、
と
か
ら
す
る
う
ち
に
ハ
、
江
戸
よ
り
大
勢
は
せ
上
る

へ
し
、
さ
ら
ハ
せ
ハ
き
と
思
ふ
か
よ
し
、
万
一
敵
に
せ
め
と
ら
れ
し
時
、
味
方
よ
り
取

返
さ
む
に
も
便
よ
し
、
功
力
を
つ
い
や
す
に
及
ハ
す
と
仰
ら
れ
ぬ
、
又
あ
る
時
の
仰
に
、

堀
ハ
幅
を
せ
は
く
ほ
り
、
下
に
て
ハ
鑓
を
振
廻
さ
る
ゝ
程
に
す
る
か
よ
し
、
又
城
の
方

を
お
そ
へ
に
、
む
か
ひ
を
急
に
す
へ
し
、
水
の
あ
る
堀
も
せ
は
く
て
、
船
の
自
由
に
な

ら
ぬ
ほ
と
か
よ
し
、
寄
手
へ
鉄
砲
の
ち
か
く
あ
た
る
も
よ
し
、
江
戸
の
西
丸
の
外
堀
ハ
、

ひ
ろ
く
ほ
り
過
た
り
と
て
、
其
こ
ろ
御
不
興
な
り
し
と
か
、
い
ひ
伝
ゑ
し
、

４　

慶
長
七
（
六
ヵ
）
年
十
一
月
三
十
日

家
康
、
二
条
城
建
設
に
あ
た
り
、
早
崎
平
兵
衛
に
礼
状
を
与
え
る
。

〔
摂
津
太
田
文
書
〕
『
德
川
家
康
文
書
の
研
究
』
下
一　

（
二
七
九
頁
）

就
今
度
京
都
普
請
、
船
之
儀
被
馳
走
候
由
、
内
藤
二
右
兵
奉
行
申
候
、
一
段
令
悦
喜
候
、

委
細
後
音
可
申
候
也
、

　
　
　

十
一
月
卅
日　
　

家
康
（
花
押
）

　
　
　
　

早
崎
平
兵
衛
と
の
へ

〔
中
井
家
文
書
〕　

 

　

総
合
千
五
百
七
拾
五
石
六
斗
四
合

右
之
御
材
木
は
、
京
二
条
御
城
御
用
ニ
相
渡
申
候
、
但
御
材
木
大
坂
よ
り
上
り
申
船
ち
ん
、
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又
は
鳥
羽
よ
り
車
ち
ん
迄
入
申
候
て
、
京
之
御
屋
敷
迄
届
候
て
、
称
段
如
此
候
、
則
御

奉
行
衆
、
度
々
の
御
手
形
相
そ
へ
上
申
候
、
仍
如
件
、

　
　
　

慶
長
七
年　
　
　
　
　
　

大
工　

藤
（
中
井
）

右
衛
門
（
花
押
）
（
印
）

　
　
　
　

寅
十
二
月
廿
八
日　
　
　
　
　

尼
崎
又
次
郎
（
花
押
）
（
印
）

大
工　

仁
（
杉
本
）

左
衛
門
（
花
押
）
（
印
）

同　
　

久
（
山
上
）

左
衛
門
（
花
押
）
（
印
）

　
　
　
　
　

板
倉
伊
賀
守
殿
参

５　

慶
長
八
年
三
月
七
日

山
科
言
経
等
、
二
条
城
を
見
学
す
る
。

〔
言
経
卿
記
〕
同
日
条

一
二
条
御
屋
敷
へ
各
同
道
罷
向
了
、
殿
中
見
物
了
、

６　

慶
長
八
年
三
月
二
十
一
日

家
康
、
伏
見
よ
り
上
洛
し
、
初
め
て
二
条
城
に
入
る
。

〔
御
湯
殿
上
日
記
〕
六
十
一　

三
月
廿
一
日
、
は
る
ゝ
、
ゆ
う
ふ
、
け
ふ
御
の
ほ
り
に
て
、
お
と
こ
し
ゆ
う
、
む
か
い

に
い
て
ら
る
ゝ
、

〔
義
演
准
后
日
記
〕
八　

三
月
廿
一
日
晴
、
今
日
、
将
軍
家
康

上
洛
、
帰
路
見
物
驚
目
了
、
（
中
略
）
来
廿
五
日
、

将
軍
宣
下
御
礼
ノ
参
内
云
々
、

〔
光
豊
公
記
〕

三
月
廿
一
日
、
右
府
御
上
洛
、
各
堂
上
之
輩
、
大
仏
迄
御
迎
出
、
広
橋
、
予
、
両
人
江

被
掛
詞
也
、

〔
慶
長
日
件
録
〕
一　

三
月
廿
一
日
、
今
日
、
大
樹
、
到
二
条
城
御
上
洛
也
、
及
晩
御
城
へ
行
、
大
樹
懸
御
目
畢
、

〔
言
経
卿
記
〕
廿
八　

三
月
廿
一
日
戊
寅
、
天
晴
、
大
樹
伏
見
ヨ
リ
御
入
洛
二

条

堀
河
、

〔
時
慶
卿
記
〕
十
五　

三
月
廿
一
日
、
天
晴
、
右
府
初
而
城
へ
被
移
、
各
御
迎
ニ
出
、
少
予
ハ
遅
し
て
不
逢
、

乍
去
祈
祷
事
ナ
レ
ハ
同
前
也
、

〔
梵
舜
日
記
〕
九　

三
月
廿
一
日
、
天
晴
、
内
府
家
康
、
京
新
城
始
而
御
上
洛
、

廿
三
日
、
雨
降
少
也
、
京
城
へ
見
廻
申
也
、

〔
鹿
苑
日
録
〕
十
八　

三
月
廿
一
日
、
自
朝
晴
天
、
斎
了
、
赴
豊
光
閑
話
、
右
府
君
、
昨
日
巳
刻
ニ
御
上
洛
、
騎

馬
之
六
人
、
御
乗
物
之
崎
へ
行
、
其
跡
各
々
袴
、
肩
絹
□
□
ナ
カ
ニ
テ
、
御
供
凡
二
百

本
有
之
ト
云
々
、
御
乗
物
之
崎
へ
、
雑
職
衆
十
六
人
、
鐵
棒
ニ
テ
御
成
ト
唱
之
ト
云
々
、

此
事
同
日
晩
於
□
□
聴
之
、
無
余
事
、
不
及
記
之
、

〔
東
照
宮
将
軍
宣
下
之
記
〕

三
月
廿
一
日
、
自
伏
見
御
入
洛
、
供
奉
之
侍
、
各
着
袴
、
肩
衣
、

〔
徳
川
実
紀
〕 

伏
見
城
よ
り
御
入
洛
あ
り
て
、
二
条
の
新
御
所
に
入
ら
せ
給
ふ
、

７　

慶
長
八
年
三
月
二
十
五
日

家
康
、
将
軍
宣
下
の
御
礼
の
た
め
、
二
条
城
よ
り
参
内
す
る
。

〔
御
湯
殿
上
日
記
〕
慶
長
八
年
三
月
二
十
五
日
条

廿
五
日
、
は

る
ゝ
、

ふ
る
、

し
や
う
く
ん
さ
ん
た
い
あ
り
、
く
る
ま
に
て
御
し
こ
う
あ
り
、
た
て
い

し
に
よ

（
マ
マ
）

く
く
る
ま
よ
り
お
り
た
ま
ふ
、
御
ち
よ
く
ろ
な
か
は
し
つ
ほ
ね
也
、
て
ん
そ
う

御
あ
ん
な
い
申
さ
る
ゝ
、
つ
ね
の
御
所
に
て
御
た
い
め
ん
あ
り
、
宮
の
御
か
た
も
な
る
、

こ
ん
三
こ
ん
ま
い
る
、
し
よ
こ
ん
に
御
さ
か
月
二
つ
ま
い
り
て
、
一
つ
ハ
宮
の
御
か
た

へ
ま
い
る
、
一
つ
ハ
に
つ
た
殿
へ
ま
い
る
、
二
こ
ん
御
さ
か
月
一
つ
ま
い
り
、
宮
の
御

か
た
、
に
つ
た
殿
、
女
中
ま
て三

こ
ん
め
に
た
い
の
物
御
ま
へ
ゝ
ま
い
る
、
に
つ
た
殿
へ
も
ま
い
る

し
た
い
〳
〵
に
と
お
る
、
三
こ
ん
御
さ
か
月
二
つ
ま
い
る
、

に
つ
た
殿
御
し
や
く
に
て
く
御
へ
も
宮
の
御
か
た
へ
も
ま
い
る
、
に
つ
た
殿
ハ
御
て
ん

し
や
く
に
て
ま
い
ら
る
ゝ
、
女
中
、
ち
つ
き
ん
の
お
と
こ
た
ち
に
つ
た
殿
へ
御
し
や
く

に
て
御
と
を
り
あ
り
、
ち
つ
さ
ん
の
し
ゆ
う
か
ら
す
ま
ろ
お
や
こ
、
日
の
お
や
こ
三
人
、

ひ
ろ
は
し
お
や
こ
三
人
、
ま
て
の
こ
う
ち
お
や
こ
、
は
く
、
あ
す
か
井
お
や
こ
、
う
大
弁
、

れ
い
せ
い
ち
こ
、
あ
の
少
将
、
お
ほ
き
ま
ち
三
て
う
、
や
ま
し
な
、
藤
し
ゝ
う
、
御
さ
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し
む
し
ろ
よ
り
御
と
を
り
に
い
て
ら
る
ゝ
、
〳
〵
御
の
御
は
い
せ
ん
新
大
す
け
と
の
、

御
て
な
か
長
は
し
、
い
よ
殿
也
、
宮
の
御
か
た
の
御
は
い
せ
ん
こ
ん
す
け
殿
、
に
つ
た

殿
は
い
せ
ん
四
つ
し
少
将
、
し
ん
も
つ
し
ろ
か
ね
千
ま
い
、
女
ゐ
ん
の
御
所
へ
二
百
ま
い
、

宮
の
御
か
た
へ
百
ま
い
、
女
御
の
御
か
た
へ
百
ま
い
、
新
大
す
け
殿
、
こ
ん
す
け
殿
、

御
み
つ
御
れ
う
人
、
め
ゝ
す
け
殿
、
大
御
ち
の
人
卅
ま
い
つ
ゝ
、
長
は
し
五
十
枚
、
し

ん
な
い
し
殿
廿
ま
い
、
い
よ
殿
十
ま
い
、
こ
や
、
い
つ
も
五
枚
つ
ゝ
、
す
ゑ
し
ゆ
う
、

御
物
し
、
女
し
ゆ
、
し
た
〳
〵
ま
て
た
ふ
、
ね
ん
と
う
の
御
礼
御
む
ま
、
た
ち
、
御
む

ま
代
し
ろ
か
ね
百
ま
い
、
御
な
か
二
百
は
、
女
ゐ
ん
の
御
所
へ
白
か
ね
卅
ま
い
、
御
ふ

く
三
か
さ
ね
、
御
な
か
百
は
、
宮
の
御
か
た
へ
御
た
ち
お
り
か
み
、
む
ま
た
い
し
ろ
か

ね
五
十
枚
、
女
御
の
御
か
た
へ
き
か
ね
三
枚
、
御
な
か
百
は
、
御
ふ
く
三
か
さ
ね
、
女

中
し
ゆ
う
、
し
た
し
た
ま
で
小
袖
た
ふ
、
御
さ
か
月
ま
い
り
て
の
ち
、
な
い
き
の
ら
う

か
よ
り
女
ゐ
ん
の
御
所
へ
御
し
こ
う
あ
り
、
御
さ
か
月
三
こ
ん
ま
い
る
、
御
か
へ
り
の

時
な
か
は
し
に
て
も
二
こ
ん
ま
い
る
、
す
る
〳
〵
と
め
て
た
し
〳
〵
、
女
ゐ
ん
の
御
所

へ
し
ろ
か
ね
三
百
枚
、
御
な
か
卅
は
ま
い
ら
る
ゝ
、
な
い
し
所
へ
し
ろ
か
ね
一
枚
、
御

な
か
二
は
ま
い
ら
る
ゝ
、
女
院
の
御
所
よ
り
し
ろ
か
ね
卅
ま
い
、
御
な
か
廿
は
ま
い
る
、

長
は
し
御
は
つ
を
と
て
三
ま
い
し
ん
上
申
、
大
御
ち
の
人
、
し
ん
大
す
け
殿
、
こ
ん
す

け
と
の
よ
り
二
ま
い
つ
ゝ
ま
い
る
、
に
つ
た
と
の
へ
け
ふ
ハ
め
て
た
く
お
ほ
し
め
し
候

と
て
、
ひ
ろ
は
し
大
納
言
、
う
大
弁
さ
い
し
や
う
御
つ
か
ゐ
に
ま
い
ら
る
ゝ
、
か
た
し

け
な
き
よ
し
申
さ
る
ゝ
、
御
ふ
た
し
ん
上
申
、

８　

慶
長
八
年
三
月
二
十
七
日

家
康
の
将
軍
宣
下
及
び
歳
首
を
賀
し
て
、
親
王
・
公
家
衆
・
門
跡
な
ど
、
二
条
城
に
参
る
。

〔
御
湯
殿
上
日
記
〕
六
十
一　

三
月
廿
七
日
、
は
る
ゝ
、
ふ
る
、
に
つ
た
殿
へ
、
し
や
う
く
ん
め
て
た
き
と
て
、
御
む

ま
た
ち
ま
い
ら
る
ゝ
、
御
む
ま
代
、
き
か
ね
三
枚
、
宮
の
御
か
た
よ
り
き
か
ね
一
枚
、

て
ん
そ
う
御
つ
か
い
也
、
ね
ん
と
う
御
し
う
き
と
し
て
、
き
か
ね
二
ま
い
、
宮
の
御
か

た
よ
り
き
か
ね
一
枚
ま
い
ら
る
ゝ
、
か
た
し
け
な
き
よ
し
申
さ
る
ゝ
、

〔
義
演
准
后
日
記
〕
八　

二
月
十
三
日
、
豊
光
寺
へ
、
内
府
将
軍
宣
下
御
礼
之
事
尋
遣
了
、
来
月
之
由
返
答
、

三
月
廿
七
日
、
諸
公
家
衆
将
軍
宣
下
御
礼
、
明
日
ハ
諸
門
跡
礼
也
、
仍
出
京
、

廿
八
日
、
依
雨
御
礼
延
引
、
在
京
、

廿
九
日
、
晴
、
将
軍
御
礼
次
第
事
、
照
高
院
准
后
道
証
、
〇
証
ハ

澄
ノ
誤
リ
、

妙
法
院
二
品
親
王
常胤

、

大
覚
寺
二
品
空性

、
予
于
時

准
后
、
梶
井
無
品
親
王
最胤

、
竹
内
無
品
親
王
、
一
乗
院
准
后
、
大
乗

院
児
、
実
相
寺
大
僧
都
、
随
心
院
大
僧
都
増孝
、
勧
修
寺
各
馬
太
刀
也
、
申
次
殿
上
人
、
装

束
事
、
単
衣
ノ
衆
少
々
有
之
、
不
可
説
々
々
々
、
予
香
鈍
色
精

好
、

新 
 

調
妙
法
院
等
同
然
、

〔
光
豊
公
記
〕

三
月
三
日
、
雨
、
申
刻
晴
、
右
府
江
御
礼
参
、
烏
丸
大
、
日
野
大
、
広
橋
大
、
飛
鳥
井
、

藤
侍
従
同
道
、
将
軍
宣
下
之
御
礼
被
重
也
、

〔
鹿
苑
日
録
〕
十
八　

三
月
三
日
、
自
朝
雨
天
、
未
明
赴
于
伏
陽
、
先
赴
豊
光
、
（
中
略
）
公
家
衆
日
野
亜
相
、

烏
丸
亜
相
、
勧
修
寺
宰
相
、
広
橋
亜
相
、
□
鳥
殿
〇
飛
鳥
井

殿
ナ
ラ
ン
、
藤
宰
相
侍
従
、
此
衆
将
軍
御

礼
ニ
下
向
、
於
豊
光
被
進
夕
飡
、
汁
莒

（
苣
ヵ
）

菜
、
牛
房
ア
ヘ
テ
鹿
角
引
テ
独
□

（
活
ヵ
）、

海
苔
、
中

酒
三
片
、
菓
子
、
柿
、
昆
布
、
ト
コ
ロ
、
各
々
登
城
、
予
者
艮
首
座
与
且
□
□
申
刻
帰
京
、

沈
酔
、

〔
時
慶
卿
記
〕
十
五　

三
月
廿
七
日
、
天
晴
、
晩
霎
、
飯
後
、
将
軍
珍
重
之
御
礼
、
親
王
摂
家
堂
上
不
残
出
、
但
、

烏
丸
、
日
野
、
飛
鳥
井
、
先
度
依
相
済
無
出
仕
、
八
条
殿
、
伏
見
殿
、
御
児
御
所
、
摂

家
一
同
ニ
御
対
面
也
、
但
菊
亭
一
人
ハ
一
同
也
、
其
御
礼
相
済
テ
、
堂
上
次
第
々
々
也
、

児
迄
太
刀
披
露
也
、
雲
客
ハ
太
刀
持
参
也
、
御
礼
後
、
輿
ノ
底
ヌ
ケ
、
門
内
ヨ
リ
歩
ニ

テ
道
阿
迄
出
、

廿
八
日
、
雨
天
、
巳
刻
ニ
晴
、
将
軍
へ
局
方
ヨ
リ
御
礼
返
在
之
、
□
□
一
束
ニ
ス
ハ
ル
由
候
、

廿
九
日
、
天
晴
、
将
軍
へ
法
中
ノ
御
礼
、

〔
慶
長
日
件
録
〕
一　

三
月
廿
七
日
、
諸
家
将
軍
参
賀
也
、
予
雖
当
番
、
令
相
転

（
博
）、

将
軍
へ
伺
候
畢
、
及
黄
昏

宿
ニ
参
、

廿
八
日
、
午
刻
、
大
樹
へ
参
、
懸
御
目
畢
、

廿
九
日
、
大
樹
へ
、
諸
門
跡
御
礼
有
之
云
々
、

〔
東
照
宮
将
軍
宣
下
之
記
〕
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三
月
廿
七
日
、
将
軍
家
江
公
家
衆
御
礼
之
次
第
、
一
番
八
条
殿
智
仁
親
王
、
二
番
伏
見
殿
邦
房

親
王
、
三
番
九
条
殿
関
白
兼
孝
、
四
番
一
条
殿
前
左
大
臣
内
基
、
五
番
二
条
殿
前
左
大
臣
昭
実
、
六

番
近
衛
殿
左
大
臣
信
尹
、
七
番
鷹
司
殿
大
納
言
左
大
将
信
房
、
何
茂
上
壇
之
御
礼
、
大
納
言
、
中
納
言
、

少
将
、
侍
従
迄
、
床
下
之
御
礼
也
、
三
月
廿
九
日
、
門
跡
衆
御
礼
、

〔
大
谷
派
本
願
寺
日
記
〕
三
月
廿
七
日
、
御
掃
除
過
、
御
城
へ
御
礼
に
御
成
、
八
ツ
過
還
御
、

〔
大
谷
本
願
寺
通
紀
〕
三　

宗
主
伝
第
三　

是
年
〇
慶
長

八
年
、
家
康
公
任
大
将
軍
、
諸
門
宗
往
観
申
賀
、
宗
主
〇
准

如

謁
見
、
先
於
東
門
主
、

為
第
七
位
、
時
下
間
頼
廉
有
動
云
、

〔
恵
照
山
歴
代
編
年
略
記
〕
慶
長
八
癸
卯
三
月

家
康
公
将
軍
宣
下
、
法
雲
登
城
御
対
顔
、
拝
領
黄
金
巻
物
羽
二
重
等
什
物
帳
載
之
、

９　

慶
長
八
年
四
月
一
日

公
家
衆
、
二
条
城
に
行
き
、
将
軍
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
言
経
卿
記
〕
廿
八　

四
月
一
日
丁
亥
、
天
晴
、
殿
中
へ
御
礼
ニ
、
冷
、
四
、
竹
内
等
令
同
道
参
了
、
後
刻
御

対
面
候
、
申
次
城
織
部
助
也
、
烏
丸
亜
相
、
広
橋
亜
相
、
万
里
小
路
亜
相
、
予
、
六
条

宰
相
、
飛
鳥
井
宰
相
、
日
野
宰
相
、
勧
修
寺
宰
相
、
堀
川
入
道
一
斎

也

、
冷
泉
羽
林
、
四
条

羽
林
、
阿
野
羽
林
、
正
親
町
三
条
羽
林
、
広
橋
弁
、
土
御
門
左
馬
助
、
藤
侍
従
、
竹
内

蔵
人
等
也
、
酒
有
、
大
樹
奥
ノ
間
ニ
御
出
、
其
後
ニ
御
酒
出
了
、
次
予
、
六
条
、
冷
泉

等
ハ
、
御
酒
ナ
カ
ハ
ニ
常
御
所
へ
参
了
、
数
刻
御
雑
談
有
之
、
小
将
棋
有
之
、
七
時
分
ニ
、

両
三
人
同
道
退
下
了
、

二
日
戊
子
、
天
晴
、
夜
雨
、
殿
中
へ
参
、
冷
同
道
了
、
常
御
所
御
対
顔
了
、
種
々
雑
談
申
了
、

一
枚
年
代
記
入
懐
中
テ
進
上
申
了
、
次
夕
飡
有
之
、
予
、
六
条
相
公
、
一
斎
、
冷
泉
羽
林
、

富
小
路
左
金
吾
、
清
極
﨟
、
其
外
南
禅
寺
三
長
老
、
相
国
寺
学
校
舜
首
座
、
其
外
簀
子

大
勢
有
之
、
暮
退
下
了
、

〔
慶
長
日
件
録
〕
一　
　

四
月
二
日
、
当
番
令
相
転
、
大
樹
へ
参
、

三
日
、
大
樹
へ
参
、

〔
梵
舜
日
記
〕
九　

四
月
十
四
日
、
天
晴
、
京
御
城
罷
出
、
三
光
雙
覧
抄
之
事
御
尋
也
、

10　

慶
長
八
年
四
月
四
日

将
軍
家
康
、
二
条
城
で
能
楽
を
行
い
、
公
家
衆
・
諸
大
名
を
饗
応
す
る
。

〔
義
演
准
后
日
記
〕
八　

四
月
朔
日
、
霽
、
来
四
日
、
於
将
軍
家
、
猿
楽
四
座
立
合
在
之
、
仍
大
蔵
卿
法
橋
指
上
了
、

三
日
、
大
雨
、
御
能
仁
可
出
座
由
被
仰
出
了
、
巳
刻
出
京
、

四
日
、
陰
、
卯
刻
、
将
軍
御
所
へ
出
仕
、
単
衣
紫

、
五
帖
ケ
サ
生
袴
、
御
相
伴
衆
事
、
上

壇
中
央
将
軍
御
座
、
左
予
著
座
、
上
壇
、
只
将
軍
ト
予
ト
二
人
也
、
中
壇
、
左
、
日
野

権
大
納
言
・
大
科
〇
大
科
ハ

山
科
ナ
リ

・
備

（
肥
ヵ
）

前
加
賀
・
能
登
・
越

中
三
国
主
也

・
三
河
守
宰
相
将
軍

御
息

・
毛
利
宰
相
・

長
岡
越
中
、
右
、
烏
丸
大
納
言
・
広
橋
大
納
言
・
飛
鳥
井
・
勧
修
寺
宰
相
・
若
狭
宰
相

京
極

也

巳
上
中
壇
、
三
方
也
、
下
壇
、
水
無
瀬
入
道
・
冷
泉
ヽ
ヽ
・
池
田
三
左
衛
門
、

播
磨
国
・
備
前
国
、

二
ヶ
国
主
也

・
福
島
大
輔
安
芸
国
・
備
後

両
国
主
也

・
京
極
修
理
丹
後

国
主

・
毛

利

ヽ

ヽ
・
最

上
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
以
上
下
壇
、
足
付
也
、
御
相
伴
衆
、
予
ト
共
ニ
廿
人
也
、
七
五
三
結
構
、

御
膳
過
テ
暫
御
休
息
、
其
後
御
出
、
御
能
始
ル
、
先
、
翠
簾
褰
之
、
舞
台
南
庭
、
将
軍

ノ
右
、
西
方
予
、
聊
端
エ
出
テ
著
座
、
予
後
ニ
堂
上
衆
悉
著
座
、
将
軍
ノ
左
、
諸
大
名

群
衆
見
物
也
、
御
能
九
番
ア
リ
、
ヲ
キ
ナ
、
脇
能
観
世
大
夫
、
二
番
金
春
、
三
金
剛
、

四
宝
生
、
但
三
番
過
テ
、
鳥
目
四
百
貫
、
舞
台
ノ
左
右
ニ
積
、
大
夫
ニ
ハ
小
袖
唐
織
物

一
重
宛
、
狂
言
師
以
下
不
残
、
小
袖
一
ツ
拝
領
之
、
凡
二
百
五
六
十
程
賜
之
歟
、
御
簾

垂
テ
御
休
息
、
諸
大
名
同
休
息
了
、
折
島
等
ニ
テ
酒
賜
之
、
予
盃
始
之
、
備
前
守
ニ
差
之
、

次
三
河
守
等
酒
各
賜
之
、
其
後
将
軍
御
出
、
能
御
見
物
、
八
番
よ
り
雨
降
、
庭
上
衆
退
去
、

殿
中
ニ
テ
見
物
、
同
所
同
侍
也
、
九
番
過
テ
各
退
出
、
予
宿
坊
ニ
未
刻
帰
了
、

五
日
、
陰
、
在
京
了
、
今
日
ハ
庭
上
未
干
、
仍
御
能
延
引
了
、

六
日
、
晴
、
御
能
有
之
、
予
今
日
ハ
不
出
仕
、

七
日
、
晴
、
晩
雨
、
御
能
、
予
帰
寺
、

八
日
、
仏
生
会
依
御
能
不
執
行
、
無
念
々
々
、
不
可
説
々
々
々
、

〔
言
経
卿
記
〕
廿
八　

四
月
四
日
庚
寅
、
霽
、
八
時
分
雨
、
殿
中
御
能
有
之
間
、
冷
同
道
、
早
朝
ニ
参
了
、
辰

下
刻
、
先
朝
飡
有
之
、
事
外
済
々
事
也
、
次
大
樹
御御

袴
、
肩
衣

出
座
、
次
相
伴
衆
各
被
参
了
、
三
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宝
院
准
后
素
絹
、
両
人
上
之
段
也
、
四
方
也
、
中
之
段
ニ
テ
烏
丸
亜
相
・
日
野
亜
相
・
広

橋
亜
相
・
予
・
加
賀
黄
門
前
田
・
飛
鳥
井
相
公
・
勧
修
寺
相
公
・
越
前
相
公
結

城
、

大

樹
子
息

・

安
芸
相
公
毛
利
・
豊
後
相
公
長
岡
若
狭
相
公
京
極
以
上
三
方
也
、
堀
川
入
道
一
斎
・
冷
泉
羽
林
・

播
磨
少
将
池
田
・
広
島
少
将
福
島
・
丹
後
少
将
京
極
弟
、

○
此
下
凡

六
字
脱
文
、
出
羽
侍
従
最
上
ヽ
ヽ
○
此

下
凡

四

字

脱
文
、
等
、
下
之
段
足
付
也
、
次
簾
被
捲
、
下
之
段
大
樹
渡
御
、
各
円
座
傍
有
之
、
三
番

過
テ
、
四
座
大
夫
已
下
ニ
、
百
貫
ツ
ヽ
舞
台
ニ
積
之
、
本
多
縫
殿
助
出
合
、
大
夫
ト
モ

ニ
小
袖
唐
織

物
也
被
下
、
取
渡
之
、
次
座
之
衆
小
袖
オ
リ
ス
チ

カ
タ
色
、
一
ツ
ヽ
被
下
、
狂
言
者
ニ
二
ツ
ヽ

也
、
以
上
二
百
余
人
也
、
五
番
メ
ヨ
リ
狂
言
無
之
、
七
番
メ
ニ
雨
フ
リ
了
、
七
時
分
ニ

各
退
出
了
、
今
日
御
能
高
砂
観
世
、
田
村
今
春
、
芭
蕉
宝
生
、
山
祖
母
コ
ン

カ
ウ
舟
弁
慶
観
世

子

、

三
輪
、
今
春

子

、
藤
永
宝
生

子

、
大
会
コ
ン
カ
ウ

子

、
呉
機
観

世
、

キ 
 

リ
、
等
也
、

五
日
辛
卯
、
天
晴
、
殿
中
へ
未
下
刻
ニ
、
冷
同
道
参
了
、
後
刻
御
対
顔
了
、
種
々
御
雑
談
了
、

予
・
六
条
相
公
・
烏
丸
弁
・
同
水
無
瀬
羽
林
・
堀
川
入
道
・
冷
泉
羽
林
・
極
﨟
等
也
、

夕
飡
有
之
、
此
外
十
余
人
有
之
、
薄
暮
退
下
了
、
明
日
於
殿
中
御
能
有
之
、
可
参
之
由
也
、

四
条
同
可
参
上
由
申
入
之
処
、
昨
日
不
参
不
謂
儀
也
云
々
、

六
日
壬
辰
、
天
晴
、
殿
中
ニ
テ
、
御
能
有
之
、
冷
父
子
・
四
、
同
道
参
了
、
辰
下
刻
相

始
了
、
御
出
座
、
予
・
六
条
相
公
・
烏
丸
弁
・
冷
千
寿
・
堀
川
入
道
・
水
無
瀬
羽
林
・

四
条
羽
林
・
藤
侍
従
・
堀
川
侍
従
・
極
﨟
等
也
、
其
外
武
士
大
名
・
僧
俗
群
集
也
、
四

番
已
後
、
別
座
飡
有
之
、
後
刻
盃
出
了
、
折
四
合
・
土
器
物
出
了
、
申
刻
各
退
下
了
、

今
日
御
能
矢
立
鴨
今
春
・
た
つ
田
観
世
・
熊
野
今
・
鐘
馗
観
世
・
源
氏
供
養
観
・
う
と
う
今
春
・

り
ん
さ
う
今
・
春
栄
観
世
・
伏
見
今

、

キ
リ
、
等
也
、

七
日
癸
巳
、
天
晴
、
殿
中
可
参
之
処
ニ
、
予
事
外
草
臥
了
、
冷
同
前
由
云
々
、
四
条
当

番
ニ
テ
不
参
、
今
日
御
能
有
之
、
伝
聞
九
番
有
之
、
御
所
望
二
番
也
云
々
、
御
機
嫌
也
云
々
、

〔
慶
長
日
件
録
〕
一　

四
月
五
日
、
大
樹
御
猿
楽
可
致
見
物
、
依
仰
向
二
条
亭
、
因
雨
気
延
引
、
仍
頓
而
帰
宅
、

及
晩
大
樹
へ
参
、
懸
御
目
、

六
日
、
大
樹
へ
御
能
見
物
ニ
参
、
山
科
・
冷
泉
・
四
条
・
水
無
瀬
中
将
・
烏
丸
弁
・
六
条
等
也
、

観
世
金
満
両
太
夫
也
、
九
番
有
之
、
脇
能
矢
立
賀
茂
也
、

七
日
、
当
番
令
相
転
、
御
能
見
物
ニ
行
、
日
野
宰
相
・
猪
隈
少
将
・
阿
野
少
将
・
烏
丸
頭
弁
・

源
蔵
人
等
同
道
申
畢
、
掖
能
養
老
、
十
一
番
有
之
、
酉
刻
帰
蓬
蓽
、

〔
肥
後
松
井
家
譜
〕
五　

春
光
君
御
譜
五　

八
年
正
月

三
斎
様
被
成
下
候
御
書
、

一
去
十
八
日
江
戸
よ
り
上
、
同
廿
五
日
之
御
参
内
御
供
仕
候
、
仕
合
能
候
間
可
心
易
事
、

一
此
比
可
下
と
存
候
処
、
今
度
之
御
悦
事
に
、
四
座
に
御
能
可
被
仰
付
由
候
間
、
そ
れ

迄
相
待
在
之
事
に
候
、
来
月
十
七
八
廿
日
之
内
に
ハ
、
下
国
す
へ
き
事
（
中
略
）

　
　
　

三
月
廿
九
日　
　
　
　
　

御
判

　
　
　
　
　
　
　

松
井
佐
渡
守
殿

11　

慶
長
八
年
四
月
十
六
日

家
康
、
伏
見
に
帰
る
。

〔
言
経
卿
記
〕

四
月
十
六
日
壬
寅
、
陰
、
夜
雨
、
大
樹
伏
見
へ
御
下
向
由
云
々
、

12　

慶
長
八
年
七
月
三
日

家
康
、
伏
見
よ
り
二
条
城
に
入
る
。

〔
言
経
卿
記
〕

三
日
、
丁
巳
、
天
晴
、
大
樹
、
伏
見
ヨ
リ
暮
々
御
上
洛
有
之
、

〔
時
慶
卿
記
〕

七
月
三
日
、
将
軍
二
条
ノ
亭
へ
御
上
洛
ト
、

〔
当
代
記
〕

七
月
三
日
、
将
軍
家
康
公
上
洛
、

13　

慶
長
八
年
七
月
七
日

家
康
、
二
条
城
で
二
日
に
わ
た
っ
て
能
楽
を
行
う
。

〔
言
経
卿
記
〕
廿
九　

七
月
六
日
庚
申
、
天
晴
、
殿
中
へ
、
予
・
冷
・
四
・
倉
部
等
同
道
参
了
、
碁
将
棋
有
之
、

見
物
了
、
夕
飡
有
之
、
明
日
可
参
之
由
被
仰
了
、

七
日
辛
酉
、
天
晴
、
殿
中
御
能
有
之
付
、
早
朝
ニ
、
予
・
冷
・
四
・
倉
部
等
同
道
参
了
、

大
夫
者
今
春
也
、
東
方
、
朔
・
朝
長
・
松
風
・
檀
風
・
安
達
原
・
当
麻
・
藤
戸
・
百
万
・
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呉
機
キ
リ

等
也
、
申
刻
、
各
退
下
了
、
夕
飡
有
之
、
御
酒
等
有
之
、
今
日
参
仕
衆
、
一
乗
院
・

真
浄
院
本
願
寺
・
烏
丸
亜
相
・
日
野
亜
相
・
予
・
六
条
相
公
・
飛
鳥
井
相
公
・
烏
丸
頭
弁
・

一
斎
・
冷
泉
羽
林
・
四
条
羽
林
・
土
御
門
左
馬
助
・
内
蔵
頭
・
竹
内
蔵
人
等
也
、
其
外

大
勢
不
可
勝
計
、
今
日
能
三
番
ス
キ
テ
、
今
春
父
子
肩
衣ヒ

ラ

ス
ヽ
シ
三

ツ
ヽ
、

大
夫
百
貫
文
、
舞

台
ニ
被
積
了
、
永
井
右
近
大
夫
渡
之
、
侍
衆
広
蓋
カ
タ
ヒ
ラ
入
テ
出
了
、
座
ノ
衆
カ
タ

ヒ
ラ
二
ツ
ヽ
也
、

八
日
壬
戌
、
天
晴
、
殿
中
御
能
有
之
、
早
朝
ニ
予
・
冷
・
倉
部
令
同
道
参
了
、
辰
下
刻

ニ
相
始
了
、
大
樹
別
ノ
御
座
敷
也
、
細
々
参
了
、
御
振
舞
有
之
、
申
下
刻
各
退
下
、
今

日
御
能
、
白
楽
天
大
夫
今
春
・
八
島
同
・
江
口
同
・
谷
カ
ウ
同
・
自
然
居
士
同
・
熊
坂
今
春
子
・

弓
八
幡
同

、

キ
リ
等
也
、
次
、
見
物
衆
庭
上
衆
被
立
了
、
次
七
騎
落
・
大
夫
安大

坂
内
府
衆

威
摂
津
守
・
紅

葉
狩
・
土
岐
入
道
見
松
・
実
盛
・
江将

軍
御
内

節
・
舟
弁
慶
ワ
キ
・
一
斎
・
大
夫
太
一
坊
・
矢
立
鴨

キ
リ
・
前
輪
入
道
半
入
等
也
、
昨
日
モ
今
日
モ
、
将
軍
与
浅
野
弾
正
少
弼
与
御
碁
有
之
、

御
見
物
ノ
内
也
、
堂
上
衆
者
、
真
浄
院
早
出
、
烏
丸
亜
相
・
日
野
亜
相
・
広
橋
亜
相
弁
・

六
条
相
公
・
飛
鳥
井
相
公
・
冷
千
寿
丸
・
烏
丸
頭
弁
、
一
斎
、
冷
泉
羽
林
・
土
御
門
左

馬
助
・
飛
鳥
井
羽
林
・
内
蔵
頭
・
藤
侍
従
・
堀
川
侍
従
・
極
﨟
等
也
、
其
外
大
勢
有
之
、

大
略
昨
日
衆
也
、

十
日
甲
子
、
天
晴
、
殿
中
へ
、
冷
・
四
・
倉
部
等
同
道
参
了
、
夜
退
下
了
、

〔
慶
長
日
件
録
〕
一　

七
月
八
日
壬
戌
、
晴
、
巳
刻
大
樹
へ
参
、
昨
日
よ
り
御
猿
楽
有
之
、
大
夫
金
満
井
也
、
昨

日
当
番
之
間
、
殿
中
へ
不
参
、
今
日
番
よ
り
退
出
後
、
御
猿
楽
見
物
に
参
、
酉
刻
帰
蓬
蓽
、

〔
時
慶
卿
記
〕
十
七　

七
月
八
日
、
天
晴
、
暑
甚
、
右
府
ニ
能
、
金
春
仕
由
候
、
其
外
見
松
斎
・
江
雪
等
ノ
衆

モ
大
夫
ノ
由
候
、

〔
鹿
苑
日
録
〕
十
八　
　

七
月
七
日
、
自
朝
晴
天
、
至
日
亜
相
公
、
自
御
城
無
帰
宅
ト
云
々
、
御
能
者
八
番
ト
云
々
、

大
夫
外
山
ト
云
々
、
有
八
番
、
翌
八
日
外
山
七
番
、
其
余
ハ
ト
キ
ノ
見
正
入
道
・
前
羽
半
入
・

藍
主
助
、
其
外
両
人
乞
能
ト
云
々
、

14　

慶
長
八
年
七
月
十
五
日

家
康
、
二
条
城
か
ら
伏
見
城
に
帰
る
。

〔
言
経
卿
記
〕

七
月
十
五
日
、
大
樹
（
中
略
）
伏
見
御
城
御
還
御
也
云
々
、

〔
慶
長
日
件
録
〕

七
月
十
五
日
、
大
樹
及
晩
伏
見
へ
還
御
、

15　

慶
長
八
年

幕
府
、
二
条
城
を
修
理
す
る
。

〔
京
二
条
御
城
之
御
材
木
御
勘
定
帳
〕
〇
山
城　

慶
長
八
年
卯
正
月
よ
り
六
月
十
五
日
迄
、

正
月
十
三
日

一
五
拾
本　
　

長
弐
間
、
は
ゝ
壱
尺
、

あ
つ
さ
五
寸

　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

檜
平
物

　
　
　

此
米
弐
拾
六
石
五
斗　
　
　

但
、
壱
本
ニ
付
、
五
斗
三
升
ツ
ヽ

同
日

一
壱
本　
　
　

長
弐
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 

川
上
六
寸
角

　
　
　

此
米
壱
斗
四
升

同
日

一
弐
拾
本　
　

長
弐
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 

川
上

　
　
　

此
米
弐
石
八
斗　
　
　
　
　

但
、
壱
本
ニ
付
、
壱
斗
四
升
ツ
ヽ

同
日

一
拾
本　
　
　

長
弐
間
半　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

檜
八
寸
角

　
　
　

此
米
六
石
三
斗
七
升
五
合

同
日

一
五
本　
　
　

長
弐
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

檜
た
り
七
寸
角

　
　
　

此
米
弐
石
弐
斗
五
升　
　
　

但
、
壱
本
ニ
付
、
四
斗
五
升
ツ
ヽ

同
日

一
弐
拾
本　
　

長
弐
間
半　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
六
寸
角

　
　
　

此
米
三
石
七
斗　
　
　
　
　

但
、
壱
本
ニ
付
、
壱
斗
八
升
五
合
ツ
ヽ

同
日
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一
五
拾
本　
　

長
弐
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

同
四
寸
角

　
　
　

此
米
弐
石
壱
斗　
　
　
　
　

但
、
壱
本
ニ
付
、
四
升
二
合
ツ
ヽ

十
七
日

一
拾
本　
　
　

長
弐
間
半　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

松
六
寸
角

　
　
　

此
米
壱
石
八
斗
五
升

　
　

（
中
略
）

惣
合
千
七
百
三
拾
壱
石
三
斗
二
升
九
合

右
之
御
材
木
者
、
京
二
条
御
城
御
用
ニ
相
渡
申
候
、
但
、
御
材
木
、
大
坂
よ
り
上
り
申

舟
ち
ん
、
又
ハ
鳥
羽
よ
り
車
ち
ん
迄
入
申
候
て
、
京
之
御
屋
敷
迄
届
候
て
、
ね
段
如
此
候
、

則
御
奉
行
衆
度
々
の
御
手
形
相
そ
へ
上
申
候
、
仍
如
件
、

　
　
　

慶
長
八
年　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
工
藤
右
衛
門
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　

卯
七
月
十
三
日　
　
　
　
　
　

尼
崎
又
次
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
工
仁
左
衛
門
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
工
久
左
衛
門
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　

板
倉
伊
賀
守
殿　

参

16　

慶
長
九
年
六
月
十
日

家
康
が
伏
見
よ
り
二
条
城
に
入
り
、
公
家
衆
が
参
上
す
る
。

〔
御
湯
殿
上
日
記
〕
六
十
二　

六
月
十
日
、
し
や
う
く
ん
御
の
ほ
り
、

〔
義
演
准
后
日
記
〕
九　

六
月
十
日
、
将
軍
伏
見
城
ヨ
リ
御
上
洛
、
当
年
初
也
、
近
日
御
参
内
云
々
、

〔
言
経
卿
記
〕
三
十　

六
月
十
日
己
丑
、
天
晴
、
大
樹
伏
見
ヨ
リ
御
上
洛
、
巳
刻
也
、
各
罷
向
了
、
烏
丸
亜
相
・

万
里
小
路
亜
相
・
予
・
六
条
宰
相
・
飛
鳥
井
宰
相
・
日
野
宰
相
・
勧
修
寺
宰
相
・
一
斎
・

冷
泉
羽
林
・
四
条
羽
林
・
広
橋
弁
・
飛
鳥
井
羽
林
・
内
蔵
頭
・
藤
侍
従
・
竹
内
蔵
人
等
也
、

十
一
日
庚
寅
、
天
晴
、
大
樹
へ
参
了
、
夕
飡
被
下
了
、
参
仕
衆
、
予
・
六
条
宰
相
・
烏
丸
頭
蘭
・

一
斎
・
水
無
瀬
羽
林
・
冷
泉
羽
林
・
四
条
羽
林
・
左
馬
助
・
内
蔵
頭
・
極
﨟
等
也
、

十
二
日
辛
卯
、
天
晴
、
大
樹
へ
、
冷
、
倉
部
等
参
了
、
御
対
顔
也
云
々
、
茶
子
酒
等
有
之
云
々
、

十
三
日
壬
辰
、
天
晴
、
大
樹
へ
参
仕
衆
、
烏
丸
亜
相
・
花
山
院
亜
相
・
予
・
飛
鳥
井
宰
相
・

日
野
宰
相
・
烏
弁
頭
蘭
・
水
無
瀬
羽
林
・
阿
野
羽
林
・
花
山
院
羽
林
・
広
橋
弁
・
左
馬
助
・

飛
鳥
井
羽
林
・
内
蔵
頭
・
藤
侍
従
・
難
波
侍
従
・
極
﨟
等
也
、

〔
時
慶
卿
記
〕
二
十　

五
月
十
一
日
、
天
晴
、
将
軍
御
上
洛
、
御
少
人
、
御
煩
ノ
儀
ニ
依
テ
御
延
引
ト
也
、

六
月
十
日
、
天
晴
、
将
軍
二
条
御
所
へ
御
出
京
也
、
近
習
衆
・
堂
上
出
迎
被
申
由
候
、

〔
慶
長
日
件
録
〕
一　

六
月
十
日
、
晴
、
巳
刻
、
大
樹
、
自
伏
見
到
二
条
城
御
上
、
及
晩
、
二
条
城
ニ
参
、
今

日
為
御
草
臥
、
無
御
対
面
、
（
中
略
）

十
二
日
、
晴
、
斎
了
参
番
、
未
刻
退
出
、
後
水
無
瀬
中
将
為
同
心
、
二
条
城
へ
参
、
無
御
対
面
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十　

六
月
十
日
己
丑
、
将
軍
右
府
家
康
、
京
之
城
へ
自
伏
見
御
上
洛
、

十
九
日
戊
戌
、
御
城
へ
罷
出
、
依
不
例
無
出
座
、

17　

慶
長
九
年
六
月
二
十
二
日

家
康
、
参
内
す
る
。

〔
言
経
卿
記
〕
十
三　

廿
（
六
月
）

二
日
辛
丑
、
天
晴
、
大
樹
御
参
内
也
、
辰
刻
也
、
冷
泉
・
内
蔵
頭
等
、
早
暁
ニ
二
条

堀
川
御
所
へ
参
、
御
衣
文
奉
仕
、
夏
御
直
衣
也
、
御
指
貫
者
、
ツ
フ
丁
子
也
、
予
可
参
之
処
、

老
耄
候
間
不
参
、
禁
中
へ
参
、
四
条
同
道
、
御
参
内
已
後
、
二
人
ハ
殿
中
へ
参
、
御
コ

シ
ヨ
ス
ル
也
云
々
、
（
中
略
）
大
樹
辰
刻
御
参
内
也
、

18　

慶
長
九
年
六
月
二
十
三
日

家
康
へ
当
年
の
御
礼
の
た
め
、
親
王
・
門
跡
・
公
家
衆
が
二
条
城
に
参
上
す
る
。

〔
義
演
准
后
日
記
〕
十　

六
月
廿
三
日
、
将
軍
江
諸
家
当
年
ノ
御
礼
也
、
先
伏
見
宮
、
次
八
条
宮
・
一
条
殿
・
二

条
殿
・
近
衛
殿
・
鷹
司
殿
・
九
条
御
方
、
御
礼
了
以
後
、
門
跡
方
礼
也
、
先
照
高
院
准
后
、

次
妙
法
院
二
品
親
王
、
次
大
覚
寺
二
品
親
王
、
次
予
、
次
聖
護
院
二
品
親
王
、
次
梶
井

無
品
親
王
、
次
竹
内
無
品
親
王
、
次
随
心
院
法
印
、
次
実
相
寺
、
各
馬
太
刀
也
、
縁
マ
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テ
将
軍
御
送
如
常
、

〔
言
経
卿
記
〕
三
十　

六
月
廿
三
日
壬
寅
、
大
樹
群
参
了
、
早
朝
、
冷
泉
・
内四

条
同
被
参
了

蔵
頭
等
、
為
御
衣
文
参
了
、

〔
時
慶
卿
記
〕
二
十　

六
月
廿
三
日
、
天
晴
、
辰
刻
ニ
、
将
軍
当
年
ノ
諸
礼
群
参
也
、
摂
家
、
次
菊
亭
右
府
・

諸
門
跡
次
第
也
、
堂
上
不
残
、
但
前
ニ
御
礼
衆
華
山
・
飛
鳥
井
・
六
条
等
也
、
去
年
ハ

公
卿
分
ハ
太
刀
披
露
処
、
此
度
ハ
三
木
よ
り
自
持
也
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十　

六
月
廿
三
日
壬
寅
、
天
晴
、
将
軍
家
へ
諸
家
御
礼
也
、

19　

慶
長
九
年
六
月
二
十
四
日

家
康
、
北
政
所
殿
お
よ
び
公
家
衆
を
二
条
城
に
招
き
、
能
楽
を
行
う
。

〔
言
経
卿
記
〕
三
十　

六
月
廿
四
日
癸
卯
、
大
樹
御
能
有
之
、
冷
・
四
・
倉
部
等
参
了
、

廿
五
日
甲
辰
、
大
樹
御
能
有
之
、
冷
・
四
・
倉
部
等
不
参
了
、

〔
時
慶
卿
記
〕
二
十　

廿
四
日
、
天
晴
、
巳
刻
夕
立
、
二
条
城
へ
北
政
所
殿
被
申
入
、
能
観
世
大
夫
仕
由
候
、

〔
慶
長
日
件
録
〕
一　

六
月
廿
五
日
、
晴
、
微
明
、
聖
廟
へ
参
、
次
殿
中
御
猿
楽
見
物
ニ
参
、
大
夫
観
世
、
矢

立
賀
茂
・
八
島
・
二
人
静
・
舟
弁
慶
・
生
贄
・
三
輪
・
是
界
・
返
魂
香
・
山
姥
・
養
老
、

二
人
静
之
後
、
大
夫
ニ
百
貫
一
重
被
下
之
、
其
外
座
者
、
悉
単
袷
給
之
、
公
家
衆
、
烏

丸
父
子
・
飛
鳥
井
父
子
・
藤
宰
相
・
広
橋
弁
・
花
山
院
大
納
言
・
徳
大
寺
・
日
野
宰
相
・

堀
川
侍
従
・
予
等
也
、
予
、
二
人
静
・
舟
弁
慶
之
間
、
大
樹
御
そ
は
に
伺
候
、
又
返
魂
香
・

山
姥
・
養
之

（
老
脱
ヵ
）

間
、
御
前
に
伺
候
畢
、
総
別
公
家
衆
之
座
敷
、
大
樹
之
御
座
之
間
、
以
屏

風
被
立
切
、
御
自
由
御
見
物
之
故
也
、
一
乗
院
門
跡
・
同
公
家
衆
、
座
敷
ニ
テ
御
見
物
也
、

池
田
三
左
衛
門
・
毛
利
宰
相
・
対
馬
屋
形
・
加
藤
主
計
頭
等
同
座
有
之
、

20　

慶
長
九
年
七
月
一
日

家
康
、
二
条
城
を
発
し
て
、
伏
見
城
に
帰
る
。

〔
言
経
卿
記
〕

七
月
一
日
、
大
樹
、
早
朝
伏
見
城
へ
御
帰
也
云
々
、

〔
梵
舜
日
記
〕

七
月
一
日
、
将
軍
家
康
伏
見
城
に
還
御
、

21　

慶
長
十
年
三
月
二
十
九
日

徳
川
秀
忠
、
参
内
し
、
去
々
年
右
近
衛
大
将
任
官
の
恩
を
謝
す
る
。

〔
時
慶
卿
記
〕
二
十
三

　

三
月
廿
九
日
、
天
晴
陰
、
夜
ハ
急
雨
、
左

（
右
の
誤
）

大
将
参
内
、
国
々
大
名
小
名
供
奉
、
於
施
薬
院

衣
冠
也
、
先
ハ
二
条
ノ
亭
へ
、
従
伏
見
午
前
ニ
被
著
ト
云
々
、
四
足
門
ヨ
リ
高
遣
戸
ヲ
経
、

鬼
間
ニ
休
息
、
御
帳
台
ノ
前
御
座
、
上
壇
ノ
北
ニ
親
王
御
方
御
座
、
其
遥
下
壇
ニ
大
将

被
候
、
御
献
三
献
後
、
天
扚
也

（
杓
ヵ
）

、
其
後
、
国
々
ノ
公
家
、
御
盃
逐
一
ニ
被
下
、
先
最
前

ニ
太
刀
折
紙
ニ
テ
御
礼
也
、
大
将
殿
ハ
太
刀
御
馬
、
毛
馬
也
、
菊
亭
へ
被
預
下
、
白
綿

三
百
把
、
銀
子
二
百
枚
、
親
王
御
方
へ
白
綿
二
百
把
、
艮
子
百
枚
、
女
御
殿
へ
白
綿
百
把
、

銀
子
百
枚
ト
云
々
、
女
院
御
所
百
枚
、
紅
花
百
斤
進
上
ト
、
局
衆
へ
ハ
小
袖
ノ
代
艮
子

ニ
テ
被
渡
由
候
、
女
御
殿
迄
内
々
申
入
候
故
、
於
御
黒
戸
御
対
面
、
所
労
平
愈
珍
重
ニ

被
思
召
旨
叡
言
也
、
申
次
広
橋
弁
也
、
女
御
殿
、
女
院
御
所
へ
モ
参
上
、
珍
重
旨
申
入
、

〔
慶
長
日
件
録
〕
二　

廿
九
日
、
晴
、
右
大
将
秀
康

（
忠
ノ
誤
）

卿
御
参
内
也
、
先
伏
見
よ
り
二
条
之
御
城
へ
御
成
、
次

ニ
於
薬
院
御
装
束
、
山
科
、
冷
泉
候
御
装
束
ニ
、
烏
丸
父
子
、
予
、
薬
院
ニ
相
待
懸
御
目
、

参
内
御
成
之
程
、
立
石
之
辺
迄
、
各
御
迎
ニ
出
、
伝
奏
両
人
、
日
野
父
子
、
烏
丸
父
子
、

飛
鳥
井
父
子
、
藤
宰
相
父
子
、
山
科
父
子
、
冷
泉
、
四
条
、
予
等
令
御
供
、
自
四
足
門

参
内
、
先
鬼
間
ニ
御
休
息
、
有
暫
、
主
上
出
御
、
右
大
将
、
清
凉
殿
於
西
間
御
礼
、
進

物
御
太
刀
御
馬
、
銀
子
弐
百
枚
、
綿
千
把
、
親
王
御
方
へ
、
進
物
御
太
刀
御
馬
、
銀
子

百
枚
、
親
王
御
方
同
御
座
ニ
テ
御
対
面
、
三
献
参
、
次
大
名
衆
御
礼
、
米
沢
中
納
言
景

勝
、
京
極
宰
相
、
伊
達
少
将
政
宗
、
毛
利
右
近
少
将
、
池
田
三
左
衛
門
少
将
、
佐
竹
少
将
、

毛
利
宰
相
、
丹
後
侍
従
、
稲
葉
侍
従
、
会
津
侍
従
等
也
、
各
御
太
刀
御
馬
進
上
、
天
盃

被
下
之
、
次
右
大
将
御
退
出
、
山
科
父
子
、
冷
泉
、
予
、
薬
院
迄
奉
供
、
後
退
出
、

〔
鹿
苑
日
録
〕
二
十　
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三
月
廿
九
、
自
朝
陰
、
雖
然
雨
不
降
、
時
々
吹
晴
、
今
晨
右
大
将
公
自
伏
陽
御
上
洛
、

朝
御
前
、
於
二
条
御
城
、
板
倉
殿
被
挙
之
、
則
午
前
御
参
内
、
々
々
以
後
於
薬
院
被
挙

御
膳
、
々
々
了
テ
、
直
伏
陽
還
御
ト
云
、
不
知
虚
実
、
是
ハ
先
右
大
将
之
御
礼
、
又
者

年
頭
之
御
礼
ト
云
々
、
此
間
ニ
、
大
坂
へ
右
大
将
公
御
下
向
ト
有
風
聞
、
是
又
不
知
虚
実
、

予
者
午
時
出
洛
、
申
刻
帰
院
、

22　

慶
長
十
年
四
月
八
日

家
康
、
二
条
城
に
入
る
。

〔
義
演
准
后
日
記
〕
十　

三
月
廿
八
日
、
右
幕
下
来
月
八
日
御
上
洛
云
々
、
伏
見
西
丸
御
座
也
、
（
中
略
）

四
月
八
日
、
将
軍
今
日
御
上
洛
云
々
、

〔
言
経
卿
記
〕
三
十
二　

八
日
壬
子
、
天
晴
、
八
専
入
、
将
軍
二
条
御
所
マ
テ
御
上
洛
了
、
冷
・
四
・
倉
部
等
参
了
、

〔
慶
長
日
件
録
〕
二　

四
月
四
日
、
陰
、
今
日
大
樹
御
上
洛
之
由
、
内
々
有
沙
汰
、
依
雨
延
引
云
々
、

八
日
、
晴
、
大
樹
二
条
之
御
城
へ
御
上
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
一　

四
月
八
日
壬
子
、
将
軍
家
康
入
洛
也
、

九
日
癸
丑
、
天
晴
、
予
、
京
城
江
御
見
廻
ニ
罷
出
也
、

23　

慶
長
十
年
四
月
十
日

家
康
、
参
内
す
る
。

〔
言
経
卿
記
〕
三
十
二　

十
日
甲
寅
、
天
晴
、
大
樹
巳
刻
ニ
御
参
内
了
、（
中
略
）
次
大
樹
ヌ
リ
コ
シ
ニ
テ
御
参
内
、

長
橋
殿
局
ニ
入
給
フ
、
騎
馬
衆
、
御
直
廬
へ
参
衆
、（
中
略
）
於
常
御
所
御
対
面
、（
中
略
）

次
長
橋
局
一
献
有
之
、
大
樹
酌
ニ
テ
長
橋
殿
被
参
了
、
（
中
略
）
御
退
出
了
、
御
緒
太
広

橋
ヽ
ヽ
参
会
、
各
御
門
マ
テ
被
参
了
、
長
橋
殿
ニ
テ
御
酒
有
之
、
御
参
内
、
珍
重
之
由
申
之
、

殿
中
へ
、
御
参
内
珍
重
之
由
、
広
橋
大
ヽ
ヽ
、
新
中
納
言
等
、
直
垂
ニ
テ
被
参
了
、
御

対
顔
了
、
大
樹
へ
珍
重
之
由
ニ
テ
被
参
衆
、（
中
略
）
御
対
顔
後
御
酒
被
下
之
、
各
退
出
了
、

次
予
、
奥
ニ
而
碁
将
碁
等
見
物
了
、
夕
飡
有
之
、
十
五
六
人
相
伴
了
、

〔
慶
長
日
件
録
〕
二　

四
月
十
日
、
晴
、
大
樹
御
参
内
、
（
中
略
）
午
上
刻
御
退
出
、
各
唐
門
外
迄
送
申
畢
、
次

禁
中
御
座
敷
御
取
置
有
之
、
未
下
刻
大
樹
へ
参
御
対
面
、
事
外
御
機
嫌
也
、

24　

慶
長
十
年
四
月
十
二
日

家
康
へ
年
頭
の
御
礼
の
た
め
、
親
王
・
公
家
衆
・
門
跡
等
、
二
条
城
へ
参
上
す
る
。

〔
義
演
准
后
日
記
〕
十　

四
月
十
二
日
、
天
快
晴
、
大
樹
へ
諸
家
・
諸
門
今
日
惣
参
賀
、
当
年
始
也
、
先
俗
中
、

最
初
一
品
親
王
八
条

宮

次
伏
見
宮
、
次
一
条
殿
・
二
条
殿
・
近
衛
殿
・
鷹
司
殿
・
九
条
中
納
言
・

鷹
司
御
方
・
菊
亭
右
大
臣
等
、
次
法
中
、
先
照
高
院
准
三
宮
道
澄
次
大
覚
寺
二
品
親
王
空
性
、

次
予
准
后
、
次
聖
護
院
二
品
親
王
、
次
竹
内
無
品
親
王
、
次
梶
井
宮
但
親
王
宣

下
無
之
、
次
随
心
院

法
印
、
次
勧
修
寺
、
次
実
相
寺
、
次
大
乗
院
御
童
形
、
各
太
刀
一
腰
馬
一
匹
但
馬
代

三
百
匹
例
式
也
、

装
束
事
小
直
衣
也
、
九
条
殿
直
衣
歟
、
法
中
単
衣
也
、
勧
修
寺
一
人
鈍
色
歟
、
単
衣
不

可
説
也
、
重
衣
又
ハ
鈍
色
可
相
応
歟
、
先
規
武
家
参
賀
大
略
此
式
也
、
月
卿
雲
客
、
悉

絹
直
垂
也
、
武
家
輩
ハ
布
直
垂
也
、
主
人
大
樹
ハ
、
薄
ア
サ
キ
ノ
御
直
垂
也
、
香
ハ
右

大
将
殿
へ
与
奪
云
々
、
尤
御
年
歯
ニ
相
応
了
、
摂
家
幷
門
跡
方
へ
ハ
、
縁
マ
テ
御
送
如
常
、

〔
言
経
卿
記
〕
三
十
二　

四
月
十
二
日
丙
辰
、
天
晴
、
殿
中
群
参
也
、
冷
・
四
・
倉
等
参
了
、
一
番
八
条
殿
、
伏
見
殿
、

其
外
摂
家
衆
、
菊
亭
、
披
露
大
沢
侍
従
也
、
簀
子
マ
テ
送
給
了
、
次
門
跡
衆
、
是
又
送
給
了
、

次
堂
上
衆
、
大
中
納
言
等
、
太
刀
、
奏
者
番
衆
披
露
、
宰
相
衆
以
下
持
参
了
、
昵
近
衆

御
礼
不
申
也
、
先
日
各
申
入
了
、
以
下
不
記
、
伝
聞
分
也
、

〔
時
慶
卿
記
〕
二
十
四　

十
二
日
、
天
晴
、
大
樹
へ
諸
礼
群
参
、
朝
食
差
急
出
、
先
八
条
殿
、
伏
見
殿
、
御
児
御
所
、

其
次
親
王
准
后
ノ
摂
家
又
門
跡
等
、
清
花
ハ
堂
上
ト
官
次
第
ニ
被
進
、
公
卿
ハ
太
刀
披

露
ア
リ
、
但
去
年
ヨ
リ
三
木
ハ
持
参
也
、
新
調
指
貫
ヲ
著
、
巳
刻
各
退
出
、

〔
慶
長
日
件
録
〕
二　

四
月
十
二
日
、
晴
、
諸
公
家
・
諸
門
跡
、
大
樹
へ
年
頭
之
御
礼
也
、
仍
為
御
見
舞
大
樹
へ
参
、

令
同
心
衆
、
山
科
内
蔵
頭
・
冷
泉
中
将
・
六
条
宰
相
・
烏
丸
頭
蘭
・
四
条
少
将
等
也
、
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入
夜
参
宿
番
候
御
前
、
水
無
瀬
中
将
ト
、
中
将
碁
被
遊
、
令
見
物
、
御
雑
談
共
有
之
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
一　

四
月
十
二
日
丙
辰
、
天
晴
、
京
城
江
罷
出
、
吉
良
流
昇
殿
事
御
尋
也
、

25　

慶
長
十
年
四
月
十
五
日

家
康
、
二
条
城
か
ら
伏
見
城
に
帰
る
。

〔
言
経
卿
記
〕
三
十
二　

四
月
十
五
日
己
未
、
陰
、
将
軍
伏
見
へ
御
帰
了
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
一　

四
月
十
五
日
己
未
、
雨
降
、
将
軍
家
康
伏
見
へ
還
御
、

〔
慶
長
見
聞
書
〕
三　

　

四
月
十
五
日
己
未
、
雨
、
家
康
公
伏
見
江
御
帰
、
（
後
略
）

26　

慶
長
十
年
四
月
十
七
日

秀
忠
、
伏
見
よ
り
上
洛
し
、
二
条
城
に
入
る
。

〔
言
経
卿
記
〕
三
十
二　

四
月
十
七
日
辛
酉
、
御
方
御
所
当
大
樹
御
上
洛
了
、
同
殿
中
へ
参
御
対
顔
了
、
予
腹
痛

ニ
付
、
御
見
参
之
後
退
出
、
六
条
・
冷
泉
・
四
条
・
舟
橋
・
内
蔵
頭
等
参
了
、

〔
時
慶
卿
記
〕
二
十
四　

四
月
十
七
日
、
天
曇
、
晩
ニ
晴
、
当
将
軍
御
出
京
、
二
条
御
所
ニ
御
坐
、
各
見
廻
申
候

衆
在
之
ト
、

〔
慶
長
日
件
録
〕
二　

四
月
十
七
日
、
晴
、
将
軍
二
条
御
城
へ
御
上
、
及
晩
御
見
舞
ニ
参
、
御
対
面
也
、

　
　

【
附
録
】

〔
言
経
卿
記
〕
三
十
二　

四
月
十
八
日
壬
戌
、
殿
中
へ
、
冷
・
内
蔵
頭
参
了
、

〔
慶
長
日
件
録
〕
二　

四
月
十
八
日
、
晴
、（
中
略
）
六
条
殿
令
同
心
、
二
条
御
城
へ
行
、
内
相
府
内
義
御
用
之
由
也
、

仍
頓
而
退
出
、

十
九
日
、
陰
、
午
下
刻
、
冷
泉
・
六
条
令
同
心
、
二
条
へ
行
、
内
相
府
懸
御
目
、
碁
将

碁
共
有
之
、
頓
而
退
出
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
一　

四
月
廿
四
日
戊
辰
、
天
晴
、
当
将
軍
秀
忠
、
於
京
御
城
、
慶
鶴
丸
御
礼
申
入
候
、
太
刀

折
紙
、
取
次
青
山
常
陸
守
、
予
杉
原
十
帖
一
本
、
権
少
副
太
刀
御
礼
申
入
也
、
次
板
伊

州
へ
、
慶
鶴
丸
御
礼
ニ
同
道
申
也
、
太
刀
折
紙
、

27　

慶
長
十
年
四
月
二
十
七
日

秀
忠
の
将
軍
宣
下
を
賀
す
る
た
め
、
親
王
・
公
家
衆
・
門
跡
等
、
二
条
城
に
参
上
す
る
。

〔
義
演
准
后
日
記
〕
十　

四
月
廿
七
日
、
陰
、
及
晩
雨
降
、
新
将
軍
参
賀
、
先
俗
中
、
最
初
八
条
宮
、
次
伏
見
宮
、

次
一
条
殿
、
次
二
条
殿
、
次
近
衛
殿
、
次
鷹
司
大
納
言
、
次
九
条
中
納
言
、
次
鷹
司
御
方
、

此
外
菊
亭
前
右
大
臣
御
礼
也
、
俗
中
過
テ
後
法
中
、
最
初
照
高
院
准
后
、
次
大
覚
寺
二

品
親
王
、
次
予
准
后
、
次
聖
護
院
二
品
親
王
、
次
一
乗
院
准
后
、
次
竹
内
無
品
親
王
、

次
梶
井
新
宮
当
今
皇
子
、
但
非
親

王
、
無
為

（
位
）

無
官
也
、
次
随
心
院
法
印
、
次
大
乗
院
御
児
、
次
実
相
寺
、
次
勧
修

寺
新
門
以
下
、
各
御
馬
太
刀
如
常
、
独
々
礼
有
テ
、
次
第
ニ
座
敷
ニ
著
、
悉
法
中
礼
過
テ
、

一
同
ニ
退
出
、
于
時
縁
マ
テ
将
軍
被
送
之
了
、
先
規
也
、
次
清
花
堂
上
以
下
悉
御
礼
云
々
、

黄
昏
帰
寺
、

晦
日
、
晴
、
従
新
将
軍
御
使
山
岡
五

郎
作

御
小
袖
三重

、
銀
廿枚

拝
領
、
過
分
々
々
、
則
対
面
一
献
如

形
賜
之
了
、
即
刻
、
帷
一
重
、
幷
愚
札
遣
之
、
使
大
蔵
卿
、

〔
言
経
卿
記
〕
三
十
二　

廿
七
日
辛
未
、
陰
、
殿
中
へ
、
冷
泉
・
四
条
・
内
蔵
頭
・
冷
侍
従
等
同
道
参
了
、
群
参
也
、

八
条
殿
以
下
、
摂
家
・
門
跡
・
公
家
衆
・
諸
山
僧
衆
各
参
了
、
大
勢
也
云
々
、　

大
樹
伏

見
へ
還
御
也
云
々
、

〔
時
慶
卿
記
〕
二
十
四　

四
月
廿
七
日
、
雨
天
、
午
刻
迄
止
、
諸
礼
将
軍
へ
参
入
、
親
王
・
政
家
・
門
跡
不
残
、
先

日
宣
下
之
時
、
役
者
其
外
実
近
衆
ハ
、
先
日
御
礼
相
済
、
実
近
衆
ハ
縁
ニ
伺
候
、
又
新

公
家
衆
モ
伺
候
也
、
如
先
日
中
納
言
迄
ハ
太
刀
披
露
、
参
議
ハ
持
参
也
、
所
ハ
同
上
壇
也
、

雲
客
ハ
太
刀
計
ヲ
上
壇
ニ
置
、
自
身
ハ
下
壇
ニ
テ
御
礼
申
候
、
其
替
目
各
々
也
、
八
条
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殿
御
腹
中
気
也
、
御
礼
前
ニ
被
弁
御
用
、
予
立
テ
方
々
見
廻
、
厠
ヲ
尋
出
心
易
、
照
門

雖
病
後
御
出
仕
也
、
先
親
王
・
政
家
御
礼
済
、
其
後
門
跡
、
其
後
堂
上
ハ
清
花
無
差
別
、

但
菊
亭
前
右
府
ハ
摂
家
一
同
也
、
勧
修
寺
へ
予
ハ
行
、
伯
・
中
院
等
同
心
也
、
沓
ハ
惣

門
ニ
テ
脱
、
其
ヨ
リ
内
へ
ハ
筵
ヲ
敷
、
布
衣
一
人
召
具
、
進
物
之
太
刀
持
也
、
御
礼
無

事
珍
重
々
々
、
各
満
足
也
、

〔
慶
長
日
件
録
〕
二　

四
月
廿
七
日
、
晴
、
今
日
諸
公
家
衆
・
諸
門
跡
、
大
樹
へ
御
礼
云
々
、
仍
雖
当
番
菊
亭

侍
従
殿
へ
令
相
博
、
殿
中
へ
参
予

御

礼

者

先

日

申

之
、
只
為
御
見
舞
也
、
辰
下
刻
出
御
、
勅
使
広
橋
大
納
言
・

勧
修
寺
中
納
言
、
次
八
条
殿
・
伏
見
殿
・
摂
家
衆
御
礼
、
御
太
刀
細
川
侍
従
披
露
也
、

大
樹
広
縁
迄
送
給
、
次
諸
門
跡
御
礼
、
御
太
刀
同
細
川
侍
従
披
露
、
次
諸
公
家
御
礼
、

公
卿
衆
者
、
御
太
刀
酒
井
兵
衛
大
夫
・
酒
井
宮
内
大
輔
両
人
披
露
也
、
自
参
木
衆
至
殿

上
人
、
各
持
参
、
次
諸
寺
社
礼
有
之
、
此
間
六
条
・
飛
鳥
井
・
冷
泉
・
烏
丸
弁
・
内
蔵
頭
・

予
・
土
御
門
・
冷
泉
侍
従
等
候
縁
畢
、
午
刻
帰
蓬
蓽
、
今
日
、
大
樹
伏
見
へ
御
下
向
云
々
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕
一　

四
月
廿
七
日
、
晴
、
昼
以
後
雨
降
、
将
軍
家
江
諸
家
令
申
御
礼
、
今
日
、
将
軍
伏
見
有

御
下
向
、

〔
当
代
記
〕
三　

四
月
廿
七
日
、
公
家
衆
、
新
将
軍
へ
参
入
、
及
晩
伏
見
へ
御
帰
、

28　

慶
長
十
年
七
月
二
十
一
日

家
康
、
伏
見
よ
り
上
洛
し
、
二
条
城
に
入
る
。

〔
慶
長
日
件
録
〕
二　

七
月
廿
一
日
、
晴
、
今
朝
前
将
軍
御
上
洛
、
仍
及
晩
二
条
城
へ
行
、
数
刻
御
雑
談
有
之
、

及
黄
昏
帰
蓬
蓽
、

廿
二
日
、
晴
、
及
晩
二
条
城
へ
行
、
御
雑
談
共
有
之
、

〔
言
経
卿
記
〕
三
十
二　

七
月
廿
一
日
甲
午
、
天
晴
、
前
大
樹
伏
見
ヨ
リ
御
上
洛
也
云
々
、
晩
ニ
内
蔵
頭
参
、
御

対
顔
了
、

廿
二
日
乙
未
、
天
晴
、
前
大
樹
殿
中
へ
参
、
烏
丸
亜
相
・
予
・
六
条
相
公
・
日
野
相
公
・

広
橋
頭
蘭
・
四
条
羽
林
・
内
蔵
頭
・
舟
橋
李
部
・
冷
泉
拾
遺
・
竹
内
極
﨟
等
也
、

〔
時
慶
卿
記
〕
二
十
五　

七
月
廿
一
日
、
大
樹
従
伏
見
、
二
条
御
屋
敷
へ
御
出
京
、
北
山
金
閣
御
見
物
ノ
由
候
、

〔
当
代
記
〕
三　

七
月
廿
一
日
、
右
府
家
康
公
御
上
洛
、
伏
見
屋
形
造
作
之
間
、
其
中
可
有
在
京
ト
也
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
一　

七
月
十
八
日
辛
卯
、
天
晴
、
前
将
軍
伏
見
ヨ
リ
京
御
出
也
、
〇
本
書
、
十
八
日
に
係
け
タ
リ
と

雖
ど
も
、
恐
く
は
伝
聞
の
誤
な
ら
ん
、
下
文
鹿
苑
日
録
ま
た
同
じ
、

【
附
録
】

〔
言
経
卿
記
〕
三
十
二　

七
月
廿
三
日
丙
申
、
天
晴
、
殿
中
へ
、
六
条
・
四
条
・
内
蔵
頭
同
道
参
了
、
御
対
顔
了
、

廿
五
日
戊
戌
、
天
晴
、
殿
中
へ
参
了
、
御
対
顔
了
、
後
刻
内
蔵
頭
参
、
不
懸
御
目
也
、

廿
六
日
己
亥
、
小
雨
、
殿
中
へ
内
蔵
頭
参
了
、
不
懸
御
目
也
云
々
、

廿
七
日
庚
子
、
陰
、
殿
中
へ
、
四
条
・
内
蔵
頭
参
了
、
夕
飡
有
之
、
御
対
顔
也
云
々
、

〔
鹿
苑
日
録
〕
二
十　

七
月
廿
四
、
自
朝
晴
天
、
斎
了
出
洛
、
先
至
豊
光
、
冷
飯
受
用
シ
テ
赴
殿
中
、
豊
光
・

円
光
亦
光
駕
、
今
日
者
無
出
御
ト
云
々
、
於
東
紀
入
、
志
州
各
逢
会
、
無
出
御
、
予
亦

帰
院
、

廿
五
、
自
晴
天
、
斎
了
出
洛
、（
中
略
）
赴
殿
中
、
蔭
軒
同
途
至
殿
中
、
逢
御
振
舞
、
円
光
、

東
紀
入
、
善
阿
馳
走
故
也
、
今
日
亦
無
出
御
ト
云
々
、
此
故
ニ
帰
院
、

廿
六
日
、
自
朝
雨
天
、
斎
了
出
洛
、
（
中
略
）
午
時
蔭
軒
同
途
シ
テ
赴
殿
中
、
大
御
所
様

無
出
御
、
忩
忩
ト
シ
テ
帰
院
、

廿
七
日
、
自
朝
陰
、
未
刻
赴
殿
中
、
蔭
軒
同
途
、
於
御
城
東
門
前
、
不
白
・
勝
二
両
人
相
逢
、

且
閑
話
、
蔭
軒
亦
光
駕
故
、
赴
殿
中
、
早
大
御
所
様
出
御
ト
云
々
、
少
待
、
豊
光
則
光

駕
、
山
口
勘
兵
衛
殿
披
露
、
予
進
物
蒲
萄
一
折
、
蔭
軒
者
、
蒲
萄
幷
木
ザ
ワ
シ
二
色
進
物
、

伸
一
礼
、
崇
敬
し
て
退
出
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
一　

七
月
廿
七
日
庚
子
、
陰
、
御
城
へ
罷
出
、
御
目
見
申
入
也
、

〔
永
日
記
〕
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神
君
二
条
の
御
城
に
御
座
候
時
、
其
頃
ハ
御
城
と
ハ
云
す
、
御
屋
敷
と
云
、
板
倉
伊
賀

守
諸
司
代
也
、
或
時
、
伊
賀
守
、
神
君
へ
申
上
候
者
、
此
頃
落
書
仕
者
多
く
御
座
候
、

穿
鑿
致
し
、
急
度
曲
事
に
可
申
付
と
被
申
け
れ
ハ
、
神
君
被
仰
ハ
、
其
侭
致
さ
せ
候
へ
、

如
何
様
事
を
仕
候
そ
、
御
覧
可
被
成
与
被
仰
候
へ
ハ
、
取
に
遣
し
、
御
前
に
持
て
罷
出
る
、

御
所
柿
に
短
冊
の
様
な
る
者
を
付
、
御
覧
被
成
候
へ
ハ
歌
也
、

　
　

御
所
柿
は
ひ
と
り
熟
し
て
落
に
け
り
木
の
下
に
居
て
拾
ふ
秀
頼

と
あ
り
、
神
君
被
仰
け
る
ハ
、
落
書
必
停
止
に
仕
間
敷
候
、
神
君
に
御
異
見
仕
者
ハ
な

き
間
、
御
覧
被
成
、
御
心
得
に
成
候
事
も
可
有
候
、
其
侭
致
さ
せ
候
へ
、
幾
度
も
御
覧

可
被
成
旨
、
御
意
被
成
候
由
こ
の
事
、
年
月
を
記
さ
ざ
れ
ど
も
、
二
条
城
に
御
座
と
あ
る
に
因
み
て
、

姑
く
茲
に
合
叙
す
、

29　

慶
長
十
年
七
月
二
十
一
日

家
康
、
林
信
勝
を
二
条
城
で
引
見
す
る
。

〔
寛
政
重
修
諸
家
譜
〕
七
百
七
十　

林
信
勝
菊
松
丸
、
又
三
郎
、
薙
髪

号
道
春
、
民
部
卿
、
法
印
慶
長
十
年
、
二
条
城
に
を
い
て
、
は
し
め
て
東
照
宮
に
拝

謁
し
、
其
の
ち
し
は
〳
〵
御
前
に
候
す
、

30　

慶
長
十
年
八
月
一
日

家
康
、
二
条
城
で
八
朔
の
賀
を
行
う
。

〔
言
経
卿
記
〕
三
十
二　

八
月
一
日
癸
卯
、
天
晴
、
殿
中
へ
御
礼
ニ
各
被
参
了
、
御
太
刀
、
大
・
中
納
言
ハ
、
惣

別
申
次
披
露
、
今
日
宰
相
衆
ハ
持
参
也
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
将
軍
御
辞
退
也
、
申
次
披
露
ス

ヘ
キ
由
也
、
殿
上
人
ハ
持
参
也
、
参
仕
衆
大
炊
御
門
亜
相
・
烏
丸
亜
相
・
日
野
前
亜
相
・

花
山
院
亜
相
・
六
条
相
公
・
烏
丸
右
大
弁
・
広
橋
左
中
弁
・
花
山
院
少
将
・
四
条
少
将
・

土
御
門
左
馬
助
・
内
蔵
頭
・
藤
侍
従
・
冷
泉
侍
従
・
舟
橋
式
部
少
輔
等
也
云
々
、

〔
言
緒
卿
記
〕
三　

八
月
一
日
癸
卯
、
晴
陰
、
武
家
大
御
所
へ
参
了
、
太
刀
持
参
申
了
、

〔
慶
長
日
件
録
〕
二　

八
月
朔
癸
卯
、
山
科
・
四
条
・
六
条
・
富
小
路
・
冷
泉
侍
従
令
同
心
、
大
樹
へ
御
礼
ニ
参
、

各
太
刀
令
持
参
、
帰
路
板
倉
伊
賀
守
へ
行
、
留
守
之
間
、
申
置
帰
宅
、

【
附
録
】

〔
慶
長
日
件
録
〕
二

　

八
月
二
日
、
晴
、
午
刻
、
二
条
御
城
へ
参
、
及
晩
、
板
倉
伊
賀
守
へ
行
、
為
八
朔
礼
、
鵝

眼
五
十
疋
遣
之
、

八
日
、
雨
沃
、
前
大
樹
へ
参
、
御
壺
之
口
切
有
之
、
御
茶
給
之
、
入
夜
、
山
科
内
蔵
頭
亭
へ
行
、

夜
半
後
帰
蓬
蓽
、

31　

慶
長
十
年
八
月
十
七
日

二
条
城
で
乱
舞
が
あ
る
。
家
康
、
神
龍
院
梵
舜
に
諸
社
の
事
を
諮
問
す
る
。

〔
時
慶
卿
記
〕
二
十
五　

八
月
十
七
日
、
天
晴
、
大
樹
へ
御
見
廻
ニ
出
テ
、
肥

（
加
藤
清
正
）

後
ニ
逢
、
同
心
六
条
・
華
山
・
烏
丸
弁
・

内
蔵
頭
・
舟
橋
・
唐
橋
・
松
木
・
予
、
已
上
八
人
、
有
御
振
廻
、
長
井
右
近
・
善
阿
弥
等

馳
走
也
、
其
後
、
武
家
御
出
、
暫
伺
候
シ
テ
立
也
、
於
広
間
若
君
御
見
物
ニ
テ
乱
舞
ア
リ
、

金
春
舞
ト
、
高
砂
切
一
番
見
テ
退
出
、
松
木
ト
同
心
シ
テ
帰
、
江
雪
へ
遣
人
、
所
労
由

申
遣
候
処
ニ
、
彼
方
ニ
モ
此
中
過
而
不
出
ト
、
上
杉
善

（
禅
）高

・
土
岐
見
勝

（
松
）・

山
中
山
城
守
・

岩
井
丹
波
・
徳
山
法
印
等
ニ
逢
、
東
条
紀
伊
守
等
ニ
逢
、
龍
雲
ニ
モ
参
会
候
、
好
仕
合
也
、

神
龍
院
ニ
逢
、

〔
言
経
卿
記
〕
二
十
五　

八
月
十
七
日
己
未
、
陰
、
二
条
殿
中
へ
内
蔵
頭
参
了
、

〔
慶
長
日
件
録
〕
二　

八
月
十
七
日
、
晴
、
二
条
御
城
へ
参
、
御
対
面
、
数
刻
有
御
雑
談
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
一　

八
月
十
七
日
己
未
、
予
前
将
軍
へ
御
見
廻
罷
出
、
京
城
ニ
御
座
也
、
色
色
御
尋
、
伊
豆
三
島
・

神
功
皇
后
気
比
社
・
平
野
・
梅
宮
、
神
名
帳
不
入
神
之
事
、
如
此
之
儀
一
一
御
尋
也
、

32　

慶
長
十
年
八
月
二
十
二
日

家
康
、
二
条
城
よ
り
伏
見
に
帰
る
。

〔
言
経
卿
記
〕
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八
月
廿
二
日
甲
子
、
晴
陰
雨
、
前
大
樹
伏
見
御
城
御
帰
也
云
々
、

〔
時
慶
卿
記
〕

八
月
廿
二
日
雨
天
、
将
軍
、
伏
見
へ
従
京
御
帰
城
由
候
、

〔
慶
長
日
件
録
〕

八
月
廿
二
日
雨
陰
、
早
朝
板
倉
へ
行
、
今
朝
前
大
樹
、
伏
見
御
城
へ
還
御
、

33　

慶
長
十
一
年
六
月
十
日

江
戸
御
殿
の
金
物
値
段
は
二
条
城
を
参
考
に
せ
よ
、
と
の
家
康
の
意
向
を
伝
え
る
後
藤
光
次

書
状
。

〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕

猶
々
、
此
衆
急
罷
下
候
間
、
早
々
御
急
候
て
可
被
遣
候
、
以
上
、

五
三
日
者
我
等
も
相
煩
、　

御
前
へ
も
不
罷
出
候
、
今
日
始
而
致
出
仕
候
、
仍
江
戸
御
殿

之
御
金
物
之
注
文
越
申
候
間
、
貴
殿
ニ
而
二
条
之
御
金
物
と
御
引
合
候
て
ね
た
ん
高
候

と
御
申
可
被
成
候
、
惣
積
を
以
も
御
申
可
被
成
候
、
貴
殿
へ
可
申
入
之
由
、
御
前
へ
も

申
上
候
所
藤
右
衛
門
ニ
見
せ
候
而
、
ね
た
ん
積
さ
せ
候
而
、
京
伏
見
之
ね
た
ん
ニ
少
駄

賃
以
下
程
高
様
ニ
つ
も
ら
せ
候
へ
之
由
、
御
諚
候
間
其
御
心
得
候
而
餝
屋
衆
も
不
致
迷

惑
様
ニ
又
ハ
高
直
ニ
も
無
之
様
御
積
可
被
成
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
庄
三

　
　
　

六
（
慶
長
十
一
年
）

月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

光
次
（
花
押
）

　
　

中
藤
右
様

　
　
　
　
　
　

人
々
御
中

34　

慶
長
十
一
年
七
月
二
十
七
日

家
康
、
伏
見
よ
り
二
条
城
に
入
る
。

〔
言
経
卿
記
〕
三
十
三　

七
月
廿
七
日
甲
午
、
晴
、
大
御
所
伏
見
ヨ
リ
御
上
洛
了
、
後
刻
、
冷
・
四
・
倉
部
等
参
了
、

御
草
臥
無
御
対
顔
、
但
夕
飡
被
下
了
、

〔
慶
長
日
件
録
〕
二　

七
月
廿
七
日
、
晴
、
前
大
樹
従
伏
見
二
条
城
へ
御
成
云
々
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
二　

七
月
廿
七
日
甲
午
、
天
晴
、
前
将
軍
家
康
、
伏
見
ヨ
リ
京
之
御
城
へ
御
出
也
、

〔
慶
長
見
聞
録
案
紙
〕
下　

七
月
廿
七
日
、
内
府
様
御
上
洛
、
二イ

伏
見
ヨ
リ

条
御
城
ニ
被
成
御
座
、

〔
言
経
卿
記
〕
三
十
三

　

七
月
廿
九
日
丙
申
、
晴
陰
、
殿
中
参
了
、
御
対
面
了
、
夕
飡
被
下
了
、
碁
将
棋
等
有
之
、

三
十
人
計
有
之
、
堂
上
衆
・
予
・
六
条
宰
相
・
一
斎
・
水
無
瀬
中
将
・
冷
泉
中
将
・
内
蔵
頭
・

堀
川
侍
従
等
也
、

〔
慶
長
日
件
録
〕
二　

七
月
廿
八
日
、
晴
、
早
朝
出
京
、
前
大
樹
へ
被
参
、
愚
也
病
悩
之
由
被
申
入
、
則
清
心

円
五
十
粒
拝
領
、
能
々
可
養
生
之
由
上
意
云
々
、

35　

慶
長
十
一
年
八
月
一
日

家
康
、
二
条
城
で
八
朔
を
賀
す
る
。

〔
言
経
卿
記
〕
三
十
三　

八
月
一
日
戊
戌
、
天
晴
、
殿
中
御
礼
ニ
、
内
蔵
頭
・
冷
泉
等
被
参
了
、
御
対
面
也
云
々
、

昵
近
衆
者
別
ニ
被
参
了
、

〔
慶
長
日
件
録
〕
二　

八
月
朔
、
今
日
諸
家
、
前
大
樹
へ
年
頭
御
礼
有
之
云
々
、

〔
鹿
苑
日
録
〕
二
十
一　

八
朔
小
、
戌
、
自
朝
晴
天
、
早
々
至
東
法
印
、
早
殿
中
伺
候
ト
云
々
、
今
日
者
、
諸
公

家
・
諸
門
跡
御
礼
、
早
々
各
御
礼
、
己
尾
午
頭
ニ
相
済
、
予
者
至
日
亜
相
公
、
直
近
御
衆
、

今
日
又
八
朔
御
礼
ト
云
々
、
且
閑
話
喫
斎
有
、
不
動
院
一
件
相
談
し
て
至
豊
光
、
龍
伯
・

川
岳
在
座
、
賜
冷
飯
、
又
有
酒
、
未
明
ニ
殿
中
伺
候
ト
云
々
、
只
今
帰
院
ト
云
々
、

36　

慶
長
十
一
年
八
月
二
日

家
康
、
二
条
城
で
能
楽
を
行
い
、
公
家
衆
や
北
政
所
等
を
饗
応
す
る
。

〔
言
経
卿
記
〕
三
十
三　

八
月
二
日
己
亥
、
天
晴
、
大
御
所
ニ
テ
御
能
有
之
、
観
世
・
今
春
等
大
夫
也
、
五
番
過
テ
、
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銀
子
御
小
袖
被
下
了
、
座
ノ
衆
各
小
袖
被
下
了
、
高
砂
観
世

大
夫
、
田
村
今
春

大
夫
、
松
風
観世

、
舟

弁
慶
今春

、
百
万
、
女
郎
花
、
大
仏
供
養
、
当
麻
キ
リ
、
追
松
等
、
公
家
衆
大
炊
御
門
・
烏

丸
・
日
野
・
広
橋
・
予
・
藤
中
納
言
・
勧
修
寺
・
六
条
・
飛
鳥
井
・
日
野
相
公
・
大
炊

御
門
中
将
・
一
斎
・
冷
泉
中
将
・
四
条
中
将
・
土
御
門
左
馬
助
・
堀
川
侍
従
・
柳
原
権

大
進
・
冷
泉
侍
従
等
也
、
此
外
僧
侶
大
勢
有
之
、
各
早
朝
ニ
参
了
、
五
番
過
テ
飡
有
之
、

七
時
分
大
御
所
御
出
座
了
、
次
各
退
下
了
、

三
日
庚
子
、
天
晴
、
殿
中
御
能
、
内
蔵
頭
参
了
、
夕
飡
被
下
了
、

〔
慶
長
日
件
録
〕
二　

八
月
二
日
、
晴
、
於
二
条
城
御
猿
楽
有
之
云
々
、
観
世
・
今
春
立
逢
云
云
、

三
日
、
晴
、
同
於
二
条
城
御
猿
楽
有
之
云
々
、
拙
也
脚
痛
行
歩
不
叶
故
、
御
相
伴
ニ
不
罷
出
、

無
念
此
事
也
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
二　

八
月
二
日
己
亥
、
天
晴
、
於
京
之
御
城
御
能
ア
リ
、
観
世
・
金
春
立
合
也
、
政
所
御
出
也
、

三
日
庚
子
、
天
晴
、
二
条
之
御
城
罷
出
、
観
世
大
夫
・
金
春
大
夫
両
人
立
合
能
ア
リ
、

予
令
見
物
、
賀
茂
金
、

道
盛
観
、

千
手
金
、

紅
葉
狩
観
、

自
然
居
士
金
、

兼
元
観
、

橋
弁
慶
金
子
、

以
上
九
番
ア
リ
、
予
令
退
出
了
、

〔
鹿
苑
日
録
〕
二
十
一　

八
月
二
日
、
自
朝
晴
天
、
今
晨
於
殿
中
有
御
能
ト
云
々
、
豊
光
亦
伺
候
、

〔
当
代
記
〕
三　

八
月
二
日
三
日
両
日
、
於
京
都
二
条
御
構
ニ
能
ア
リ
、
初
日
観
世
脇
ノ
能
行
之
、
後
日

脇
ノ
能
今
春
也
、
去
年
大
蔵
平
三
相
果
シ
後
、
大
鼓
ノ
上
手
一
円
無
之
ト
云
々
、

37　

慶
長
十
一
年
八
月
十
二
日

家
康
、
二
条
城
よ
り
伏
見
城
に
帰
る
。

〔
言
経
卿
記
〕　

八
月
十
二
己
酉
、
大
御
所
若
公
等
伏
見
へ
還
御
了
、

〔
梵
舜
日
記
〕

八
月
十
二
日
己
酉
雨
降
、
早
天
前
将
軍
伏
見
城
へ
還
御
也
、

〔
鹿
苑
日
録
〕

八
月
十
二
日
、
自
朝
雨
天
、
巳
刻
自
豊
光
一
書
来
、
披
テ
見
之
、
大
御
所
様
今
日
御
下

向
ト
云
々
、

38　

慶
長
十
一
年

幕
府
、
二
条
城
を
修
理
す
る
。

〔
京
二
条
御
所
御
作
事
仕
候
大
工
作
料
渡
帳
〕
〇
山
城　
　

慶
長
十
一
年

正
月
分
（
中
略
）

日
数
合
弐
百
弐
拾
人　

此
艮
子
合
百
拾
五
匁
九
分

二
月
分
（
中
略
）

日
数
合
弐
百
三
十
八
人
半　

此
艮
子
合
百
三
拾
弐
匁
五
分

三
月
分
（
中
略
）

日
数
合
三
百
三
拾
六
日
半
人　

此
艮
子
合
百
六
拾
六
匁
三
分

卯
月
分
（
中
略
）

日
数
合
百
九
拾
八
人　

此
艮
子
合
百
十
四
匁

四
ヶ
月
分

惣
合
五
百
弐
拾
八
匁
七
分

39　

年
月
日
未
詳

慶
長
年
間
創
建
の
二
条
城
の
作
事
の
様
子
を
記
す
。

〔
中
井
家
文
書
〕　

二
条
御
城
御
造
立
之
事

一
二
条
御
城
、
慶
長
七
年
之
比
迄
ハ
新
屋
鋪
と
申
候
、
又
は
二
条
御
所
と
も
申
候
旨
、

留
書
ニ
御
座
候
、

一
慶
長
七
寅
年
御
縄
張
被
仰
付
、
其
時
板
倉
四
郎
左
衛
門
殿
幷
加
藤
喜
左
衛
門
、
福
島

新
左
衛
門
、
中
村
藤
右
衛
門
出
合
候
、
次
に
弁
慶
仁
左
衛
門
罷
出
申
候
旨
、
留
書
ニ

御
座
候
、

一
御
天
守
・
御
殿
・
御
家
・
御
長
屋
・
御
築
地
・
御
門
之
御
普
請
、
慶
長
七
年
よ
り
慶

長
十
一
年
迄
ニ
御
造
畢
ニ
テ
御
座
候
、

　
　

右
御
普
請
之
儀
は
、
板
倉
伊
賀
守
殿
御
下
知
御
座
候
旨
、
留
書
ニ
御
座
候
、
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40　

慶
長
十
六
年
三
月
十
七
日

家
康
、
駿
河
か
ら
上
洛
し
、
二
条
城
に
入
る
。
上
洛
前
、
二
条
城
数
寄
屋
垣
を
修
復
す
る
。

〔
輝
資
卿
記
〕
四　

十
八
日
、
二
条
之
御
所
へ
祗
候
申
候
、
大
御
所
様
御
対
面
、

十
九
日
、
二
条
之
御
所
へ
祗
候
、
（
中
略
）

卯
月
朔
日
、
二
条
御
所
へ
祗
候
、
御
亀
さ
ま
へ
と
ん
す
一
巻
、
御
あ
ち
や
さ
ま
へ
か
ら

あ
や
一
巻
、
ち
や
〳
〵
や
ハ
〳
〵
一
さ
ほ
、
少
将
ニ
一
さ
ほ
、
ゑ
も
ん
ニ
一
さ
ほ
、
□

六
一
さ
ほ
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕
三

十
七
日
丁
巳
、
今
日
午
刻
、
自
駿
河
大
御
所
有
御
上
洛
、
二
条
城
有
著
御
云
々
、

〔
義
演
准
后
日
記
〕
十
六　

二
月
七
日
、
大
雨
、
大
御
所
来
廿
三
日
御
上
洛
之
由
注
進
、
珍
重
々
々
、
就
其
、
板
倉

伊
賀
守
ヨ
リ
、
寺
領
内
ニ
テ
二
条
御
城
数
寄
屋
垣
ニ
御
用
候
ク
ロ
モ
シ
柴
五
十
荷
、
可

進
上
由
申
来
了
、
仍
村
々
へ
仰
付
了
、

九
日
、
晴
、
垣
柴
六
十
荷
、
京
二
条
御
城
数
寄
屋
ノ
用
、
所
司
代
ヨ
リ
申
候
間
、
今
日
遣
之
、

山
上
寺
家
ヨ
リ
、
ク
ロ
モ
シ
柴
廿
七
荷
出
シ
了
、

三
月
十
七
日
、
晴
、
大
御
所
午
刻
御
上
洛
、

〔
薩
藩
旧
記
〕
後
集
三
十
雑
抄　

慶
長
十
六
年
卯
月
十
五
日
、
寺
沢
志
摩
守
殿
よ
り
之
状
之
内
、

大
御
所
様
、
去
月
十
七
日
御
上
著
、
同
廿
七
日
御
譲
位
、
同
廿
八
日
秀
頼
様
御
上
洛
、

被
成
御
対
面
、
即
晩
ニ
大
坂
御
下
向
候
、
去
十
二
日
御
即
位
と
相
見
候
、

〔
細
川
家
記
〕
十
三
忠
興
七

三
月
十
七
日
、
家
康
公
御
入
洛
、
忠
興
君
此
比
御
所
労
ニ
付
、
忠
利
君
御
迎
と
し
て
、

伏
見
辺
ま
て
御
出
候
処
、
御
所
労
之
御
様
子
御
尋
被
成
、
万
病
丹

（
円
ヵ
）

を
被
下
候
、
同
廿
四

日
御
目
見
被
成
候
、
廿
五
日
康
之
ニ
被
下
御
書
、

　
　
　

安
清
下
候
間
申
候
、

　
　

一
大
御
所
様
、
去
ル
十
七
日
御
京
著
候
事
、

　
　

一
今
度
ハ
御
人
数
多
く
東
よ
り
上
候
事
、

　
　
　

（
中
略
）

　
　

一
諸
国
大
小
名
不
残
上
洛
ニ
而
候
、
い
つ
も
よ
り
、
人
多
ニ
て
何
も
被
上
候
事
、

　
　

一
い
つ
も
よ
り
、
二
条
御
や
し
き
御
番
等
き
ひ
し
き
由
ニ
て
、
け
つ
く
御
用
心
の
や
う

に
相
見
候
事
、

一
我
ら
事
、
舟
中
よ
り
は
ら
く
た
り
申
ニ
付
、　

御
む
か
い
ニ
も
出
す
、
内
記
を
し
ん

上
申
候
、
此
由
聞
召
候
而
、
吉
田
へ
そ

（

宗

哲

）

う
て
つ
を
以
、
万
病
円
被
下
候
、
昨
日
廿

四
御
目
見
仕
候
、
仕
合
無
残
所
候
、
可
心
安
候
事
、
（
中
略
）

　
　
　
　
　

三
月
廿
五
日　
　
　
　
　

越
判

　
　
　
　
　
　
　

松
井
殿
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慶
長
十
六
年
三
月
二
十
三
日

家
康
、
息
徳
川
義
利
（
義
直
）
・
徳
川
頼
将
（
頼
宣
）
及
び
松
平
忠
直
を
従
え
、
参
内
す
る
。

〔
光
豊
公
記
〕

三
月
廿
日
、
雨
、
贈
官
之
御
返
事
被
仰
出
、
殿
中
江
伺
公
之
処
、
御
譲
位
已
前
ニ
可
参

内
之
由
、
則
御
子
息
達
其
外
召
連
、
可
有
御
参
之
由
、
長
橋
局
無
之
間
、
従
面
向
可
有

参
内
也
、
即
右
之
旨
奏
聞
、
廿
三
日
廿
五
日
両
日
内
、
参
内
可
然
之
旨
被
仰
出
也
、
則

板
伊
州
江
申
遣
、

廿
一
日
、
雨
、
今
朝
依
召
参
内
、
譲
位
之
儀
被
仰
下
、
昼
殿
中
江
参
、
大
御
所
参
内
日

限
廿
三
日
、
又
ハ
廿
五
日
両
日
天
気
云
々
、
参
内
之
時
、
予
亭
ニ
テ
大
御
所
幷
御
子
達

可
有
装
束
之
由
、
直
大
御
所
仰
也
、
退
出
用
意
申
付
也
、

廿
三
日
、
晴
、
今
日
前
大
樹
参
内
、
於
予
亭
御
装
束
、
右
兵
衛
督
殿
、
常
陸
介
殿
、
三

河
守
殿
同
前
、
各
於
老
母
雲
松
院
亭
ニ
テ
御
子
息
達
装
束
、
三
河
守
殿
於
予
亭
、
御
参
内
、

於
清
凉
殿
御
対
面
、
親
王
御
方
御
一
所
也
、
子
息
達
御
相
伴
之
儀
雖
被
仰
出
、
大
樹
御

辞
退
也
、
主
上
御
陪
膳
実
条
卿
、
役
送
園
中
将
頭
也
、
親
王
御
方
、
頭
中
将
実
有
朝
臣
、

前
将
軍
、
実
顕
朝
臣
、
初
献
御
盃
二
ツ
一
ツ
ハ
親
王
、
一
ツ
ハ
大
御
所
、
二
献
御
盃
一
ツ
親
王

御
方
被
聞
召
、
其
盃
大
御
所
被
聞
召
、
三
献
御
盃
五
ツ
、
親
王
御
陪
膳
御
酌
ニ
テ
主
上
参
、

次
天
酌
天
盃
大
樹
頂
戴
、
次
尾
張
宰
相
、
次
遠
江
宰
相
、
次
越
前
少
将
、
何
も
天
酌
也
、

女
院
女
御
於
小
御
所
御
対
面
、
三
献
参
、
御
子
息
者
無
献
、
此
間
主
上
諸
大
名
御
対
面
、

親
王
御
方
御
一
所
、
進
物
従
前
大
樹
銀
子
百
枚
、
綿
三
百
把
二
百
目
作
、
親
王
江
五
十
枚
、

御
子
息
達
三
拾
枚
宛
、
親
王
江
十
枚
宛
、
諸
大
名
御
太
刀
馬
代
銀
一
枚
宛
、
御
子
息
達
天

酌
被
参
候
時
、
予
御
座
辺
迄
扶
持
参
、
予
亭
江
御
退
出
御
膳
進
上
申
、
御
相
伴
右

（
池
田
利

衛
門
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督隆
）、

越
後
少
将
、
唐
橋
大
納
言
、
舟
橋
、
予
等
也
、
御
咄
有
之
被
帰
、
後
為
御
使
殿
中
江
参
、

□
□
板
伊
州
へ
申
置
帰
、

廿
四
日
、
殿
中
江
昨
日
之
御
礼
両
人
参
、
種
々
御
咄
也
、

42　

慶
長
十
六
年
三
月
二
十
八
日

家
康
、
豊
臣
秀
頼
に
二
条
城
で
会
見
す
る
。
北
政
所
も
相
伴
す
る
。
そ
の
後
秀
頼
は
豊
国
社

に
社
参
し
、
大
坂
に
帰
る
。

〔
義
演
准
后
日
記
〕
十
六　

　

三
月
廿
八
日
、
快
晴
、
秀
頼
公
御
上
洛
、
御
七
歳
ノ
時
、
伏
見
ヨ
リ
大
坂
へ
御
移
徙
已
後
、　

　

今
日
初
也
、
鳥
羽
マ
テ
大
御
所
ノ
若
公
両
人
御
迎
、
其
外
大
名
罷
出
、
歴
々
群
集
、
近
代　

　

ノ
見
物
云
々
、
御
城
へ
入
御
、
重
畳
御
振
舞
御
機
嫌
云
々
、
一
時
計
ア
リ
テ
御
城
御
出
、　

　

直
ニ
豊
国
へ
御
社
参
、
大
仏
作
事
柱
ヲ
立
テ
御
見
物
以
後
、
伏
見
へ
御
越
、
加
藤
主
計
へ

　

御
成
云
々
、
乗
船
還
御
無
事
、
珍
々
重
々
、

〔
当
代
記
〕
六

廿
八
日
、
辰
刻
秀
頼
公
入
洛
、
則
家
康
公
ノ
御
所
二
条
へ
御
越
、
家
康
公
庭
上
迄
出
給
、

秀
頼
公
慇
懃
ニ
礼
謝
シ
給
、
家
康
公
坐
中
へ
入
給
後
、
秀
頼
公
庭
上
ヨ
リ
座
中
へ
上
給
、

先
秀
頼
公
ヲ
御
成
之
間
へ
入
申
、
其
後
家
康
公
有
出
御
、
互
之
可
有
御
礼
之
旨
、
家
康

公
曰
ト
云
共
、
秀
頼
公
堅
有
斟
酌
、
家
康
公
ヲ
御
成
之
間
へ
奉
出
シ
、
秀
頼
公
遂
礼
給
、

膳
部
彼
是
美
麗
ニ
出
来
ケ
レ
共
、
還
而
可
有
隔
心
カ
ト
テ
、
タ
ヽ
御
吸
物
迄
也
、
大
政
所
、

是
ハ
秀
吉
公
ノ
北
ノ
御
方
也
、
出
給
相
伴
シ
給
、
頓
而
立
給
、
右
兵
衛
督
・
常
陸
介
途

中
迄
被
相
送
、
秀
頼
公
直
ニ
豊
国
へ
有
参
詣
、
大
仏
ヲ
見
給
、
伏
見
ヨ
リ
船
ニ
テ
、
其

日
及
酉
刻
大
坂
へ
帰
著
シ
給
、
大
坂
ノ
上
下
万
民
之
儀
ハ
不
及
申
、
京
畿
之
庶
民
悦
只

此
事
也
、
此
時
モ
大
坂
光
ル
ト
云
云
、

〔
慶
長
見
聞
録
案
紙
〕
下　

三
月
廿
八
日
、
秀
頼
大
坂
ヨ
リ
上
洛
、

秀
頼
上
洛
之
時
之
御
作
法
、
追
而
本
多
上
野
介
ヨ
リ
江
戸
江
申
上
、
其
状
如
左
、

　
　

態
申
上
候
、

一
御
譲
位
、
一
昨
日
廿
七
日
ニ
御
執
行
被
成
候
、
禁
裏
様
御
機
嫌
能
被
成
御
座
候
由
ニ

御
座
候
、

一
大
御
所
様
ハ
、
御
供
無
御
座
候
事
、

一
秀
頼
様
、
昨
廿
八
日
大
御
所
様
江
御
礼
被
仰
上
候
、
其
様
子
の
御
事
、

一
秀
頼
様
御
供
に
織
田
有
楽
・
片
桐
市
正
・
同
主
膳
・
大
野
修
理
、
其
外
御
番
頭
衆
・

御
小
性
衆
三
十
人
計
ニ
而
御
座
候
事
、

一
右
兵
衛
督
殿
・
常
陸
介
殿
、
上
鳥
羽
迄
御
迎
ニ
御
出
被
成
候
、
右
兵
衛
督
殿
御
供
ニ

浅
野
紀
伊
守
・
常
陸
介
殿
御
供
ニ
加
藤
肥
後
守
被
致
之
、
其
外
羽
柴
三
左
衛
門
・
藤

堂
和
泉
守
計
、
御
迎
ニ
被
罷
出
候
事
、

一
秀
頼
様
、
竹
田
通
京
都
へ
御
座
候
て
、
片
桐
市
正
所
ま
て
御
著
座
被
成
候
、
市
正
所

に
て
御
肩
衣
袴
被
為
召
、
其
よ
り
二
条
の
御
所
へ
被
成
御
座
候
事
、

一
二
条
の
御
所
に
て
、
大
御
所
様
へ
御
礼
被
仰
上
候
事
、
（
中
略
）

一
三
献
の
御
祝
御
座
候
而
、
御
一
献
目
ニ
、
大
御
所
様
御
盃
秀
頼
様
へ
参
、
其
時
大
御

所
様
よ
り
、
大
左
文
字
の
御
腰
物
、
鍋
通
御
脇
差
被
進
候
、
其
外
御
鷹
三
居
鳥
屋
之

大
鷹
、
御

馬
十
疋
被
進
、
其
盃
大
御
所
様
へ
参
候
時
、
秀
頼
様
よ
り
、
一
文
字
御
腰
物
、
左
文

字
の
御
脇
差
御
進
上
被
成
候
事
、

一
高
台
院
様
も
二
条
御
所
へ
被
成
御
座
、
秀
頼
様
御
対
面
被
成
候
事
、
（
中
略
）

一
秀
頼
様
江
御
礼
相
済
、
即
御
迎
ニ
御
出
被
成
候
、
本
通
を
被
成
御
座
候
て
、
大
仏
御

見
物
被
成
、
其
よ
り
豊
国
御
社
参
被
成
異
、
秀
頼
公
則
御
帰
、
本
通
を
被
成
御
座
、
大
仏
御
見

物
、
大
工
大
和
守
銀
三
百
枚
被
下
、
豊
国
江
御
社
参
、

銀
子
三
百
枚
御
寄
進
、

其
日
大
坂
江
御
下
向
、
今
日
大
坂
江
御
下
向
に
て
御
座
候
、
爰
許
上
下
万
民
目
出
度
奉
存

候
、
此
趣
可
然
様
ニ
可
被
仰
上
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　

三
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
多
上
野
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
純

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酒
井
雅
楽
頭
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
久
保
相
模
守
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
井
大
炊
頭
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
山
図
書
介
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
多
佐
渡
守
殿

〔
細
川
家
記
〕
十
三 

忠
興
七

三
月
十
七
日
、
家
康
公
御
入
洛
、
（
中
略
）
廿
五
日
、
康
之
ニ
被
下
御
書
、

　

（
中
略
）
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一
秀
頼
様
、
来
ル
廿
七
日
大
坂
を
被
成
御
立
、
淀
辺
に
舟
一
夜
御
と
ま
り
、
廿
八
日
二

条
御
屋
し
き
へ
御
出
、
御
参
会
之
上
、
そ
の
ま
ゝ
其
日
、
大
坂
へ
御
帰
り
之
よ
し
候
事
、

一
秀
頼
様
御
上
、
大
御
所
様
一
だ
ん
御
満
足
被
成
、
さ
ま
〳
〵
の
御
懇
の
御
意
の
よ
し

候
事
、
（
中
略
）

一
羽
左
者
煩
さ
ん
〳
〵
に
て
候
、
未
御
目
見
な
く
候
、
御
薬
な
と
被
遣
候
由
候
事
、（
中
略
）

一
大
坂
川
口
へ
、
水
野
日
向
守
為
御
番
被
遣
候
由
候
、
こ
れ
ハ
定
説
し
ら
す
候
事
、（
中
略
）

一
替
儀
あ
ら
ハ
跡
よ
り
可
申
候
、
此
条
々
式
部
蔵
人
に
申
き
か
す
へ
く
候
事
、

一
正
源
院
之
状
、
早
々
其
方
ハ
や
道
に
も
た
せ
可
届
候
、
口
上
に
申
候
、
恐
謹
言
、

　
　
　
　
　

三
月
廿
五
日　
　
　
　
　

越
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
井
殿

　
　
　

此
外
め
つ
ら
し
き
儀
無
之
候
、
已
上
一
本
、
此
御

追
書
な
し
、

三
月
二
十
七
日
御
譲
位
、
今
日
秀
頼
公
大
坂
出
舟
、
初
而
御
上
洛
と
し
て
伏
見
御
著
、
是

家
康
公
へ
御
対
面
、
且
ハ
御
廟
参
の
為
と
也
、
加
藤
清
正
・
浅
野
幸
長
等
御
供
、
二
十
八

日
二
条
御
城
ニ
而
大
御
所
様
御
対
面
、
首
尾
能
御
仕
廻
、
大
坂
ニ
御
帰
被
成
候
、
此
日
、

忠
興
君
よ
り
康
之
ニ
被
下
御
書
、

　
　
　

猶
々
、
此
由
蔵
人
式
部
に
可
申
候
、
已
上
、
右
同
、

態
申
下
候
、
先
書
如
申
候
、
秀
頼
様
昨
日
廿
七
大
坂
被
成
御
出
、
今
日
廿
八
二
条
御
や
し

き
へ
御
出
、
則
大
御
所
様
御
対
面
、
た
か
い
に
御
機
嫌
能
候
て
、
只
今
未
の
上
刻
、
豊

国
大
明
神
へ
御
社
参
候
て
、
其
儘
御
舟
に
め
し
、
大
坂
へ
還
御
候
、

一
今
朝
鳥
羽
ま
て
為
御
迎
、
右
兵
衛
さ
ま
・
常
陸
さ
ま
御
出
、
又
御
送
に
も
御
両
殿
御
出
に

て
候
、
頓
て
大
坂
に
も
為
御
礼
返
、
右
之
御
子
さ
ま
た
ち
御
出
な
さ
る
ゝ
由
に
候
、

一
右
兵
衛
さ
ま
へ
ハ
浅
紀
州
、
常
陸
さ
ま
へ
ハ
加
肥
州
御
供
に
て
、
鳥
羽
ま
て
被
参
候
、
此

外
に
も
、
藤
泉
も
御
迎
に
被
出
之
て
、
二
条
御
や
し
き
へ
も
右
之
三
人
、
三
左
衛
門
殿

ま
て
、
秀
頼
様
御
出
候
時
、
は
い
ら
れ
候
、
其
外
ハ
、
大
名
小
名
一
人
も
不
被
罷
出
候
、

　
　

此
外
無
別
条
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　

三
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　

越
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
井
殿

〔
小
須
賀
氏
聞
書
〕
〇
朝
野
旧
聞
裒
稿
五
百
八
十
八
所
載

加
藤
肥
後
守
清
正
・
浅
野
紀
伊
守
幸
長
両
人
を
、
大
御
所
公
御
頼
被
成
、
大
坂
内

（
右
）大

臣

秀
頼
公
へ
久
敷
御
対
面
不
被
成
候
間
、
此
度
ハ
御
上
洛
被
成
候
様
に
と
、
両
人
之
衆
大

坂
に
被
越
、
其
段
を
申
入
候
て
、
同
心
被
仕
上
洛
可
有
候
、
二
条
之
城
に
て
御
対
面
可

被
成
候
、
両
人
之
御
衆
、
早
速
大
坂
へ
被
越
候
て
、
右
之
様
子
相
談
有
、

〔
小
須
賀
氏
聞
書
〕
〇
朝
野
旧
聞
裒
稿
五
百
九
十
所
載

秀
頼
公
御
袋
之
手
前
ハ
、
肥
後
守
請
を
以
候
て
、
秀
頼
公
御
上
洛
、
両
人
之
衆
、
騎
馬

三
百
余
宛
召
連
供
被
致
候
、
二
条
の
城
よ
り
為
御
迎
、
右
兵
衛
様
常
陸
様
御
両
殿
、
淀

迄
迎
に
御
座
被
成
候
て
、
秀
頼
公
四
方
の
あ
き
候
籠
乗
物
に
被
召
、
右
之
脇
長
刀
一
ゑ
た
、

乗
物
之
跡
に
、
す
鑓
二
本
上
う
ち
ち
か
へ
持
、
二
千
石
三
千
石
宛
知
行
取
候
侍
衆
、
歩

に
て
百
人
計
御
乗
物
を
取
巻
、
浅
野
紀
伊
守
加
藤
肥
後
守
両
人
ハ
、
秀
頼
公
御
乗
物
両

脇
に
、
せ
う
ふ
皮
の
立
付
青
き
大
成
竹
つ
ゑ
を
つ
き
、
歩
に
て
秀
頼
公
の
袖
へ
あ
た
り

候
程
近
く
へ
寄
候
て
、
何
れ
も
供
被
致
、

秀
頼
公
二
条
の
城
に
御
入
候
、
御
所
様
御
老
中
、
大
門
そ
と
へ
迎
に
被
出
、
京
中
の
男
女
、

堀
川
通
り
御
城
の
前
広
庭
に
き
せ
ん
く
ん
し
ゆ
、
秀
頼
公
を
拝
し
奉
り
、
涙
を
流
し
こ

ゑ
を
あ
け
、
諸
人
な
き
候
て
、
扨
々
あ
わ
れ
成
事
に
て
、
九
鬼
長
門
守
〇
守

隆
、
柳
の
馬
場
と

を
り
九
町
宿
渡
候

（
被
ヵ
）

居
候
処
に
、
秀
頼
公
城
へ
御
入
候
を
見
物
と
し
て
、
大
門
の
ま
へ
、

堀
川
竹
原

（
屋
ヵ
）

町
に
て
、
六
畳
敷
を
金
小
判
五
両
に
て
借
居
候
て
、
替
る
事
候
ハ
ヽ
、
家
中

侍
不
残
懸
付
可
申
と
申
付
候
て
、
侍
十
四
五
人
召
連
参
候
て
、
秀
頼
公
御
通
り
被
成
候

き
わ
に
て
、
い
か
に
も
慥
に
見
物
致
候
、
何
様
子
細
候
哉
、
具
足
所
持
不
申
候
侍
ハ
、

伊
勢
へ
夜
通
に
取
ニ
遣
申
、
福
島
左
衛
門
大
夫
正
則
ハ
、
煩
候
由
に
て
、
小
野
に
引
籠

居
被
申
候
、
秀
頼
公
城
へ
御
入
候
、
城
に
ハ
太
閤
秀
吉
御
台
政
所
、
大
御
所
公
御
待
被
成
、

御
対
面
に
て
、
紀
伊
守
肥
後
守
両
人
被
罷
出
御
あ
い
さ
つ
、
一
時
計
秀
頼
被
成
御
座
〇
見

聞
書

ニ
ハ
二
時

計
ト
ア
リ
、

秀
頼
還
御
処
に
、
大
御
所
様
次
の
間
迄
御
送
り
被
成
、
殿
ハ
殊
之
外
成
人
に
て
候
、
大

慶
ニ
思
召
候
、
御
年
被
寄
、
明
日
の
事
も
知
不
申
、
右
兵
衛
常
陸
守

（
介
）御

両
人
殿
之
儀
、

御
頼
被
成
候
と
被
仰
、
其
上
右
兵
衛
尉

（
督
）ハ

浅
野
紀
伊
守
む
こ
、
常
陸
守
ハ
加
藤
肥
後
守

む
こ
致
置
候
間
、
秀
頼
も
内
々
其
心
得
可
有
と
、
御
あ
い
さ
つ
被
仰
、
秀
頼
還
御
、
大

門
明
、
諸
人
い
ぎ
を
見
物
致
候
処
に
、
肥
後
守
紀
伊
守
両
人
竹
杖
ニ
而
、
秀
頼
公
脇
ニ

歩
に
て
御
供
被
申
候
、
前
羽
半
入
壱
人
馬
に
て
供
を
致
、
其
外
ハ
何
れ
も
歩
に
て
三
条

通
り
す
く
に
御
通
り
、
肥
後
守
騎
馬
三
百
余
、
上
の
町
を
乗
る
、
紀
伊
守
三
百
余
、
馬
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上
ハ
下
の
町
を
乗
る
、
両
脇
を
堅
め
、
三
条
大
橋
よ
り
建
仁
寺
前
を
被
成
、
大
仏
の
前

を
通
り
候
て
、
豊
国
大
明
神
江
社
参
被
成
、
歌
仙
堂
ニ
た
ゝ
ミ
二
畳
敷
、
秀
頼
公
御
座

候
て
、
両
の
脇
に
、
肥
後
守
紀
伊
守
わ
ら
ん
ち
を
は
き
な
か
ら
、
御
傍
は
な
れ
す
被
居
候
、

御
湯
立
て
、
伶
人
の
舞
御
座
候
て
、
夫
よ
り
す
く
に
大
坂
大
人
数
に
て
還
御
、
子
細
ハ

大
坂
に
て
跡
に
の
こ
り
候
諸
侍
、
兎
角
大
坂
ニ
残
居
口
惜
候
間
、
夜
の
内
に
取
物
も
取

あ
へ
す
京
へ
越
候
て
、
あ
そ
こ
爰
に
宿
を
借
居
候
而
、
豊
国
迄
参
候
て
、
各
右
両
供
故
、

大
人
数
に
て
秀
頼
大
坂
へ
還
御
、
世
間
之
風
聞
、
肥
後
守
衆
紀
伊
守
衆
両
人
、
秀
頼
公

へ
取
持
、
御
押
出
し
頼
も
敷
有
様
ハ
珍
敷
儀
と
、
上
下
共
に
誉
申
候
、

〔
山
本
豊
久
私
記
〕

慶
長
十
六
年
亥
年
、
久
敷
御
上
洛
ナ
キ
ニ
、
家
康
公
駿
府
ヨ
リ
御
上
洛
有
、
秀
頼
公
御

成
人
ナ
ル
ニ
御
対
面
有
へ
キ
旨
ニ
テ
、
是
モ
大
坂
ヨ
リ
御
入
洛
有
へ
キ
ニ
御
談
合
極
リ
、

御
用
意
ア
リ
、
（
中
略
）
秀
頼
公
ハ
大
坂
鳥
羽
ニ
テ
、
長
サ
十
五
間
ノ
河
舟
ニ
召
シ
、
淀

川
ヲ
上
リ
給
フ
、
御
供
ノ
行
列
ハ
騎
馬
ニ
テ
、
淀
堤
山
崎
海
道
両
川
端
ヲ
行
、
加
藤
主

計
頭
・
浅
野
紀
伊
守
船
中
御
傍
ニ
相
詰
メ
、
鳥
羽
ヨ
リ
両
人
ナ
カ
ラ
歩
行
ニ
テ
二
条
ノ

城
マ
テ
御
供
シ
、
則
御
城
ニ
於
テ
御
対
面
ノ
時
モ
、
始
中
終
价
副
ス
、
家
康
公
ノ
仰
ニ
、

思
召
ノ
外
、
御
成
人
御
満
足
ナ
リ
、
御
進
物
南
泉
一
文
字
其
外
名
物
共
余
多
、
及
ヒ
異

国
物
、
兼
金
三
百
枚
、
右
兵
衛
佐

（
督
）義

直
・
常
陸
介
頼
宣
両
人
御
迎
ニ
テ
、
鳥
羽
マ
テ
出

向
ハ
セ
給
ヒ
シ
故
、
両
殿
幷
ニ
其
家
老
近
習
出
願
人
等
マ
テ
、
御
引
出
物
ト
シ
テ
、
御

腰
物
ヲ
下
サ
レ
ケ
ル
、
御
所
様
ヨ
リ
モ
名
物
ノ
腰
物
幷
白
銀
千
枚
進
セ
ラ
ル
、
首
尾
能

ク
還
御
ナ
ル
、

〔
公
室
年
譜
略
〕
九　

三
月
廿
八
日
、
大
坂
ノ
秀
頼
公
上
洛
ア
ル
ニ
依
テ
、
尾
張
義
利
卿
・
遠
江
頼
宣
卿
ト
俱
ニ
、

公
〇
藤
堂

高
虎
、
ト
池
田
輝
政
ノ
四
卿
、
鳥
羽
河
原
へ
侍
僅
ニ
二
人
ヲ
従
へ
出
テ
、
秀
頼
公
ヲ
迎

へ
玉
フ
テ
、
秀
頼
公
ニ
拝
謁
シ
、
則
チ
供
奉
シ
、
二
条
ノ
城
ニ
至
ラ
ル
、
秀
頼
公
饗
応

ノ
次
ノ
間
ニ
テ
、
加
藤
清
正
・
浅
野
幸
長
・
池
田
輝
政
ノ
三
侯
ヲ
饗
セ
ラ
レ
、
其
次
ニ
テ
、

公
ト
片
桐
且
元
・
大
野
治
房
ニ
饗
ヲ
賜
フ
、
本
多
上
野
介
正
純
侯
伴
食
タ
リ
、
秀
頼
公
、

此
日
大
坂
へ
帰
御
ニ
依
テ
、
公
是
ニ
従
フ
テ
、
又
鳥
羽
河
原
マ
テ
送
リ
玉
フ
、

〔
板
倉
家
臣
秘
蔵
録
〕
板
倉
家
譜　

勝
重　

　

慶
長
十
六
年
辛
亥
三
月
十
七
日
、
神
君
自
駿
府
入
洛
、
在
二
条
城
、
同
廿
八
日
、
豊
臣
秀　

　

頼
出
大
坂
到
洛
、
此
日
、
入
二
条
城
謁
神
君
、
有
大
饗
献
酬
之
礼
、
尽
其
美
、
此
時
勝
重

　

蒙
釣
命
、
揮
諸
士
警
衛
幷
諸
般
経
営
之
事
、

〔
春
日
社
司
祐
範
記
〕
慶
長
十
六
年
辛
亥
記
○
大
和

廿
七
日
、
御
譲
位
有
之
ト
云
々
、
家
康
御
在
京
ニ
テ
御
沙
汰
也
、
秀
頼
様
御
上
洛
、
家

康
公
御
参
会
、
自
他
御
送
迎
ノ
諸
大
名
衆
、
行
粧
美
麗
不
及
是
非
ト
云
々
、

〔
石
原
文
書
〕

「（
折
封
ウ
ワ
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
久
半
左
衛
門
尉

　
　

進
上
政
宗
様
御
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
友
」

　
　
　
　

以
上
、

　
　

為
御
見
廻
以
飛
札
申
上
候
、

一
今
度
大
御
所
様
、
就
被
成
御
上
洛
候
、
秀
頼
様
、
為
御
対
面
被
成
御
上
洛
候
処
に
、

一
段
御
所
様
被
成
御
祝
着
候
由
に
て
、
目
出
度
御
下
向
な
さ
れ
候
つ
る
、

一
秀
頼
様
御
上
洛
之
事
、
大
坂
を
三
月
廿
七
日
之
巳
刻
に
被
成
御
発
足
、
御
船
ニ
而
被

成
御
上
候
、
路
次
中
、
御
鷹
な
と
つ
か
ハ
せ
ら
れ
、
其
夜
者
、
淀
之
小
橋
之
西
、
水

車
之
御
座
候
所
に
、
御
船
か
け
申
、
即
御
船
に
て
御
あ
か
し
被
成
候
、

一
翌
日
廿
八
日
、
早
天
に
被
成
御
上
洛
候
、
淀
よ
り
、
二
条
之
御
屋
敷
迄
之
御
供
之
次
第
、

書
付
進
上
申
候
、

一
御
供
衆
も
、
い
か
に
も
小
勢
に
て
可
然
候
と
片
市
正
指
図
被
申
、
小
々
性
衆
・
詰
衆
・

右
筆
衆
・
奏
者
番
之
衆
迄
に
て
御
座
候
、
大
か
た
書
付
候
而
進
上
仕
候
、

一
卯
月
三
日
ニ
、
右
兵
衛
様
・
常
陸
介
様
、
為
御
礼
被
成
御
下
向
候
、
事
之
外
之
御
馳

走
に
て
御
座
候
キ
、

一
御
両
方
様
よ
り
被
進
物
、
幷
従
秀
頼
様
御
内
衆
へ
被
下
候
物
之
覚
、
大
か
た
書
付
進

上
仕
候
、
定
而
方
々
よ
り
注
進
申
上
ら
れ
候
ハ
ん
す
れ
と
も
、
先
申
上
候
、
今
度
之

や
う
す
、
公
私
と
も
に
目
出
度
と
申
事
に
て
御
座
候
、
此
外
め
つ
ら
し
き
事
無
御
座
候
、

一
弾
遠
行
被
申
候
由
承
及
候
、
病
死
之
段
、
残
多
奉
存
候
、
く
ハ
し
く
ハ
不
申
上
候
、

一
定
而
近
日
可
被
成
御
下
国
候
、
我
々
も
、
与
風
御
見
廻
に
可
罷
下
候
、
珍
事
御
座
候

者
可
申
上
候
、
将
又
、
松
内
膳
以
御
威
光
、
上
総
様
へ
御
礼
申
上
候
、
辱
之
由
、
我
々

方
へ
も
被
申
越
候
、

一
爰
元
に
て
ハ
、
片
市
正
・
同
主
膳
正
、
此
両
人
万
事
に
て
御
座
候
、
ち
と
折
〳
〵
ハ
、
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御
音
信
を
も
可
被
成
候
哉
、
い
つ
れ
の
大
名
衆
も
、
其
分
に
て
御
座
候
間
、
先
為
可

被
御
分
別
申
上
候
、
就
中
、
よ
く
も
無
御
座
候
へ
と
も
、
た
は
こ
三
斤
致
進
上
候
、

遠
路
之
事
に
御
座
候
間
、
寸
志
之
段
、
可
被
成
御
免
候
、
恐
惶
敬
白
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
久
半
左
衛
門
尉

　
　
　

卯
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　

宗
友
（
花
押
）

　
　
　
　
　

進
上
政
宗
様
御
中

43　

慶
長
十
六
年
四
月
二
日

二
条
城
で
諸
礼
が
あ
る
。
親
王
と
摂
関
家
が
礼
の
先
後
を
争
い
、
家
康
が
親
王
を
先
と
す
る
。

〔
光
豊
公
記
〕

四
月
二
日
晴
、
今
日
前
大
樹
江
勅
使
幷
院
・
女
院
御
使
広
橋
・
予
、
従
禁
中
御
太
刀
馬

代
金
子
二
枚
、
従
院
御
太
刀
馬
代
金
一
枚
、
従
女
院
大
高
檀
紙
錦
一
巻
也
、
次
自
分
御

礼
馬
太
刀
如
常
御
礼
申
、
則
御
座
敷
居
、
（
後
略
）

〔
輝
資
卿
記
〕
四　

卯
月
二
日
、
二
条
御
所
諸
礼
、
御
太
刀
御
馬
、
大
御
所
様
進
上
申
候
、
上
銭
三
貫
、

三
日
、
大
御
所
様
伏
見
へ
御
成
候
、
出
家
衆
御
礼
ニ
被
出
候
へ
共
、
延
引
候
て
、
准
后

親
王
ノ
被
仰
事
ニ
付
て
、
舟
橋
ト
拙
也
ニ
被
仰
出
候
而
、
御
使
歩
キ
申
候
、

〔
義
演
准
后
日
記
〕
十
六　

四
月
二
日
、
晴
、
巳
刻
二
条
亭
へ
参
賀
、
僧
俗
別
々
御
礼
也
、
（
後
略
）

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕
三　

四
月
二
日
、
壬
申
、
晴
、
駿
河
大
御
所
へ
、
於
二
条
城
、
公
家
衆
御
礼
有
之
、
各
太
刀

持
参
也
、
予
同
出
御
礼
、
親
王
八
条
殿

伏
見
殿
与
摂
関
家
御
礼
前
後
ノ
事
御
相
論
出
来
、
此
度
先

親
王
可
為
前
之
由
也
、
日
野
入
道
・
舟
橋
秀
賢
両
人
御
使
、
件
御
相
論
之
事
、
重
テ
旧

記
次
第
可
有
御
沙
汰
旨
、
将
軍
被
申
入
云
々
、

44　

慶
長
十
六
年
四
月
三
日

家
康
、
伏
見
に
戻
り
、
滞
留
二
日
に
し
て
二
条
城
に
帰
る
。

〔
当
代
記
〕
六　

四
月
三
日
、
大
御
所
伏
見
へ
御
越
、
此
以
前
置
給
万
物
御
覧
ア
リ
、

五
日
、
家
康
公
、
従
伏
見
帰
京
シ
給
、

45　

慶
長
十
六
年
四
月
八
日

家
康
、
高
野
山
大
徳
院
宥
雅
等
を
二
条
城
に
召
し
、
そ
の
論
義
を
聴
く
。

〔
義
演
准
后
日
記
〕
十
六

　

八
日
、
於
将
軍
ニ
被
召
高
野
衆
ヲ
論
議
ア
リ
、
論
題
反
斗
所
執
、
卅
余
口
各
付
衆
、
南
都

　

一
（

尊

政

）

乗
院
、
予
為
聴
聞
可
祗
候
由
頓
仰
、
仍
出
座
、
上
壇
ニ
将
軍
幷
予
・
一
乗
院
計
也
、
下

　

壇
高
野
輩
左
右
ニ
二
行
駒
取
、
宝
性
院
・
無
量
寿
院
二
人
、
中
央
正
面
ニ
向
上
壇
候
、
即　

　

身
義
二
三
行
、
宝
性
院
読
之
、
次
下
座
、
浅
﨟
ヨ
リ
出
言
、
講
師
、
問
者
ノ
作
法
略
之
、　

　

将
軍
御
用
繁
間
如
此
相
計
了
、
緇
素
群
集
聴
聞
、

〔
高
野
山
大
徳
院
御
由
緒
略
記
〕

　

慶
長
十
六
年
四
月
八
日
、
於
二
条
御
城
、
大
徳
院
幷
総
代
阿
弥
陀
院
・
常
慶
院
・
上
大
乗　

　

院
・
密
厳
院
・
奥
之
坊
御
前
へ
罷
出
、
御
上
洛
之
恐
悦
申
上
、
此
時
献
上
純

（
鈍
）子

五
巻
、
同

　

十
日
右
兵
衛
督
様
・
常
陸
助

（
介
）様

へ
一
束
一
本
、
カ
チ
ノ
御
方
・
カ
メ
ノ
御
方
・
ア
チ
ヤ
ノ　

　

御
方
、
晒
布
三
匹
宛
進
上
仕
候
、

　

此
節
於
二
条
御
城
、
大
徳
院
幷
聖
方
総
代
四
人
、
宝
性
院
・
西
南
院
・
無
量
寿
院
・
遍
明

　

院
、
右
之
モ
ノ
共
、
大
権
現
様
御
前
へ
被
為
召
、
去
年
三
月
、
於
駿
府
被
仰
出
候
聖
方
諸

　

法
度
之
趣
、
弥
堅
相
守
之
、
唯
真
言
法
流
相
承
、
違
乱
有
間
敷
、
念
仏
兼
学
之
坊
舎
モ
、

　

西
谷
方
唯
真
言
之
聖
中
へ
帰
入
可
仕
旨
、
以
上
意
被
仰
渡
候
御
事
、

〔
春
日
社
司
祐
範
記
〕
慶
長
十
九
年
甲
寅
記
○
大
和

四
月
十
二
日
雨
天
、
去
八
日
家
康
御
前
ニ
テ
、
高
野
衆
論
義
沙
汰
之
、
題
変
化
所
執
ト

云
々
、
両
撿
挍
出
仕
、
論
義
者
廿
八
人
ト
云
々
、
御
聴
衆
一
乗
院
殿
・
三
宝
院
・
喜
多

院
殿
ト
云
々
、

46　

慶
長
十
六
年
四
月
十
一
日

徳
川
頼
将
（
頼
宣
）
が
二
条
城
で
能
楽
を
演
じ
、
公
家
衆
・
門
跡
お
よ
び
諸
大
名
が
見
物
す
る
。

〔
光
豊
公
記
〕

四
月
十
一
日
、
晴
、
入
夜
少
雨
、
殿
中
御
能
、
常
陸
介
殿
所
作
也
、
加
茂
、
八
島
、
三
輪
、

唐
船
、
鞍
馬
天
狗
、
以
上
五
番
也
、
一
条

（
乗
）院

殿
其
外
昵
近
之
外
も
参
入
也
、
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〔
輝
資
卿
記
〕
四　

四
月
十
一
日
、
二
条
御
所
御
能
ア
リ
、

〔
義
演
准
后
日
記
〕
十
六

　

四
月
十
一
日
、
於
前
将
軍
家
御
能
ア
リ
、
諸
国
諸
大
名
不
残
祗
候
、
予
可
参
由
被
仰
出
了
、

無
覚
悟
頓
帰
寺
、
仍
不
参
、
金
地
院
腹
立
失
外
聞
了
、
無
念
々
々
、

〔
慶
長
見
聞
録
案
紙
〕
下　

四
月
十
一
日
、
於
二
条
之
御
所
、
常
陸
介
殿
能
興
行
御
見
物
、
依
之
、
他
所
之
見
物
不

可
有
之
由
也
、

〔
能
組
〕
〇
朝
野
旧
聞
裒
稿
五
百
九
十
二
所
載

　
　

二
条
御
城
ニ
テ
御
能
組

御
（
頼
将
）

　賀
茂　
　

新
八　
　

庄
次
郎

新
九
郎　
　

左

吉

清
左
衛
門

　

同

　

八
島　
　

同
人　
　

助

三　
　

長
右
衛
門　
　

長
蔵

　

同三
輪　
　

同
人　
　

庄
九
郎

弥
次
郎　
　

又

右

衛

門

又　

三　

郎

　

同唐
橋　
　

同
人　
　

庄
九
郎

新
九
郎　
　

惣
右
衛
門

清
左
衛
門

　

同鞍
馬
天
狗　

同
人　

助

五

郎

小
左
衛
門　

清

七　

長　

蔵

47　

慶
長
十
六
年
四
月
十
四
日

家
康
、
二
条
城
で
能
楽
を
行
い
、
親
王
・
門
跡
・
公
家
衆
を
饗
す
る
。

〔
光
豊
公
記
〕

四
月
十
四
日
、
今
日
於
殿
中
御
能
有
之
、
八
条
殿
、
二
条
殿
、
近
衛
殿
、
鷹
司
殿
、
九
条
殿
、

鷹
司
殿
御
方
、
菊
亭
殿
、
妙
法
院
殿
、
照
高
院
殿
、
三
宝
院
殿
、
一
条
院
殿
、
梶
井
殿
、

竹
内
殿
、
青
蓮
院
殿
、
此
次
第
也
、
見
物
堂
上
衆
何
も
勿
論
也
、
御
能
八
番
、
キ
リ
ト

以
上
九
番
、
右
之
内
二
番
常
陸
介
殿
被
勤
、
高
砂
金
春
、
兼
平
金
剛
、
千
手
少
進
、
柏
崎
金
春
、

船
弁
慶
常
陸
介
殿
、
富
太
鼓
同
、
鵜
頭
少
進
、
春
日
龍
神
梅
若
、
弓
八
幡
金
剛
、
富
太
鼓
過
て
、

楽
屋
へ
御
礼
ニ
行
向
也
、
各
退
出
、

〔
輝
資
卿
記
〕
四　

四
月
十
四
日
、
二
条
之
御
所
御
能
ニ
祗
候
申
候
、

〔
義
演
准
后
日
記
〕
十
六　

四
月
十
四
日
、
於
将
軍
家
御
能
九
番
、
見
物
ノ
事
被
仰
出
了
、
八
条
宮
、
二
条
殿
、
近
衛
殿
、

鷹
司
殿
親
子
、
九
条
殿
下
、
菊
亭
前
右
府
、
西
園
寺
、
花
山
院
、
法
中
ニ
ハ
妙
法
院
宮
、
予
、

照
高
院
宮
、
梶
井
宮
、
一
乗
院
准
后
、
竹
内
宮
、
青
蓮
院
僧
正
、
南
都
北
院
、
是
ハ
学

問
者
也
、
御
免
ア
リ
テ
御
座
敷
ニ
可
祗
候
由
将
軍
仰
、
于
時
当
テ
眉
目
、
公
家
中
官
位

ノ
法
度
被
仰
了
、
法
中
へ
ハ
宮
摂
家
ノ
外
、
門
跡
向
後
不
可
然
由
仰
出
了
、
珍
重
珍
重
、

金
銀
折
尽
善
尽
美
、
湯
ツ
ケ
七
五
三
、
能
五
番
已
後
常

（
賞
ヵ
）

翫
、
大
夫
ハ
金
春
、
金
剛
、
宝
生
、

梅
若
、
本
願
寺
坊
官
少
進
等
也
、
将
軍
若
公
常
陸
介
殿
二
番
御
沙
汰
、
船
弁
慶
、
富
士
太
鼓
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕
三　

四
月
十
三
日
癸
未
、
晴
、
於
二
条
城
猿
楽
有
之
、

十
四
日
甲
申
、
晴
、
二
条
城
猿
楽
有
之
、
摂
関
幷
公
家
衆
有
見
物
云
云
、

十
五
日
乙
酉
、
雨
降
、
諸
家
参
二
条
亭
、
昨
日
之
義
被
申
御
礼
云
々
、

〔
当
代
記
〕
六　

四
月
十
四
日
、
二
条
御
構
ニ
テ
能
ア
リ
、
家
康
公
是
ヲ
見
給
、
翁
、
高
砂
、
柏
崎
、
金

春
太
夫
仕
之
、
千
手
、
重
衡
、
善ウ

タ
ウ知

鳥
、
少
進
法
印
行
之
、
是
ハ
本
願
寺
ノ
衆
也
、
猿

楽
共
ニ
ハ
何
モ
小
袖
被
下
、
別
ノ
被
下
物
ナ
シ
、

〔
能
組
〕
〇
朝
野
旧
聞
裒
稿
五
百
九
十
三
所
載

二
条
御
城
ニ
テ
、
卯
月
十
四
日
、

高
砂　

金
春　
　

春
藤　
　
　

助

三

長
左
衛
門     

又
右
衛
門

清
左
衛
門

兼
平　

金
剛　
　

高
安　
　
　

庄
九
郎

弥
次
郎　

 
 
 
 
 

長
蔵

千
手　

少
進　
　

進
藤　
　
　

庄
九
郎

新
九
郎　
　

 
 
 

又
三
郎

柏
崎　

金
春　
　

福
王　
　
　

助

三  　

長
左
衛
門 

　

 
 

清
左
衛
門

舟御

弁
慶　
　
　
　

新
八　
　
　

庄
九
郎

弥
次
郎　

  

左　

吉

長　

蔵

富御

士
太
鼓　
　
　

新
八　
　
　

庄
九
郎

新
九
郎　
　

 
 
 

又
三
郎

善
知
鳥　
　

少
進　
　

福
王　

庄

九

郎

長
右
衛
門　

　

清
左
衛
門

春
日
龍
神　

梅
若　

進
藤　
　

助

三

弥
次
郎　

　

惣

右

衛

門

長　
　
　

蔵
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弓
八
幡　
　

金
剛　

高
安　
　

助

三

長
右
衛
門　
　

左

吉

清
左
衛
門

48　

慶
長
十
六
年
四
月
十
四
日　

家
康
、
二
条
城
で
能
楽
を
行
う
。

〔
能
之
留
帳
〕
二　
　

慶
長
十
六
年
卯
月
十
四
日
、
大
御
所
様
御
上
洛
之
時
、
二
条
之
於
御
城
、

相
生　
　
　
　
　

今
春
八
郎

兼
平　
　
　
　
　

金
剛
三
郎

千
寿　
　
　
　
　

法
印 

〇
下
間

少
進
　

大
勝
二
郎

小
新
九
郎
笛
又
三
郎

柏
崎　
　
　
　
　

今脇
進
藤春

八
郎

舟常
陸
様弁

慶　

富同

士
太
鞁

（
鼓
ヵ
）

烏
頭　
　
　
　
　

法
印 

大

勝

九

郎

小
甚
右
衛
門

春
日
龍
神　
　
　

梅脇
福
王若

弓
八
幡
キ
リ　
　

金
剛
大
夫

49　

慶
長
十
六
年
四
月
十
七
日

家
康
、
明
日
下
向
の
た
め
、
禁
裏
の
勅
使
が
二
条
城
に
遣
さ
れ
る
。

〔
光
豊
公
記
〕　

四
月
十
七
日
、
晴
、
明
日
大
御
所
御
下
向
ニ
付
、
禁
裏
為
御
使
殿
中
へ
参
、

50　

慶
長
十
九
年
四
月
十
二
日

二
条
城
破
損
個
所
修
復
に
つ
い
て
、
年
寄
衆
に
伺
う
よ
う
求
め
た
板
倉
勝
重
書
状
。

〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕　

猶
々
、
御
作
事
之
義
御
年
寄
衆
御
相
談
次
第
ニ
信
州
迄
具
可
承
候
、
以
上
、

急
度
次
飛
脚
ニ
而
申
候
、
大
御
所
様
八
月
ニ
ハ
被
成　

御
上
洛
由
駿
府
御
年
寄
衆
よ
り

申
来
候
、
然
処
二
条　

御
所
御
殿
其
方
如
存
知
ニ
何
も
破
損
候
所
多
在
之
事
ニ
候
間
、

其
許
御
年
寄
衆
へ
御
伺
候
而
御
作
事
被
仰
付
候
様
ニ
可
被
得
御
意
候
、
従
前
庵

（
廉
ヵ
）、

不
被

仰
付
候
者
俄
ニ
ハ
難
成
存
候
間
為
御
意
得
如
此
ニ
候
、
将
亦
大
仏
鐘
鋳
当
十
六
日
ニ
在

之
由
大
坂
よ
り
申
来
候
、
定
而
其
元
へ
も
片
市
正
殿
よ
り
可
被
仰
越
候
、
猶
爰
元
相
替

義
無
之
候
間
可
御
心
易
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

板
伊
賀
守

　
　
　

卯
（
慶
長
十
九
年
）

月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勝
重
（
花
押
）

　
　

中
大
和
守
殿

51　

慶
長
十
九
年
四
月
二
十
二
日

二
条
城
破
損
個
所
修
復
に
つ
い
て
、
重
ね
て
年
寄
衆
と
の
相
談
を
求
め
た
板
倉
勝
重
書
状
。

〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕

猶
々
、
其
元
御
年
寄
衆
御
相
談
候
而
、
早
々
次
飛
脚
ニ
而
可
承
候
、
以
上
、

先
日
者
二
条
御
作
事
之
儀
付
而
駿
府
迄
以
書
状
申
入
候
、
于
今
其
元
御
逗
留
之
由

信
（
中
井
利
次
）

濃
被
申
候
間
重
而
申
入
候
、
八
月
者　

大
御
所
様
御
上
洛
可
被
成
由
従
駿
府

被　

仰
下
候
間
、
二
条
之
御
殿
破
損
之
所
ふ
き
直
候
儀
如
何
候
ハ
ん
哉
、
く
れ
木
な
と

も
従
大
津
も
取
寄
せ
可
申
候
哉
、
其
地
御
年
寄
衆
御
相
談
候
而
次
飛
脚
ニ
而
具
可
承
候
、

箱
棟
な
と
も
損
候
所
ハ
板
を
調
申
事
候
、
猶
従
信
州
具
可
被
申
入
候
条
不
能
詳
候
、
恐
々

謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

板
伊
賀

　
　
　

卯
（
慶
長
十
九
年
）

月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勝
重
（
花
押
）

　

「（
異
筆
）

い
た
く
ら
と
の
ふ
み
」

　
　

中
井
大
和
守
殿

52　

慶
長
十
九
年
十
月
十
一
日

二
条
城
に
弓
鉄
砲
の
者
を
送
っ
た
旨
を
伝
え
る
中
井
利
次
書
状
。

〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕　

猶
々
、
二
条
の
御
城
之
小
や
も
弐
百
六
七
十
間
ほ
と
北
西
ニ
仕
候
、
以
上
、

ゆ
み
て
つ
ほ
う
の
も
の
、
ま
つ
〳
〵
御
用
ニ
御
座
候
か
と
存
弐
拾
人
く
た
し
申
候
、
そ
の
ほ

う
ニ
も
御
お
き
な
さ
れ
候
よ
し
ニ
御
座
候
へ
と
も
、
ち
ふ
ん
御
用
ニ
も
候
ハ
ん
と
存
く
た
し

申
候
、
こ
ゝ
も
と
御
ぢ
ん
道
具
何
も
ゆ
た
ん
な
く
仕
候
、
将
亦
大
坂
の
や
う
す
い
よ
〳
〵
惣
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ま
わ
り
の
か
わ
は
た
へ

（
マ
マ
）い

仕
、
て（

天

王

寺

口

）

ん
わ
う
じ
く
ち
ニ
も
ほ
り
を
ほ
り
せ
い
ら
う

（
ヵ
）な

と
も
仕
、

事
の
ほ
か
や
う
い
つ
か
ま
つ
り
候
て
い
ノ
よ
し
申
候
、
方
々
よ
り
ら
う
人
衆
も
お
ゝ
く
ま
い

り
、
も
は
や
御
城
之
人
数
も
し
た
い
〳
〵
ニ
か
さ
み
三
万
余
も
御
座
候
よ
し
申
候
、
こ
ゝ
も

と
御
る
す
の
ぎ
か
た
く
申
つ
け
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
信
濃

　
　
　

十
（
慶
長
十
九
年
）

月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
次
（
花
押
）

　
　

中
藤
右
さ
ま

　
　
　
　
　
　

貴
報

53　

慶
長
十
九
年
十
月
二
十
日

家
康
の
柏
原
到
着
時
、
大
坂
方
の
二
条
城
放
火
の
陰
謀
露
見
と
の
報
告
書
が
届
く
。

〔
駿
府
記
〕

十
月
廿
日
、
柏
原
御
旅
館
着
御
、
京
都
伊
賀
守
飛
脚
到
来
申
云
、
従
大
坂
、
ソ
ク
タ
ク

ヲ
以
金
銀
ヲ
取
、
二
条
御
城
近
辺
在
家
放
火
可
致
旨
、
徒
党
訴
人
在
之
ニ
付
、
数
人
搦

捕
之
由
言
上
、
右
之
内
大
坂
町
人
金
子
五
百
枚
捕
、
乞
食
之
体
、
大
御
所
御
上
雒
路
次

子
ラ
イ
可
申
旨
、
捕
之
云
々
、
御
気
色
快
然
云
々
、

〔
当
代
記
〕
九　

十
月
廿
日
、
大
御
所
柏
原
着
御
、

廿
三
日
、
自
大
坂
遣
作
山
伏
六
十

人
余
二
条
近
辺
可
令
放
火
有
企
、
訴
人
出
テ
、
廿
人
余
搦
捕

〇
本
書
、
二
十
三
日
ト
ナ
ス
ハ

誤
レ
リ
、
慶
長
年
録
異
事
ナ
シ
、

〔
正
法
寺
文
書
〕
〇
山
城

文
う
れ
し
く
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
わ
か
ミ
も
廿
六
日
に
の
ほ
り
ま
い
ら
せ
候
、
う
へ
さ

ま
も
や
か
て
御
ち
ん
へ
た
ゝ
せ
ら
れ
候
御
事
に
て
御
入
候
、
さ
り
な
か
ら
、
け
ふ
ハ
の

ひ
ま
い
ら
せ
候
、
又
う
け
給
り
候
へ
ハ
、
や
わ
た
の
も
の
と
も
、
大
さ
か
へ
た
の
ま
れ

候
て
、
か
ね
を
と
り
候
よ
し
、
そ
こ
ほ
と
い
つ
き
な
と
お
こ
し
、
や
き
候
ハ
ん
と
の
御

事
申
候
よ
し
、
御
ミ
ヽ
に
た
ち
ま
い
ら
せ
候
て
、
な
か
〳
〵
に
く
さ
申
も
お
ろ
か
に
て
候
、

よ
ろ
つ
御
ゆ
た
ん
な
さ
れ
ま
し
く
候
、
な
に
も
よ
く
き
こ
へ
申
候
ま
ゝ
、
そ
の
御
心
へ

候
へ
く
候
、
め
い
〳
〵
に
御
返
事
申
候
ハ
ん
つ
れ
と
も
、
い
そ
か
わ
し
く
候
ま
ゝ
、
一

ふ
て
申
入
候
、
た
な
か
殿
御
う
も
し
さ
ま
に
も
文
給
ハ
り
候
、
御
返
事
申
候
ハ
ん
つ
れ

と
も
、
い
そ
か
わ
し
く
候
ま
ゝ
、
あ
と
よ
り
申
入
候
へ
く
候
、
か
し
く
、

　
　
　
　
　

廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
や
う
よ
り

 

た（
田
中
）

な
か
殿　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 

か
（
お
亀
方
・
清
水
氏
）

め　

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

し（

新

善

法

寺

）

ん
せ
ん
ほ
う
し
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
い
る

　

 

申
給
へ

54　

慶
長
十
九
年
十
月
二
十
三
日

家
康
が
二
条
城
に
入
る
。
片
桐
且
元
の
子
元
包
が
家
康
に
拝
謁
し
、
秀
忠
の
使
者
も
到
着
す

る
。

〔
駿
府
記
〕

十
月
廿
三
日
、
卯
刻
永
原
出
御
、
自
矢
橋
召
早
船
櫓
四
十

挺
立
、
膳
所
戸
田
左
門
於
船
中
献
御
膳
、

午
刻
二
条
亭
着
御
、
則
片
桐
市
正
子
息
出
雲
守
出
御
前
、
此
比
大
坂
城
中
勧
別
心
者
等

之
儀
申
上
云
々
、
（
中
略
）
自
幕
下
為
御
使
青
山
善
四
郎
〇
重

長

参
着
、
御
京
着
令
問
給
、

幕
下
御
出
馬
、
弥
可
令
急
給
之
由
被
仰
遣
云
々
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕
四　

　

十
月
廿
三
日
壬
寅
、
晴
、
将
軍
大
御
所
今
日
上
洛
、
二
条
城
御
出
陣
也
、

〔
春
日
社
司
祐
範
記
〕
慶
長
十
九
年
甲
寅
記

　

十
月
廿
四
日
、
駿
河
大
御
所
様
御
京
着
、
二
条
ノ
御
城
ニ
御
座
也
、
御
参
内
ノ
沙
汰
ア
リ
、

〔
東
大
寺
雑
事
記
〕
一　

霜
月
朔
日
、
駿
府
大
御
所
様
、
北
京
二
条
之
御
城
ニ
御
着
也
、

二
日
、
大
御
所
様
為
御
見
舞
、
当
寺
ヨ
リ
上
生
院
・
清
冷
院
御
上
也
、

〇
本
書
、
家
康
二
条

城
ニ
入
ル
ヲ
十
一
月

一
日
ト
ス
ル
ハ
、
蓋
伝
聞

ノ
日
ニ
係
ケ
シ
ナ
ラ
ン
、

〔
当
代
記
〕
九　

廿
三
日
、
大
御
所
二
条
御
屋
敷
御
着
、
今
朝
大
坂
町
外
又
自
焼
、
自
大
坂
遣
作
山
伏
六
十

人
余
、
二
条
近
辺
可
令
放
火
有
企
訴
人
出
て
廿
人
余
搦
捕
、

加
賀
・
越
中
・
能
登
三
ヶ
国
主
松
平
筑
前
守
将
軍
聟
着
陣
、
下
京
辺
陣
取
、
人
数
二
万
余
、

越
前
三
河
守
着
陣
、
是
も
下
京
辺
に
被
陣
取
、

人
数
及
一
万
云
々
、
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〔
本
光
国
師
日
記
〕
十
三　

（
前
略
）
大
御
所
様
、
路
次
中
御
機
嫌
能
、
来
廿
一
二
日
ニ
可
被
成
御
京
着
旨
目
出
度
存
候
、

木
錬
柿
進
上
仕
候
、
可
然
様
ニ
御
披
露
候
而
可
被
下
候
、
一
拙
老
儀
、
お
い
わ
け
辺
迄

も
罷
出
可
然
候
哉
、
但
二
条
之
御
屋
敷
へ
参
相
待
、
御
目
見
仕
候
而
可
然
候
哉
、
貴
様

御
異
見
次
第
ニ
候
、
御
報
ニ
被
示
下
候
者
、
可
忝
存
候
、
（
中
略
）
一
大
坂
城
中
之
儀
、

日
用
な
と
取
籠
む
さ
と
し
た
る
様
体
と
承
及
候
、
定
而
様
子
可
被
聞
召
候
間
、
不
能
多

筆
候
、
目
出
度
御
上
着
、
以
面
上
可
得
御
意
候
、
御
前
御
次
而
次
第
、
御
取
成
奉
頼
候
、

恐
惶
謹
言
、

　
　
　

十
月
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　

金
地
院

　
　
　
　
　
　
　

本　

上
州
様
人
々
御
中　

〇
コ
ノ
次
ニ
、
与
安
法
印
、
後
藤
光
次
、
亀
屋
栄
任
連

名
宛
ノ
書
状
ア
レ
ド
モ
、
大
抵
同
ジ
キ
ニ
ヨ
リ
略
ス
、

55　

慶
長
十
九
年
十
月
二
十
三
日

家
康
、
藤
堂
高
虎
を
二
条
城
に
召
し
、
大
坂
城
の
形
勢
を
問
う
。

〔
公
室
年
譜
略
〕
十　

高
山
公
七　

十
月
廿
三
日
、
神
君
入
洛
ニ
依
テ
、
公
手
廻
リ
ノ
士
ヲ
卒
シ
テ
上
京
ア
リ
テ
、
神
君
ヲ

迎
へ
奉
リ
玉
フ
テ
拝
謁
ア
リ
、
直
ニ
公
ヲ
二
条
ノ
城
へ
召
テ
、
大
坂
攻
伐
ノ
軍
議
ア
リ
、

翌
日
ニ
至
テ
、
尊
前
ヲ
退
キ
玉
ハ
ス
ト
云
々
、
此
節
公
独
リ
諸
軍
勢
ニ
先
テ
大
坂
ニ
攻

寄
セ
、
敵
城
ノ
動
静
ヲ
候
ヒ
注
進
ス
ヘ
シ
、
其
上
ニ
テ
両
大
君
発
向
シ
玉
フ
ヘ
シ
ト
宣
フ
、

神
君
其
忠
誠
勇
美
ヲ
感
シ
玉
フ
、

56　

慶
長
十
九
年
十
月
二
十
四
日

家
康
、
二
条
城
で
公
家
衆
お
よ
び
諸
大
名
と
対
面
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

十
月
廿
四
日
、
為
勅
使
両
伝
奏
広
橋
兼
勝
・
三
条
実
条
御
対
面
、
其
外
先
手
諸
大
名
為

御
目
見
参
上
、

〔
時
慶
卿
記
〕
四
十
二　

十
月
廿
四
日
、
天
晴
、
夜
ハ
大
時
雨
、
二
条
城
へ
常
罷
出
衆
廿
人
計
同
心
し
て
出
、
広

大
・
飛
鳥
へ
モ
尋
候
処
、
無
進
物
ト
、
長
袴
ノ
体
也
、
時
直
ト
同
心
し
て
城
へ
入
、
広

大
・
三
西
ハ
御
使
也
、
如
例
各
モ
罷
出
候
、
暫
御
前
ニ
伺
候
候
、
本
田
上
野
介
伺
候
也
、

対
顔
候
衆
、
大

（
基
宿
）

沢
・
朽
木
河

（
元
網
）

内
・
片

（
片
桐
且
元
）

市
正
等
也
、
川
信
濃
被
召
テ
参
上
ト
、
乍
与
所
見

之
、
尾
州
ノ
宰
相
被
出
ニ
対
面
、
阿
野
預
使
者
、
大
樹
へ
明
日
御
見
廻
ニ
可
出
歟
ノ
由
候
、

今
日
早
出
候
旨
返
事
候
、

〔
言
緒
卿
記
〕　

十
月
廿
四
日
、
癸
卯
、
天
晴
、
二
条
御
所
御
目
見
へ
ニ
今
日
被
出
輩
、
内

（
西
園
寺
実
益
）

大
臣
・
日
野

入（

輝

資

）

道
大
納
言
・
花
山
院
大（

定

煕

）

納
言
・
三
条
大（

公
広
）

納
言
・
日
野
大（

資

勝

）

納
言
・
六
条
中（

有
広
）

納
言
・
飛
鳥

井
中（

雅

庸

）

納
言
・
烏
丸
中（

光
広
）

納
言
・
広
橋
中（

総

光

）

納
言
・
冷
泉
中（

為

満

）

納
言
・
徳
大
寺
中（

実
久
）

納
言
・
西
園
寺

中（
公
益
）

納
言
・
今
出
川
中（

季
持
）

納
言
・
西
洞
院
宰

（
時
慶
）

相
・
日
野
宰

（
光
慶
）

相
・
兼

（
広
橋
）

賢
朝
臣

（
水
無
瀬
親
具
）

・
親
留
・
業

（
柳
原
）

光
朝
臣
・

時
（
西
洞
院
）

直
朝
臣
・
久

（
土
御
門
）

脩
朝
臣
・
予
・
永

（
高
倉
）

慶
朝
臣
・
定

（
花
山
院
）

好
朝
臣
・
雅

（
飛
鳥
井
）

胤
朝
臣
・
光

（
烏
丸
）

賢
・
康

（
堀
河
）

満
・

為
（
冷
泉
）

頼
・
孝

（
竹
内
）

治
・
泰

（
安
倍
）

重
・
言

（
山
科
）

総
等
也
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
八　

十
月
廿
四
日
、
天
晴
、
巳
刻
二
条
之
御
城
罷
出
、
御
目
見
へ
申
入
、
別
而
仕
合
之
御
諚
共
也
、

〔
言
緒
卿
記
〕

十
月
廿
五
日
甲
辰
、
天
晴
、
前
大
樹
へ
被
罷
出
之
衆
、
大
炊
御
門
大（

経

頼

）

納
言
・
日
野
入
道

大
納
言
・
六
条
中
納
言
・
飛
鳥
井
中
納
言
・
冷
泉
中
納
言
・
水
無
瀬
宰

（
氏
成
）

相
・
前

（
庭
田
重
定
）

宰
相
中
将
・
予
・

滋
野
井
中

（
冬
隆
）

将
・
花
山
院
中

（
定
好
）

将
・
神
祇
権（

種
忠
）

少
副
・
樋
口
侍

（
信
孝
）

従
・
舟
橋
大

（
秀
相
）

炊
・
此
外
地
下
無
之
、

廿
六
日
乙
巳
、
雨
、
前
大
樹
へ
被
参
衆
、
冷
泉
中
納
言
・
六
条
中
納
言
・
久
脩
朝
臣
・
予
等
也
、

廿
七
日
丙
午
、
天
晴
、
今
日
武
家
御
所
へ
被
出
仕
衆
、
飛
鳥
井
中
納
言
・
烏
丸
中
納
言
・

冷
泉
中
納
言
・
久
脩
朝
臣
・
予
・
雅
胤
朝
臣
等
也
、
日
野
入
道
・
水
無
瀬
入
道
モ
被
出
、

廿
八
日
丁
未
、
天
晴
、
武
家
御
所
へ
被
出
候
衆
、
花
山
院
大
納
言
・
六
条
中
納
言
・
飛

鳥
井
中
納
言
・
徳
大
寺
中
納
言
・
西
洞
院
宰
相
・
左
衛
門
佐
・
予
・
花
山
院
中
将
・
飛

鳥
井
少

（
雅
胤
）

将
等
也
、
従
禁
裏
、
前
大
樹
へ
御
太
刀
折
紙
薫
物
被
参
、
両
伝
奏
持
参
也
、
両

人
長
袴
也
、
院
参
仕
、
武
家
之
様
子
共
申
上
了
、
西
洞
院
宰
相
モ
伺
候
也
、

十
一
月
五
日
癸
丑
、
雨
、
前
大
樹
へ
罷
出
了
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
八　

十
月
廿
六
日
、
時
雨
、
二
条
御
城
へ
諸
家
之
御
礼
也
、
萩
原
左
兵
衛
両
人
之
御
礼
太
刀

折
紙
、

廿
七
日
、
天
晴
、
二
条
之
御
城
罷
出
、
始
而
瑛
侍
者
御
礼
申
サ
セ
、
杉
原
二
束
・
段
子

一
巻
御
礼
仕
合
也
、
予
召
連
罷
出
也
、
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〔
時
慶
卿
記
〕
四
十
二　

十
月
廿
八
日
、
天
晴
、
二
条
将
軍
家
見
廻
、
飛
中
同
心
出
、
次
兵
衛
殿
・
常
陸
殿
見
廻
、

57　

慶
長
十
九
年
十
月
二
十
六
日

織
田
信
雄
お
よ
び
五
山
の
僧
徒
、
二
条
城
で
家
康
に
御
礼
を
述
べ
る
。

〔
駿
府
記
〕

十
月
廿
六
日
、
織
田
常
真
御
対
面
、
是
先
年
関
ヶ
原
合
戦
以
来
御
牢
人
、
今
度
秀
頼
密

談
之
処
、
達
而
御
異
見
、
則
於
大
御
所
御
内
通
有
之
、
則
御
知
行
可
被
遣
旨
被
仰
出
、

〔
言
緒
卿
記
〕

十
月
廿
六
日
乙
巳
、
雨
、
今
日
織
田
常
心
大
樹
へ
御
礼
也
、
五
山
之
衆
五
十
人
ハ
カ
リ

御
礼
ア
リ
、

〔
本
光
国
師
日
記
〕
十
三

五
山
之
御
衆
御
目
見
之
義
、
昨
日
得
上
意
候
、
去
春
駿
府
へ
御
下
向
之
衆
、
其
外
ニ
ハ
、

勝
林
和
尚
・
大
統
和
尚
・
妙
智
和
尚
御
出
仕
尤
ニ
存
候
、
然
者
今
日
午
刻
以
前
、
二
条

之
御
殿
ニ
可
有
御
出
候
、
一
束
一
本
可
然
候
、
常
住
之
御
礼
是
又
同
前
ニ
候
、
為
其
急

度
令
申
候
、
恐
惶
―
―
、

　
　
　

十
月
廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

金
地
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
―

　
　
　
　
　
　

天
龍
寺

　
　
　
　
　
　

相
国
寺

　
　
　
　
　
　

建
仁
寺

　
　
　
　
　
　

東
福
寺

　
　
　
　
　
　

万
寿
寺

今
日
午
之
刻
以
前
ニ
各
被
仰
合
、
二
条
之
御
殿
へ
可
有
御
出
候
、
御
前
之
様
子
見
合
、

御
披
露
可
申
候
、
従
金
地
院
最
前
内
証
被
申
入
通
ニ
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　

十
月
廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
地
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

板
倉
伊
賀
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
―

　
　
　
　
　
　

五
山
惣
中

〔
鹿
苑
日
録
〕
二
十
四

十
月
廿
六
日
、
五
岳
之
衆
到
二
条
御
城
伸
礼
、
器
物
者
十
帖
一
本
也
、

58　

慶
長
十
九
年
十
月
二
十
六
日

京
極
高
知
の
子
高
政
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

十
月
廿
六
日
、
京
極
采
女
正
□

（
マ
ヽ
）

□
即
召
御
前
、
献
奈
良
柿
千
云
々
、

59　

慶
長
十
九
年
十
月
二
十
七
日

一
乗
院
尊
勢
・
喜
多
院
空
慶
・
宝
性
院
深
覚
・
片
桐
貞
隆
な
ど
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

十
月
廿
七
日
、
一（

尊
勢
）

乗
院
・
喜（

空
慶
）

多
院
出
御
前
、
宝（

深
覚
）

性
院
・
片
桐
主（

貞
隆
）

膳
正
御
目
見
、
石

イ
シ
コ河

伊
（
貞

豆政
）守

・

松
平
武
蔵
守
出
御
前
、
奥
之
間
被
召
、
大
坂
尼
崎
絵
図
軍
陣
之
様
子
令
仰
給
、

〔
駿
府
政
事
録
〕
三　

御
庫
本

十
月
廿
七
日
、
奈
良
一
乗
院
・
喜
多
院
出
御
前
、
宝
性
院
・
片
桐
主
膳
正
・
石
河
伊
豆

守
御
目
見
、
松
平
武
蔵
守
出
御
前
、
奥
之
間
被
召
、
大
坂
尼
崎
絵
図
軍
陣
之
様
子
令
仰
給
、

〔
言
緒
卿
記
〕

十
月
廿
七
日
丙
午
、
天
晴
、
今
日
武
家
御
所
へ
被
出
仕
衆
（
中
略
）
次
片
桐
主
膳
・
石

川
伊
豆
・
マ
イ
田
権
介
御
礼
申
了
、

〔
高
野
春
秋
〕
十
三　

十
月
廿
七
日
、
宝
性
院
深覚
、
於
二
条
御
城
、
遂
御
目
見
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
八

　

十
月
廿
七
日
、
天
晴
、
二
条
之
御
城
罷
出
、
始
而
瑛
侍
者
御
礼
申
サ
セ
、
杉
原
二
束
・
段

子
一
巻
御
礼
仕
合
也
、
予
召
連
罷
出
也
、

60　

慶
長
十
九
年
十
月
二
十
八
日

三
宝
院
義
演
・
大
乗
院
信
尊
・
本
願
寺
光
昭
な
ど
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
駿
府
記
〕
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十
月
廿
八
日
、
醍
醐
三

（

義

演

）

宝
院
・
奈
良
大

（

信

尊

）

乗
院
・
本
願
寺
門

（
光
昭
）

跡
・
妙
心
寺
鐵
山
長
老
・
大

徳
寺
松
岳
長
老
御
目
見
云
々
、

〔
言
緒
卿
記
〕

十
月
廿
八
日
丁
未
、
天
晴
、
武
家
御
所
へ
御
礼
ニ
三
宝
院
准
后
・
大
乗
院
・
本
願
寺
被
参
也
、

〔
義
演
准
后
日
記
〕

廿
八

（
十
月
）

日
、
晴
、
午
刻
将
軍
へ
御
礼
、
金
地
院
馳
走
、
御
馬
代
三
百
疋
・
太
刀
一
腰
進
上
、

上
京
宿
坊
ヨ
リ
、
早
朝
御
城
近
所
町
屋
借
相
待
、
従
左
右
出
仕
、
大
乗
院
同
道
、
其
次

ニ
本
願
寺
御
礼
也
、
諸
寺
礼
云
々
、
諸
門
跡
諸
家
未
無
御
礼
、

61　

慶
長
十
九
年
十
一
月
一
日

八
条
宮
智
仁
親
王
・
関
白
鷹
司
信
尚
・
前
関
白
二
条
昭
実
な
ど
、
二
条
城
で
家
康
に
御
礼
を

申
す
。

〔
駿
府
記
〕

十
一
月
朔
日
、
八
条
宮
智
仁
親
王
・
二
条
殿
昭
実
・
九
条
殿
忠
栄
・
妙

（
常
胤
法
親
王
）

法
院
宮
□
□
・
梶

（
常

井胤
法
親
王
）

宮
□
□
・
勧

（
寛
海
）

修
寺
宮
□
□
・
随

（
増
孝
大
僧
正
）

心
院
□
□
御
対
面
、
日
蓮
衆
上
人
廿
一
ヶ
寺
各
御

目
見
、

〔
時
慶
卿
記
〕
四
十
二

　

十
一
月
一
日
戊
酉
、
天
晴
、
暁
天
ハ
雨
也
、
行
水
祓
、
飛
鳥
井
へ
遣
人
、
二
条
へ
御
礼

ノ
義
也
、
唯
心
礼
ニ
行
、
鮭
一
尺
持
参
候
、
平
松
同
心
候
、
革
タ
ヒ
一
足
携
之
、
対
面

候
、
少
納
言
出
コ
ト
遅
々
故
、
両
人
計
遅
、
二
条
城
へ
出
候
、
乍
去
両
人
計
出
、
仕
合
能
、

大
沢
送
テ
被
出
候
、
龍
雲
ニ
逢
候
、
本
田
上
野
守

（
介
）ニ

逢
一
礼
、
又
宿
へ
モ
行
、
城
和

（
昌
茂
）

泉

宿
へ
音
信
候
処
ニ
、
早
陣
へ
出
ト
、
大
沢
宿
不
尋
当
シ
テ
帰
、
山
岡
主

（
景
以
）

計
尋
候
、
他
出
ト
、

後
預
礼
状
候
、

〔
言
緒
卿
記
〕

十
一
月
大
一
日
己
酉
、
天
晴
、
武
家
大
御
所
へ
御
礼
ニ
被
参
候
衆
、
西
園
寺
内

（
実
益
）

大
臣
・

日
野
入（

輝

資

）

道
大
納
言
・
唐
橋
大

（

兼

勝

）

納
言
・
花
山
院
大（

定
煕
）

納
言
・
三
条
大（

実
条
）

納
言
・
日
野
大（

資
勝
）

納
言
・
六

条
中（

有
広
）

納
言
・
飛
鳥
井
中（

雅
庸
）

納
言
・
烏
丸
中（

光
広
）

納
言
・
唐
橋
中（

総
光
）

納
言
・
徳
大
寺
中（

実
久
）

納
言
・
西
洞
院

宰
（
時
慶
）

相
・
日
野
宰

（
光
慶
）

相
・
親
留
水
無
瀬
入
道
・
兼

（
広
橋
）

賢
朝
臣
・
業

（
柳
原
）

光
朝
臣
・
時

（
西
洞
院
）

直
朝
臣
・
久

（
土
御
門
）

脩
朝
臣
・
予
・ 

永
（
高
倉
）

慶
朝
臣
・
雅

（
飛
鳥
井
）

胤
朝
臣
・
光

（
烏
丸
）

賢
・
孝

（
竹
内
）

治
・
信

（
樋
口
）

孝
等
也
、
武
家
大
御
所
へ
八
条
殿
式
部
卿
宮
・

二
条
准
后
・
九
条
前
関
白
御
礼
有
之
由
承
了
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕
四　

十
一
月
大
一
日
己
酉
、
晴
、
二
条
殿
・
九
条
殿
・
関

（
鷹
司
信
尚
）

白
殿
、
今
日
将
軍
大
御
所
亭
有
御
成
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
八

　

十
一
月
大
一
日
、
天
晴
、
御
城
へ
罷
出
□
□
□
テ
令
帰
院
也
、

62　

慶
長
十
九
年
十
一
月
四
日

右
大
臣
近
衛
信
尋
以
下
公
家
衆
百
余
人
、
二
条
城
で
家
康
に
御
礼
を
申
す
。

〔
駿
府
記
〕

十
一
月
四
日
、
今
日
南
殿
出
御
、
近（

信

尋

）

衛
殿
御
方
御
所
、
一（

兼

遐

）

条
殿
御
方
御
所
御
対
面
、
幷

諸
公
家
百
余
輩
御
礼
、
御
奏
者
大
沢
少
将
・
金
地
院
、
又
昵
近
公
家
衆
少
々
出
仕
可
有

之
旨
、
御
内
々
可
得
御
意
処
、
数
輩
出
仕
不
叶
御
意
、
召
本
多
上
野
介
・
板
倉
伊
賀
守

御
立
腹
云
々
、

〔
時
慶
卿
記
〕
四
十
二

　

四
日
、
天
晴
、
二
条
城
へ
公
家
衆
諸
礼
、
飛
中
父
子
同
心
候
、
堂
上
七
十
人
計
在
之
、
摂

家
ニ
ハ
陽
明
右
府
・
桃
花
坊
二
人
計
也
、
御
礼
様
子
ハ
太
刀
一
腰
計
也
、
肩
衣
袴
也
、
将

軍
ハ
筒
服
袴
也
、
当
番
ハ
内
々
外
様
之
内
、
一
人
ハ
予
代
時
直
、
内
々
ハ
菊
亭
・
庭
田

相
詰
故
、
礼
ニ
不
出
、
公
卿
衆
ハ
礼
シ
テ
其
侭
座
ニ
着
、
殿
上
人
ハ
其
侭
立
候
、
地
下

ノ
者
迄
礼
ア
リ
テ
、
惣
一
同
ニ
立
候
、
法
師
礼
可
在
之
処
、
早
将
軍
座
ヲ
被
立
、
入
御
也
、

陽
明
ハ
簀
子
迄
被
送
出
候
、

〔
言
緒
卿
記
〕

十
一
月
四
日
壬
子
、
天
晴
、
前
大
樹
へ
公
家
不
残
御
礼
ア
リ
、
太
刀
公
卿
ハ
披
殿

（
露
脱
ヵ
）

上
人

ハ
持
参
也
、
近
衛
右
大
臣
・
一
条
大
納
言
御
両
人
先
御
礼
ア
リ
、
大
沢
少
将
披
露
也
、

宰
相

（
義
利
）

殿
へ
一

（
水
無
瀬
）

斎
・
大
炊
大（

経
頼
）

納
言
・
六
条
中（

有
広
）

納
言
・
予
・
堀
川
少
将

（
康
胤
）

同
道
参
、
御
酒
ア
リ
、

右
之
衆
同
道
シ
、
少

（
頼
将
）

将
殿
へ
参
、
御
対
面
也
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕
四

　

十
一
月
四
日
壬
子
、
雨
降
、
将
軍
大
御
所
二
条
亭
、
諸
家
祗
候
申
御
礼
今
日
惣
礼
也
、

各
太
刀
持
参
、
予

罷
出
申
御
礼
太

刀

持
参
、

　

〇
こ
の
後
、
公
家
衆
僧
徒
等
、
屡
二
条
城
ニ
抵
り
、
家
康
に
謁
す
る
こ
と
あ
り
、
類
を
以



元離宮二条城編年史料　近世編

44

て
左
に
合
叙
す
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
八

　

十
一
月
九
日
、
天
晴
、
二
条
御
城
罷
出
、
乍
去
御
座
敷
依
無
御
出
座
、
令
帰
寺
了
、

十
二
日
、
天
晴
、
庚
申
、
二
条
之
御
城
へ
罷
出
、
御
目
覚
了
、

十
四
日
、
晴
、
二
条
御
城
罷
出
、
御
前
義
仕
合
能
、
令
退
出
畢
、

63　

慶
長
十
九
年
十
一
月
六
日

伊
予
松
山
城
主
加
藤
嘉
明
の
嫡
子
明
成
お
よ
び
毛
利
宗
瑞
（
輝
元
）
の
使
者
、
二
条
城
で
家

康
に
拝
謁
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

十
一
月
六
日
、
加
藤
式
部
少
輔
□

（
明
成
）

□
御
目
見
、
毛
利
宗
瑞
使
者
宍
戸
備
前
守
□
□
〇
毛
利

氏
四
代

実
録
考
証
論
に
よ
れ
ば
、
宍

戸
備
前
守
名
を
元
続
と
い
う
、
御
目
見
、
本
多
上
野
介
披
露
之
、

64　

慶
長
十
九
年
十
一
月
六
日

高
野
山
大
徳
院
宥
雅
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
高
野
春
秋
〕
十
三

　

慶
長
十
九
甲
寅
年
十
一
月
六
日
、
大
徳
院
高
野

聖
方
出
御
前
、
有
仏
法
之
御
雑
談
二
条
御

城
中
、

65　

慶
長
十
九
年
十
一
月
七
日

蜂
須
賀
至
鎮
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

十
一
月
七
日
、
蜂
須
賀
阿
波
守
出
御
前
、
早
々
上
洛
神
妙
之
由
、
直
被
仰
云
々
、

66　

慶
長
十
九
年
十
一
月
十
一
日

秀
忠
、
伏
見
か
ら
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
対
面
す
る
。
そ
の
後
伏
見
に
帰
る
。

〔
駿
府
記
〕

十
一
日
、
午
刻
将
軍
家
、
従
伏
見
、
渡
御
二
条
御
城
、
於
奥
御
座
間
御
対
面
、
今
度
大

坂
御
進
発
之
儀
、
将
軍
家
御
上
着
令
待
給
之
儀
忝
旨
被
仰
上
、
本
多
上
野
介
・
成
瀬
隼
人
・

安
藤
帯
刀
・
板
倉
伊
賀
守
・
酒
井
雅
楽
助
・
土
井
大
炊
助
・
安
藤
対
馬
守
召
御
前
、
被
仰
曰
、

明
後
十
三
日
可
有
御
進
発
旨
云
々
、
未
刻
将
軍
家
於
伏
見
還
御
、

〔
本
光
国
師
日
記
〕
十
四

将
軍
様
、
（
中
略
）
十
一
日
ニ
二
条
之
御
殿
へ
被
為
成
、
両
御
所
様
御
機
嫌
能
御
座
候
、

〔
時
慶
卿
記
〕
四
十
二

十
一
月
十
一
日
、
天
晴
、
伏
見
へ
早
天
ニ
時
直
ト
越
、
少
遅
々
ニ
テ
将
軍
ハ
早
御
出
ノ

コ
ト
ニ
テ
、
於
藤
森
南
山
ニ
テ
懸
御
目
、
仕
合
能
也
、
二
条
ノ
城
へ
前
将
軍
御
対
顔
ノ

為
ニ
御
出
京
ニ
テ
、
又
被
立
帰
ト
、　

南
光
坊
へ
尋
、
則
対
顔
候
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕
四

　

十
一
月
十
一
日
己
未
、
晴
、
今
日
将
軍
二
条
城
有
御
成
、
大
御
所
与
被
仰
合
事
有
之
云
々
、

晩
景
、
又
伏
見
有
御
下
向
云
々
、

〔
義
演
准
后
日
記
〕
二
十
六
、
有
馬
湯
治
記

十
一
月
十
一
日
、
将
軍
、
従
伏
見
城
、
京
城
へ
御
座
、
大
御
所
対
面
、

〔
当
代
記
〕
九

十
一
月
十
二
日
、
此
日
自
伏
見
、
将
軍
二
条
江
参

（
マ
マ
）

勤
シ
給
、
大
御
所
有
対
面
、
頓
而
伏

見
江
帰
御
、
〇
本
書
、
十
二
日

と
な
る
は
誤
れ
り
、

67　

慶
長
十
九
年
十
一
月
十
一
日

伊
達
政
宗
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
し
、
宇
治
に
赴
く
。

〔
駿
府
記
〕

十
一
月
十
一
日
、
申
刻
陸
奥
守
政
宗
御
目
見
、
此
度
将
軍
家
供
奉
先
陣
也
、

〔
伊
達
政
宗
記
録
事
蹟
考
記
〕
二
十

　

政
宗
君
江
戸
御
出
陣
以
下
之
事

十
一
日
、
午
刻
台
徳
院
様
御
入
洛
被
遊
、
於
二
条
御
城
、
権
現
様
江
御
対
面
、
政
宗
義
、

申
刻
権
現
様
江
御
目
見
仕
、
同
日
宇
治
江
罷
越
、
逗
留
仕
候
、
（
中
略
）

金
森
出
雲
守
殿
へ
之
御
書

　
　
　
　

猶
々
、
は
や
罷
出
候
間
、
早
々
申
入
候
、

節
々
御
音
書
忝
候
、
道
齋
参
候
処
、
種
々
御
懇
之
段
忝
候
、
我
等
も
早
速
懸
御
目
度

候
へ
共
、
不
任
心
中
候
、
然
者
公
方
様
、
唯
今
此
方
伏
見
江
御
通
之
事
も

（
候
ヵ
）、

拙
者
ハ

為
御
目
見
、
只
今
二
条
へ
参
事
候
、
将
軍
様
、
明
日
二
条
へ
御
成
之
事
ニ
候
間
、
依
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体
ニ
、
京
ニ
今
夜
者
逗
留
仕
、
公
方
様
致
御
供
、
重
而
二
条
之
御
城
へ
可
罷
出
由
存
候
、

万
々
期
後
音
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　

霜
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　

金　

雲
州
様
御
報
人
々
御
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

68　

慶
長
十
九
年
十
一
月
十
一
日

堺
の
今
井
宗
薫
・
宗
呑
父
子
、
大
坂
城
を
遁
れ
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

十
一
月
十
一
日
、
今
日
泉
州
堺
今
井
宗

（
兼
久
）

薫
・
同
子
宗

（
兼
隆
）

呑
出
御
前
、
依
大
坂
城
遁
出
也
云
々
、

69　

慶
長
十
九
年
十
一
月
十
二
日

上
杉
景
勝
・
佐
竹
義
宣
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

十
一
月
十
二
日
、
長
尾
景
勝
・
佐
竹
義
宣
御
目
見
、
将
軍
家
御
先
手
也
、

〔
本
光
国
師
日
記
〕
十
四

今
十
二
日
、
景
勝
な
と
二
条
之
御
殿
へ
出
仕
候
、
〇
上
下
略
、
十
一
月
十
二
日
附
、

細
川
忠
興
宛
、
崇
伝
書
状
案
、

70　

慶
長
十
九
年
十
一
月
十
二
日

徳
川
義
利
（
義
直
）
、
二
条
城
を
発
し
て
、
木
津
川
に
止
宿
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

十
一
月
十
二
日
、
尾
張
宰
相
殿
義
俊
二
条
御
進
発
、
木
津
川
辺
御
止
宿
、

71　

慶
長
十
九
年
十
一
月
十
三
日

秀
忠
の
使
者
土
井
利
勝
、
二
条
城
で
家
康
と
密
談
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

十
一
月
十
三
日
、
土
井
大
炊
助
、
自
将
軍
家
為
御
使
、
自
伏
見
参
、
出
御
前
、
暫
御
密

談
云
々
、

72　

慶
長
十
九
年
十
一
月
十
三
日

常
陸
の
新
庄
直
定
・
陸
奥
の
土
方
雄
重
・
下
野
の
細
川
興
元
な
ど
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁

す
る
。

〔
駿
府
記
〕

十
一
月
十
三
日
、
申
刻
出
御
南
殿
、
細
川
玄

（

興

元

）

蕃
頭
・
新
庄
越（

直

定

）

前
守
□

（
直
好
）

□
父
子
、
土
方
掃

（
雄

部重

）
助
其
外
諸
侍
御
目
見
、

73　

慶
長
十
九
年
十
一
月
十
四
日

本
多
正
信
、
江
戸
か
ら
京
都
に
着
き
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

十
一
月
十
四
日
、
今
日
従
江
戸
、
本
多
佐
渡
守
上
着
、
出
御
前
、
鶴
御
料
理
賜
之
、
今

朝
従
永
原
到
伏
見
、
従
夫
於
二
条
御
亭
参
上
之
由
申
上
云
々
、
又
申
云
、
関
東
奥
州
勢

後
陣
江
戸
品
河
可
有
之
旨
申
上
云
々
、

〔
慈
性
日
記
〕

慶
長
十
九
年
十
一
月
十
四
日
、
二
条
城
へ
御
礼
ニ
出
候
、

74　

慶
長
十
九
年
十
一
月
十
五
日

家
康
、
二
条
城
を
発
し
、
大
坂
に
向
か
う
。

〔
駿
府
記
〕

　

十
一
月
十
五
日
、
卯
刻
大
御
所
二
条
城
御
動
座
、
未
刻
木
津
着
御
、
（
後
略
）

〔
大
坂
冬
陣
記
〕
〇
羅
山
別
集
所
収

　

慶
長
十
九
年
甲
寅
十
一
月
十
五
日
、
辰
刻
大
御
所
出
御
二
条
城
、
御
籃
輿
、
路
次
過
伏
見

　

木
幡
、
（
後
略
）

〔
当
代
記
〕
九　

　

十
一
月
十
五
日
癸
亥
、
大
御
所
自
京
都
、
将
軍
自
伏
見
出
馬
給
、

〔
時
慶
卿
記
〕
四

　

十
一
十
五
日
、
天
晴
、
陣
替
、
二
条
城
ヨ
リ
至
木
津
ト
、
後
聞
、
奈
良
中
坊
本
陣
ト
、
木

　

津
ニ
テ
ハ
無
之
、

〔
言
緒
卿
記
〕

十
一
月
十
五
日
癸
亥
、
天
晴
、
武
家
大
御
所
、
若
御
所
御
動
座
也
、
二
条
之
御
所
へ
参
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ミ
タ
テ
申
衆
大
炊
御
門
大（

経
頼
）

納
言
・
六
条
中（

有

広

）

納
言
・
冷
泉
中（

為
満
）

納
言
・
水
無
瀬
一

（
氏
成
）

斎
・
土
御

門
左（

泰

重

）

衛
門
佐
・
予
等
也
、
軈
而
御
帰
陣
可
被
成
之
由
申
入
了
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕
四　

十
一
月
十
五
日
癸
亥
、
晴
、
将
軍
大
御
所
自
二
条
城
有
御
陣
替
、
又
江
戸
之
将
軍
、
自

伏
見
城
平
田
迄
御
陣
替
有
之
云
々
、

〔
春
日
社
司
祐
範
記
〕
慶
長
十
九
年
甲
寅
記
○
大
和　

十
一
月
十
五
日
、
駿
河
大
御
所
様
家
康

公
、
従
京
都
木
津
御
着
陣
、
両
御
門
跡
様
・
寺
門
社
家
、

幷
伶
人
禰
宜
御
迎
ニ
参
向
了
、
河
原
ニ
テ
御
参
合
、
御
礼
有
之
、
（
後
略
）

〔
諸
牒
余
録
〕
本
多
中
務
大
輔
二

（
前
略
）
然
者
両
御
所
様
、
明
十
五
日
、
爰
元
御
出
陣
ニ
御
座
候
、
其
元
相
替
儀
無
御
座

候
由
、
示
預
之
通
可
申
上
候
、
猶
追
々
御
注
進
可
被
成
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
多
上
野
介

　
　

十
一
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　

書
判

　
　
　
　
　
　

本
多
美（

忠
政
）

濃
守
様

〔
慈
性
日
記
〕

　

慶
長
十
九
年
十
一
月
十
五
日
、
早
天
ニ
大
仏
へ
大
御
所
様
御
陣
立
見
物
ニ
参
候
、

75　

慶
長
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日

家
康
、
本
多
正
純
・
成
瀬
正
成
・
安
藤
直
次
を
茶
臼
山
に
留
め
、
二
条
城
に
凱
旋
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

十
二
月
廿
五
日
、
辰
刻
大
御
所
御
帰
陣
、
茶
臼
山
出
御
、
申
刻
入
御
二
条
城
、
板
倉
伊

賀
守
〇
大
坂
冬
陣
記
に
こ
こ
に
「
出
御
門
」
の
三
字
あ
り
奉
迎
之
、
大
坂
城
破
平
之
間
、
将
軍
家
・

宰
相
殿
・
中
将
殿
御
在
陣
、
本
多
上
野
介
・
成
瀬
隼
人
・
安
藤
帯
刀
、
同
留
茶
臼
山
、

〔
時
慶
卿
記
〕
四
十
二　

十
二
月
廿
五
日
、
天
晴
、
大
樹
帰
陣
、
二
条
城
へ
被
入
、
若
将
軍
ハ
未
大
坂
ニ
逗
留
ト
、

飛
鳥
・
華
山
雖
誘
引
不
出
、
両
人
モ
迎
シ
テ
早
城
へ
入
テ
不
目
見
ト
、　

方
々
へ
遣
使
者
、

帰
陣
珍
重
申
候
、
川

（
川
勝
信
濃

信
・

守
広
勝
）

藤
（
永
長
）
懸
三
蔵
等
、
又
唯
心
ヘ
モ
申
候
処
、
唯
心
ハ
参
ト
、

〔
言
緒
卿
記
〕

十
二
月
廿
五
日
癸
卯
、
天
晴
、
武
家
大
御
所
大
坂
秀
頼
公
ト
和
穆
シ
、
今
日
御
帰
陣
、

二
条
御
城
へ
被
成
御
着
了
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕
四　

十
二
月
廿
五
日
癸
卯
、
晴
、
大
坂
城
之
中
、
秀
頼
公
与
将
軍
御
和
談
有
之
、
大
御
所
御
上
洛
、

二
条
城
有
御
帰
陣
、
唐
橋
民（

在

通

）

部
少
輔
、
御
供
帰
京
也
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
八　

十
二
月
廿
五
日
、
天
晴
、
前
将
軍
家
康
公
御
城
へ
御
出
也
、

76　

慶
長
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

公
家
衆
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
言
緒
卿
記
〕

十
二
月
廿
六
日
甲
辰
、
天
晴
、
今
日
二
条
御
城
へ
被
出
輩
、
大
炊
御
門
大（

経

頼

）

納
言
・
日
野

入（

輝

資

）

道
大
納
言
・
広
橋
大（

兼

勝

）

納
言
・
花
山
院
大（

定

煕

）

納
言
・
三
条
大（

実
条
）

納
言
・
日
野
大（

資

勝

）

納
言
・
六
条

中（

有

広

）

納
言
・
飛
鳥
井
中（

雅

庸

）

納
言
・
烏
丸
中（

光

広

）

納
言
・
広
橋
中（

総

光

）

納
言
・
冷
泉
中（

為
満
）

納
言
・
水
無
瀬

宰
（
氏
成
）

相
・
水
無
瀬
入

（
親
具
ヵ
）

道
・
土
御
門
左（

久

脩

）

衛
門
佐
・
予
・
花
山
院
少
将

（
忠
長
）・

飛
鳥
井
少
将

（
雅
胤
）・

孝
（
竹

治内
）等

也
、

77　

慶
長
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

片
桐
且
元
・
板
倉
勝
重
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

十
二
月
廿
六
日
、
今
夕
片
桐
市
正
出
御
前
、
板
倉
伊
賀
守
伺
候
、
暫
御
雑
談
、
廓
山
上

人
出
御
前
、
暫
有
仏
法
御
雑
談
云
々
、

廿
七
日
、
金
地
院
・
黒
谷
清
林
出
御
前
、　

片
桐
市
正
出
御
前
、
将
軍
家
於
岡
山
御
越
年
、

然
者
可
罷
下
之
由
、
以
板
倉
伊
賀
守
申
之
、

78　

慶
長
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日

秀
忠
、
土
井
利
勝
を
二
条
城
に
遣
し
、
大
坂
城
堀
櫓
な
ど
の
破
壊
を
言
上
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

十
二
月
廿
七
日
、
今
夕
自
将
軍
家
土
井
大
炊
助
、
自
岡
山
参
二
条
城
、
出
御
前
、
捴
堀

櫓
壊
平
之
由
言
上
、
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79　

慶
長
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日

神
龍
院
梵
舜
、
二
条
城
で
抄
を
家
康
に
献
じ
る
。

〔
梵
舜
日
記
〕

十
二
月
廿
七
日
、
予
御
城
へ
罷
出
、
三
光
双
覧
抄
予
先
年
書
写
之
本
、
令
進
上
罷
出
処
、

無
出
御
、
伝
長
老
へ
預
申
置
、

80　

慶
長
十
九
年
十
二
月
二
十
九
日

伝
奏
広
橋
兼
勝
・
三
条
西
実
条
、
二
条
城
で
禁
中
儀
式
な
ど
七
か
条
を
家
康
に
示
す
。

〔
駿
府
記
〕

十
二
月
廿
九
日
、
伝
長
老
・
南
光
坊
僧
正
出
御
前
、
信

（
烏
丸
本
願
寺
光
従
）

乗
院
御
目
見
、
知（

良

純

）

恩
院
八
宮
・

大（

空

性

）

覚
寺
御
門
跡
・
一

（

尊

勢

）

乗
院
・
広
橋
大
納
言
・
三
条
大
納
言
御
対
面
、
捧
目
録
七
ヶ
条
、
正

月
節
会
事
、
白
馬
節
会
事
、
踏
歌
事
、
官
位
之
事
、
准
后
親
王
位
階
事
以
下
云
々
、
仰
曰
、

是
無
其
古
今
異
同
之
分
、
考
律
令
格
式
、
自
駿
府
可
被
仰
越
之
由
被
仰
出
、
今
夕
御
祝

儀
如
例
、
伊
丹
喜
之
助
自
岡
山
来
、
兵
粮
扶
持
之
儀
被
仰
付
、

〔
時
慶
卿
記
〕
四
十
二　

十
二
月
廿
九
日
、
天
晴
、
二
条
城
へ
、
伝
奏
衆
其
外
殿
上
常
ニ
被
参
候
衆
出
仕
ト
、
前

将
軍
御
対
面
ト
、
大
覚
寺
殿
・
知
恩
院
八
宮
等
礼
ア
リ
ト
、

81　

元
和
元
年
一
月
一
日

豊
臣
秀
頼
、
二
条
城
に
使
者
を
遣
し
、
家
康
に
歳
首
を
賀
す
る
。

〔
浅
野
考
譜
〕
三

慶
長
二

（
二
十
ヵ
）

乙
卯
年
正
月
元
日
、
戸
田
帯
刀
ニ
頼
ミ
、
年
始
の
御
礼
被
申
上
、
将
軍
秀
忠

公
者
、
未
岡
山
に
御
在
陣
故
、
陣
羽
織
を
着
て
奏
者
あ
り
、
東
照
宮
者
、
京
都
二
条
に

御
在
城
故
、
麻
上
下
着
用
な
り
、

〔
鹿
苑
日
録
〕

慶
長
二
十
年
乙卯

正
月
二
日
、
当
院
勤
行
斎
了
、
詣
二
条
城
、
伸
歳
首
之
礼
、
一
寺
常
住
之

衆
具
威
儀
也
、

82　

元
和
元
年
一
月
二
日

勅
使
及
び
院
使
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
歳
首
を
賀
す
る
。

〔
言
緒
卿
記
〕
同
日
条

正
月
二
日
己
酉
、
天
晴
、
武
家
大
御
所
へ
参
ル
、
従
禁
中
両
伝
奏
被
参
、
御
礼
ア
リ
、

其
以
後
ニ
冷
泉
中

（

為

満

）

納
言
、
久

（
土
御
門
）

脩
朝
臣
、
予
、
為

（
冷
泉
）

頼
、
泰

（
土
御
門
）

重
等
也
、
仙
洞
ヨ
リ
、
武
家
大

御
所
へ
年
頭
之
御
礼
ア
リ
、
予
披
露
申
、
御
使
ハ
秋
篠
大
弼
木
工
頭
也
、
御
馬
太
刀
也
、

次
三
級
・
桜
町
図
書
・
花
園
雅
楽
頭
御
礼
被
申
了
、

〔
泰
重
卿
記
〕
同
日
条

正
月
二
日
、
大
樹
二
条
御
城
御
座
候
也
、
昵
近
衆
御
礼
、
予
父
子
御
礼
申
畢
、

83　

元
和
元
年
一
月
三
日

家
康
、
駿
府
へ
帰
る
た
め
、
二
条
城
を
出
発
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

三
日

（
正
月
）

、
午
刻
二
条
御
所
出
御
、
申
刻
到
膳
所
着
御
、
城
主
戸
田
左

（
氏
鉄
）

門
、
善
尽
美
尽
云
々
、

〔
言
緒
卿
記
〕

正
月
三
日
庚
戌
、
天
晴
、
武
家
大
御
所
様
駿
府
御
下
向
、
御
暇
乞
ニ
被
参
輩
、
大
炊
御

門
大（

経

頼

）

納
言
・
日
野
入（

輝

資

）

道
大
納
言
・
花
山
院
大（

定
熈
）

納
言
・
日
野
大（

資

勝

）

納
言
・
六
条
中（

有
広
）

納
言
・
飛

鳥
井
中（

雅
庸
）

納
言
・
烏
丸
中（

光
広
）

納
言
・
冷
泉
中（

為
満
）

納
言
・
水
無
瀬
入

（
親
留
）

道
・
久

（
土
御
門
）

脩
朝
臣
・
予
・
光

（
烏

賢丸
）・

為
（
冷
泉
）

頼
・
孝

（
竹
内
）

治
等
也
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕
四

　

正
月
三
日
庚
戌
、
晴
、
参
二
条
殿
、
駿
河
大
御
所
、
自
二
条
亭
、
今
日
昼
還
御
、
御
鷹
野

　

之
由
也
、

〔
元
寛
日
記
〕
一

正
月
二
日
、
天
晴
、
昼
過
家
康
公
二
条
御
発
輿
、
膳
所
御
止
宿
、

84　

元
和
元
年
一
月
二
十
四
日

秀
忠
、
伏
見
よ
り
二
条
城
に
入
る
。

〔
泰
重
卿
記
〕

正
月
廿
四
日
、
晴
天
、
将
軍
秀
忠
公
、
従
伏
見
二
条
城
へ
御
成
也
、
公
家
衆
御
迎
、
家

君
御
迎
也
、
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〔
梵
舜
日
記
〕

正
月
廿
四
日
、
辛
未
、
天
晴
、
江
戸
将
軍
至
二
条
御
城
御
成
、

〔
駿
府
記
〕

正
月
廿
六
日
、
京
都
板
倉
伊
賀
守
飛
脚
到
来
申
云
、
去
廿
四
日
未
刻
従
伏
見
到
二
条
城
、

将
軍
家
入
御
云
々
、
同
日
御
参
内
之
由
云
々
、（
中
略
）
廿
八
日
、
京
都
二
条
御
所
御
動
座
、

御
止
宿
膳
所
云
々
、

〔
慶
長
見
聞
書
〕
五

正
月
廿
四
日
、
将
軍
家
二
条
之
御
城
江
被
成
御
座
候
、

85　

元
和
元
年
一
月
二
十
五
日

五
山
の
僧
、
二
条
城
に
至
り
、
秀
忠
に
歳
首
を
賀
す
る
。

〔
鹿
苑
日
録
〕
二
十
四

　

廿
五
日
、
斎
了
、
赴
二
条
御
城
、
愚
拙
当
住
伸
相
国
礼
、
々
衆
繁
多
故
、
金
地
曰
、
可
略

　

当
院
之
礼
云
々
、
自
余
当
住
亦
略
私
礼
也
、

〔
本
光
国
師
日
記
〕
十
五

　

公
方
様
へ
年
頭
之
御
礼
之
儀
、
板
倉
伊
賀
守
殿
令
双
談
、
得
上
意
候
処
、
則
可
被
成
御
対

　

面
旨
被
仰
出
候
条
、
明
廿
五
日
四
時
以
前
、
二
条
之
御
殿
へ
、
各
可
有
御
出
仕
候
、
去
夏

　

駿
府
江
戸
へ
御
参
上
之
衆
も
、
御
目
見
可
然
候
、
為
御
心
得
申
入
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　

正
月
廿
四
日　
　
　
　
　
　
　
　

金
地
院
―
―

　
　
　
　
　
　
　

五
岳
御
役
者
中

　
86　

元
和
元
年
一
月
二
十
七
日

親
王
・
公
家
衆
・
門
跡
以
下
、
二
条
城
に
至
り
、
和
議
の
成
立
を
秀
忠
に
賀
す
る
。

〔
義
演
准
后
日
記
〕
十
九

　

廿
七
日
、
晴
、
惣
参
賀
群
集
、
御
礼
次
第
、
准
后
与
親
王
前
後
、
従
先
年
未
究
、

〔
中
院
通
村
日
記
〕
一

　

正
月
廿
七
日
、
陰
、
雨
雪
不
降
、
今
日
将
軍
家
諸
礼
也
、
仍
未
明
退
朝
（
中
略
）
向
二
条

　

之
城
、
未
下
刻
許
、
諸
家
礼
相
済
、

〔
言
緒
卿
記
〕

　

正
月
廿
七
日
、
甲
戌
、
天
晴
、
二
条
御
所
へ
、
公
家
門
跡
御
礼
ア
リ
、
各
き
ぬ
直
垂
ヲ
着
ス
、

〔
泰
重
卿
記
〕
一

　

正
月
廿
七
日
、
大
臣
摂
家
門
跡
諸
公
家
御
礼
、
二
条
御
城
ニ
テ
、
皆
絹
直
垂
也
、
予
用
意

　

出
来
不
申
候
、
狩
衣
に
て
無
念
也
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕
四

正
月
廿
七
日
甲
戌
、
晴
、
今
日
将
軍
二
条
亭
公
家
衆
被
申
御
礼
、
各
太
刀
持
参
、

〔
梵
舜
日
記
〕

正
月
廿
七
日
甲
戌
、
天
晴
、
早
朝
、
二
条
之
御
城
罷
出
、
諸
家
之
御
礼
、

87　

元
和
元
年
一
月
二
十
八
日

秀
忠
、
江
戸
に
帰
る
た
め
、
二
条
城
を
出
発
す
る
。

〔
言
緒
卿
記
〕

正
月
廿
八
日
乙
亥
、
天
晴
、
大
樹
御
下
向
、
二
条
へ
両
伝
奏
・
六
条
中（

有

広

）

納
言
・
冷
泉 

　

中（
為
満
）

納
言
・
予
五
人
参
ル
、
無
用
之
由
也
、
御
礼
六
ケ
敷
之
由
ニ
而
罷
帰
了
、

〔
駿
府
記
〕

去
廿
八
日
、
京
都
二
条
御
所
御
動
座
、
御
止
宿
于
膳
所
云
々
、

88　

元
和
元
年
四
月
十
八
日

家
康
、
京
都
に
到
着
し
、
二
条
城
に
入
る
。

〔
駿
府
記
〕

四
月
十
八
日
（
中
略
）
未
刻
渡
御
二
条
城
、

〔
泰
重
卿
記
〕
一

十
八
日
、
小
雨
洒
、
今
日
大
樹
前
将
軍
御
上
洛
、
二
条
城
ニ
御
着
也
、

〔
義
演
准
后
日
記
〕
十
九

十
八
日
、
大
御
所
上
洛
、
京
城
へ
御
着
云
々
、

89　

元
和
元
年
四
月
二
十
二
日

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
と
密
議
す
る
。

〔
駿
府
記
〕
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四
月
廿
二
日
、
将
軍
家
従
伏
見
、
為
御
対
面
渡
御
二
条
城
、
御
密
談
移
刻
、
本
多
佐
渡
守
、

土
井
大
炊
助
、
本
多
上
野
介
候
御
前
、
幕
府
申
刻
還
御
伏
見
城
云
々
、

〔
言
緒
卿
記
〕

四
月
廿
二
日
戊
戌
、
天
晴
、
江
戸
大
樹
、
前
将
軍
二
条
御
所
へ
御
出
也
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕
四

　

四
月
廿
三
日
己
亥
、
晴
、
将
軍
自
伏
見
、
令
入
二
条
城
大
御
所
亭
給
、
大
坂
之
事
被
仰
談

　

之
由
有
風
聞
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
九

四
月
廿
二
日
戊
戌
、
天
晴
、
江
戸
将
軍
二
条
之
御
城
御
成
之
由
也
、

90　

元
和
元
年
四
月
二
十
三
日

公
家
衆
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
言
緒
卿
記
〕

四
月
十
九
日
乙
未
、
天
晴
、
二
条
城
大
御
所
へ
罷
出
了
、

廿
日
丙
申
、
晴
又
雨
、
前
将
軍
様
へ
参
了
、

廿
一
日
丁
丙
、
天
晴
又
小
雨
、
前
将
軍
へ
参
了
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
九

四
月
十
九
日
乙
未
、
天
晴
、
御
城
為
御
目
見
罷
出
、
依
無
御
出
座
、
各
退
出
了
、

廿
日
丙
申
、
陰
、
御
城
へ
罷
出
、
今
日
モ
無
御
出
座
也
、

廿
一
日
丁
酉
、
天
晴
、
二
条
之
御
城
へ
罷
出
、
今
日
モ
無
御
出
座
故
、
令
退
出
也
、

廿
三
日
己
亥
、
天
晴
、
二
条
御
城
へ
罷
出
、
及
御
目
見
也
、

91　

元
和
元
年
四
月
二
十
五
日

秀
忠
、
土
井
利
勝
・
安
藤
重
信
を
二
条
城
に
遣
し
、
家
康
と
密
談
さ
せ
る
。

〔
駿
府
記
〕

　

四
月
廿
五
日
、
自
幕
下
為
御
使
土
井
大
炊
助
、
安
藤
対
馬
守
参
候
二
条
城
、
則
出
御
前
、

　

御
密
談
移
刻
、
明
日
幕
府
可
有
渡
御
二
条
城
旨
被
仰
渡
、
両
使
于
伏
見
帰
参
云
々
、

92　

元
和
元
年
四
月
二
十
六
日

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

四
月
廿
六
日
、
巳
刻
自
伏
見
将
軍
家
渡
御
二
条
城
、
有
対
面
、
明
後
廿
八
日
、
両
御
所

可
有
御
出
馬
旨
被
仰
出
云
々
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
九

四
月
廿
六
日
壬
寅
、
天
晴
、
（
中
略
）
次
二
条
之
御
城
へ
罷
出
、
江
戸
将
軍
・
上
総
殿
・

宰
相
殿
・
少
将
殿
御
兄
弟
御
出
也
、
次
大
御
所
様
へ
及
御
目
見
、

93　

元
和
元
年
四
月
二
十
九
日

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
と
密
談
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

　

四
月
廿
九
日
、
幕
下
従
伏
見
渡
御
二
条
城
、
御
密
談
移
刻
、
来
三
日
、
幕
下
御
進
発
之
旨　

　

被
仰
出
、

94　

元
和
元
年
五
月
五
日

家
康
、
二
条
城
を
出
発
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

五
月
五
日
、
天
晴
、
巳
刻
大
御
所
二
条
御
所
御
動
座
、
供
奉
士
不
可
勝
計
、

〔
本
光
国
師
日
記
〕
十
七

五
月
五
日
、
大
御
所
様
二
条
御
立
候
而
、
同
日
河
内
星
田
へ
御
着
、

〔
泰
重
卿
記
〕
一

五
月
五
日
、
晴
天
、
大
樹
御
父
子
、
大
坂
表
へ
出
陣
也
、
家
君
其
外
公
家
衆
見
立
、
二

条
ま
て
致
祗
候
候
也
、

95　

元
和
元
年
五
月
八
日

家
康
、
二
条
城
に
凱
旋
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

五
月
八
日
、
申
刻
、
大
御
所
茶
臼
山
出
御
、
京
都
御
帰
陣
、
戌
刻
二
条
御
所
着
御
云
々
、

〔
泰
重
卿
記
〕
一
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五
月
九
日
、
晴
天
、
昨
夜
大
御
所
様
従
大
坂
御
帰
陣
（
中
略
）
秀
頼
公
八
日
御
腹
御
切
候
由
、

毎
人
皆
無
不
哀
傷
候
、
家
君
二
条
御
城
大
御
所
為
見
廻
御
出
候
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕
四

五
月
八
日
甲
寅
、
晴
、
入
夜
将
軍
大
御
所
有
御
上
洛
、
令
着
二
条
城
亭
給
、
天
下
泰
平
之
基
、

人
々
令
安
堵
者
也
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
九

五
月
八
日
甲
寅
、
天
晴
、
駿
河
之
大
御
所
様
夜
半
過
ニ
、
京
都
二
条
之
御
城
還
御
也
、

96　

元
和
元
年
五
月
八
日

家
康
、
鍋
島
勝
茂
を
二
条
城
で
引
見
す
る
。

〔
鍋
島
勝
茂
譜
考
補
〕

五
月
八
日
（
中
略
）
即
御
上
京
被
成
、
二
条
ノ
御
城
御
目
見
、

97　

元
和
元
年
五
月
十
一
日

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
と
密
談
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

　

五
月
十
一
日
、
午
刻
将
軍
家
自
伏
見
渡
御
二
条
御
所
、
御
密
談
移
刻
、
申
刻
還
御
伏
見
云
々
、

98　

元
和
元
年
五
月
十
三
日

神
龍
院
梵
舜
、
二
条
城
の
家
康
に
伺
候
す
る
。

〔
梵
舜
日
記
〕
十
九

五
月
十
三
日
己
未
、
雨
降
、
二
条
之
城
へ
法
中
衆
ノ
御
礼
也
、

99　

元
和
元
年
五
月
十
四
日

幕
府
、
大
坂
の
残
党
水
原
石
見
守
の
首
を
二
条
城
西
門
前
に
曝
す
。

〔
駿
府
記
〕

自
方
々
落
人
首
六
百
余
持
来
、
今
日
大
坂
町
奉
行
水
原
石
見
守
、
二
条
御
所
近
辺
忍
居

之
由
、
依
有
訴
人
、
則
藤
堂
和
泉
守
被
遣
討
手
所
、
石
見
守
致
覚
悟
相
戦
、
寄
手
三
人

切
臥
戦
死
、
則
石
見
守
頸
西
御
門
前
晒
之
云
々
、

100　

元
和
元
年
五
月
十
五
日

公
家
衆
・
門
跡
等
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
義
演
准
后
日
記
〕
十
九

五
月
十
五
日
、
早
朝
二
条
御
城
へ
罷
向
、
先
神
泉
薗
坊
ニ
立
寄
、
相
待
左
右
了
、
早
々

可
参
賀
由
注
進
、
仍
罷
向
、
先
御
室
大
覚
寺
御
礼
、
御
退
出
、
次
妙
法
院
宮
、
同
御
付

弟
宮
堂
形
、
次
梶
井
宮
、
次
予
、
次
一
乗
院
、
堂
付
弟
十
宮
親王
御
礼
、
次
論
義
被
始
之
、

天
台
宗
論
題
、
現
世
安
穏
後
生
善
所
法
花
要
文
也
、
数
刻
聴
聞
、
精
義
南
光
坊
、
聴
衆

公
家
衆
其
外
出
家
在
家
数
多
、
退
出
已
後
、
暫
休
息
、
帰
寺
畢
、

101　

元
和
元
年
五
月
十
八
日

秀
忠
及
び
公
家
衆
・
門
跡
・
大
名
等
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
義
演
准
后
日
記
〕
十
九

五
月
十
八
日
、
晴
、
辰
刻
出
洛
、
直
神
泉
薗
罷
向
テ
、
着
装
束
、
城
へ
罷
向
、
将
軍
伏

見
ヨ
リ
渡
御
、
数
刻
御
内
儀
ニ
テ
御
振
舞
了
、
已
後
大
御
所
出
御
、
先
竹
内
宮
、
大
乗
院
、

勧
修
寺
門
跡
御
礼
、
先
度
ノ
御
礼
仁
被
洩
衆
也
、
已
後
妙
門
、
梨
門
、
予
参
上
、
上
段
ニ
着
、

于
時
長
老
出
テ
窺
上
意
云
、
将
軍
ノ
御
方
御
カ
ケ
ニ
テ
可
有
御
聴
聞
カ
ト
申
、
是
ヘ
御

出
可
有
由
仰
、
仍
将
軍
御
出
、
各
御
礼
申
畢
、
論
義
衆
始
之
、
問
者
興
福
寺
喜
多
院
、

講
師
東
大
寺
不
動
院
、
数
刻
問
題
、
当
時
両
人
共
ニ
学
生
也
、
因
明
ノ
論
義
也
、
堂
上

衆
数
多
祗
候
、
大
名
ニ
ハ
伊
達
侍
正

（
従
脱
カ
）

宗
等
也
、

〔
伊
達
政
宗
記
録
事
蹟
考
記
〕
二
十
一

五
月
十
八
日
、
午
刻
政
宗
義
、
二
条
江
登
城
仕
、
押
付
致
下
宿
候
、

102　

元
和
元
年
五
月
十
九
日

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
と
対
談
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

五
月
十
九
日
、
将
軍
家
従
伏
見
渡
御
二
条
御
所
、
大
御
所
近
日
可
有
還
御
駿
府
旨
、
将

軍
家
被
仰
曰
、
八
月
迄
有
御
滞
留
、
万
事
御
仕
置
等
御
談
話
被
成
度
旨
、
強
而
被
仰
上
、

依
之
大
御
所
八
月
迄
可
有
御
在
京
之
趣
被
仰
云
々
、
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103　

元
和
元
年
五
月
二
十
一
日

家
康
、
二
条
城
で
真
言
の
論
議
を
聞
く
。

〔
義
演
准
后
日
記
〕
十
九

五
月
廿
一
日
、
晴
、
出
京
、
真
言
論
義
於
二
条
城
在
之
、
為
聴
聞
参
、
論
題
西
方
非
西

方
新

儀

智
積
院
于
時
予
ニ
御
尋
、
行
者
本
尊
ニ
ム
カ
ハ
ネ
ハ
、
本
尊
行
者
ニ
向
フ
ト
云
儀
也
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕
四

五
月
廿
一
日
丁
卯
、
晴
、
予
・
忠
利
参
二
条
殿
之
処
、
三
宝
院
殿
有
御
成
、
只
今
自
将

軍
大
御
所
亭
、
還
御
云
々
、
今
日
於
二
条
亭
真
言
衆
論
義
有
之
由
、
有
御
雑
談
、

104　

元
和
元
年
五
月
二
十
三
日

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

　

五
月
廿
三
日
、
従
伏
見
将
軍
家
二
条
御
所
着
御
、
御
密
談
移
刻
、
午
刻
幕
下
還
御
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
九

五
月
廿
三
日
己
巳
、
天
晴
、
江
戸
将
軍
二
条
之
御
城
へ
御
成
之
由
也
、

〔
慈
性
日
記
〕

　

五
月
廿
三
日
、
二
条
御
城
ニ
而
天
台
宗
ノ
論
義
、
両
御
所
様
御
聴
聞
、
四
味
ヲ
不
経
、
直　

　

法
花
ノ
成
仏
有
歟
、
論
義
正
覚
院
・
南
光
坊
・
恵
心
院
・
薬
樹
院
・
竹
林
坊
・
法
輪
寺
・

　

日
増
院
・
恵
光
坊
・
東
光
坊
・
法三

井
ノ泉

院
・
相
樹
坊
・
三
昧
院
・
門
主
、

105　

元
和
元
年
五
月
二
十
四
日

神
龍
院
梵
舜
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
梵
舜
日
記
〕
十
九

五
月
廿
四
日
庚
午
、
天
晴
、
二
条
御
城
へ
罷
出
、
御
前
義
一
段
仕
合
ニ
テ
令
退
出
、

106　

元
和
元
年
五
月
二
十
六
日

神
龍
院
梵
舜
、
二
条
城
に
至
リ
、
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
梵
舜
日
記
〕
十
九

廿
六
日
壬
申
、
天
晴
、
二
条
之
御
城
へ
罷
出
、
御
前
仕
合
、
社
家
神
主
社
務
已
下
之
事
、

御
尋
也
、
公
家
其
外
諸
侍
已
下
出
座
、
歴
々
義
也
、
次
晩
吉
田
へ
罷
帰
也
、

107　

元
和
元
年
六
月
一
日

公
家
衆
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
泰
重
卿
記
〕
一

六
月
一
日
、
雨
天
、
四
時
分
晴
、
二
条
伏
見
両
大
樹
へ
、
予
父
子
御
礼
申
畢
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
九

六
月
大
一
日
丙
子
、
予
二
条
之
御
城
へ
罷
出
、

〔
言
緒
卿
記
〕

七
日
壬
午
、
天
晴
、
二
条
御
所
前
大
樹
へ
参
了
、

108　

元
和
元
年
六
月
二
日

秀
忠
、
二
条
城
に
至
る
。
ま
た
二
条
城
で
天
台
宗
の
論
議
が
あ
る
。

〔
義
演
准
后
日
記
〕
十
九

　

六
月
二
日
、
晴
、
於
二
条
御
城
論
議
、
天
台
宗
参
勤
、
為
聴
聞
出
京
、
将
軍
従
伏
見
御
成

　

ニ
付
不
参
、
今
夕
帰
寺
、

〔
本
光
国
師
日
記
〕
十
七　

（
六
月
一
日
の
書
状
案
）

明
日
二
条
へ
可
被
成
御
成
ニ
付
而
、
天
台
宗
ニ
論
議
被
仰
付
候
、
此
由
可
被
仰
上
候
、

以
上
、

109　

元
和
元
年
六
月
四
日

家
康
、
高
野
衆
の
論
議
を
聞
く
。

〔
義
演
准
后
日
記
〕
十
九

六
月
四
日
、
論
議
高
野
衆
参
勤
、
為
聴
聞
罷
向
畢
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
九

　

六
月
四
日
己
卯
、
天
晴
、
於
二
条
御
城
、
高
野
衆
論
議
有
御
聴
聞
、
一
条

（
乗
）院

殿
、
三
宝

院
殿
也
、
予
罷
出
、

110　

元
和
元
年
六
月
十
一
日
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家
康
、
二
条
城
で
因
明
の
論
議
を
聞
く
。

〔
義
演
准
后
日
記
〕

六
月
十
一
日
、
一
乗
院
因
明
論
義
被
申
、
為
聴
聞
二
条
御
城
へ
参
、

111　

元
和
元
年
六
月
十
六
日

二
条
城
で
嘉
定
の
儀
が
あ
る
。

〔
泰
重
卿
記
〕
一

　

六
月
十
六
日
、
晴
天
、
予
父
子
共
、
二
条
城
家
康
公
へ
致
祗
候
候
、
か
し
や
う
御
相
伴
也
、

　

御
酒
之
時
ハ
、
御
ひ
つ
こ
ミ
也
、
近
衛
殿
、
政
所
さ
ま
、
一
条
殿
ヨ
リ
嘉
定
被
下
候
、

112　

元
和
元
年
六
月
十
七
日

二
条
城
で
天
台
宗
の
論
議
が
あ
る
。

〔
駿
府
記
〕

六
月
十
七
日
、
天
台
論
議
云
々
、

113　

元
和
元
年
六
月
二
十
日

秀
忠
、
二
条
城
に
至
る
。
ま
た
二
条
城
で
天
台
宗
の
論
議
が
あ
る
。

〔
駿
府
記
〕

　

六
月
廿
日
、
幕
下
二
条
御
所
渡
御
、
暫
御
密
談
、

〔
言
緒
卿
記
〕

　

六
月
十
七
日
壬
辰
、
雨
、
前
大
樹
へ
参
衆
、
烏
丸
中
納
言
・
冷
泉
中
納
言
・
予
等
也
、

　

六
月
十
八
日
癸
巳
、
雨
、
前
大
樹
へ
出
仕
之
衆
、
徳
大
寺
中
納
言
・
冷
泉
中
納
言
・
久
脩

　

朝
臣
・
予
等
也
、

　

六
月
十
九
日
甲
午
、
雨
、
前
大
樹
へ
被
参
衆
、
広
橋
大
納
言
・
三
条
大
納
言
・
冷
泉
中
納

　

言
・
久
脩
朝
臣
・
予
等
也
、

　

六
月
廿
日
乙
未
、
雨
、
前
大
樹
へ
被
参
衆
、
花
山
院
大
納
言
・
飛
鳥
井
中
納
言
・
冷
泉
中

　

納
言
・
徳
大
寺
中
納
言
・
久
脩
朝
臣
・
予
等
也
、
将
軍
二
条
御
所
へ
御
出
也
、
天
台
論
儀

　

ア
リ
、
題
者
悪
則
善
ト
云
也
、

　

六
月
廿
一
日
丙
申
、
雨
、
前
大
樹
へ
被
参
衆
、
広
橋
大
納
言
・
三
条
大
納
言
・
冷
泉
中
納

　

言
・
庭
田
前
宰
相
中
将
・
予
・
竹
内
刑
部
少
輔
等
也
、

　

六
月
廿
二
日
丁
酉
、
雨
、
前
大
樹
へ
冷
泉
中
納
言
・
予
参
了
、

　

六
月
廿
三
日
戊
戌
、
雨
、
前
大
樹
へ
冷
泉
・
予
参
了
、

　

六
月
廿
四
日
己
亥
、
雨
、
前
大
樹
へ
参
了
、
冷
泉
・
予
両
人
也
、

　

六
月
廿
五
日
庚
子
、
天
晴
、
前
大
樹
へ
被
出
衆
、
広
橋
大
納
言
・
三
条
中
納
言
・
飛
鳥
井

　

中
納
言
・
烏
丸
中
納
言
・
冷
泉
中
納
言
・
徳
大
寺
中
納
言
・
業
光
朝
臣
・
予
・
花
山
院
少
将
・

　

雅
胤
朝
臣
等
也
、

　

六
月
廿
六
日
辛
丑
、
天
晴
、
前
大
樹
へ
被
参
衆
、
飛
鳥
井
中
納
言
・
冷
泉
中
納
言
・
西
洞

　

院
宰
相
・
水
無
瀬
前
宰
相
・
久
脩
朝
臣
・
予
等
也
、
論
儀
ア
リ
、

　

六
月
廿
七
日
壬
寅
、
夕
立
、
前
大
樹
へ
被
参
衆
、
冷
泉
中
納
言
・
予
等
也
、

　

六
月
廿
八
日
癸
卯
、
天
晴
、
前
大
樹
へ
武
家
御
来
儀
也
、
被
参
衆
大
炊
御
門
大
納
言
・
広

　

橋
大
納
言
・
花
山
院
大
納
言
・
日
野
大
納
言
・
六
条
中
納
言
・
飛
鳥
井
中
納
言
・
広
橋
中

　

納
言
・
西
洞
院
宰
相
・
水
無
瀬
前
宰
相
・
久
脩
朝
臣
・
予
・
永
慶
朝
臣
・
孝
治
・
実
清
等

　

也
、

　

六
月
廿
九
日
甲
辰
、
天
晴
、
前
大
樹
へ
被
参
衆
、
六
条
中
納
言
・
予
等
也
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
九

　

六
月
十
日
乙
酉
、
天
晴
、
御
城
へ
罷
出
、

　

六
月
廿
日
乙
未
、
天
晴
、
二
条
御
城
罷
出
、
天
台
衆
之
論
之
有
リ
、
江
戸
将
軍
御
聴
聞
也
、

六
月
廿
五
日
庚
子
、
天
晴
、
二
条
之
御
城
へ
罷
出
、

六
月
廿
八
日
癸
卯
、
天
晴
、
二
条
御
城
罷
出
、

114　

元
和
元
年
六
月
二
十
八
日

秀
忠
、
二
条
城
に
至
る
。

〔
駿
府
記
〕

六
月
廿
八
日
、
幕
府
二
条
御
所
渡
御
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕

六
月
廿
八
日
癸
卯
、
晴
、
今
朝
伏
見
之
将
軍
上
洛
、
二
条
城
有
御
成
云
々
、

115　

元
和
元
年
六
月
二
十
九
日
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本
阿
弥
又
三
郎
、
二
条
城
に
至
り
、
秀
頼
の
骨
喰
刀
を
家
康
に
献
上
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

六
月
廿
九
日
、
秀
頼
所
持
之
骨
喰
刀
吉
光
一
尺
九
寸
五
分
、
本
阿
弥
又
三
郎
尋
出
、
献
御

前
処
、

116　

元
和
元
年
六
月
三
十
日

家
康
、
片
山
宗
哲
等
に
命
じ
、
二
条
城
御
殿
で
僧
雲
叔
献
上
の
書
籍
を
点
検
さ
せ
る
。

〔
本
光
国
師
日
記
〕
十
七

六
月
晦
日
、
二
条
之
御
殿
に
て
雲
叔
上
り
本
点
検
仕
候
へ
と
被
仰
出
候
、

117　

元
和
元
年
閏
六
月
一
日

公
家
衆
・
僧
侶
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
言
緒
卿
記
〕

　

閏
六
月
一
日
丙
午
、
夕
立
、
前
大
樹
へ
被
出
衆
、
広
橋
大
納
言
・
花
山
院
大
納
言
・
日
野

　

大
納
言
・
六
条
中
納
言
・
飛
鳥
井
中
納
言
・
冷
泉
中
納
言
・
徳
大
寺
中
納
言
・
西
洞
院
宰

　

相
・
水
無
瀬
宰
相
・
兼
賢
朝
臣
・
業
光
朝
臣
・
予
・
永
慶
朝
臣
・
雅
胤
朝
臣
・
康
満
・
孝

　

治
・
光
賢
・
種
忠
等
也
、

　

閏
六
月
二
日
丁
未
、
夕
立
、
前
大
樹
へ
罷
出
、
冷
泉
中
納
言
・
予
ト
両
人
也
、

　

閏
六
月
三
日
戊
申
、
夕
立
、
（
中
略
）
次
ニ
前
大
樹
へ
参
了
、
閏
六
月
四
日
己
酉
、
夕
立
、

　

前
大
樹
へ
被
参
衆
、
六
条
中
納
言
・
冷
泉
中
納
言
・
久
脩
朝
臣
・
予
等
也
、

〔
梵
舜
日
記
〕

閏
六
月
一
日
丙
午
、
天
晴
、
予
二
条
御
城
へ
罷
出
、
能
仕
合
ニ
テ
御
目
見
申
入
也
、
鴨

長
明
之
事
御
尋
也
、

〔
高
野
春
秋
〕

閏
六
月
朔
、
学
侶
惣
代
多
門
院
良
尊
於
二
条
御
城
中
拝
賀
、

118　

元
和
元
年
閏
六
月
三
日

伊
予
板
島
城
主
伊
達
秀
宗
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
伊
達
貞
山
治
家
記
録
〕
二
十
五
下

今
日
、
宇
和
島
侍
従
殿
二
条
へ
御
登
城
、
大
神
君
へ
御
礼
仰
上
ラ
ル
、

119　

元
和
元
年
閏
六
月
四
日

細
川
忠
興
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

閏
六
月
四
日
、
羽長

岡
也柴

越
中
守
忠
興
出
御
前
、
則
被
下
御
暇
帰
国
云
々
、

120　

元
和
元
年
閏
六
月
六
日

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
と
閑
談
す
る
。
ま
た
二
条
城
で
真
言
宗
の
論
議
が
あ
る
。

〔
駿
府
記
〕

　

閏
六
月
五
日
、
酷
暑
故
、
無
出
御
云
々
、

　

閏
六
月
六
日
、
将
軍
家
従
伏
見
、
渡
御
二
条
御
所
、
則
於
奥
之
御
座
間
、
有
閑
談
、
本
多

　

佐
渡
守
、
同
上
野
介
伺
候
、
今
日
於
前
殿
真
言
論
議
有
之
、
題
者
十
悪
起
不
起
、
身
三
口

　

四
意
三
同
時
起
耶
各
別
耶
、
宝
性
院
・
无
量
寿
院
・
遍
明
院
・
正
智
院
・
金
剛
三
昧
院
・

　

如
意
輪
寺
・
庵
室
・
北
室
院
也
、
講
師
者
多
門
院
、
両
御
所
同
有
出
御
、
令
聞
之
給
云
々
、

　

尾
張
宰
相
殿
・
遠
江
中
将
殿
・
越
前
少
将
殿
・
松
平
陸
奥
守
・
松
平
筑
前
守
・
京
極
若
狭

　

守
・
藤
堂
和
泉
守
・
本
多
佐
渡
守
以
下
伺
候
、
其
外
日
野
入
道
等
、
諸
公
家
成
座
列
云
々
、　

　

（
中
略
）
未
刻
将
軍
家
伏
見
へ
還
御
云
々
、

〔
言
緒
卿
記
〕

閏
六
月
六
日
辛
亥
、
天
晴
、
前
将
軍
へ
罷
出
、
論
議
ア
リ
、
大
樹
御
出
座
也
、

閏
六
月
九
日
甲
寅
、
夕
立
、
前
大
樹
へ
参
、
六
条
中
納
言
・
徳
大
寺
中
納
言
・
水
無
瀬
宰
相
・

予
・
花
山
院
少
将
・
堀
川
少
将
等
也
、

十
日
乙
卯
、
夕
立
、
前
大
樹
へ
罷
出
了
、

十
四
日
己
未
、
天
晴
、
二
条
御
所
へ
参
了
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
九

閏
六
月
六
日
辛
亥
、
天
晴
、
二
条
之
御
城
へ
罷
出
、
退
出
、
無
御
目
覚
罷
帰
也
、

八
日
癸
丑
、
天
晴
、
二
条
之
御
城
罷
出
、
無
出
座
、

九
日
甲
寅
、
天
晴
、
予
二
条
之
御
城
罷
出
、
及
御
目
覚
令
帰
也
、
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121　

元
和
元
年
閏
六
月
九
日

家
康
、
織
田
有
楽
に
大
坂
城
中
の
茶
器
の
こ
と
を
尋
ね
る
。

〔
駿
府
記
〕

　

閏
六
月
九
日
、
大
御
所
出
御
前
殿
、
織
田
有
楽
出
仕
、
大
坂
城
中
兵
火
之
後
御
茶
入
肩
衝

　

等
多
紛
失
、
仍
令
問
其
貌
給
云
々
、

122　

元
和
元
年
閏
六
月
十
五
日

秀
忠
、
安
藤
重
信
を
使
者
と
し
て
二
条
城
に
遣
す
。

〔
駿
府
記
〕

閏
六
月
十
五
日
、
安
藤
対
馬
守
為
御
使
、
従
伏
見
参
候
云
々
、

123　

元
和
元
年
閏
六
月
十
五
日

家
康
、
二
条
城
南
殿
に
出
御
し
、
公
家
衆
に
会
う
。

〔
駿
府
記
〕

閏
六
月
十
五
日
、
大
御
所
南
殿
出
御
、
諸
侍
各
出
仕
、
公
家
衆
如
例
出
仕
、

124　

元
和
元
年
閏
六
月
十
五
日

徳
川
頼
将
（
頼
宣
）
、
伏
見
城
に
行
き
、
秀
忠
に
謁
し
、
二
条
城
に
帰
る
。

〔
駿
府
記
〕

　

閏
六
月
十
五
日
、
遠
江
中
将
殿
於
伏
見
令
赴
給
、
幕
下
御
対
面
、
未
刻
令
二
条
帰
給
、
尾

張
宰
相
殿
御
煩
暑
気
之
後
、
股
少
腫
、
故
于
伏
見
不
赴
給
云
々
、

125　

元
和
元
年
閏
六
月
十
六
日

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
と
閑
談
す
る
。

〔
駿
府
記
〕　

閏
六
月
十
六
日
、
将
軍
家
自
伏
見
渡
御
二
条
御
所
、
於
奥
座
間
、
有
御
閑
談
、
本
多
佐

渡
守
伺
候
、
未
刻
還
御
云
々
、
越
後
少
将
殿
・
越
前
少
将
殿
・
松
平
和
泉
守
等
出
仕
、

其
外
御
譜
代
衆
、
各
如
例
出
仕
、

〔
言
緒
卿
記
〕

閏
六
月
十
六
日
辛
酉
、
天
晴
、
武
家
御
所
、
前
大
樹
へ
御
出
、
予
参
了
、

〔
本
光
国
師
日
記
〕
十
七

一
書
令
啓
上
候
、
昨
日
者
公
方
様
二
条
へ
被
成
御
成
、
御
機
嫌
能
目
出
度
存
候
、

126　

元
和
元
年
閏
六
月
十
七
日

公
家
衆
・
門
跡
及
び
諸
大
名
等
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。
家
康
、
浄
土
宗
の
法
問
を

聴
く
。

〔
駿
府
記
〕

閏
六
月
十
七
日
、
於
前
殿
、
有
浄
土
法
問
、
即
座
被
仰
付
、
題
者
難
易
二
通
云
々
、
増

上
寺
国
師
・
呑
龍
了
的
・
廊
山
・
長
流
・
理
益
以
下
十
二
人
云
々
、
一
乗
院
・
青
蓮
院
・

大
乗
院
、
其
外
公
家
衆
参
上
云
々
、
松
平
陸
奥
守
、
藤
堂
和
泉
守
出
仕
、
松
平
右
衛
門

佐
忠
之
、
松
平
武
蔵
守
利
隆
御
目
見
、
冷
泉
中
納
言
献
大
比
叡
哥
合
一
冊
、

〔
言
緒
卿
記
〕

閏
六
月
十
七
日
壬
戌
、
天
晴
、
前
大
樹
へ
参
、
浄
土
衆
法
文
ア
リ
、

127　

元
和
元
年
閏
六
月
二
十
三
日

二
条
城
で
真
言
宗
の
論
議
が
あ
る
。

〔
駿
府
記
〕

閏
六
月
廿
三
日
、
真
言
論
議
、
題
十
悪
同
時
断
歟
、
漸
々
断
歟
、
講
師
遍
明
院
也
、

128　

元
和
元
年
閏
六
月
二
十
五
日

家
康
、
二
条
城
で
天
台
の
論
議
を
聞
く
。

〔
駿
府
記
〕

閏
六
月
廿
五
日
、
天
台
論
議
、

129　

元
和
元
年
閏
六
月
二
十
六
日

二
条
城
で
真
言
宗
の
論
議
が
あ
る
。

〔
駿
府
記
〕

閏
六
月
廿
六
日
、
真
言
論
議
、
題
肉
身
ヲ
捐
テ
即
身
成
仏
歟
、
肉
身
不
捨
成
仏
歟
、
講
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師
高
室
院
、

〔
慈
性
日
記
〕

　

閏
六
月
廿
六
日
、
二
条
御
城
ニ
て
、
御
論
義
俄
ニ
戒
法
成
仏
ナ
リ
、
拙
僧
も
出
座
、

130　

元
和
元
年
閏
六
月
二
十
七
日

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
舞
楽
を
見
る
。

〔
駿
府
記
〕

閏
六
月
廿
七
日
、
将
軍
家
渡
御
二
条
御
所
、

　
　

伶
人
奏
楽
五
番

振
桙
三
節　

万
歳
楽　

延
喜
楽　

陵
王　

納
蘇
利　

太
平
楽

狛
桙　

散
手　

古
徳
楽　

抜
頭　

還
城
楽　

退
出
ニ
長
慶
子

公
家
衆
悉
出
仕
、
尾
張
宰
相
殿
・
遠
江
中
将
殿
（
中
略
）
已
下
各
出
仕
云
々
、

〔
言
緒
卿
記
〕

閏
六
月
廿
七
日
壬
申
、
天
晴
、
前
大
樹
将
軍
様
御
出
有
舞
、
振
桙
三
節
、
左
万
歳
楽
、
右

延
喜
楽
、
陵
王
、
納
蘇
利
、
太
平
楽
、
狛
鉾
楽
、
散
手
、
古
徳
楽
、
抜
頭
、
還
城
楽
等
也
、

退
出
ニ
長
慶
子
也
、
公
家
衆
廿
人
許
ア
リ
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕
四

　

閏
六
月
廿
七
日
壬
申
、
晴
、
晩
雨
降
、
於
将
軍
二
条
亭
、
伶
人
舞
有
之
、
大
樹
有
見
物
、　

　

公
家
衆
江
被
参
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
九

　

閏
六
月
廿
八
日
癸
酉
、
晴
、
晩
夕
立
、
於
二
条
之
御
城
、
伶
人
舞
楽
ア
リ
、
当
社
之
装
束
、

　

伝
奏
ヨ
リ
依
申
、
楽
人
衆
へ
委
相
渡
、
舞
楽
御
覧
之
由
也
、

131　

元
和
元
年
七
月
一
日

秀
忠
、
二
条
城
に
至
る
。
家
康
、
二
条
城
で
能
楽
を
張
る
。

〔
駿
府
記
〕

七
月
一
日
、
将
軍
家
渡
御
二
条
御
所
、
諸
公
家
諸
大
名
諸
士
各
出
仕
、
御
能
、

〔
泰
重
卿
記
〕
一

七
月
一
日
、
晴
天
、
二
条
御
城
御
能
、

〔
言
緒
卿
記
〕

七
月
大
一
日
乙
亥
、
天
晴
、
前
大
樹
ニ
能
ア
リ
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕
四

七
月
一
日
乙
亥
、
晴
、
於
二
条
亭
、
有
猿
楽
、

〔
義
演
准
后
日
記
〕
十
九

七
月
朔
日
、
晴
、
於
二
条
御
殿
御
能
、
将
軍
御
成
云
々
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
九

　

七
月
一
日
乙
亥
、
天
晴
、
二
条
之
御
城
ニ
御
能
ア
リ
、

　

七
月
三
日
丁
丑
、
天
晴
、
金
子
八
郎
兵
衛
ヨ
リ
申
来
、
二
条
御
城
数
寄
屋
路
次
ニ
敷
松
葉

　

卅
俵
持
遣
也
、

七
月
十
三
日
丁
亥
、
天
晴
、
予
二
条
之
御
城
へ
罷
出
也
、
及
目
覚
也
、

132　

元
和
元
年
七
月
三
日

家
康
、
二
条
城
で
真
言
宗
の
論
議
を
聞
く
。

〔
駿
府
記
〕

七
月
三
日
、
真
言
論
議
、
当
座
ニ
被
仰
付
、
題
清
浄
行
者
不
入
涅
槃
、
破
壊
比
丘
不
墜
地
獄
、

七
月
六
日
、
真
言
新
儀
論
議
、

七
月
廿
六
日
、
真
言
論
議
、
題
西
方
非
西
方
、
宝
亀
院
講
師
、

〔
言
緒
卿
記
〕

七
月
三
日
丁
丑
、
天
晴
、
前
大
樹
へ
罷
出
了
、
論
儀
ア
リ
、

七
月
廿
六
日
庚
子
、
小
雨
、
前
大
樹
へ
参
、
有
論
儀
ア
リ
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
九

　

七
月
六
日
庚
辰
、
雨
降
、
二
条
之
御
城
罷
出
、
真
言
新
儀
論
義
ア
リ
、
予
御
目
覚
申
入
候
也
、

　

七
月
廿
五
日
己
亥
、
二
条
之
御
城
へ
罷
出
、
論
義
ア
リ
、
真
言
衆
也
、

133　

元
和
元
年
七
月
四
日

秀
忠
、
水
野
忠
元
を
二
条
城
に
遣
し
、
家
康
に
鱸
魚
を
献
上
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

七
月
四
日
、
水
野
監
物
従
将
軍
家
為
御
使
参
上
、
被
進
鱸
、
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134　

元
和
元
年
七
月
五
日

家
康
、
二
条
城
南
殿
で
源
氏
物
語
抄
を
公
家
に
配
分
し
、
仮
名
付
を
命
じ
る
。

〔
駿
府
記
〕

　

七
月
五
日
、
大
御
所
南
殿
出
御
、
源
氏
物
語
抄
、
公
家
衆
被
成
配
分
、
仮
名
ヲ
可
付
由
被
仰
、

135　

元
和
元
年
七
月
五
日

家
康
、
二
条
城
に
て
幸
若
舞
を
見
る
。

〔
駿
府
記
〕

七
月
五
日
、
幸
若
弥
次
郎
、
同
八
郎
九
郎
、
同
小
八
郎
、
舞
曲
被
仰
付
、

〔
言
緒
卿
記
〕

七
月
五
日
、
大
樹
へ
罷
出
、
カ
ウ
ワ
カ
舞
ア
リ
、

136　

元
和
元
年
七
月
十
日

土
井
利
勝
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
伺
候
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

七
月
十
日
、
土
井
大
炊
助
従
伏
見
城
参
、
召
御
前
、
仰
曰
、
今
月
廿
七
日
可
有
御
下
向
、

将
軍
者
自
其
以
前
歟
、
或
以
後
歟
、
可
為
御
随
意
云
々
、

137　

元
和
元
年
七
月
十
一
日

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

七
月
十
一
日
、
将
軍
家
渡
御
二
条
、
於
奥
御
座
間
有
御
対
面
、

138　

元
和
元
年
七
月
十
七
日

秀
忠
、
二
条
城
に
至
り
、
家
康
に
対
面
す
る
。
家
康
、
能
楽
を
張
る
。
ま
た
禁
中
公
家
諸
法

度
を
定
め
る
。

〔
駿
府
記
〕

七
月
十
七
日
、
将
軍
家
渡
御
二
条
御
所
、
垸
飯
以
後
、
大
御
所
出
御
前
殿
、
有
御
対
面
、

泉
水
御
座
敷
、
召
両
伝
奏
、
被
仰
出
曰
、
公
家
法
度
之
儀
、

〔
香
雲
院
右
府
実
条
公
記
〕

七
月
十
七
日
、
従
大
御
所
、
十
七
箇
条
法
度
書
、
於
二
条
御
城
相
定
、
両
御
所
御
判
、

日
下
二
条
殿
判
也
、
次
将
軍
大
御
所
御
判
ア
リ
、
清
書
日
野
宰
相
、

〔
言
緒
卿
記
〕

七
月
十
七
日
辛
卯
、
天
晴
、
夜
雨
、
前
大
樹
ニ
今
日
御
能
ア
リ
、（
中
略
）
将
軍
様
モ
御
出
也
、

御
能
以
前
ニ
二
条
殿
、
前
右
府
両
人
、
奥
間
ニ
テ
前
大
樹
、
大
樹
、
公
家
法
度
被
仰
出
、

十
七
ケ
条
也
、

〔
泰
重
卿
記
〕
一

七
月
十
七
日
、
晴
天
、
二
条
御
城
御
能
、（
中
略
）
伏
見
将
軍
御
成
候
、
式
三
番
、
今
春
大
夫
、

小
進
、
観
世
大
夫
也
、
次
諸
家
之
法
度
之
事
被
仰
出
候
、

〔
義
演
准
后
日
記
〕
十
九

　

七
月
十
一
日
、
公
家
中
今
度
新
法
度
数
ケ
条
、
今
日
於
二
条
御
城
御
定
、
即
二
条
殿
御
判
、　

　

前
将
軍
御
加
判
可
有
之
由
、
兼
日
治
定
処
、
俄
来
十
七
日
マ
テ
御
延
引
、

　

七
月
十
七
日
、
入
夜
雨
、
於
二
条
御
城
、
公
家
中
諸
法
度
被
相
定
、
将
軍
御
上
洛
、
二
条　

　

殿
御
成
、
御
判
被
遊
云
々
、
日
下
二
条
殿
、
次
将
軍
、
次
大
御
所
御
判
云
々
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
九

七
月
十
七
日
辛
卯
、
天
晴
、
二
条
之
御
城
御
能
ア
リ
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕
四

七
月
十
七
日
辛
卯
、
晴
、
於
二
条
城
、
有
御
能
、

139　

元
和
元
年
七
月
二
十
一
日

家
康
、
能
楽
を
二
条
城
に
張
り
、
北
政
所
等
に
見
物
さ
せ
る
。

〔
駿
府
記
〕

七
月
廿
一
日
、
御
能
、
（
中
略
）
今
日
秀
吉
公
北
政
所
為
見
物
登
城
、
其
外
公
家
衆
之
上

﨟
女
房
多
見
物
云
々
、

七
月
二
十
二
日
、
御
能
、

〔
言
緒
卿
記
〕　

七
月
廿
一
日
乙
未
、
天
晴
、
前
大
樹
ニ
御
能
有
之
、

七
月
廿
二
日
丙
申
、
天
晴
、
前
大
樹
ニ
御
能
ア
リ
、
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〔
泰
重
卿
記
〕
一　

七
月
廿
一
日
晴
天
、
二
条
御
城
御
能
之
由
承
候
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕
四

　

七
月
廿
日
甲
午
、
晴
、
於
二
条
亭
有
御
能
、

七
月
廿
一
日
乙
未
、
晴
、
於
二
条
亭
有
御
能
、

　

七
月
廿
二
日
丙
申
、
晴
、
於
二
条
亭
有
御
能
、

〔
義
演
准
后
日
記
〕
十
九

　

七
月
廿
三
日
、
廿
一
二
日
両
日
、
於
二
条
御
城
猿
楽
云
々
、

140　

元
和
元
年
七
月
二
十
八
日

神
龍
院
梵
舜
、
増
鏡
三
冊
を
家
康
に
献
じ
る
。

〔
梵
舜
日
記
〕

七
月
廿
八
日
、
二
条
之
御
城
へ
罷
出
、
増
鏡
三
冊
、
以
伝
長
老
上
申
也
、

141　

元
和
元
年
七
月
二
十
九
日

家
康
、
二
条
城
御
数
寄
屋
に
お
い
て
源
氏
物
語
を
聞
く
。

〔
駿
府
記
〕

七
月
廿
九
日
、
於
御
数
寄
屋
、
令
中
院
読
源
氏
物
語
箒
木
巻
給
、

八
月
二
日
、
於
御
数
寄
屋
、
中
院
源
氏
物
語
箒
木
之
巻
令
読
給
、

142　

元
和
元
年
八
月
一
日

親
王
・
公
家
衆
等
、
二
条
城
に
至
り
、
八
朔
を
賀
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

　

八
月
朔
日
、
出
御
南
殿
、
御
礼
二
条
殿
・
近
衛
殿
・
八
条
殿
・
伏
見
殿
・
鷹
司
殿
・
一
条

　

殿
・
九
条
殿
、
其
後
門
跡
衆
（
中
略
）
其
後
諸
公
家
衆
各
御
礼
（
後
略
）

〔
中
院
通
村
日
記
〕
一

　

八
月
朔
日
、
今
日
昵
近
衆
御
礼
也
、

〔
言
緒
卿
記
〕

八
月
大
一
日
乙
己
、
天
晴
、
日
燭
也
、
前
大
樹
へ
各
御
餞
シ
テ
進
物
ア
リ
、

八
月
二
日
丙
午
、
陰
、
前
大
樹
へ
被
出
衆
、
広
橋
大
納
言
・
三
条
大
納
言
・
冷
泉
中
納
言
・

中
院
宰
相
・
予
等
也
、

〔
義
演
准
后
日
記
〕
十
九

　

八
月
朔
日
、
晴
、
大
御
所
為
御
暇
乞
、
諸
門
跡
出
仕
、
（
中
略
）
群
参
以
外
也
、　

近
日
御
下
府
云
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
九

　

八
月
大
一
日
乙
己
、
天
晴
、
予
二
条
之
御
城
へ
罷
出
、（
中
略
）
次
諸
門
跡
諸
公
家
悉
御
礼
也
、

　

八
月
二
日
丙
午
、
天
晴
、
二
条
之
御
城
へ
罷
出
、

　

八
月
三
日
丁
未
、
天
晴
、
二
条
之
御
城
へ
罷
出
、

〔
泰
重
卿
記
〕
一

八
月
一
日
、
公
家
衆
、
御
摂
家
、
門
跡
、
二
条
城
へ
進
物
御
持
参
候
而
御
礼
御
座
候
、

八
月
三
日
、
天
晴
、
家
君
二
条
へ
出
仕
也
、

143　

元
和
元
年
八
月
一
日

南
蛮
人
、
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

八
月
朔
日
、
出
御
南
殿
（
中
略
）
其
後
黒
舟
南
蛮
人
御
目
見
云
々
、

〔
中
院
通
村
日
記
〕
一

八
月
朔
日
、
今
日
黒
船
々
人
大
将
歟
、
上
乗
大
将
ト
や
ら
ん
云
者
五
六
輩
申
御
礼
、

〔
梵
舜
日
記
〕
十
九

七
月
卅
日
甲
辰
、
天
晴
、
二
条
之
御
城
へ
罷
出
、
無
御
出
座
、
南
蛮
人
為
御
礼
罷
出
、

黒
船
来
候
由
也
、
種
々
進
物
無
比
類
也
、

144　

元
和
元
年
八
月
四
日

家
康
、
二
条
城
を
出
発
し
、
関
東
に
下
向
す
る
。

〔
駿
府
記
〕

三
日
、
明
日
四
日
、
関
東
可
有
御
下
向
由
被
仰
出
云
々
、

四
日
、
午
刻
大
御
所
京
都
出
御
、
申
刻
膳
所
渡
御
云
々
、
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145　

元
和
五
年
八
月
二
十
五
日

毛
利
宗
瑞
（
輝
元
）
、
京
都
に
至
り
、
二
条
城
で
秀
忠
に
拝
謁
す
る
。

〔
福
原
家
文
書
〕
（
八
月
二
十
六
日
宗
瑞
書
状
）

昨
日
廿
五
日
御
城
罷
出
候
、
先
大
炊
殿
迄
罷
上
、
色
々
結
構
な
る
御
振
舞
共
ニ
候
、
左

候
而
、
御
城
罷
上
候
、
玄
関
迄
乗
物
ニ
て
可
罷
上
之
由
御
意
ニ
候
て
、
歴
々
御
年
寄
衆

玄
関
ニ
御
待
候
之
間
、
参
候
、

146　

元
和
五
年
九
月
十
八
日

秀
忠
、
入
京
し
て
、
二
条
城
の
縄
張
を
命
じ
、
即
日
、
京
都
を
発
し
て
、
江
戸
に
下
向
す
る
。

〔
言
緒
卿
記
〕

九
月
十
八
日
戊
戌
、
天
晴
、

一
将
軍
様
二
条
へ
御
出
、
次
ニ
江
戸
へ
御
下
向
了
、

〔
泰
重
卿
記
〕
三

九
月
十
八
日
、
大
樹
ハ
二
条
城
御
出
、
未
上
刻
ヒ
ノ
岡
峠
御
通
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕
五

九
月
十
八
日
戊
戌
、
晴
、
今
日
将
軍
二
条
城
御
縄
張
有
之
由
有
風
聞
、
今
日
未
刻
将
軍

有
還
御
、
今
日
膳
所
城
御
宿
云
々
、

〔
義
演
准
后
日
記
〕
二
十
四

九
月
十
八
日
、
将
軍
京
城
寛
ニ
ナ
ル
縄
張
被
仰
付
、
仍
上
洛
、
直
に
御
帰
国
、

〔
本
光
国
師
日
記
〕
二
十
六

　

同
十
八
日
、
公
方
様
伏
見
を
御
立
、
二
条
之
屋
敷
御
縄
張
、
直
ニ
江
戸
へ
御
下
向
、
二
条

　

之
屋
敷
御
縄
張
、

〔
梵
舜
日
記
〕　

二
十
二

　

九
月
十
八
日
、
晴
、
（
中
略
）
次
江
戸
将
軍
様
御
下
、
伏
見
之
御
城
ヨ
リ
、
二
条
之
御
城　
　

　

之
縄
張
被
仰
付
、
京
都
へ
御
成
ニ
テ
、
今
日
大
津
瀬ゼ

丶々

御
城
御
泊
之
由
也
、

〔
東
大
寺
雑
事
記
〕
二

　

九
月
十
九
日
、
公
方
様
昨
日
十
八
日
ニ
関
東
へ
御
還
御
、
伏
見
ヲ
虎
ノ
刻
ニ
御
立
、
京
ノ

　

御
屋
敷
ニ
而
、
伊

（
板
倉
勝
重
）

州
ニ
而
御
飯
、

〔
春
日
記
録
〕
七　

　

一
十
八
日
、
将
軍
様
御
帰
国
、
未
刻
御
出
京
ト
云
々
、

147　

元
和
六
年
五
月
二
十
八
日

秀
忠
の
息
女
徳
川
和
子
、
京
都
に
到
着
し
、
二
条
城
に
入
る
。

〔
泰
重
卿
記
〕
三

五
月
廿
八
日
乙
巳
、
晴
、
今
日
従
江
戸
女
御
御
上
洛
、
諸
家
衆
御
迎
被
出
候
、　

予
ハ
不
例
之
故
不
罷
出
候
、
乗
物
百
丁
計
、
夥
事
之
由
、
見
物
衆
は
な
さ
れ
候
、
女
男

御
供
八
九
千
人
計
也
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕

　

五
月
廿
八
日
乙
巳
、
晴
、
江
戸
将
軍
秀
忠
公
御
息
女
有
御
上
洛
依

可

有

入
内
也
、
酒
井
雅
楽
頭
・
大

　

炊
・
本
田
等
供
奉
、

〔
義
演
准
后
日
記
〕
二
十
一

五
月
廿
八
日
、
属
晴
、
（
中
略
）
従
江
戸
女
御
昼
時
分
御
京
着
、
諸
人
見
物
成
群
云
々
、

〔
梵
舜
日
記
〕
二
十
三

五
月
廿
八
日
、
晴
、
江
戸
将
軍
御
息
女
女
御
御
上
洛
、
御
輿
上
下
八
十
丁
ヲ
ハ
モ
タ
衆

百
五
十
人
乗
懸
馬
也
、
御
供
騎
馬
衆
、
上
下
衆
五
千
計
、
酒
井
雅
楽
頭
殿
・
土
井
大
炊
頭
殿
・

松
平
右
衛
門
殿
・
同
名
主
殿
殿
、
其
外
諸
大
名
衆
廿
人
計
御
供
也
、
次
女
御
様
御
輿
ニ

御
傘
サ
シ
カ
ケ
也
、
京
中
貴
賤
之
見
物
近
国
ヨ
リ
罷
上
也
、
二
条
城
へ
御
入
也
、

148　

元
和
六
年
六
月
十
二
日

関
白
九
条
忠
栄
等
、
二
条
城
に
至
り
、
酒
井
忠
世
・
土
井
利
勝
等
と
、
和
子
入
内
の
こ
と
を

評
議
す
る
。

〔
女
御
御
入
内
記
〕

十
二
日
に
ハ
、
関

（
九
条
忠
栄
）

白
殿
・
近

（

信

尋

）

衛
殿
・
八

（
智
仁
親
王
）

条
殿
、
を
の
〳
〵
二
条
の
御
所
へ
渡
御
あ
り
て
、

忠
世
・
利
勝
以
下
の
侍
臣
等
を
め
さ
れ
て
、
そ
の
事
の
法
要
を
ゆ
た
ね
て
、
の
た
ま
ハ

せ
き
か
せ
ら
る
、

149　

元
和
六
年
六
月
十
八
日

和
子
、
入
内
す
る
。
そ
の
た
め
、
二
条
城
か
ら
内
裏
ま
で
の
道
が
作
ら
れ
る
。
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〔
徳
川
実
紀
〕

都
に
て
は
、
け
ふ
女
御
入
内
し
給
ふ
、
か
ね
て
二
条
の
城
よ
り
、
大
内
迄
の
道
作
り
、

辻
固
の
警
衛
等
お
ご
そ
か
に
命
ぜ
ら
る
、
（
中
略
）
か
か
る
大
儀
な
れ
ば
、
天
下
の
諸
大

名
に
課
せ
ら
る
べ
き
な
れ
ど
、
特

（
ヵ
）更

奢
侈
巨
麗
を
は
ぶ
き
、
四
海
の
凋
弊
を
思
召
や
ら

せ
給
へ
ば
、
た
ゝ
都
近
き
普
第
の
大
名
の
み
に
仰
せ
付
ら
る
。
二
、
三
日
前
よ
り
、
こ
の

行
粧
を
拝
し
奉
ら
ん
と
て
、
二
条
よ
り
内
裏
ま
で
の
間
に
、
思
ひ
〳
〵
に
支
度
し
、
堀

河
辺
に
桟
敷
を
か
ま
へ
、
あ
る
は
門
々
の
蔀
格
子
を
引
は
な
ち
、
錦
繡
の
幔
幷
絵
が
け

る
簾
を
か
け
、
け
ふ
を
晴
と
か
ざ
り
あ
へ
り
、
洛
中
の
貴
賎
遠
近
の
道
俗
、
昨
日
の
夕

よ
り
夜
も
す
が
ら
行
つ
ど
ひ
、
こ
ゝ
の
辻
か
し
こ
の
軒
の
下
ま
で
も
、
衆
人
群
集
せ
り
、

150　

元
和
六
年

和
子
入
内
の
た
め
、
二
条
城
内
に
女
御
御
殿
を
作
る
。

〔
中
井
家
文
書
〕　

二
条
御
城
御
造
立
之
事

元
和
六
申
年
、
女
御
様
御
殿
之
御
用
ニ
付
、
伏
見
御
城
ニ
御
座
候
八
間
ニ
六
間
半
之
御

殿
幷
御
風
呂
屋
弐
間
ニ
四
畳
半
、
是
を
二
条
御
城
へ
被
為
引
候
、
此
外
御
湯
殿
・
御
雪
隠
・

局
等
新
造
ニ
被
仰
付
候
旨
、
留
書
ニ
御
座
候
、
右
御
普
請
奉
行
小
堀
遠

（

政

一

）

江
守
、

151　

元
和
九
年
六
月
八
日

秀
忠
、
京
都
に
至
り
、
二
条
城
に
入
る
。

〔
資
勝
卿
記
〕

六
月
七
日
丙
寅
、
晴
、
公
方
様
明
日
御
上
洛
之
由
、
西
三
条
殿
よ
り
使
ア
リ
、

六
月
八
日
丁
卯
、
晴
、
巳
刻
斗
少
曇
、
卯
刻
―
―
―
ヨ
リ
公
方
様
御
上
洛
、
御
迎
ニ
山

科
マ
テ
罷
出
候
也
、
例
年
ノ
所
北
ノ
方
広
ミ
也
、
中
納
言
同
心
申
候
也
、
公
家
衆
多
分

御
迎
ニ
候
也
、
御
人
数
多
勢
驚
目
体
也
、
公
方
様
御
前
へ
土
井
大
炊
殿
・
永
井
右
近
殿

被
参
候
て
、
先
公
家
衆
諸
大
名
之
御
迎
之
衆
へ
一
通
礼
シ
テ
、
見
マ
ハ
リ
候
て
、
又
東

ノ
出
口
へ
参
ル
、
公
方
様
御
成
ヲ
待
レ
候
也
、
一
番
ヨ
リ
大
沢
少
将
被
参
候
て
、
諸
事

指
伺
ノ
体
也
、
公
方
様
御
輿
ノ
前
へ
西
三
条
、
次
女
院
御
所
ヨ
リ
御
使
木
工
殿
、
八
条

殿
ヨ
リ
清
水
谷
也
、
其
次
へ
予
・
烏
丸
・
広
橋
昵
近
ノ
衆
道
ノ
ハ
タ
マ
テ
出
申
候
也
、

　

サ
ウ
シ
キ
ト
モ
公
方
様
御
成
ノ
前
へ
参
る
、
京
中
ヨ
リ
御
迎
ノ
者
共
ノ
居
ヲ
改
申
候
也
、

公
方
様
ノ
御
ヤ
リ
、
ク
マ
ノ
皮
ノ
ナ
ケ
サ
ヤ
ニ
ナ
リ
候
也
、
御
目
見
済
て
後
、
北
ノ
松

原
へ
入
候
て
、
広
亜
相
予
父
子
竹
屋
殿
樋
口
御
酒
ヲ
給
候
也
、
速
水
両
人
出
納
豊
後
参

候
也
、
帰
宅
ノ
次
ニ
東
山
へ
立
ヨ
リ
候
也
、

六
月
九
日
戊
辰
、
晴
、
巳
刻
時
分
二
条
之
御
城
へ
御
目
見
ニ
罷
出
候
也
、
広
亜
相
父
子
・

勧
修
寺
・
六
条
中
納
言
・
拙
子
所
よ
り
同
心
申
候
也
、
藤
右
衛
門
佐
ハ
西
三
と
同
道
、
烏

丸
亜
相
・
平
宰
相
・
柳
原
・
飛
鳥
井
侍
従
ハ
先
へ
被
参
候
也
、
冷
泉
中
将
・
山
科
・
四
条
・

船
橋
御
城
ノ
口
ニ
被
待
、
同
心
御
城
へ
参
候
也
、
土
御
門
中
務
御
後
ニ
被
参
也
、

〔
義
演
准
后
日
記
〕

六
月
七
日
、
瀬
々
城
、
公
方
着
御
、
揚
樽
一
折
蒸
笋
二
籠
進
上
、
奏
者
土
井
大
炊
頭
返
状
、

披
露
御
満
足
ニ
思
召
由
也
、
珍
重
々
々
、
明
日
御
入
洛
、
諸
家
諸
門
御
迎
ニ
使
出
云
々
、

八
日
、
公
方
様
御
上
洛
、
従
当
門
御
迎
ト
シ
テ
兵
部
卿
、
路
次
ヨ
リ
遣
之
、
諸
門
諸
家

□
立
ニ
テ
大
沢
披
露
、
使
ハ
芝
二
□
居
蹲
踞
ス
ト
云
々
、
伝
奏
其
外
堂
上
自
身
罷
出
云
々
、

摂
家
宮
諸
門
ハ
名
代
也
、

九
日
、
堂
上
衆
、
公
方
祗
候
云
々
、
摂
家
先
御
使
ニ
テ
御
上
洛
珍
重
仰
云
々
、

十
日
、
大
雨
降
、
御
上
洛
珍
重
由
、
土
井
大
炊
頭
へ
以
愚
札
仰
進
了
、
幷
太
刀
馬
代

銀
一

枚

・
帷
子
三
・
単
一
重
大
炊
へ
遣
了
、
板
倉
周
防
・
同
伊
賀
御
上
洛
珍
重
ノ
由
、
披
露

頼
由
、
使
者
へ
申
遣
了
、

〔
泰
重
卿
記
〕

六
月
六
日
乙
丑
、（
中
略
）
明
後
大
樹
上
洛
御
迎
ニ
可
罷
出
之
由
、
御
番
頭
よ
り
被
触
候
、

承
候
由
申
畢
、

六
月
九
日
戊
辰
、
晴
、
飯
後
二
条
御
城
へ
御
目
見
罷
出
御
礼
申
入
候
、
昵
近
衆
迄
也
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕

六
月
八
日
丁
卯
、
晴
、
自
江
戸
将
軍
上
洛
、
今
日
令
入
二
条
城
給
、
公
家
衆
山
科
迄
被
出
迎
、

152　

元
和
九
年
六
月
十
五
日

親
王
・
公
卿
・
門
跡
以
下
、
二
条
城
で
秀
忠
の
入
洛
を
祝
賀
す
る
。

〔
資
勝
卿
記
〕

六
月
十
五
日
甲
戌
、
晴
、
今
日
於
二
条
御
城
将
軍
様
諸
家
へ
御
礼
有
、
日
出
時
分
直
垂

ニ
テ
出
仕
申
候
也
、
広
橋
大
納
言
父
子
・
権
左
少
弁
・
小
川
坊
城
同
道
申
候
也
、
御
礼
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之
様
子
、
先
御
摂
家
第
一
、
関
白
殿
・
左
大
臣
殿
・
右
大
臣
殿
・
八
条
殿
・
伏
見
殿
・

太
閤
・
内
大
臣
殿
・
鷹
司
大
納
言
殿
・
殿

（
マ
マ
）大

納
言
殿
、
先、
此、
以、
前、
ニ、
勅、
使、
三、
条、
西、
・
女、

院、
御、
所、
御、
使、
岩、
藏、
木、
工、
、
右、
之、
御、
礼、
相、
済、
候、
て、
後、
、
御
門
跡
衆
ノ
御
礼
ア
リ
、
第
一
仁

門
（
末
ハ
次
第
不
覚
候
）

主
、
聖
門
ノ
御
児
、
竹
門
主
・
照
門
ノ
御
児
、
奈
良
一
乗
院
・
妙
門
衆
・
知
恩
院
宮
・

三
宝
院
・
梶
井
宮
・
青
門
主
・
勧
門
主
、
右
ノ
御
礼
済
テ
、
西
園
寺
前
右
府
・
花
山
院

前
右
府
、
其
次
馬
太
刀

転
法
輪
大
納
言
・
馬
太
刀

中
御
門
大
納
言
資
勝
進
上
単
物
二
帷
子
三

御
馬
太
刀
馬
代
三
分
・

烏同

前丸
大
納
言
・
同
前
広
橋
大
納
言
・
西
園
寺
大
納
言
、
今
日
非
蔵
人
北
面
随
身
ま
て
御
礼

ア
リ
、
公
卿
衆
ハ
大
沢
少
将
披
露
候
也
、
晩
ニ
土
井
大
炊
所
へ
礼
ニ
参
候
也
、
留
守
に

て
暫
相
待
、
小
杉
長
右
衛
門
罷
出
、
取
次
申
て
請
取
候
也
、
単
物
一
帷
子
一
太
刀
馬
代

銀
子
一
枚
、

〔
義
演
准
后
日
記
〕

六
月
十
五
日
、
公
方
御
礼
、
公
家
門
跡
悉
出
仕
、
先
摂
家
九
条
殿
下
・
近
衛
左
大
臣
・

一
条
右
大
臣
・
八
条
一
品
親
王
・
伏
見
親
王
・
鷹
司
太
閤
・
二
条
内
府
（
中
略
）
予
ハ

杉
原
五
束
し
ゆ
ち
ん
五
巻
也
、
新
門
主
宝
池
院
ハ
、
金
襴
一
巻
、
大
高
壇
紙
進
上
、
太

刀
一
振
、
馬
代
銀
一
枚
直
進
上
、
摂
家
宮
装
小
直
垂
、
法
中
ハ
単
衣
也
、
歴
々
警
固
難

覃
筆
端
ナ
リ
、

六
月
十
七
日
、
先
度
参
賀
遅
参
衆
ノ
事
、
上
意
不
快
之
由
風
聞
、

〔
泰
重
卿
記
〕

六
月
十
五
日
甲
戌
、
晴
、
今
日
大
樹
へ
摂
家
・
清
華
・
宮
門
跡
・
諸
公
家
、
不
残
御
礼
申
入
候
、

御
馬
太
刀
、
或
ハ
太
刀
計
、
或
金
襴
、
又
帷
子
、
単
物
、
杉
原
、
種
々
進
物
共
也
、
御

礼
相
済
帰
宅
珍
重
也
、

〔
記
年
録
〕

六
月
十
五
日
、
於
二
条
城
、
将
軍
家
御
入
洛
之
御
祝
儀
、
諸
大
名
長
袴
献
太
刀
目
録
、

同
十
六
日
、
諸
公
家
勤
礼
、
太
刀
目
録
進
上
之
、
今
日
公
武
共
着
装
束
、

〇
十
六
日
ト

ナ
ス
誤
レ
リ

〔
梵
舜
日
記
〕

六
月
十
五
日
、
二
条
之
御
城
諸
家
御
礼
也
、
将
軍
様
御
装
束
也
、
五
山
其
外
之
法
中
之

衆
無
御
礼
義
也
、
当
家
肩
衣
袴
に
て
依
罷
出
、
無
御
礼
也
、

十
七
日
、
二
条
之
御
城
罷
出
、
法
中
方
之
衆
也
、
今
日
之
奉
行
衆
之
依
理
屈
、
御
礼
之

義
無
也
、

十
九
日
、
晴
、
二
条
之
御
城
罷
出
御
礼
相
済
也
、
藤
井
太
刀
折
紙
、
単
物
ハ
ア
カ
ラ
ス
帰

也
、
萩
原
太
刀
折
紙
持
参
也
、
予
杉
原
廿
帖
進
上
也
、
法
中
方
之
内
交
り
て
御
礼
申
上
候
也
、

今
度
ハ
色
々
御
改
義
共
也
、
次
土
井
大
炊
殿
之
宿
へ
罷
越
、
進
物
ハ
何
レ
モ
ト
マ
ラ
ス

帰
也
、

〔
本
光
国
師
日
記
〕

六
月
十
五
日
、
五
岳
へ
御
礼
之
端
状
遣
、
案
左
ニ
在
之
、
〇
本
条
是
日
ニ
合
ス
、

　
　

来
ル
十
七
日
、
公
方
様
へ
法
中
御
礼
ニ
候
、
五
岳
被
仰
合
、
日
出
以
前
、
至
二
条
御
城
、

各
御
出
仕
、
尤
ニ
候
、
為
其
令
啓
達
候
、
恐
惶
頓
首
、

　
　
　
　

六
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
地
院　

以
上

　
　
　
　
　

天
龍
寺

　
　
　
　
　

相
国
寺

　
　
　
　
　

建
仁
寺

　
　
　
　
　

東
福
寺

　
　
　
　
　

万
寿
寺

　
　

上
包
ニ

　
　
　

此
折
紙
相
国
寺
よ
り
天
龍
寺
へ
其
よ
り
東
福
寺
・
万
寿
寺
、
其
よ
り
建
仁
寺
如
此
早
々

御
急
達
尤
ニ
候
、
以
上
、

右
吉
兵
へ
ニ
も
た
せ
相
国
保
長
老
へ
も
た
せ
遣
ス
、
先
々
へ
被
遣
候
様
ニ
と
申
遣
、

則
畏
候
と
申
来
、

十
六
日
、
大
炊
殿
・
周
防
殿
よ
り
、
御
礼
相
廻
由
申
来
、
則
返
書
遣
、
往
来
案
左
ニ
有
之
、

　
　

急
度
申
入
候
、
明
日
者
十
七
日
御
座
候
間
、
天
台
宗
・
浄
土
宗
御
礼
、
可
被
為
請
候
旨

御
座
候
、
左
様
ニ
候
ハ
ヽ
、
五
山
衆
幷
紫
野
妙
心
寺
、
其
外
済
家
之
宗
旨
十
八
日
ニ

御
礼
可
被
為
請
之
由
被
仰
候
間
、
其
通
可
被
成
御
触
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

六
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

板
倉
周
防
守

　
　
　

重
宗
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
井
大
炊
頭

　
　
　

利
勝
判

　
　
　
　
　
　

金
地
院
侍
衆
御
中

　
　
　
　
　
　

返
書
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尊
書
拝
見
忝
存
候
、
明
日
ハ
天
台
宗
・
浄
土
宗
御
礼
ニ
付
而
、
五
山
衆
幷
紫
野
妙
心
寺
、

其
外
済
家
衆
ハ
十
八
日
御
礼
ニ
可
罷
出
旨
、
奉
得
其
意
候
、
則
相
触
可
申
候
、
明
日

可
得
御
意
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　

六
月
十
六
日　
　
　
　
　
　

―
―
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

　
　
　
　

土
井
大
炊
頭
様

　
　
　
　

板
倉
周
防
守
様
尊
報

五
山
衆
へ
折
紙
遣
ス
、

明
十
七
日
之
御
礼
相
延
候
、
十
八
日
早
々
可
有
御
登
城
候
、
為
其
雖
夜
中
申
触
候
、
恐
々

謹
言
、

　
　
　
　
　

六
月
十
六
日　
　
　
　
　

―
―
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

　
　
　
　
　

天
龍
寺
役
者
中

　
　
　
　
　

相
国
寺

　
　
　
　
　

建
仁
寺

　
　
　
　
　

東
福
寺　

一
紙
也

　
　
　
　
　

万
寿
寺

右
何
も
行
者
力
者
人
足
等
相
添
遣
ス
也
、

　
　

大
徳
・
妙
心
へ
遣
触
状
案
、

明
十
八
日
済
下
衆
御
礼
可
被
為
受
之
旨
、
被
仰
出
候
、
至
二
条
御
城
可
有
御
出
仕
候
、

為
其
令
啓
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　

六
月
十
七
日　
　
　
　
　

―
―
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

　
　
　
　
　

大
徳
寺
役
者
中

　
　
　
　
　

妙
心
寺
役
者
中

　
　

右
面
々
ニ
折
紙
遣
ス
、

153　

元
和
九
年
六
月
二
十
五
日

秀
忠
、
参
内
す
る
。

〔
大
内
日
記
〕

　

六
月
廿
五
日
、
辰
刻
ニ
二
条
よ
り
薬
院
へ
被
為
成
候
、
則
御
膳
上
り
申
候
、
御
供
之
衆
半

袴
ニ
テ
薬
院
よ
り
御御

衣
冠装

束
、
御
長
抦
ニ
メ
ス
、
諸
大
夫
衆
御
供
布
衣
御
長
柄
ノ
跡
、
烏
帽

子
著
小
十
人
組
衆
、
御
太
刀
役
大
沢
少
将
、
御
腰
物
井
伊
掃
部
、
御
長
柄
ノ
内
へ
御
太

刀
入
、
其
次
ニ
御
腰
物
入
、
御
長
柄
ノ
ミ
ス
、
大
沢
少
将
上
ル
、
薬
院
ニ
テ
御
装
束
ニ

藤
宰
相
被
参
候
、
午
上
刻
ニ
御
参
内
、
御
進
物
如
右
、
御
太
刀
折
紙
、
伝
奏
三
条
大
納
言
、

御
進
物
ハ
朝
ト
ク
清
凉
殿
ノ
縁
ニ
テ
ツ
ミ
候
テ
渡
シ
申
候
、
禁
中
様
ニ
テ
三
献
、
御
祝

献
之
御
酌
過
、
其
よ
り
奥
通
り
女
御
様
へ
被
為
成
候
、
其
間
ニ
諸
大
名
之
御
礼
、
禁
中

様
被
為
請
候
、
公
方
様
女
御
様
被
為
成
候
時
、
御
廊
下
迄
女
御
様
御
迎
ニ
出
御
、
三
献
、

（
中
略
）
則
薬
院
へ
還
御
、
未
ノ
下
刻
也
、
三
条
大
納
言
殿
御
使
ニ
被
参
候
、
則
被
為
会

候
、
女
院
様
よ
り
岩
倉
木
工
被
参
候
、
薬
院
ニ
テ
御
装
束
被
為
脱
候
テ
、
御
休
息
少
有
テ
、

二
条
へ
還
御
申
ノ
刻
也
、

154　

元
和
九
年
七
月
一
日

二
条
城
中
の
西
長
屋
が
崩
れ
る
。

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕

　

七
月
三
日
壬
辰
、
（
中
略
）
一
昨
日
一
夜
二
条
城
西
長
屋
十
六
軒
崩
、
依
之
城
中
有
騒
動

　

云
々
、

155　

元
和
九
年
七
月
十
三
日

秀
忠
、
二
条
城
に
入
る
。
家
光
、
入
京
し
、
伏
見
城
に
入
る
。

〔
義
演
准
后
日
記
〕

　

七
月
十
日
、
明
日
膳
所
城
へ
大
納
言
殿
御
着
云
々
、

　

十
三
日
、
大
納
言
殿
当
地
御
通
、
供
奉
衆
猛
勢
也
、
伏
見
城
江
御
着
、
於
門
前
見
物
申
訖
、

　

昨
日
於
膳
所
林
檎
一
折
進
上
、
酒
井
雅
楽
頭
披
露
、
大
夕
立
皆
ヌ
レ
、
咲
止
ノ
体
也
、
水

　

戸
ノ
宰シ

ツ
ハ
ラ
ヒ

相
殿
也
、
鉄
砲
六
百
丁
ハ
カ
リ
弓
二
百
鑓
三
百
歟
、
騎
馬
数
百
輩
見
事
ノ
見
物
也
、

　

鷹
以
下
歴
々
驚
目
、
今
日
将
軍
従
大
坂
御
上
洛
、
諸
国
諸
大
名
、
両×

方
へ
、
馳
走
不
大
形

　

云
々
、

〔
泰
重
卿
記
〕
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七
月
十
三
日
壬
寅
、
晴
、
請
取
御
番
伺
公
、
諸
公
家
衆
不
残
、
御
番
衆
之
外
、
将
軍
若

君
御
上
洛
為
御
迎
、
追
分
ま
て
被
参
候
、
綺
麗
出
立
諸
人
驚
目
之
由
申
候
、
今
日
将
軍

従
大
坂
御
上
洛
、
珍
重
、
〇
孝
亮
宿
祢
日

次
記
梵
舜
仝
シ
、

〔
家
乗
略
水
戸
〕

元
和
九
年
七
月
十
三
日
、
京
都
へ
大
納
言
様
御
着
座
、
水
戸
宰
相
殿
供
奉
、
公
方
様
二

条
御
城
御
着
座
、
大
納
言
様
伏
見
御
城
御
座
、
水
戸
殿
東
福
寺
御
座
な
さ
れ
候
、

〔
譜
牒
余
録
〕
五　

松
平
越
前
守
附
家
臣　

出
雲
少
将
直
政

　
　
　

家
譜

九
年

（
元
和
）

七
月
十
三
日
、
大
樹
秀
忠
公
曁
家
光
公
上
洛
、
将
軍
宣
下
、
直
政
供
奉
、

〔
薩
藩
旧
記
増
補
〕
七　

家
久
公
御
譜
中

同
年
七
月
十
三
日

両
御
所
上
着
而
入
二
条
城
矣

〔
天
英
公
御
書
写
〕
下

便
之
間
申
遣
候
、（
中
略
）
大

（

家

光

）

納
言
様
今
日
廿
五
日
必
江
戸
出
御
可
被
成
之
由
被
仰
上
候
、

（
中
略
）
、
諸
大
名
衆
ハ
京
都
ニ
被
差
置
候
、
大
納
言
様
御
上
洛
之
上
御
参
内
御
供
之
御

用
与
見
得
候
、
（
中
略
）

　
　
　

六
（
元
和
九
年
）

月
廿
五
日　
　
　
　
　

御
名
乗
御
居
判

〔
宝
地
公
遺
事
〕
四　

元
和
九
年
癸
亥

一
七
月
十
三
日
、
将
軍
秀
忠
公
・
家
光
公
御
父
子
御
上
洛
、
譲
将
軍
職
家
光
公
有
勅
許

御
上
洛
、

〔
譜
牒
余
禄
〕
十
七　

松
平
陸
奥
守
之
七　

高
祖
父
輝
宗
曽
祖
父
忠
宗
記
録
抜
書
之
七

一
同
年
七
月
十
三
日
大
猷
院
様
伏
見
江
着
御
、
十
五
日
御
輿
ニ
而
二
条
之
御
城
江
被
為

入
、
左
右
ニ
井
伊
掃
部
頭
・
板
倉
周
防
守
歩
ニ
而
御
供
仕
候
由
書
記
置
申
候
、

〔
菅
沼
家
譜
〕
左
近
定
芳
伝

一
同

（
元
和
九
年
）

年
六
月
廿
五
日
、
家
光
公
江
戸
御
発
軫
、
七
月
十
二
日
投
宿
於
膳
所
、
定
芳
拝
領

服
銀
、
十
三
日
御
入
洛
、
七
月
廿
七
日
将
軍
宣
下
、
八
月
六
日
御
参
内
、
閏
八
月
八
日

伏
見
御
発
駕
、
被
謁
二
条
城
、
直
江
戸
御
発
軫
、
午
時
憩
膳
所
、

156　

元
和
九
年
七
月
十
五
日

家
光
、
二
条
城
で
秀
忠
に
対
顔
す
る
。

〔
資
勝
卿
記
〕

七
月
十
五
日
甲
辰
、
晴
、
朝
飯
急
て
公
方
御
目
見
ニ
罷
申
候
也
、
大
納
言
に
も
二
条
へ

御
成
候
、
二
条
ノ
御
目
見
過
て
、
御
先
へ
伏
見
へ
参
候
也
、
御
上
洛
珍
重
之
由
御
勅
使
有
、

御
香
宮
へ
参
て
還
御
ま
て
待
申
候
也
、
還
御
に
て
吉
良
殿
御
左
右
有
之
、
則
各
申
談
し

登
城
申
候
也
、
則
御
目
見
過
て
、
御
広
間
に
て
御
振
舞
ア
リ
、
酒
井
雅
楽
・
青
山
伯
耆
・

安
部
備
中
・
酒
井
讃
岐
・
板
倉
周
防
被
参
候
也
、
御
振
舞
に
て
退
出
申
候
也
、

〔
紀
年
録
〕

七
月
十
五
日
、
大
納
言
家
渡
御
于
二
条
御
長
袴
御
対
顔
、

157　

元
和
九
年
七
月
二
十
三
日

家
光
、
参
内
後
、
二
条
城
に
移
る
。

〔
泰
重
卿
記
〕

七
月
廿
三
日
壬
子
、
晴
、
巳
刻
参
内
、
白
御
袷
五
十
、
銀
子
五
百
枚
進
上
也
、
女
院
御

所
へ
三
百
枚
、
綿
百
把
進
上
也
、
女
御
へ
不
知
之
也
、
御
三
所
伺
公
被
申
候
、
昵
近
公

家
衆
御
ト
ヲ
リ
無
之
、
略
被
申
候
、
又
二
条
御
城
へ
御
移
之
時
、
昵
近
公
家
衆
二
条
伺
公
、

両
御
所
へ
御
目
見
之
由
承
及
候
畢
、
御
身
固
有
之
也
、

158　

元
和
九
年
八
月
四
日

五
山
衆
、
二
条
城
で
御
服
を
頂
戴
す
る
。

〔
本
光
国
師
日
記
〕

八
月
三
日
、
板
倉
周
防
殿
よ
り
折
紙
来
ル
、
五
山
衆
へ
御
服
拝
領
之
間
、
相
触
候
へ
と

申
来
ル
、
案
左
ニ
有
之
、
則
返
書
遣
ス
、
是
モ
案
左
ニ
有
之
、
〇
本
条
類
ヲ
以
テ
是
ニ
合
収
ス
、

　
　

明
四
日
ニ
五
山
之
衆
、
御
服
被
下
候
間
、
此
書
立
之
内
ニ
御
座
候
衆
、
二
条
御
城
迄
被

参
候
様
ニ
可
被
仰
遣
候
、
猶
貴
面
可
得
尊
意
候
条
、
不
能
具
候
、
恐
惶
謹
言
、　
　
　
　
　

　
　
　

八
月
三
日　
　
　
　
　
　
　

板
倉
周
防
守　
　
　

　
　
　
　

端
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
宗
判

　
　
　
　
　
　

猶
々
則
書
立
を
進
上
申
候
、
貴
院
無
御
存
知
か
た
へ
ハ
被
仰
遣
ニ
不
及
候
、

　
　
　
　
　
　

以
上
、
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金
地
院
侍
者
閣
下　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

尊
書
拝
見
忝
存
候
、
明
四
日
五
山
衆
ニ
御
服
被
下
候
間
、
二
条
之
御
城
へ
各
々
参
候

様
ニ
、
可
申
触
旨
、
得
貴
意
存
候
、
御
書
立
持
せ
被
下
候
、
写
置
候
而
、
返
進
申
候
、

及
日
暮
候
間
、
早
々
御
報
申
入
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　

八
月
三
日　
　
　
　
　

金
地
院　

　
　
　
　

端
書

　
　
　
　
　
　

不
及
申
五
山
之
外
ヘ
ハ
不
申
遣
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　

板
防
州
様
尊
報

八
月
三
日
、
五
山
へ
触
状
遣
ス
、
案
左
ニ
有
之
、

　
　

明
四
日
、
五
山
衆
へ
御
服
可
被
下
旨
ニ
候
、
先
日
御
礼
之
御
衆
、
各
被
仰
合
、
二
条
御

城
へ
可
有
御
出
候
、
為
其
令
啓
候
、
恐
々
頓
首
、

　
　
　
　

八
月
三
日　
　
　
　
　

金
地
院　
　
　

　
　
　
　

端
書

　
　
　
　
　
　

及
夜
陰
候
へ
共
、
唯
今
従
板
周
防
殿
申
来
候
故
、
如
此
候
、
明
朝
早
々
御
登　

　
　
　
　
　
　

城
尤
ニ
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　

天
龍
寺　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

相
国
寺　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

右
之
折
紙
之
上
包
ニ
、
貴
寺
よ
り
天
龍
寺
へ
可
被
遣
候
以
上
と
書
候
、
但
状
之
上
書

ハ
、
慈
照
院
と
迄
書
遣
之
、

右
之
折
紙
、
同
前
ニ
相
認
、
建
仁
寺
・
東
福
寺
・
万
寿
寺
三
ヶ
寺
へ
之
宛
所
ニ
て
認
遣
之
、

是
も
折
紙
之
上
包
之
上
之
宛
所
ハ
、
常
光
院
と
迄
書
遣
之
、
常
光
よ
り
東
福
へ
被
遣
候

へ
と
申
遣
ス
、

159　

元
和
九
年
八
月
五
日

土
御
門
久
修
、
二
条
城
で
天
冑
地
府
祭
を
修
す
る
。

〔
泰
重
卿
記
〕

七
月
廿
日
己
酉
、
晴
、
板
倉
周
防
守
所
へ
参
入
見
参
候
、
将
軍
宣
下
ニ
付
て
、
天
曹

（
マ
マ
）地

府
祭
有
之
由
申
候
、
則
家
康
・
秀
忠
公
二
代
都
状
自
筆
有
之
由
、
周
防
守
尤
之
御
事
候

無
異
義
事
候
、
従
伝
奏
、
此
方
可
被
仰
候
由
被
申
候
、
伝
奏
申
候
へ
ハ
、
今
朝
二
条
御

城
に
て
、
周
防
守
逢
、
周
防
守
伝
奏
申
候
由
被
申
候
、
一
言
に
て
相
済
申
候
、
珍
重
也
、

五
日

（
八
月
）

癸
亥
晴
、
家
君
御
出
也
、
公
方
未
刻
許
二
条
御
城
へ
御
成
、
家
公
未
下
刻
許
、

御
祓
千
把
柳
筥
の
せ
て
、
御
洗
米
紙
嚢
、
枝
ナ
カ
ラ
榊
洗
米
ト
一
ツ
ニ
嚢
、
書
付
如
此
候
、

　
　
　
　

以
我
行
神
力　

神
道
加
持
力
此
分
朱
書
也
、

　
　
　

天
曹
地
府
祭
行
事
共
一
座
此
分
墨
書
也
、
家
公
持
参
○
左
衛
門

佐
久
脩

　
　
　
　

神
変
神
通
力　

普
供
養
而
往

吉
良
左
兵
衛
督
披
露
、
珍
重
思
召
之
由
御
返
事
、
依
御
取
紛
不
能
御
対
面
之
由
仰
之
由
、

承
及
候
、

160　

元
和
九
年
（
八
月
五
日
）

大
坂
城
及
び
二
条
城
の
普
請
に
つ
い
て
の
覚
書
。

〔
御
先
代
材
木
石
御
献
上
記
〕
覚

一
同
九

（
元
和
）

年

　
　

一
本
年
大
坂
幷
二
条
両
御
城
御
普
請
ニ
相
極
、
就
夫
忠
義
公
御
役
御
材
木
之
御
勤
被
成

度
旨
、
土
井
大
炊
頭
殿
・
松
平
右
衛
門
太
夫
殿
へ
被
仰
込
、
大
形
御
材
木
役
ニ
相

極
候
ニ
付
、
弥
用
意
可
仕
旨
、
御
国
御
奉
行
野
中
玄
番

深
尾
主
水
八
月
五
日
以
御
書
被
仰
遣
也
、

161　

元
和
九
年
八
月
六
日

三
条
西
光
慶
等
、
二
条
城
ヘ
伺
公
す
る
。
家
光
、
参
内
し
、
襲
職
の
慶
を
奏
す
る
。

〔
資
勝
卿
記
〕

六
日

（
八
月
）

甲
子
晴
、
五
ツ
時
分
雨
降
、
や
か
て
晴
朝
□
フ
ル
也
、
日
出
時
分
禁
中
へ
伺
公
、

三
条
丞
相
へ
二
条
へ
御
出
之
時
分
尋
遣
候
ヘ
ハ
、
は
や
先
へ
御
出
也
、
三
条
西
光
慶
・

藤
右
衛
門
佐
・
飛
鳥
井
少
将
な
と
昵
近
衆
、
各
同
道
に
て
二
条
へ
伺
公
申
候
也
、
板
輿

桧
山
出
雲
を
頼
候
て
借
用
申
候
也
、
供
青
侍
十
人
、
布
衣
一
人
、
笠
持
一
人
、
沓
持
一

人
、
ノ
リ
モ
ノ
カ
キ
六
人
也
、
（
中
略
）
今
度
ハ
将
軍
様
初
て
ノ
御
参
内
、
四
足
御
門
ヨ

リ
御
参
内
也
、
四
足
門
ノ
外
ニ
御
車
ヲ
立
南
向
、
公
家
衆
南
ノ
方
西
上
北
面
ニ
居
置
候
也
、

武
士
ノ
四
品
ノ
諸
大
夫
、
又
年
寄
衆
北
上
西
面
、
次
三
条
新
大
納
言
御
簾
ヲ
ア
ク
、
次

御
太
刀
吉
良
侍
従
、
御
刀
大
沢
侍
従
持
之
、
次
御
沓
光
慶
役
之
、
タ
イ
コ
ウ
ノ
手
よ
り
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酒
井
讃
岐
守
取
テ
、
中
納
言
ニ
渡
候
也
、
四
足
ヲ
入
北
ニ
折
テ
長
橋
ノ
車
寄
ヨ
リ
、
如

例
御
参
候
也
、
長
橋
ニ
少
時
御
待
候
也
、
奥
よ
り
勾
当
内
侍
御
迎
ニ
御
出
候
也
、
則
内

侍
御
所
ノ
方
参
給
候
也
、
跡
ヨ
リ
将
軍
様
起
座
シ
テ
御
所
ニ
参
給
也
、
昵
近
之
衆
御
供
、

御
太
刀
刀
両
人
之
衆
持
御
供
候
也
、
御
馬
太
刀
に
て
御
礼
也
、
進
物
銀
子
千
枚
、
綿
子

千
把
進
上
、
三
献
之
後
、
典
侍
殿
内
侍
於
シ
モ
マ
テ
、
将
軍
御
酌
ニ
テ
御
ト
ヲ
リ
有
、（
後

略
）

〔
大
内
日
記
〕

　

将
軍
様
成
、
八
月
六
日
、
（
中
略
）
御
参
内
巳
ノ
上
刻
、
還
御
未
ノ
下
刻
、
巳
ノ
刻
以
前
、

　

雨
少
降
、
出
御
よ
り
ヤ
ム
、
二
条
へ
還
御
以
後
、
頓
而
伝
奏
三
条
大
納
言
殿
被
参
、
雨
少

　

降
、
出
御
よ
り
ヤ
ム
、
二
条
へ
還
御
以
後
、
頓
而
伝
奏
三
条
大
納
言
殿
被
参
、
御
所
様
御　

　

装
束
御
衣
冠
ニ
テ
出
御
候
而
、
被
為
会
候
、
将
軍
様
モ
被
為
会
候
、
其
後
御
座
之
間
ニ
テ

　

将
軍
様
御
礼
御
座
候
、
進
物
金
百
枚
、
袷
五
十
、
長
光
御
太
刀
上
ル
、
御
折
紙
進
上
カ
キ

　

以
上
ト
シ
テ
有
御
名
乗
、
有
御
礼
、
過
則
三
五
ノ
ノ
シ
出
ル
、
御
引
渡
、
初
献
御
雑
煮
、

　

二
献
御
吸
物
、
三
献
御
祝
、
有
御
腰
物
、
不
動
国
行
、
御
脇
指
三
好
正
宗
、
初
献
ノ
間
ニ　

　

被
遣
之
候
、
出
御
御
膳
上
り
、
伏
見
へ
其
侭
還
御
、
（
後
略
）
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元
和
九
年
八
月
十
四
日

家
光
、
二
条
城
で
猿
楽
を
張
る
。

〔
義
演
准
后
日
記
〕

　

八
月
十
四
日
、
於
京
御
城
、
御
能
在
之
、
新
将
軍
御
成
、
諸
国
諸
大
名
悉
出
仕
、
将
軍　

　

宣
下
ノ
御
能
也
、
天
快
晴
、
御
仕
合
珍
重
々
々
、

〔
資
勝
卿
記
〕

　

八
月
十
四
日
壬
申
、
曇
、
午
刻
雨
少
降
や
う
に
て
や
か
て
晴
、
終
日
曇
、
東
シ
ラ
ミ
ニ
、

　

二
条
ノ
御
城
ニ
テ
御
能
候
て
参
候
也
、
広
橋
亜
相
父
子
・
中
納
言
同
道
申
候
、
（
中
略
）

　

今
日
将
軍
様
始
テ
ノ
御
能
也
、
二
条
御
城
ノ
奥
ノ
御
対
面
所
に
て
、
先
引
ハ
た
し
に
て
御

　

盃
一
返
ト
ヲ
リ
申
候
、
其
後
ボ
ウ
サ
ウ
、
次
ニ
鯛
ノ
吸
物
、
ク
ミ
ツ
ケ
土
器
輪
金
タ
ヽ

（
ヵ
）ミ

、

　

ロ
ク
シ
ヤ
ウ
エ
ア
リ
、
次
七
五
三
ノ
御
振
舞
、
何
も
土
器
輪
カ
ク
金
薄
、

　
　

（
御
膳
の
絵
図
あ
り
、
中
略
）

御
振
舞
中
酒
二
献
メ
ニ
、
将
軍
様
御
盃
各
頂
戴
仕
候
也
、
御
肴
被
下
候
、
一
ツ
タ
べ
候

へ
ト
御
詞
ヲ
カ
ケ
ラ
レ
候
也
、

将
軍
様
上
ダ
ン
御
座
候
、
御
腰
物
左
ノ
脇
ニ
ア
リ
、
下
ダ
ン
御
座
ノ
左
右
ニ
尾
張
中
納
言
・

紀
伊
中
納
言
・
水
戸
宰
相
・
日
野
中
納
言
・
広
橋
宰
相
、
下
タ
右
座
三
条
新
大
納
言
・
資
勝
・

烏
丸
大
納
言
・
広
橋
大
納
言
、
三
間
ニ
加
賀
宰
相
・
薩
摩
宰
相
、
此
衆
斗
御
前
ノ
御
相
伴
也
、

御
菓
子
フ
チ
タ
カ
金
薄
タ
ミ
ム
ス
ヒ
花
三
方
ハ
タ
ミ
不
申
候
也
、
御
茶
台
天
目
也
、

其
後
御
広
間
に
て
御
能
ハ
シ
マ
リ
候
也
、
屏
風
ヲ
立
キ
リ
候
て
、
将
軍
様
・
大
御
所
様

御
簾
中
に
て
御
見
物
、
尾
張
中
納
言
・
紀
伊
中
納
言
・
水
戸
宰
相
・
昵
近
之
衆
・
大
名

衆
同
間
ニ
て
見
物
申
候
、

　
　

ヲ
キ
ナ
観
世
太
夫
セ
ン
サ
イ
、
フ
―
子
サ
キ　

三
ハ
サ　

サ
キ
大
夫

　
　

高
砂
観
世
田
村
金
春

　
　
　

尺
丈
ニ
テ
舞
申
候
、
今
度
始
テ
見
申
候
、
尺
丈
ノ
子
細
ヲ
申
立
候
也
、

　
　

松
風
七
大
夫　
　
　

此
間
大
夫
共
座
ノ
者
拝
領
五
百
貫
、
大
夫
五
人
御
袷
一
重
之
内
唐  

織
物
、
一
座
ノ
者
共
単
帷
子
拝

（
ヵ
）領

候
也
、

　
　

張
良
ホ
ウ
シ
ヤ
ウ

ワ
キ
近
藤
　

通
小
町
コ
ン
カ
ウ
、　

舟
弁
慶
十
大
夫　

く
れ
は
ク
ワ
ン
セ

座
ノ
者
拝
領
過
て
御
振
舞
ア
リ
、
イ
ツ
モ
御
対
面
已
前
ニ
待
候
口
ノ
間
ニ
テ
、
御
振
舞

ナ
リ
、
御
盃
台
三
方
ニ
ノ
リ
申
候
、
皆
金
薄
タ
ミ
也
、
五
ツ
六

（
ヵ
）ツ

出
申
候
、
又
折
ノ
金

タ
ミ
四
五
合
出
申
候
、
い
つ
れ
も
金
タ
ミ
也
、
結
構
ナ
ル
御
振
舞
也
、
酒
井
雅
楽
・
土

井
大
炊
・
青
山
伯
耆
・
酒
井
讃
岐
・
安
部
備
中
・
吉
良
左
兵
衛
・
大
沢
少
将
何
も
御
見

廻
候
て
、
御
酒
ヲ
御
し
ゐ
候
也
、
板
倉
周
防
守
も
御
見
廻
候
也
、
御
能
過
テ
大
御
所
様

次
へ
御
出
候
て
、
各
御
目
見
候
也
、
酒
井
雅
楽
各
忝
由
被
申
候
也
、
御
能
始
テ
も
如
此

候
也
、
御
能
過
て
も
見
物
衆
一
人
も
不
出
候
て
、
公
家
武
家
ヲ
御
帰
候
也
、
今
度
新
ク

舞
台
ヲ
取
建
候
也
、

〔
紀
年
録
〕

八
月
十
四
日
、
於
二
条
城
、
将
軍
宣
下
御
祝
儀
、
有
猿
楽
、

同
十
五
日
、
又
猿
楽
、

〔
湯
浅
達
三
文
書
〕

　

上
ハ
書

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
宮
内
少
輔

細
川
越
中
様
御
報　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
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御
札
忝
存
候
、
如
報
意
一
昨
夜
沈
酔
御
同
前
候
、
然
者
明
十
三
日
伏
見
ニ
而
朝
食
被
聞

召
候
様
為
御
目
見
可
被
成
御
出
旨
被
仰
下
候
、
拙
者
ハ
参
間
敷
と
存
候
、
将
又
二
条
ニ

而
両
上
様
へ
折
を
二
ツ
宛
、
森
作
州
被
仰
談
可
有
御
上
御
用
意
之
由
、
得
其
意
存
候
、

御
能
ニ
付
而
之
儀
候
哉
、
承
度
存
、
一
人
付
遣
候
、
様
子
委
被
仰
聞
候
ハ
ヽ
弥
可
忝
候
、

恐
惶
謹
言
、

　
　
　

八
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
雄
（
花
押
）

〔
山
内
家
代
々
記
〕
坤
一

同
十
四
日
十
五
日
、
家
光
様
将
軍
宣
下
為
御
祝
儀
於
二
条
御
城
御
能
、
此
時
諸
御
大
名

御
見
物
、
但
此
度
於
上
方
両
上
様
へ
御
肴
御
菓
子
類
其
外
度
々
被
献
物
有
、
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元
和
九
年
閏
八
月
一
日

秀
忠
、
暹
羅
国
使
を
二
条
城
で
引
見
す
る
。

〔
本
光
国
師
日
記
〕

閏
八
月
朔
日
、
於
二
条
御
城
、
し
や
む
ろ
人
御
礼
申
上
、
様
子
之
儀
ハ
異
国
帳
ニ
見
へ

た
り
、

同
二
日
、
酒
井
雅
楽
殿
・
青
山
伯
耆
殿
・
酒
井
讃
岐
殿
よ
り
連
判
之
状
来
、
御
印
判
鑿

候
者
ニ
、
象
牙
を
持
せ
召
連
可
参
由
之
御
書
中
也
、
則
返
書
進
也
、
印
工
召
連
可
参
由

申
入
候
也
、

〔
異
国
日
記
〕

元
和
九
年
癸
亥
閏
八
月
朔
日
、
暹
羅
使
者
於
二
条
御
城
大
広
間

御
礼
申
上
ル
、
前
将
軍

秀
忠
様
御
肩
衣
御
袴
長

、
上
壇
南
面
、
諸
侯
衆
伺
候
、
各
半
袴
也
、
大
炊
殿
・
雅
楽
殿

幷
奏
者
手
長
衆
ハ
長
袴
也
、
使
者
二
人
、
通
事
一
人
、
幷
日
本
ノ
通
事
ハ
肩
衣
半
袴
也
、

木
や
三
右
衛
門
ハ
入
道
ナ
レ
ハ
十
徳
ヲ
着
ス
、
暹
羅
国
ヨ
リ
ノ
進
上
物
、
鉄
砲
二
丁
、

白
熊
二
十
頭
、
伽
羅
一
壺
、
カ
ナ
キ
ン
廿
端
、
花
綿
五
端
、
暹
羅
笠
一
ケ
、
竜
脳
二

壺
以
上
七
種
也
、
捧
暹
羅
書
如
先
年
也
、
又
二
使
幷
通
事
二
人
木
や
モ
、
面
々
進
物

ヲ
捧
御
礼
申
上
ル
、
何
モ
縁
也
、
高
力
摂
津
守
披
露
也
、
礼
了
而
退
出
、
上
様
入
御
、

小
広
間
ニ
テ
伝
ヲ
召
ス
、
於
御
前
右
ノ
書
ヲ
講
談
申
上
ル
也
、
金
札
有
之
、
訳
書
相

添
也
、
何
モ
書
ヲ
如
元
収
テ
、
御
前
指
上
テ
退
出
也
、

一
同
五
日
、
於
二
条
御
城
、
土
大
炊
殿
奉
ニ
テ
、
暹
羅
へ
ノ
御
返
書
可
相
調
旨
被
仰
出
、

則
右
之
訳
書
請
取
也
、
井
主
計
殿
・
永
信
濃
殿
何
も
御
馳
走
也
、
為
上
意
三
人
亦
御

講
尺
を
御
聞
候
、
道
春
・
永
喜
も
候
座
、
訳
書
を
持
シ
テ
帰
る
、
同
日
従
酒
井
雅
楽
殿
、

使
札
来
、
右
之
暹
羅
へ
ノ
返
書
頼
入
由
也
、
則
暹
羅
書
翰
来
、

同
六
日
、
伏
見
へ
参
上
、
雅
楽
殿
へ
対
談
、
暹
羅
へ
之
返
書
文
言
等
相
談
申
、
従
新

将
軍
様
御
馬
二
疋
、
鞍
皆
具
、
従
雅
楽
殿
私
馬
一
疋
鞍
皆
具
可
遣
由
也
、
若
君
様
新

将
軍
様
ニ
被
為
成
候
義
ヲ
モ
、
文
言
ニ
卒
度
書
載
可
然
欤
と
の
義
也
、
（
中
略
）
右
之

暹
羅
之
書
二
通
共
案
在
左
、
（
中
略
）

七
日
、
伏
見
へ
持
セ
遣
ス
、
但
文
箱
を
桐
ニ
テ
、
扇
子
五
本
入
之
箱
之
蓋
、
中
ダ
カ

ニ
念
ヲ
入
、
白
マ
ノ
環
紫
緒
也
、
暹
羅
ヨ
リ
ノ
書
、
雅
楽
殿
ヘ
清
兵
衛
ニ
持
セ
返
ス

也
、
返
翰
別
紙
ニ
写
シ
テ
仮
名
付
、
雅
楽
殿
ヘ
遣
ス
也
、
同
日
極
晩
清
兵
衛
帰
ル
、

公
帖
ノ
御
判
モ
相
調
、
八
通
五
包
来
ル
、
銀
子
モ
五
十
枚
拝
領
也
、
明
八
日
新
将
軍

様
御
供
ニ
テ
御
急
候
間
、
跡
ニ
伊
喜
之
助
被
残
置
候
条
、
迚
ノ
義
ニ
印
ヲ
モ
堀
セ

（
掘
カ
）

テ

押
、
喜
之
助
ヘ
渡
て
、
暹
羅
人
ヘ
遣
候
様
ニ
と
御
頼
候
、
則
八
日
ニ
印
判
屋
惣
三
郎

ニ
申
付
、
忠
世
ノ
古
文
ヲ
印
ニ
象
牙
ニ
テ
ホ
ラ
ス
ル
也
、
出
来
次
第
押
シ
テ
可
遣
候
也
、

八
日
二
条
ニ
て
新
将
軍
様
へ
御
目
見
、
銀
子
拝
領
之
御
礼
、
御
判
之
御
礼
ヲ
モ
申
上
ル
、

雅
楽
殿
御
取
成
也
、
又
雅
楽
殿
ノ
書
ノ
事
、
弥
右
之
通
ニ
御
頼
之
由
、
印
ハ
押
遣
シ
、

印
ヲ
ハ
則
喜
之
助
殿
ニ
言
伝
、
江
戸
へ
可
進
と
申
合
ル
、
此
雅
楽
殿
之
返
書
、
清
書

仕
置
、
印
を
も
押
、
閏
八
月
十
五
日
ニ
伊
喜
之
助
ヘ
渡
ス
、
（
中
略
）

一
閏
八
月
九
日
、
先
将
軍
様
へ
之
御
返
翰
下
書
備
上
覧
、
案
在
左
、

　
　

日
本
国　

源
秀
忠　
　

回
章
、

　
　

暹
羅
国
主　
　
　

麾
下
、

　
　
　

（
中
略
）

　
　
　
　

元
和
九
年
癸
亥
閏
八
月
日

　
　
　

右
之
書
之
下
書
、
中
高
一
枚
ニ
書
之
、
於
御
前
読
上
講
尺
、
大
炊
殿
・
主
計
殿
被
候
座
、　
　

　
　
　

仰
曰
、
自
吾
以
下
及
乎
迄
十
五
字
除
之
可
然
欤
ト
ノ
御
諚
也
、
尤
ト
御
請
申
、
次
ノ　

　
　
　

間
ニ
テ
書
直
、
御
前
へ
差
上
ル
、
請
書
可
仕
旨　

御
諚
也
、
及
晩
帰
寺
、
下
絵
之
紙

　
　
　

幷
御
音
信
物
之
記
録
、
従
主
計
殿
可
被
越
由
ノ
故
、
其
一
左
右
ヲ
相
待
也
、

一
十
日
、
早
朝
至
土
井
大
炊
殿
、
板
倉
周
防
殿
ニ
テ
御
寄
合
ニ
テ
留
守
也
、
寺
田
与
左

衛
門
出
合
、
奥
へ
請
入
、
暹
羅
ヨ
リ
昨
日
書
ヲ
上
ケ
候
ト
テ
被
為
見
、
書
ヲ
入
ル
食
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籠
袋
以
下
如
先
年
、
雅
楽
殿
ヘ
来
ル
モ
同
前
也
、
書
計
取
出
シ
、
一
返
読
候
て
寺
田

ヘ
キ
カ
セ
候
、
大
炊
殿
留
守
ニ
テ
候
ヘ
共
、
書
ヲ
取
て
帰
寺
シ
テ
返
書
可
相
調
由
寺

田
被
申
候
条
、
彼
書
計
取
テ
帰
ル
、
書
之
案
在
左
、
但
二
条
之
御
城
へ
出
仕
、
御
放

申
候
て
、
午
刻
帰
寺
、
但
大
炊
殿
昨
九
日
於
御
城
、
大
炊
殿
自
分
之
返
書
ヲ
モ
頼
入
由
、

直
之
約
諾
故
如
右
也
、
（
中
略
）

一
大
炊
殿
よ
り
之
返
書
下
書
相
調
、
十
五
日
ニ
御
城
ニ
テ
懸
御
目
ニ
、
十
日
之
晩
よ
り

咳
気
煩
、
御
城
へ
モ
不
罷
出
、
十
五
日
ニ
出
仕
申
也
、
案
左
ニ
ア
リ
、

　
　

日
本
国　

臣
大
炊
頭
藤
原
利
勝　

回
翰
、

　
　
　

（
中
略
）

　
　
　

右
大
炊
殿
之
書
、
文
言
一
段
と
気
ニ
入
之
由
、
則
於
神
泉
苑
清
書
シ
テ
、
架
籠
箱
以

下
上
書
等
如
常
、
雅
楽
殿
ト
同
前
ニ
相
認
、
御
城
へ
持
参
、
大
炊
殿
之
右
筆
ニ
渡
之
、

其
由
大
炊
殿
ヘ
直
ニ
モ
申
、
御
満
足
之
由
也
、

一
同
十
五
日
、
上
様
ヨ
リ
暹
羅
ヘ
被
下
物
目
録
、
井
上
主
計
殿
ヨ
リ
請
取
、
案
在
左
、

　
　
　
　

一
長
刀　
　
　
　
　

弐
振

　
　
　

（
中
略
）

　
　
　
　

此
別
幅
モ
御
書
ノ
紙
同
前
也
、
御
書
何
モ
清
書
相
認
、
架
籠
ニ
入
、
下
ヲ
ハ
ノ
リ

不
付
ニ
御
城
へ
持
参
、
井
上
主
計
殿
ヘ
渡
ス
、
御
書
之
紙
架
籠
銀
之
笈
包
物
袋

上
家
以
下
、
何
モ
去
々
年
酉
年
被
遣
候
時
之
如
ク
也
、

　
　
　
　

右
之
書
共
案
、
永
喜
所
望
之
間
写
遣
ス
、
道
春
ヘ
モ
暹
羅
之
書
斗
一
通
之
案
遣
ス
、

其
外
方
々
望
之
衆
ヘ
モ
案
共
遣
ス
、

164　

元
和
九
年
閏
八
月
二
十
一
日

秀
忠
、
二
条
城
を
発
し
、
江
戸
に
下
向
す
る
。

〔
本
光
国
師
日
記
〕

閏
八
月
十
五
日
、
於
二
条
之
御
城
、
還
御
之
御
日
取
吉
日
書
付
上
ケ
可
申
由
、
大
炊
殿
・

主
計
殿
被
仰
渡
、
則
御
城
ニ
テ
、
書
付
上
候
、
案
在
左
、

　
　
　

還
御

　
　
　
　

御
吉
日　

此
御
吉
日
中
高
一
重
二
ツ
折
ニ
シ
テ
書
之
、

　
　
　

閏
八
月
廿
一
日
己
酉
閉
日
鬼　

上
包
中
高
一
枚
ニ
テ
ノ
リ
付
ニ
シ
テ
、
上
ニ
御
吉　

　
　

右
大
明
日
鬼
宿
日　
　

日
ト
三
字
書
テ
、
周
斎
ニ
渡
、
主
斗
殿
ヘ
御
上
ケ

以
上
、　
　
　
　
　
　

候
へ
と
申
渡
シ
、
御
振
舞
過
極
晩
ニ
退
出
、

廿
一
日

（
閏
八
月
）

、
大
御
所
様
二
条
御
立
、
江
戸
ヘ
還
御
、

〔
義
演
准
后
日
記
〕

　

閏
八
月
廿
一
日
、
公
方
様
御
下
向
、
諸
家
諸
門
ヨ
リ
御
送
ト
シ
テ
、
音
羽
マ
テ
名
代
進
之
、

〔
資
勝
卿
記
〕

　

閏
八
月
廿
一
日
、
公
方
様
御
下
向
、
永
原
御
ト
マ
リ
ノ
由
也
、
公
家
衆
御
送
之
由
也
、

〔
梵
舜
日
記
〕

閏
八
月
廿
一
日
、
江
戸
前
将
軍
様
、
御
下
向
也
、
巳
刻
之
由
也
、

165　

寛
永
元
年
是
月
（
二
月
）

幕
府
、
二
条
城
の
修
築
を
徳
川
義
直
以
下
譜
代
大
名
十
八
人
に
命
じ
る
。

〔
江
城
年
録
〕

二
月
、
京
二
条
の
御
城
、
御
普
請
有
之
、
寅
年
公
方
様
御
父
子
御
上
洛
被
成
、
天
子
行

幸
可
被
成
御
用
意
也
、
就
中
天
座
ハ
、
金
物
も
皆
金
銀
ニ
而
被
仰
付
、
奉
行
ハ
中
川
半

左
衛
門
・
野
々
村
四
郎
右
衛
門
・
榊
原
左
衛
門
佐
・
水
野
河
内
守
等
也
、
御
使
番
衆
よ

り
被

（
も
脱
ヵ
）

仰
付
、
右
之
石
垣
請
取
大
名
役
高
者
、

　

本
高
之
内
御
免
有
之

一
五
拾
万
二
千
五
百
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尾
張
中
納
言
殿

　

同
一
四
拾
五
万
五
千
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紀
伊
中
納
言
殿

一
七
万
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
隠
岐
守

一
廿
五
万
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
伊
掃
部
頭

一
十
五
万
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
多
美
濃
守

一
十
二
万
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
下
総
守

一
十
万
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
多
中
務
少
輔

一
十
万
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
笠
原
右
近
大
夫

一
三
万
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
河
内
守

一
十
万
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
野
日
向
守
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一
五
万
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
多
甲
斐
守

一
十
万
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
飛
騨
守

一
五
万
二
千
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
山
城
守

一
五
万
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
甲
斐
守

一
二
万
五
千
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
因
幡
守

一
二
万
五
千
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
部
内
膳
正

一
二
万
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
紀
伊
守

一
二
万
二
千
二
百
廿
六
石
六
斗　
　
　
　
　
　
　

松
平
将
監

一
三
万
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
織
部
佐

〔
敬
公
実
録
〕

　

今
年
夏
、
二
条
御
城
御
普
請
、
地
形
石
垣
等
始
る
、
依
之
公
御
普
請
役
、
高
五
万
石
之
町

　

場
御
請
取
、
御
家
中
よ
り
奉
行
江
差
上
と
云
、

　

為
御
名
代　
　
　
　
　
　
　

竹
腰
山
城
守

　

惣
奉
行　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
川
豊
前
守

　

同
手
伝　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺　

半
蔵

　

其
外
小
役
人
姓
名
不
詳

　

公
義
奉
行
、
水
野
河
内
守
・
榊
原
左
衛
門
佐
・
野
村
四
郎
右
衛
門
等
也
、
伝
言

（
ヵ
）豊

前
守
ハ
、

　

太
閤
以
来
、
普
請
巧
者
を
以
被
撰
出
と
云
、
御
普
請
之
中
、
暑
気
甚
時
分
下
々
苦
労
ニ
被

　

思
召
之
由
、
従
台
徳
公
、
公
へ
御
内
書
被
進
之
と
云
、
御
普
請
成
就
之
後
、
従
公
義
御
褒

　

美
被
下
之
由
、

　

右
編
年
大
略

　

台
徳
院
様
よ
り
、
御
内
書
被
進
候
留
、

　
　

二
条
御
城
御
普
請
出
来
付
、
御
内
書
之
事
今
度
二
条
普
請
之
役
、
入
念
依
被
申
付
、
早
々

　
　

出
来
欣
入
候
、
殊
炎
暑
之
時
節
、
下
々
苦
労
之
程
察
覚
候
也
、
謹
言
、

　
　
　
　

六
月
卅
日　
　
　
　

御
判

　
　
　
　
　

尾
張
中
納
言
殿

　
　
　
　

右
奉
書
留

〔
小
笠
原
豊
津
家
譜
〕

忠
政
、
寛
永
元
甲
子
年
蒙
秀
忠
卿
命
、
修
復
京
洛
二
条
城
壁
、
家
令
小
笠
原
隼
人
政
直

監
司
之
、

〔
松
平
亀
山
家
譜
〕

 
 

家
信
、
寛
永
三
丙
寅
年
、
洛
陽
二
条
城
ヲ
修
補
セ
ラ
ル
、
時
ニ
家
信
南
方
ノ
石
壁
ヲ
築
ク
、　

　

〇
本
書
寛
永
三
年
ト
ナ
ス
ハ
非
ナ
リ
、
又
此
他
諸
氏
ノ
家
譜
重
修
譜
等
ニ
本
条
ノ
コ
ト
ナ 

 
 

シ
、
野
々
村
ノ
事
重
修
譜
ニ
ナ
ク
、
略
譜
ニ
ハ
野
々
村
ア
レ
ト
モ
亦
四
郎
右
衛
門
ノ
事
ナ
シ
、

〔
東
武
実
録
〕
寛
永
元
年

是
年
、
洛
ノ
二
条
ノ
城
経
営
、
尾
張
中
納
言
義
直
卿
・
紀
伊
中
納
言
頼
宣
卿
・
井
伊
掃

部
頭
直
孝
、
其
余
御
普
代
ノ
大
名
十
九
人
、
是
を
勤
ム
、
小
堀
遠
江
守
政
一
造
作
ノ
事

ヲ
司
ル
、
喜
多
見
五
郎
左
衛
門
勝
重
、
是
ニ
副
フ
、
水
野
河
内
守
・
中
川
半
左
衛
門
・

榊
原
左
衛
門
・
野
々
山
四
郎
右
衛
門
等
ヲ
以
テ
奉
行
ト
ス
、

166　

寛
永
元
年
五
月
二
十
八
日

二
条
城
修
築
に
あ
た
り
、
石
引
を
叡
覧
す
る
。

〔
泰
重
卿
記
〕

五
月
廿
八
日
辛
巳
、
晴
、
今
日
御
所
ヘ
中
御
門
亜
相
・
日
黄
門
・
河
野
黄
門
・
四
辻
黄

門
・
高
倉
・
白
川
宰
相
・
園
・
勧
修
寺
・
冷
泉
為
尚
・
小
川
坊
城
・
正
親
町
三
条
・
岩
倉
・

姉
小
路
・
兵
部
太
輔
・
左
京
・
右
京
・
勘
解
由
・
予
、
右
之
衆
十
八
人
、
其
外
外
様
内
々

衆
、
紀
国
中
納
言
石
引
普
請
者
参
、
石
引
叡
覧
之
事
也
、
右
十
八
人
衆
ニ
ハ
御
振
舞
ア
リ
、

於
御
前
御
見
物
也
、
予
事
外
大
食
仕
候
、
中
酒
七
返
各
罷
立
、
湯
菓
子
等
御
次
間
に
て

被
下
候
、
其
以
後
白
雪
ト
申
御
壺
ノ
御
茶
各
被
下
候
、
忝
之
事
也
、
此
御
壺
ハ
藤
堂
和

泉
守
去
年
進
上
仕
候
、
黄
金
百
枚
壺
也
、

167　

寛
永
元
年
九
月
三
日

二
条
城
作
事
の
材
木
値
段
に
関
す
る
嶋
田
直
時
・
久
貝
正
俊
連
署
書
状
。

〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕

　
　

以
上
、

昨
日
者
御
飛
札
披
見
申
候
、
仍
二
条
御
作
事
之
御
材
木
壱
本
付
之
目
録
御
越
候
、
当
町

材
木
屋
共
寄
候
て
も
く
ろ
み
、
京
之
材
木
屋
ね
段
ニ
可
致
者
候
者
可
申
付
由
申
候
へ
共
、

ね
段
過
分
ニ
違
候
間
成
間
敷
由
申
候
間
、
可
有
其
御
心
得
候
、
替
御
用
候
者
可
被
仰
越
候
、

恐
々
謹
言
、
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久
貝
忠
左
衛
門
尉

　
　
　

九
（
寛
永
元
年
）

月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
俊
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嶋
田
清
左
衛
門
尉　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
時
（
花
押
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　

中
井
大
和
様

168　

寛
永
元
年
十
月
四
日

二
条
城
の
差
図
を
受
け
取
っ
た
旨
を
記
し
た
江
戸
幕
府
西
丸
老
中
連
署
奉
書
。

〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕

　
　

以
上
、

書
状
之
趣
令
披
見
候
、
二
条
御
殿
御
差
図
被
差
上
候
則
到
来
候
、
京
大
坂
御
作
事
不
被

存
油
断
之
通
尤
之
儀
候
、
弥
可
被
入
精
候
、
恐
々
謹
言
、

　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
信
濃

　
　
　

十
（
寛
永
元
年
）

月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尚
政
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
主
計　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
就
（
花
押
）

　
　

中
井
大
和
殿

169　

寛
永
元
年
十
月
二
十
九
日

二
条
城
の
作
事
は
広
大
な
り
と
記
さ
れ
る
。

〔
義
演
准
后
日
記
〕 

　

伏
見
城
跡
見
物
、
浅
間
敷
体
な
り
、
京
御
城
御
作
事
広
大
な
り
、
結
構
也
、
言
語
に
絶
し　

　

了
ん
ぬ
、
北
政
所
零
落
、
道
理
な
り
、

170　

（
年
未
詳
）
五
月
十
日

二
条
城
・
大
坂
城
の
作
事
に
つ
い
て
油
断
な
く
せ
よ
、
と
の
土
井
利
勝
書
状
。

〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕

猶
以
、
後
源
左
罷
登
候
之
時
可
申
と
存
候
、
か
や
う
ニ
源
左
早
々
の
ほ
り
申
間
只
今

如
此
候
、
其
元
御
普
請
之
儀
ニ
付
而
万
事
倉

（
ヵ
）の

文
尤
候
、
委
細
ハ
二
兵
へ
可
申
付
候
、

以
上
、

御
状
殊
更
為
端
午
之
嘉
兆
諸
白
両
樽
贈
給
候
、
誠
遠
路
御
悃
慮
之
段
令
祝
着
候
、
将
又

二
条
大
坂
御
城
御
作
事
無
油
断
御
稼
候
由
得
其
意
尤
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
大
炊

　
　
　

五
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
勝
（
花
押
）

　
　

中
井
大
和
殿

171　

寛
永
二
年
四
月
二
日

幕
府
、
駿
府
城
番
渡
辺
茂
を
二
条
城
の
定
番
と
す
る
。

〔
江
城
年
録
〕

　

四
月
二
日
、
渡
辺
山
城
守
、
二
条
之
定
番
被
仰
付
、
知
行
七
千
石
、
伏
見
定
番
衆
之
中
、

　

春
日
左
衛
門
、
知
行
千
七
百
石
、
柘
植
三
之
丞
、
三
百
石
、
其
外
御
蔵
奉
行
二
人
、
伏
見

　

よ
り
二
条
江
移
、
春
日
左
衛
門
ハ
、
与
力
三
十
騎
ニ
而
、
同
心
無
之
、
柘
植
三
之
丞
ハ
、

　

歩
行
同
心
二
十
人
預
、
与
力
無
之
、

〔
東
武
実
録
〕

　

是
年
、

（
寛
永
二
）

渡
辺
山
城
守
茂
、
京
都
二
条
之
城
代
と
な
る
是
よ
り
先
駿
府

の
城
常
番
を
勤
、
遠
州
之
旧
領
五

 
 

千
石
を
以
て
養
子
監
物
ニ
賜
り
、
江
州
ニ
於
て
新
地
七
千
石
を
山
城
守
ニ
賜
る
是
年
よ
り

二
条
之
城 

 

代
を
勤
め
、
老
衰
之
後
同
十
二
年
此
役
を
赦
免
せ
ら
れ
、
江
戸
ニ
帰 

参
、
同
十
五
年
江
戸
ニ
於
て
卒
す

八
十
八
歳
、
山
城
守
江
戸
ニ
帰
参
之
後
、
寛
永
十
二
年
よ
り
保
科
弾
正
忠
正
貞
・
阿
部
摂
津
御
番
二
組
、 

 

其
後
の
士
統
て
百
人
二
条
之
城
ニ
在
番
す
、
山
城

守
常
番
相
勤
る
の
間
ハ
在
番
の
士
三
十
人
な
り
、
是
年
、
春
日
左
衛
門
・
柘
植
三
之
丞
与
力
之
士 

 
 

を
附
属
せ
ら
れ
足
軽
元
之
如
く
、
二
条
之
城
御
裏
門
を
□
衛

（
警
ヵ
）

す
是
よ
り
先
二
人
共
ニ
伏
見
之
城
を

守
る
と
い
へ
共
、
伏
見
破
城
ニ
依

 
 

て
、
今
二
条
之

 
 
 

城
ニ
移
り
守
る
、

〔
慶
延
略
記
〕　

寛
永
二
乙
丑
年
―
―
―
―
―
―
―

　

京
都
二
条
御
城
番
初
ル
、
今
年
御
普
請
成
就
、
御
城
代
渡
辺
山
城
守
茂
、
被
仰
付
、
大
御

　

番
衆
卅
人
ツ
ヽ
、
山
城
守
仕
配
ニ
て
勤
、
是
卅
人
番
と
い
ふ
、
御
番
衆
一
年
代
勤
番
、
御　

　

城
代
同
心
卅
人
有
、
御
本
丸
、
高
麗
御
門
之
番
勤
、
此
外
春
日
左
衛
門
、
与
力
卅
騎
、
大

　

手
御
門
番
勤
、
柘
植
三
之
亟
、
同
心
廿
人
、
西
丸
御
門
番
務
、
是
ハ
号
伊
賀
衆
、

〔
吏
徴
〕

大
御
番
頭
、
寛
永
二
年
乙
丑
月
日
、
二
条
在
番
、
頭
渡
辺
山
城
守
一
人
、
諸
組
筒
抜
三
十
人
、

一
年
代
、
時
称
三
十
人
番
、
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二
条
御
城
、
御
門
番
之
頭
、
寛
永
二
年
乙
丑
、
始
置
二
条
御
城
番
一
員
、
元
伏
見
御
城

御
門
番
、

二
条
御
蔵
奉
行
、
寛
永
二
年
乙
丑
、
始
置
三
員
、
木
村
宗
左
衛
門
・
高
橋
七
兵
衛
・
福

島
八
左
衛
門
、

〔
寛
政
重
修
諸
家
譜
〕

渡
辺
茂
、
新
蔵
、
久
左
衛
門
、
山
城
守
、
従
五
位
下
、
渡
辺
久
左
衛
門
信
か
三
男
、
母
ハ
某
氏
、

　

五
年
〇
元

和

十
月
よ
り
、
駿
府
城
を
守
衛
す
、
乃
ち
二
条
の
城
番
と
な
り
、
加
増
あ
り
て
、

こ
れ
ま
で
の
采
地
を
あ
わ
せ
、
七
千
石
を
賜
ひ
、
其
後
男
忠
、
駿
河
大
納
言
忠
長
卿
に

附
属
せ
ら
る
る
の
時
、
五
千
石
の
地
を
分
ち
与
ふ
、
こ
の
時
又
新
恩
五
千
石
を
賜
ハ
り
、

近
江
国
に
を
い
て
す
べ
て
七
千
石
を
知
行
す
、

春
日
家
吉
、
左
衛
門
、
父
〇
景

定

に
か
ハ
り
て
、
伏
見
城
大
手
の
御
門
番
を
つ
と
む
、
の
ち

二
条
城
大
手
の
御
門
番
と
な
る
、

柘
植
宗
次
、
三
之
丞
、
寛
永
二
年
、
二
条
城
西
門
の
番
に
う
つ
り
、
そ
の
ヽ
ち
二
条
御

鉄
砲
頭
と
な
る
、

〔
徳
川
実
紀
〕 

大
番
頭
渡
辺
山
城
守
茂
、
二
条
城
の
定
番
命
ぜ
ら
る
、
（
中
略
）
伏
見
定
番
春
日
左
衛
門

家
吉
・
柘
植
三
之
丞
宗
次
、
伏
見
城
よ
り
二
条
に
う
つ
り
、
左
衛
門
家
吉
は
与
力
三
十
騎
、

大
手
門
番
、
三
之
丞
宗
次
は
同
心
二
十
人
あ
づ
か
り
西
の
門
番
、
其
外
蔵
奉
行
二
人
も

う
つ
る
、

172　

寛
永
二
年
六
月
二
十
六
日

二
条
城
の
作
事
を
奇
麗
に
せ
よ
、
と
の
秀
忠
の
意
向
を
伝
え
る
板
倉
重
宗
書
状
。

〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕

猶
々
、
遠
江

（
鈴
木
）

守
殿
へ
も
可
然
様
ニ
御
心
得
頼
入
候
、
以
上
、

先
度
者
御
懇
書
祝
着
申
候
、
御
作
事
之
様
子
御
心
得
候
之
由
尤
候
、
無
由
断
被
仰
付
候

由
得
其
意
存
候
、
将
亦
絵
書
衆
も
近
日
罷
上
候
間
可
有
其
御
心
得
候
、
次
ニ
二
丸
ニ
重

而
少
御
作
事
御
座
候
、
定
而
軈
而
御
指
図
可
被
遣
候
、
只
今
之
御
殿
ニ
構
申
儀
ニ
而
ハ

無
之
候
、
可
有
其
御
心
得
候
、
㝡
前
如
申
入
大
坂
よ
り
二
条
御
作
事
奇
麗
ニ
出
来
仕
候

様
ニ
と
被　

思
食
候
様
子
ニ
御
座
候
間
、
内
々
可
有
御
心
得
候
、
爰
許
相
易
儀
無
之
候

間
可
御
心
易
候
、
尚
重
而
可
申
入
候
間
不
能
詳
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

板
周
防
守　

　
　
　

六
（
寛
永
二
年
）

月
廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
宗
（
花
押
）

　
　

中
井
大
和
殿

　
　
　
　
　
　

御
宿
所

173　

寛
永
二
年
六
月
二
十
九
日

二
之
丸
北
に
将
軍
の
御
座
間
御
殿
を
建
設
す
る
、
と
の
板
倉
重
宗
書
状
。

〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕

猶
々
、
二
丸
御
座
之
間
北
之
方
ニ　

将
軍
様
御
座
間
小
キ
御
殿
壱
立
申
候
、
軈
而
御

指
図
参
候
間
可
有
其
御
心
得
候
、
将
又
百
姓
共
井
溝
之
指
図
い
た
し
越
申
候
か
、
山

城
殿
下
や
し
き
よ
り
西
へ
お
り
候
て
指
図
仕
越
候
、
不
及
申
候
へ
共
山
城
殿
・
三
丞
・

春
日
左
衛
門
殿
お
も
て
の
か
わ
、
山
城
殿
下
や
し
き
の
通
ニ
可
有
御
渡
候
、
不
及
申

左
様
ニ
ハ
有
之
間
敷
候
へ
共
、
用
水
之
溝
差
図
越
候
間
為
御
心
得
申
入
候
、
以
上

先
日
御
作
事
之
儀
申
入
候
処
何
も
御
心
得
之
由
委
御
報
祝
着
申
候
、
山

（
渡
辺
茂
）

城
殿
屋
敷
・
柘

植
三
丞

（
宗
次
）

屋
し
き
の
間
ニ
用
水
之
溝
つ
け
度
由
百
姓
共
申
之
由
、
田
地
之
為
ニ
於
能
事

者
何
方
ニ
而
も
用
水
之
溝
程
あ
け
屋
敷
可
有
御
渡
候
、
只
今
堀

（
マ
マ
）

不
申
候
者
山
城
殿
や

し
き
北
之
方
西
裏
の
方
へ
ほ
り
候
て
於
可
然
者
其
通
ニ
可
被
仰
渡
候
、
於
不
罷
成
者
右

之
通
可
然
候
、
将
亦
絵
書
共
や
か
て
罷
上
候
而
可
有
其
御
心
得
候
、
尚
追
而
可
申
入
候

間
不
能
巨
細
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

板
周
防
守

　
　
　

六
（
寛
永
二
年
）

月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
宗
（
花
押
）

　
　

中
井
大
和
殿

　
　
　
　
　
　

御
宿
所

174　

寛
永
二
年
七
月
九
日

二
之
丸
奥
の
御
座
間
建
設
に
関
す
る
鈴
木
遠
江
書
状
。

〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕

　
　

猶
々
、
大
さ
し
つ
ニ
か
き
付
致
候
、
万
事
詳
し
く
儀
ハ
角
太
参
候
時
具
可
申
入
候
、
以
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上
、
此
文
御
城
ニ
て
か
き
申
候
所
早
々
申
候
、

両
度
之
御
書
中
拝
見
申
候
、
然
者
二
条
二
ノ
丸
お
く
の
御
座
之
間
御
こ
の
み
之
間
さ
し

つ
致
進
候
ニ
、
さ
し
つ
ニ
て
し
れ
か
ね
申
候
間
大
さ
し
つ
致
進
候
、
委
細
者
角
太
参
候

時
可
申
入
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

七
（
寛
永
二
年
）

月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
（
花
押
）

175　

寛
永
二
年
七
月
二
十
二
日

二
之
丸
作
事
や
将
軍
御
座
所
に
つ
い
て
指
示
し
た
板
倉
重
宗
書
状
。

〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕

　
　
　

以
上
、

　
　

去
十
六
日
之
御
状
同
廿
一
日
ニ
参
着
申
候
、

一
山
城
殿
下
屋
敷
ニ
用
水
之
儀
絵
図
三
給
候
、
弐
ツ
返
進
之
候
、
用
水
之
為
ニ
能
様
ニ

田
地
過
分
ニ
損
不
申
候
様
ニ
可
被
仰
付
候
、
御
門
の
向
ニ
ハ
不
入
義
候
間
絵
図
残
置

候
、

一
将
軍
様
御
座
所
鈴
木
遠
江
所
よ
り
参
候
差
図
の
こ
と
く
被
仰
付
之
由
尤
ニ
存
候
、

一
二
丸
御
作
事
も
過
半
出
来
申
之
由
得
其
意
存
候
、
当
年
中
ニ
さ
へ
出
来
仕
候
へ
ハ
何

も
不
苦
候
間
其
御
心
得
尤
候
、

一
絵
書
と
も
此
比
罷
上
候
、

一
其
元
御
作
事
之
儀
大
坂
よ
り
は
れ
か
ま
し
き
様
ニ
被　

思
召
候
而
最
前
よ
り
為
御
心

得
ニ
申
入
候
、
今
以
可
有
其
御
心
得
候
、
御
好
無
御
座
所
を
む
さ
と
結
構
ニ
と
申
儀

ニ
而
ハ
無
之
候
、
爰
元
相
易
儀
無
之
候
間
可
御
心
安
候
、
小
遠
州
へ
も
以
書
状
申
度

候
へ
共
い
ま
た
爰
元
不
得
隙
候
間
可
然
様
ニ
御
心
得
頼
入
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

板
周
防
守　

　
　
　

七
（
寛
永
二
年
）

月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
宗
（
花
押
）

　
　

中
井
大
和
殿

　
　
　
　
　
　

御
返
報

176　

寛
永
二
年
七
月
二
十
四
日

二
之
丸
行
幸
の
差
図
に
秀
忠
の
上
意
を
付
し
た
江
戸
幕
府
西
丸
老
中
連
署
奉
書
。

〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕

以
上
、

去
八
日
之
書
状
令
披
見
候
、
然
者
二
条　

行
幸
之
間
、
就
被　

仰
付
最
前
申
越
候
処
則

板
防

（
重
宗
）

州
被
申
談
、
伝
奏
衆
へ
内
々
ニ
而
様
子
相
窺
御
住
居
究
候
付
而
、
差
図
を
も
た
せ

大
工
被
差
越
候
、
右
之
段
達　

上
聞
御
意
之
趣
御
差
図
ニ
付
紙
を
記
委
大
工
ニ
申
含
相

上
候
間
、
得
其
意
無
油
断
御
作
事
可
被
申
付
候
、
将
又
其
元
御
本
丸
御
作
事
之
儀
、
御

材
木
寄
次
第
急
度
可
被
申
付
候
由
得
其
意
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
井
信
濃
守

　
　
　

七
（
寛
永
二
年
）

月
廿
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尚
政
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
上
主
計
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
就
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
井
大
炊
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
勝
（
花
押
）

　
　

中
井
大
和
殿

177　

寛
永
二
年
七
月
二
十
五
日

二
之
丸
行
幸
の
差
図
と
大
工
を
送
っ
た
旨
を
述
べ
た
土
井
利
勝
書
状
。

〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕

　
　
　

以
上
、

御
書
中
令
披
見
候
、
仍
二
条
二
之
丸
行
幸
之
間
依
被　

仰
付
差
図
被
致
大
工
久
右
衛
門

被
指
下
候
、
猶
御
好
之
通
御
差
図
之
趣
久
右
衛
門
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　

土
大
炊
頭

　
　
　

七
（
寛
永
二
年
）

月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

利
勝
（
花
押
）

　
　

中
井
大
和
守
殿

　
　
　
　
　
　
　

御
返
報

178　

寛
永
二
年
八
月
十
八
日

二
条
城
作
事
の
材
木
入
札
や
薄
之
儀
に
関
す
る
松
平
正
綱
・
伊
丹
康
勝
連
署
書
状
。
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〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕

　
　

尚
以
、
は
く
の
義
銀
座
衆
御
相
談
候
て
い
ま
迄
出
来
候
薄
之
分
う
け
取
、
二
条
御
殿
ニ

可
有
御
遣
候
、
其
外
者
今
度
や
す
く
仕
候
も
の
に
可
被
申
付
候
、
左
様
ニ
候
者
重
而

は
く
う
ち
候
事
無
用
之
由
、
銀
座
衆
へ
可
被
申
渡
候
、
以
上
、

　
　

又
申
候
、
奈
良
薄
屋
へ
も
右
之
通
貴
殿
よ
り
断
可
被
申
候
、
以
上
、

去
十
日
之
御
状
令
披
見
候
、
然
者
二
条
御
殿
御
材
木
入
札
被
相
極
候
ニ
付
山
々
へ
折
紙

之
義
承
候
、
御
書
中
之
趣
年
寄
衆
へ
致
相
談
候
へ
ハ
、
大
方
之
義
候
者
諸
大
名
へ
折
紙

之
義
無
用
之
由
被
仰
候
間
、
可
有
御
心
得
候
、
次
二
条
御
殿
薄
之
儀
承
候
、
其
方
如
御

存
候
去
年
於
二
条
方
之
入
札
申
付
候
へ
共
、
高
ち
き
ニ
候
て
銀
座
之
者
薄
ね
や
す
く
請

申
候
付
前
か
ね
渡
し
申
付
候
、
銀
座
衆
へ
被
相
尋
出
来
候
薄
無
之
候
者
今
度
之
者
ニ
可

被
申
付
候
、
併
銀
座
之
薄
出
来
候
て
御
座
候
者
是
迄
可
有
御
遣
候
、
恐
々
謹
言
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　

 
 
 

　

伊
喜
之
助

　
　

八
（
寛
永
二
年
ヵ
）

月
十
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

康
勝
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
右
衛
門
佐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
綱
（
花
押
）

　
　

中
井
大
和
殿

179　

（
年
未
詳
）
七
月
二
十
四
日

二
条
城
作
事
手
伝
人
足
に
関
す
る
松
平
正
綱
書
状
。

〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕

　

猶
々
、
伊

（
伊
丹
喜
之
助
）

喜
一
所
不
被
罷
有
候
間
不
及
加
判
候
、
以
上
、

御
状
幷
二
条
御
作
事
手
伝
人
足
之
書
立
何
も
具
令
披
見
候
、
近
日
御
作
事
御
奉
行
可
被　

仰
付
候
之
間
、
其
節
各
へ
申
談
様
子
可
申
入
候
、
将
又
貴
殿
御
上
候
て
よ
り
痎
病
御
煩

之
由
候
、
雖
然
通
仙
院
之
療
治
ニ
て
被
得
験
之
由
珍
重
候
、
弥
御
養
生
専
一
候
、
恐
々

謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
右
衛
門
佐

　
　
　

七
月
廿
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
綱
（
花
押
）

　
　

中
井
大
和
殿

　
　
　
　
　
　

御
報

180　

寛
永
二
～
三
年

寛
永
の
行
幸
を
前
に
二
条
城
の
城
域
が
拡
大
・
造
替
さ
れ
る
。

〔
中
井
家
文
書
〕　

 

　

寛
永
二
丑
年
ヨ
リ
寅
ノ
年
迄

　
　
　

二
条
御
城
御
作
事

一
御
殿
九
間
ニ
拾
参
間
御
書
院
へ
廊
下
二
間
ニ
三
間　

此
坪
百
弐
拾
三
坪

此
大
工
数
壱
万
弐
千
九
百
六
拾
人
、
百
五
人
つ
ゝ

一
御
雪
隠
壱
間
半
三
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
坪
四
坪
五
分

　
　
　

此
大
工
数
三
百
六
拾
人
、
壱
坪
ニ
付
八
拾
人
つ
ゝ

一
御
書
院
八
間
半
ニ
九
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
坪
七
拾
六
坪
五
分

　
　
　

此
大
工
数
七
千
五
百
七
拾
八
人
、
壱
坪
ニ
九
拾
八
人
つ
ゝ

一
御
広
間
へ
御
廊
下
壱
間
半
八
間　
　
　
　
　
　
　

此
坪
拾
弐
坪

　
　
　

此
大
工
数
六
百
九
拾
六
人
、
壱
坪
ニ
付
五
拾
人
つ
ゝ

一
御
広
間
拾
間
半
拾
六
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
坪
百
六
拾
坪

　
　
　

此
大
工
数
壱
万
七
千
七
百
弐
拾
人
、
壱
坪
ニ
百
五
人
つ
ゝ

一
御
右
筆
部
屋
五
間
八
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
坪
四
拾
坪

　
　
　

此
大
工
数
三
千
百
五
拾
人
、
壱
坪
ニ
付
七
拾
八
人
つ
ゝ

一
御
天
主
九
間
ニ
拾
間
七
尺
ま　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
坪
三
百
七
拾
壱
坪
四
分

　
　
　

此
大
工
数
六
万
六
百
弐
拾
八
人
、
壱
坪
ニ
付
百
五
拾
八
人
つ
ゝ

一
同
所
取
合
三
間
八
間
二
階
七
尺
ま　
　
　
　
　
　
　

此
坪
五
拾
五
坪
六
分

　
　
　

此
大
工
数
四
千
五
拾
人
、
壱
坪
ニ
付
七
拾
弐
人
つ
ゝ

一
御
殿
よ
り
御
天
主
へ
二
階
廊
下
三
間
ニ
八
間
半　
　

此
坪
五
拾
壱
坪

　
　
　

此
大
工
数
弐
千
五
百
五
拾
人
、
壱
坪
ニ
付
五
拾
人
つ
ゝ

　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　
　

御
二
之
丸
分

一
御
殿
八
間
ニ
八
間
半　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
坪
六
拾
八
人
坪

　
　
　

此
大
工
数
六
千
七
百
七
拾
四
人
、
壱
坪
ニ
付
九
拾
八
人
つ
ゝ

　
　
　
　

（
中
略
）



元離宮二条城編年史料　近世編

72

一
奥
之
御
殿
六
間
八
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
坪
四
拾
八
坪

　
　
　

此
大
工
数
五
千
百
人
、
壱
坪
ニ
付
百
五
人
つ
ゝ

　
　
　
　

（
中
略
）

一
行
幸
御
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
坪
百
六
拾
八
坪

　
　
　

此
大
工
数
三
万
九
千
百
七
拾
九
人
つ
ゝ

　
　
　
　

（
中
略
）

一
御
広
間
拾
五
間
ニ
拾
三
間
半　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
坪
弐
百
弐
坪
五
分

　
　
　

此
大
工
数
弐
万
弐
百
五
拾
人
、
壱
坪
ニ
付
百
人
つ
ゝ

　
　
　
　

（
中
略
）

一
二
之
丸
上
之
間
九
間
ニ
九
間
半　
　
　
　
　
　
　
　

此
坪
八
拾
五
坪
五
分

　
　
　

此
大
工
数
七
千
六
百
九
拾
五
人
、
九
拾
人
つ
ゝ

　
　
　
　

（
中
略
）

一
御
小
広
間
拾
四
間
拾
間
半　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
坪
百
四
拾
七
坪

　
　
　

此
大
工
数
壱
万
四
千
七
百
拾
六
人
、
壱
坪
ニ
付
九
拾
八
人
つ
ゝ

　
　

御
家
坪
数
合
七
千
八
百
弐
拾
坪

　
　

大
工
数
都
合
六
拾
八
万
四
千
弐
百
三
人

　
　
　
　

五
拾
九
万
三
千
三
百
七
拾
壱
人　

御
家
坪

　

内

　

九
万
八
百
三
拾
弐
人
落
縁
・
箱
棟
・
階
・
高
欄
・
塀
・
井
土

（
戸
）・

屋
形
・
御
門
屋
ら
い
・

　

御
橋
・
其
外
御
小
細
工
方

　
　
　

此
飯
米
作
料
合
四
万
四
千
四
百
七
拾
三
合
壱
斗
九
升
五
合

　
　
　

但
大
工
壱
人
ニ
付
六
升
五
合
づ
ゝ

　
　
　
　
　

右
之
外

一
行
幸
御
賄
御
仮
屋　

坪
数
弐
千
四
百
四
拾
三
坪

　
　
　

此
大
工
数
壱
万
四
千
七
百
三
拾
人

　
　
　
　

此
飯
米
作
料
九
百
五
拾
七
石
五
斗
八
升

　
　
　
　
　
　

但
大
工
壱
人
ニ
付
六
升
五
合
づ
ゝ

181　

寛
永
三
年
五
月
十
六
日

幕
府
、
二
条
城
へ
の
行
幸
の
た
め
、
堂
上
及
び
地
下
官
人
に
装
束
料
を
給
う
。

〔
泰
重
卿
記
〕

五
月
十
六
日
丁
亥
、
晴
、
行
幸
染
装
束
こ
し
ら
へ
料
米
五
十
石
ツ
ヽ
請
取
申
候
、
銀
子

壱
貫
百
六
十
目
沽
却
也
、
珍
重
也
、

九
月
四
日
晴
、
御
掃
除
伺
公
申
候
、
申
下
刻
各
退
出
也
、
行
幸
用
意
随
身
具
、
又
諸
道

具
点
検
申
候
、
今
日
太
刀
出
来
、
樋
螺
鈿
蒔
絵
な
し
地
也
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕

五
月
四
日
乙
亥
、
晴
、

就
行
幸
装
束
料
之
事

　
　

合
五
拾
石
者

　

右
慥
所
請
取
申
如
件
、

　
　

寛
永
三
寅
年
五
月
四
日　
　
　
　
　

壬
生
極
﨟
雑
掌

　
　

板
倉
周
防
守
殿

　
　

裏
書

　

右
任
先
例
可
被
成
御
渡
候
、
以
上
、　

 
 

山
形
右
衛
門
尉

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

 
 
 

岡
本　

美
作

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

 
 
 

木
村
越
前
守

　
　
　

右
一
紙
、
極
﨟
忠
利
持
参
之
間
写
加
也
、
（
後
略
）

182　

寛
永
三
年
六
月
二
十
日

秀
忠
、
京
都
に
至
り
、
二
条
城
に
入
る
。

〔
資
勝
卿
記
〕

六
月
十
八
日
戊
午
、
公
方
様
御
上
洛
ハ
、
来
廿
日
之
由
申
述
、
御
迎
二
十
日
早
天
罷
出

申
候
由
―
、

廿
日
庚
申
、
晴
、
大
御
所
様
御
上
洛
ニ
テ
、
山
科
御
陵
迄
御
迎
ニ
罷
出
、
両
伝
奏
モ
先

へ
御
出
候
、
五
摂
家
・
門
跡
衆
、
御
名
代
、
女
院
御
所
よ
り
桜
井
木
工
、
五
ツ
過
ニ
大

御
所
様
出
御
、
両
伝
奏
御
メ
ミ
ヘ
ノ
所
、
在
所
出
口
也
、
道
ヨ
リ
北
ニ
ツ
ク
ハ
イ
テ
居

申
候
、
道
ノ
キ
ハ
ヘ
、
御
輿
ヲ
ヨ
セ
ラ
レ
候
也
、
諸
大
名
衆
ハ
、
各
ヨ
リ
十
間
斗
西
ニ
テ
、

御
目
見
へ
候
―
―
、
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〔
泰
重
卿
記
〕

六
月
廿
日
庚
申
、
晴
、
公
方
大
御
所
今
日
御
上
洛
、
公
家
・
武
家
・
町
人
・
以
下
御
迎

ニ
山
科
日
岡
到
下
野
ま
て
罷
出
候
、
一
番
お
ひ
出
之
時
分
参
候
、
事
外
路
せ
き
あ
ひ
以

外
候
、
辰
刻
許
御
通
、
各
御
目
見
御
こ
と
は
を
御
か
け
候
、
例
ニ
ハ
大
名
ニ
モ
言
葉
御

か
け
な
し
気
色
ハ
か
り
也
、
珍
重
之
事
、
松
平
越
前
守
殿
使
者
也
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕

六
月
廿
日
庚
申
、
今
日
従
江
戸
大
御
所
秀
忠
公
御
上
洛
有
之
、
公
家
衆
被
参
御
迎
、
二

条
城
令
入
給
云
々
、

〔
梵
舜
日
記
〕

六
月
廿
日
晴
、
江
戸
将
軍
様
御
上
洛
也
、
瀬
々
御
城
ヨ
リ
御
入
洛
之
由
也
、
諸
大
名
・

公
家
衆
御
迎
之
由
也
、
行
幸
之
為
御
用
意
之
義
也
、
天
下
無
事
御
上
洛
也
、

〔
東
武
実
録
〕

六
月
廿
日
、
公
御
入
洛
、
是
日
公
之
御
入
洛
御
機
嫌
を
可
被
窺
為
ニ
、
将
軍
家
よ
り
川

勝
信
濃
守
御
使
と
し
て
京
師
に
至
る
、
公
信
濃
守
を
御
前
ニ
召
て
謁
す
時
に
、
御
書
を

将
軍
家
に
進
せ
ら
る
、

　
　

為
入
洛
見
舞
、
被
差
越
川
勝
信
濃
守
、
早
々
被
入
念
之
段
、
欣
悦
之
至
ニ
候
、
委
曲
相

含
口
上
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　

六
月
廿
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
諱

　
　
　
　
　
　
　

大
樹

〔
上
杉
定
勝
年
譜
〕

六
月
十
日
、
老
中
土
井
利
勝
へ
□

（
書
ヵ
）

簡
ヲ
以
テ
、
秀
忠
公
御
旅
程
ノ
起
居
ヲ
伺
ヒ
玉
ヒ
、（
中

略
）
其
御
書
ニ
曰
、

　
　

態
以
飛
脚
啓
上
、
大
御
所
様
御
機
嫌
好
、
何
之
地
迄
被
成
御
着
座
候
、
乍
恐
無
御
心
元

奉
存
候
、
何
之
日
膳
所
迄
可
被
成
御
着
城
候
哉
、
我
等
儀
今
日
十
日
、
山
科
追
分
迄

参
着
仕
候
、
御
入
洛
之
日
者
、
於
半
途
御
目
見
可
仕
候
哉
、
但
又
二
条
迄
供
奉
可
仕

候
哉
、
先
達
之
御
衆
次
第
可
有
御
座
候
得
共
、
得
御
内
意
候
、
此
方
在
宿
之
儀
、
京

都
御
宿
割
衆
任
御
差
図
、
彼
地
ニ
在
之
儀
候
、
猶
御
京
着
之
節
可
得
御
意
候
、
恐
惶

謹
言
、

　
　
　
　

六
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
杉
弾
正
大
弼

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

定
勝

　
　

土
井
大
炊
頭
様

 

　

人
々
御
中

同
二
十
日
今
日
秀
忠
公
御
入
洛
ニ
付
、
御
迎
ト
シ
テ
御
出
、
京
二
条
ニ
御
登
城
、
拝
謁

有
テ
御
着
輿
ヲ
賀
シ
玉
フ
、

183　

寛
永
三
年
六
月
二
十
日

二
之
丸
行
幸
御
殿
の
建
設
が
順
調
と
の
旨
を
了
解
し
た
、
と
の
江
戸
幕
府
本
丸
老
中
連
署
奉

書
。

〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕

去
月
廿
三
日
之
御
状
参
着
令
披
見
候
、
仍
而
二
条
二
之
丸
行
幸
之
御
殿
同
廿
一
日
御
柱
立

則
棟
上
仕
之
由
尤
候
、
将
又
最
前
建
申
候
御
殿
共
板
敷
天
井
迄
大
形
出
来
申
候
由
、
其

上
御
本
丸
御
殿
端
々
御
内
造
作
仕
ま
て
ニ
罷
成
候
旨
仰

（
ヵ
）越

令
得
其
意
候
、
右
之
趣
具
達　

上
聞
候
間
可
御
心
易
候
、
不
及
申
候
へ
共
弥
万
事
入
念
可
被
申
付
候
、
猶
期
後
音
之
時
候
、

恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

稲
丹
後
守

　
　
　

六
（
寛
永
三
年
）

月
廿
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
勝
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
伊
賀
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
重
（
花
押
）

　
　

中
井
大
和
守
殿

184　

寛
永
三
年
六
月
二
十
三
日

秀
忠
、
公
家
衆
を
二
条
城
に
引
見
す
る
。

〔
資
勝
卿
記
抄
〕

六
月
廿
三
日
癸
亥
、
晴
、
大
御
所
様
御
目
見
、
巳
刻
已
前
ニ
登
城
、
口
ノ
対
面
所
ニ
テ

御
目
見
ヘ
有
之
、
伝
奏
ハ
勅
使
也
、
次
女
院
御
所
ヨ
リ
桜
井
木
工
頭
御
使
也
、

〔
泰
重
卿
記
〕

六
月
廿
三
日
癸
亥
、
晴
、
今
日
請
取
番
滋
野
井
へ
相
伝
申
候
、
二
条
御
城
へ
参
、
御
目
見

御
対
面
也
、
帰
路
宗
政
ヘ
参
ル
、
薫
衣
香
十
五
持
参
、
酒
盃
出
屡
放
申
候
、
佐
々
若
狭
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ニ
も
帷
子
一
単
物
一
遣
之
、
其
次
御
子
息
越
前
守
へ
も
参
ル
、
留
守
也
、
薫
衣
香
十
五

持
参
也
、
晩
ニ
ハ
御
番
参
ル
、

185　

寛
永
三
年
六
月
二
十
八
日

公
卿
及
び
諸
大
名
、
二
条
城
に
参
上
し
、
秀
忠
に
拝
謁
す
る
。

〔
泰
重
卿
記
〕

六
月
廿
八
日
戊
辰
、
晴
、
二
条
ヘ
御
目
見
参
候
、
御
対
面
也
、
第
一
番
公
家
、
第
二
番

大
名
衆
也
、
吉
十
郎
も
今
日
御
目
見
相
済
、
珍
重
也
、

186　

寛
永
三
年
六
月
三
十
日

土
御
門
泰
重
、
二
条
城
で
茅
輪
を
秀
忠
に
進
む
。

〔
泰
重
卿
記
〕

六
月
卅
日
庚
午
、
晴
、
六
月
祓
御
輪
、
大
御
所
様
ヘ
進
上
申
候
、
奏
者
酒
井
阿
波
守
也
、

珍
重
也
、

　

【
参
考
】

〔
和
訓
栞
〕

〇
ち
の
わ
、
茅
輪
也
、
六
月
祓
の
具
也
、
公
事
根
源
に
も
、
ケ
ふ
ハ
家
々
に
輪
を
こ
ゆ

る
事
あ
り
と
み
へ
、
御
湯
殿
記
に
、
み
な
月
の
輪
と
い
へ
り
、
内
々
行
事
に
、
院
の
庁

よ
り
大
輪
麻
葉
に
七

（
シ
リ
ク
メ
ナ
ハ
）

五
三
を
つ
け
上
る
、
麻
の
葉
を
御
持
、
此
輪
を
御
く
ヽ
り
遊
し
候

と
あ
り
、
備
後
風
土
記
に
、
後
世
有
疫
気
、
則
汝
云
蘇
民
将
来
之
子
孫
、
而
以
茅
輪
着

腰
上
、
と
み
え
た
り
、

187　

寛
永
三
年
七
月
三
日

親
王
・
公
卿
等
、
二
条
城
で
秀
忠
の
入
京
を
賀
す
る
。

〔
資
勝
卿
記
抄
〕

六
月
廿
七
日
丁
卯
、
晴
、
来
三
日
諸
家
惣
礼
之
由
、
自
伝
奏
申
来
、

七
月
二
日
壬
申
、
晴
、
自
伝
奏
明
日
之
御
礼
、
幼
少
之
衆
無
用
之
由
被
触
候
ヘ
ト
モ
、

今
日
又
不
苦
由
申
来
、

三
日
癸
酉
、
晴
、
未
明
二
条
城
ヘ
参
、
五
摂
家
、
宮
方
、
門
跡
方
、
各
御
参
、
御
対
面
、

〔
泰
重
卿
記
〕

七
月
二
日
壬
申
、
晴
、
今
日
二
条
ヘ
公
家
中
諸
礼
、
明
日
迄
延
引
也
、

三
日
癸
酉
、
晴
、
諸
家
衆
不
残
公
方
へ
御
礼
、
非
蔵
人
衆
、
其
外
地
下
衆
不
残
也
、
予

当
番
之
故
不
参
也
、
珍
重
也
、
終
日
御
前
伺
公
也
、

六
日
丙
子
、
晴
、
終
日
蟄
居
、
明
日
先
日
諸
礼
残
之
衆
、
二
条
ヘ
御
礼
之
由
、
従
伝
奏

被
触
候
、
畏
之
由
申
候
、

七
日
丁
丑
、
晴
、
従
早
朝
御
礼
ニ
二
条
ヘ
罷
出
候
、
先
日
残
之
衆
二
十
人
許
、
予
太
刀

折
紙
に
て
御
礼
也
、
白
帷
子
着
也
、
昵
近
之
衆
御
目
見
也
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕

六
月
廿
八
日
戊
辰
、
晴
、
従
両
伝
奏
触
書
、
来
二
日
於
二
条
亭
大
御
所
秀
忠
公
諸
公
家

衆
惣
礼
有
之
云
々
、

廿
九
日
乙
巳
、
晴
、
将
軍
家
両
局
中
御
礼
次
第
之
事
、
先
年
広
橋
前
内
府
伝
奏
之
砌
歟
、

下
北
面
中
御
礼
之
跡
、
両
局
中
御
礼
、
是
前
代
未
聞
也
、
依
之
伝
奏
中
院
中
納
言
理
申

之
処
、
返
命
云
、
申
旨
有
謂
、
両
局
者
自
北
面
先
可
申
御
礼
云
々
、
又
伝
奏
西
三
条
大

納
言
尋
申
之
、
返
命
云
、
尤
両
局
者
、
自
北
面
先
可
申
御
礼
之
段
勿
論
也
、
然
共
可
申

女
院
由
有
命
、

卅
日
庚
午
、
晴
、
将
軍
家
両
局
中
御
礼
次
第
之
事
、
令
申
近
衛
殿
之
処
、
猶
女
院
御
参

之
間
可
被
仰
之
由
、
有
御
意
、
又
参
也
、
一
条
殿
申
件
趣
、

七
月
大
一
日
辛
未
、
晴
、
二
条
城
惣
礼
之
事
明
日
延
引
、
明
後
朝
之
由
、
自
両
伝
奏
被
触
之
、

三
日
癸
酉
、
晴
、
今
日
於
二
条
城
、
公
家
衆
幷
地
下
等
惣
礼
有
之
、
予
太
刀
持
参
令
申
御
礼
、

今
日
両
局
幷
下
北
面
中
分
雖
有
之
、
両
局
之
次
北
面
中
御
礼
也
、

〔
本
光
国
師
日
記
〕

七
月
朔
日
、
於
殿
中
諸
家
御
礼
之
次
第
、
御
次
書
ヲ

（
臺
ヵ
）

以
御
尋
候
、
具
ニ
相
国
様
之
時

之
様
子
申
上
ル
、

七
月
二
日
、
五
山
幷
大
徳
・
妙
心
、
大
御
所
様
江
御
礼
被
申
上
日
限
、
配
折
紙
遣
、
案
在
左
、

　
　

来
ル
七
日
五
岳
之
御
礼
ニ
候
、
各
被
得
其
意
、
辰
之
刻
至
二
条
御
本
丸
可
有
御
出
仕
候
、

当
住
之
外
之
御
目
見
衆
ハ
、
前
々
之
御
人
数
被
仰
合
尤
候
、
為
其
令
啓
候
、
恐
々
頓
首
、

　
　
　
　

七
月
四
日　
　
　
　
　
　
　

―
―
―
―

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
―
―
―
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天
龍
寺　
　
　
　
　
　
　

大
徳
寺　
　
　
　
　
　
　
　

藍
渓

　
　
　

相
国
寺　
　
　
　
　
　
　

摠
見
院　
　
　
　
　
　
　
　

江
月

　
　
　

建
仁
寺　
　
　
　
　

大
徳
寺
天
瑞
寺　
　
　
　
　
　
　

大
光
院

　
　
　

東
福
寺　
　
　
　
　
　
　

玉
室　
　
　
　
　
　

　
　
　

万
寿
寺　
　
　
　
　
　
　

伝
波　
　
　
　
　
　

上
山
城
薪
酬
恩
庵

来
ル
七
日
五
岳
諸
礼
ニ
候
、
貴
寺
於
可
有
御
出
仕
者
、
辰
之
刻
至
二
条
御
本
丸
来
臨

尤
候
、
当
住
之
外
御
目
見
衆
者
、
前
々
之
御
人
数
可
被
仰
合
候
、
為
其
令
啓
候
、
恐
々

頓
首
、

　
　
　
　

七
月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
―
―
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
―
―
―

　
　

大
徳
寺
へ
一
通
、
妙
心
寺
へ
一
通
、
妙
心
寺
よ
り
者
此
折
紙
龍
安
寺
江
も
被
相
達
候
様

ニ
と
申
触
也
、

三
日
、
公
家
衆
・
親
王
家
・
諸
門
跡
諸
礼
、
四
日
本
願
寺
門
跡
御
礼
、
五
日
東
本
願
寺

御
礼
、
六
日
諸
宗
浄
土
・
天
台
以
下
如
常
、
七
日
五
山
御
礼
諸
末
寺
迄
相
済
、
其
次
大
徳
・

妙
心
御
礼
也
、

〔
梵
舜
日
記
〕

七
月
三
日
、
二
条
之
御
城
へ
公
家
衆
之
惣
礼
也
、
法
中
方
ハ
重
而
御
礼
也
、
予
罷
出
処
、

此
義
ニ
依
テ
令
帰
院
也
、

188　

寛
永
三
年
七
月
十
一
日

松
平
重
忠
死
去
。
子
重
直
、
二
条
城
で
家
督
を
賜
う
。

〔
松
平
杵
築
家
譜
〕

重
忠
（
中
略
）
寛
永
三
年
丙
寅
七
月
十
一
日
卒
、
五
十
七
歳
、
養
子
重
直
丹
後
守
初
長

門
実
ハ
小
笠
原
兵
部
大
輔
秀
政
四
男
、
叙
従
五
位
下
任
丹
後
守
、
年
月
日
不
詳
、
重
忠

死
後
重
直
京
都
へ
被
召
出
、
於
二
条
城
家
督
三
万
石
ヲ
賜
ル
、
摂
津
国
三
田
ニ
移
ル
、

189　

寛
永
三
年
七
月
十
二
日

秀
忠
、
参
内
す
る
。

〔
資
勝
卿
記
〕

七
月
十
二
日
壬
午
、
晴
、
日
出
已
前
、
公
方
様
施
薬
院
へ
御
成
候
也
、
則
禁
中
へ
参
テ
、

伝
奏
昵
近
之
衆
同
道
ニ
テ
、
薬
院
へ
参
候
也
、
（
中
略
）
其
後
ナ
カ
ヘ
ニ
召
ス
、
（
中
略
）

長
橋
ヨ
リ
御
成
如
例
、
今
度
御
ト
ヲ
リ
ノ
御
酌
無
之
、
西
三
条
御
名
代
也
、
御
ト
ヲ
リ

ノ
後
、
尾
張
・
紀
伊
中
納
言
御
礼
有
、
天
盃
有
之
、
公
方
様
ハ
御
立
被
成
―
―
、
其
後

武
家
御
礼
清
凉
殿
也
、
申
次
頭
弁
、
天
盃
有
、
進
物
・
銀
子
五
百
枚
・
綿
千
把
、
中
宮

様
へ
三
百
枚
・
五
百
把
―
―
、

190　

寛
永
三
年
七
月
十
三
日

秀
忠
、
二
条
城
行
幸
の
諸
礼
に
つ
い
て
評
議
さ
せ
る
。

〔
本
光
国
師
日
記
〕

七
月
五
日
、
於
二
条
御
城
大
炊
殿
・
主
計
殿
・
信
濃
殿
為
上
意
被
仰
渡
候
ハ
、
今
度
行

幸
ニ
付
而
両
伝
奏
へ
相
加
、
御
作
法
以
下
記
録
を
作
り
可
申
上
由
也
、
則
御
前
ニ
召
シ

テ
再
三
被
仰
出
、
忝
上
意
共
也
、

同
十
三
日
、
於
御
城
両
伝
奏
三
条
・
中
院
参
会
、
大
炊
殿
・
主
計
殿
・
信
州
・
防
州
同
時
ニ
、

金
地
院
、
今
度
行
幸
之
義
御
両
殿
相
談
之
義
被
仰
出
候
由
、
御
引
付
候
、
明
十
四
日
よ

り
板
防
州
ニ
而
参
会
可
始
由
也
、

同
十
四
日
、
板
防
州
ニ
而
参
会
有
、
相
談
徳
西
堂
右
筆
ニ
召
連
、
永
喜
も
物
談
役
ニ
罷
出
、

同
十
五
日
、
登
城
昨
日
会
合
之
様
子
申
上
、

同
十
六
日
、
又
於
防
州
寄
合
一
書
共
大
形
出
来
、

同
十
七
日
、
於
御
城
各
参
会
、
昨
日
之
様
子
申
上
、

同
十
八
日
、
又
防
州
ニ
而
各
寄
合
、

同
十
九
日
、
後
藤
源
左
ニ
而
各
寄
合
、

191　

寛
永
三
年
七
月
二
十
九
日

秀
忠
、
大
坂
城
よ
り
二
条
城
に
帰
る
。

〔
泰
重
卿
記
〕

七
月
廿
九
日
己
亥
、
晴
未
刻
大
雨
降
、
大
御
所
従
大
坂
還
御
也
、

〔
本
光
国
師
日
記
〕

七
月
廿
九
日
、
大
御
所
様
大
坂
よ
り
京
江
還
御
、
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192　

寛
永
三
年
八
月
二
日

家
光
、
京
都
に
至
り
、
二
条
城
に
入
る
。

〔
泰
重
卿
記
〕

八
月
二
日
壬
寅
、
晴
、
当
将
軍
御
上
洛
、
為
御
迎
、
諸
家
侍
輩
不
残
罷
出
候
、
山
科
御

廟
野
相
待
候
、
毎
度
於
此
所
、
諸
大
名
・
公
家
・
町
人
ま
て
御
目
見
也
、
午
刻
御
通
、

対
公
家
衆
、
御
エ
シ
ヤ
ク
也
、
人
数
共
見
物
、
其
以
後
山
越
罷
帰
候
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕

八
月
二
日
壬
寅
、
晴
、
将
軍
家
光
公
自
江
戸
有
上
洛
、
令
入
二
条
亭
給
、
公
家
衆
等
被

参
御
迎
之
由
風
聞
、

〔
梵
舜
日
記
〕

八
月
二
日
、
晴
、
江
戸
若
将
軍
京
都
御
城
御
上
洛
、
公
家
・
門
跡
其
外
国
大
名
衆
御
迎

山
科
迄
也
、
次
二
条
之
御
城
ヨ
リ
淀
御
城
へ
渡
御
之
由
也
、

〔
東
武
実
録
〕

同
二

（
八
月
）

日
、
将
軍
家
御
入
洛
、
供
奉
の
面
々
各
旅
衣
を
改
め
美
服
を
著
す
、
在
京
の
諸

大
名
御
迎
に
出
て
拝
謁
す
、
御
入
洛
を
拝
し
奉
る
京
師
男
女
辺
境
の
老
若
家
居
に
溢
れ

山
野
に
満
、
追
分
よ
り
山
科
辺
に
群
集
す
、
将
軍
家
二
条
之
城
に
入
御
、
公
に
御
対
顔
、

自
此
月
淀
の
城
に
渡
御
有
、
此
処
を
以
而
御
旅
館
に
定
ら
る
、
是
月
中

（
〇
上
ノ
誤
）

旬
、
将
軍
家

淀
の
城
に
渡
御
有
、
時
御
腰
物
着
衣
黄
金
を
定
綱
に
賜
る
、
御
腰
物
御
綿
を
定
綱
是
を

献
す
、
将
軍
家
、
八
月
中

（
上
カ
）

旬
よ
り
九
月
中
旬
に
至
て
、
淀
の
城
に
御
滞
留
、

〔
紀
年
録
〕

八
月
二
日
、
将
軍
家
御
入
洛
、
直
渡
御
于
二
条
城
、
従
其
入
御
淀
城
、

〔
伊
達
貞
山
（
ヵ
）
治
家
記
録
〕

八
月
二
日
、
此
日
午
上
刻
公
方
・
大
猷
院
殿
二
条
城
ヘ
御
着
、
其
ヨ
リ
淀
へ
御
出
、
淀

城
ニ
御
座
ス
ト
云
々
、

　

【
附
録
】

〔
紀
年
録
〕

八
月
六
日
、
渡
御
于
二
条
城
、

〔
資
勝
卿
記
抄
〕

八
月
十
五
日
乙
卯
、
晴
曇
入
夜
雨
、
今
朝
将
軍
様
二
条
へ
御
城
ニ
而
―
―
―
―
二
条
之

二
丸
ニ
而
御
目
見
有
之
、

193　

寛
永
三
年
八
月
十
八
日

家
光
、
参
内
し
、
従
一
位
右
大
臣
に
叙
任
す
る
。
秀
忠
、
太
政
大
臣
を
勧
め
ら
れ
る
も
、
固

辞
す
る
。

〔
泰
重
卿
記
〕　

八
月
十
八
日
戊
午
、
晴
、
将
軍
薬
院
へ
御
成
候
、
日
出
之
時
分
也
、
予
か
さ
ね
に
て
参
候
、

昵
近
之
衆
不
残
被
参
候
、
御
飯
過
御
装
束
冠
、
公
家
御
対
面
、
其
以
後
駿
河
・
水
戸
御
対
面
、

其
以
後
、
予
御
身
固
伺
公
、
其
以
後
参
内
、
常
御
所
に
て
作
法
如
常
、
銀
子
千
枚
、
綿
千
把
、

御
袷
白
五
十
進
上
也
、
三
献
目
、
公
家
昵
近
之
衆
計
御
通
ニ
罷
出
候
、
公
方
御
酌
、
其

以
後
、
駿
河
・
水
戸
御
礼
、
御
盃
頂
戴
也
、
其
以
後
、
公
方
御
兄
弟
御
学
文
所
よ
り
中

宮
御
方
へ
御
参
候
、
其
間
御
供
大
名
ニ
御
対
面
、
松
平
下
総
守
一
人
也
、
諸
大
名
ハ
今

日
御
ゆ
る
し
、
公
方
ヨ
リ
不
罷
出
候
、
主
上
中
宮
へ
行
幸
、
御
振
舞
御
相
伴
之
由
承
及

候
、
其
以
後
女
院
御
所
へ
御
参
候
、
三
献
如
常
、
進
上
之
物
、
銀
子
五
百
枚
、
綿
五
百
把
、

御
袷
三
十
白
、
駿
河
中
納
言
銀
子
百
枚
、
水
戸
十
枚
也
、
御
対
面
也
、
今
日
之
義
珍
重
也
、

其
以
後
追
付
大
御
所
へ
相
国
御
推
任
固
辞
退
被
申
候
、
阿
野
○
権
中
納
言
実
顕
・
頭
中
将
○

園
基
音
勅
使
也
、

十
九
日
巳
未
晴
、
今
日
御
振
舞
可
被
下
候
由
、
昨
日
御
約
束
、
依
召
朝
参
、
予
・
中
納

言
等
也
、
今
日
又
阿
野
・
園
勅
使
只
今
罷
帰
、
御
返
事
被
申
上
候
、
相
国
御
辞
退
、
左

府
之
事
度
々
仰
候
間
、
参
之
内
勅
答
被
申
候
、
珍
重
也
、

194　

寛
永
三
年
九
月
六
日

後
水
尾
天
皇
、
女
院
な
ど
を
伴
い
、
二
条
城
に
行
幸
す
る
。

〔
公
卿
補
任
〕

九
月
六
日
、
行
幸
将
軍
二
条
亭
、

〔
資
勝
卿
記
〕

九
月
六
日
乙
亥
、
暁
よ
り
雨
降
、
日
出
已
後
晴
、
予
・
中
納
言
両
人
、
束
帯
仕
テ
中
宮

様
ヘ
先
伺
公
、
予
襲
袴
モ
ヘ
キ
地
唐
織
鶴
丸
、
（
中
略
）
中
宮
様
供
奉
仕
テ
罷
帰
テ
、
又

行
幸
ノ
御
供
奉
申
候
也
、
二
条
マ
ウ
ケ
御
所
、
於
中
門
ニ
鳳
輦
ヲ
立
、
祭
主
小
忌
ヲ
着
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テ
榊
ニ
麻
ノ
ヲ
カ
ケ
持
、
鳳
輦
ノ
前
ニ
進
払
体
也
、
伶
人
楽
ヲ
奏
テ
、
陛

（
ヵ
）間

ノ
簀
子
ニ

鳳
輦
ヲ
立
、
関
白
ノ
御
車
遅
々
歟
、
シ
ハ
ラ
ク
御
待
ニ
而
不
興
也
、
御
所
様
同
将
軍
様

中
門
迄
出
候
テ
磬
折
也
、
北
上
東
西
ニ
公
卿
列
立
、
入
御
之
後
退
、
次
七
五
三
ノ
御
振

舞
有
、
三
方
ハ
木
地
、
余
土
器
輪
桶
以
後
皆
金
薄
タ
ミ
也
、
□
ニ
シ
テ
前
ニ
金
タ
ミ
ノ

盃
ノ
台
ス
ハ
リ
申
候
、
人
形
結
花
ヒ
イ
ト
ロ
ノ
ツ
ホ
ナ
ト
、
ス
エ
ナ
リ
ー
ー
ー
、
御
酒

数
反
有
之
、
第
一
予
、
第
二
烏
丸
大
納
言
、（
中
略
）
公
卿
分
ハ
舞
台
ノ
前
ノ
御
殿
ノ
間
也
、

殿
上
人
ハ
口
ノ
広
間
ニ
、
別
ニ
又
振
舞
有
、
入
夜
設
ノ
御
所
ニ
テ
晴
ノ
御
膳
マ
イ
リ
候
也
、

大
御
所
様
・
将
軍
様
ハ
母
屋
ノ
内
ニ
テ
天
子
ノ
御
相
伴
也
、
関
白
近
衛
殿
・
一
条
左
大

臣
・
二
条
内
大
臣
・
予
・
西
園
寺
大
納
言
・
菊
亭
大
納
言
・
鷹
司
左
大
将
・
九
条
右
大
将
、

各
簀
子
ニ
伺
公
也
、

（
大
御
所
・
将
軍
・
主
上
・
関
白
以
下
の
饗
応
座
配
の
図
略
）

先
、
臣
下
、
ツ
イ
重
ニ
、
餅
ヲ
ホ
ソ
ク
四
方
ニ
切
、
土
器
ニ
ツ
ミ
、
前
ニ
ク
ミ
ツ
ケ
有
、

ハ
シ
有
、
箸
ヲ
ト
リ
申
候
也
、
次
ニ
、
臣
下
勧
盃
一
反
、
次
主
上
ノ
御
前
晴
ノ
御
膳
ス
ハ
ル
、

左
大
将
御
陪
膳
也
、
御
手
長
柳
原
・
烏
丸
弁
・
両
頭
以
下
也
、
次
勧
盃
、
主
上
御
膳
居

テ
御
前
よ
り
勧
盃
、
大
将
ノ
御
酌
ニ
テ
参
ル
、
金
器
ノ
御
盞
也
、
又
大
御
所
ヨ
リ
勧
盃

順
流
也
、
大
将
御
陪
膳
之
起
座
之
時
、
ツ
イ
重
ヲ
自
取
テ
、
高
欄
よ
り
後
ヘ
取
下
ス
也
、

衝
重
ヲ
撤
シ
テ
、
下
﨟
ヨ
リ
起
座
、
此
以
前
入
御
也
、
其
後
退
出
、

〔
泰
重
卿
記
〕

八
月
二
日
辛
未
、
晴
、
祖
父
御
命
日
也
、
晴
昨
日
従
勧
修
寺
如
此
申
来
候
、
折
紙
案
五

字
二
字
也
、
来
月
六
日
中
宮
可
有
行
啓
、
武
家
二
条
御
亭
、
御
供
奉
之
事
可
承
存
候
、

宿
紙
払
底
之
間
、
先
内
々
申
入
候
、
（
中
略
）

六
日

（
九
月
）

乙
亥
、
今
朝
日
出
以
前
大
雨
事
外
也
、
如
何
存
之
処
、
及
寅
卯
刻
属
晴
珍
重
、

各
染
装
束
束
帯
、
各
禁
中
伺
公
也
、
今
日
必
然
也
、
第
一
供
奉
外
衆
老
若
十
七
八
人
先

へ
伺
公
、
長
柄
輿
也
、
其
以
後
中
宮
御
方
行
啓
、
次
女
院
御
所
御
幸
、
中
宮
与
女
院
御

所
御
間
姫
宮
渡
御
、
是
供
奉
衆
各
別
、
御
三
所
共
供
奉
人
数
有
之
也
、
其
以
後
二
条
ヘ

渡
御
畢
、
将
軍
為
御
迎
参
内
、
其
時
昵
近
之
衆
・
両
伝
奏
・
中
宮
亮
・
舟
橋
・
山
科
・

―
―
予
十
一
二
人
許
供
奉
也
、
大
樹
鬼
間
ヨ
リ
常
御
所
ヘ
御
参
候
、
三
献
、
其
以
後
退

出
也
、
禁
廷
諸
役
人
出
御
催
、
縦
横
往
来
也
、
次
将
立
別
之
以
後
、
幸
徳
井
友
景
反
閉

有
之
也
、
其
以
後
鳳
輦
ヲ
紫
震宸

殿
庇
ニ
相
寄
、
大
釆宋

屏
風
引
廻
鳳
輦
移
御
、
次
将
弁
手

ヲ
カ
ク
、
其
以
後
四
府
駕
輿
丁
取
伝
出
御
也
、
花
や
か
な
る
行
幸
貴
賤
成
群
、

〔
小
笠
原
忠
真
一
代
覚
書
〕
乾

一
寅
之
歳
公
方
様
御
上
洛
、
右
近

（
ヵ
）様

も
御
上
京
被
成
候
、
御
宿
陣
者
北
野
徳
正
院
に
御

座
被
成
候
、
御
供
小
笠
原
隼
人
・
小
笠
原
但
馬
参
り
候
な
り
、

一
二
条
御
城
へ
行
幸
有
、　

国
母
様
も
御
幸
有
、
日
数
出
入
六
日
二
条
御
城
に
被
為
成
御

座
候
、
摂
家
衆
よ
り
下
の
公
家
衆
迄
二
条
之
御
城
ニ
出
入
六
日
之
御
馳
走
な
り
、

一
摂
家
衆
御
馳
走
人
本
多
美
濃
守
様
・
右
近
様
御
両
人
被
仰
付
、
入
出
六
日
者
右
近
様

も
二
条
御
城
之
内
御
馳
走
所
ニ
昼
夜
御
詰
被
成
候
、
美
濃
守
様
も
此
時
迄
ハ
諸
大
夫

に
て
御
座
候
処
ニ
、
四
品
を
被
越
侍
従
に
被
仰
付
候
、
中
々
御
満
足
其
限
茂
無
之
候
、

右
近
様
せ
ハ
せ
ら
れ
下
々
迄
茂
せ
き
申
候
、

　
　

（
後
略
）

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕

九
月
六
日
乙
亥
、
晴
、
行
幸
二
条
亭
日
時
定
幷
召
仰
陣
儀
有
之
、
上
卿
一
条
右
大
臣
殿

兼
遐
公
、
奉
行
職
事
園
頭
中
将
基
吉
朝
臣
、
大
外
記
師
生
朝
臣
、
左
大
史
孝
亮
、
六
位

外
記
―
―
史
―
―
官
人
柳
田
戸
俊
、
装
束
司
弁
権
左
小
弁
経
広
云
々
、

日
時
勘
文
一
通
陰
陽
頭
賀
茂
友
景
幸
徳
井
出
之
、
二
条
亭
路
次
書
物
自
宮
方
出
之
、

　
　
　

行
幸
二
条
御
亭
路
次

　
　

出
御　

左
衛
門
陣

　
　

東
洞
院
大
路　

北
行

　
　

正
親
町
小
路　

西
行

　
　

堀
河
大
路　
　

南

□ 

御
亭

予
供
奉
騎
馬
也
、
自
公
家
御
馬
被
下
、
自
土
井
大
炊
頭
、
可
被
渡
之
処
、
自
九
鬼
長
門
守
、

有
断
之
故
、
自
長
門
守
被
渡
之
、
大
フ
サ
紅
、
□
、
馬
副
四
人
、
鞍
覆
猩
々
皮
、
馬
色
青
、

〔
梵
舜
日
記
〕

九
月
五
日
、
晴
、
行
幸
為
見
物
晩
ヨ
リ
寿
命
院
ヘ
罷
出
、
至
初
夜
比
ニ
桟
敷
へ
罷
出
也
、

夜
七
ツ
時
分
雨
降
也
、
見
物
共
以
外
相
騒
体
也
、
予
於
聚
楽
之
橋
之
脇
之
桟
敷
也
、
始

終
日
之
見
物
申
也
、

六
日
、
晴
、
行
幸
之
儀
式
之
諸
人
役
者
共
罷
出
体
也
、
次
路
次
之
警
固
諸
大
名
衆
ヨ
リ
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申
付
也
、
次
摂
家
清
華
衆
塗
輿
十
五
丁
斗
ニ
テ
通
也
、
次
女
中
方
々
輿
廿
五
丁
釣
輿
也
、

次
荷
輿
廿
五
丁
、
塗
輿
廿
丁
出
仕
也
、
次
清
花
堂
上
以
下
悉
出
仕
也
、
装
束
一
日
ハ
レ
之

装
束
也
、
次
姫
宮
中
宮
御
車
十
丁
也
、
次
先
堂
衆
二
条
城
ヨ
リ
内
裏
へ
帰
也
、
次
自
御

城
将
軍
左

（
右
ヵ
）

大
臣
御
車
御
迎
之
義
也
、
次
御
馬
迎
之
御
衆
二
分
之
騎
馬
也
、
悉
冠
装
束
也
、

次
将
軍
家
御
車
、
次
一
国
之
諸
大
名
御
供
、
一
番
尾
張
大
納
言
殿
、
二
番
紀
州
大
納
言

殿
、
三
番
駿
州
大
納
言
殿
、
四
番
ミ
ト
ノ
大
納
言
殿
、
五
番
加
州
肥
前
守
殿
、
其
外
次

第
之
御
供
也
、
金
銀
花
飾
□
□
也
、
次
御
城
へ
御
供
左
右
大
将
清
花
堂
上
也
、
次
将
軍
家
、

悉
鳳
輦
之
先
也
、
次
楽
人
五
十
人
斗
装
束
也
、
次
行
幸
鳳
輦
、
少
紫
ニ
引
マ
ハ
シ
上
也
、

内
御
簾
也
、
先
年
者
先
楽
人
管
弦
在
之
、
今
度
者
其
儀
式
無
之
也
、
行
幸
刻
限
未
刻
之

終
也
、
遠
国
近
国
京
中
諸
人
之
見
物
、
中
々
申
モ
不
及
言
詞
之
義
也
、
天
下
静
謐
万
民

迄
難
在
御
世
治
、
万
々
歳
之
御
代
云
々
、
予
十
ニ
一
ツ
愚
筆
ヲ
止
可
恥
々
々
、

〔
出
納
職
在
記
○
寛
永
日
記
所
載
〕

九
月
六
日
、
自
前
晩
雨
頻
洒
、
至
日
出
既
晴
雲
、
儲
御
所
大
殿
祭
前
夜
五
日
被
行
之
、

祭
主
大
中
臣
友
忠
勤
之
、
諸
司
自
蔵
人
方
兼
日
傭
之
主
殿
官
人
供
掌
燈
木
工
寮
結
燈

台
掃
部
官
人
、
半
畳
三
帖
薦
三
枚
舗
役
之
、
今
日
行
幸
将
軍
家
、
暁
天
女
房
之
乗
輿
凡

四
百
七
十
一
丁
舁
入
二
条
御
第
、
先
中
宮
行
啓
、
女
院
御
幸
、
宮
々
御
方
渡
御
、
已
上

御
車
三
両
供
奉
之
出
車
六
両
、
以
上
車
副
以
下
役
者
自
蔵
人
方
下
知
之
、

宮
司
少
進
天
野
豊
前
守
藤
原
長
信
、
諸
大
夫
大
橋
越
後
守
藤
原
親
次
、
権
少
進
左
少
史

小
槻
亮
眼
、
大
属
出
納
豊
後
守
中
原
職
在
、
少
属
右
少
史
高
橋
亮
春
、
件
五
人
着
一
日

晴
狩
衣
紋
紗
、
下
襲
指
貫
白
地
唐
綾
繍
簿

（
ヵ
）絵

思
々
也
、
中
宮
御
車
左
右
令
供
奉
云
々
、

　

（
中
略
）

自
左
衛
門
陣
出
御
、
東
洞
院
大
路
北
行
、
正
親
町
少
路
西
行
、
堀
川
大
路
南
行
、
至
于

二
条
第
、
従
東
大
手
門
入
御
、

至
四
足
門
内
暫
奉
舁
居
鳳
輦
、
祭
日
奉

（
主
ヵ
）

大
摩

（
麻
）、

次
於
中
門
外
左
右
大
将
立
替
進
行
、

次
将
応
之
伶
倫
奏
立
楽
、
予
大
相
国
・
将
軍
家
自
東
階
下
庭
給
、
入
御
之
時
磬
打
、

（
折
ヵ
）

自
本
階
昇
入
給
、
公
卿
列
立
、
磬
打

（
折
）、

鳳
輦
寄
儲
御
所
南
階
、
左
右
大
将
進
立
、
次
将

卿
次
将
立
階
下
如
出
御
、
内
蔵
掃
部
等
官
人
布
毯
筵
道
等
兼
舗
設
之
、
蓋
警
固
之
勇
士

追
出
両
官
人
、
儲
之
具
等
捨
而
去
、
予
見
驚
之
、
此
申
伺

（
由
ヵ
）

申
伝
奏
通
村
卿
之
処
、
可

有
了
簡
由
被
命
、
件
布
毯
筵
道
等
共

（
ヵ
）鋪

設
矣
、

次
内
侍
司
取
剣
璽
候
、
剣
右
、
璽
左
、

天
皇
下
御
、
大
将
称
警
蹕
、
次
将
応
之
如
出
御
、
関
白
取
御
裾
畳
置
御
後
、
退
侍
西
方
、

天
皇
暫
立
御
南
面
、

大
相
国
・
将
軍
家
、
経
東
南
簀
子
、
入
座
蹲
踞
、
有
御
目
入
御
簾
中
、
両
御
所
経
本
簀

子
入
給
、

鈴
奏
、
次
舁
退
鳳
輦
入
御
、
輿
丁
退
、
官
方
之
沙
汰

　
　

（
中
略
）

儲
御
所
御
湯
殿
之
事
、
自
蔵
人
方
令
下
知
、
主
殿
寮
釜
殿
等
供
御
湯
、

主
上
供
御
膳
、
御
陪
膳
鷹
司
殿
、
左
大
将
教
平
卿
、
御
手
長
宰
相
業
光
卿
、
光
賢
卿
、
右

衛
門
督
時
直
卿
、
両
頭
中
将
、
元
親
卿
朝
臣
、
基
音
朝
臣
、
御
膳
内
膳
司
高
橋
清
定
供
之
、

自
蔵
人
方
沙
汰
之
、

〔
寛
永
行
幸
記
〕
（
頭
注
に
、
柳
原
本
ニ
テ
ハ
「
二
条
亭
行
幸
記
」
ト
題
セ
リ
、
同
書
ナ
ル
ニ

ヨ
リ
テ
写
サ
ズ
、
と
あ
り
）

人
王
百
九
代
、
今
上
寛
永
皇
帝
陛
下
、
欽
明
文
思
機
神
叡
哲
、
而
聖
敬
日
躋
、
天
徳
渕
広
、

爰
清
和
天
皇
二
十
七
代
嫡
裔
、
大
人
前
将
軍
右
相
府
公
、
掌
四
海
、
胸
八
荒
、
是
故
仁

風
所
及
、
四
夷
八
蛮
鮮
弁
来
享
、
異
域
遠
方
捧
筐
入
貢
、
内
専
彛
倫
之
道
、
外
施
六
三

之
功
矣
、
令
嗣
大
人
源
君
、
当
元
亥
之
年
、
拝
将
軍
之
宣
下
、
而
兼
任
内
相
府
、
忽
受

天
下
譲
、
以
安
国
家
、
保
社
稷
、
可
謂
幹
父
蠱
矣
、
竊
考
往
事
、
故
相
国
自
幼
、
事
武
芸
、

而
戦
必
勝
攻
必
取
、
甲
衆
族
、
而
威
而
猛
、
恭
而
安
、
纔
起
参
州
、
已
征
隣
国
、
終
領
東

関
之
八
州
、
粤
先
代
遺
逆
残
党
恣
私
意
、
及
春
宮
之
異
論
、
旌
無
弐
之
忠
誠
、
同
先
帝
心
、

勤
令
今
上
定
儲
君
、
猶
有
党
錮
之
徒
、
欲
乱
世
誣
民
、
時
挙
義
兵
、
以
征
伐
、
不
異
湯

沃
雪
、
元
卯
之
年
、
定
江
南
策
以
往
、
一
統
扶
桑
、
六
十
余
州
、
興
廃
継
絶
、
天
下
無
事
、

安
於
磐
石
矣
、
先
是
丁
慶
亥
之
年
、
慇
懃
奉
成
譲
位
践
祚
、
然
後
務
禁
闕
改
造
之
経
始
、

課
天
下
列
候
諸
士
、
垣
石
築
地
、
各
随
家
豊
倹
、
以
表
謇
躬
於
後
世
、
金
殿
紫
閣
重
門
高
楼
、

凡
所
有
棟
宇
巍
然
落
成
矣
、
洛
陽
移
忉
利
宮
者
、
古
今
如
合
符
節
、
挙
世
僉
曰
、
於
王
室

功
矣
、
盛
哉
可
貴
也
、
積
善
余
慶
及
其
子
孫
、
則
三
世
可
至
万
世
、
為
君
祝
々
、
元
申
之
年
、

有
中
宮
入
内
之
事
、
而
外
順
内
睦
、
於
是
欲
催
摂
行
幸
於
二
条
堀
河
第
、
雖
高
構
大
築

全
存
、
更
沿
革
之
、
新
営
華
殿
、
為
儲
御
所
、
其
修
飾
金
銀
珠
玉
彫
琢
彩
画
、
雲
廓
月
殿
、

自
天
上
移
来
者
乎
、
別
築
中
宮
之
玉
殿
、
女
院
之
璦
殿
、
尽
美
尽
善
也
、
又
有
水
台
月
楼
、
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或
以
沉
木
為
柱
、
或
以
華
梨
為
閾
、
鏻
七
宝
、
竭
百
工
、
大
小
殿
閣
盤
々
焉
、
困
々
焉
、

参
差
無
限
也
、
大
溝
有
奥
室
、
以
複
道
通
之
轉
、
疑
長
虹
横
空
、
当
坤
、
維
築
連
雲
之

城
、
危
楼
高
百
尺
、
手
可
摘
星
辰
、
不
敢
高
声
語
、
恐
驚
天
上
人
、
楊
氏
復
生
必
謂
乎

也
、
庭
除
有
漫
々
池
水
、
其
源
支
分
鴨
河
、
清
流
漲
来
、
恰
如
二
川
溶
々
入
宮
墻
、
万

木
森
々
、
其
蔭
密
々
、
奇
石
怪
岩
、
立
乎
頽
乎
、
不
知
其
幾
千
万
、
鴛
鴦
並
影
、
鳬
鴨

戯
波
、
横
水
石
橋
、
彷
彿
到
乎
台
嶠
、
布
地
平
沙
、
依

希
遊
乎
瀟
湘
、
心
之
所
至
、
目

之
所
及
、
不
遑
枚
挙
也
、
寛
寅
夏
秋
之
間
、
両
君
相
継
入
洛
、
同
根
連
枝
、
天
下
之
列

候
、
諸
士
無
一
人
不
扈
従
、
皇
帝
錫
命
、
令
右
府
任
大
相
国
、
内
府
転
左
府
、
夫
相
国
者
、

即
闕
之
官
也
、
辞
譲
者
数
回
、
特
直
降
綸
命
、
強
以
推
任
焉
、
連
枝
諸
臣
、
亦
各
挙
官

位
一
級
、
以
怡
其
心
也
、
今
逢
聖
代
不
聞
斯
盛
挙
、
復
待
何
日
乎
、
既
涓
取
九
月
初
六
日
、

議
定
行
幸
、
自
前
晩
、
至
黎
明
、
細
雨
頻
洒
、
陰
晴
両
端
、
及
卯
時
属
快
晴
、
日
色
既
麗
、

嗚
呼
盛
徳
愜
天
地
者
、
誰
不
仰
止
乎
、
略
録
其
一
二
於
左
、
以
備
後
鑑
云
爾
、

　
　

寛
永
三
歳
在
丙
寅
、
菊
月
如
意
珠
日
、

　
　

前
南
禅
天
下
僧
録
特
賜
円
照
本
光
国
師
以
心
叟
崇
伝
記
之
、

寛
永
三
丙
寅
年
九
月
六
日
行
幸
、
従
兼
日
定
辻
固
之
役
、
凡
自
四
足
之
御
門
、
至
于
惣
門
、

六
町
一
段
、
自
惣
門
、
至
于
二
条
之
第
東
之
門
限
、
十
七
町
九
段
二
間
、
合
二
十
四
町

九
間
也
、
辻
固
之
、
烏
帽
子
着
、
課
諸
大
名
役
之
、
但
惣
門
之
内
者
、
駿
河
・
尾
張
・

紀
伊
三
大
納
言
、
水
戸
中
納
言
家
中
衆
固
定
之
、
其
列
不
乱
臘
次
、
威
儀
厳
粛
、
蓋
毎

小
路
備
弓
鉄
砲
鑓
長
刀
固
之
、

禁
中
御
留
守
御
番
、
自
武
家
差
定
、
八
人
、
各
召
具
家
来
伺
候
、
御
築
地
之
外
固
門
門
、

兼
日
被
定
之
、

供
奉
諸
公
家
騎
馬
之
龍
蹄
、
悉
従
武
家
調
進
、

　

（
中
略
）

鳳
輦
至
四
足
、
暫
奉
舁
居
、
神
祇
官
祭
主
、
奉
大
麻
、
伶
倫
奏
立
楽
、
此
時
大
相
国
御
束

帯
、
一
日
晴
御
袍
如
常
、
御
下
襲
、
黄
二
重
織
物
、
御
紋
葵
之
丸
、
色
紫
、
表
御
袴
、
白
唐
織
、
御
紋
菓

（
ヵ
）霰

自
御
本
丸
出
御
儲
御
所
、
将
軍
家
一
同
下
儲
御
所
東
之
階
立
、
候
中
門
内
北
方
、
大
相

国
御
剣
大
沢
中
将
役
之
、
同
御
腰
物
同
侍
従
役
之
、
将
軍
家
御
剣
吉
良
少
将
役
之
、
同

御
腰
物
同
侍
従
役
之
、
彦
根
少
将
・
姫
路
侍
従
・
郡
山
侍
従
候
御
後
、
酒
井
下
総
守
・

本
多
美
作
守
・
太
田
采
女
正
・
鳥
居
讃
岐
守
・
以
下
各
候
于
廊
下
、
預
敷
莚
道
布
毯
於

儲
御
所
中
山
頭
中
将
元
親
奉
行
之
、
出
納
催
之
、

鳳
輦
至
中
門
、
時
次
将
立
替
、
鳳
輦
過
時
各
警

屈
、
大
相
国
・
将
軍
家
御
磬
折
、
鳳
輦
至
南
階
、
時
大
相
国
・
将
軍
家
昇
本
階
、
入
御

主
上
下
御
之
時
、
関
白
取
御
裾
、
畳
置
御
後
、
退
侍
西
方
、
主
上
暫
立
御
南
面
、
大
相
国
・

将
軍
家
歴
東
南
縁
、
入
座
蹲
居
、
主
上
御
前
有
御
目
、
入
御
簾
中
、
大
相
国
・
将
軍
家
、

如
本
歴
東
南
縁
入
御
、
前
橋
侍
従
・
佐
倉
侍
従
・
板
倉
周
防
侍
従
・
酒
井
讃
岐
守
・
井

上
主
計
頭
・
永
井
信
濃
守
下
知
内
外
、

　
　
　
　

御
座
敷
飾

　
　
　
　
　

儲
之
御
所

　
　
　
　
　

南
之
御
上
壇
之
間

一
御
床
之
押
板

　
　
　

御
文
台
蒔
絵

　
　
　

御
硯

一
御
違
棚

　
　
　

六
種
之
御
香
之
箱

中
御

棚

銀
之
御
火
取
居
銀
之
六
角
之
盆

一
御
棚
之
下
押
板

　
　
　

御
重
硯
廿
一
面

一
南
面

　
　
　

御
簾
鎮
二
対
獅
子
虎

一
御
座
東
面
、
御
茵
有
之

　
　
　

中
之
御
上
壇
之
間

一
西
南
之
角

　
　
　

御
衣
桁
掛
御
衣

一
西
北
之
角

　
　
　

御
鏡
台
蒔
絵
掛
御
鏡

一
同
所

　
　
　

御
泔
抔
銀
台
蒔
絵
、
御
櫛
一
双
居
之

一
東
南
之
角
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御
黒
棚
蒔
絵

　
　
　

銀
之
御
香
炉

　
　
　

銀
之
御
香
合
一
対

　
　
　

銀
之
御
返
入

　
　
　
　

右
居
銀
之
四
方
盆

　
　
　

御
昆
布
之
箱
蒔
絵

　
　
　

御
鳥
箒

　
　
　
　

右
在
御
棚

一
御
帳
台
之
引
物
紫
地
之
金
襴
、
装
束
之
緑
五
色

一
御
座
北
面
有
御
茵

　
　
　
　

御
帳
台
之
内

一
西
北
之
角

　
　
　

銀
之
御
衣
桁
、
一
対
掛
御
衣
三
重

一
西
南
之
角

　
　
　

御
衣
之
箱
、
一
荷
蒔
絵
、
上
有
御
宿
直
物
、
同
有
御
枕

一
花
梨
之
御
脅
息
脇
網
代
之
御
枕

一
御
伏
籠
蒔
絵

一
東
北
之
角

　
　
　

御
歯
黒
之
御
箱

　
　
　

同
御
小
道
具
銀
居
蒔
絵
之
盆
一
対

一
中
之
御
座
南
面
有
御
茵

　
　
　

御
座
之
上
銀
作
之
御
剣
行
平
、
入
蒔
絵
之
御
箱

　
　
　
　

北
之
御
上
壇
之
間

一
西
南
之
角

　
　
　

御
厨
子
之
御
棚

　
　
　

御
料
紙
色
々
脇
御
水
引
包
副
之

　
　
　

御
硯
箱
蒔
絵

　
　
　

銀
之
御
空
焼
之
御
火
取
香
炉

　
　
　

御
鳥
箒

一
西
北
之
角

　
　
　

銀
之
御
手
拭
掛
白
布
之
御
手
拭
三
掛
之

　

一
御
座
南
面
、
有
御
茵

　
　
　

北
之
三
之
間

一
西
南
之
角

　
　
　

銀
之
御
台
子

　
　
　

金
之
御
風
炉
釜

　
　
　

金
之
御
柄
杓
立

一
御
台
子
之
上

　
　
　

金
之
御
茶
入
三

　
　
　

金
之
御
天
目
同
台
象
牙
之
御
茶
𣏐

　
　
　

金
之
御
茶
碗
居
蒔
絵
之
台

　
　
　

銀
之
御
鵜
飼
茶
碗
一
対
居
銀
之
台

　
　
　
　

同
四
之
間

一
西
南
之
角

　
　
　

蒔
絵
台
子
茶
碗
・
茶
入
棗

一
東
南
之
角

　
　
　

銀
之
御
楾
角
盥

　
　
　

銀
之
御
耳
盥

一
西
北
之
角

　
　
　

硯
箱
蒔
絵

一
東
北
之
角

　
　
　

御
簾
鎮
十
対
獅
子
・
虎
・
猫

　
　
　

御
釣
殿

一
東
南
之
角

　
　
　

二
階
棚

　
　
　

御
短
冊
箱

　
　
　

御
硯
蒔
絵

一
御
座　

御
〇
茵
ノ
字
ヲ
脱
ス
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一
御
天
井　

掛
風
鈴

一
御
廊
下　

玳
琩
之
御
灯
籠

　
　
　
　

御
休
息
之
御
殿

一
御
書
院
之
押
板

　
　
　

御
硯
蒔
絵

　
　
　

御
鳥
箒

一
御
床
之
押
板

　
　
　

金
之
孔
雀
之
御
香
炉
居
銀
之
盆

一
御
違
棚

　
　
　

御
香
炉
居
蒔
絵
之
盆

　
　
　

堆
紅
之
御
香
合
、
一
対
居
堆
朱
六
角
之
盆

　
　
　

沉
之
御
枕
一
対

一
東
北
之
角

　
　
　

銀
之
御
手
巾
掛
掛
白
布
之
御
手
巾
二
片

一
御
座
東
面　

御
〇
茵
ノ
字
ヲ
脱
ス

　
　
　

御
座
之
上
有
沉
之
御
脅
息

　
　
　
　

御
広
間
御
飾

一
御
上
壇
之
御
床

　
　
　

三
幅
一
対　

牧
渓
筆

左
龍

中
寒

右
虎
山
拾
得

一
御
床
之
押
板

　
　
　

中　

花
梨
之
折
卓

　
　
　
　
　

銀
之
御
花
瓶

　
　
　
　
　

銀
之
御
枕
鶴
亀

　
　
　
　
　

銀
之
御
香
炉
獅
子

　
　
　
　
　

銀
之
御
香
合
菱

　
　
　
　
　

銀
之
香
―
匙
之
台

　
　
　

両
脅
花
梨
之
卓

　
　
　
　
　

銀
之
御
花
瓶
一
対

一
下
壇　

台
子
梨
地
・
風
炉
・
釜
・
水
指
・
水
滴
・
蓋
置
以
下
皆
黄
金

　
　
　

右
之
諸
飾
悉
御
進
上
也
、

　
　
　

儲
御
所
晴
之
御
膳

敷
御
座
畳
、
設
茵
、
主
上
出
御
御

直

衣
、

南
面
、

大
相
国
・
将
軍
家
御
着
座
、
長
押
内
兼
設
円
座
二
、

南
簀
子
階
東
一
列
有
円
座
、
関
白
近
衛
左
大

臣
信
尋

・
右
大
臣
一
条

兼
遐

・
内
大
臣
二
条

康
道

・
日
野
大
納
言

資
勝
・
西
園
寺
大
納
言
公益

・
今
出
川
大
納
言
宣季

・
左
大
将
鷹
司

教
平

・
右
大
将
九
条

忠
象
晴
御
膳
以
前
、

大
相
国
・
将
軍
家
以
下
、
各
献
衝
重
、
大
相
国
御
前
陪
膳
柳
原
宰
相
、
将
軍
家
御
前
陪

膳
中
山
頭
中
将
、
関
白
御
前
陪
膳
勧
修
寺
弁
、
公
卿
前
陪
膳
山
科
少
将
・
土
御
門
中
務
、

杯
酌
一
返
、
大
相
国
・
将
軍
家
・
関
白
以
下
巡
流
、
其
後
、
主
上
御
前
晴
之
御
膳
御
陪

膳
鷹
司
左
大
将
、
御
手
長
柳
原
宰
相
・
烏
丸
宰
相
右
衛
門
督
・
両
頭
中
将
、
事
畢
而
入
御
、

各
自
下
座
退
出
、

　

右
晴
之
御
膳
、
内
膳
司
高
橋
清
定
供
之
、

　
　
　

内
々
献
方

初
献
、
御
盃
、
主
上
御
前
一
、
女
院
御
前
一
、
中
宮
御
前
一
、
盃
数
三
、
主
上
御
盃
大
相
国
、

女
院
御
盃
将
軍
家
、
中
宮
御
盃
姫
宮
・
女
二
宮
但
両
姫
宮
依
御
幼
少
、
及
深
更

故
、
無
出
御
、
御
盃
者
大
相
国
、

二
献
、
御
盃
数
同
前
、
主
上
御
盃
将
軍
家
、
女
院
御
盃
大
相
国
、
中
宮
御
盃
将
軍
家
、

三
献
、
御
盃
数
同
前
、
主
上
御
盃
大
相
国
、
女
院
御
盃
将
軍
家
、
中
宮
御
盃
大
相
国
、

七
之
御
膳
御
相
伴
同
前
、

内
々
之
御
膳
、
主
上
御
掛
盤
御
器
、
銚
子
・
瓶
子
・
提
子
、
諸
之
道
具
以
下
、
悉
以
黄
金
製
之
、

中
宮
御
前
・
女
院
御
前
、
以
黄
金
白
銀
雑
製
之
、
姫
宮
・
女
二
宮
御
前
亦
同
、
詳
于
左
録
、

右
之
御
膳
之
御
道
具
、
悉
後
日
進
上
、

　
　
　

主
上
御
膳
方
之
奉
行

　
　

彦
根
少
将
〇
井
伊

直
孝
　
　
　

 
 

板
倉
周
防
侍
従
〇
重

宗

　
　
　

中
宮
・
女
院
・
姫
宮
・
女
二
宮
御
膳
方
之
奉
行

　
　

前
橋
侍
従
〇
酒
井

忠
世
　
　
　

 
 

伊
丹
播
磨
守
〇
康

勝

右
両
人
、
従
将
軍
家
被
仰
付
、

　
　

佐
倉
侍
従
〇
土
井

利
勝
　
　
　

 
 

松
平
右
衛
門
大
夫
〇
正

綱

右
両
人
、
従
大
相
国
被
仰
付
、

　
　
　

女
中
方
上
下
共
、
在
右
之
中
、
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同
晩
、
行
幸
供
奉
之
役
人
衆
、
百
三
十
余
人
、
楽
人
五
十
人
、
有
七
五
三
之
点
待
、
平
折
敷
、

諸
公
家
衆
、
或
昵
近
、
或
外
様
、
百
余
人
、
点
待
同
前
、
但
三
方
足
打
依
人
体
有
替
、

〔
視
聴
日
録
〕

一
二
条
御
城
江
行
幸
之
節
被
仰
出
候
壁
書
写

　
　
　

覚

一
行
幸
之
当
日
幷
還
幸
之
節
、
辻
固
之
衆
従
早
天
可
罷
出
事
、

一
辻
固
烏
帽
子
素
袍
ヲ
着
シ
、
太
刀
を
持
鋪
皮
を
敷
、
鳳
輦
御
車
通
候
時
者
、
敷
居
ヨ

（
皮
ヵ
）

リ

下
謹
而
可
罷
在
事
、
附
か
け
ゑ
ほ
し
無
用
之
事
、

一
従
内
裏
二
条
御
城
之
前
迄
、
辻
固
之
衆
、
右
両
日
之
役
を
勤
帰
候
時
分
者
、
内
裏
之

辻
固
之
衆
退
散
を
可
見
合
、
御
城
ヨ
リ
御
成
橋
迄
之
分
者
、
御
城
之
御
門
之
左
右
辻

固
之
退
散
を
見
合
、
次
第
に
可
罷
出
事
、

一
小
路
を
固
候
所
、
前
ニ
幕
を
う
ち
、
弓
鉄
砲
鑓
之
数
何
茂
申
談
、
多
少
無
之
様
ニ
可

申
合
事
、
附
侍
者
肩
衣
袴
、
足
軽
者
袴
計
之
事
、

一
家
之
内
ニ
而
見
物
人
、
女
童
ハ
前
一
間
ニ
置
、
そ
れ
よ
り
お
く
に
男
ハ
可
居
事
、

一
二
階
者
女
童
迄
も
見
物
一
切
無
用
之
事
、
堀
川
の
端
ニ
水
之
垣
可
仕
事
、
但
川
中
ニ

町
人
小
屋
か
け
候
ハ
ヽ
見
合
可
申
渡
事
、

〔
敬
公
実
録
〕

寛
永
三
年
九
月
六
日
二
条
御
城
江
行
幸
、
将
軍
家
為
御
迎
参
内
被
成
候
節
、
公
黒
御
装

束
騎
馬
布
衣
六
人
二
行
、
馬
添
六
人
、
副
舎
人
二
人
、
白
張
八
人
、
次
ニ
成
瀬
隼
人
正

赤
装
束
騎
馬
白
張
相
従
、
次
ニ
竹
腰
山
城
守
徒
者
上
下
装
束
右
之
通
、

　
　

式
日
、
阿
部
河
内
守
・
瀧
川
豊
前
守
供
奉
共
ニ
四
人
ト
云
々
、

〔
天
享
吾
妻
鑑
〕

九
月
六

（
寛
永
三
年
）

日
二
条
城
ヘ
行
幸
、
（
中
略
）
道
筋
ニ
ハ
見
物
ノ
貴
賎
男
女
稲
麻
、
此
時

桟
鋪
ニ
タ
ヽ
ミ
一
帖
ヲ
以
金
壱
両
余
借
之
、

〔
君
臣
言
行
録
〕

寛
永
三
年
、
上
洛
幷
二
条
城
エ
行
幸
ノ
時
、
政
宗
モ
大
猷
公
ノ
御
供
也
、
政
宗
家
来
皆
ハ
ヾ

シ
キ
衣
類
ヲ
着
シ
ケ
レ
ハ
、
時
人
ア
レ
ハ
伊
達
人
ト
云
ヒ
始
シ
ヨ
リ
、
以
来
今
ニ
到
テ
、

風
流
ノ
人
ヲ
ハ
伊
達
者
ト
ソ
云
習
ハ
シ
ケ
ル
ト
也
、
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寛
永
三
年
九
月
七
日

二
条
城
で
舞
楽
御
覧
が
あ
る
。
公
家
衆
は
御
番
伺
公
す
る
。

〔
資
勝
卿
記
〕

九
月
七
日
丙
子
、
晴
、
朝
間
参
二
条
、
今
日
舞
御
覧
有
、
輪
台
四
人
、
治
部
大
輔
・
飛
鳥

井
侍
従
・
○
〇
、
青
海
波
ハ
二
人
、
四
辻
侍
従
・
西
洞
院
侍
従
、
此
時
ハ
御
所
作
、
関

白
殿
・
一
条
殿
・
二
条
殿
・
伏
見
殿
・
八
条
殿
・
堂
上
―
上

（
殿
ヵ
）

人
何
も
所
作
也
、
御
振
舞
有
、

和
歌
御
会
延
引
也
、
夜
半
帰
宅
、

〔
泰
重
卿
記
〕

九
月
七
日
丙
子
、
晴
、
二
条
へ
御
番
伺
公
、
烏
丸
亜
相
・
中
御
門
黄
門
・
西
洞
院
右
衛

門
督
・
北
畠
中
将
・
予
・
持
明
院
侍
従
・
小
倉
侍
従
・
久
我
中
将
・
東
園
侍
従
・
櫛
笥

侍
従
・
久
世
侍
従
・
油
小
路
・
塩
小
路
・
冷
泉
少
将
・
以
上
十
五
人
也
、
終
日
無
事
也
、

予
・
中
御
門
黄
門
・
侍
御
前
、
夜
半
迄
供
献
被
下
候
、
此
間
各
御
振
舞
七
五
三
有
之
也
、

其
以
後
公
卿
分
衆
、
銀
子
三
十
枚
・
小
袖
十
・
太
刀
一
腰
拝
領
也
、
雲
客
之
衆
、
銀
子

二
十
枚
・
小
袖
五
ツ
ヽ
拝
領
也
、
雲
客
衆
内
ニ
テ
、
滋
野
井
・
高
倉
・
竹
内
三
人
、
小
袖
十
・

銀
子
三
十
枚
之
由
承
及
候
、
水
無
瀬
前
宰
相
ニ
ハ
何
た
る
失
念
候
哉
、
銀
子
二
十
枚
・

小
袖
五
、
事
外
不
興
理
被
申
候
由
承
及
候
、
予
・
黄
門
・
侍
御
前
拝
領
不
存
候
、
今
朝

上
様
ヘ
ハ
銀
子
二
千
枚
・
御
服
入
た
る
高
蒔
絵
長
櫃
二
十
さ
ほ
・
小
袖
二
百
也
、
沉
ほ

た
一
尺
五
寸
ま
い
り
長
一
間
間
半
三
所
ニ
紅
ノ
縄
付
ル
也
、
う
ん
け
ん
百
た
ん
、
か
ら

い
と
千
斤
、
蒔
絵
長
櫃
ニ
入
也
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕

九
月
七
日
丙
子
、
晴
、
九
鬼
長
門
守
許
昨
日
馬
之
礼
遣
状
、
返
礼
到
来
、

今
日
於
二
条
亭
伶
人
舞
有
之
、

摂
関
家
門
跡
方
等
御
成
、
公
家
衆
両
局
等
各
祗
候
、
被
下
御
料
理
、
諸
家
幷
両
局
迄
昼

之
間
有
二
条
亭
、
入
夜
退
出
、

　

（
中
略
）

九
日
戊
寅
、
雨
降
、
参
二
条
亭
、
（
中
略
）
今
日
自
大
樹
、
白
銀
十
枚
宛
、
両
局
拝
領
、

十
六
日
乙
酉
、
晴
、
去
九
日
於
二
条
亭
、
自
大
樹
之
拝
領
銀
、
今
日
於
二
条
城
令
請
取
之
、

十
月
六
日
己
巳
、
晴
、
御
幸
之
時
、
自
大
御
所
之
拝
領
銀
拾
枚
、
今
日
請
取
申
候
、
大

外
記
同
請
取
被
申
云
々
、
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〔
寛
永
行
幸
記
〕

九
月
七
日
、
行
幸
之
翌
日
、
快
晴
、

朝
御
膳
、
御
内
々
之
儀
、

将
軍
家
御
進
物
、
兼
陳
列
乎
儲
御
所
、
釣
東
西
之
御
簾
、

　
　

一
白
銀
参
万
両
台
三
十
・
載
之
、
列
簀
子

　
　

一
御
服
二
百
領
長
櫃
廿
入
之
、
列
縁
、
櫃
内
外
・
梨
地
蒔
絵
菊
、
金
具
皆
用
金
銀
、
棒
亦
同

　
　

一
沉
木
壱
本
長
二
間
余
、
廻
両
肘
以
紅
絲
綱
三
所
結
之
、
載
台
・
置
庇
間
内

　
　

一
襴
絹
百
巻
台
五
・
居
之
、
列
南
長
押
内

　
　

一
紅
絲
二
百
斤
台
一
・
積
之
、
在
襴
絹
次

　
　

一
玳
瑁
三
十
枚
台
一
・
積
之
、
在
北
方

　
　

一
麝
香
五
斤
台
一
・
積
之
、
在
玳
瑁
次

至
刻
限
、
主
上
出
御
、
々
座
於
西
上
壇
、
東
面
、
将
軍
家
、
自
庇
間
御
出
、
御
太
刀
、
竹
乎
、

上
于
上
壇
、
於
上
壇
之
際
、
御
礼
、
終
而
御
退
出
、
主
上
入
御
、

同
日
、
自
将
軍
家
、
被
献
中
宮
御
進
物
、
但
御
内
々
、

　
　

一
白
銀
壱
万
両

　
　

一
御
服
五
十
領

　
　

一
沉
香
七
十
五
斤

　
　

一
紅
絲
百
斤

　

一
緋
華
絲
絹
五
十
巻

　
　

一
白
綾
子
五
十
巻

　
　

一
麝
香
二
斤

　

（
以
下
女
院
な
ど
へ
の
進
物
記
事
あ
り
、
中
略
）

宮
衆
・
摂
家
衆
・
先
官
大
臣
・
諸
門
跡
衆
・
諸
公
家
衆
、
不
残
為
舞
御
覧
出
仕
、
幷
諸
大
名
衆
・

諸
大
夫
・
以
下
不
残
伺
候
、

至
未
刻
舞
御
覧
、
主
上
出
御
、
階
間
御
簾
際
、
兼
設
御
座
一
畳
御
茵
、

西
間
、
中
宮
・
女
院
御
座
、
一
畳
宛
御
茵
、
同
間
、
姫
宮
・
女
二
宮
御
座
、
但
無
畳
、

東
間
、
大
相
国
・
将
軍
家
御
座
、
以
屏
風
囲
之
、
同
間
、
東
二
間
、
親
王
衆
・
門
跡
衆
・

前
官
大
臣
衆
之
座
、
関
白
以
下
・
公
卿
殿
上
人
、
自
縁
至
平
張
・
列
座
、
兼
敷
円
座
、

舞
楽
已
前
、

　
　

舞
台　

修
理
職
奉
行
而
構
之
、
舞
終
而
撤
之
、

　
　

幄
骨　

木
工
寮
奉
行
之
、

　
　

幄
覆　

大
蔵
省
奉
行
之
、
殿
上
人
居
所
者
、
以
段
子
覆
之
、
左
右
楽
人
幄
者
、
以
紺
布

　
　
　
　
　

覆
之
、
以
紅
白
綾
之
幕
紋
瓜
四
方
張
之
、

先
、
楽
人
於
中
門
外
、
三
度
之
乱
声
、
左
、
次
右
、
次
左
右
共
発
、
次
吹
調
子
平
調
参
音
声
、

慶
雲
楽
、
次
左
右
之
楽
行
事
、
左
近
衛
中
将
嗣
良
朝
臣
、
右
頭
中
将
基
音
朝
臣
、
入
中
門
、

立
楽
屋
前
、
左
右
之
楽
人
・
舞
人
・
庭
中
列
立
、
一
鼓
舞
、
々
畢
入
楽
屋
、
次
楽
行
事
・

経
本
路
退
、

　
　

（
以
下
、
舞
楽
の
演
者
な
ど
を
記
す
、
中
略
）

当
晩
歌
之
御
会
可
有
之
由
、
雖
兼
日
治
定
、
依
可
及
深
更
、
被
延
来
日
、

　

従
将
軍
家
諸
家
拝
領
之
目
録

一
御
太
刀　
　
　
　
　
　
　

一
腰　
　

関
白

　
　

白
銀　
　
　
　
　
　
　
　

三
千
両

　
　

綿
衣　
　
　
　
　
　
　
　

二
十
領
花
絲
絹
繻
子
白
綾
嶋
絹
以
下
同

一
御
太
刀　
　
　
　
　
　
　

一
腰　
　

一
条

　
　

（
以
下
、
公
家
・
門
跡
な
ど
拝
領
の
様
子
を
記
す
、
後
略
）
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寛
永
三
年
九
月
八
日

二
条
城
で
和
歌
管
弦
の
御
遊
が
あ
る
。

〔
資
勝
卿
記
抄
〕

九
月
八
日
丁
丑
、
晴
入
夜
降
雨
、
和
歌
御
会
入
夜
始
、　

主
上
ノ
東
面
ニ
一
帖
有
之
、
御

前
ニ
硯
箱
ノ
蓋
ニ
懐
紙
ヲ
ノ
セ
ラ
ル
、
切
灯
台
前
々
有
、
読
師
・
講
師
ノ
座
円
座
ヲ
シ
ク
、

西
上
南
面
、
北
面
ニ
、
大
御
所
、
左
大
臣
、
将
軍
右
大
臣
、
以
下
ノ
座
、
小
文
、
読
師

内
大
臣
、
講
師
冷
泉
中
将
、
発
声
四
辻
中
納
言
、
高
声
三
条
新
大
納
言
、
日
野
大
納
言
、

中
院
中
納
言
、
阿
野
中
納
言
、
御
製
読
師
関
白
殿
、
講
師
烏
丸
大
納
言
、

（
以
下
に
席
図
あ
り
、
中
略
）　

御
製
七
反
、
秀
忠
公
・
家
光
公
・
御
詠
五
反
、
余
大
臣
已
下
三
反
、
次
改
席
東
面
ニ
而

有
御
遊
、
関
白
・
式
部
卿
宮
・
中
務
卿
宮
・
大
臣
已
上
也
、
簾
中
ニ
而
所
作
也
、
四
辻

中
納
言
以
下
、
公
卿
分
ハ
上
ノ
簀
子
、
殿
上
人
ハ
下
ノ
簀
子
也
、
楽
人
ハ
高
欄
ノ
外
ニ
、
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ツ
キ
縁
構
テ
伺
公
也
、
朗
詠
五
也
、
楽
五
、

〔
泰
重
卿
記
〕

八
月
廿
九
日
己
巳
、
雨
天
、
終
日
不
罷
帰
候
、
行
幸
和
歌
触
有
之
也
、
折
紙
案
・
竹
契
遐
年
、

今
度
行
幸
二
条
御
亭
可
有
和
歌
御
会
之
沙
汰
候
、
出
題
可
為
右
之
趣
旨
、
密
々
被
仰
下

候
也
、
八
月
廿
八
日
、
元
親
奉
行
也
、
三
条
大
納
言
殿
、
三
条
新
大
納
言
殿
、
日
野
大

納
言
殿
、
日
野
新
大
納
言
殿
、
広
橋
大
納
言
殿
、
今
出
川
大
納
言
殿
、
西
園
寺
大
納
言
殿
、

三
条
中
納
言
殿
、
四
辻
中
納
言
殿
、
中
御
門
中
納
言
殿
、
阿
野
中
納
言
殿
、
清
閑
寺
中

納
言
殿
、
日
野
中
納
言
殿
、
中
院
中
納
言
殿
、
白
川
宰
相
殿
、
柳
原
宰
相
殿
、
花
山
院

宰
相
殿
、
烏
丸
宰
相
殿
、
西
園
寺
宰
相
殿
、
水
無
瀬
前
宰
相
殿
、
右
衛
門
督
殿
、
右
衛

門
佐
殿
、
飛
鳥
井
中
将
殿
、
滋
野
井
中
将
殿
、
水
無
瀬
中
将
殿
、
高
倉
中
将
殿
、
冷
泉

中
将
殿
、
北
畠
中
将
殿
、
園
頭
中
将
殿
、
庭
田
少
将
殿
、
五
条
少
納
言
殿
、
三
条
侍
従

殿
、
甘
露
寺
殿
、
勧
修
寺
殿
、
土
御
門
中
務
少
輔
殿
、
冷
泉
殿
、
綾
小
路
殿
、
姉
小
路
殿
、

持
明
院
殿
、
清
水
谷
殿
、
阿
野
侍
従
殿
、
岩
倉
侍
従
殿
、
伯
侍
従
殿
、
御
会
之
人
数
御

触
如
此
候
、
此
外
略
之
也
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕　

九
月
八
日
丁
丑
、
雨
降
、
詰
二
条
亭
也
、
諸
家
衆
各
祗
候
、
今
日
和
歌
御
会
、
幷
郢
曲
有
之
、

〔
寛
永
行
幸
記
〕

九
月
八
日
、
第
三
日
、
少
雨
洒
、

朝
御
膳
御
内
々
之
儀
、
自
大
相
国
御
進
物
、
兼
陳
列
乎
儲
御
所
、
釣
東
南
之
御
簾
、

　
　

一
御
服
百
領
長
櫃
十
入
也
、
在
縁
、
長
櫃
内
外
梨
地
蒔
絵
菊
水
、
金
具
用
金
銀
・
棒
亦
同

　
　

一
黄
金
二
千
両
台
二
居
之
、
並
長
櫃
之
東

　
　

一
緋
綾
子
百
巻
台
二
居
之
、
与
黄
金
並

　
　

一
伽
羅
十
斤
白
銀
箱
ニ
入
之
、
居
台
、
在
上
壇
之
下
之
左

　
　

一
麝
香
五
斤
白
銀
棗
五
入
之
、
与
伽
羅
並

　
　

一
蜜
六
十
斤
白
銀
台
ニ
入
之
、
在
上
壇
之
下
之
右

至
刻
限
、
主
上
出
御
、
々
座
西
上
壇
、
大
相
国
自
庇
間
御
出
、
御
太
刀
菊
金
作
上
于
上
壇
、

於
上
壇
之
際
御
一
礼
、
終
而
御
退
出
、
主
上
入
御
、

同
日
、
自
大
相
国
被
献
中
宮
、
御
進
物
但
御
内
々
、

　
　

一
白
銀
一
万
両

　
　

（
中
略
）

殿
主
御
覧
、
但
依
叡
望
、
中
宮
・
女
院
・
御
随
従
、
此
儀
依
為
俄
、
縁
道
悉
布
紅
氈
、

狭
間
以
下
垂
御
簾
、
四
方
遠
景
叡
覧
、
数
刻
下
御
、
於
御
内
々
御
膳
、
被
献
数
般
之
珍
烹
、

及
暮
色
和
歌
之
御
会
資
始
、
儲
御
所
階
之
間
之
閾
除
之
、
釣
東
南
之
御
簾
、
灯
台
三
所
、

座
上
御
座
二
畳
繧
繝
縁
、
設
茵
、
主
上
御
座
東
面
、
畳
廻
敷
高
簾
縁
、

　
　
　
　

左
座

　
　

大
相
国
御
直
衣
、
御
衣
、
朽
葉
固
織
物
・
御
紋
鶴
菱
、
御
指
貫
、
萌
黄
唐
織
物
・
御
紋
丁
子
丸

　
　

関
白
近
衛
左
大
臣
、
直
衣
、
々
色
黄
・
紋
・
立
湧
牡
丹

　
　

二
品
伏
見
宮
、
直
衣
、
々
色
黄
・
紋
紅
葉
・
浮
織
物
、
指
貫
・
萌
黄
・
唐
織
物
・
紋
藤
之
丸

　
　

太
閤
鷹
司

内
大
臣
二
条
、
直
衣
、
々
蒲
蘇
芳
、
織
色
、
紋
唐
松
、
指
貫

新
大
納
言
烏
丸

左
大
将
鷹
司
、
衣
蒲
蘇
芳
、
紋
亀
甲

右
大
将
九
条
、
衣
黄
織
色
、
紋
唐
花
、
指
貫

宰
相
柳
原

　
　
　
　

右
座

　
　

将
軍
家
御
直
衣
、
御
衣
・
紅
浮
織
物
・
御
紋
鶴
菱
、
御
指
貫
、
紫
唐
織
物
・
御
紋
・
丁
子
之
丸

　
　

右
大
臣
一
条
、
衣
生
浮
織
物
・
紋
菊
、
袴
生
浮
織
物
・
紋
藤
之
丸

　
　

一
品
八
条
宮
、
直
衣
、
々
薄
紫
紋
枝
菊
、
指
貫
、
黄
唐
織
物
・
紋
藤
之
丸

　
　

無
品
弾
正
宮
、
衣
黄
浮
織
物
・
紋
紅
葉
散
、
袴
、
唐
織
物
・
紋
島
韝

　
　

前
関
白
九
条

　
　

大
納
言
尾
張

　
　

大
納
言
紀
伊

　
　

大
納
言
駿
河

　
　

中
納
言
水
戸

　
　
　

以
上
十
八
人
、
次
第
着
座
、
兼
設
読
師
講
師
之
円
座
於
御
座
前
、
頭
中
将
基
音
朝
臣
、

持
灯
台
置
講
師
之
円
座
之
左
、
勧
修
寺
弁
経
広
、
持
火
置
灯
台
之
上
、
高
倉
中
将

嗣
良
朝
臣
、
盛
懐
紙
於
硯
蓋
、
置
講
師
之
円
座
之
前
、
内
大
臣
起
座
、
就
読
師
之
座
、

冷
泉
中
将
為
頼
朝
臣
、
就
講
師
之
円
座
、
四
辻
中
納
言
、
役
発
声
、
就
講
師
之
後
左
方
、
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無
円
座
、
其
次
、
日
野
大
納
言
、
其
次
、
中
院
中
納
言
、
三
条
大
納
言
、
就
講
師

之
後
右
方
、
其
次
、
阿
野
中
納
言
、
以
上
五
人
、
公
卿
分
講
頌
之
衆
也
、
飛
鳥
井

中
将
、
高
倉
中
将
、
綾
小
路
少
将
、
持
明
院
侍
従
、
以
上
四
人
、
殿
上
人
為
講
頌

衆
、
候
南
簀
子
、
自
柳
原
宰
相
懐
紙
次
第
上
講
之
、
至
三
条
大
納
言
懐
紙
、
一
返
、

親
王
大
臣
之
懐
紙
三
返
、
大
相
国
幷
将
軍
家
之
懐
紙
五
返
、
主
上
之
御
懐
紙
七
返
、

但
主
上
之
御
懐
紙
之
時
者
、
先
読
師
帰
着
本
座
、
講
師
者
退
縁
、
其
時
関
白
移
読

師
之
縁
座
、
烏
丸
大
納
言
就
講
師
之
円
座
、
発
声
講
頌
之
衆
者
如
元
、
披
講
畢
、

而
主
上
入
御
之
時
、
着
座
之
公
卿
下
円
座
一
礼
、
入
御
之
後
安
座
、
而
後
各
自
末

座
退
出
、

御
遊
、
和
歌
御
会
、
終
而
儲
御
所
庇
間
共
数
畳
、
東
南
下
御
簾
、
庇
間
東
御
簾
之
際
設
御
座
、

次
間
御
簾
之
内
、
大
相
国
・
将
軍
家
御
座
、
各
宮
・
接
家
衆
伺
候
、

　
　

（
所
作
の
公
卿
や
地
下
楽
人
を
記
す
、
後
略
）

〔
近
代
御
会
歌
林
〕

　
　
　

寛
永
三
年
九
月
八
日
、
二
条
城
行
幸
御
会
、

　
　

詠
竹
契
遐
年
和
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
製

も
ろ
こ
し
の
、
鳥
も
す
む
へ
く
、
く
れ
竹
の
、
す
く
な
る
世
こ
そ
、
限
し
ら
れ
ね

　
　

秋
日
待
行
幸
二
条
亭
同
詠
竹
契
遐
年
和
歌

　
　
　

 
 
 
 
 
 

（
以
下
、
公
卿
の
和
歌
は
略
、
最
後
に
座
席
図
あ
り
）
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寛
永
三
年
九
月
九
日

二
条
城
で
能
楽
御
覧
が
あ
る
。

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕

九
月
九
日
戊
寅
、
雨
降
、
参
二
条
亭
、
於
二
条
亭
猿
楽
有
之
、
大
夫
四
座
、
難
波
、
田
村
、

源
氏
供
養
、
紅
葉
狩
、
道
成
寺
、
藤
栄
、
熊
坂
、
猩
々
乱
等
也
、

〔
出
納
職
在
記
〕

九
月
九
日
、
半
雨
半
晴
、
猿
楽
九
番
御
覧
、
密
々
之
儀
也
、

於
殿
上
板
間
両
局
出
諸
司
着
位
袍
者
之
限
見
物
、
幷
院
宮
司
北
面
等
、
又
諸
大
夫
坊
官

衆
見
物
同
所
也
、
饗
応
毎
日
厳
重
、
御
馳
走
人
武
家
諸
大
夫
衆
十
二
人
、
本
多
飛
騨
守
・

戸
田
因
幡
守
・
丹
羽
式
部
少
輔
・
杉
原
伯
耆
守
・
片
桐
出
雲
守
・
谷
出
羽
守
・
青
木
民

部
少
輔
・
蒔
田
権
佐
・
溝
口
伊
豆
守
・
長
谷
川
式
部
少
輔
・
片
桐
主
膳
正
、
右
毎
日
結
番
、

其
侍
着
烏
帽
子
素
袍
給
仕
也
、

御
座
敷
飾
之
所
々
、
儲
御
所
御
上
壇
以
下
御
帳
台
御
休
息
御
殿
・
御
釣
殿
・
御
廊
下
掛

玳
瑁
燈
籠
、
御
広
間
上
壇
床
三
幅
一
対
、
中
央
寒
山
拾
得
・
左
右
龍
虎
、
牧
渓
筆
、
右

所
々
御
調
度
、
沈
御
枕
幷
御
脇
息
、
花
梨
御
脇
息
、
幷
卓
、
又
蒔
絵
硯
・
文
台
等
之
外

者
、
悉
以
熱
金
南
鐐
製
之
、
還
幸
之
後
進
献
之
、
御
膳
器
物
諸
具
以
金
銀
雑
製
之
、
日
々

御
膳
山
海
之
奇
珍
塩
味
之
和
羹
候
、
奉
行
人
彦
根
少
将
・
板
倉
周
防
侍
従
、
中
宮
・
女
院
・

宮
々
御
膳
奉
行
人
、
前
橋
侍
従
・
伊
丹
播
磨
守
・
佐
倉
侍
従
・
松
平
右
衛
門
大
夫
等
結
番
也
、

御
進
物
毎
日
有
差
、
黄
金
・
白
銀
・
御
服
呉
綾
・
蜀
錦
・
金
襴
絹
・
華
絹
・
緋
花
絲
絹
・

白
綾
・
緋
綾
・
紅
絲
・
沈
木
、
長
二
間
余
廻
両
肱
以
紅
絪
結
三
所
、
伽
羅
玳
瑁
・
麝
香
・

蜜
・
各
両
日
巻
数
、
難
枚
挙
仍
略
之
、

中
宮
女
院
進
物
可
准
知
之
、
但
姫
宮
御
方
雛
傀
儡
等
御
玩
之
具
被
相
添
云
々
、

非
蔵
人
・
両
局
・
出
納
・
判
官
・
北
面
・
随
身
等
、
九
日
猿
楽
御
覧
之
日
、
酒
井
雅
樂

頭
為
奉
行
、
各
被
召
出
、
白
銀
令
拝
領
也
、

〔
寛
永
行
幸
記
〕

九
月
九
日
、
第
四
日
、
半
雨
半
晴
、

朝
御
膳
御
内
々
儀
、

今
日
猿
楽
叡
覧
、
大
広
間
上
壇
之
下
之
間
、
垂
御
簾
、
御
簾
之
際
、
敷
御
座
畳
設
茵
、
為

主
上
之
御
座
、
左
敷
御
座
畳
設
茵
、
為
中
宮
之
御
座
、
右
敷
御
座
畳
設
茵
、
為
女
院
之
御
座
、

儲
之
御
所
至
大
広
間
縁
通
、
以
屏
風
囲
之
、
筵
道
敷
布
毯
、
蓋
猿
楽
御
覧
、
密
々
之
儀
也
、

宮
・
摂
家
・
前
官
大
臣
・
諸
公
家
・
諸
門
跡
・
諸
大
名
以
下
諸
大
夫
不
残
出
仕
、
次
之

間
掛
御
簾
、
以
屏
風
囲
之
、
為
大
相
国
・
将
軍
家
之
御
座
、
其
次
垂
御
簾
、
為
宮
・
摂

家
・
先
官
大
臣
・
諸
門
跡
之
座
、
駿
河
・
尾
張
・
紀
伊
三
大
納
言
、
水
戸
中
納
言
御
同
座
、

此
外
之
公
卿
・
殿
上
人
各
祗
候
縁
、
兼
敷
円
座
、
以
廊
下
為
大
名
以
下
諸
大
夫
衆
之
座
、

以
殿
上
之
間
縁
、
為
諸
司
・
宮
司
・
院
司
・
北
面
・
諸
大
夫
・
坊
官
等
之
座
、
猿
楽
以
前
、

造
花
之
菊
数
朶
、
白
銀
之
手
桶
三
、
一
者
紋
菊
水
、
二
者
葵
丸
、
長
一
尺
五
寸
、
廻
三
尺
、

従
大
相
国
御
進
上
、
叡
感
殊
甚
矣
、
猿
楽
之
内
、
御
膳
数
度
、
金
銀
之
台
物
以
下
陳
列
、
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但
御
内
々
儀
、
女
中
之
外
不
知
之
、

　
　

猿
楽
九
番

猿
楽
三
番
過
而
、
公
家
武
家
各
於
前
々
之
間
、
有
點
待
、
一
二
三
誥
皆
用
金
銀
、

其
後
於
見
物
之
席
、
出
金
銀
之
台
物
、
勧
盃
数
返
、
猿
楽
以
後
、
各
雖
點
待
用
意
、
御

沈
酔
再
三
御
理
依
有
之
、
秉
燭
之
程
退
出
、

此
日
、
依
重
陽
、
大
相
国
・
将
軍
家
、
於
御
前
賜
天
盃
、

当
晩
、
於
御
内
々
、
被
献
後
鳥
羽
院
宸
筆
之
日
券
一
巻
、

〔
寛
明
日
記
〕

九
月
九
日
ニ
ハ
、
於
二
条
御
城
有
御
能
、
山
科
新
藤
、
開
口
ス
其
詞
ニ
云
、

唐
タ
ウ

（
モ
ロ
コ
シ
）

タ
（
唐
代
）

イ
ノ
シ
ユ
ン
シ
ウ
ワ
、
政
ヲ
天
下
ニ
施
シ
、
我
朝
北
山
ノ
行
幸
ハ
、
名
ヲ
後

代
ニ
伝
タ
リ
、
増
テ
ヤ
今
ハ
徳
沢
ノ
厚
キ
事
、
重
陽
ニ
咲
ル
菊
ノ
露
積
テ
、
兼
テ
幾
代

ノ
淵
ヲ
顕
、
セ

（

聖

胤

）

イ
イ
ン
ノ
繁
事
、
四
ノ
時
替
ヌ
松
ノ
色
深
ク
、
ナ
ヲ
モ
千
年
ノ
秋
ヲ
知
、

古
今
ニ
類
ナ
キ
君
カ
代
ノ
目
出
度
カ
リ
ケ
ル
時
ト
カ
ヤ
、

　
　

御
能
組
幷
役
者

　
　

（
後
略
）

　

【
参
考
】

〔
槐
記
〕

後
水
尾
院
ノ
二
条
行
幸
ヲ
コ
ソ
、
近
代
ノ
美
観
ニ
シ
テ
事
モ
備
レ
リ
ト
謂
ツ
ヘ
シ
、
兼
テ

咄
セ
シ
無
禅
モ
布
衣
ニ
テ
、
応
山
ノ
御
供
申
セ
シ
ト
テ
、
毎
度
カ
タ
リ
キ
、
此
時
シ
モ

大
臣
ミ
ナ
騎
馬
タ
ル
カ
ユ
ヘ
ニ
、
応
山
ニ
ハ
御
車
ニ
テ
後
従
ニ
ヲ
サ
ヘ
ラ
レ
タ
リ
、
此

時
ノ
摂
政
タ
ル
カ
ユ
ヘ
也
、
此
車
近
代
マ
テ
存
セ
リ
、
先
年
ノ
火
ニ
中
和
門
院
ノ
御
車
モ
、

一
所
ニ
焼
失
セ
リ
、
カ
サ
リ
モ
最
美
麗
ナ
リ
シ
カ
惜
キ
コ
ト
也
ト
仰
ラ
ル
、

已
前
ノ
御
話
ニ
、
此
無
禅
ハ
二
条
行
幸
ノ
御
供
ヲ
モ
、
布
衣
衆
ニ
テ
勤
タ
ル
男
也
、
此

時
ノ
美
麗
ヲ
モ
カ
ス
ヽ
ヽ
咄
タ
リ
シ
カ
、
又
今
様
ノ
事
共
ニ
ア
ラ
サ
リ
シ
ト
也
、
其
時

□
ト
云
シ
女
中
ハ
、
即
チ
中
和
門
院
ノ
御
供
ニ
テ
、
七
日
ノ
間
城
ニ
居
タ
ル
人
也
、
毎

度
ノ
話
ニ
、
何
角
ト
云
中
ニ
、
女
中
ノ
局
ニ
三
十
間
並
立
テ
、
其
前
ハ
通
リ
椽
ニ
テ
、

局
一
ツ
ヽ
ヽ
ノ
前
ニ
手
水
ノ
処
ア
リ
テ
、
上
ヨ
リ
竹
ニ
テ
掛
樋
ニ
テ
流
ス
ヤ
ウ
ニ
仕
カ

ケ
テ
、
昼
夜
暫
モ
間
断
ナ
カ
リ
シ
ガ
、
水
ニ
ハ
ア
ラ
テ
、
好
ツ
カ
ヒ
加
減
ノ
湯
ニ
テ
ア

リ
ケ
ル
ト
ナ
ン
、
又
ア
ル
マ
シ
キ
御
馳
走
也
、

198　

寛
永
三
年
九
月
十
日

天
皇
、
二
条
城
よ
り
還
幸
す
る
。

〔
資
勝
卿
記
〕

九
月
十
日
己
卯
、
晴
、
今
日
先
女
院
御
所
還
御
、
其
次
主
上
還
御
、
次
中
宮
ノ
供
奉
、

殿
上
人
、
公
卿
ハ
武
家
ノ
御
衆
―
―
、
還
御
之
時
分
及
黄
昏
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕

九
月
十
日
己
卯
、
晴
、
鞍
置
馬
拾
五
疋
進
上
、

今
日
中
和
門
院
自
二
条
亭
還
幸
、
御
車
、
次
主
上
還
御
、　

両
局
供
奉
騎
馬
也
、
六
位
外
記
史
供
奉
歩
行
、

中
宮
行
啓
御
車
、
公
卿
・
殿
上
人
・
諸
大
夫
・
以
下
供
奉
、

〔
梵
舜
日
記
〕

九
月
十
日
陰
、
二
条
城
ヨ
リ
還
幸
也
、
今
度
者
諸
大
名
衆
無
御
供
之
由
也
、
中
三
日
之

御
逗
留
之
由
也
、

〔
寛
永
行
幸
記
〕

九
月
十
日
、
第
五
日
、
快
晴
、

朝
七
五
三
之
御
膳
、
御
引
替
之
御
膳
、
御
内
々
之
儀
、
大
相
国
・
将
軍
家
、
無
御
相
伴
、

巳
之
刻
、
女
院
還
幸
、
供
奉
之
公
卿
・
殿
上
人
・
諸
役
者
、
幷
女
中
之
長
柄
、
釣
輿
・
包
輿
・

出
車
以
下
、
如
御
幸
之
時
、
但
出
車
者
二
両
也
、

午
之
刻
、
殿
主
叡
覧
、
先
日
霧
霞
靉
靆
、
遠
山
依
不
分
明
、
再
及
此
儀
、
少
焉
下
御
、

未
之
刻
、
儲
御
所
東
南
垂
御
簾
、
階
之
間
之
御
簾
之
際
、
敷
御
座
畳
設
茵
、
主
上
出
御
、

将
軍
家
御
束
帯
一
日
晴
、
但
与
行
幸
之
日
、
御
衣
紋
替
、
東
南
之
敷
居
之
内
御
座
、
其

時
御
馬
十
疋
、
次
第
引
廻
庭
上
、

　
　
　
　

引
手
随
身
四
人

　
　
　
　

（
中
略
）

御
馬
引
畢
而
、
御
手
本
道
風
、
新
楽
府
、
入
梨
地
蒔

絵
之
筥
、
着
黄
金
之
打
枝

中
院
中
納
言
束
帯
一
日
晴
、
於
南
之
簾
外

披
露
之
、
将
軍
家
退
出
、

大
相
国
出
御
御
束
帯
一
日
晴
御
馬
五
匹
引
廻
庭
上
、
役
者
同
前
、

行
成
・
朗
詠
・
万
葉
集
一
之
巻
・
終
之

巻
、
定
家
卿
筆
子
昴
・
淵
明
之
図
梨
地
蒔
絵
箱

三
入
居
台

於
簾
外
披
露
之
、
畢 
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而
入
御
、

其
後
有
三
献
之
御
祝
儀
、
儲
御
所
裏
之
間
北
向
・
主
上
上
壇

北
面
、
左
座
中
宮
東面

、
隔
閾
・
大

相
国
南
面
但

向
上
壇
、
其
次
将
軍
家
南面
、
右
座
女
院
御
所
、
雖
可
為
御
座
、
早
朝
還
幸
、
故
明
此
座
、

姫
宮
無
出
御
也
、
下
壇
駿
河
大
納
言
南面

、
将
軍
家
之
後
之
下
壇
也
、

初
献
、
御
盃
主
上
御
前
一
、
中
宮
御
前
一
、
主
上
之
御
盃
大
相
国
、
其
次
将
軍
家
、
其

次
駿
河
大
納
言
、
中
宮
之
御
盃
大
相
国
、
其
次
将
軍
家
、
其
次
駿
河
大
納
言
、

二
献
、
同
前
、

三
献
、
主
上
御
前
御
盃
三
、
中
宮
御
前
御
盃
一
、
主
上
御
前
大
相
国
御
酌
、
天
盃
大
相
国
、

此
時
天
酌
也
、
御
盃
収
、
其
次
将
軍
家
天
盃
天
酌
同
前
、
御
盃
収
、
其
次
駿
河
大
納
言

天
盃
天
酌
同
前
、
此
後
中
宮
御
盃
、
女
中
衆
次
第
下
、

　
　
　

還
幸

鳳
輦
寄
南
階
時
、
大
相
国
・
将
軍
家
、
従
東
之
階
有
御
下
、
中
門
之
内
北
之
方
御
立
、

御
供
奉
如
行
幸
之
時
、
鳳
輦
過
時
御
磬
折
、

還
幸
御
供
奉
諸
役
者
之
次
第
、
如
行
幸
之
時
、
但
中
宮
之
御
供
奉
、
武
家
之
公
卿
五
人
、

　
　

尾
張
大
納
言　

紀
伊
大
納
言　

加
賀
中
納
言

　
　

薩
摩
中
納
言　

備
前
宰
相

　
　
　

被
相
添
之
、
但
騎
馬
、
束
帯
一
日
晴
衣
紋
、
与
行
幸

之
日
替
、

供
奉
人
以
下
、
如
御
幸
之
時
、

姫
宮
之
御
供
奉
、
武
家
之
公
卿
五
人
、

　
　

駿
河
大
納
言　

水
戸
中
納
言　

仙
台
中
納
言

　
　

越
前
宰
相　
　

会
津
宰
相

　
　
　

被
相
添
之
儀
式
同
前
、
出
車
四
両
也
、

〔
紀
年
録
〕

　

同
（
九
）月

十
一
日
、
諸
大
名
、
二
条
本
丸
二
丸
出
仕
、
両
御
所
御
目
見
、
今
度
行
幸
無
異
之
儀

　

奉
祝
之
、

　

【
附
録
】

〔
寛
政
重
修
諸
家
譜
〕

　

小
堀
政
一
遠

江

守

従
五
位
下
寛
永
元
年
九
月
よ
り
、
二
条
城
を
よ
ひ
行
幸
御
殿
普
請
の
事
を
沙
汰 

す
、
三
年
九
月
六
日
二
条
城
に
行
幸
の
と
き
、
井
伊
掃
部
頭
直
孝
と
お
な
し
く
、
主
上

御
膳
の
事
を
つ
か
さ
と
る
、
こ
れ
よ
り
さ
き
、
政
一
台
命
を
う
け
た
ま
ハ
り
、
予
め
行

幸
の
日
、
設
く
る
と
こ
ろ
の
奇
物
重
器
の
諸
具
を
と
ゝ
の
ふ
、
還
幸
の
ゝ
ち
、
そ
の
諸

具
を
禁
中
に
を
く
り
た
ま
ふ
の
と
き
、
政
一
ま
た
仰
に
よ
り
、
こ
れ
を
携
へ
て
参
内
し
、

行
幸
の
御
殿
を
、
禁
裏
に
移
さ
る
ゝ
の
と
き
も
、
ま
た
奉
行
を
つ
と
む
、

〔
寛
永
行
幸
記
〕

　
　

主
上
御
膳
黄
金
白
銀
製
調

　
　

晴
之
御
膳

　
　

（
後
略
）

199　

年
月
日
未
詳

二
之
丸
行
幸
之
間
に
関
す
る
覚
書
。

〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕

　
　
　
　
　

覚

御
行
幸
ノ
間
ノ

　
　

一
御
か
ら
門
之
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　

以
下
ハ
同
板
敷

　
　

一
御
上
段
中
断
之
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
帳
□
上
段
中
ノ
間
西
口
ニ

　
　

一
御
な
ん
と
か
ま
へ
之
事
、

　
　
　
　
　

く
ミ
い
れ
ふ
□
ぬ
り
て
な
り
と
も

　
　

一
天
井
は
り
付
之
事
、

　
　

一
何
も
ぬ
り
物
之
事
、　

れ
ん
し
い
ろ
〳
〵
の
も
ん
、
さ
い
し
き
な
し
は
ぬ
り
て
な
り

　
　
　

と
も

　
　

一
か
い
ノ
ひ
ろ
さ
之
事
、　
　

紫
容
殿
ノ
程
可
然
也
、
二
間
斗
也
、

　
　
　
　
　
　

の
ほ
り
ら
ん
の
事
也
、

　
　
　

同
き
さ
む
し
と
り
お
き
に
可
仕
候
か
、

　
　

一
御
ほ
う
れ
ん
之
事
、

　
　

一
つ
ま
戸
折
戸
に
可
仕
候
、

　
　

一
中
宮
様
御
座
之
間
之
事
、　

西
の
方
可
然
也
、　

上
段
あ
る
へ
し
、

上
段[

　
　
　
　
　
　
　

]
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上
段
の
方
が
く
ハ
か
っ
て
次
第
、

　
　
　

そ
ハ
御
殿
ノ
□
北
ノ
殿
ノ
事
ニ
て
然
者
上
段
な
し
、

　
　

一
次
ノ
間
御
上
段
幷
天
井
之
事
、　
　

天
井
い
か
や
う
に
も
可
然
也
、

　
　
　
　
　
　

皆
々
上
々
〳
〵
ニ
て
可
然
也
、

　
　
　

同
た
て
具
之
事
、

　
　
　
　

こ
れ
も
か
っ
て
の
よ
き
よ
う
、

　
　

一
西
之
次
ノ
間
御
す
ま
い
之
事
、

　
　

一
御
ゆ
と
の
御
せ
つ
ち
ん
之
事
、

200　

寛
永
三
年
九
月
十
六
日

家
光
、
大
坂
に
赴
き
、
普
請
を
上
覧
し
、
翌
日
二
条
城
に
帰
る
。

〔
紀
年
録
〕

　

同
（
九
）月

十
六
日
、
将
軍
家
渡
御
于
大
坂
、
同
日
御
城
廻
御
普
請
場
縄
張
等
上
覧
之
云
々
、

同
月
十
七
日
、
自
大
坂
還
御
、
直
ニ
渡
御
于
二
条
、

201　

寛
永
三
年
九
月
十
二
日

秀
忠
が
太
政
大
臣
に
、
家
光
が
左
大
臣
に
昇
進
す
る
。
秀
忠
・
家
光
父
子
、
参
内
し
、
後
日

二
条
城
に
お
い
て
公
家
衆
の
御
礼
・
祝
儀
が
あ
る
。

〔
資
勝
卿
記
抄
〕

九
月
十
三
日
壬
午
、
曇
、
今
日
大
御
所
様
相
国
、
将
軍
様
左
大
臣
御
推
任
、
陣
儀
○
陣
儀

は
十
二
日

上
卿
両
伝
奏
、
御
装

（
各
ヵ
）

束
ニ
而
両
頭
弁
幷
大
外
記
ナ
ト
宣
旨
持
参
、
砂
金
拝
領
、 

 

土
御
門
中
務
御
身
固
、
大
御
所
様
轅
御
簾
中
宮
亮
永
慶
、
御
沓
中
宮
大
進
経
広
、
将
軍

様
御
簾
飛
鳥
井
雅
胤
朝
臣
、
御
沓
有
紀
、
如
例
長
橋
局
よ
り
御
参
内
、
御
還
女
院
様
へ

御
成
、
次
薬
院
へ
還
御
、

〔
紀
年
録
〕

九
月
十
三
日
、
両
御
所
御
参
内
、
於
施
薬
院
有
御
装
束
、
行
幸
之
御
礼
也
、

十
五
日
、
於
二
条
本
丸
、
大
相
国
御
昇
進
之
御
祝
儀
、
公
卿
・
殿
上
人
及
武
家
諸
大
名

五
千
石
以
上
献
太
刀
目
録
各
装
束
、
同
日
、
於
二
丸
、
将
軍
家
御
昇
進
之
御
祝
儀
、
右
面
々 

 

勤
礼
同
前
、

　
　

先
是
武
家
面
々
者
、
八
月
廿
七
日
八
日
、
両
御
所
御
昇
進
之
御
礼
事
畢
、
其
後
秀
忠
公

被
任
相
国
、
家
光
公
被
左
府
、
仍
両
度
如
此
、
然
相
国
・
左
府
共
行
幸
以
前
為
勅
許

宣
旨
曰
付
用
八
月
十
八
日
云
々
、

同
月
十
八
日
、
於
二
条
本
丸
・
二
丸
両
殿
、
親
王
・
摂
家
前
官
大
臣
・
諸
門
跡
、
各
御

礼
被
献
太
刀
目
録
、
両
御
所
御
昇
進
御
祝
儀
云
々
、
営
中
各
装
束
也
、

202　

寛
永
三
年
九
月
二
十
五
日

家
光
、
二
条
城
を
発
し
て
、
江
戸
に
帰
る
。

〔
資
勝
卿
記
抄
〕

九
月
廿
五
日
甲
午
、
晴
、
夜
雨
、
今
日
午
刻
将
軍
様
御
下
向
也
、

〔
東
武
実
録
〕

九
月
（
中
略
）
将
軍
家
既
に
御
駕
を
発
せ
ら
る
へ
き
処
ニ
、
大
御
台
所
の
御
方
、
今
月

十
五
日
御
逝
去
の
由
江
戸
よ
り
告
来
る
ニ
依
て
、
将
―
―
―
軍
家
江
戸
還
御
の
事
暫
く

御
延
引
有
、
（
中
略
）
二
三
日
を
へ
て
洛
を
出
さ
せ
給
ひ
、
膳
所
に
御
旅
館
有
て
、
此
処

に
於
て
采
録
百
石
以
下
勤
番
の
士
に
、
金
廿
両
充
給
ハ
る
、
然
れ
は
京
師
に
二
三
日
御

逗
留
有
に
依
て
、
鳥
羽
に
其
間
旅
宿
す
る
の
輩
、
私
用
足
ラ
さ
る
へ
き
事
を
思
召
別
け

ら
る
ゝ
に
依
て
な
り
、
是
よ
り
先
、
江
戸
御
発
駕
の
前
に
、
金
二
十
両
、
後
白
銀
三
十

枚
を
、
供
奉
の
士
に
給
ハ
る
、

〔
紀
年
録
〕

九
月
廿
五
日
、
将
軍
家
為
江
戸
還
御
、
淀
御
発
駕
、
（
後
略
）

203　

寛
永
三
年
十
月
六
日

秀
忠
、
二
条
城
を
発
し
て
、
帰
途
に
就
く
。

〔
本
光
国
師
日
記
〕

十
月
朔
日
、
於
二
条
御
城
相
国
様
還
御
之
吉
日
書
付
上
ル
、
案
在
左
、

　
　
　

還
御

　
　
　
　

御
吉
日

　

一
十
月
五
日
甲辰

取
月
女
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右
金
剛
降
日

　

一
同
月
六
日
乙巳

破
火
虚

　
　
　
　

右
大
明
日

　

一
同
月
十
一
日
庚戌

閉
口
姜

　
　
　
　

右
吉
慶
日

以
上

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕

十
月
六
日
乙
巳
、
晴
、
今
朝
大
御
所
秀
忠
公
江
戸
有
御
下
向
、
公
家
衆
日
岡
迄
被
送
申

云
々
、

204　

寛
永
三
年

本
丸
御
殿
・
二
之
丸
御
殿
の
御
絵
間
数
に
つ
い
て
の
覚
書
。

〔
二
条
御
城
中
御
本
丸
二
丸
御
殿
御
絵
間
数
之
覚
（
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）
〕

　「（
表
紙
上
書
）

『
天

（
朱
筆
）保

十
四
癸
卯
年
十
月
三
日
、
大
坂

　
　

御
城
御
修
復
見
分
ニ
付
、
御
大
工
頭
村
上
与
五
郎
上
京
ニ
而
頼
有
之
、

　
　

書
留
相
写
、
同
月
十
九
日
、
絵
図
ニ
相
添
差
遣
候
扣
也　
　
　
　
　
　

』

　
　
　
　
　
　

二
条
御
城
中

　
　
　

『
〇

（
朱
筆
）』

御
本
丸

二
丸

御
殿
御
絵
間
数
之
覚

　
　
　

 
 

『
□

（
朱
筆
）

　

入
日
記
之
印
也
』　
　
　
　
　

中
井
扣
（
印
）　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

「（
中
表
紙
）

御
本
丸
御
殿
御
絵
間
数
之
覚
」

　
　

御
本
丸
御
殿
御
絵
間
数
之
覚

　

銅
瓦

 
 

一
御
座
之
間　

雨
落
よ
り
雨
落
迄 

東
西
拾
五
間

南
北
拾
壱
間　

御
絵
筆
者
主
馬

　
　

御
上
段　
　
　
　
　

東
西
南
北
三
間
四
方

　
　

格
天
井
折
上
ケ
黒
塗
、
飾
金
物
蒔
絵
、
御
紋
こ
ん
せ
う
金
ニ
而
鳳
凰
、
唐
草
中
に
唐
花

の
丸
、
ふ
ち
緑
青
、
丸
の
内
地
金
砂
子
、
墨
絵
花
鳥
草
木
色
々
、
薄
彩
色
、
張
付
御

襖
長
押
上
山
水
、
薄
彩
色
、
地
泥
引
、
四
隅
ニ
く
わ
ん
弐
ツ
宛

御
床
長
サ
弐
間
、
横
間
半
、　

但
御
畳
床

鏡
天
井
、
絵
彩
色
張
付
共
右
同
前
、
御
床
ふ
ち
黒
塗

御
違
棚
三
段
欅
、
飾
金
物
、
御
紋
有
、
張
付
同
前

御
袋
棚
御
襖
四
枚
、
縁
黒
塗
、
へ
り
浅
黄
、
地
金
ら
ん
、
小
へ
り
茶
地
金
ら
ん
、
絵

右
同
前
、
裏
之
方
墨
絵
桃
栗
ふ
ど
う
柿
、
下
御
袋
棚
御
襖
弐
枚
、
へ
り
無
之
、
絵
右

同
前
、
裏
之
方
墨
絵
山
水
、
御
張
台
、
ふ
ち
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
有
、
御
引
手
有
、

張
付
へ
り
御
袋
棚
同
前
、
内
之
方
格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
四
ツ
隅
蝶
、
唐
草

中
に
唐
花
の
丸
、
縁
紫
、
内
地
録

（
緑
）青

、
金
に
て
牡
丹
、
唐
草
、
張
付
惣
廻
り
泥
引
、

長
押
上
、
金
の
ま
せ
垣
に
あ
さ
か
ほ
、
張
付
金
の
ま
せ
か
き
柴
垣
置
上
、
金
溜
菊
、

極
彩
色

同
所
二
之
間　
　

東
西
南
北
三
間
四
方

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
蒔
絵
、
御
紋
地
紫
、
金
の
唐
草
の
中
ニ
折
入
、
角
地
緑
青
、

廻
墨
絵
の
波
中
ニ
三
ツ
扇
子
の
丸
、
金
砂
子
扇
子
の
絵
草
花
色
々
、
墨
絵
彩
色
、
長

押
上
、
御
襖
泥
引
、
山
水
雪
の
体
、
薄
彩
色

同
所
三
之
間　
　

東
西
南
北
三
間
四
方

天
井
長
押
上
御
襖
二
之
間
同
前
、
絵
唐
耕
作

同
所
御
納
戸　

東
西
四
間
半

南
北
三
間

天
井
棹
縁
木
地
、
惣
廻
り
板
屏
、
北
の
上
ニ
か
な
窓
、
北
面
ニ
御
棚
二
段
宛
有

同
所
御
雪
隠　

東

西

壱

間

南
北
壱
間
半

天
井
棹
、
縁
惣
廻
り
板
屏
、
南
北
に
窓
壱
ツ
宛
、
西
に
弐
ツ

同
御
次
之
間　
　
　

東
西
弐
間

南
北
壱
間

天
井
下
廻
り
右
同
前

同
御
小
用
所　
　

東
西
南
北
壱
間
四
方

天
井
下
廻
り
右
同
前
、
北
に
窓
壱
ツ

同
御
雪
隠
よ
り
御
上
段
江
之
御
廊
下　
　

東

西

壱

間

南
北
四
間
半

天
井
下
廻
り
右
同
前
、
西
に
窓
弐
ツ

同
所
南
御
椽
側
通　

東
西
七
間
半

南
北
壱
間
半

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
蒔
絵
、
御
紋
泥
引
稲
妻
、
金
砂
子
の
雲
と
り
、
惣
鉄
線
、
極

彩
色
、
長
押
上
張
付
絵
御
上
段
同
前
、
東
の
下
は
め
ま
い
ら
、
南
雨
戸
の
上
乱
間
障
子
、
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縁
黒
塗
、
雨
戸
の
内
障
子
有
之

同
東
之
杉
戸　
　

東
表
芦
に
へ
ら
鷺

西
表
檜
岩
に
山
鳥
根
笹
薄
彩
色

同
西
之
杉
戸    

東
表
沼
に
と
き
た
ん
ほ
ゝ
す
み
れ

西
表
り
ん
ご
水
に
い
ん
こ
鳥

同
西
溜
之
間　
　

東
西
南
北
壱
間
半
四
方

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
南
御
椽
側
通
同
前

北
之
下
は
め
ま
い
ら
、
西
に
入
口

同
中
御
椽
側
通　

東
西
壱
間
半

南
北
六
間

天
井
飾
金
物
、
張
付
絵
右
同
前
、
東
下
は
め
ま
い
ら

同
南
杉
戸　
　
　

北
表
ゆ
り

南
表
水
に
川
柳
ふ
く
ろ
う
根
笹

同
北
杉
戸　
　
　

北
表
松
つ
た
か
つ
ら
尾
長
鳥

南
表
あ
せ
に
鷺
岩
笹
り
ん
ど
う

同
北
御
椽
側
通　

東
西
四
間
半

南
北
壱
間
半

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
白
張
付
金
の
稲
妻
、
金
砂
子
の
雲
と
り
鉄
線
、
中
彩
色
、

長
押
上
張
付
絵
南
御
椽
側
同
前
、
北
雨
戸
の
内
障
子
上
乱
間
障
子
、
縁
黒
塗

　

一
御
焼
火
之
間　
　

東
西
三
間

南
北
四
間

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
金
砂
子
、
中
に
折
入
、
角
縁
こ
ん
せ
う
内
地
白
張
、

葡
萄
に
香
包
の
ち
ら
し
、
極
彩
色
、
長
押
上
泥
引
、
金
砂
子
の
洲
崎
水
に
並
木
の
松
、

張
付
泥
引
、
金
砂
子
の
雲
と
り
、
金
の
竹
棚
、
檜
垣
に
藤
、
極
彩
色
、
東
北
障
子
腰

ま
い
ら
、
内
絵
同
前
、
御
囲
炉
裏
石
長
サ
壱
間
、
横
間
半
、
ふ
ち
黒
塗

同
所
御
時
計
之
間　

東

西

三

間

南
北
三
間
半

天
井
御
焼
火
之
間
同
前
、
絵
蔦
か
つ
ら
に
香
包
の
ち
ら
し
、
長
押
上
張
付
共
に
惣
泥
引
、

金
砂
子
の
雲
と
り
、
秋
の
野
す
ゝ
き
桔
梗
野
菊
萩
か
や
つ
り
草
蘭
菊
、
色
々
、
し
も

つ
け
女
郎
花
笹
り
ん
と
う
、
金
の
ま
せ
垣
、
南
に
杉
戸
、
銀
の
ま
せ
垣
に
す
ゝ
き
野

菊
女
郎
花
藤
袴
、
中
彩
色
、
南
上
下
に
窓
弐
ツ
宛

北
御
椽
側　

東

西

四

間

南
北
壱
間
半

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
白
張
、
金
砂
子
の
雲
と
り
て
つ
せ
ん
、
長
押
上
同
前

同
西
杉
戸　
　
　

西
表
金
の
竹
棚
に
ゆ
ふ
か
ほ

東
表
金
の
幷
竹
垣
に
山
吹

同
東
杉
戸　
　
　

西
表
萩
に
う
さ
ぎ
笹
り
ん
と
う
女
郎
花

東
表
五
枚
笹
ぼ
け

同
所
東
御
椽
側
通　
　

東

西

壱

間

南
北
五
間
半

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
白
張
、
金
砂
子
の
雲
と
り
て
つ
せ
ん
、
長
押
上
同
前
、

東
雨
戸
の
上
乱
間
障
子
、
縁
黒
塗

同
北
杉
戸　
　

北
表
萩
に
う
さ
ぎ

南
表
水
よ
し
に
鴨

同
南
ま
い
ら
戸

御
書
院
御
廊
下　

東
西
三
間

南
北
弐
間

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
、
板
違
上
下
廻
り
共
木
地
板
屏
、
南
の
上
に
窓
壱
ツ
、

内
障
子
有
り
、
南
に
入
口
有
之

 
 

一
御
書
院　
　

雨
落
よ
り
雨
落
迄　

東

西

八

間

南
北
拾
壱
間　

御
絵
筆
者
興
意

　
　

御
上
段　
　
　

東
西
弐
間
半

南
北
三
間

　
　

格
天
井
折
上
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
、
緑
青
印
金
彩
し
き
、
牡
丹
唐
草
中
に
泥
引
だ

ん
せ
ん
、
墨
絵
山
水
、
長
押
上
金
張
付
、
金
砂
子
雲
と
り
山
水
、
御
襖
張
付
金
砂
子

雲
と
り
柴
垣
置
上
、
金
溜
こ
ん
せ
う
、
水
林
檎
の
木
か
ら
鳥
い
す
か
こ
ま
鳥
ほ
し
ろ

十
二
か
ら
鳩
、
金
の
な
ら
へ
竹
垣
、
金
置
上
柴
ふ
き
、
極
彩
色
、
北
東
框
黒
塗

同
御
床　
　

長
サ
弐
間

横
間
半

但
御
畳
床
、
ふ
ち
黒
塗
、
小
壁
金
張
付
、
野
菊
水
草
、
鏡
天
井
、
絵
彩
色
同
前
、
金
張
付
、

金
の
雲
と
り
、
柴
垣
置
上
、
金
溜
、
金
な
ら
へ
竹
垣
、
梅
鳩
尾
長
鳥
ひ
た
き
留
り
め

じ
ろ
鳶
薔
尾
月
、
極
彩
色

同
御
違
棚
二
段
、
板
け
や
き
、
飾
金
物
、
御
紋
有
、
張
付
廻
り
御
襖
絵
同
前
、
ほ
あ

か
ま
し
こ

御
袋
棚
小
襖
四
枚
、
ふ
ち
黒
塗
、
縁
浅
黄
地
金
蘭
、
小
縁
茶
金
蘭
、
金
張
付
、
金
の

雲
と
り
、
絵
翠
簾
、
御
棚
の
内
惣
金
張
付
、
下
御
袋
棚
小
襖
弐
枚
、
ふ
ち
黒
塗
、
縁

り
同
前
、
金
張
付
、
金
の
雲
と
り
、
鳥
か
ご
い
ん
こ
、
山
か
ら
唐
鳥
、
極
彩
色

同
御
附
書
院
、
鏡
天
井
、
ふ
ち
黒
塗
、
地
緑
青
、
印
金
彩
色
、
牡
丹
唐
草
、
す
か
し

花
菱
、
ふ
ち
黒
塗
、
組
障
子
、
腰
黒
塗
、
ま
い
ら
内
金
張
付
、
中
に
た
ん
せ
ん
三
笑

の
図
、
唐
子
の
ほ
つ
り
船
、
薄
さ
い
し
き
、
右
之
方
風
鳥
い
は
ら
、
左
之
方
絵
鳶
薔
尾
、

金
の
な
ら
へ
竹
垣
、
御
床
板
樫
下
張
付
、
金
極
桜
草
の
絵

同
所
二
之
間　
　

東
西
南
北
三
間
四
方

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
へ
り
紫
、
印
金
彩
色
唐
草
、
中
に
小
へ
り
ご
ふ
ん
、

地
緑
青
、
廻
り
金
砂
子
蝶
の
六
丸
、
中
ニ
唐
花
、
極
彩
色
、
長
押
上
、
金
張
付
、
金

の
雲
取
、
金
砂
子
、
絵
、
遠
山
紅
葉
松
に
瀧
、
御
襖
ま
い
ら
、
内
、
金
張
付
、
絵
山
川
、
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金
の
は
り
橋
、
い
か
だ
紅
葉
な
が
し
、
松
に
つ
た
か
つ
ら
、
紅
葉
に
瀧
、
遠
山
、
極

彩
色

同
所
三
之
間　
　

東
西
南
北
三
間
四
方

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
地
こ
ん
せ
う
、
印
金
彩
し
き
、
唐
草
中
折
入
角
、
ふ

ち
む
ら
さ
き
、
地
緑
青
、
金
砂
子
、
扇
子
草
木
ゑ
ん
こ
う
の
墨
絵
色
々
、
長
押
上
、

金
張
付
、
絵
山
水
、
御
襖
ま
い
ら
内
上
張
付
同
前
、
金
砂
子
の
雲
取
、
い
ば
ら
、
金

の
よ
し
垣
に
紫
竹
に
わ
鳥
、
金
竹
垣
に
菊
、
極
彩
色

同
所
四
之
間　

東
西
四
間

南
北
三
間

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
、
へ
り
地
緑
青
、
桐
に
金
の
鳳
凰
、
唐
草
地
あ
い
ら

う
引
、
金
の
雲
取
、
砂
子
惣
飛
鳫
、
東
長
押
上
、
金
張
付
、
金
の
雲
取
、
水
柳
鳫
、

御
襖
張
付
同
前
、
こ
ん
せ
う
に
て
、
水
、
春
の
田
に
鳫
、
岸
に
根
笹
、
あ
ぜ
に
た
ん

ほ
ゝ
す
み
れ
、
南
長
押
上
、
金
張
付
、
夏
田
に
鷺
鴨
水
よ
し
沢
桔
梗
水
草
、
西
長
押

上
、
金
張
付
、
秋
田
山
に
木
色
々
、
し
ゝ
小
屋
鳥
お
と
し
鳴
子
鳫
、
ま
い
ら
内
金
張
付
、

秋
田
水
岸
に
水
草
、
は
く
鳥
鳫
、
北
長
押
上
、
金
張
付
、
冬
の
体
枯
野
の
木
に
薄
雪
、

川
水
に
土
橋
、
ま
い
ら
内
金
張
付
、
冬
の
体
山
に
薄
雪
、
根
笹
水
枯
葮

（
薄
）白

鳥
鳫
、
極

彩
色

同
所
北
御
椽
側
通　

東

西

七

間

南
北
壱
間
半

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
、
地
金
惣
あ
さ
か
ほ
、
中
に
角
た
ん
せ
ん
泥
引
、
草

花
諸
鳥
さ
い
し
き
、
墨
絵
品
々
だ
ん
せ
ん
、
長
押
上
、
金
張
付
、
芝
土
手
に
金
砂
子
、

幷
木
の
桜
さ
い
し
き
、
雨
戸
の
上
乱
間
障
子
、
縁
テ

（
チ
）黒

塗

同
西
杉
戸　
　

西
表
も
く
れ
ん
げ

東
表
岩
に
根
笹
虎

同
中
之
杉
戸　

西
表
墨
絵
岩
に
木
小
笹
は
く
鳥

東
表
水
に
よ
し
水
草
に
鵞

上
に
竹
の
ふ
し
た
す
き
黒
塗

同
東
杉
戸　
　

西
表
水
に
よ
し
船

東
表
か
う
ぞ

同
所
東
御
椽
側
通　

東
西
壱
間
半

南
北
九
間

天
井
絵
北
御
椽
側
通
同
前
、
長
押
上
、
金
の
雲
取
、
砂
子
、
惣
山
に
桜
彩
色
、
東
雨

戸
の
上
、
乱
間
障
子
、
ふ
ち
黒
塗
、
雨
戸
の
内
障
子
有
之

同
北
杉
戸　
　

北
表
か
う
ぞ

南
表
水
岩
に
鵜
ば
ん
沢
桔
梗
水
草

上
竹
の
ふ
し
た
す
き
黒
塗

同
中
杉
戸　
　

北

表

松

に

靏

水

草

南
表
す
ゝ
き
根
笹
き
じ

同
南
杉
戸　
　

北

表

松

に

靏

水

草

南
表
み
ゝ
づ
く
菊
枯
木

同
所
南
御
椽
側
通　

東

西

七

間

南
北
壱
間
半

東
御
椽
側
同
前

同
東
杉
戸　
　

西
表
岩
に
木
山
鳥
根
笹

東
表
柘
榴
花
じ
や
か
う

同
所
西
御
椽
側　

東
西
壱
間

南
北
三
間

東
御
椽
側
同
前

大
広
間
御
廊
下　

東

西

八

間

南
北
壱
間
半

天
井
木
地
棹
、
ふ
ち
長
押
上
、
白
土
下
廻
り
板
屏
、
北
に
窓
四
ツ
、
内
に
障
子
有
り

　

一
大
広
間　

雨
落
よ
り
雨
落
迄　

東

西

拾

三

間

南
北
拾
七
間
半　

御
絵
筆
者
采　
　

　
　

女御
上
段　
　

東
西
南
北
三
間
半
四
方

格
天
井
折
上
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
、
地
緑
青
、
金
唐
草
、
中
に
金
の
格
四
ツ
、
縁

く
わ
、
内
梅
は
ち
格
の
角
に
唐
花
の
丸
、
錦
彩
色
、
長
押
上
、
金
張
付
、
梅
遠
山
雪

の
木
四
十
か
ら
、
鶯
桃
十
二
か
ら
、
北
金
張
付
、
岩
に
牡
丹
、
南
ま
い
ら
内
金
張
付
、

岩
に
桃
唐
鳥
、
極
彩
色
、
框
け
や
き

御
床　

長
サ
弐
間
半

横
間
半

鏡
天
井
、
絵
彩
色
、
共
に
金
張
付
、
絵
大
松
、
岩
に
き
り
し
ま
し
ま
さ
ゝ
ん
花
薮
か
う
し
、

小
壁
金
張
付
、
沢
水
草
、
極
彩
色
、
板
樫

御
違
棚
三
段
、
樫
板
、
飾
金
物
、
御
紋
無
之
、
金
張
付
、
絵
岩
に
つ
ゝ
じ
か
い
ど
う

竹
梅
薮
か
う
じ
る
り

御
袋
棚
小
襖
四
枚
、
ふ
ち
黒
塗
、
へ
り
茶
地
金
襴
、
小
へ
り
浅
黄
金
襴
、
金
張
付
、

絵
桃
柿
栗
瓜
、
裏
之
方
絵
椿
梅
水
仙
牡
丹
芙
蓉
何
れ
も
折
枝
、
内
金
張
付
、
く
す
の
花
、

極
彩
色

御
附
書
院
、
鏡
天
井
、
絵
彩
色
共
同
前
、
す
か
し
ま
つ
か
わ
ひ
し
、
ふ
ち
黒
塗
、
障

子
腰
ま
い
ら
、
黒
塗
、
内
金
張
付
、
絵
つ
ゝ
じ
笹
ま
し
こ
、
鳶

（
薔
）尾

、
左
右
張
付
、
岩
つ
ゝ

じ
鳶

（
薔
）尾

ミ
や
ま
ほ
白
、
御
床
板
樫

御
張
台
、
ふ
ち
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
へ
り
小
縁
り
、
御
袋
棚
同
前
、
あ
け
ま
き
か

な
物
、
金
張
付
、
絵
梅
つ
ゝ
し
小
竹
山
鵲
、
極
彩
色
、
内
方
天
井
木
地
棹
ふ
ち
、
金
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張
付
、
絵
松
紅
紫
葉
笹
水
遠
山
、
極
彩
色

同
所
二
之
間　

東
西
三
間
半

南
北
四
間
半

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
地
金
、
中
に
く
わ
、
内
緑
青
、
ふ
ち
こ
ん
せ
う
、
中

に
金
の
向
ひ
蝶
、
外
に
唐
花
、
錦
彩
色
、
長
押
上
、
金
張
付
、
大
松
に
靏
、
御
襖
ま

い
ら
、
内
金
張
付
、
絵
岩
に
つ
ゝ
じ
ほ
け
大
松
根
笹
水
靏
、
極
彩
色
、
北
御
襖
の
上
、

乱
間
障
子
、
ふ
ち
黒
塗

同
所
三
之
間　

東
西
三
間
半

南
北
七
間
半

天
井
二
之
間
同
前
、
長
押
上
、
金
張
付
、
大
松
に
靏
遠
山
張
付
、
御
襖
ま
い
ら
、
内

金
張
付
、
大
松
岩
根
笹
荊
棘
靏
、
極
彩
色

同
所
四
之
間　
　

東
西
南
北
三
間
半
四
方

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
、
御
紋
地
金
、
桜
の
ち
ら
し
雲
、
絹
彩
色
、
中
に
く
わ
、
地
こ
ん
せ
う
、

へ
り
ご
ふ
ん
紫
緑
青
、
中
に
海
老
置
上
ケ
金
溜
、
長
押
上
、
金
張
付
、
青
草
沢
潟
水

草
惣
飛
鳫
遠
山
雪
、
御
襖
ま
い
ら
、
内
金
張
付
、
絵
ほ
た
ん
、
う
す
色
、
さ
び
竹
の
垣
、

岩
に
唐
猫
蝶
も
ず
連
萑
こ
ま
鳥
鶉
水
た
ん
ほ
ゝ
根
笹
あ
や
め
芍
薬
な
よ
竹
草
、
極
彩

色同
所
五
之
間　
　

東
西
南
北
三
間
半
四
方

天
井
ち
ら
し
菊
、
残
り
四
之
間
同
前
、
長
押
上
四
之
間
同
前
、
御
襖
ま
い
ら
、
内
金
張
付
、

水
岸
石
橋
岩
お
も
と
く
わ
ん
そ
う
牡
丹
錦
鶏
山
鵲
麝
香
野
こ
ま
蝶
ゑ
な
か
翡
翠
唐
鳥

さ
び
竹
垣
、
岩
に
つ
ゝ
し
み
そ
さ
ゝ
い
鼬
す
ゝ
め
蒐
な
よ
竹
ぼ
け
す
ミ
れ
た
ん
ほ
ゝ

根
笹
、
岩
に
尾
長
鳥
、
何
れ
も
極
彩
色

同
所
西
御
椽
側
通　

東
西
壱
間
半

南
北
拾
六
間

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
地
金
扇
子
の
ち
ら
し
、
絵
品
々
極
彩
色
、
長
押
上
金

張
付
、
絵
芙
蓉
、
両
雨
戸
の
上
乱
間
障
子
、
ふ
ち
黒
塗
、
雨
戸
内
障
子
北
之
方
に
板
屏
、

南
方
に
中
窓
弐
ツ
、
内
し
や
う
し
上
乱
間
し
や
う
し
、
ふ
ち
黒
塗
、
窓
下
板
屏
、
同

東
ハ
は
め
ま
い
ら

同
杉
戸　
　
　

北
表
松
に
藤

南
表
沼
に
沢
桔
梗
よ
し
か
も
め
水
草

同
所
南
御
椽
側
通　

東
西
拾
間
半

南
北
弐
間

天
井
絵
長
押
上
共
西
側
同
前
、
南
雨
戸
の
上
乱
間
障
子
、
縁
テ

（
チ
）黒

塗
、
雨
戸
の
内 

 
 
 
 

や
う
し

同
西
杉
戸　
　

西
表
冬
枯
の
柳
つ
た
か
づ
ら
四
十
か
ら
薄
雪

東
表
牡
丹
猫

同
所
東
御
椽
側
通　

東

西

弐

間

南
北
拾
六
間

天
井
長
押
上
共
南
側
同
前

同
南
杉
戸　
　

北
表
柳
に
ご
い
鷺

南
表
水
に
よ
し
鯉

同
北
杉
戸　
　

南

表

そ

て

つ

北
表
唐
獅
子
根
笹

同
所
北
御
椽
側
通　

東
西
拾
間
半

南
北
弐
間

天
井
長
押
上
共
南
側
同
前

　

一
遠
侍　

雨
落
よ
り
雨
落
迄　

東

西

九

間

半 

南
北
拾
五
間
半

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
内
に
か
く
地
金
、
へ
り
か
き
色
、
む
ら
さ
き
こ
ん
せ
う
、

中
に
唐
花
、
極
彩
色
、
長
押
上
、
金
張
付
、
金
の
雲
取
、
惣
唐
松
、
遠
山
に
木
品
々
、

金
張
付
、
ま
い
ら
内
金
の
雲
取
、
唐
松
に
牡
丹
、
岩
に
い
ば
ら
、
ぼ
け
の
花
か
ら
獅

子
遠
山
、
極
彩
色
、
北
に
入
口
有
之

同
所
南
御
椽
側
通　

東
西
七
間
半

南
北
弐
間
　
　

但
拭
板

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
地
金
、
中
に
菊
の
葉
の
上
に
菊
の
花
、
四
隅
に
唐
花

壱
ツ
宛
、
極
彩
色
、
長
押
上
、
金
張
付
、
芍
薬
、
南
雨
戸
の
上
乱
間
障
子
、
ふ
ち
黒
塗
、

雨
戸
の
う
ち
障
子
、
西
の
方
は
め
ま
い
ら

同
杉
戸　
　
　
　
　

西

表

唐

松 

東
表
唐
獅
子

上
竹
の
ふ
し
た
す
き
、
黒
塗

同
所
東
御
椽
側
通　

東

西

弐

間    

南
北
拾
壱
間
半　
　

但
拭
板

南
側
同
前
、
北
之
方
長
押
上
白
土
、
東
下
板
屏
、
北
雨
戸
の
う
ち
に
し
や
う
じ

同
南
杉
戸　
　
　

南

表

牡

丹     

北
表
岩
に
唐
獅
子

上
に
竹
の
ふ
し
た
す
き
、
黒
塗

同
北
杉
戸　
　
　

南
表
岩
に
唐
獅
子

北
表
冬
枯
柳
に
雪

同
西
表

南
よ
り
壱
之
間　

東
西
弐
間

南
北
四
間

天
井
木
地
棹
ふ
ち
、
長
押
上
白
土
、
下
廻
板
屏
、
西
雨
戸
の
内
障
子
、
北
に
入
口

同
二
之
間　
　
　

東
西
弐
間

南
北
三
間

天
井
長
押
上
、
下
廻
り
西
雨
戸
一
之
間
同
前

同
刀
掛
之
間　
　

東

西

弐

間 

南
北
弐
間
半
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天
井
長
押
上
、
西
雨
戸
一
之
間
同
前
、
東
南
に
刀
掛
有
、
北
江
出
張
、
東
西
壱
間
、

南
北
弐
間

同
北
表　
　
　
　

東
西
四
間
半

南
北
弐
間

天
井
長
押
上
、
西
表
同
前
、
北
上
に
れ
ん
し
窓
弐
ツ
、
東
に
入
口

　

一
御
玄
関　
　
　
　

東
西
弐
間
半

南
北
三
間
　
　

但
敷
石
也
段
三
段

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
内
地
板
違
、
長
押
上
白
土
、
下
廻
り
板
屏
、
御
扉
の

す
か
し
輪
違
ひ
、
ふ
ち
黒
塗
、
同
鴨
居
の
上
、
す
か
し
菱
黒
塗
、
入
口
高
サ
九
尺
三
寸
、

横
壱
丈
九
寸

二
之
丸
江
之
御
廊
下　

東
西
拾
間
半

南
北
壱
間
半　
　

但
二
段

屋
根
裏
板
、
長
押
上
白
土
、
下
廻
り
板
屏
、
南
に
窓
九
ツ
、
東
入
口
有
之

　

一
御
台
所　
　
　
　

東
西
五
間
半

南
北
四
間
半

長
押
上
白
土
、
東
雨
戸
上
に
窓
弐
ツ
、
内
に
障
子
有
、
北
は
格
子
戸
、
囲
炉
裏
石
長

サ
弐
間
、
横
壱
間

同
西
側
北
小
部
屋　
　

東
西
南
北
弐
間
半
四
方

二
階
下
廻
り
板
屏
、
北
に
棚
一
段
、
南
に
二
段
、
東
入
口
、
西
出
は
り
れ
ん
し
窓
壱
ツ

同
南
小
部
屋　
　

東
西
弐
間
半

南
北
弐
間

二
階
下
廻
り
板
屏
、
北
に
棚
壱
段
、
南
に
弐
段
、
東
入
口
、
二
階
惣
廻
り
白
土
、
西

に
窓
弐
ツ

同
所
南
東
之
間　

東
西
三
間
半

南
北
四
間

天
井
木
地
、
長
押
上
白
土
、
東
上
に
窓
四
ツ
、
内
障
子
下
廻
り
戸
、
囲
炉
裏
石
長
サ
壱
間
、

横
間
半

同
所
西
之
間　
　

東
西
壱
間

南
北
四
間

天
井
木
地
、
長
押
上
白
土
、
南
上
に
窓
弐
ツ
、
下
廻
り
板
屏

同
南
よ
り
上
り
口
之
間　

東
西
弐
間
半

南
北
壱
間

天
井
長
押
上
同
前
、
南
中
窓
壱
ツ
、
下
廻
り
板
屏

同
西
小
部
屋　
　

東
西
弐
間
半

南
北
三
間

二
階
下
廻
り
板
屏
、
東
入
口
、
南
に
棚
一
段
、
囲
炉
裏
石
長
サ
壱
間
、
横
間
半
、
窓

弐
ツ

同
所
土
間　
　
　

東

西

八

間 

南
北
三
間
半　
　

但
敷
石
上
段
二
段

 

上
下
廻
り
白
土
、
西
な
か
し
窓
有
、
北
上
に
窓
七
ツ
、
西
入
口
、
ひ
ら
き
戸

東
小
部
屋
弐
ヶ
所
、
一
間
四
方
、
弐
間
四
方

前
か
う
し
戸
、
東
入
口
、
御
釜
三
ツ

　

一
御
門　
　

高
壱
丈
、
横
壱
丈
壱
尺

　

一
西
明
御
多
門　
　

東

西

三

間 

南
北
拾
四
間

　

一
南
明
御
多
門　
　

東
西
拾
間

南
北
三
間

　

一
西
御
蔵　
　
　
　

東

西

三

間 

南
北
拾
壱
間　
　

弐
戸
前
南
折
廻
り
六
間
一
戸
前

　

一
北
御
蔵　
　
　
　

東
西
拾
六
間

半
南
北
三
間　

三
戸
前

　

一
埋
御
門　
　
　

  

東
西
弐
間　

内
御
門
高
サ
六
尺
八
寸
横
七
尺
南

北
弐
間
半　

外
御
門
高
サ
六
尺
七
寸
、
横
六
尺

　

一
御
花
壇　
　
　
　

東
西
拾
三
間

半
南
北
八
間　

廻
り
切
石

　

一
井
戸　
　
　
　
　

壱
ヶ
所

　

一
東
側
南
北
四
拾
間　
　

但
大
広
間
南
雨
落
よ
り
、
北
御
泊
番
所
竹
垣
迄

　
　
　

東
江
御
廊
下
之
出
張
、
拾
間
半

　

一
南
側
東
西
四
拾
九
間　
　

但
大
広
間
東
雨
落
よ
り
、
西
御
多
門
之
石
段
下
迄

　

一
西
側
南
北
五
拾
四
間　
　

但
南
御
多
門
石
段
下
よ
り
、
北
埋
御
門
外
雨
落
迄

　

一
北
側
東
西
五
拾
三
間　
　

但
西
御
多
門
石
段
下
よ
り
、
東
御
塀
迄

　

右
之
通
御
座
候
、
以
上

 
 

「
二
丸

（
中
表
紙
）

御
殿
御
絵
間
数
之
覚
」

 
 

御
車

（
貼
付
文
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

台
徳
院
様　
　
　
　
　
　
　

『
天

（
朱
筆
）保

十
五
辰
年
五
月
十
四
日

　

権
現
様　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
殿
番
小
頭
井
上

　

大
猷
院
様　
　
　
　
　
　
　
　

伝
八
郎
書
取
呉
候
写　
　
　
　

』

　

一
御
玄
関

　

一
遠
侍
間　
　
　
　
　
　

御
絵　

山
楽

　

一
殿
上
之
間　
　
　
　
　
　
　
　

弟
子
絵

　

一
御
式
台
裏
之
間　
　
　
　
　
　

探
幽

　
　
　
　
　

東
之
方
杉
戸　
　
　
　

山
嵐
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一
御
式
台
之
間　
　
　
　
　
　
　

探
幽

　

一
大
広
間　
　
　
　
　
　
　
　
　

探
幽

　
　
　
　
　
　

彫
物
左　

左
吉

　

一
蘓
鉄
之
間　
　
　
　
　
　
　
　

弟
子
絵

　

一
御
黒
書
院　
　
　
　
　
　
　
　

尚
信

　
　
　
　
　
　

南
之
方
杉
戸
濡
鷺

　

一
御
座
之
間　
　
　
　
　
　
　
　

奥
意

　

一
御
庭
廻　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
州
好　

　　
　
　

二
丸
御
殿
御
絵
幷
間
数
之
覚

　

一
御
座
之
間　

雨
落
よ
り
雨
落
迄　

東

西

拾

間 

南
北
拾
間
半　

御
絵
筆
者　

奥
意

　
　

御
上
段　

東

西

三

間 

南
北
弐
間
半

格
天
井
折
上
ケ
黒
塗
、
飾
金
物
、
地
稲
妻
、
御
紋
内
の
絵
、
地
緑
青
鳳
凰
唐
草
、

金
彩
色
、
中
に
だ
ん
せ
ん
、
泥
引
、
草
木
花
尽
し
、
へ
り
紺
青
地
金
の
唐
花
、
張

付
長
押
上
、
惣
廻
り
泥
引
、
山
水
薄
彩
色
、
框
黒
塗

御
床　
　

弐
間

鏡
天
井
紺
青
、
金
の
唐
草
、
彩
色
、
唐
花
の
散
し
、
内
ニ
団
扇
泥
引
、
桜
桃
椿
茨

か
い
と
う
、
彩
色
、
絵
ふ
ち
黒
塗
、
張
付
泥
引
、
絵
山
水
冬
の
体
、
薄
彩
色
、
小

壁
泥
引
、
水
草
冬
枯
の
木
、
薄
彩
色

御
附
書
院
、
鴨
居
の
上
す
か
し
花
菱
、
組
障
子
内
の
絵
冬
枯
の
木
、
よ
し
に
舩
、
薄
彩
色
、

左
右
の
張
付
、
絵
遠
山
薄
雪
冬
枯
の
木
、
小
壁
泥
引
、
水
ニ
よ
し
、
御
床
板
欅

御
違
棚
二
段
、
板
欅
、
飾
金
物
、
御
紋

御
袋
棚
、
小
襖
へ
り
黒
地
金
襴
内
泥
引
、
批
把
桃
山
も
ゝ
り
ん
ご
、
彩
色
、
裏
四
枚

と
も
泥
引
、
石
竹
御
床
の
内
惣
泥
引
、
つ
ゝ
じ
木
瓜
、
彩
色

御
張
台
、
ふ
ち
黒
塗
、
飾
金
物
、
惣
唐
草
、
御
紋
揚
巻
座
、
内
の
方
、
格
天
井
黒
塗
、

飾
金
物
、
御
紋
花
亀
甲
、
彩
色
、
六
ツ
丁
子
、
六
葉
の
桔
梗
、
長
押
上
、
惣
廻
り
泥
引
、

石
竹
す
ゝ
き
野
菊
張
付
、
萩
、
桔
梗
、
金
の
柴
垣
置
上
ケ
金
溜
、
彩
色
、
北
の
上

か
な
窓
有

同
所
二
之
間　

東
西

南
北
三
間
四
方

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
唐
草
御
紋
内
金
の
丸
、
牡
丹
の
折
枝
、
唐
草
花
丸
の
間

に
唐
花
、
錦
彩
色
、
長
押
上
、
御
襖
張
付
泥
引
、
せ
い
こ
の
図
、
薄
彩
色

同
所
三
之
間　

東
西

南
北
三
間
四
方

天
井
二
之
間
同
前
、
長
押
上
、
泥
引
張
付
、
山
水
賢
人
の
図
、
薄
彩
色

同
所
四
之
間　

東
西
弐
間

南
北
三
間

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
内
紫
花
亀
甲
緑
青
に
て
六
ツ
丁
子
、
金
く
わ
の
内

ニ
唐
花
、
錦
彩
色
、
泥
引
、
長
押
上
、
御
襖
張
付
泥
引
、
雪
に
梅
竹
雀
四
十
か
ら
、

柴
垣
に
柳
椿
嶋
ひ
よ
鳥
、
芦
に
鷺
、
水
に
ば
ん
、
北
長
押
上
に
間
半
の
金
窓
有

同
所
西
之
御
椽
側
通　

東
西
壱
間

南
北
六
間

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
内
金
網
代
形
、
外
蔦
か
つ
ら
、
丸
の
内
に
唐
花
草

花
色
々
、
極
彩
色
、
長
押
上
泥
引
、
金
銀
の
竹
ま
せ
垣
、
八
重
一
重
の
山
吹
、
雨

戸
の
上
、
ら
ん
ま
障
子

同
所
北
之
杉
戸　

南

表

芦

に

鷺         

北
表
紅
葉
に
山
か
ら
下
草

同
所
中
之
杉
戸　

南

表

牡

丹       

北
表
糸
さ
く
ら
下
草

　
　
　

乱
間
黒
塗
、
竹
の
節
た
す
き

同
所
南
之
杉
戸　

南

表

桃

に

ゐ

ん

こ

鳥     

北
表
岩
に
唐
松
椿
ほ
し
ろ

同
所
南
御
椽
側
通　

東

西

八

間 

南
北
壱
間
半　
　

 
 
 
 

西
御
椽
側
同
前

同
所
杉
戸　

西
表
金
網
代
垣
に
八
重
さ
く
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
表
岩
に
く
ち
な
し
芦
沢
桔
梗
水
草
せ
き
れ
い

　
　
　

乱
間
黒
塗
、
竹
の
ふ
し
た
す
き

同
所
東
は
め　

苅
田
に
鳫
白
鳥

同
所
東
御
椽
側
通　

東
西
壱
間

南
北
六
間

　
　
　

西
御
椽
側
同
前

同
所
南
杉
戸　

南
表
あ
ち
さ
い 

北
表
つ
ゝ
じ
根
笹

同
所
中
之
杉
戸　

南
表
岩
に
水
こ
ま
鳥
く
わ
り
ん

北
表
り
ん
ご
木
瓜

同
所
北
之
杉
戸  

南
表
沢
に
岩
あ
し
鴨
沢
寫
水
草

北
表
山
桃
根
笹

同
所
北
御
椽
側
通　

東
西
八
間

南
北
壱
間

　
　

西
御
椽
側
同
前
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同
所
東
之
杉
戸　

東
表
し
た
れ
柳
く
わ
ん
さ
う

西
表
芙
蓉

　
　
　

乱
間
黒
塗
、
竹
の
ふ
し
た
す
き

同
御
雲
隠
そ
は
杉
戸　

東

表

岩

に

り

ん

ご   

西
表
沢
に
杜
若
か
う
骨

同
所
御
雲
隠　

東
西
壱
間
半

南
北
壱
間

　
　
　

天
井
長
押
上
惣
板
、
東
西
に
窓
有

同
御
次
間　

東
西
壱
間
半

南
北
壱
間

　
　
　

天
井
長
押
上
惣
板
、
西
御
床
御
畳
入
、
ふ
ち
黒
塗
、
東
ニ
窓
有
、
南
の
入
口
黒
ま
い

ら
同
所
溜
之
間　

東
西
南
北
三
間
四
方

　
　
　

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
花
菱
御
紋
泥
引
、
雲
取
ニ
金
の
香
の
図
、
あ
さ
か
ほ
雀

十
二
か
ら
、
目

（
ほ
ほ
）し

ろ
ミ
や
ま
蝶
小
鳥
色
々
、
彩
色
、
惣
廻
り
長
押
上
泥
引
、
山
ニ

若
松
槙
桧
つ
ゝ
じ
、
連
子
窓
、
北
上
ニ
弐
ツ
、
南
中
ニ
三
ツ
有

　
　

同
西
之
杉
戸　

東
表
若
松
に
桧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西
表
水
に
鳫
鴨
白
鳥
、
岩
に
あ
し

　

一
御
黒
書
院　

雨
落
よ
り
雨
落
迄　

東

西

拾

六

間  

南
北
拾
弐
間
半　

御
絵
筆
者　

主
馬
御
上
段　

東
西
南

北
三
間
半
四
方

　
　
　

格
天
井
折
上
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
金
廻
り
唐
草
花
菱
緑
青
、
折
入
角
又
内
角
地
紺

青
、
む
か
い
鳳
凰
金
彩
色
、
長
押
上
山
水
、
ま
い
ら
戸
梅
桜
、
柴
垣
置
上
ケ
金
溜
、

岩
に
根
笹
框
黒
塗

　
　

御
床　

弐
間
半

　
　
　

鏡
天
井
絵
彩
色
共
に
惣
天
井
同
断
、
金
張
付
松
に
雪
紅
梅
、
嶋
ひ
よ
鳥
か
ら
鳥
四
十

か
ら
ひ
た
き
、
柴
垣
置
上
ケ
金
溜
、
蔦
か
つ
ら
茨
根
笹
、
御
床
板
欅

御
附
書
院
、
天
井
同
前
、
乱
間
桜
の
す
か
し
、
組
小
障
子
黒
塗
、
ま
い
ら
内
大
へ
り

紺
地
印
金
紙
小
遍
り
緑
青
、
内
の
絵
薄
彩
色
、
山
水
小
か
へ
惣
金
、
絵
竹
に
い
は
ら
、

御
床
板
欅

同
北
之
御
違
棚
三
段
、
金
張
付
、
竹
ニ
砂
子
雪
金
柴
垣
蔦

御
袋
棚
小
襖
四
枚
、
泥
引
、
薄
彩
色
、
山
水
廻
り
茶
地
金
襴
、
小
へ
り
浅
黄
金
襴
、

裏
墨
絵
、
な
す
ひ
か
き
ふ
ど
う
柚
、
御
袋
棚
の
内
、
惣
金
張
付
、
御
棚
板
欅
、
飾

金
物
御
紋
有

同
東
御
違
棚
、
金
張
付
砂
子
、
桜
し
や
が
た
ん
ほ
ゝ
す
ミ
れ
鶉
ひ
た
き

御
袋
棚
、
小
ふ
す
ま
四
枚
、
泥
引
、
薄
彩
色
、
山
水
へ
り
茶
金
襴
、
小
へ
り
浅
黄
金
襴
、

裏
の
方
墨
絵
、
四
季
折
枝
、
梅
、
夕
㒵

（
顔
）芙

蓉
茨
水
仙
、
御
袋
棚
の
内
、
惣
金
張
付
、

御
棚
四
段
、
板
欅
、
飾
金
物
御
紋
有

同
御
張
台　

東

西

弐

間 

南
北
三
間
半

ふ
ち
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
し
つ
ほ
う
、
総
角
座
金
張
付
、
水
岩
に
桜
つ
ゝ
じ
た

ん
ほ
ゝ
す
ミ
れ
雉
子
ほ
じ
ろ
、
へ
り
茶
金
襽
、
小
へ
り
浅
黄
金
襴
、
長
押
上
、
遠

山
桜
つ
は
め
、
内
の
方
天
井
棹
ふ
ち
、
木
地
廻
り
、
惣
金
張
付
、
松
に
か
い
ざ

（
だ
）う

椿
、

水
岩
に
根
笹
雀
尾
長
ど
り
、
長
押
上
、
遠
山
に
松
四
十
か
ら
唐
鳥

同
所
二
之
間　

東
西
四
間
半

南
北
三
間
半

　
　
　

格
天
井
黒
ぬ
り
、
飾
金
物
、
御
紋
地
紫
稲
妻
に
牡
丹
、
印
金
彩
色
、
内
に
丸
五
ツ
唐

花
、
極
彩
色
、
花
菱
、
南
西
長
押
上
、
砂
子
泥
引
、
絵
山
水
中
彩
色
、
ま
い
ら
戸

襖
と
も
惣
金
張
付
、
金
柴
垣
ニ
桜
つ
ゝ
じ
、
岩
に
水
た
ん
ほ
ゝ
す
ミ
れ
根
笹
、
金

の
竹
垣
桧
垣
、
い
は
ら
い
ん
こ
鳥
山
鳥
ほ
し
ろ
鳩
ひ
た
き
山
か
ら
う
そ
鳥
雀
、
襖

の
上
花
乱
間
ふ
ち
黒
塗

同
所
三
之
間　

東

西

五

間 

南
北
三
間
半

格
天
井
二
之
間
同
前
、
長
押
上
金
張
付
、
洲
崎
に
並
木
松
、
ま
い
ら
戸
、
襖
金
張
付
、

西
北
雪
の
松
水
仙
寒
菊
芦
根
笹
、
苅
田
に
鷺
、
南
東
松
に
根
笹
り
ん
と
う
、
水
に

沢
桔
梗
水
草
鷺

同
所
四
之
間　

東

西

四

間 

南
北
三
間
半

　
　
　

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
地
紫
金
稲
妻
角
々
に
牡
丹
唐
草
、
薄
彩
色
、
丸
の
内

に
唐
花
、
錦
彩
色
、
惣
金
張
付
、
長
押
上
す
ゝ
き
に
扇
子
の
散
し
、
ま
い
ら
戸
襖

絵
ま
せ
か
き
、
柴
垣
菊
色
々
、
置
上
金
溜
、
根
笹
り
ん
と
う
水

同
所
東
御
椽
側
通　

東

西

三

間 

南
北
拾
間
半

　
　
　

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
紺
青
金
に
て
六
ッ
花
輪
違
中
唐
花
、
錦
彩
色
、
長

押
上
金
張
付
藤
の
棚
、
襖
張
付
惣
金
牡
丹
、
岩
に
木
瓜
根
笹
水
草
ひ
た
き
ほ
し
ろ

十
二
か
ら
、
東
ま
い
ら
戸

同
所
北
御
椽
側
通　

東
西
九
間
半

南
北
壱
間
半

　

 
 
 
 

天
井
長
押
上
、
東
御
椽
側
同
前
、
北
中
敷
居
上
乱
間
し
や
う
じ
、
ふ
ち
黒
塗

同
中
之
杉
戸　

東
表
紅
葉
岩
に
根
笹

西
表
ゆ
り
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上
の
雀
板
彫
物
、
牡
丹
梅
鳥
根
笹
、
ふ
ち
黒
塗

同
西
之
杉
戸　

東
表
な
よ
竹 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西
表
柴
垣
芙
蓉
、
置
上
ケ
金
溜

同
所
西
御
椽
側
通　

東
西
壱
間
半

南
北
拾
間
半

　
　
　

東
御
椽
側
同
前
、
北
ハ
は
め
柴
垣
芙
蓉
、
置
上
ケ
金
溜
、
上
乱
間
障
子
、
ふ
ち
黒
塗

同
所
南
御
椽
側
通　
　

東
西
拾
壱
間

南
北
弐
間

　
　
　

西
御
椽
側
同
前

同
西
之
杉
戸　

西
表
花
籠
雀
桔
梗
野
菊
秋
葵
、
置
上
金
溜
、
花
籠
菊
芙
蓉
、
置
上
金
溜

東
表
と
ま
り
舟
ニ
よ
し
鷺

　
　
　

上
雀
板
彫
物
、
牡
丹
根
笹
唐
鳥
、
極
彩
色

同
東
之
杉
戸　

西
表
薄
雪
冬
枯
の
木
蔦
根
笹
鳩  

東
表
柴
垣
、
置
上
金
溜
、
あ
さ
か
ほ

東
側
杉
戸　

西
表
岩
嶋
に
雉
子
根
笹
野
菊

東
表
そ
て
つ

　

一
蘇
鉄
之
間　
　

雨
落
よ
り
雨
落
迄　

東
西
五
間

南
北
拾
間

　
　
　

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
金
に
唐
団
扇
色
々
花
鳥
の
模
様
、
極
彩
色
、
張
付
、

ま
い
ら
戸
、
惣
金
し
ゆ
ろ
う
蘇
鉄
根
笹
、
長
押
上
、
遠
山
の
体
、
西
長
押
上
、
三

間
乱
間
障
子
、
ふ
ち
黒
塗

　
　

南
之
杉
戸　

四
枚　

北
表
そ
て
つ 

 
 
 
 
 
 
 
 

南
表
桜
せ
う
ひ
四
十
か
ら

　

一
大
広
間　

雨
落
よ
り
雨
落
迄　

東
西
拾
五
間

南
北
拾
七
間　

御
絵
筆
者　
　

采
女

　
　

御
上
段　
　

東

西

四

間 

南
北
五
間
半　
　
　

 
 
 
 

格
天
井
二
重
折
上
ケ
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
地
金
唐
花
菱
紺
青
、
内
唐
草
花
の
丸
、
錦

彩
色
、
金
張
付
、
松
根
笹
、
か
ま
ち
黒
塗

　
　

同
御
床　
　

三
間

　
　
　

御
上
段
同
前
、
板
欅

　
　

御
附
書
院
張
付
同
前
、
乱
間
花
菱
す
か
し
組
障
子
、
黒
塗
、
ま
い
ら
内
金
張
付
、
水
仙

茨
根
笹
、
板
欅

　
　

御
違
棚
三
段
、
板
欅
、
飾
金
物
、
御
紋
金
張
付
、
小
竹

　
　

御
袋
棚
小
襖
、
へ
り
茶
地
金
襴
、
小
へ
り
黒
地
金
襴
、
水
仙
芙
蓉
菊
牡
丹
折
枝
、
内
惣

金
張
付

同
御
張
台
、
ふ
ち
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
あ
け
ま
き
座
へ
り
、
御
袋
棚
小
襖
同
前
、

金
張
付
、
松
岩
錦
鶏
茨
内
の
方
、
格
天
井
黒
塗
、
金
物
、
梨
子
地
、
紫
ゐ
ん
き
ん

紙
だ
ん
せ
ん
泥
引
、
墨
絵
、
草
木
花
鳥
、
長
押
上
、
金
張
付
、
ま
せ
垣
に
あ
さ
か
ほ
、

惣
廻
り
金
張
付
、
沢
に
柳
つ
は
め
、
岩
に
く
ち
な
し
芍
薬
く
わ
ん
そ
う
椿
水
仙
金

仙
花
芙
蓉
、
沢
桔
梗
あ
し
千
鳥
む
く
鳥
十
二
か
ら
唐
小
鳥

同
所
二
之
間　

東

西

四

間 

南
北
五
間
半

　
　
　

格
天
井
折
上
ケ
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
地
紺
青
金
の
菱
、
輪
違
内
緑
青
唐
花
錦
彩

色
、
そ
と
に
唐
草
、
長
押
上
、
遠
山
の
体
、
ま
い
ら
戸
、
襖
金
張
付
、
大
松
に
岩

根
笹
茨
水
孔
雀
、
東
襖
の
上
彫
物
、
岩
く
ミ
、
牡
丹
楓
鳳
凰
笹
り
ん
ど
う
、
極
彩
色
、

ふ
ち
黒
ぬ
り
、
飾
金
物
あ
り

同
所
三
之
間　

東
西
五
間
半

南
北
四
間

　
　
　

天
井
二
之
間
同
前
、
長
押
上
、
ま
い
ら
戸
、
襖
金
張
付
、
大
松
岩
根
笹
茨
孔
雀
、
北

襖
の
上
彫
物
、
岩
組
、
牡
丹
唐
松
笹
り
ん
ど
う
孔
雀
、
極
彩
色
、
ふ
ち
黒
ぬ
り
、

飾
金
物
有

同
所
四
之
間　

東
西
三
間
半

南
北
七
間
半

格
天
井
黒
ぬ
り
、
飾
金
物
、
御
紋
金
唐
草
、
角
に
金
の
蝶
の
丸
唐
草
丸
、
錦
彩
色
、

折
入
角
地
か
き
色
、
金
の
舞
孔
雀
、
角
の
そ
と
、
地
緑
青
廻
り
金
の
巴
、
惣
長
押
上
、

金
張
付
、
大
松
岩
ニ
水
柏
の
木
根
笹
鷲
熊
鷹
、
遠
山
、
南
襖
の
上
彫
物
、
三
之
間

同
前

同
西
之
小
部
屋　

東
西
弐
間

南
北
四
間

　
　
　

天
井
棹
、
ふ
ち
木
地
、
三
方
は
め
、
四
方
長
押
上
白
土
、
東
の
襖
、
金
張
付
、
紅
梅

 
 
 
 

根
笹
水

同
所
東
御
椽
側
通　
　

東

西

弐

間 

南
北
拾
三
間　

但
拭
板

　
　
　

格
天
井
黒
ぬ
り
、
飾
金
物
、
御
紋
金
書
物
の
散
し
、
極
彩
色
、
長
押
上
金
張
付
、
牡

丹
、
北
東
の
雨
戸
上
、
乱
間
障
子
の
内
、
木
瓜
の
彫
物
、
南
よ
り
一
番
牡
丹
に
蝶
、

二
番
牡
丹
に
う
さ
き
、
三
番
く
ち
な
し
に
み
ゝ
づ
く
、
四
番
唐
ま
つ
梅
ゐ
ん
こ
鳥
、

五
番
白
梅
根
笹
小
と
り
、
六
番
柳
、
牡
丹
、
燕
、
七
番
唐
松
、
舞
鶴
、
八
番
唐
松

根
笹
靏
、
九
番
竹
牡
丹
雀
、
十
番
檜
鳩
、
十
一
番
椿
鳩
、
何
れ
も
極
彩
色

同
南
之
杉
戸　

北
表
か
し
わ
に
鳩

表
槙
に
野
牛

同
所
北
御
椽
側
通　
　

東
西
拾
間
半

南
北
壱
間
半　

但
拭
板

天
井
、
長
押
上
、
東
御
椽
側
同
前
、
北
雨
戸
の
上
、
乱
間
障
子
、
内
に
も
つ
か
う 

彫
物
、
東
よ
り
壱
番
水
鴨
沢
桔
梗
葭
、
二
番
ミ
つ
か
ん
小
鳥
、
三
番
く
ね
ん
ほ
小
鳥
、
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四
番
お
も
と
ほ
う
つ
き
小
鳥
、
五
番
真
桑
瓜
鼠
、
六
番
栗
に
雀
、
七
番
桧
う
の
鳥
、

八
番
水
に
沢
瀉
鴈
、
九
番
ひ
わ
小
鳥
、
極
彩
色
、
ふ
ち
黒
塗

同
東
之
杉
戸　

東
表
柳
鷺

西
表
芙
蓉

　
　
　

上
雀
板
彫
物
、
唐
松
梅
に
笹
り
ん
と
う
鴬
、
何
れ
も
極
彩
色
、
ふ
ち
黒
塗

同
西
之
杉
戸　

東
表
ひ
わ
に
り
す

西
表
さ
く
ら

上
雀
板
彫
物
、
菊
に
牡
丹
尾
長
鳥
小
鳥
、
何
れ
も
極
彩
色
、
ふ
ち
黒
塗

同
西
の
戸
袋
之
上
、
乱
間
障
子
、
内
に
木
瓜
彫
物
、
唐
松
に
鳳
凰
、
極
彩
色
、
ふ
ち

黒
塗

同
所
西
之
御
椽
側
通　

東

西

弐

間 

南
北
拾
三
間　

但
拭
板

　
　
　

天
井
長
押
上
、
東
御
椽
側
同
前
、
西
雨
戸
の
上
、
乱
間
障
子
、
内
ニ
も
つ
か
う
彫
物
、

北
よ
り
壱
番
ふ
ど
う
に
り
す
、
二
番
牡
丹
に
と
き
ん
け
い
、
三
番
桃
め
し
ろ
、
四

番
ふ
よ
う
小
鳥
、
五
番
唐
松
牡
丹
ニ
あ
ふ
む
、
六
番
牡
丹
唐
鳥
、
七
番
菊
に
錦
鶏
、

八
番
唐
松
椿
に
き
つ
ゝ
き
、
九
番
牡
丹
ひ
た
き
、
十
番
栗
笹
り
ん
と
う
、
え
ン
と
う
、

十
一
番
紅
葉
鹿
、
十
二
番
牡
丹
ニ
う
つ
ら
、
十
三
番
け
ま
ん
草
に
唐
鳥
、
十
四
番

牡
丹
ニ
唐
鳥
、
何
れ
も
極
彩
色

同
北
之
杉
戸　

北
表
竹
に
雀

南
表
松
に
鷲

上
雀
板
彫
物
、
牡
丹
こ
ま
鳥
唐
鳥
、
何
れ
も
極
彩
色
、
ふ
ち
黒
塗

同
所
南
御
椽
側
通　

東
西
拾
四
間

南
北
弐
間
　
　

但
拭
板

　
　
　

天
井
長
押
上
、
東
御
椽
側
同
前
、
南
雨
戸
之
上
、
乱
間
障
子
、
内
に
木
瓜
彫
物
、

西
よ
り
壱
番
菊
山
鵲
、
二
番
牡
丹
に
唐
鳥
、
三
番
水
、
牡
若

（
マ
マ
）

お
し
鳥
、
四
番
若
松

い
は
ら
雀
、
五
番
牡
丹
に
唐
鳥
、
六
番
野
菊
唐
鳥
、
七
番
芙
蓉
唐
鳥
、
八
番
芙
蓉

に
小
鳥
、
九
番
芍
薬
か
ま
き
り
、
十
番
手
ま
り
に
唐
鳥
、
十
一
番
牡
丹
に
唐
鳥
、

十
二
番
桃
に
雉
子
、
十
三
番
竹
梅
白
鷺
、
何
れ
も
も
つ
こ
う
ハ
黒
塗
、
彫
物
極
彩

色
同
東
之
杉
戸　

東

表

松

に

靏 

西
表
根
笹
野
牛

同
西
之
杉
戸　

東

表

嶋

芦

に

鳫       

西
表
冬
枯
の
柳
蔦
岩
に
鷺

　
　
　

 
 

上
雀
板
、
牡
丹
に
と
き
ん
け
い
、
極
彩
色

同
西
之
御
溜　

 

東
西
南
北
弐
間
四
方

　
　
　

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
金
の
花
菱
色
々
、
錦
彩
色
、
長
押
上
、
は
め
木
地

　

一
御
式
台
之
間　

雨
落
よ
り
雨
落
迄　

東

西

拾

間 

南
北
拾
壱
間

　
　
　

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
金
の
唐
花
の
内
に
角
有
、
地
紺
青
、
向
孔
雀
、
極
彩

色
、
か
く
の
へ
り
緑
青
、
金
張
付
、
大
松
、
長
押
上
、
遠
山
、
東
西
南
、
組
障
子
、

腰
ま
い
ら
、
内
の
絵
、
水
岩
に
根
笹
水
草
た
ん
ほ
ゝ
す
ミ
れ
山
吹

同
所
南
御
椽
側
通　

東
西
九
間
半

南
北
弐
間
　

但
拭
板

　
　
　

格
天
井
黒
ぬ
り
、
飾
金
物
、
御
紋
金
の
扇
子
散
し
墨
絵
、
中
彩
色
色
々
、
長
押
上
、

金
張
付
、
四
季
の
遠
山
、
岡
山
松
桧
槙
梅
山
桜
根
笹
杉
紅
葉
ゆ
つ
る
葉
、
西
南
雨

戸
の
上
乱
間
障
子
、
内
木
瓜
彫
物
、
北
よ
り
一
番
椿
に
鳩
、
二
番
芙
蓉
ニ
こ
ま
鳥
、

三
番
牡
丹
に
お
も
と
小
鳥
、
此
分
西
の
雨
戸
の
上
彫
物
、
西
よ
り
一
番
牡
丹
に
唐

鳥
、
二
番
杜
若
川
骨
、
か
わ
セ
ミ
、
三
番
沢
桔
梗
に
鴨
、
四
番
菊
に
う
つ
ら
、
五

番
手
ま
り
に
唐
鳥
、
六
番
牡
丹
に
山
鵲
、
七
番
梅
竹
に
雀
、
八
番
さ
つ
き
枇
杷
雉
子
、

九
番
梅
鶯
、
十
番
唐
松
鶴
、
何
れ
も
極
彩
色
も
つ
か
う
、
ふ
ち
黒
塗

同
北
は
め
杉
戸　

南

表

唐

松

洲

崎

に

鶴     

北
表
洲
崎
に
よ
し
沢
桔
梗
鳫

同
東
之
杉
戸　

西

表

唐

獅

子       

東
表
笹
原
に
虎
ひ
よ
う

御
式
台
裏
手
西
よ
り
一
之
間　

東
西
三
間
半

南
北
弐
間
　
　

 
 
 

天
井
木
地
棹
ふ
ち
、
長
押
上
、
白
土
張
付
、
ふ
す
ま
腰
障
子
、
内
惣
金
張
付
、
洲
崎
に

芦
沢
桔
梗
す
ミ
れ
鳫

同
西
之
杉
戸　

西
表
か
し
わ
に
鳩

東
表
洲
崎
に
芦
鳫

同
所
二
之
間　

東
西
三
間

南
北
弐
間

　
　
　

天
井
長
押
上
、
一
之
間
同
前
、
張
付
、
襖
明
障
子
、
内
惣
金
張
付
、
洲
崎
よ
し
水
草

笹
り
ん
と
う
根
笹
薮
か
う
し
か
り
田
ニ
鳫

同
所
三
之
間　

東
西
三
間

南
北
弐
間　
　
　

 
 
 
 
 

天
井
長
押
上
、
一
之
間
同
前
張
付
、
襖
腰
障
子
、
内
惣
金
張
付
、
雪
柳
洲
崎
茨
菊
根

笹
薮
か
う
し
鷺
遠
山
冬
枯
の
木

同
所
北
御
椽
側
通　

東
西
九
間
半

南
北
弐
間
　
　

但
拭
板

　
　
　

天
井
木
地
棹
ふ
ち
、
長
押
上
、
白
土
、
北
雨
戸
の
上
、
乱
間
障
子
、
ふ
ち
黒
塗

同
西
之
杉
戸　

北
表
か
し
わ
に
根
笹

南
表
紅
葉
鹿
根
笹

同
東
之
杉
戸　

西
表
冬
枯
の
木
、
根
笹
ニ
山
あ
ら
し

東
表
桜
ニ
尾
長
と
り

　

一
遠
侍　

雨
落
よ
り
雨
落
迄　

東
西
拾
七
間

南
北
拾
九
間　

御
絵
筆
者　

相
知
レ
不
申
候
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同
所
殿
上
之
間
御
上
段　

東

西

三

間 

南
北
三
間
半

　
　
　

格
天
井
折
上
ケ
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
金
の
角
、
四
ツ
割
合
角
の
内
、
地
紫
、
廻
り

緑
青
、
紫
中
に
唐
花
、
二
品
極
彩
色
、
長
押
上
、
金
張
付
、
紅
葉
十
二
か
ら
遠
山
、

下
組
障
子
、
腰
ま
い
ら
、
内
金
の
張
付
、
岩
に
水
木
瓜
桃
、
か
ま
ち
欅

同
御
床　
　

弐
間
半

　
　
　

鏡
天
井
、
彩
色
共
、
惣
天
井
同
前
、
金
張
付
、
洲
崎
に
紅
葉
、
唐
鳥
四
十
か
ら
、
板

欅
同
御
違
棚
、
金
張
付
、
紅
葉
岩
つ
ゝ
じ

同
御
袋
棚
、
小
襖
、
へ
り
茶
地
金
襴
、
小
へ
り
黒
地
金
襴
、
金
張
付
、
絵
、
梅
山
吹

桜
牡
丹
、
中
彩
色
、
裏
の
方
泥
引
、
す
ミ
れ
た
ん
ほ
ゝ
ほ
う
こ
草
、
中
彩
色
、
御

棚
二
段
、
飾
金
物
、
御
紋
、
板
欅

同
御
張
台
、
ふ
ち
欅
、
飾
金
物
、
御
紋
、
総
角
座
、
金
張
付
、
岩
紅
葉
十
二
か
ら
、

縁
御
袋
棚
小
襖
同
前
、
内
の
方
天
井
棹
ふ
ち
木
地
、
長
押
上
、
白
土
張
付
、
白
張
、

金
の
雲
と
り
、
萩
、
御
戸
裏
白
張

同
所
二
之
間　

東

西

五

間 

南
北
三
間
半

　
　
　

天
井
御
上
段
同
前
、
金
張
付
、
南
長
押
上
、
張
付
、
桧
す
ミ
れ
き
ハ
く
れ
ん
、
北
長
押
上
、

遠
山
に
冬
枯
木
紅
葉
、
下
組
障
子
、
腰
ま
い
ら
内
桃
、
西
御
襖
、
岩
に
桧
か
い
と

ふ
、
桃
、
上
乱
間
障
子
、
内
木
瓜
、
ふ
ち
黒
塗
、
中
彫
物
、
唐
松
牡
丹
笹
り
ん
と
う
、

錦
け
い
、
彫
物
両
方
極
彩
色

遠
侍
一
之
間　

東
西
四
間
半

南
北
八
間
半　

弟
子
絵

　
　
　

格
天
井
黒
ぬ
り
、
飾
金
物
、
御
紋
金
の
あ
さ
の
葉
形
、
中
に
丸
、
大
小
丸
の
内
に

向
ひ
靏
、
唐
花
色
々
、
極
彩
色
、
長
押
上
、
金
張
付
、
竹
、
襖
、
惣
金
、
竹
に
虎
、

ひ
や
う
、
南
襖
の
上
、
乱
間
障
子
、
内
木
瓜
、
ふ
ち
黒
塗
、
中
に
彫
も
の
、
唐
松

雉
子
、
両
方
共
極
彩
色

同
所
二
之
間　

東
西
四
間
半

南
北
四
間

天
井
長
押
上
、
襖
、
一
之
間
同
前
、
東
襖
の
上
、
雀
、
板
ふ
ち
黒
塗
、
彫
も
の
、

牡
丹
唐
草
、
極
彩
色
、
虎
ひ
や
う
水

　
　

同
所
三
之
間　

東
西
五
間

南
北
四
間

　
　
　

天
井
長
押
上
、
襖
、
一
之
間
同
前
、
東
ふ
す
ま
の
上
、
雀
板
彫
も
の
、
二
之
間
同
前
、 

 

虎
ひ
や
う
岩
に
水
筍

同
所
四
之
間　

東
西
三
間

南
北
四
間

　
　
　

天
井
一
之
間
同
前
、
長
押
上
、
金
張
付
、
山
に
茨
、
襖
、
組
障
子
、
腰
ま
い
ら
、
内

金
張
付
、
立
波
に
柳
い
は
ら
冬
枯
の
柳
雪
蔦
か
つ
ら
水
仙
水
草
、
何
れ
も
中
彩
色

同
所
五
之
間　

東

西

三

間 

南
北
三
間
半

　
　
　

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
金
惣
、
ふ
と
う
か
つ
ら
、
長
押
上
、
金
張
付
、
若
松
茨
、

遠
山
に
松
桜
、
山
梨
子
の
花
、
東
組
障
子
、
腰
ま
い
ら
、
内
金
張
付
、
水
草
沢
寫
、

沢
桔
梗
、
中
彩
色
、
襖
張
付
惣
金
、
若
松
根
笹
茨
水
岩

同
所
六
之
間　

東
西
弐
間
半

南
北
五
間

　
　
　

天
井
棹
ふ
ち
木
地
、
長
押
上
、
白
土
、
東
北
下
は
め
木
地
、
襖
、
白
張
、
金
の
雲
取
、

芙
蓉
す
ゝ
き
菊
あ
し
さ
い
、
中
彩
色

同
所
七
之
間　

東
西
弐
間
半

南
北
五
間

　
　
　

天
井
棹
ふ
ち
木
地
、
長
押
上
、
白
土
、
下
三
方
は
め
木
地
、
東
襖
泥
引
、
梅
の
絵
、　

　
　
　

中
彩
色

同
所
東
御
椽
側
通　

東
西
壱
間

南
北
九
間　

但
拭
板

　
　
　

天
井
鏡
板
木
地
、
長
押
上
、
白
土
、
北
之
下
は
め
木
地

同
南
杉
戸　

北
表
萩
に
う
さ
ぎ

南
表
芍
薬

同
所
南
御
椽
側
通　

東
西
拾
六
間

南
北
弐
間
半　

但
拭
板

　
　
　

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
金
惣
く
ず
の
つ
る
花
、
中
彩
色
、
だ
ん
セ
ん
の
ち
ら

し
、
団
扇
の
内
墨
絵
、
草
木
花
鳥
蜀
紅
錦
の
地
も
ん
色
々
、
極
彩
色
、
惣
長
押
上
、

金
張
付
、
岳
山
川
に
春
の
体
、
つ
ゝ
じ
根
笹
若
松
桧
槙
樅
さ
く
ら
紅
梅
松
、
青
木

柊
木
楓
山
梨
子
茨
山
桃
水
草
た
ん
ほ
ゝ
い
ち
こ
、
中
彩
色
、
遠
山
、
南
雨
戸
の
上
、

乱
間
障
子
、
内
洲
濱
、
ふ
ち
黒
塗
、
東
よ
り
壱
番
杜
若
に
鴛
鴦
、
二
番
沢
潟
に
鵙
、

三
番
桃
に
と
き
ん
け
い
、
四
番
け
ま
ん
草
に
蝶
、
五
番
松
に
鳳
凰
、
六
番
芍
薬
に

セ
き
れ
い
、
七
番
牡
丹
に
尾
長
鳥
、
八
番
芍
薬
ニ
と
き
ん
け
い
、
九
番
牡
丹
に
錦
鶏
、

何
れ
も
極
彩
色

同
所
西
御
椽
側
通　

東
西
弐
間
半

南
北
拾
五
間　

但
拭
板

　
　
　

天
井
南
御
椽
側
同
前
、
長
押
上
、
金
張
付
、
絵
、
岡
山
、
遠
山
、
い
て
う
も
ミ
椿
槙 

蔦
か
つ
ら
根
笹
松
紅
葉
、
あ
を
き
す
ゝ
き
野
菊
若
松
つ
ゝ
じ
つ
け
杉
、
中
彩
色
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西
雨
戸
の
上
乱
間
障
子
の
内
、
洲
濱
、
ふ
ち
黒
塗
、
南
よ
り
一
番
栗
に
り
す
、
二
番

椿
に
ひ
よ
鳥
、
三
番
菊
尾
長
鳥
、
四
番
耳
草
野
菊
尾
長
鳥
、
五
番
芙
蓉
小
鳥
、
六

番
菊
す
ゝ
き
笹
り
ん
と
う
、
鶉
、
七
番
牡
丹
に
と
き
ん
け
い
、
何
れ
も
極
彩
色

同
南
杉
戸　

南

表

竹

に

虎

ひ

や

う       

北
表
野
辺
に
た
ん
ほ
ゝ
ひ
つ
じ

　
　
　

上
雀
板
、
ふ
ち
黒
ぬ
り
、
彫
物
牡
丹
唐
草
、
極
彩
色

同
北
杉
戸　

南
表
野
辺
に
た
ん
ほ
ゝ
す
ミ
れ
ひ
つ
じ

北
表
柳
、
粉
団
花

同
所
北
御
椽
側
通　

東
西
拾
六
間

南
北
壱
間
半　

但
拭
板

天
井
南
御
椽
側
同
前
、
長
押
上
、
金
張
付
、
杉
椿
も
ミ
槙
楓
青
木
つ
け
若
松
桜
遠
山
、

中
彩
色
、
北
雨
戸
の
上
、
乱
間
障
子
、
内
洲
濱
、
ふ
ち
黒
塗
、
彫
物
、
西
よ
り
壱

番
紅
葉
尾
本
鹿
、
二
番
松
紅
葉
鹿
、
三
番
竹
梅
鷺
、
四
番
菊
小
鳥
、
五
番
さ
ゞ
ん
花
、

ひ
よ
鳥
、
六
番
牡
丹
小
鳥
、
七
番
芍
薬
竹
雀
、
八
番
牡
丹
小
鳥
、
九
番
唐
松
牡
丹
雀
、

十
番
唐
桃
小
鳥
、
十
一
番
椿
尾
本
根
笹
雀
、
十
二
番
岩
菊
小
鳥
、
何
れ
も
極
彩
色

同
西
杉
戸　

東
表
手
ま
り
ま
め
鳥
四
十
か
ら

西
表
よ
し
水
に
鳫

　
　
　

上
竹
の
ふ
し
、
た
す
き
、
黒
塗

　

一
御
玄
関　

雨
落
よ
り
雨
落
迄　

東
西
六
間
半

南
北
六
間
　

但
敷
石

　
　
　

格
天
井
黒
塗
、
飾
金
物
、
御
紋
木
地
板
、
長
押
上
、
白
土
、
下
廻
り
、
木
地
は
め
、

踏
段
四
段
、
木
地
、
入
口
二
間
、
唐
戸
弐
枚
、
花
菱
の
す
か
し
、
鉄
金
物
、
鴨
居

の
上
彫
物
、
唐
松
牡
丹
岩
、
極
彩
色
、
ふ
ち
黒
塗
、
飾
金
物
、
両
脇
乱
間
障
子
、

内
洲
濱
、
ふ
ち
黒
塗
、
飾
金
物
、
東
の
方
彫
物
、
若
松
梅
、
西
の
方
、
牡
丹
笹
り

ん
と
う
、
極
彩
色

　

一
御
台
所　

雨
落
よ
り
雨
落
迄　

東

西

拾

弐

間 

南
北
拾
七
間
半

　
　
　
　

内
七
間　

東
西
三
間
半

南
北
五
間
　
　
　

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

長
押
上
、
白
土
、
下
は
め
、
北
東
に
無
双
窓
有

　
　
　

御
門　

弐
間 

 
 
 
 

く
ゝ
り
壱
間　

但
鉄
金
物

　
　

同
土
間
続
差
出
シ　

東
西
五
間

南
北
四
間

　

 
 
 
 

東
に
御
竈
、
大
釜
五
ツ
、
西
に
流
し
連
子
窓
、
北
入
口
有
、
同
西
に
御
賄
御
道
具
入 

小
部
屋
弐
ヶ
所

　
　

同
所
囲
炉
裏
之
間　

東
西
三
間
半

南
北
四
間

　
　
　

囲
炉
裏
廻
り
石　

長
サ
弐
間

横
壱
間

　
　
　

天
井
棹
ふ
ち
木
地
、
長
押
上
、
白
土
、
下
は
め
、
雨
戸
の
上
連
子

　
　

同
所
西
裏
手
南
之
間　

東
西
三
間
半

南
北
四
間

　
　
　

囲
炉
裏
之
間
同
前

　
　

同
北
之
間　

東
西
弐
間
半

南
北
四
間

　
　
　

南
之
間
同
前
、
北
に
棚
二
段
有

同
所
囲
炉
裏
之
間
、
東
御
廊
下　

東
西
三
間

南
北
四
間

　
　
　

天
井
ニ
長
押
上
、
右
同
前
、
東
上
に
連
子

同
西
差
出
御
廊
下　

東
西
三
間

南
北
五
間

　
　
　

右
同
前

右
之
通
御
座
候
、
以
上
、

　
　
　

卯
十
月

205　

寛
永
四
年
八
月
六
日

幕
府
、
二
条
城
の
唐
門
を
金
地
院
崇
伝
に
賜
い
、
南
禅
寺
に
移
さ
せ
る
。

〔
本
光
国
師
日
記
〕

七
月
十
三
日
、
周
防
殿
頼
、
次
飛
脚
ヲ
良
長
老
・
久
右
衛
門
方
へ
状
遣
、
案
有
左
、（
中
略
）

先
書
ニ
そ
と
申
遣
候
唐
門
之
事
ハ
、
大
略
す
み
申
け
ニ
候
、
重
而
可
申
遣
候
、
周
防

殿
事
之
外
御
せ
い
入
候
、
大
工
大
和
も
馳
走
之
事
ニ
候
、
此
御
門
拝
領
ニ
者
か
つ
か

う
以
下
無
残
所
候
、
御
成
之
御
門
ニ
立
可
申
候
、
乍
去
先
さ
た
申
間
敷
候
、

八
月
六
日
、
従
大
炊
殿
尊
書
唐
門
拝
領
之
由
也
、
板
周
防
殿
御
申
可
有
旨
也
、
端
書
御

自
筆
也
、

　
　

尚
以
近
日
ハ
不
得
御
意
、
所
存
之
外
ニ
奉
存
候
、
次
ニ
い
つ
そ
や
之
御
門
被
遣
候
間
、

板
周
防
殿
可
被
申
候
、
以
上
、

　
　
　

右
の
御
捻
、
清
兵
へ
ニ
も
た
せ
、
板
周
防
殿
へ
遣
ス
、

八
月
七
日
、
板
防
州
御
上
ニ
付
而
、
良
長
老
・
久
右
衛
門
へ
一
紙
ニ
書
状
遣
ス
、
今
度

於
二
条
、
御
成
之
唐
門
拝
領
候
、
周
防
殿
次
第
う
け
取
、
南
禅
寺
へ
引
越
候
様
ニ
と
申

遣
ス
、
周
防
殿
へ
捻
相
添
遣
ス
、
せ
い
兵
へ
使
也
、
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同
日
、
板
防
州
よ
り
右
之
返
書
来
、
案
左
ニ
有
之
、

　
　

先
刻
者
尊
墨
忝
致
拝
見
候
、
如
貴
慮
、
明
朝
ハ
御
来
駕
被
成
、
得
御
意
大
慶
奉
存
候
、

然
者
唐
門
御
拝
領
之
義
ニ
付
て
、
良
長
老
・
久
右
衛
門
か
た
へ
被
遣
候
、
御
状
持
せ

被
下
候
、
則
相
届
可
申
候
、
其
時
唐
門
右
両
人
へ
引
渡
可
申
旨
、
相
心
得
申
候
、
則

御
報
可
申
上
処
、
令
他
出
、
延
引
非
本
意
候
、
尚
期
後
音
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　

八
月
七
日　
　
　
　
　
　
　
　

重
宗
―
―
―

　
　
　
　

国
師
様
尊
答　
　
　
　
　
　
　
　

板
倉
周
防
守　

立
文
也

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
宗

十
月
二
日
、
南
禅
寺
よ
り
飛
脚
助
三
郎
下
ル
、
良
長
老
・
久
右
衛
門
・
清
兵
へ
九
月
廿

二
日
之
状
来
ル
、
唐
門
請
取
之
由
也
、

206　

年
月
日
未
詳

二
条
城
行
幸
後
、
城
内
の
建
築
物
が
次
第
に
各
地
へ
移
築
さ
れ
、
縮
小
さ
れ
る
。

〔
中
井
家
文
書
〕 

　
　
　
　
　

二
条
御
城
御
殿
幷
御
家
所
々
え
被
進
候
覚

一
行
幸
御
殿

一
中
宮
御
殿

一
御
次
之
間

一
四
ツ
脚
御
門

一
御
唐
門

　
　

右
之
分
、
寛
永
五
辰
年
院
御
所
御
造
営
之
御
用
ニ
、
仙
洞
御
所
え
御
引
被
進
候
、

一
御
亭

　
　

右
同
断
、
女
院
御
所
え
御
引
被
進
候
其
以
後
、
春
日
局
へ
女
院
様
よ
り 

被

下
、
妙
心
院
麟
祥
院
ニ
有
之
候
也
、

一御
二
之
丸
御
座
之
間
北
ニ
有
之

御
殿

一同

御
台
所

一同

御
風
呂
屋

　
　

右
、
女
三
宮
様
え
被
進
、
岩
倉
ニ
御
建
被
進
候
、

 

一御
二
之
丸
御
遠
侍
之
北

部
屋
々
々

一御
二
之
丸
御
泉
水
之
南

長
局

一同

坊
主
部
屋 

一同

料
理
之
間

一同

御
土
蔵

　
　

右
、
寛
永
十
七
辰
年
九
条
殿
え
被
進
候
、 

一御
本
丸
之
内

御
休
息
之
間

一同

御
数
寄
屋
御
勝
手
共

一同
御
座
之
間
よ
り
御
多
門
迄

御
廊
下

　
　

右
、
承
応
元
辰
年
知
恩
院
御
門
跡
え
被
進
候
、

一御
二
之
丸
ニ
有
之

御
能
舞
台
幷
橋
掛
り

　
　

右
御
舞
台
之
儀
、
い
つ
時
分
た
ゝ
ミ
候
様
ニ
被
仰
付
、
何
方
へ
被
進
候
哉
、
留
書
ニ
相

見
え
不
申
候
、

　
　

絵
図
ニ
記
シ
候
外
ニ
た
ゝ
ミ
候
様
ニ
、
被
仰
付
候
分
、

一御
本
丸
御
堀
際

御
火
縄
蔵

　
　

右
、
元
禄
元
辰
年
た
ゝ
ミ
候
様
ニ
、
内
藤
大
和
守
殿
被
仰
付
候
、

一南
御
土
居
際
ニ
在
之

御
塩
硝
蔵

　
　

右
、
元
禄
五
申
年
御
蔵
屋
敷
え
引
候
様
ニ
、
小
笠
原
佐
渡
守
殿
被
仰
付
候
、
是
は
御
蔵

衆
支
配
証
文
帳
入
候
土
蔵
ニ
成
申
候
、

一御
二
之
丸

御
数
寄
屋
蔵

　
　

右
、
宝
永
五
子
年
た
ゝ
ミ
候
様
ニ
、
松
平
紀
伊
守
殿
被
仰
付
候
、

一同

御
車
屋　

三
ヶ
所

　
　

右
、
宝
永
八
卯
年
三
ヶ
所
共
た
ゝ
ミ
候
様
ニ
、
松
平
紀
伊
守
殿
被
仰
付
候
、
此
外
ニ
右

同
年
新
規
ニ
、
御
土
蔵
壱
ヶ
所
被
仰
付
候
、

207　

寛
永
五
年
ヵ

院
御
所
と
中
宮
様
両
作
事
に
当
た
り
二
条
城
行
幸
時
の
先
例
を
問
合
わ
せ
た
中
井
大
和
守
書

状
。

〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕
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覚

一
小
壁
天
井
御
位
之
御
所
之
こ
と
く
に
可
仕
候
哉
之
事
、

一
行
幸
之
御
殿
引
立
申
候
分
者
前
之
こ
と
く
に
可
仕
候
哉
之
事
、

一
御
殿
之
大
小
御
家
数
御
位
之
御
所
と
無
相
違
様
ニ
可
仕
候
哉
之
事
、

一
中
宮
様
常
々
御
殿
東
之
方
内
之
御
立
具
は
り
付
、
天
井
二
条
行
幸
之
時
之
御
殿
之
内

ニ
而
可
仕
候
哉
之
事
、

一
中
宮
様
御
対
面
所
二
条
行
幸
之
時
之
御
殿
之
内
立
可
申
候
哉
之
事
、

一
院
御
所
舞
台
之
前
之
御
座
敷
、
二
条
行
幸
之
時
之
御
家
之
内
結
構
成
所
を
引
可
申
事
、

然
者
天
井
は
り
付
、
前
の
を
も
ち
ひ
御
住
居
替
り
候
所
者
仕
た
し

（
マ
マ
）

可
申
哉
之
事
、

　
　

院
御
所
・
中
宮
様
両
御
作
事
、
御
位
之
御
所
ニ
御
家
之
大
小
幷
御
作
事
之
様
子
も
無
相

違
様
ニ
可
仕
候
哉
、
絵
天
井
小
壁
之
張
付
な
と
ハ
御
位
之
御
殿
ニ
無
御
座
候
ニ
付
得

御
意
申
候
、
御
座
御
殿
之
御
住
居
御
絵
様
以
下
者
御
好
相
究
候
之
間
窺
申
ニ
不
及
候
、

同
二
条
之
御
家
引
申
分
者
只
今
御
住
居
替
り
候
所
も
前
之
こ
と
く
仕
た

（
マ
マ
）

し
、
御
絵
様

も
其
分
ニ
可
仕
候
哉
、
是
又
得
御
意
申
候
事
に
御
座
候
、
以
上
、

右
之
通
伝　

奏
衆
へ
御
窺
可
被
成
候
、

　
　
　

（
寛
永
五
年
ヵ
） 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
井
大
和
守

　
　

小
堀
遠
江
守
殿

　
　
　
　
　
　
　
　

参

208　

寛
永
七
年
七
月
十
三
日

二
条
城
の
法
度
は
大
坂
城
の
法
度
に
准
じ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
る
。

〔
東
武
実
録
〕

同
十

（
七
月
）

三
日
、
板
倉
周
防
守
重
宗
御
暇
ヲ
賜
リ
帰
洛
ノ
時
仰
出
サ
ル
ヽ
趣
、

　
　
　
　

覚

　

 
 

（
中
略
）

一
二
条
御
城
御
法
度
之
儀
、
大
坂
御
法
度
の
こ
と
く
可
申
付
事
、

　
　
　

寛
永
七
年
七
月
十
三
日

　
　

御
黒
印

右
同
時
、
御
内
々
ノ
御
書
付
、
御
黒
印
ハ
是
ナ
シ
、

　
　
　

（
中
略
）

　
　
　

覚

一
二
条
御
城
諸
道
具
之
儀
、
奉
行
人
可
被
仰
付
候
、
然
者
大
坂
之
御
道
具
相
改
之
、
余

り
候
分
を
取
寄
可
申
候
、
不
足
之
所
者
申
付
可
拵
置
事
、

　
　
　

（
後
略
）

209　

寛
永
八
年
十
二
月
二
十
三
日

二
条
城
へ
の
鉄
炮
等
輸
送
に
際
し
、
下
鳥
羽
車
持
惣
中
に
伝
馬
役
が
賦
課
さ
れ
る
。

〔
大
沢
家
文
書
〕

当
夏
、
大
坂
よ
り
二
条
御
城
え
参
り
候
御
鉄
炮
、
自
其
元
車
ニ
而
相
届
候
由
、
右
御
鉄

炮
大
坂
よ
り
之
舟
も
御
伝
馬
ニ
而
参
候
間
、
其
地
車
力
も
御
伝
馬
役
可
申
付
候
、
何
時

ニ
も
、
公
儀
御
用
ハ
上
下
共
御
伝
馬
ニ
而
参
候
□
、

（
旨
ヵ
）

可
有
之
其
心
得
候
也
、

寛
永
八
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

周
（
板
倉
重
宗
）

防
御
判

　
　
　

未
極
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
鳥
羽
車
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
中

210　

寛
永
十
一
年
七
月
十
一
日

家
光
、
二
条
城
に
入
る
。

〔
細
川
家
記
〕

忠
利
譜

七
月
十
日
家
光
公
御
京
着
可
被
成
趣
、
板
倉
氏
よ
り
被
仰
進
候
ニ
付
御
返
書
、

　
　

御
捻
拝
見
仕
候
、
公
方
様
明
日
二
条
被
成
御
着
候
由
奉
得
其
意
候
、
御
迎
之
儀
、
い
つ

も
の
こ
と
く
山
科
近
所
ま
て
可
罷
出
候
由
、
次
関
東
よ
り
御
供
之
衆
ハ
二
条
御
城
前

に
て
御
目
見
之
段
、
是
又
奉
得
其
意
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　

七
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

細
川
越
中
守

　
　
　
　
　
　
　

板
倉
周
防
守
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
報

右
之
通
候
処
、
御
様
子
か
わ
り
十
一
日
御
着
之
段
、
尚
又
板
倉
氏
よ
り
御
申
越
ニ
付
、
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三
斎
君
に
も
毎
度
〳
〵
委
く
被
仰
上
候
、

〔
寛
永
日
記
〕

七
月
十
一
日
辰
上
刻
膳
所
出
御
、
（
中
略
）

一
今
度
御
先
江
被
差
遣
東
国
之
諸
大
名
、
於
大
手
御
門
之
前
御
目
見
、

一
巳
下
刻
二
条
御
城
着
御
、

一
板
倉
周
防
守
御
饗
応
献
之
、
七
五
三
荒
身
の
御
太
刀
一
腰
御
鑓
進
上
之
、
則
周
防
守
御
前
江

被
召
出
、
御
脇
差
国
次
拝
領
之
、

一
板
倉
新
十
郎
御
目
見
靱
負
進
上
之
、
則
於
御
前
御
帷
子
被
下
之
、

一
其
後
永
井
信
濃
守
・
久
貝
因
幡
守
・
小
堀
遠
江
守
御
前
被
召
出
云
々
、

〔
大
内
日
記
〕

七
月
十
一
日
（
中
略
）
未
下
刻
二
条
ニ
至
テ
御
着
座
、
国
母
様
ヨ
リ
御
着
座
以
前
ニ
、

御
明
衣
御
風
呂
敷
御
手
拭
御
布
之
御
袷
ナ
ト
被
遣
、

〔
紀
年
録
〕

七
月
十
一
日
御
入
洛
、

　
　

御
先
供
奉
之
面
々
於
大
津
雖
奉
待
之
、
奉
書
到
来
有
命
、
御
入
洛
以
前
京
着
、

昵
近
之
公
卿
殿
上
人
、
及
諸
大
名
出
路
次
奉
迎
之
、
従
関
東
御
先
供
奉
之
輩
者
、
於
二

条
城
門
外
御
目
見
、
御
城
廻
諸
箇
所
有
番
所
、
御
譜
代
御
家
人
勤
仕
之
、
又
城
郭
之
西

御
譜
代
、
大
中
名
等
掛
小
屋
、
且
為
御
用
心
云
々
、

211　

寛
永
十
一
年
七
月
十
二
日

勅
使
・
院
使
等
、
二
条
城
で
家
光
に
上
洛
を
賀
す
る
。
十
三
日
、
歳
首
を
賀
す
る
。
十
三
日

以
降
、
公
家
・
門
跡
・
僧
侶
・
諸
職
人
・
商
人
等
、
家
光
に
拝
謁
す
る
。

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

　

十
二
日

一
辰
刻
二
丸
出
御
、
勅
使
・
院
使
に
対
顔
、

　
　

勅
使
三
条
前
内
府

日
野
大
納
言
御
対
顔
、
吉
良
上
野
介
披
露
之
、

　
　

院
使
阿

野

大

納

言

中
御
門
大
納
言
同
断
、

〔
大
内
日
記
〕

七
月
十
二
日
、
二
条
ニ
テ
両
勅
使
衆
院
使
被
参
候
、
勅
使
ニ
テ
国
母
様
御
使
モ
兼
候
、

昵
近
衆
参
候
、
御
進
物
ナ
シ
御
礼
計
、

七
月
十
四
日
、
二
条
ニ
テ
初
而
之
御
公
家
衆
其
外
非
蔵
人
北
面
随
人
判
官
ナ
ト
、
此
前

仕
候
分
御
礼
也
、

〔
細
川
家
記
〕

忠
利
譜

一
十
四
日
諸
大
名
御
菓
子
被
下
、
何
も
登
城
、

〔
寛
永
後
御
上
洛
記
〕

明
れ
は
十
二
日
、
勅
使
三
条
大
納
言
被
参
し
に
、
将
軍
家
御
長
袴
を
め
さ
れ
、
二
ノ
丸

御
殿
に
出
御
あ
り
て
御
対
面
せ
さ
せ
給
ふ
、
（
中
略
）

十
六
日
、
諸
寺
諸
社
の
御
礼
、
御
長
袴
を
召
し
て
出
御
な
ら
せ
給
ふ
、
先
御
内
殿
に
て

浄
土
一
宗
の
御
礼
あ
り
、
御
当
家
尊
崇
の
宗
門
に
よ
り
て
也
、
御
広
間
上
段
に
御
着
座

あ
り
て
、
御
礼
の
次
第
、
天
台
・
真
言
・
法
相
・
華
厳
・
律
宗
・
日
蓮
宗
・
時
宗
・
一

向
宗
、
其
外
諸
社
の
別
当
神
官
等
の
御
礼
終
て
後
、
五
山
十
刹
の
僧
綱
・
大
徳
寺
・
妙

心
寺
・
龍
安
寺
の
長
老
御
礼
、
い
つ
れ
も
僧
侶
の
位
次
に
し
た
か
ひ
、
御
礼
の
座
席
進

物
の
披
露
持
参
の
差
別
如
先
例
也
云
々
、

〔
寛
永
日
記
〕

七
月
十
二
日
、
辰
刻
二
丸
出
御
、

　
　

勅
使
三
条
前
内
府

日
野
大
納
言
御
対
顔
吉
良
上
野
介

披
露
之
、

　

院
使
阿

野

大

納

言

中
御
門
大
納
言
同
断
、

一
諸
大
名
不
残
御
目
見
、

　
　
　

右
何
茂
進
物
太
刀
目
録
被
献
之
、

　
　

（
中
略
）

七
月
十
三
日
辰
刻
二
丸
出
御
御
直
垂
、

　
　

御
太
刀　
　

吉
良
若
狭
守

　
　

御
腰
物　
　

朽
木
民
部
少
輔

　
　
　

御
席
大
広
間

　
　

（
中
略
）

七
月
十
四
日
、
時
々
雨

一
辰
上
刻
二
之
丸
出
御
御
長
袴
、
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一
竹
内
御
門
跡
御
弟
子
八
条
殿
弟
也
、

一
随
心
院
御
弟
子
九
条
前
関
白
之
息
也
、

　

右
両
人
御
礼
、
御
席
大
広
間
御
上
段
太
刀
目
録
吉
良
上
野
介
披
露
之
、

　

（
中
略
）

七
月
十
六
日
、
辰
之
上
刻
二
之
丸
江
出
御
、
寺
社
之
御
礼
御
長
袴
、

一
奥
之
於
御
座
敷
知
恩
院
方
丈
御
礼
着
座
、
門
下
之
衆
於
御
縁
一
列
御
礼
、
酒
井
阿
波

守
披
露
之
、
其
已
後
百
万
遍
浄
花
院
黒
谷
於
御
縁
一
度
御
礼
、

一
御
広
間
出
御
、
毘
沙
門
堂
門
跡
御
礼
大
僧
正
依

所
労
不
参
、
毘
沙
門
堂
着
座
、
山
門
衆
御
礼
、
其
後

天
台
衆
次
第
御
礼
、

一
真
言　

法
相　

華
厳　

律
宗　

法
華　

日
蓮
宗　

時
宗　

一
向　

社
僧　

社
家
祢
宜

　
　

右
之
御
礼
畢
而
、
其
以
後
五
山
一
列
御
礼
、
幷
五
山
之
長
老
西
堂
末
寺
方
御
礼
、

一
大
徳
寺
幷
長
老
衆
御
礼
、

一
妙
心
寺
龍
安
寺
御
礼
、

一
入
御
之
時
小
広
間
南
之
落
縁
ニ
、
呉
服
職
人
幷
碁
将
棋
之
者
共
御
礼
、

〔
道
房
公
記
〕

七
月
十
二
日
、
明
日
諸
家
被
向
二
条
亭
、
堀
川
宰
相
来
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕

七
月
十
三
日
、
今
日
於
二
条
亭
将
軍
被
請
諸
家
御
礼
云
々
、
公
家
衆
祗
候
、
門
跡
方
等

有
御
成
云
々
、

七
月
十
四
日
、
今
日
於
二
条
亭
、
公
家
衆
等
御
礼
有
之
、
称
蔵
人
、
紀
学
出
之
、
紀
学

只
今
自
二
条
退
出
之
由
来
訪
、

212　

寛
永
十
一
年
七
月
十
六
日

後
水
尾
上
皇
、
家
光
に
太
政
大
臣
推
任
の
内
旨
を
再
三
伝
え
る
も
、
家
光
、
固
辞
す
る
。

〔
資
勝
卿
記
抄
〕

七
月
十
六
日
、
相
国
之
事
大
樹
公
へ
被
仰
進
事
、
院
司
中
御
門
大
納
言
、
花
園
中

将
ヽ
ヽ
ヽ
、

十
七
日
辛
丑
、
晴
、
大
樹
公
へ
相
国
之
事
勅
使
三
条
前
内
府
也
、
大
樹
公
相
国
御
推
任
、

今
日
度
々
御
使
ニ
テ
雖
被
仰
入
、
台
徳
院
殿
ニ
ハ
御
年
モ
参
候
―
上　

勅
定
―
難
被
成

違
背
御
請
候
、
今
程
之
義
国
ノ
御
指
置
モ
被
成
候
へ
ハ
、
高
官
ニ
テ
ハ
御
難
義
之
由
、

固
御
辞
退
被
仰
了
、

閏
七
月
三
日
、
大
樹
公
ヨ
リ
今
度
相
国
之
義
被
仰
出
事
、
女
帝
ト
申
御
幼
少
之
所
、
自

仙
洞
ノ
御
計
ト
シ
テ
被
仰
出
事
、
別
而
忝
思
召
ノ
由
、
然
共
今
度
之
義
未
御
年
モ
不
参
故
、

高
官
ノ
義
斟
酌
ニ
思
召
、
御
辞
退
之
事
被
仰
上
候
、

〔
寛
永
日
記
〕

七
月
十
七
日
、
両
伝
奏
衆
出
御
書
院
、
御
対
顔
、

太
政
大
臣
可
有
御
拝
任
之
旨
叡
慮
之
趣
雖
申
上
、
御
固
辞
也
云
々
、

213　

寛
永
十
一
年
七
月
十
八
日

家
光
、
参
内
す
る
。

〔
道
房
公
記
〕

七
月
十
八
日
壬
寅
、
陰
晴
不
定
、
此
日
将
軍
被
参
内
、
余
卯
剋
着
冠
直
衣
参
内
、
大
樹

巳
刻
参
内
冠
、
直
衣
、
指
貫
、
紫
文
鳥
襷
、
於
西
面
四
足
門
之
北
門
下
、
自
輿
被
降
、
権
大
納

言
資
勝
巻
簾
、
自
輿
取
出
太
刀
伝
之
其
人
不

知
名

退
出
、
次
権
中
納
言
雅
庸
進
沓
、
気
色
諸
卿

折
北
被
到
長
橋
局
云
々
、
於
常
御
所
御
対
面
云
々
其
作
法
不
及

見
、
給
献
歟
、
自
御
所
退
出
、
於
小
御
所

被
休
息
、
其
路
摂
家
親
王
皆
以
被
候
、
内
々
結

（
詰
ヵ
）

番
所
余
候

此
所
、
大
樹
被
過
此
前
之
、
次
人
々

有
対
面
、
次
出
御
儀
定
所
、
武
家
昇
殿
之
輩
有
御
対
面
此
間
大
樹
於
小
御
所
被
相
待
之
、
御
対
面

之
人
々
大
樹
依
御
供
也
、

儀
定
所
御
装
束
御
座
二
畳
其
上
敷
茵
之
後
立
屏
風
、
御
座
左
右
木
丁
、

次
第
拝
龍
顔
公
卿
以
上
持
参
之
太
刀
両
頭
取
之
置
御
前
、
殿
上
人
以
下
持
参
御
前
、

公
卿
殿
上
人
卅
余

人
皆
悉
拝
了
退
出
摂
政
被
候
御
前
歟
、
其
作
法
不
見
之
、
次
入
御
常
御
所
、
其
後
大
樹
経
本
路

退
出
、
被
参
院
幷
国
母
云
々
、

〔
資
勝
卿
記
抄
〕

七
月
十
五
日
、
女
帝
ニ
テ
モ
為
天
子
上
者
、
諸
大
名
へ
モ
御
対
面
可
被
下
天
盃
旨
被
仰
出
、

天
盃
御
前
ニ
御
陪
膳
ハ
女
中
ニ
テ
、
大
名
へ
被
下
候
御
酌
ハ
頭
中
将
可
然
御
治
定
候
、

七
月
十
八
日
、
大
樹
公
御
参
内
、
辰
刻
已
前
也
、
御
進
物
銀
子
千
枚
、
綿
子
千
把
、
常

御
所
ノ
南
ノ
縁
ニ
被
並
了
、
御
退
出
之
後
仙
洞
へ
御
参
、
御
進
物
銀
子
五
百
枚
、
綿
子

五
百
把
、
其
後
御
台
所
口
道
ヨ
リ
国
母
へ
御
成
候
、
其
後
還
御
二
条
城
、

〔
大
内
日
記
〕
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七
月
十
八
日
、
御
参
内
、
別
紙
ニ
具
ニ
書
置
候
、
院
様
へ
被
為
成
、
御
祝
御
座
候
内
ニ
、

諸
大
夫
其
外
御
供
之
布
衣
ナ
ト
ノ
衆
、
院
様
之
侍
部
屋
へ
呼
候
テ
、
御
菓
子
御
酒
抔
被

下
候
、
是
ハ
国
母
様
よ
り
、
院
様
ニ
テ
御
祝
過
テ
、
廊
下
ツ
ヽ
キ
国
母
様
御
所
へ
被
為

成
候
テ
、
国
母
様
将
軍
様
御
祝
ア
リ
、
其
御
祝
之
内
ニ
、
院
様
武
家
之
公
家
衆
ニ
御
対

面
、
御
盃
被
下
候
由
、
其
内
ニ
国
母
様
ニ
テ
御
両
人
様
御
祝
ア
リ
、
院
様
御
隙
明
候
テ
、

国
母
様
御
所
へ
被
為
成
、
七
五
三
又
御
引
カ
ヘ
ノ
御
膳
上
ル
、
此
時
ハ
院
様
・
公
方
様
・

国
母
様
御
三
人
様
也
、
別
紙
ニ
書
付
ア
リ
、
最
前
院
様
ニ
テ
諸
大
名
衆
御
礼
ア
ル
内
ニ
、

国
母
様
御
所
ニ
テ
、
尾
張
・
紀
伊
・
水
戸
殿
、
院
様
御
礼
過
ル
、
御
参
被
成
御
対
面
ニ

テ
御
飯
参
候
、
其
外
井
伊
掃
部
頭
・
松
平
下
総
守
・
井
伊
靫
負
・
其
外
御
年
寄
衆
・
小

性
衆
、
誰
ニ
不
寄
御
参
候
テ
、
殿
上
ノ
縁
ニ
テ
食
参
候
、
又
使
者
部
屋
ニ
テ
烏
帽
子
着

ノ
侍
衆
飯
参
候
、
被
参
次
第
膳
出
候
、
公
方
様
面
ノ
御
対
面
所
へ
ハ
不
被
為
成
候
事
、

二
条
へ
御
迎
之
御
使
ニ
美
濃
守
参
候
、
還
御
ニ
豊
前
守
御
使
ニ
参
候
、
大
紋
装
束
ナ
リ
、

（
中
略
）

今
度
御
参
内
、
寛
永
十
一
年
戌
七
月
十
八
日
卯
下
刻
二
条
出
、
辰
中
刻
御
参
内
ア
リ
、

御
轅
ニ
召
、
雑
色
、
白
丁
、
御
装
束
櫃
一
ツ
、
諸
大
夫
随
人
六
人
布
衣
等
御
供
之
次
第

ア
リ
、
御
轅
ノ
脇
ヨ
リ
御
跡
マ
テ
ニ
布
衣
御
供
、
其
次
ニ
烏
帽
子
着
候
衆
数
多
御
供
ア

リ
、
黒
装
束
之
衆
何
モ
騎
ナ
リ
、
二
条
ヨ
リ
御
轅
ニ
召
、
還
御
同
前
也
、
二
条
へ
勅
使
・

昵
近
衆
・
国
母
様
ヨ
リ
大
岡
美
濃
守
御
迎
参
、
御
年
寄
衆
ニ
逢
候
テ
、
則
御
先
へ
帰
候
、

還
御
以
後
其
侭
御
跡
へ
続
キ
候
テ
被
参
、
勅
使
・
院
使
・
昵
近
衆
御
目
見
ア
リ
テ
則
退

出
、
国
母
様御

所
ヨ
リ
天
野
豊
前
守
御
参
内
目
出
度
ト
テ
則
参
、
御
年
寄
衆
ニ
逢
候
テ
罷
帰
候
、

還
御
ハ
申
下
刻
也
、

〔
寛
永
後
御
上
洛
記
〕

既
に
十
八
日
に
成
ぬ
れ
ハ
、
朝
ま
た
き
よ
り
両
伝
奏
御
迎
ひ
に
ま
い
り
、
そ
の
よ
し
を

述
ら
れ
て
、
則
先
た
ゝ
れ
侍
り
ぬ
、
高
倉
中
納
言
参
供
あ
り
て
御
装
束
を
奉
り
、
御
冠

御
直
衣
御
さ
し
ぬ
き
を
め
さ
れ
、
御
檜
扇
を
も
た
せ
給
ふ
と
そ
、
土
御
門
左
衛
門
佐
参

り
て
、
反
閉
の
御
い
わ
い
つ
と
い
つ
と
め
ら
れ
し
よ
り
、
御
長
柄
に
召
さ
れ
ぬ
、
御
簾

の
役
吉
良
少
将
、
御
太
刀
役
井
伊
侍
従
、
御
腰
物
吉
良
侍
従
役
之
云
々
、
御
参
内
之
御

規
式
さ
き
つ
か
た
に
事
定
り
し
か
こ
と
く
、
二
条
の
御
所
よ
り
禁
裏
四
足
の
御
門
ま
て

廿
余
町
か
間
、
警
固
の
勇
士
三
千
余
人
、
御
譜
代
大
名
の
郎
従
役
し
て
、
辻
々
に
幔
幕

を
引
は
へ
、
兵
杖

（
仗
）を

立
な
ら
へ
、
大
路
の
左
右
を
わ
か
ち
参
列
し
て
、
非
常
を
い
ま
し
む
、

其
よ
そ
ほ
ひ
厳
重
な
り
、
（
後
略
）

214　

寛
永
十
一
年
七
月
十
九
日

家
光
、
二
之
丸
へ
出
御
す
る
。
参
内
を
賀
す
る
御
三
家
・
諸
大
名
が
拝
謁
す
る
。

〔
寛
永
日
記
〕

七
月
十
九
日
、
午
刻
、
二
之
丸
江
出
御
、
尾
紀
両
亜
相
水
戸
黄
門
、
幷
国
持
大
名
、
其

外
一
万
石
以
上
之
衆
不
残
以
太
刀
目
録
御
目
見
、
是
昨
日
御
参
内
首
尾
能
相
調
為
御
祝

也
、

　

（
中
略
）

七
月
廿
日
、
午
上
刻
、
二
之
丸
江
出
御
、

一
南
大
僧
正
其
外
出
家
衆
御
礼
、

215　

寛
永
十
一
年
七
月
二
十
日

家
光
、
二
之
丸
に
出
御
す
る
。

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

廿
日

一
午
ノ
上
刻
二
丸
へ
出
御
、
（
中
略
）

一
申
下
刻　

御
城
廻　

出
御
、

216　

寛
永
十
一
年
七
月
二
十
一
日

家
光
、
二
条
城
で
能
楽
を
張
り
、
親
王
・
公
家
・
門
跡
及
び
諸
大
名
を
饗
応
す
る
。

〔
道
房
公
記
〕

七
月
二
十
一
日
、
乙
巳
晴
、
未
明
向
二
条
亭
、
有
猿
舞
事
、

〔
資
勝
卿
記
〕　

七
月
廿
一
日
、
於
二
条
城
御
能
、
諸
公
家
衆
拝
見
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕

七
月
廿
一
日
、
乙
巳
晴
、
於
二
条
亭
有
御
能
云
々
、

〔
紀
州
日
記
〕
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七
月
廿
一
日
、
丑
刻
紀
伊
殿
御
出
仕
、
御
横
目
衆
玄
関
よ
り
案
内
を
す
、
小
広
間
之
勝

手
に
休
ら
ふ
、
日
出
テ
後
御
出
之
前
に
大
広
間
つ
い
た
て
障
子
の
際
迄
御
先
江
行
、
御

出
之
御
目
見
を
仕
、
則
御
縁
頰
ニ
着
座
能
見
物
之
所
也
、

217　

寛
永
十
一
年
七
月
二
十
二
日

家
光
、
二
之
丸
に
出
御
し
、
医
師
・
連
歌
師
等
の
礼
を
受
け
る
。

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

　

廿
二
日

　

一
巳
上
刻
二
之
丸
江
出
御
、
医
師
・
連
歌
師
・
京
大
坂
堺
奈
良
伏
見
町
人
、
進
物
前
置
御

　
　

礼
申
上
畢
、
則
入
御
、

218　

寛
永
十
一
年
七
月
二
十
三
日

家
光
、
京
中
の
民
に
銀
五
千
貫
目
を
下
賜
す
る
。

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕

七
月
廿
三
日
丁
未
、
晴
、
自
大
樹
京
中
有
家
役
町
人
賜
白
銀
、
今
日
群
集
二
条
亭
被
下

之
由
風
聞
、

七
月
晦
日
甲
寅
、
天
晴
、
自
大
樹
京
中
町
人
被
下
御
祝
、
町
数
千
三
百
七
十
、
家

三
万
四
千
九
百
九
十
九
間
、
人
数
二
千
四

（
十
ヵ
）

万
廿
四
人
、
銀
拾
壱
万
五
千
二
百
五
十
三

枚
云
々
、
或
人
語
之
間
所
書
付
也
、

〔
大
内
日
記
〕　

七
月
廿
八
日
、
御
上
洛
ニ
付
京
中
へ
銀
五
千
貫
目
被
下
候
、
家
数
三
万
六
七
千
有
由
、

一
間
ニ
三
拾
五
匁
程
也
、
○
三
拾
ノ
上
百

ノ
字
ヲ
脱
ヵ

〔
細
川
家
記
〕
忠
利
譜

一
京
中
ニ
銀
子
五
千
貫
目
被
下
候
、
家
壱
間
ニ
三
枚
之
上
と
申
候
、
三
国
ニ
無
之
事
と

涙
を
な
か
し
忝
か
り
申
候
、
可
御
心
安
事
、

〔
寛
永
後
御
上
洛
記
〕　

廿
二
日
、
諸
方
の
町
人
諸
職
つ
か
さ
の
輩
御
礼
申
上
訖
、
廿
三
日
に
ハ
洛
中
町
の
お
さ
を

召
れ
て
、
二
丸
御
櫓
の
下
御
し
ら
す
の
上
に
な
ミ
居
た
り
、
執
事
奉
行
の
人
々
出
む
か

へ
る
か
中
に
、
讃
岐
守
・
周
防
守
す
ゝ
み
出
て
申
聞
せ
候
類
ハ
、
御
代
あ
ら
た
ま
り
し

よ
り
は
し
め
て
の
御
入
洛
な
れ
ハ
、
其
御
い
わ
い
と
し
て
銀
子
五
千
貫
目
、
九
重
の
内

家
数
三
万
五
千
四
百
拾
九
軒
の
町
人
に
お
し
な
へ
て
わ
か
ち
下
さ
る
へ
き
仰
の
趣
、
た

か
ら
か
に
よ
は
ハ
り
、
此
旨
を
う
け
て
柳
生
但
馬
守
・
井
上
筑
後
守
以
下
御
目
付
の
人
々

は
せ
め
く
り
、
次
第
〳
〵
に
す
み
〳
〵
ま
て
申
つ
き
て
け
れ
ハ
、
三
千
余
人
の
者
と
も

一
同
に
か
う
へ
を
地
に
つ
け
つ
ゝ
し
み
て
こ
た
ふ
る
ひ
ひ
き
、
声
を
あ
く
る
と
ハ
あ
ら

ね
と
も
、
天
に
と
よ
む
は
か
り
な
り
け
れ
ハ
、
聞
人
き
も
に
め
い
し
、
心
あ
る
も
心
な

き
も
お
ほ
へ
す
な
み
た
そ
う
る
ほ
ひ
け
る
、
（
後
略
）

〔
寛
永
日
記
〕
七
月
廿
三
日

一
今
度
御
代
替
之
御
上
洛
為
御
祝
、
洛
中
之
家
主
銀
子
五
千
貫
目
被
下
之
、
此
銀
拾
壱

万
六
千
弐
百
五
拾
三
枚
也
、
此
旨
午
下
刻
二
条
二
之
丸
白
砂
江
呼
、
町
人
数
千
人
、
土

井
大
炊
頭
・
酒
井
讃
岐
守
・
板
倉
周
防
守
伝
仰
之
旨
畢
、
京
中
家
数
三
万
五
千
四
百

拾
九
軒
云
々
、

〔
寛
政
重
修
諸
家
譜
〕　

小
堀
政
一
遠
江
守
、　
　

寛
永
十
一
年
大
猷
院
殿
御
上
洛
の
と
き
、
洛
中
の
市
人
に
白
銀
五
千
貫
目
を
た
ま
ふ
、

政
一
仰
を
う
け
た
ま
ハ
り
て
、
こ
れ
を
分
賦
す
、
凡
千
四
百
三
十
八
町
、
そ
の
戸
口

三
万
七
千
八
十
余
人
な
り
、
こ
の
年
畿
内
の
訴
詔

（
訟
）を

あ
つ
か
り
き
く
、

219　

寛
永
十
一
年
七
月
二
十
三
日

京
中
町
人
の
代
表
が
二
条
城
へ
集
め
ら
れ
、
家
光
か
ら
銀
子
を
与
え
ら
れ
る
。

〔
田
辺
正
直
氏
所
蔵
文
書
〕　

寛
永
拾
一
年
戌
七
月
廿
三
日
ニ
、
上
様
よ
り
二
条
御
城
へ
京
中
壱
町
よ
り
弐
人
つ
ゝ
被

召
出
、
京
中
へ
銀
子
五
千
貫
目
被
下
候
、
京
中
家
数
合
三
万
七
千
三
百
十
三
家
□
て
、

家
次
ニ
銀
子
百
卅
四
匁
つ
ゝ
ニ
高
ニ
て
五
十
八
匁
□
□
候
、
但
む
ね
数
ニ
て
や
く
□
□

□
□
ま
ひ
無
之
候
、

一
閏
七
月
二
日
ニ
銀
子
請
取
申
候
、
此
町
分
四
十
九
家
銀
高
六
〆
五
百
六
十
六
匁
也
、

但
千
村
平
右
衛
門
後
家
ハ
、
二
間
や
く
一
間
ニ
仕
候
故
、
一
家
引
ケ
申
候
、

　
　

（
中
略
）

　
　
　

甲
戌
ノ
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七
月
十
一
日
ニ

　
　
　

上
様
御
上
洛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

銀
被
下
候
御
奉
行　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
堀
遠
江
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
味
金
右
衛
門
殿

220　

寛
永
十
一
年
七
月
二
十
五
日

家
光
、
二
之
丸
御
広
間
へ
出
御
し
、
西
本
願
寺
門
跡
の
礼
を
受
け
る
。

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

廿
五
日

一
巳
剋
二
丸
御
広
間
江
出
御
、
本
門
跡
御
礼
、

221　

寛
永
十
一
年
七
月
二
十
六
日

家
光
、
二
之
丸
御
広
間
へ
出
御
す
る
。

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

廿
六
日

一
巳
剋
二
之
丸
へ
出
御
大
広
間

222　

寛
永
十
一
年
七
月
二
十
六
日

家
光
、
禁
中
能
楽
の
故
事
を
武
家
伝
奏
日
野
資
勝
に
問
う
。

〔
資
勝
卿
記
抄
〕
七
月

廿
六
日
、
登
城
、
自
大
樹
公
御
問
四
座
之
者
禁
中
仙
洞
ニ
テ
御
能
被
仰
付
候
事
也
、
禁

中
ニ
テ
ハ
秀
吉
公
ノ
時
有
之
、
仙
洞
ニ
テ
ハ
東
照
宮
ノ
御
時
、
新
上
東
門
院
之
御
時
東

照
公
御
参
ニ
テ
、
四
座
之
者
御
能
被
仰
付
候
、
此
御
殿
ハ
正
親
町
院
ノ
古
御
所
也
、
此

時
後
陽
成
院
御
位
之
時
ニ
テ
、
廊
下
ヲ

（
カ
ラ
ヵ
）

被
遊
候
テ
、
出
御
ニ
テ
御
見
物
也
、
其
後

ハ
不
承
候
、

223　

寛
永
十
一
年
七
月
二
十
七
日

家
光
、
御
書
院
に
出
御
し
、
九
条
関
白
と
対
顔
す
る
。

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

廿
七
日

一
巳
之
下
刻
御
書
院
出
御
御
長
袴
、
九
条
前
関
白
参
候
、
御
対
顔
、
（
中
略
）

一
申
之
上
刻
、
院
使
中
御
門
大
納
言
三
条
、
則
御
書
院
出
御
御
長
袴
、
御
対
顔
と
云
々
、

224　

寛
永
十
一
年
七
月
二
十
八
日

家
光
、
二
之
丸
小
広
間
へ
出
御
す
る
。

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

廿
八
日

一
辰
上
刻
二
丸
江
出
御
小
広
間
両
伝
奏
幷
昵
近
之
公
家
衆
御
礼
、

　

（
中
略
）

一
南
大
僧
正
依
召
参
上
、
於
御
書
院　

御
対
顔
也
、

225　

寛
永
十
一
年
七
月
二
十
八
日

幕
府
、
浪
士
の
姓
名
居
所
改
め
を
命
じ
る
。

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕　

七
月
廿
八
日

一
五
畿
内
中
御
料
私
領
不
残
住
所
之
諸
牢
人
改
之
、
注
名
可
差
上
之
旨
被
仰
出
、
於
二

之
丸
宿
老
中
被
申
渡
之
畢
、

226　

寛
永
十
一
年
閏
七
月
一
日

家
光
、
左
大
臣
二
条
康
道
の
男
光
平
を
猶
子
と
す
る
。

〔
寛
永
日
記
〕　

閏
七
月
朔
日
条

一
巳
下
刻
二
之
丸
出
御
、
二
条
殿
若
君
以
太
刀
目
録
御
目
見
、
御
字
光
被
進
之
、
則
光
平
、　

御
前
徘
徊
之
族
着
長
袴
、

227　

寛
永
十
一
年
閏
七
月
一
日

上
皇
、
参
議
勧
修
寺
経
広
を
二
条
城
に
遣
し
、
白
蘭
を
家
光
に
賜
う
。

〔
寛
永
日
記
〕

閏
七
月
朔
日
、
辰
之
刻
於
御
座
之
間
、
尾
紀
両
亜
相
水
戸
黄
門
御
対
顔
、



一　編年史料

107

一
不
移
時
二
之
丸
出
御
、
両
伝
奏
衆
昵
近
之
公
家
衆
御
目
見
、
其
次
諸
大
名
御
礼
、
如

例
月
、

一
従
院
御
所
白
蘭
二
条
亭
江
被
為
進
之
、
院
使
勧
修
寺
宰

（
経
広
）

相
也
、

閏
七
月
九
日
、

一
従
仙
洞
双
六
盤
被
進
之
、

閏
七
月
廿
一
日
、
為
勅
使
烏
丸
大
納
言
参
上
、
於
御
書
院
御
対
顔
御
長
袴
也
、

228　

寛
永
十
一
年
閏
七
月
三
日

家
光
、
勅
使
・
院
使
に
御
書
院
で
対
顔
す
る
。

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

三
日

一
院
領
七
千
石
就
被
成
御
進
献
、
土
井
大
炊
頭
・
板
倉
周
防
守
為
上
使
被
参
之
、
勅
使

幷
院
使
参
候
、
御
書
院
出
御
、
則
御
対
顔
、
是
右
之
院
領
之
義
仍
也
、

229　

寛
永
十
一
年
閏
七
月
四
日

上
皇
、
家
光
を
召
し
て
宴
を
催
す
。
蹴
鞠
が
あ
る
。

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

閏
七
月
三
日
、

一
水
野
日
向
守
・
松
平
紀
伊
守
御
前
へ
被
召
出
、
明
四
日
就
御
院
参
、
二
条
御
殿
之
御

留
守
可
仕
之
旨
被
仰
付
云
々
、

閏
七
月
四
日
、
晴
天
、

辰
上
刻
御
院
参
御
直
垂
、

（
「
供
奉
行
列
」
略
）

 
 

於
施
薬
院
亭
御
装
束
被
召
替

　
　
　

供
奉
人
着
装
束

　
　
　
　
　
　

御
簾
役
人　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
野
大
納
言

　
　
　
　
　
　

御〻
踏〻
沓　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

飛
鳥
井
中
納
言

一
御
院
参
御
長
柄

　
　
　
　
　
　

御
剱　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
伊
靫
負

　
　
　
　
　
　

御
腰
物　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
良
若
狭
守

　
　
　

於
小
御
所
御
対
顔

　
　

院
御
所
上
段
ニ
御
着
座
、
将
軍
家
中
段
御
着
座
、

　
　
　

熨
斗
昆
布
出
、
次
御
一
献
過
而
、

　
　

将
軍
様
国
母
之
御
所
へ
廊
下
通
御
成
、
其
已
後
尾
紀
両
亜
相
・
水
戸
黄
門
江
院
御
所
御

　
　

対
面
、
御
盃
頂
戴
有
之
而
、
右
三
人
表
よ
り
国
母
之
御
所
へ
御
参
也
、
御
内
々
之
御
対

　
　

面
所
ニ
て
御
対
顔
云
々
、

一
上
段
国
母
御
所
御
着
座
、
几
帳
有
之
、

　

上
段
之
内
右
之
方
将
軍
家
御
着
座
、

　

中
段
之
末
座
両
亜
相
・
水
戸
黄
門
着
座
御
一
献
之
御
祝
過
而

三
人
退
出
之
後
、

院
御
所
・
国
母
御
所
・
将

軍
家
常
之
御
膳

上
之
、

尾
紀
両
亜
相
・
水
戸
黄
門
於
御
表
御
振
舞
有
之
、
右
終
而
又
院
御
所
江

如
前
々
還
御
有
之
而
、
広
御
所
之
東
之
於
御
庭
前
御
鞠
有
之
飛
鳥
井

役
之
、

 
 

還
御
之
刻
、
九
条
右
大
将
亭
へ
渡
御
、
御
装
束
被
召
替
之
云
々
、

　

是
ヨ
リ
供
奉
之
輩
着
上
下
也
、

　

辻
固
之
者
着
上
下
祗
候
也
、
烏
帽
子
着
無
之
、

閏
七
月
五
日
、

昨
日
御
院
参
被
遊
為
御
祝
、
今
朝
諸
大
名
登
城
、
酒
井
阿
波
守
・
高
力
摂
津
守
・
松

平
出
雲
守
・
松
平
伊
賀
守
・
水
野
備
後
守
謁
而
退
去
也
、

一
松
平
大
隅
守
花
房
右
馬
助

　
　

松
平
肥
前
守
駒
木
根
長
次
郎

　
　

松
平
陸
奥
守
川
勝
丹
波
守

　
　

右
三
輩
江
御
菓
子
被
下
之
、
為
御
礼
則
刻
登
城
、

〔
大
内
日
記
〕

　

閏
七
月
四
日
、

　

御
院
参
ア
リ
、
別
紙
ニ
書
付
有
、
薬
院
迄
豊
前
守
御
迎
之
御
使
ニ
参
候
、
還
御
之
時
二
条

へ
美
濃
守
参
候
、
還
御
以
後
大
雨
、

　
　

院
参
之
御
道
此
先
ノ
如
ク

院
ノ
御
所
殿
上
ヨ
リ
被
為
上
、
小
御
所
ニ
テ
御
対
面
ニ
テ
、
御
コ
フ
ア
ハ
ニ
テ
御
盃
一

献
参
リ
、
其
後
国
母
ノ
御
方
へ
御
参
、
次
ニ
尾
張
・
紀
伊
大
納
言
殿
、
水
戸
中
納
言
殿
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ナ
ト
ニ
御
対
面
ア
リ
テ
後
、
院
之
御

〻所方

国
母
ノ
御
方
へ
被
為
成
、
院
ノ
御
方
・
国
母
御
方
・

武
家
御
一
所
ニ
テ
御
膳
マ
イ
リ
候
テ
後
、
武
家
御
前
ヲ
退
カ
セ
給
テ
御
休
息
ア
リ
、
次

ニ
国
母
ノ
御
方
内
々
ノ
御
対
面
所
ニ
テ
、
尾
張
・
紀
伊
大
納
言
殿
、
水
戸
中
納
言
殿
御

対
面
有
テ
御
盃
有
、
此
御
座
敷
ニ
武
家
モ
御
着
座
ノ
事
、
其
後
院
御
所
へ
武
家
被
為
成

御
鞠
ア
リ
、
御
鞠
過
テ
還
御
、

右
之
御
定
ニ
候
へ
ト
モ
、
公
方
様
御
成
候
テ
、
公
方
様
御
意
ニ
テ
、
御
膳
ノ
前
ニ
尾
張
・

紀
伊
・
水
戸
殿
、
国
母
様
へ
御
対
面
御
退
出
候
テ
、
表
御
対
面
所
ニ
テ
御
三
人
御
膳
上

り
申
候
、
非
蔵
人
御
給
士
有
、
御
相
伴
ナ
シ
、
御
鞠
ノ
庭
広
御
所
ト
云
也
、
行
幸
之
間

ノ
東
ノ
方
、
此
御
殿
ハ
二
条
へ
寅
ノ
年
行
幸
之
時
之
御
家
引
候
テ
、
院
御
所
へ
被
作
候

御
殿
ナ
リ
、
御
対
面
所
小
御
所
、

閏
七
月
四
日
、
二
条
ヨ
リ
薬
院
へ
御
乗
物
ニ
テ
被
為
成
候
テ
、
薬
院
ヨ
リ
御
轅
、
御
供

之
衆
装
束
也
、
薬
院
カ
ラ
モ
烏
帽
子
着
ノ
辻
固
モ
ナ
シ
、
還
御
ノ
時
ハ
、
御〻
乗〻
九
条
右

大
将
殿
ニ
テ
御
装
束
被
脱
候
テ
還
御
、
其
時
御
乗
物
也
、
御
供
之
衆
肩
衣
袴
也
、
二
条

ヨ
リ
小
路
々
々
之
辻
固
有
、
辰
上
剋
御
院
参
也
、
還
御
未
ノ
上
剋
、
二
条
ヨ
リ
薬
院
迄

ハ
卯
ノ
下
剋
ナ
リ
、
九
条
殿
ヨ
リ
二
条
へ
還
御
ハ
申
上
剋
、
還
御
以
後
半
時
計
過
テ
夕

立
仕
候
、

閏
七
月
五
日
、
御
祝
儀
上
ル
、
大
名
衆
ヨ
リ
御
樽
有
、
是
ハ
昨
日
公
方
様
御
院
参
ニ
付

テ
ナ
リ
、
尾
張
・
紀
伊
ヨ
リ
モ
竹
越
山
城
守
為
御
使
巻
物
ナ
ト
上
ル
、
水
戸
ヨ
リ
御
使

中
山
市
正
綿
ナ
ト
上
ル
、
惣
中
へ
モ
銀
子
ナ
ト
被
下
候
、

右
之
使
者
三
人
ニ
、
両
人
ニ
巻
物
五
巻
充
、
水
戸
御
使
ニ
三
巻
ナ
リ
、
権
大
納
言
御
台 

　

所
御
対
面
所
ニ
テ
、

閏
七
月
六
日
、
今
日
モ
一
両
人
大
名
衆
ヨ
リ
進
上
ア
リ
、
昨
日
之
断
ニ
同
シ
、

〔
資
勝
卿
記
抄
〕　

閏
七
月
四
日
、
晴
、
申
下
刻
大
夕
立
候
也
、
今
日
於
仙
洞
有
御
鞠
、
大
樹
公
御
院
参
、

御
鞠
御
人
数
、
姉
小
路
宰
相
、
飛
鳥
井
中
将
、
冷
泉
中
将
、
広
橋
弁
、
左
京
、
藤
波
右
京
、

池
尻
宮
内
、
難
波
中
将
、
御
鞠
過
テ
還
御
、

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕

閏
七
月
四
日
戊
午
、
晴
、
今
日
於
院
御
所
御
鞠
有
之
、
大
樹
有
御
見
物
云
々
、
大
樹
於

九
条
大
将
殿
亭
被
召
御
装
束
、
（
中
略
）
大
樹
自
院
還
御
之
程
雨
降
、

〔
紀
州
日
記
〕

閏
七
月
四
日
、

東
し
ら
ミ
僧
正
ニ
て
御
装
束
被
成
、
さ
て
年
寄
共
を
差
遣
時
分
を
窺
せ
、
御
門
迄
御
先

江
御
出
有
御
待
被
成
、
御
成
之
時
御
門
之
内
下
御
の
所
ニ
て
御
目
見
有
、
御
跡
ニ
付
御

歩
有
也
、
式
先
日
之
御
院
参
の
こ
と
し
、
日
野
大
納
言
給
、
勧
修
寺
・
土
御
門
納
な
り
、

則
持
而
立
、
御
膳
す
へ
り
、
御
礼
あ
り
、
次
之
間
迄
御
立
、
先
日
の
こ
と
し
、

院
入
御
、
さ
て
国
母
の
御
所
へ
御
成
、
両
三
人
ハ
右
之
座
ニ
御
出
有
、
仙
洞
御
出
有
、
両

三
人
之
御
礼
如
先
日
、
御
盃
ハ
不
出
也
、（
中
略
）
鞠
過
と
摂
政
九
条
殿
御
あ
い
さ
つ
被
成
、

御
礼
あ
り
て
御
退
出
、
御
両
三
人
ハ
御
礼
も
な
く
御
跡
ニ
付
出
給
、
上
輿
有
と
御
両
三

人
ハ
御
跡
ニ
残
間
置
後
出
、
将
軍
家
ハ
九
条
殿
へ
御
座
被
成
、
そ
れ
ゆ
へ
裏
の
御
門
よ

り
御
出
、
尾
張
之
正
意
所
へ
寄
御
装
束
を
ぬ
き
、
未
之
上
刻
三
条
帰
た
ま
ふ
、
国
母
様

御
所
之
御
振
舞
之
内
ニ
次
而
有
間
、
大
炊
・
讃
岐
ニ
今
日
之
御
礼
に
ハ
今
晩
可
罷
出
哉

と
問
給
、
尤
之
由
也
、
其
次
而
ニ
大
坂
江
小
勢
ニ
て
御
供
之
義
尋
た
ま
ふ
、
御
念
入
た

る
と
お
り
ハ
可
被
仰
上
と
の
義
也
、
大
炊
・
讃
岐
大
坂
江
之
時
丹
後
供
可
有
と
御
約
束

有
也
、

同
申
之
刻
、
又
左
衛
門
か
た
よ
り
右
年
寄
衆
へ
御
逢
候
様
ニ
と
讃
岐
殿
差
図
有
由
申
越

ニ
付
、
登
城
有
て
伊
豆
殿
ニ
被
仰
置
御
帰
宅
也
、
伊
豆
殿
ニ
も
御
舟
御
供
有
御
約
束
也
、

230　

寛
永
十
一
年
閏
七
月
六
日

幕
府
、
小
浜
城
主
京
極
忠
高
を
松
江
に
、
川
越
城
主
酒
井
忠
勝
を
小
浜
に
、
佐
倉
城
主
石
川

忠
総
を
膳
所
に
、
膳
所
城
主
菅
沼
定
芳
を
丹
後
亀
山
に
、
亀
山
城
主
松
平
忠
昭
を
豊
後
亀
川

に
移
封
す
る
。

〔
寛
永
日
記
〕

閏
七
月
六
日
、
石
川
主
殿
頭
膳
所
江
本
高
ニ
而
得
替
、

一
菅
沼
織
部
正
丹
波
国
亀
山
江
得
替
、
壱
万
石
之
御
加
恩
、
都
合
四
万
石
也
、

一
松
平
主
税
助
豊
後
之
内
、
此
已
前
石
川
主
殿
頭
上
知
弐
万
石
被
下
之
得
替
也
、

一
京
極
若
狭
守
雲
州
幷
隠
岐
国
拝
領
之
、

一
酒
井
讃
岐
守
若
狭
国
被
下
之
、

閏
七
月
七
日
、
巳
下
刻
南
大
僧
正
参
候
、
於
御
座
之
間
御
目
見
、
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一
申
刻
御
書
院
出
御
、
昨
日
所
替
被
仰
付
面
々
、
石
川
主
殿
頭
・
菅
沼
織
部
正
・
松
平

主
税
助
御
前
へ
被
召
出
、
御
書
出
被
下
之
、

　

（
後
略
）

〔
寛
政
重
修
諸
家
譜
〕

京
極
忠
高
若
狭
守

左
少
将

　
　

寛
永
十
一
年
、
洛
に
の
ほ
ら
せ
た
ま
ふ
の
と
き
、
閏
七
月
六
日
、
京
師
に
お
も
む
き
、

領
知
を
転
し
て
出
雲
隠
岐
両
国
を
た
ま
ひ
、
二
十
六
万
四
千
二
百
石
余
を
領
し
、
松

江
城
に
住
す
、

酒
井
忠
勝
讃
岐
守

　
　

寛
永
十
一
年
六
月
、
洛
に
の
ほ
ら
せ
た
ま
ふ
の
と
き
供
奉
し
、
天
盃
を
た
ま
ひ
、
守

家
の
御
太
刀
を
勅
賜
せ
ら
れ
、
閏
七
月
六
日
、
二
条
城
に
お
ゐ
て
封
地
を
加
へ
ら
れ
、

川
越
を
あ
ら
た
め
て
若
狭
国
一
円
な
ら
ひ
に
越
前
国
敦
賀
郡
を
た
ま
ひ
、
ま
た
上
京

の
折
の
路
次
の
便
り
と
し
て
、
近
江
国
高
嶋
郡
の
う
ち
に
お
ゐ
て
七
千
石
余
を
添
ら

れ
、
す
へ
て
十
一

（
二
ヵ
）

万
三
千
五
百
石
余
を
領
し
、
遠
敷
郡
小
濱
城
に
移

（
ヵ
）住

す
、

石
川
忠
総
主
殿
頭

　
　

十
一

（
寛
永
）

年
大
猷
院
殿
御
上
洛
の
と
き
し
た
か
ひ
た
て
ま
つ
り
、
閏
七
月
六
日
、
か
の

地
に
お
ゐ
て
、
領
知
を
あ
ら
た
め
ら
れ
、
近
江
国
膳
所
に
う
つ
さ
れ
、
（
後
略
）

231　

寛
永
十
一
年
閏
七
月
七
日

家
光
、
御
座
間
に
お
い
て
南
光
坊
天
海
に
会
う
。

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

七
日
曇
、

一
巳
下
刻
南
大
僧
正
参
候
、
於
御
座
間　

御
目
見
、

232　

寛
永
十
一
年
閏
七
月
九
日

琉
球
中
山
王
尚
豊
の
使
者
、
佐
敷
王
子
及
び
王
城
・
金
武
の
二
人
、
家
光
に
謁
し
、
方
物
を

献
じ
る
。

〔
孝
亮
宿
祢
日
次
記
〕

閏
七
月
九
日
癸
亥
、
天
晴
、
島
津
参
摂
政
殿
、
琉
球
人
五
人
召
具
云
々
、

〔
寛
永
日
記
〕

閏
七
月
九
日
、

一
巳
刻
二
之
丸
出
御
、
琉
球
中
山
王
幷
佐
鋪
・
王
城
・
金
武
御
礼
、
（
中
略
）

一
中
山
王
依
所
労
為
名
代
息
佐
鋪
参
候
也
、

〔
寛
永
後
御
上
洛
記
〕

九
日
、

（
閏
七
月
）

琉
球
国
よ
り
の
使
御
礼
あ
り
、
二
丸
出
御
、
御
長
袴
を
め
さ
れ
、
上
段
に

着
座
な
ら
せ
給
ひ
、
国
王
の
子
佐
鋪
御
礼
、
下
段
の
進
物
の
品
々
、
国
の
土
産
皆
御
縁

通
に
置
て
、
父
中
山
王
不
儀
を
し
む
る
に
よ
り
て
名
代
な
り
と
い
へ
り
、
次
に
両
臣
王
城
・

金
武
御
縁
ニ
而
御
礼
、
進
物
等
右
に
同
し
、
酒
井
阿
波
守
披
露
に
て
、
薩
摩
中
納
言
御

縁
に
祗
供
し
て
御
挨
拶
申
上
侍
り
け
る
、

233　

寛
永
十
一
年
閏
七
月
十
日

家
光
、
御
小
広
間
に
お
い
て
二
条
光
平
の
礼
を
受
け
る
。

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

一
巳
之
刻
二
丸
江
出
御
、

一
二
条
光
平
公
御
太
刀
一
腰
ひ

ら

て

ん

馬
代
黄
金
十
両
御
礼
上
壇
御
席
御
小
広

着
座
、

234　

寛
永
十
一
年
閏
七
月
十
三
日

家
光
、
二
之
丸
御
書
院
上
壇
に
出
御
す
る
。

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

一
巳
上
刻
、
二
之
丸
御
書
院
御
上
壇
出
御
、
御
長
袴
、

235　

寛
永
十
一
年
閏
七
月
十
四
日

家
光
、
本
丸
御
書
院
で
大
番
頭
・
書
院
番
頭
に
会
う
。

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

一
午
之
刻
、
御
本
丸
御
書
院
江
出
御
、
大
番
頭
・
書
院
番
頭
御
前
得
被
召
出
、
御
用
等

御
尋
被
成
云
々
、

236　

寛
永
十
一
年
閏
七
月
十
五
日
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家
光
、
御
小
書
院
で
御
三
家
と
会
う
。

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

一
辰
下
刻
御
小
書
院
出
御
、
尾
張
・
紀
伊
両
亜
相
、
水
戸
黄
門
参
候
、

一
二
之
丸
出
御
、
両
伝
奏
衆
幷
昵
近
之
公
家
衆
御
対
顔
、

237　

寛
永
十
一
年
閏
七
月
十
六
日

幕
府
、
二
条
城
に
て
五
万
石
以
上
及
び
城
主
以
上
の
諸
大
名
に
代
替
わ
り
の
領
知
朱
印
状
を

与
え
る
。

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

十
六
日

一
五
万
石
以
上
幷
五
万
石
以
下
ニ
も
城
持
之
面
々
江
知
行
方
御
朱
印
被
下
、
於
二
之
丸

酒
井
阿
波
守
渡
之
、

〔
寛
永
日
記
〕

閏
七
月
十
六
日
、
五
万
石
已
上
幷
五
万
石
已
下
ニ
も
城
持
之
面
々
へ
知
行
方
御
朱
印
被

下
之
、
於
二
丸
酒
井
阿
波
守
渡
之
畢
、

238　

寛
永
十
一
年
閏
七
月
二
十
二
日

家
光
、
諸
大
名
と
、
二
条
城
で
蹴
鞠
を
見
物
す
る
。

〔
資
勝
卿
記
抄
〕

閏
七
月
廿
一
日
、
飛
鳥
井
黄
門
被
召
、
二
条
城
ニ
御
鞠
カ
ヽ
リ
出
来
之
由
也
、

閏
七
月
廿
二
日
、
今
日
四
時
分
、
二
条
御
城
ニ
御
鞠
有
之
由
也
、
飛
鳥
井
中
納
言
・
同
中
将
・

難
波
、
今
度
於
仙
洞
ノ
御
人
数
ト
相
聞
候
也
、

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

一
鞠
御
興
行
枝
鞠
、
上
鞠
飛
鳥
井
中
将
、

〔
寛
永
日
記
〕

閏
七
月
廿
一
日
、

一
明
日
鞠
興
行
、
因
茲
諸
大
名
へ
可
致
見
物
之
旨
被
仰
出
、
其
趣
従
大
炊
・
讃
岐
申
触
畢
、

閏
七
月
廿
二
日
、
鞠
興
行
、
枝
鞠
、
上
鞠
飛
鳥
井
中
将
、

一
飛
鳥
井
中
将
・
難
波
中
将
・
冷
泉
中
将
・
広
橋
弁
北
面
・
山
本
左
京
同
・
藤
井
右
京
同
、

此
外
地
下
之
輩
四
五
人
蹴
鞠
也
、

〔
紀
州
日
記
〕

閏
七
月
廿
一
日
―
―
御
上
使
有
、
蒔
田
玄
蕃
来
、
御
口
上
ニ
明
日
鞠
御
覧
被
成
候
間
、

御
出
仕
有
御
見
物
可
有
と
の
儀
也
、
日
暮
候
へ
ハ
御
礼
ニ
人
も
御
上
ケ
候
儀
御
無
用
之

由
也
、
明
日
昼
時
分
と
な
り
、

閏
七
月
廿
二
日
、
御
左
右
有
而
御
登
城
被
成
、
御
長
袴
と
の
儀
に
て
召
替
、
ま
り
の
ゑ

ん
か
ハ
ニ
双
居
御
出
を
待
被
成
、
飛
鳥
井
御
目
見
過
而
ゑ
ん
か
わ
へ
御
出
有
、
何
も
御

目
見
有
、
さ
て
鞠
初
而
、

239　

寛
永
十
一
年
閏
七
月
二
十
三
日

家
光
、
摂
政
一
条
兼
遐
を
二
条
城
に
招
き
、
朝
政
や
公
家
法
度
の
こ
と
を
諮
る
。

〔
寛
永
後
御
上
洛
記
〕

廿
三
日
、
摂

（
一
条
兼
遐
）

政
殿
二
条
之
御
所
へ
ま
ね
か
せ
給
ひ
、
禁
裏
仙
洞
の
御
政
、
公
家
衆
中
の

諸
法
度
、
故
大
相
国
の
御
時
旧
記
を
た
ゝ
し
新
式
を
ゑ
ら
ひ
定
を
か
る
ゝ
処
、
今
更
は

か
ら
せ
給
ふ
へ
き
に
あ
ら
さ
れ
ハ
、
い
よ
〳
〵
お
こ
た
り
な
き
に
ハ
し
か
し
、
お
ほ
す

へ
き
む
ね
ま
し
ま
さ
は
、
聞
へ
さ
せ
給
ふ
へ
き
な
と
、
し
つ
け
く
御
対
談
有
し
に
、
其

趣
ゆ
た
ね
く
仙
洞
に
執
奏
あ
る
へ
し
と
、
う
け
ひ
き
て
か
へ
ら
せ
給
ふ
と
な
ん
、

〔
大
猷
院
実
紀
〕

閏
七
月
廿
三
日
、
一
条
摂
政
昭
良
公
ま
い
ら
れ
し
か
ハ
御
対
面
あ
り
、
御
密
談
や
ゝ
久
し
、

こ
ハ
摂
政
辞
せ
ら
れ
ん
事
を
再
三
こ
ハ
る
ゝ
と
い
へ
と
も
、
今
し
は
ら
御
抑
留
の
御
旨

と
も
聞
え
し
、

240　

寛
永
十
一
年
閏
七
月
二
十
五
日

家
光
、
大
坂
に
行
く
。

〔
大
内
日
記
〕

閏
七
月
廿
五
日
、
日
出
ニ
大
坂
へ
公
方
様
被
為
成
候
、
二
条
へ
豊
前
守
御
使
ニ
参
候
、

今
日
福
田
藤
左
衛
門
大
坂
ニ
被
為
付
置
候
ト
テ
罷
下
候
、
御
逗
留
中
也
、
大
岡
美
濃
守

御
使
ニ
御
菓
子
モ
タ
セ
被
参
候
、
是
ハ
明
日
御
進
物
大
坂
ニ
テ
上
申
候
筈
ニ
テ
、
今
晩

罷
下
り
候
、
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〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

一
辰
之
刻
二
条
出
御
、
大
坂
江
御
成
、

〔
寛
永
日
記
〕

閏
七
月
廿
五
日
、
辰
之
刻
二
条
出
御
、
大
坂
へ
御
成
、
於
淀
永
井
信
濃
守
御
饗
応
献
之
、

241　

寛
永
十
一
年
閏
七
月
二
十
八
日

家
光
、
大
坂
よ
り
京
都
に
帰
る
。

〔
大
内
日
記
〕

閏
七
月
廿
八
日
、
大
坂
ヨ
リ
公
方
様
還
御
、
当
御
所
へ
八
朔
之
御
祝
儀
方
々
ヨ
リ
上
ル
、

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

一
大
坂
辰
上
刻
出
御
、
ひ
ら
か
た
ニ
而
永
井
信
濃
守
御
饗
応
献
之
、
申
上
刻
二
条
着
御
、

〔
寛
永
日
記
〕

閏
七
月
廿
八
日
、
辰
上
刻
大
坂
出
御
、
ひ
ら
か
た
に
て
永
井
信
濃
守
御
饗
応
献
之
、
申

上
刻
二
条
着
御
、

一
今
朝
阿
部
備
中
守
光
忠
御
腰
物
被
下
之
、

〔
紀
年
録
〕

閏
七
月
廿
八
日
、
自
大
坂
還
御
、
従
橋
本
御
舩
乗
御
、
経
長
岡
勝
龍
寺
御
入
洛
、
申
刻

二
条
城
入
御
、

242　

寛
永
十
一
年
閏
七
月
二
十
九
日

家
光
、
奏
し
て
、
松
平
信
綱
・
阿
部
忠
秋
・
堀
田
正
盛
を
従
四
位
下
に
叙
す
。
ま
た
、
北
陸
・

山
陽
の
諸
大
名
に
就
封
の
暇
を
下
す
。

〔
寛
永
日
記
〕

閏
七
月
廿
九
日
、
一
条
殿
御
参
、
於
御
本
丸
御
対
顔
也
、

一
松
平
伊
豆
守
・
阿
部
豊
後
守
・
堀
田
加
賀
守
、
右
之
三
輩
四
品
被
仰
付
之
、

〔
寛
永
後
御
上
洛
記
〕

廿
九
日
、
加
賀
中
納
言
を
初
と
し
て
、
北
陸
山
陽
の
大
名
残
り
と
ゝ
ま
る
在
京
の
大
小

名
御
暇
を
下
さ
れ
、
御
た
ま
物
数
々
先
の
こ
と
し
と
言
也
、
さ
て
し
も
摂
政
殿
御
参
あ

り
て
、
近
習
仰
事
の
御
い
ら
へ
な
と
き
こ
へ
給
ふ
と
そ
、
け
ふ
奏
し
給
ひ
て
、
松
平
伊

豆
守
・
阿
部
豊
後
守
・
堀
田
加
賀
守
、
四
品
に
叙
せ
ら
れ
、
顕
職
の
執
権
に
め
し
加
ハ

れ
る
か
故
な
り
、
安
田
石
見
守
・
長
田
淡
路
守
・
宮
崎
備
前
守
、
諸
太
夫
ニ
な
し
給
ふ
、（
後

略
）

243　

寛
永
十
一
年
八
月
一
日

家
光
、
御
暇
乞
い
の
た
め
参
内
・
院
参
す
る
。

〔
大
内
日
記
〕

八
月
朔
日
、
公
方
様
御
衣
冠
ニ
テ
御
参
内
、
御
供
之
衆
薬
院
ヨ
リ
御
轅
ニ
召
、
御
供
之
衆

装
束
也
、
薬
院
ヨ
リ
コ
ナ
タ
ノ
道
筋
計
、
烏
帽
子
着
辻
固
也
、
二
条
ヨ
リ
日
ノ
出
ニ
出

御
、
還
御
申
上
剋
也
、
還
御
以
後
雨
降
申
候
、
御
参
内
前
ノ
如
ク
、
御
太
刀
持
井
伊
靫
負
、

御
腰
物
吉
良
若
狭
守
、
御
簾
ノ
役
日
野
大
納
言
、
御
沓
飛
鳥
井
中
納
言
也
、
禁
中
ヨ
リ

仙
洞
へ
御
成
、
南
御
門
ノ
内
ニ
テ
御
轅
ヨ
リ
下
リ
サ
セ
ラ
レ
候
、
仙
洞
御
祝
先
ノ
御
参

内
ニ
同
シ
、
御
祝
御
コ
フ
ア
ハ
ニ
テ
三
献
有
、
今
日
尾
張
・
紀
伊
・
水
戸
殿
モ
御
供
ナ

リ
、
諸
大
名
モ
御
殿
ニ
テ
被
下
候
外
ハ
御
供
也
、
院
様
ノ
御
祝
過
テ
、
国
母
様
御
所
へ

奥
通
被
為
成
候
、
御
祝
先
度
御
参
内
之
時
ノ
如
シ
、
先
三
献
過
テ
、
其
以
後
間
御
座
候

テ
、
御
フ
ク
サ
御
膳
上
り
申
候
、
何
モ
先
度
御
参
内
之
時
ノ
如
シ
、
併
七
五
三
計
略
有
之
、

右
過
テ
還
御
、
本
ノ
道
ヨ
リ
薬
院
へ
被
為
成
、
御
装
束
被
為
脱
候
テ
二
条
へ
還
御
候
テ
、

二
条
ニ
テ
八
朔
ノ
御
礼
諸
大
名
衆
被
為
受
候
、
二
条
へ
伝
奏
昵
近
衆
被
参
候
、
朝
御
迎

ニ
昵
近
衆
伝
奏
衆
薬
院
迄
被
参
候
、
今
日
当
御
所
至
晩
公
家
方
ヨ
リ
八
朔
之
御
祝
儀
少

将
上
リ
申
候
、

八
月
二
日
、
八
朔
ノ
御
祝
儀
少
々
上
リ
申
候
、
昨
日
御
参
内
ニ
付
如
斯
候
、

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

一
御
暇
乞
之
御
参
内
、
御
院
参
、
卯
下
刻
二
条
出
御
、
於
施
薬
院
御
膳
上
、
御
装
束
被　
　
　

        

 
 

遊
御
直
垂
、
申
上
刻
還
御
、

一
申
刻
二
之
丸
出
御
御
長
袴
、
三
千
石
以
上
、
太
刀
目
録
を
以
八
朔
之
御
礼
如
例
年
也
、

〔
寛
永
日
記
〕

八
月
朔
日
、
御
暇
乞
之
御
参
内
、
御
院
参
、
卯
下
刻
二
条
出
御
、
於
施
薬
院
御
膳
上
、

御
装
束
被
遊
御
直
垂
、
申
上
刻
還
御
、
（
中
略
）

一
申
刻
二
之
丸
出
御
御
長
袴
、
三
千
石
已
上
、
御
太
刀
目
録
八
朔
之
御
礼
如
例
年
之
也
、
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244　

寛
永
十
一
年
八
月
二
日

上
皇
、
院
使
を
二
条
城
に
遣
し
、
家
光
に
屏
風
を
贈
る
。

〔
寛
永
日
記
〕

八
月
二
日
、
摂
政
殿
御
参
於
御
本
丸
御
対
顔
云
々
、

一
両
伝
奏
参
向
、

一
院
使
阿

野

大

納

言

中
御
門
大
納
言
参
向
、
即
対
顔
、
自
院
御
所
御
屏
風
被
遣
之
、

245　

寛
永
十
一
年
八
月
三
日

家
光
、
一
条
昭
良
と
対
顔
す
る
。

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

一
一
条
殿
御
参
、
於
御
書
院
、
御
対
顔
、

246　

寛
永
十
一
年
八
月
五
日

家
光
、
二
条
城
を
発
し
、
江
戸
に
向
か
う
。

〔
大
内
日
記
〕

八
月
五
日
、
公
方
様
御
下
向
膳
所
御
留
也
、
辰
剋
出
御
、
二
条
へ
昨
日
御
用
之
儀
相
調

候
御
礼
ニ
美
濃
守
御
使
、
酒
井
讃
岐
守
出
御
之
時
奥
御
書
院
之
縁
ニ
テ
披
露
、
六
人
衆

半
右
衛
門
左
近
ナ
ト
ヌ
レ
縁
ニ
テ
御
目
見
仕
候
、
豊
前
守
罷
出
美
濃
守
両
人
御
前
へ
召

御
用
之
儀
被
仰
付
候
、
（
後
略
）

〔
寛
永
後
御
上
洛
記
〕

五
日
辰
刻
、
京
都
を
出
御
な
ら
せ
給
ふ
、

247　

年
月
日
未
詳

福
井
作
左
衛
門
が
二
条
城
破
損
方
棟
梁
を
勤
め
る
。

〔
安
田
家
文
書
〕 

一
寛
永
十
一
戌
年
、
福
井
作
左
衛
門
儀
、
二
条
御
城
御
破
損
方
棟
梁
ニ
被
仰
付
、
其
上
、

京
升
売
候
様
被
仰
付
、

一
享
保
七
寅
年
迄
、
二
条
御
城
御
破
損
方
棟
梁
福
井
作
左
衛
門
相
勤
罷
在
候
処
、
向
後

は
年
々
棟
梁
交
代
仕
候
様
被
仰
付
、
依
之
両
人
宛
毎
年
四
月
交
代
ニ
而
相
勤
、
諸
職

人
衆
御
門
出
入
之
儀
は
、
棟
梁
之
印
札
を
以
出
入
仕
、
棟
梁
儀
は
御
張
紙
を
以
出
入

仕
候
、

248　

寛
永
十
二
年
五
月
二
十
三
日

幕
府
大
番
の
百
名
で
二
条
城
を
守
り
、
在
番
交
替
期
を
一
年
と
定
め
る
。

〔
寛
永
日
記
〕

五
月
廿
三
日
、

　
　
　
　
　
　

二
条
為
御
番
替
御
暇

　
　

御
帷
子
御
袷
御
道
服
、　
　

保
科
弾
正

　

黄
金
五
枚
ツ
ヽ
、　
　
　
　

安
倍
摂
津
守

大
炊
・
讃
岐
挨
拶
、
摂
津
守
役
之
、

五
月
廿
四
日
、
大
番
百
人
銀
十
枚
ツ
ヽ
内
八
人
組
頭
ニ
ハ

御
帷
子
二
ツ
添
、
右
二
条
為
御
番
被
遣
ニ
付
被
下

之
、
番
頭
両
人
昨
日
被
下
之
、

〔
大
内
日
記
〕

六
月
廿
二
日
、
二
条
御
番
替
ニ
被
上
候
番
頭
保
科
弾
正
忠
・
安
倍
摂
津
守
御
礼
ニ
被
参
、

権
大
納
言
対
面
、
御
台
所
御
対
面
所
ニ
テ
御
逢
候
、
吸
物
酒
肴
出
ル
、
進
上
モ
ア
リ
、

249　

寛
永
十
七
年
三
月
七
日

幕
府
、
二
条
城
・
大
坂
城
の
在
番
衆
に
条
令
を
下
す
。

〔
御
制
法
〕
五

　
　
　

二
条
大
坂
在
番
之
輩
江
之
御
条
目
、
幷
下
知
状

　
　
　
　

条
々

一
万
事
法
度
之
旨
堅
相
守
之
、
番
頭
組
頭
申
渡
儀
聊
以
不
可
違
背
事
、

一
喧
嘩
口
論
制
禁
之
訖
、
若
有
之
刻
者
、
其
所
に
有
合
輩
、
可
相
計
之
、
事
に
も
成
間

敷
儀
を
見
な
か
ら
、
不
可
令
致
悪
事
事
、

　
　
　

付
令
荷
担
族
者
、
其
咎
可
重
於
本
人
事
、

一
自
然
如
何
様
之
儀
雖
有
之
、
不
可
出
城
中
事
、

右
可
相
守
此
旨
者
也
、

　
　

寛
永
十
七
年
三
月
七
日
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御
黒
印

　
　
　

条
々

一
御
番
衆
之
外
、
人
つ
き
あ
ひ
停
止
之
事
、

一
御
番
所
に
、
武
具
幷
得
道
具
可
置
之
事
、

一
御
番
衆
之
内
、
振
舞
一
切
禁
止
之
、
雖
然
於
御
番
頭
之
所
振
舞
之
節
者
、
二
汁
三
菜
、

此
外
ハ
肴
吸
物
以
下
も
可
為
無
用
、
酒
三
返
、
大
盃
停
止
事
、

右
可
被
相
守
此
旨
者
也
、
仍
執
達
如
件
、

　

寛
永
十
七
年
三
月
七
日　
　

対
馬
守
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

豊
後
守
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
豆
守
在
判

250　

年
未
詳
（
寛
永
年
間
ヵ
）
三
月
十
一
日

二
条
城
へ
の
鉄
炮
の
丸
薬
等
輸
送
を
、
下
鳥
羽
車
持
年
寄
中
に
指
示
す
る
。

〔
大
沢
家
文
書
〕
三
月
十
一
日

大
坂
よ
り
御
鉄
炮
之
薬
・
な
ま
り
、
二
条
城
え
参
候
間
、
車
ニ
而
相
届
可
申
者
也
、

　
　
　
　

卯
三
月
十
一
日　
　
　

周
防
御
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
鳥
羽
車
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄
中

251　

正
保
元
年
二
月
二
十
日

幕
府
、
大
番
頭
本
多
正
貫
・
中
根
正
成
を
二
条
城
番
と
す
る
。

〔
正
保
録
〕

今
度
二
条
為
御
番
替
被
遣
之
、
大
御
番
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
多
豊
前
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
根
大
隅
守

右
御
前
へ
被
召
出
、

252　

承
応
二
年
四
月
十
一
日

二
条
城
中
で
火
災
が
あ
る
。

〔
天
享
吾
妻
鑑
〕

四
月
十
一
日
、
二
条
御
城
御
厩
曲
輪
松
平
外
記
組
下
ヨ
リ
出
火
、
神
保
長
三
郎
・
佐
橋

源
兵
衛
・
同
七
右
衛
門
・
森
川
六
左
衛
門
・
山
木
与
兵
衛
・
土
屋
四
郎
左
衛
門
・
小
笠

原
伝
三
郎
・
小
林
太
郎
助
・
美
濃
部
権
之
助
・
筒
井
甚
十
郎
・
壬
野
三
郎
右
衛
門
等
ノ

小
屋
十
一
軒
焼
失
、
是
板
倉
周
防
守
方
ヨ
リ
注
進
ノ
由
也
、

〔
正
慶
承
明
記
〕

四
月
十
一
日
、
従
京
都
脚
力
到
来
シ
テ
、
京
都
二
条
城
御
番
所
御
馬
曲
輪
、
松
平
外
記

組
ノ
内
ヨ
リ
出
火
、
小
屋
十
一
軒
炎
上
之
由
、
板
倉
周
防
守
ヨ
リ
注
進
有
之
、

253　

明
暦
二
年
四
月
一
日

幕
府
、
二
条
城
の
番
士
に
令
条
を
定
め
る
。

〔
憲
教
類
典
〕

　
　
　
　

定

一
二
条
在
番
中
、
被
仰
出
御
条
目
之
旨
、
可
被
相
守
事
、

一
二
条
御
番
中
、
火
之
元
用
心
堅
被
申
付
、
夜
廻
リ
之
儀
ハ
不
及
申
、
昼
之
内
モ
入
念

火
之
元
無
油
断
様
ニ
、
可
被
申
付
事
、

一
二
条
御
番
ニ
被
召
連
候
者
共
、
於
当
地
悉
被
致
詮
議
可
罷
登
候
、
少
成
ト
モ
カ
フ
キ

候
様
ニ
相
見
候
者
、
壱
人
モ
召
連
ラ
レ
間
敷
候
、
自
然
用
不
被
申
仁
於
有
之
ハ
、
罷

下
り
言
上
可
仕
事
、

一
道
中
駄
賃
次
所
ニ
テ
、
カ
サ
ツ
不
行
儀
不
仕
候
様
、
下
々
へ
堅
ク
可
被
申
付
事
、

　
　
　

附
、
舟
渡
之
時
分
、
弥
入
念
可
被
申
付
之
、
駄
賃
銭
之
儀
ハ
、
如
御
定
法
、
無
相
違

相
済
、
手
形
ヲ
取
、
可
被
罷
在
事
、

一
御
番
衆
、
道
中
モ
用
之
儀
ナ
ク
シ
テ
、
寄
合
振
舞
、
堅
可
被
致
停
止
、
若
用
所
有
之

寄
合
被
申
候
ハ
ヽ
、
茶
計
出
之
、
菓
子
酒
等
モ
可
及
無
用
事
、

一
二
条
へ
被
登
候
以
後
ハ
、
御
番
所
之
外
ニ
ハ
不
被
罷
出
、
衣
類
上
下
古
キ
ヲ
用
、
万

事
倹
約
ヲ
専
ト
シ
、
各
身
上
罷
成
候
様
ニ
、
可
被
致
肝
要
事
、

　
　
　

附
、
若
党
中
間
、
刀
脇
差
モ
、
目
ニ
懸
り
候
大
成
物
、
サ
ヽ
セ
被
申
間
敷
事
、

一
道
中
下
々
ニ
至
迄
、
銭
湯
風
呂
ニ
入
不
申
候
様
、
堅
可
被
申
付
事
、
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一
路
次
中
之
城
主
、
知
人
ニ
候
共
、
城
中
へ
立
寄
候
儀
、
可
被
致
無
用
、
親
子
兄
弟
祖

父
祖
母
伯
父
叔
母
甥
姪
舅
聟
従
弟
ハ
、
依
断
立
寄
可
被
申
事
、

一
京
大
宮
通
へ
、
御
番
衆
参
着
逗
留
中
、
宿
ニ
渡
候
町
之
外
、
一
円
出
被
申
間
敷
候
、

但
用
所
被
申
付
候
下
下
之
儀
ハ
、
吟
味
之
上
出
シ
可
被
申
事
、

一
大
宮
通
之
宿
、
重
テ
登
リ
被
申
候
衆
、
同
宿
へ
宿
割
被
致
間
敷
候
事
、

一
大
宮
通
逗
留
之
内
、
台
所
ム
キ
入
用
之
外
、
買
物
被
致
間
敷
事
、

一
飯
タ
キ
女
置
被
申
仁
ハ
、
大
宮
通
逗
留
中
、
呼
寄
見
候
テ
、
約
束
被
申
間
敷
候
、
御

城
中
へ
入
候
テ
以
後
、
抱
可
被
申
事
、

　
　
　

附
、
女
売
物
持
参
候
共
、
間
口
ヘ
モ
寄
セ
被
申
間
敷
事
、

一
此
度
二
条
ニ
テ
、
御
番
衆
中
用
所
ナ
ク
シ
テ
、
寄
合
振
廻
、
曽
テ
被
致
間
敷
候
、
用

之
儀
候
テ
、
壱
人
弐
人
寄
合
被
申
候
共
、
振
廻
酒
之
儀
不
申
及
、
菓
子
ニ
テ
モ
出
シ

被
申
間
敷
候
、
但
茶
計
不
苦
事
、

一
二
条
在
番
中
、
諸
事
不
入
買
物
不
可
被
致
、
但
武
具
之
儀
ハ
格
別
ニ
候
、
是
モ
所
持

之
衆
、
珍
重
ニ
拵
被
申
儀
ハ
可
為
無
用
、
此
外
求
候
ハ
ン
テ
不
叶
物
ハ
、
組
頭
衆
へ

相
談
之
上
、
調
可
被
申
事
、

　
　
　

附
、
召
仕
之
者
刀
脇
差
拵
候
ハ
ヽ
、
見
被
申
候
上
、
見
苦
敷
段
無
紛
候
ハ
ヽ
、
被
致

差
図
拵
サ
セ
可
被
申
事
、

一
登
御
番
衆
、
二
条
御
城
内
へ
、
親
類
縁
者
有
之
テ
、
入
被
申
度
ト
有
之
衆
ハ
、
組
頭

衆
ヲ
以
、
番
頭
へ
断
可
被
申
候
、
様
子
承
届
入
可
申
事
、

一
二
条
御
番
ニ
罷
登
候
節
、
大
坂
ニ
、
親
子
兄
弟
舅
聟
有
之
候
共
、
大
坂
へ
寄
被
申
間

敷
候
、
但
親
子
兄
弟
舅
聟
之
内
、
急
病
等
ニ
於
有
之
ハ
、
病
人
方
之
御
番
頭
断
状
次
第
、

大
坂
へ
越
可
申
候
、
大
坂
御
番
ニ
罷
上
り
候
節
ハ
、
二
条
諸
役
人
之
内
ニ
、
親
子
兄

弟
有
之
衆
、
両
御
番
頭
ヨ
リ
断
ニ
候
ハ
、
寄
可
申
事
、

一
二
条
御
番
ニ
罷
登
候
節
、
道
中
ニ
、
親
子
兄
弟
祖
父
祖
母
甥
姪
舅
聟
兼
約
之
、
半
日

路
程
有
之
所
へ
ハ
、
断
ニ
ヨ
リ
、
上
下
之
内
、
一
度
寄
セ
可
申
候
、
一
日
路
程
有
之

所
ヘ
ハ
寄
申
間
敷
事
、

一
二
条
風
呂
屋
敷
へ
、
市
日
ニ
、
片
輪
ニ
テ
、
一
月
ニ
三
齋
、
両
輪
ニ
テ
、
六
齋
出
シ

可
申
事
、

　
　
　

但
風
呂
屋
敷
へ
、
市
日
ニ
女
之
分
、
タ
ト
ヒ
老
女
ニ
テ
モ
、
一
人
モ
入
申
間
敷
事
、

一
二
条
へ
、
四
月
登
之
御
番
衆
、
俄
煩
付
、
残
候
日
数
、
五
月
晦
日
切
、
六
月
朔
日
ヨ
リ
ハ
、

代
人
申
渡
登
セ
可
申
事
、

　
　
　

明
暦
二
年
四
月
朔
日　
　

両
御
番
頭

254　

万
治
三
年
七
月
六
日

京
都
大
風
の
た
め
、
二
条
城
が
損
壊
す
る
。

〔
厳
有
院
実
紀
〕

七
月
十
五
日
、
こ
の
六
日
、
京
大
風
雨
、
二
条
城
所
々
破
損
し
、
宇
治
・
木
津
・
淀
川
洪
水
、

淀
大
橋
破
壊
せ
し
む
ね
注
進
あ
り
、

255　

万
治
三
年
九
月
八
日

幕
府
、
二
条
城
の
石
垣
を
修
繕
す
る
た
め
、
膳
所
城
主
本
多
俊
次
に
役
を
命
じ
る
。

〔
万
天
日
録
〕

九
月
八
日
、
二
条
御
城
石
垣
築
ノ
儀
、
本

（

膳

所

城

主

）

多
下
総
守
俊
次
被
仰
付
之
、

256　

寛
文
二
年
五
月
二
十
八
日

幕
府
、
二
条
城
の
修
理
に
あ
た
り
、
大
垣
城
主
戸
田
氏
信
に
役
を
命
じ
る
。

〔
殿
中
日
記
〕

五
月
廿
八
日
、
戸
田
采
女
正
事
二
条
御
城
中
破
損
ニ
付
而
修
復
手
伝
被
仰
付
之
、

六
月
朔
日
、
御
黒
書
院
御
席
座
戸
田
采
女
正
被
召
出
之
、
御
暇
被
下
、
時
服
廿
御
馬
壱

疋
拝
領
之
、
是
頃
日
雖
為
参
府
、
二
条
御
城
中
修
復
手
伝
被
仰
付
、
仍
御
暇
被
下
之
、

〔
戸
田
大
垣
家
譜
〕

氏
信
、
寛
文
二
年
壬
寅
五
月
地
震
ス
、
京
都
二
条
ノ
御
城
大
破
ナ
ル
ニ
ヨ
リ
、
家
綱
公

ヨ
リ
修
繕
ヲ
命
セ
ラ
ル
、

257　

寛
文
二
年
七
月
十
六
日

二
条
城
石
垣
石
材
の
た
め
、
一
乗
寺
山
か
ら
の
切
出
し
搬
出
が
計
画
さ
れ
る
。

〔
渡
辺
（
昇
）
家
文
書
〕 

「（
表
紙
）

二
条
御
城
石
垣
石
一
乗
寺
山
ニ
て
割
手
間
幷
車
力
仕
様
帳
」
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御
門
二
ヶ
所
角
石
脇
石
平
石
之
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

面
三
尺
四
方
跡
面
同
前

一
壱
番
角
石
拾
六
本　
　
　
　
　

長
六
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
本
ニ
付
何
程

　
　
　
　

代
銀
何
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

面
二
尺
七
寸
四
方
跡
面
同
前

一
弐
番
角
石
弐
拾
四
本　
　
　
　

長
五
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

立
三
尺　

横
三
尺
五
寸

一
壱
番
脇
石
拾
六
本　
　
　
　
　

長
四
尺
弐
寸
跡
面
弐
尺
七
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
本
ニ
付

　
　
　
　

代
銀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

立
三
尺　

横
弐
尺
五
寸

一
同
二
ノ
脇
石
拾
六
本　
　
　
　

長
四
尺　

跡
面
弐
尺
七
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

立
弐
尺
七
寸　

横
三
尺

一
弐
番
脇
石
拾
六
本　
　
　
　
　

長
三
尺
五
寸
跡
面
弐
尺
五
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

立
弐
尺
七
寸
五
歩　

横
弐
尺

一
同
二
ノ
脇
石
拾
六
本　
　
　
　

長
三
尺
五
寸
跡
面
弐
尺
五
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

立
弐
尺
八
寸　

横
三
尺

一
同
三
ノ
脇
石
拾
六
本　
　
　
　

長
三
尺
五
寸
跡
面
弐
尺
五
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

面
弐
尺
七
寸
ヨ
リ
弐
尺
五
寸
迄
方

右
之
平
石
千
五
百
本　
　
　
　
　

長
四
尺
ヨ
リ
三
尺
五
寸
迄
跡
面
弐
尺
三
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
表
壱
坪
ニ
付
六
ツ
フ
ミ
の
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　

同

　
　

外
廻
角
石
脇
石
平
石
之
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

面
弐
尺
八
寸
四
方
跡
面
同
前

一
壱
番
角
石
九
本　
　
　
　
　
　

長
六
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
本
ニ
付
何
程

　
　
　
　

代
銀
何
程

　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　

右
代
銀
合　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
才
一
ツ
ニ
付
割
手
間
何
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

車
力
何
程

一
御
石
取
寸
法
之
義
ハ
、
一
乗
寺
山
之
内
何
方
ニ
て
も
能
石
を
割
揃
、
二
条
之
御
城
大

手
御
好
之
所
へ
引
着
、
御
書
付
ニ
合
、
曲
尺
ニ
て
指
詰
相
渡
可
申
候
、
仮
寸
法
御
座

候
と
も
少
ニ
て
も
御
意
ニ
不
入
石
ハ
、
直
段
ニ
御
定
不
被
成
、
車
力
計
可
被
下
事
、

一
石
引
料
之
儀
ハ
、
車
力
ニ
て
も
人
足
ニ
て
も
御
意
次
第
、
御
手
廻
能
様
ニ
可
被
仰
付
候
、

御
書
付
ニ
は
つ
れ
申
石
御
座
候
ハ
ヽ
、
大
小
□
キ

（
近
ヵ
）

才
割
を
以
代
銀
可
被
下
事
、

一
石
割
方
ニ
一
式
入
申
諸
道
具
、
石
引
方
ニ
入
申
一
式
諸
道
具
、
何
ニ
て
も
此
方
ヨ
リ

仕
候
筈
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
、
書
落
御
座
候
と
て
、
御
公
儀
え
御
訴
訟
申
上
間
敷
候
、
勿
論
、

道
之
辺
、
田
畠

（
畑
）損

申
所
ハ
、
其
所
之
百
姓
と
相
対
仕
、
此
方
よ
り
地
子
出
シ
可
申
候
、

重
て
御
断
申
上
間
敷
候
、
尤
道
橋
之
義
、
此
方
よ
り
才
覚
可
仕
候
、
風
雨
ニ
不
限
石

相
着
可
申
候
事
、

右
御
書
付
之
通
、
一
々
念
ヲ
入
、
品
々
之
御
代
壱
ツ
付
之
代
銀
之
内
へ
、
石
割
手
間
・

引
料
代
銀
、
諸
色
道
具
等
迄
積
入
置
、
才
割
を
以
、
銘
々
位
違
無
御
座
候
様
ニ
書
付
入

札
差
上
ケ
申
候
間
、
私
於
落
札
は
慥
成
請
人
を
相
立
御
請
可
仕
候
、
尤
御
帳
面
ニ
御
書

落
御
座
候
と
も
、
此
方
よ
り
可
仕
程
之
義
ハ
無
異
儀
可
仕
候
、
日
限
之
儀
も
被
為
仰
出

次
第
、
急
度
御
石
何
程
ニ
て
も
御
好
之
石
無
其
嫌
被
仰
付
次
第
ニ
割
揃
引
着
差
上
ケ
可

申
候
、
少
ニ
て
も
滞
儀
御
座
候
歟
、
無
筋
御
訴
訟
申
上
候
ハ
ヽ
、
八
掛
申
代
銀
不
被
下
、
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札
主
儀
は
不
及
申
請
人
共
ニ
曲
事
ニ
可
被
仰
付
候
、
右
御
請
申
石
方
余
人
え
被
仰
付
候

共
、
一
言
之
義
御
断
申
上
間
敷
候
、

　
　

附
、
掠
御
公
儀
を
割
石
壱
ツ
も
他
所
へ
紛
失
仕
間
敷
候
、
仍
如
件
、

　

寛
文
二
年
寅
七
月

請
人

札
主

258　

寛
文
三
年
九
月
十
四
日

幕
府
、
石
清
水
八
幡
宮
の
修
繕
に
あ
た
り
、
二
条
番
士
に
監
督
さ
せ
る
。

〔
殿
中
日
記
〕

九
月
十
四
日
、
石
清
水
八
幡
宮
破
損
付
而
、
先
頃
修
復
料
被
下
、
永
井
右
近
大
夫
領
知

為
近
所
之
間
、
折
々
家
来
差
遣
麁
相
無
之
様
ニ
可
申
付
由
伝
之
、
但
御
奉
行
ハ
重
而
二

条
在
番
之
内
よ
り
可
被
仰
付
之
由
云
々
、

〔
厳
有
院
実
紀
〕

九
月
十
四
日
、
京
石
清
水
八
幡
宮
に
修
理
料
あ
て
行
ハ
る
ゝ
に
よ
り
、
そ
の
奉
行
ハ
二

条
城
在
番
士
に
命
せ
ら
る
、
淀
城
主
永
井
右
近
大
夫
尚
征
も
家
士
し
て
監
視
せ
し
む
へ

き
む
ね
仰
下
さ
る
、

259　

寛
文
五
年
五
月
十
二
日

京
都
地
震
の
た
め
、
二
条
城
が
破
損
す
る
。

〔
堯
恕
法
親
王
記
〕

五
月
十
二
日
、
酉
刻
地
震
、
去
々
年
極
月
六
日
之
夜
之
地
震
よ
り
か
ろ
き
と
人
申
あ
へ
り
、

さ
れ
と
も
普
通
に
は
す
く
れ
た
り
、
築
垣
等
処
々
損
ほ
と
の
事
也
、

〔
寛
文
録
〕

五
月
十
八
日
、
従
京
都
次
飛
脚
到
来
、
是
去
ル
十
二
日
酉
上
刻
彼
地
甚
地
震
、
二
条
御

城
廻
石
垣
十
二
三
間
破
損
、
幷
二
丸
御
殿
少
々
令
破
損
之
由
注
進
之
、
牧
野
佐
渡
守
登

城
於
御
座
間
御
目
見
、

260　

寛
文
八
年
十
二
月
五
日

町
代
は
役
と
し
て
、
御
上
洛
幷
御
上
使
、
二
条
城
番
衆
の
宿
割
案
内
を
勤
め
る
。

〔
古
久
保
家
文
書
〕

　
　
　
　

町
代
役
之
覚

　
　
　

（
中
略
）

一
御
上
洛
幷
御
上
使
、
二
条
御
城
御
番
衆
御
宿
割
案
内
仕
候
、

　
　
　

（
中
略
）

一
御
城
御
鑓
御
矢
根
み

（

磨

）

か
き
申
御
用
之
と

（

研

屋

）

ぎ
や
指
申
候
、

　
　
　

（
中
略
）

右
之
通
役
義
仕
来
候
、
其
外
諸
事
町
中
之
義
は
町
代
ニ
被
為
仰
付
候
ニ
付
、
品
々
書
印

難
指
上
候
、

　
　
　

寛
文
八
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
下
京　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
代

申
ノ
十
二
月
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

261　

寛
文
九
年
四
月
二
十
一
日

下
鳥
羽
等
七
村
車
方
が
二
条
城
普
請
御
用
や
鉄
砲
運
送
の
由
緒
を
述
べ
て
、
高
瀬
舟
に
対
し

て
訴
訟
す
る
。

〔
大
沢
家
文
書
〕 

　
　
　
　

乍
恐
謹
而
言
上

先
規
よ
り
鳥
羽
・
横
大
路
へ
参
申
荷
物
近
年
伏
見
高
瀬
舟
え
積
取
申
ニ
付
、
鳥
羽
・
横

大
路
問
屋
所
々
ノ
車
方
之
者
共
、
飢
ニ
及
申
候
故
、
乍
恐
御
訴
訟
申
上
ケ
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

訴
訟
人
車
方
鳥
羽
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
鳥
羽
車
さ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
吉
（
印
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
車
年
寄

　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

勘
兵
衛
（
印
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
大
路
車
年
寄
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源
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
郎
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
鳥
羽
車
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
寺
車
年
寄

　
　
　
　

相
手
高
瀬
船　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
郎
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

塔
ノ
森
車
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
我
村
車
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
九
郎
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
倉
車
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
右
衛
門
（
印
）

下
鳥
羽
問
屋
中
（
印
）

同
小
上
ケ
百
姓
中
（
印
）

横
大
路
問
屋
中
（
印
）

同
小
上
ケ
百
姓
中
（
印
）

一
私
共
儀
は
、
往
古
よ
り
車
を
遣
渡
世
を
送
り
申
者
共
ニ
而
御
座
候
、
先
年
よ
り
御
公

儀
様
御
役
議
相
勤
来
、
唯
今
迄
毎
年
御
役
義
少
も
無
違
背
相
勤
申
候
御
事
、

一
高
瀬
舟
、
先
年
は
三
拾
六
艘
ニ
而
伏
見
よ
り
京
都
高
瀬
川
筋
へ
薪
類
積
上
り
申
候
処

ニ
、
近
年
次
第
ニ
舟
数
お
ほ
く
作
り
増
、
今
程
百
七
拾
艘
程
ニ
罷
成
、
京
二
条
と
四

条
と
ニ
新
規
ニ
問
屋
ヲ
取
立
テ
、
京
着
之
米
・
大
豆
其
外
之
諸
荷
物
を
新
問
屋
え
取

入
洛
中
方
々
へ
令
運
送
候
ニ
付
、
鳥
羽
表
へ
廻
り
申
荷
物
、
伏
見
高
瀬
舟
へ
積
取
申

候
故
、
車
之
荷
物
曾
而
無
御
座
、
大
勢
之
者
共
飢
ニ
お
よ
ひ
迷
惑
仕
候
御
事
、

一
鳥
羽
・
横
大
路
ニ
ハ
先
年
よ
り
車
数
多
ク
所
持
仕
、
禁
中
様
御
普
請
・
二
条
御
城
御

普
請
之
御
時
、
御
役
義
相
勤
、
其
上
、
二
条
御
城
え
被
為
成
御
詰
候
御
鉄
炮
幷
玉
薬

其
外
之
御
用
ハ
、
昼
夜
ニ
不
限
鳥
羽
・
横
大
路
之
車
ニ
而
積
上
ケ
来
申
儀
ニ
御
座
候
、

今
程
諸
荷
物
を
高
瀬
舟
へ
積
取
申
候
ヘ
ハ
、
車
方
次
第
々
々
ニ
衰
、
向
後
は
御
役
等

つ
と
め
兼
、
大
勢
之
者
共
飢
死
仕
候
様
ニ
罷
成
申
候
、
諸
荷
物
高
瀬
舟
へ
一
式
積
取

申
義
、
先
規
ニ
無
御
座
、
新
規
成
問
屋
を
拵
諸
荷
物
を
取
入
申
故
ニ
而
御
座
候
御
事
、

一
鳥
羽
・
横
大
路
之
車
先
年
よ
り
御
公
役
仕
候
儀
、
則
伊
賀
守
様
・
周
防
守
様
御
墨
印

之
御
折
紙
頂
戴
、
佐
渡
守
様
・
備
前
守
様
・
越
中
守
様
御
折
紙
所
持
仕
候
、
勿
論
、

少
宛
ノ
飼
料
被
下
候
儀
も
御
座
候
、
尤
御
伝
馬
役
ニ
而
御
用
相
勤
申
候
、
か
様
之
御

役
義
仕
候
も
、
京
着
諸
商
人
之
荷
物
積
上
り
、
車
力
賃
を
以
渡
世
を
送
り
罷
暮
候
処
ニ
、

近
年
は
高
瀬
舟
大
分
作
り
増
、
鳥
羽
・
横
大
路
へ
参
申
候
諸
荷
物
を
す
き
と
伏
見
高

瀬
舟
へ
廻
し
京
着
仕
候
故
、
車
之
荷
物
曾
而
無
御
座
候
、
か
様
ニ
御
座
候
へ
ハ
、
所
々

ノ
車
持
、
鳥
羽
・
横
大
路
之
問
屋
小
上
ケ
之
者
共
迄
亡
所
ニ
罷
成
、
何
共
迷
惑
可
申

上
方
無
御
座
候
御
事
、

一
右
之
通
ニ
御
座
候
、
高
瀬
舟
ハ
年
々
ニ
舟
数
多
ク
罷
成
、
車
方
は
次
第
々
々
ニ
衰
飢

ニ
お
よ
ひ
迷
惑
仕
義
ニ
御
座
候
、
乍
恐
御
慈
悲
を
以
、
右
之
趣
被
為
聞
召
上
、
如
先

規
高
瀬
舟
河
筋
木

（
誤
字
ヵ
）

力
町
へ
薪
類
積
上
り
申
様
ニ
被
為
仰
付
被
下
候
は
、
所
々
ノ
車

方
・
問
屋
・
小
上
ケ
之
者
迄
渡
世
を
送
り
、
難
有
可
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　

寛
文
九
年

　
　
　
　

酉
四
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所
々
ノ
車
方
中　
　

下
鳥
羽
問
屋
中

同
小
上
ケ
百
姓
中

横
大
路
問
屋
中

同
小
上
ケ
百
姓
中

　
　
　

御
奉
行
様

262　

天
和
三
年
五
月
十
日

大
番
士
山
木
忠
右
衛
門
は
、
二
条
城
在
番
の
節
、
不
届
き
の
事
が
あ
り
、
罰
せ
ら
れ
る
。

〔
天
和
録
〕

五
月
十
日
、
大
御
番
田
中
大
隅
守
組
山
木
忠
右
衛
門
事
、
今
度
二
条
在
番
之
内
、
女
之

儀
ニ
付
段
々
不
届
有
之
、
依
而
牧
野
遠
江
守
へ
御
預
之
旨
、
於
田
中
大
隅
守
宅
、
高
木
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伊
勢
守
、
御
目
付
立
会
申
渡
之
、

十
二
日
、
田
中
大
隅
守
・
柴
田
和
泉
守
殿
中
江
被
為
召
、
山
木
忠
右
衛
門
儀
、
二
条
在

番
中
御
具
足
奉
行
申
付
義
、
乍
当
分
役
儀
、
殊
ニ
日
来
行
跡
不
然
候
段
、
不
吟
味
思
召
候
、

且
又
和
泉
守
組
阿
部
三
右
衛
門
、
御
具
足
奉
行
ニ
出
候
段
、
右
忠
右
衛
門
と
三
右
衛
門

と
は
伯
父
之
内
、
同
役
に
親
類
出
候
事
、
両
頭
不
念
に
思
召
候
、
依
之
逼
塞
被
仰
付
旨
、

老
中
列
座
、
加
賀
守
申
渡
之
、

263　

元
禄
四
年
二
月

ケ
ン
ペ
ル
が
京
都
で
、
二
条
城
の
堀
の
美
味
し
い
鯉
を
食
す
。

〔
ケ
ン
ペ
ル
江
戸
参
府
旅
行
日
記
〕 

京
（K

i
o

）
あ
る
い
は
都
（M

i
a
c
o

）
は
日
本
語
で
は<

皇
居
の
あ
る>

都
市
の
意
味
で
あ
る
。

（
中
略
）
西
側
は
石
で
方
形
に
築
か
れ
た
城
で
終
っ
て
い
る
。
こ
の
城
は
将
軍
セ
ン
シ
ョ

ウ
ノ
フ
ァ
ス
（S

e
n
s
j
o
n
o
f
a
s

）
が
内
乱
の
時
に
自
分
の
安
全
の
た
め
に
築
城
し
た
の
で

あ
っ
て
、
今
は
将
軍
が
京
に
来
た
時
に
、
こ
こ
に
滞
在
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
模
写
し

た
略
図
に
よ
る
と
、
方
形
の
お
の
お
の
の
辺
は
、
長
さ
１
５
０
間
あ
り
、
周
囲
に
は
深

い
堀
が
あ
り
、
内
側
に
は
石
垣
を
め
ぐ
ら
し
、
そ
の
堀
の
周
り
に
も
平
ら
な
広
場
が
あ
る
。

中
央
に
あ
る
数
階
か
ら
成
る
四
角
形
の
櫓
は
人
目
を
ひ
く
。
堀
に
は
味
の
よ
い
鯉
が
い

て
、
そ
の
日
の
夕
刻
、
何
尾
か
の
鯉
が
通
詞
に
与
え
ら
れ
た
。
つ
い
で
に
言
う
が
、
こ

の
城
に
一
人
の
隊
長
が
相
当
数
の
守
備
隊
と
共
に
駐
留
し
警
備
を
し
て
い
る
。

264　

元
禄
六
年
十
一
月
一
日

二
条
城
入
用
縄
藁
幷
蔵
詰
米
日
用
人
足
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
四
五

　
　
　
　

覚

二
条
御
城
内
御
入
用
縄
藁
幷
御
蔵
詰
米
日
用
人
足
入
札
有
之
候
間
、
当
五
日
六
日
両
日

之
内
、
御
蔵
奉
行
本
多
十
右
衛
門
方
へ
参
、
注
根
帳
、
同
七
日
朝
五
つ
時
分
於
伊
豆
守

屋
敷
札
披
候
様
ニ
、
望
之
売
人
と
も
へ
可
申
触
事
、

　
　
　

酉
十
一
月
朔
日

265　

元
禄
八
年
三
月

下
鳥
羽
浜
車
仲
間
が
、
大
坂
城
か
ら
二
条
城
へ
の
石
火
矢
な
ど
の
輸
送
に
従
事
し
た
旨
の
御

用
留
。

〔
大
沢
家
文
書
〕
元
禄
八
年
三
月

　
　
　
　

往
古
よ
り
御
用
御
役
事
相
勤
候
留

一
弐
百
五
ケ
年
以
前
、
慶
長
十
九
年
寅
年

　
　

大
坂
御
陣
之
砌
、
鉄
之
楯
幷
竹
束
、
京
都
大
仏
よ
り
伏
見
迄
、
栖
綱

（
マ
マ
）

操
迄
積
越
候
事
、

板
倉
伊
賀
守
様
被
仰
付
毎
日
積
候
節
、
大
坂
よ
り
伏
見
迄
之
間
、
御
舟
留
ニ
而
諸
商

人
荷
物
等
も
通
ひ
無
之
候
付
、
牛
共
挊
無
御
座
候
故
、
牛
共
餓
死
仕
、
就
夫
車
持
共

手
引
ニ
仕
候
而
御
役
相
勤
候
、
則
、
為
御
褒
美
従
伊
賀
守
様
御
墨
印
頂
戴
仕
置
候
、

大
坂
落
城
之
砌
、
御
城
石
垣
損
候
ニ
付
、
従
板
倉
伊
賀
守
様
鳥
羽
車
方
え
被
仰
付
、
則
、

鳥
羽
よ
り
大
坂
迄
十
里
之
間
七
拾
輌
之
牛
車
を
以
三
日
替
り
ニ
御
役
相
勤
候
、
上
下

共
に
無
差
別
引
通
り
候
、
尤
御
紋
付
之
小
指
、
御
会
附
・
御
は
つ
ひ
・
御
大
小
共
、　

御
免
被
仰
付
候
事
、

下
鳥
羽
車

年
寄
中

一
百
九
拾
年
以
前
、
寛
永
六
巳
年

　
　

禁
裏
御
所
御
庭
へ
大
石
七
本
、
但
し
壱
本
ニ
付
牛
数
百
疋
或
ハ
四
拾
疋
ニ
而
伏
見
御
城

山
よ
り
引
届
ケ
申
候
、

一
百
八
十
九
年
以
前
、
寛
永
七
午
年

　
　

江
州
伊
庭
ニ
永
原
御
茶
屋
御
普
請
之
御
材
木
、
六
地
蔵
よ
り
大
津
迄
御
役
相
勤
申
候
事
、

一
百
八
拾
八
年
以
前
、
寛
永
八
未
年

　
　

江
州
水
口
御
普
請
之
御
役
相
勤
候
事
、

一
百
八
拾
三
年
以
前
、
寛
永
十
三
子
年

　
　

大
坂
御
詰
米
三
万
石
京
都
町
中
へ
被
遊
御
貸
候
節
、
町
中
よ
り
御
願
申
上
、
牛
車
ニ
而

運
送
仕
候
事
、

一
百
七
拾
五
年
以
前
、
正
保
元
申
年

　
　

大
坂
御
城
よ
り
二
条
御
城
え
被
遊
御
譲
候
石
火
矢
車
数
六
拾
五
輌
、
御
朱
印
ニ
而
飼
料

不
被
下
候
事
、



一　編年史料

119

一
百
六
拾
四
年
以
前
、
明
暦
元
未
年

　
　

禁
裏
御
所
御
普
請
ニ
付
、
銅
瓦
・
囲
之
竹
・
大
工
木
挽
之
扶
持
方
米
、
三
千
輌
相
勤
申

候
事
、

一
百
六
拾
三
年
以
前
、
明
暦
二
申
年

　
　

大
坂
御
城
よ
り
二
条
御
城
え
被
遊
御
詰
候
玉
薬
、
車
数
五
十
九
輌
相
勤
申
候
、
御
朱
印

ニ
而
飼
料
不
被
下
候
事
、

一
百
五
十
七
年
以
前
、
寛
文
二
寅
年
よ
り
辰
年
迄

　
　

禁
裏
御
所
、
女
院
様
、
法
皇
様
、
新
院
様
、
御
普
請
御
材
木
、
壱
万
輌
余
御
役
相
勤
候
事
、

一
同
四
年
辰
年

　
　

二
条
御
城
御
用
石
、
二
千
七
百
輌
余
御
役
相
勤
候
事
、

一
同
五
年
巳
年

　
　

大
坂
よ
り
二
条
御
城
え
御
詰
米
幷
玉
薬
共
、
車
数
四
拾
九
輌
相
勤
、
御
朱
印
ニ
而
飼
料

不
被
下
候
事
、

一
同
九
年
酉
年

　
　

京
都
町
中
え
御
詰
米
四
千
石
被
遊
御
貸
候
御
役
相
勤
候
事
、

一
百
三
拾
三
年
以
前
、
延
宝
元
丑
年

　
　

法
皇
様
、
女
院
様
、
両
御
所
御
普
請
ニ
付
、
牛
五
疋
・
拾
疋
掛
り
之
大
木
運
送
御
役
相

勤
候
事
、　

一
同
三
年
よ
り
卯
辰
年
両
年

　
　

禁
裏
御
所
、
本
院
様
御
普
請
ニ
付
、
大
木
之
分
御
役
相
勤
候
事
、

一
同
年

　
　

禁
裏
御
所
御
白
砂
、
諸
人
え
被
仰
付
候
得
共
、
商
人
共
手
支
仕
候
ニ
付
、
従
仙
石
因
幡

守
様
下
鳥
羽
車
力
え
被
仰
付
、
車
持
共
宿
替
仕
、
京
都
荒
神
川
原
え
引
越
御
役
相
勤

候
事
、

一
同
年

　
　

江
州
御
代
官
よ
り
摂
州
高
槻
え
御
詰
米
御
役
相
勤
候
、
尤
元
禄
元
年
迄
壱
ヶ
年
ニ
車
数

弐
千
輌
ツ
ヽ
相
勤
申
候
事
、

一
同
年

　
　

二
条
御
城
え
被
遊
御
詰
候
御
米
幷
玉
薬
、
大
坂
よ
り
為
御
登
御
役
相
勤
、
御
朱
印
ニ
而

飼
料
不
被
下
候
事
、

右
之
通
、
往
古
よ
り
車
役
相
勤
候
荒
増
、
如
斯
御
座
候
、

元
禄
八
亥
年
三
月
改　
　
　
　
　
　

下
鳥
羽
浜

　
　
　
　
　
　

文
化
十
五
寅
三
月
写　
　
　
　
　
　
　

車
仲
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

266　

元
禄
八
年
十
月
三
日

二
条
城
内
入
用
縄
藁
人
足
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
〇
七

　
　
　
　

覚

二
条
御
城
内
御
入
用
縄
藁
入
札
有
之
候
間
、
明
四
日
よ
り
五
日
迄
之
内
、
御
蔵
奉
行
杉

岡
喜
左
衛
門
宅
へ
参
、
注
根
帳
、
翌
六
日
四
つ
時
分
伊
豆
屋
敷
ニ
而
札
披
候
様
ニ
、
望

之
売
人
共
へ
可
申
触
事
、

　
　
　

亥
十
月
三
日

　
267　

元
禄
八
年
十
一
月
十
一
日

二
条
蔵
詰
米
大
豆
内
拵
日
用
人
足
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
〇
九

　
　
　
　

覚

二
条
御
蔵
詰
米
大
豆
内
拵
日
用
人
足
入
札
有
之
候
間
、
今
日
よ
り
来
ル
十
五
日
迄
之
内
、

二
条
御
蔵
衆
本
多
十
右
衛
門
宅
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
翌
十
六
日
朝
五
つ

時
分
、
伊
豆
守
屋
敷
ニ
而
札
披
候
様
ニ
、
望
之
売
人
共
へ
可
相
触
事
、

　
　
　

亥
十
一
月
十
一
日

268　

元
禄
十
一
年
十
一
月
七
日

二
条
城
の
城
内
普
請
の
節
、
中
井
主
水
を
大
番
方
の
普
請
奉
行
に
加
え
る
と
の
江
戸
幕
府
老

中
覚
書
。

〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕　

　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
井
主
水
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常
　々

御
奉
公
精
出
相
勤
候
付
而
弐
拾
人
扶
持
新
規
役
扶
持
被
下
之
、
且
又
刀
御
免
被

遊
候
間
可
被
申
渡
候
、
於
当
地
御
作
事
奉
行
江
も
申
聞
候
、

一
主
水
儀
向
後
者
二
条
御
城
内
御
普
請
之
節
大
番
方
よ
り
出
候
御
普
請
奉
行
ニ
差
加
諸

事
可
相
勤
候
、
其
外
御
普
請
方
之
儀
弥
念
入
勤
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
其
地
在
番
之

大
番
頭
江
も
可
被
申
聞
候
事
、

一
大
工
よ
り
上
ま
へ
等
之
儀
当
地
ニ
而
鈴
木
修
理
通
り
ニ
諸
事
可
心
得
旨
可
被
申
聞
候

事
、

　
　
　
　

以
上　

　
　
　

十
（
元
禄
十
一
年
）

一
月
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
笠
原
佐

（

長

重

）

渡
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
屋
相

（

正

直

）

模
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
田
山

（

忠

昌

）

城
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
豊

（

正

武

）

後
守

　
　

松
平
紀（

信
庸
）

伊
守
殿

269　

元
禄
十
三
年
九
月
十
日

二
条
御
詰
米
大
豆
内
拵
日
雇
人
足
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
二
六
一

二
条
御
蔵
詰
米
大
豆
内
拵
日
雇
人
足
入
札
有
之
間
、
明
後
十
二
日
よ
り
十
五
日
迄
之
内
、

右
御
蔵
奉
行
本
多
十
右
衛
門
宅
へ
家
持
請
人
召
連
、
根
帳
ニ
付
、
翌
十
六
日
信
濃
屋
敷

ニ
而
札
披
候
様
ニ
、
望
之
買
人
共
へ
可
申
触
事
、

　
　
　

辰
九
月
十
日

270　

元
禄
十
四
年
六
月
二
十
日

落
雷
に
よ
り
、
二
条
城
の
天
守
・
櫓
・
し
ゃ
ち
ほ
こ
な
ど
が
破
損
す
る
。

〔
基
熈
公
記
〕

六
月
廿
日
丙
子
、
夜
来
大
雨
、
暁
天
後
大
雷
高
声
連
続
、
無
数
雷
光
如
昼
、
万
人
消
魂
、

漸
及
辰
半
刻
、
雨
雷
共
休
、
後
聞
、
院
門
武
士
番
所
雷
落
、
与
力
一
人
当
座
死
、
又
徳

大
寺
大
納
言
土
蔵
破
損
、
二
条
城
天
守
第
一
重
破
損
之
間
、
六
七
ケ
所
破
損
、
ヤ
ク
ラ

東
西
二
ケ
所
、
又
天
主
サ
チ
ホ
コ
、
ヤ
ク
ラ
サ
チ
ホ
コ
悉
飛
散
、
此
外
洛
中
寺
町
人
家

百
五
六
十
所
、
死
人
又
数
多
、
雷
火
三
四
所
、
一
々
不
遑
記
、
又
東
西
河
水
溢
、
小
河

堀
河
人
家
廿
四
ケ
所
流
落
、
東
西
河
死
人
二
百
余
等
云
々
、
古
今
未
曾
之
天
変
、
恐
怖

不
少
、

〔
基
量
卿
記
〕

六
月
二
十
日
丙
子
、
自
卯
一
点
、
天
声

（
ヵ
）如

灑
墨
、
暫
時
雷
光
雷
鳴
大
雨
洪
水
、
近
年
無
之
、

珍
事
也
、
仙
洞
与
力
在
番
雷
落
、
与
力
佐
野
治
大
夫
死
去
、
昼
後
、
二
条
城
内
天
守
角

矢
倉
以
上
三
ケ
所
落
破
損
、
其
外
洛
中
以
上
七
十
ケ
所
落
、
又
堀
川
鴨
河
水
従
溢
流
死

六
百
七
十
三
人
、
近
年
無
之
、
洪
水
大
雷
、
不
及
筆
舌
候
、
此
之
義
後
日
聞
及
分
也
、

〔
土
屋
筆
記
〕

元
禄
十
四
巳
年
六
月
十
九
日
夜
よ
り
廿
日
迄
京
洛
中
洛
外
雷
五
十
二
ケ
所
共
申
、
六
七
十

ケ
所
と
も
申
、
不
定
ニ
而
洪
水
物
ニ
て
打
上
ル
か
こ
と
し
、

　
　
　

雷
落
申
所
々

一
御
築
地
之
内
江
一
ケ
所
、

一
仙
洞
様
御
台
所
御
次
之
間
へ
一
ケ
所
、

　
　
　

但
弐
百
石
取
ノ
侍
一
人
死
、

一
女
院
様
へ
一
ケ
所
、

一
二
条
御
城
へ
一
ケ
所
、

　
　
　

但
角
櫓
し
や
ち
ほ
こ
二
ツ
落
、

　
　
　

（
中
略
）

右
之
通
雷
落
申
候
、
数
不
定
ニ
候
得
共
、
所
々
未
相
知
候
、
い
つ
か
た
に
て
も
一
人

二
人
死
、
又
ハ
気
を
失
ひ
申
候
者
共
数
不
知
、
前
代
未
聞
之
大
雷
ノ
由
、

一
禁
中
御
番
神
加
茂
明
神
右
之
雷
変
、
右
御
閉
門
也
、

　
　
　

此
書
付
七
月
十
二
日
ニ
写
、

271　

宝
永
五
年

山
城
国
村
々
か
ら
二
条
竹
蔵
へ
の
竹
上
納
に
つ
い
て
の
覚
書
。

〔
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
〕
三　

　
　
　

山
城
国
中
上
ケ
竹
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
配
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小
堀
仁（

克

敏

）

右
衛
門

一
村
数
百
弐
ケ
村

一
小
竹
合
千
五
百
六
拾
弐
束
七
分　
　
　
　

但
、
壱
尺
八
寸
縄
〆

　
　
　
　

外
弐
拾
八
束
壱
分　
　

元
禄
四
未
年
・
同
九
子
年
郡
村
藪
地
川
成
、
幷
宝
永
五
子

年
八
瀬
村
御
免
ニ
付
減
、

一
寸
竹
合
弐
千
百
三
拾
五
本　
　

但
、
三
寸
廻
よ
り
七
寸
迄

　
　
　
　

外
三
百
五
拾
四
本　
　

宝
永
五
子
年
八
瀬
村
御
免
ニ
付
減
、

　
　

右
西
之
岡
御
料
・
私
領
之
村
々
藪
役
ニ
而
毎
年
八
月
相
触
置
、
十
一
月
致
上
納
候
、
仁

右
衛
門
手
代
立
合
、
所
司
代
組
与
力
当
分
請
取
之
、
二
条
竹
蔵
ニ
積
置
候
、
古
竹
は

例
年
仁
右
衛
門
方
ニ
而
入
札
申
付
御
払
申
付
候
、

272　

宝
永
七
年
四
月
十
八
日

天
部
村
・
蓮
台
野
村
な
ど
、
二
条
城
掃
除
人
足
を
出
す
。

〔
諸
式
留
帳
〕 

宝
永
七
年
寅
四
月
、
御
尋
被
為
遊
候
ニ
付
、
書
付
指
上
申
候
二
条
御
城
内
御
掃
除
御
用

文
六
遣
候
候
歩

（
夫
）人

足
、

一
三
百
廿
四
人　
　
　
　

天
部
村　
　
　

三
百
廿
四
人　
　
　
　

川
崎
村

一
弐
百
四
拾
人　
　
　
　

六
条
村　
　
　

百
廿
人　
　
　
　
　
　
　

九
条

一
百
四
拾
人　
　
　
　
　
　

野
口　
　
　

百
四
拾
人　
　
　

れ
ん
た
い
の

一
百
六
拾
人　
　
　
　
　

北
小
路　
　
　

三
百
六
十
人　
　
　
　
　

中
野

一
百
廿
人　
　
　
　
　
　
　

南
内　
　
　

三
百
廿
四
人　
　
　

山
し
な
西
浦

一
廿
人　
　
　
　
　
　

山
し
な
東
浦　
　

百
六
拾
人　
　
　
　
　
　

小
島
村

一
百
六
拾
人　
　
　
　

か
き
上
け　
　
　

七
拾
人　
　
　
　
　
　
　

西
代
村

一
千
人　
　
　
　
　
　
　
　

青
屋　
　
　

四
拾
人　
　
　
　
　

江
州
十
三
ケ
村

一
四
拾
人　
　
　
　
　

摂
津
十
三
ケ
村　
　

四
拾
四
人　
　
　

山
城
八
ケ
村

一
三
拾
六
人　
　
　
　

あ
か
い
村　
　
　

三
拾
六
人　
　
　
　

龍
（
瀧
）か

口
村

一
六
人　
　
　
　
　
　
　

柳
内
村　
　
　

六
人　
　
　
　
　
　
　
　

北
川
原

　
　
　

惣
合
三
千
七
百
弐
拾
四
人

右
は
下
村
文
六
帳
面
の
写
、
乍
恐
奉
指
上
候
通
り
少
し
も
相
違
無
御
座
候
、
已
上
、

 
 
 
 

宝
永
七
年
寅
四
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天
部
村

　
　
　
　
　

御
取
次　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
条
村

　
　
　
　
　
　

五
十
嵐
市
郎
兵
衛
様　
　
　
　
　
　
　

川
崎
村

　
　
　
　

年
寄
共

273　

宝
永
七
年
閏
八
月

八
瀬
村
が
二
条
城
へ
の
役
竹
を
免
除
さ
れ
る
。

〔
八
瀬
童
子
会
文
書
〕 

宝
永
七
庚
寅
年
閏
八
月

　
　

八
瀬
村
役
竹
御
免
之
儀
申
渡
書
付
、

　
　
　
　

 

覚

　
　

寸
竹
百
八
拾
四
本　
　
　

四
寸
廻

　
　

同　

百
七
拾
本　
　
　
　

三
寸
廻　
　
　

城
州
愛
宕
郡
八
瀬
村

小
竹
弐
拾
四
本　
　
　
　

壱
尺
八
寸
縄

右
は
、
毎
年
二
条
御
城
え
相
納
来
候
得
共
、
此
度
諸
役
御
免
除
ニ
付
役
竹
ノ
儀
、
松
平

紀
伊
守
殿
え
相
窺
、
江
戸
え
申
上
候
処
、
当
寅
年
よ
り
是
又
御
免
之
旨
、
被
仰
下
候
条
、

村
中
百
姓
共
え
申
聞
、
弥
以
難
有
可
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　

宝
永
七
年
寅
閏
八
月　
　
　
　
　

小
堀
仁
右
衛
門　

（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
瀬
村
中

274　

年
月
日
未
詳

二
条
城
の
注
連
飾
の
松
な
ど
が
稲
荷
村
か
ら
取
り
寄
せ
ら
れ
る
。

〔
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
〕
二

一
二
条
御
城
御
門
松
鬼
割
木
杭
木
、
例
年
十
二
月
廿
七
八
日
比
、
小
堀
仁
右
衛
門
方
よ

り
稲
荷
村
役
人
方
江
申
遣
、
三
輪
市
十
郎
江
相
渡
候
、
且
又
、
葉
竹
之
儀
ハ
角
倉
与

一
方
よ
り
市
十
郎
江
相
渡
候
由
、

275　

年
月
日
未
詳

正
徳
四
年
段
階
の
町
代
勤
方
に
、
二
条
城
の
御
鑓
・
御
矢
根
磨
き
の
節
、
研
屋
へ
申
渡
し
が
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加
わ
る
。

〔
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
〕
二

　
　
　
　

町
代
勤
方
之
事

　
　
　

（
中
略
）

一
御
上
洛
幷
上
使
、
毎
年
二
条
御
番
代
之
節
宿
割
ニ
罷
出
候
、

　
　
　

（
中
略
）

一
二
条
御
城
御
鑓
・
御
矢
根
磨
有
之
節
、
毎
年
研
屋
共
江
申
渡
シ
出
シ
申
候
、

　
　
　

（
後
略
）

276　

正
徳
五
年
一
月
二
十
二
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
七
四
五

　
　
　
　

覚

一去
々
巳
年

米
三
千
三
百
弐
拾
石
程　
　
　

五
畿
内

右
ハ
二
条
御
蔵
米
現
銀
御
売
払
入
札
有
之
候
間
、
望
之
者
明
廿
二
日
よ
り
同
廿
七
日
迄
、

肥
後
屋
敷
江
家
持
請
人
召
連
参
、
米
見
届
、
根
長
ニ
付
、
翌
廿
八
日
相
披
候
様
ニ
望
之

買
人
共
江
可
相
触
者
也
、

　
　
　

未
正
月
廿
二
日

277　

正
徳
五
年
二
月

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
七
四
九

　
　
　
　

覚

一去
々
巳
年

米
千
百
七
拾
石
程　
　
　

五
畿
内

右
者
二
条
御
蔵
米
現
銀
御
売
払
入
札
有
之
候
間
、
望
之
者
ハ
来
月
朔
日
よ
り
同
七
日
迄

ニ
、
肥
後
屋
敷
江
家
持
請
人
召
連
参
、
米
見
届
ケ
、
根
帳
ニ
付
、
翌
八
日
札
披
候
様
、

望
之
買
人
共
江
可
相
触
者
也
、

　
　
　

未
二
月

278　

享
保
三
年
四
月
二
十
二
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
八
九
八

　
　
　
　

覚

米五
畿
内
江
州
申
年
納

弐
千
弐
百
九
拾
石
程　
　
　

但
、
損
シ
米

右
之
通
二
条
御
蔵
場
よ
り
江
戸
廻
米
ニ
罷
成
候
ニ
付
、
運
賃
、
車
力
、
加
子
米
、
廻
船

等
之
入
用
一
式
、
請
切
入
札
有
之
間
、
廿
三
日
よ
り
廿
六
日
迄
之
内
、
二
条
御
蔵
奉
行

能
勢
平
右
衛
門
宅
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
写
取
相
考
、
来
月
朔
日
安
房
屋
敷
ニ
而

札
披
候
様
、
望
之
者
共
へ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

戌
四
月
廿
二
日

279　

享
保
四
年
五
月

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
九
六
七

　
　
　
　

覚

一去
々
酉
年

米
千
三
百
廿
石
程　
　
　

五
畿
内

右
ハ
二
条
御
蔵
米
現
銀
御
売
払
入
札
有
之
候
間
、
望
之
も
の
ハ
明
十
五
日
よ
り
同
十
九

日
迄
、
肥
後
屋
敷
家
持
請
人
召
連
参
、
米
見
届
、
根
帳
ニ
付
、
翌
廿
日
札
披
候
様
ニ
、

望
之
買
人
共
へ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

亥
五
月

280　

享
保
五
年
二
月
二
十
五
日

二
条
御
蔵
詰
造
用
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
〇
六
九

　
　
　
　

覚

二
条
御
蔵
詰
足
糒
七
拾
三
石
、
此
度
被
仰
付
候
、
御
蔵
米
請
取
之
仕
立
候
而
、
御
蔵
詰

致
候
造
用
入
札
有
之
間
、
望
之
者
明
廿
六
日
よ
り
廿
八
日
迄
御
蔵
奉
行
多
賀
彦
八
郎
宅

へ
参
、
根
帳
付
、
同
廿
九
日
安
房
屋
敷
ニ
而
札
披
候
様
に
、
望
之
売
人
共
へ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

子
二
月
廿
五
日
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281　

享
保
五
年
三
月
十
七
日

二
条
御
蔵
場
よ
り
江
戸
御
蔵
へ
廻
米
運
賃
等
入
用
一
式
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
〇
七
九

　
　
　
　

覚

米五
畿
内
戌
年
納

六
千
百
七
拾
石
程　
　
　

但
、
腐
米

右
之
通
二
条
御
蔵
場
よ
り
江
戸
御
蔵
へ
廻
米
ニ
罷
成
候
付
、
運
賃
欠
米
弁
納
、
車
力
加

子
米
廻
船
等
之
入
用
一
式
、
請
切
入
札
有
之
間
、
大
坂
御
代
官
桜
井
孫
兵
衛
方
へ
来
ル

廿
三
日
よ
り
同
廿
六
日
迄
之
内
、
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
付
、
仕
様
帳
写
取
、
来
月

五
日
朝
五
つ
時
於
彼
地
奉
行
所
札
披
有
之
間
、
望
之
売
人
共
へ
可
申
触
者
也
、

　
　
　

子
三
月
十
七
日

282　

享
保
五
年
四
月
十
四
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
〇
八
四

　
　
　
　

覚

 

去
々
戌
年

一〻
〻
〻
〻

米
六
千
百
七
拾
石
程　
　
　

五
畿
内

右
者
二
条
御
蔵
米
現
銀
御
売
払
入
札
有
之
候
間
、
明
後
十
六
日
よ
り
来
ル
廿
一
日
迄
、

安
房
屋
敷
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
米
見
届
、
根
帳
ニ
付
、
翌
廿
二
日
札
披
候
様
ニ
、
望

之
買
人
共
へ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

子
四
月
十
四
日

283　

享
保
五
年
五
月
晦
日

二
条
蔵
大
豆
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
〇
八
七

　
　
　
　

覚

一亥

年大
豆
弐
百
九
拾
石　
　
　

摂
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
州

右
者
二
条
御
蔵
大
豆
現
銀
御
売
払
入
札
有
之
間
、
望
之
者
ハ
来
月
二
日
よ
り
同
四
日
迄

之
内
、
安
房
屋
鋪
江
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
御
蔵
江
罷
越
大
豆
見
届
、
同
五

日
安
房
屋
敷
ニ
而
札
披
候
様
ニ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

子
五
月
晦
日

284　

享
保
六
年
四
月
十
八
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
一
三
八

　
　
　
　

覚

一去
々
亥
年

米
三
千
八
百
拾
三
石
程　
　
　

　
　
　
　

内

　
　

弐
千
九
百
八
拾
参
石　
　

五
畿
内

　
　
　

八
百
三
拾
石　
　
　
　
　

江
州

右
者
二
条
御
蔵
米
現
銀
御
売
払
入
札
有
之
間
、
明
十
九
日
よ
り
来
ル
廿
三
日
迄
之
内
、

肥
後
屋
敷
江
家
持
請
人
召
連
参
、
米
見
届
、
根
帳
付
、
翌
廿
四
日
札
披
候
様
ニ
、
望
之

買
人
共
へ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

丑
四
月
十
八
日

　

 
 
 
 
 
 
 
 

285　

享
保
六
年
六
月
十
六
日

二
条
蔵
大
豆
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
一
五
四

　
　
　
　

覚

一子
ノ
年大

豆　
　

弐
百
卅
石　
　
　

摂
州

一同

同　
　
　

百
三
拾
石　
　
　

江
州　
　
　

右
ハ
二
条
御
蔵
大
豆
現
銀
御
売
払
入
札
有
之
間
、
望
之
者
来
ル
廿
一
日
よ
り
同
廿
四
日

迄
、
二
条
御
蔵
へ
参
、
大
豆
見
届
ケ
、
翌
廿
五
日
豊
前
屋
敷
ニ
て
入
札
披
候
様
ニ
、
望

之
買
人
共
へ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

丑
六
月
十
六
日

286　

享
保
六
年
九
月
五
日
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二
条
城
御
蔵
詰
入
用
人
足
請
負
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
一
七
七

　
　
　
　

覚

一
内
拵
百
俵
ニ
付　
　

代
銀
何
程

一
拼
出
し
百
俵
ニ
付　

同
断

一
直
し
米
壱
石
ニ
付　

同
断

一
上
日
雇
壱
人
ニ
付　

同
断

右
者
二
条
御
城
へ
米
大
豆
御
蔵
詰
之
節
、
御
入
用
人
足
、
当
丑
九
月
よ
り
来
ル
巳
九
月

迄
五
ケ
年
之
間
、
請
負
入
札
之
間
、
明
六
日
よ
り
御
蔵
奉
行
近
藤
半
左
衛
門
宅
へ
参
、

根
帳
ニ
付
、
来
ル
十
二
日
家
持
請
人
豊
前
屋
敷
へ
召
連
、
入
札
持
参
札
可
披
候
間
、
望

之
も
の
へ
可
相
触
者
也
、

　
　

丑
九
月
五
日

287　

享
保
六
年
十
月
二
十
九
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
一
九
八

　
　
　
　

覚

一子
年
五
畿
内
江
州

米
五
千
六
拾
石
余　
　
　

　
　

内
九
百
石
程　
　
　
　

御
城
内
弐
戸
前

四
千
百
六
拾
石
余　

外
御
蔵
七
戸
前

右
之
通
二
条
御
蔵
米
御
売
ニ
付
、
壱
戸
前
切
ニ
入
札
い
た
し
、
落
札
之
も
の
現
銀
上
納

幷
米
引
取
之
日
限
、
日
数
十
日
限
ニ
申
付
候
間
、
望
之
も
の
ハ
明
晦
日
よ
り
来
月
三
日

迄
ニ
、
月
番
之
奉
行
所
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
付
、
同
四
日
御
蔵
へ
罷
越
、
米
見

届
入
札
可
致
候
、
翌
五
日
豊
前
屋
敷
ニ
而
札
披
候
様
ニ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

〔
丑
〕
十
月
廿
九
日

288　

享
保
六
年
十
一
月
二
日

下
鳥
羽
・
横
大
路
の
村
問
屋
が
二
条
城
へ
の
納
米
船
積
権
で
相
論
に
及
ぶ
。

〔
大
沢
家
文
書
〕

一
下
鳥
羽
村
問
屋
共
、
書
付
を
以
、
先
年
よ
り
二
条
御
城
納
米
下
鳥
羽
村
問
屋
え
船
着

仕
候
所
、
中
奥
ハ
横
大
路
村
問
屋
え
舟
着
候
ニ
付
、
下
鳥
羽
村
之
問
屋
共
難
儀
仕
候
、

先
年
之
通
、
下
鳥
羽
村
え
船
着
候
様
仕
度
旨
相
願
、
幷
車
屋
と
も
も
下
鳥
羽
え
舟
着

候
様
仕
度
旨
相
願
候
ニ
付
、
右
吟
味
之
上
、
横
大
路
・
下
鳥
羽
村
之
者
、
今
日
召
出
、

先
年
之
通
、
下
鳥
羽
村
え
舟
着
候
様
申
付
候
、
御
城
米
麁
末
仕
間
敷
旨
、
証
文
差
上

候
也
、

　
　
　

享
保
六
丑
年

　
　
　
　
　
　

十
一
月
二
日

東
御
役
所
ニ
お
い
て
被
仰
付
候
也
、

289　

享
保
六
年
十
一
月
七
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
二
〇
二

　
　
　
　

覚

一子
年
五
畿
内
江
州

米
五
千
六
拾
石
余　
　
　

　
　

内
九
百
石
程　
　
　
　

御
城
内
弐
戸
前

四
千
百
六
拾
石
程　

外
御
蔵
七
戸
前

右
之
通
二
条
御
蔵
米
御
売
払
ニ
付
、
壱
戸
前
切
ニ
入
札
い
た
し
、
落
札
之
も
の
現
銀
上

納
幷
米
引
取
之
日
限
、
日
数
十
日
限
ニ
申
付
、
去
ル
五
日
入
札
披
候
処
、
直
段
下
直
ニ

候
間
入
直
シ
申
付
候
条
、
望
之
も
の
明
八
日
よ
り
来
ル
十
一
日
迄
、
家
持
請
人
召
連
参
、

根
帳
ニ
付
、
同
十
二
日
御
蔵
へ
罷
越
、
米
見
届
、
入
札
可
致
候
、
翌
十
三
日
豊
前
屋
敷

ニ
而
札
披
候
様
、
可
相
触
者
也
、

　
　
　

丑
十
一
月
七
日

290　

享
保
六
年
十
一
月
二
十
日

二
条
蔵
奉
行
役
屋
敷
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
二
〇
八

二
条
御
蔵
奉
行
多
賀
彦
八
郎
元
御
役
屋
敷
御
修
復
入
札
有
之
候
間
、
望
之
も
の
ハ
明
廿

一
日
よ
り
廿
三
日
迄
之
内
、
寺
町
通
丸
太
町
上
ル
町
中
井
主
水
方
江
家
持
請
人
召
連
参
、

根
帳
写
取
、
同
廿
六
日
肥
後
屋
敷
ニ
而
札
披
候
様
ニ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

丑
十
一
月
廿
日
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291　

享
保
六
年
十
二
月
十
九
日

二
条
城
内
大
鼓
御
櫓
用
上
種
灯
油
請
負
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
二
一
七

二
条
御
城
内
大
鼓
御
櫓
ニ
遣
候
上
種
灯
油
、
来
寅
正
月
よ
り
同
十
二
月
迄
壱
ヶ
年
之
内
、

入
用
次
第
差
出
し
請
負
入
札
申
付
候
、
尤
代
銀
ハ
来
年
中
三
四
度
ニ
相
渡
し
候
様
ニ
候
、

望
之
も
の
ハ
明
後
廿
一
日
九
つ
時
迄
、
肥
後
屋
敷
へ
入
札
令
持
参
、
直
ニ
札
披
申
付
候
、

右
刻
限
遅
参
之
者
ハ
刎
札
ニ
申
付
候
、
此
旨
油
屋
共
へ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

〔
丑
〕
十
二
月
十
九
日

292　

享
保
六
年
十
二
月
二
十
四
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
二
一
八

　
　
　
　

覚

一子

年米
五
千
六
百
石
余　
　
　

五
畿
内

右
者
二
条
御
蔵
米
現
銀
御
売
払
ニ
付
、
壱
戸
前
切
入
札
有
之
候
間
、
望
之
者
ハ
明
後
廿

五
日
よ
り
豊
前
屋
敷
屋
江
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
付
、
米
見
届
、
来
ル
廿
八
日
豊
前

屋
敷
ニ
而
札
披
候
様
ニ
、
望
之
買
人
へ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

十
二
月
廿
四
日

293　

享
保
七
年
三
月
八
日

二
条
蔵
米
大
豆
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
二
四
一

　
　
　
　

覚

一丑
年
二
条
御
蔵

米
弐
百
弐
拾
八
石　
　
　
　

備
中

備
後

一丑
年
二
条
御
蔵

大
豆
六
百
七
拾
石　
　
　
　

摂
州

内
三
拾
石　
　
　
　
　

子
年
江
州

一丑
年
大
津

大
豆
百
六
拾
四
石
余　
　

江
州

右
者
二
条
大
津
御
蔵
米
大
豆
現
銀
御
売
払
入
札
有
之
間
、
望
之
も
の
者
明
九
日
よ
り
豊

前
役
所
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
付
、
米
大
豆
見
届
、
同
十
六
日
札
披
候
様
ニ
、
望

之
売
人
共
江
可
相
触
者
也
、

　
　

寅
三
月
八
日

294　

享
保
七
年
四
月

壬
生
村
が
二
条
城
の
堀
か
ら
取
っ
て
い
た
用
水
が
滞
る
。

〔
八
木
（
喜
）
家
文
書
〕　
　
　

奉
願
口
上
書

一
壬
生
領
惣
高
千
弐
百
四
拾
石
余
之
内
三
百
石
程
之
田
地
ハ
、
往
古
よ
り
二
条
御
城
御

堀
之
湧
水
を
以
、
稲
方
・
瓜
・
茄
子
・
芋
・
染
藍
抔
作
仕
来
候
処
ニ
、
去
冬
よ
り
右

之
定
水
下
り
不
申
候
ニ
付
、
右
之
作
物
難
成
、
百
姓
共
難
義
仕
候
、
苗
代
仕
付
置
申

候
而
も
定
水
下
り
不
申
候
へ
ハ
植
付
難
成
候
、
何
と
そ
例
年
四
月
上
旬
よ
り
八
月
中

旬
迄
関
板
御
下
ケ
、
水
被
下
候
様
ニ
奉
願
候
、
右
之
水
下
り
不
申
候
へ
ハ
、
御
地
頭

方
御
年
貢
減
少
可
仕
候
ニ
付
、
御
難
義
被
遊
候
御
事
ニ
御
座
候
間
、
右
願
之
通
四
月

上
旬
よ
り
八
月
中
旬
迄
之
間
水
御
下
ケ
被
成
下
候
ハ
ヽ
、
惣
百
姓
共
難
有
忝
可
奉
存

候
、
以
上
、

　
　
　

享
保
七
年
寅
四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

葛
野
郡
壬
生
村

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

治
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

喜
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甚
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
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忠
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
左
衛
門
（
印
）　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

 
 

惣
百
姓
共　
　
　
　
　
　
　

　
　

御
奉
行
様

295　

享
保
七
年
五
月

壬
生
村
が
二
条
城
の
堀
か
ら
取
っ
て
い
た
用
水
の
さ
ら
な
る
入
水
を
願
う
。

〔
八
木
（
喜
）
家
文
書
〕　

　
　
　
　
　

奉
願
口
上
書

一
壬
生
領
之
内
御
堀
之
湧
水
請
来
候
田
地
、
此
節
ハ
少
々
水
御
下
被
成
下
、
惣
百
姓
共

難
有
奉
存
候
、
今
少
水
御
座
候
得
ハ
植
付
仕
度
奉
存
候
、
御
慈
悲
ニ
此
上
少
々
水
御

下
ケ
被
成
下
候
様
奉
願
候
、
右
願
之
通
被
成
下
候
ハ
ヽ
、
難
有
忝
可
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　

享
保
七
年
寅
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

葛
野
郡
壬
生
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 

　

年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

治
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

甚
右
ヱ
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 

伊
右
エ
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同

 
 
 
 
 
 
 
 
 

源
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利
兵
衛
（
印
）　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 

惣
百
姓
共

　
　

御
奉
行
様

296　

享
保
七
年
六
月
十
三
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
二
七
一

　
　
　
　

覚

一丑
年米

九
千
三
百
拾
弐
石　
　
　

　
　

内
千
弐
百
五
拾
八
石　
　

五
畿
内
米

八
千
五
拾
四
石　
　
　

田
舎
米

右
者
二
条
御
蔵
米
現
銀
御
売
払
入
札
有
之
間
、
望
之
も
の
ハ
来
ル
十
五
日
よ
り
豊
前
役

所
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
米
見
届
、
同
廿
二
日
札
披
候
様
ニ
、
望
之
買
人

共
へ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

寅
六
月
十
三
日

297　

享
保
七
年
六
月
十
八
日

二
条
城
中
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
二
七
三

　
　
　
　

覚

一
御
城
中
二
之
御
丸
太
鞁
御
櫓
御
修
復

一
東
御
番
衆
北
外
側
太
鞁
塀
御
修
復

一
東
西
御
番
衆
小
屋
廻
り
高
塀
所
々
御
修
復

右
之
通
二
条
御
城
中
御
修
復
有
之
間
、
明
十
九
日
よ
り
廿
一
日
迄
、
寺
町
通
丸
太
町
上

ル
中
井
主
水
方
へ
、
望
之
者
ハ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
写
取
、
可
致
入
札
候
、
札
披

日
限
之
儀
ハ
主
水
可
為
差
図
候
、
以
上
、

　
　
　

寅
六
月
十
八
日

298　

享
保
七
年
七
月
十
二
日
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二
条
城
廻
り
馬
場
内
で
所
司
代
・
町
奉
行
往
来
の
節
、
平
座
を
命
じ
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
二
七
六

一
二
条
御
城
廻
り
馬
場
之
内
、
所
司
代
幷
町
奉
行
往
来
之
節
、
別
而
往
還
之
も
の
不
行

儀
無
之
、
平
座
可
致
事
、
（
中
略
）

　
　
　

寅
七
月
十
二
日

299　

享
保
七
年
八
月
二
十
四
日

二
条
城
中
破
損
入
用
縄
藁
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
二
八
七

　
　
　
　

覚

一
縄
千
弐
百
束　
　
　

但
五
尺
繙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
十
尋

一
藁
五
百
丸　
　
　
　

但
打
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
尺
し
て

右
者
二
条
御
城
中
破
損
御
入
用
之
縄
藁
入
札
有
之
候
間
、
望
之
も
の
ハ
明
廿
五
日
よ
り

御
蔵
奉
行
奈
佐
清
太
夫
方
へ
参
、
根
帳
ニ
付
、
来
ル
廿
八
日
於
豊
前
屋
敷
札
披
候
様
ニ
、

望
之
も
の
へ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

八
月
廿
四
日

300　

享
保
七
年
十
一
月
三
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
三
〇
九

　
　
　
　

覚

一丑
年
五
畿
内

米
四
千
九
百
八
拾
石　
　
　

外
御
蔵
五
戸
前

右
之
通
二
条
御
蔵
米
御
売
払
ニ
付
、
壱
戸
前
切
ニ
入
札
い
た
し
、
落
札
之
者
現
銀
皆
上

納
幷
米
引
取
候
日
限
日
数
十
五
日
切
ニ
申
付
候
間
、
望
之
も
の
者
明
四
日
よ
り
来
ル
八

日
迄
、
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
付
、
同
九
日
御
蔵
江
罷
越
、
米
見
届
、
入
札
可
致
候
、

翌
十
日
肥
後
屋
敷
ニ
而
札
披
候
様
可
相
触
者
也
、

　
　
　

寅
十
一
月
三
日

301　

享
保
七
年
十
一
月
十
九
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
三
二
〇

　
　
　
　

覚

一丑
年
五
畿
内
　
播
磨

米
五
千
百
六
拾
八
石　
　
　

内
外
御
蔵
五
戸
前

右
之
通
二
条
御
蔵
米
御
売
払
ニ
付
、
壱
戸
前
切
ニ
入
札
い
た
し
、
落
札
之
者
現
銀
皆
上

納
幷
米
引
取
候
日
限
、
札
披
よ
り
日
数
十
五
日
切
ニ
申
付
候
間
、
望
者
者
明
廿
日
よ
り

来
ル
廿
二
日
迄
、
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
同
廿
三
日
御
蔵
へ
罷
越
、
御
米
見
届
、

入
札
可
致
候
、
翌
廿
四
日
肥
後
屋
敷
ニ
而
札
披
候
様
ニ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

十
一
月
十
九
日

302　

享
保
八
年
二
月
十
日

二
条
城
内
取
捨
候
ご
み
土
取
捨
候
賃
銀
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
三
四
〇

一
二
条
御
城
内
ニ
被
取
捨
候
ご
み
土
弐
万
荷
在
之
候
、
捨
所
ハ
馬
場
廻
り
其
外
近
所
ニ

可
申
付
候
、
望
之
も
の
ハ
右
取
捨
候
賃
銀
入
札
、
来
ル
十
五
日
四
つ
時
東
御
役
所
江

持
参
可
申
候
、
以
上
、

　
　
　

卯
二
月
十
日

303　

享
保
八
年
三
月
九
日

二
条
蔵
大
豆
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
三
四
七

　
　
　
　

覚

一
大
豆
四
百
弐
拾
四
石
程

　
　

内
弐
拾
四
石
程　

丑
年
江
州

　
　
　
　

四
百
石　
　
　

寅
年
摂
州

右
ハ
二
条
御
蔵
大
豆
御
売
払
入
札
い
た
し
、
落
札
之
者
現
銀
皆
上
納
幷
日
限
札
披
よ
り

日
数
廿
日
切
ニ
申
付
候
間
、
望
之
者
ハ
明
十
日
よ
り
来
ル
十
四
日
迄
、
家
持
請
人
召
連
参
、
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根
帳
ニ
付
、
大
豆
見
届
、
同
十
五
日
於
肥
後
屋
敷
札
披
候
様
、
買
人
共
へ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

卯
三
月
九
日

304　

享
保
八
年
四
月
五
日

二
条
蔵
大
豆
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
三
六
〇

　
　
　
　

覚

一
大
豆
四
百
石　
　

右
大
豆
現
銀
御
売
払
入
札
在
之
間
、
望
之
も
の
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
付
、
来
ル
十
一

日
大
豆
見
届
、
翌
十
二
日
豊
前
屋
敷
ニ
而
札
披
可
申
候
、
代
銀
上
納
之
儀
者
、
札
披
之

日
よ
り
廿
日
切
上
納
之
筈
候
間
、
右
之
趣
可
相
触
者
也
、

　
　
　

卯
四
月
五
日

305　

享
保
八
年
七
月
三
日

二
条
城
納
戸
蔵
等
の
柱
取
替
等
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
三
七
八

　
　
　
　

覚

一
二
条
御
城
御
納
戸
蔵
北
側
御
太
鼓
塀
之
内
扣
柱
取
替

一
四
方
外
側
御
太
鼓
塀
之
内
扣
柱
取
替
同
壁
繕

一
高
麗
御
門
外
橋
杭
木
用
掛
直

右
入
札
有
之
候
間
、
明
四
日
よ
り
七
日
迄
之
内
、
寺
町
丸
太
町
上
町
中
井
主
水
方
へ
家

持
請
人
召
連
参
、
仕
様
帳
写
取
、
同
八
日
於
市
小
屋
札
披
候
様
、
望
之
者
へ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

卯
七
月
三
日

306　

享
保
八
年
七
月
二
十
三
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
三
八
一

　
　
　
　

覚

一寅

年米
弐
百
弐
拾
八
石　
　
　

近
江

一同

断米
弐
百
四
拾
壱
石　
　
　

丹
波

右
者
二
条
御
蔵
米
御
売
払
入
札
有
之
間
、
望
之
者
ハ
明
廿
二
日
よ
り
家
持
請
人
召
連
参
、

根
帳
付
、
米
見
届
、
来
ル
廿
七
日
豊
前
屋
敷
ニ
而
札
披
可
申
候
、
代
銀
上
納
之
儀
ハ
、

札
披
候
日
よ
り
廿
日
切
ニ
上
納
之
筈
候
間
、
右
之
趣
可
相
触
者
也
、

　
　
　

卯
七
月
廿
三
日

307　

享
保
八
年
九
月
六
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
三
九
二

　
　
　
　

覚

一
米
千
四
百
石　
　
　
　
　

寅
年
丹
後

右
者
二
条
御
蔵
米
御
売
払
入
札
有
之
間
、
望
之
も
の
明
七
日
よ
り
家
持
請
人
召
連
参
、

根
帳
ニ
付
、
米
見
届
、
来
ル
十
二
日
豊
前
屋
敷
に
て
札
披
可
申
候
、
代
銀
上
納
之
義
者
、

札
披
候
日
よ
り
廿
日
切
上
納
之
筈
候
間
、
右
之
趣
可
相
触
者
也
、

　
　
　

九
月
六
日

308　

享
保
八
年
十
月
二
十
二
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
四
〇
九

　
　
　
　

覚

一寅

年米
千
八
百
石
余　
　
　
　
　

丹
後

右
ハ
二
条
御
蔵
米
御
売
払
入
札
有
之
間
、
望
之
者
明
廿
三
日
よ
り
家
持
請
人
召
連
参
、

根
帳
ニ
付
、
米
見
届
、
来
ル
廿
八
日
豊
前
屋
敷
ニ
而
札
披
可
申
候
、
代
銀
上
納
御
米
引

取
之
儀
ハ
、
札
披
候
日
よ
り
廿
日
切
上
納
之
筈
ニ
候
、
右
之
趣
可
相
触
者
也
、

　
　
　

十
月
廿
二
日

309　

享
保
八
年
十
一
月
十
八
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
四
一
九
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覚

一
米
三
千
四
百
石
余　
　
　
　
　

右
者
二
条
御
蔵
米
御
売
払
入
札
有
之
間
、
望
之
者
明
十
九
日
よ
り
家
持
請
人
召
連
参
、

根
帳
ニ
付
、
廿
二
日
豊
前
屋
敷
ニ
て
札
披
可
申
者
也
、

　
　
　

十
一
月
十
八
日

310　

享
保
八
年
十
二
月
四
日

二
条
蔵
米
大
豆
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
四
二
九

　
　
　
　

覚

一
米
三
千
七
百
九
拾
五
石
余　
　
　

寅
年
丹
後

一
大
豆
九
拾
石
程　
　
　
　
　
　
　

寅
年
摂
津

右
者
二
条
御
蔵
米
大
豆
御
売
払
入
札
い
た
し
、
落
札
之
者
現
銀
皆
上
納
幷
日
限
札
披
よ

り
日
数
十
日
切
ニ
申
付
候
間
、
望
之
者
者
明
五
日
よ
り
来
ル
九
日
迄
ニ
、
家
持
請
人
召

連
参
、
根
帳
ニ
付
、
米
大
豆
見
届
、
同
十
日
於
筑
後
屋
敷
札
披
様
、
買
人
共
江
可
相
触

者
也
、

　
　
　

卯
十
二
月
四
日

311　

享
保
八
年
十
二
月
十
二
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
四
三
三

　
　
　
　

覚

一
米
三
千
九
百
三
拾
弐
石
程　
　
　

寅
年
五
畿
内

右
者
二
条
御
蔵
米
御
売
払
入
札
有
之
間
、
落
札
之
者
現
銀
皆
上
納
幷
日
限
札
披
よ
り
日

数
十
日
切
ニ
申
付
候
間
、
望
之
者
ハ
明
十
三
日
よ
り
来
ル
十
五
迄
ニ
、
家
持
請
人
召
連
参
、

根
帳
ニ
付
、
米
見
届
、
翌
十
六
日
於
筑
後
屋
鋪
札
披
様
、
買
人
共
江
可
相
触
者
也
、

　
　
　

卯
十
二
月
十
二
日

312　

享
保
九
年
四
月
二
十
四
日

二
条
城
中
御
用
灯
油
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
四
六
五

　
　
　
　

覚

二
条
御
城
中
閏
四
月
中
御
用
之
灯
油
御
入
用
ニ
候
間
、
来
ル
廿
六
日
於
筑
後
屋
敷
入
札

披
有
之
候
間
、
油
屋
共
入
札
持
参
候
様
ニ
可
申
触
者
也
、

　
　
　

辰
四
月
廿
四
日

　
　

右
入
札
廿
六
日
昼
九
つ
時
前
ニ
西
御
屋
敷
へ
罷
出
候
様
ニ
添
書
致
し
、
相
廻
シ
申
候
様

ニ
御
勘
定
方
よ
り
被
仰
渡
候
、

313　

享
保
九
年
閏
四
月
六
日

二
条
城
中
御
破
損
所
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
四
六
九

　
　
　
　

覚

一
材
木
方

一
日
傭
方

一
小
買
物
方

一
壁
土
方

一
張
付
方

右
者
二
条
御
城
中
御
破
損
所
御
修
復
御
入
用
ニ
候
間
、
望
之
者
明
七
日
よ
り
来
ル
十
一

日
迄
、
寺
町
通
丸
太
町
上
ル
所
中
井
主
水
方
へ
、
家
持
請
人
召
連
参
、
帳
面
写
取
、
市

小
屋
ニ
而
札
披
有
之
筈
ニ
候
間
、
日
限
之
儀
ハ
主
水
ニ
而
承
合
候
様
ニ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

辰
壬
四
月
六
日

314　

享
保
九
年
閏
四
月
十
八
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
四
七
三

　
　
　
　

覚

一卯

年米
六
百
廿
石
余　
　
　

丹
波

右
ハ
二
条
御
蔵
米
御
売
払
入
札
有
之
候
間
、
望
之
者
ハ
明
廿
三
日
よ
り
家
持
請
人
召
連
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参
、
根
帳
ニ
付
、
米
見
届
、
来
ル
廿
八
日
豊
前
屋
敷
ニ
而
札
披
候
、
代
銀
上
納
之
儀
ハ

札
披
候
日
よ
り
三
十
日
限
ニ
上
納
之
筈
ニ
候
間
、
其
旨
可
存
者
也
、

　
　
　

辰
閏
四
月
廿
二
日

315　

享
保
九
年
五
月
二
十
三
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
四
八
二

　
　
　
　

覚

一卯

年米
百
七
十
弐
石
程　
　
　
　

五
畿
内

一同

米
千
弐
百
四
十
四
石
程　
　

丹
波

一
米
千
七
百
石
程　
　
　
　
　

近
江

右
者
二
条
御
蔵
米
御
売
払
入
札
有
之
候
間
、
望
之
者
ハ
明
廿
四
日
よ
り
家
持
請
人
召
連

参
、
根
帳
ニ
付
、
米
見
届
ケ
、
来
ル
廿
八
日
豊
前
屋
敷
ニ
て
札
披
候
、
代
銀
近
江
米
ハ

札
披
候
日
よ
り
三
十
日
、
五
畿
内
丹
波
ハ
五
十
日
切
ニ
上
納
之
筈
ニ
候
間
、
可
存
其
旨

者
也
、

　
　
　

辰
五
月
廿
三
日

316　

享
保
九
年
五
月
二
十
三
日

二
条
城
内
入
用
灯
油
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
四
八
三

　
　
　
　

覚

御
城
内
灯
油
御
入
用
ニ
候
間
、
入
札
相
認
メ
、
来
ル
廿
六
日
四
つ
時
豊
前
屋
舗
へ
可
持

参
者
也
、

　
　
　

辰
五
月
廿
三
日

　
317　

享
保
九
年
六
月
四
日

二
条
城
内
所
々
の
井
戸
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
四
八
五

　
　
　
　

覚

二
条
御
城
内
所
々
井
土
六
ケ
所
御
修
復
ニ
付
、
入
札
有
之
候
間
、
明
五
日
よ
り
同
六
日
迄
、

寺
町
丸
太
町
上
ル
町
中
井
主
水
方
江
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
写
取
、
来
ル
九
日
於
市

小
屋
札
披
有
之
候
間
、
望
之
売
人
共
江
可
相
触
者
也
、

　
　
　

辰
六
月
四
日

318　

享
保
九
年
六
月
二
十
九
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
四
九
二

　
　
　
　

覚

一
米
弐
百
五
拾
六
石
余　
　
　

卯
年
近
江

一
米
千
五
百
五
拾
三
石
余　
　

卯
年
丹
後

右
ハ
二
条
御
蔵
米
御
売
払
二
口
廉
落
入
札
い
た
し
、
落
札
之
者
現
銀
皆
上
納
幷
日
限
札

披
よ
り
日
数
三
十
日
切
ニ
申
付
候
間
、
望
之
も
の
ハ
明
晦
日
よ
り
来
月
四
日
迄
、
家
持

請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
米
見
届
、
同
五
日
於
筑
後
屋
敷
札
披
候
積
、
買
人
共
江
可

相
触
者
也
、

　
　
　

辰
六
月
廿
九
日

319　

享
保
九
年
七
月
二
十
六
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
五
〇
二

　
　
　
　

覚

一卯
ノ
年
五
畿
内

米
六
百
五
石
五
斗　
　
　
　

二
ノ
御
丸
新
八
番

一同

断米
八
百
廿
六
石　
　
　
　
　

御
天
守
之
下
十
一
番

　
　

千
四
百
三
拾
一
石
五
斗

右
者
二
条
御
蔵
米
御
売
払
二
口
廉
落
入
札
致
、
現
銀
皆
上
納
幷
日
限
札
披
よ
り
日
数

五
十
日
切
ニ
申
付
候
間
、
望
之
者
ハ
明
廿
七
日
よ
り
来
月
三
日
迄
ニ
、
家
持
請
人
召
連
参
、

根
帳
ニ
付
、
米
見
届
ケ
、
翌
四
日
於
筑
後
屋
鋪
札
披
候
様
ニ
、
買
人
共
へ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

辰
七
月
廿
六
日
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320　

享
保
九
年
八
月

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
五
一
一

　
　
　
　

覚

一卯
年
五
畿
内

米
六
百
四
拾
弐
石
五
斗　
　
　

壱二
之
丸
御
花
畑
前

番

一同

断米
五
百
九
拾
八
石
五
斗　
　
　

弐右
同
所番

一
米
六
百
四
拾
六
石
五
斗　
　
　

四右
同
所番

　
　

千
八
百
八
拾
七
石
五
斗　

右
ハ
二
条
御
蔵
米
御
売
払
三
口
廉
落
入
札
い
た
し
、
現
銀
皆
上
納
幷
日
数
札
披
よ
り
三
十

日
切
申
付
候
間
、
望
之
者
ハ
明
廿
九
日
よ
り
来
月
三
日
迄
ニ
、
家
持
請
人
召
連
参
、
根

帳
ニ
付
、
米
見
届
、
翌
四
日
於
筑
後
守
屋
敷
札
披
候
様
ニ
、
買
人
共
へ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

辰
八
月

321　

享
保
九
年
九
月
八
日

二
条
城
内
二
之
丸
西
構
塀
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
五
一
六

　
　
　
　

覚

二
条
御
城
内
二
之
御
丸
西
御
構
塀
御
修
復
ニ
付
入
札
有
之
候
間
、
望
之
者
来
ル
十
日
よ

り
十
二
日
迄
之
内
、
寺
町
通
丸
太
町
上
ル
町
中
井
主
水
方
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
仕
様

帳
写
取
、
同
十
五
日
於
市
小
屋
ニ
札
披
候
間
、
可
存
其
旨
者
也
、

　
　
　

辰
九
月
八
日

322　

享
保
九
年
十
月
十
九
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
五
三
五

　
　
　
　

覚

一卯
年
五
畿
内

米
八
百
九
拾
五
石　
　
　
　
　

拾御
天
守
下

番

一右
同
断米

千
四
百
弐
拾
八
石
五
斗　

 

弐外
御
蔵拾

九
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
十
番

一卯
年
丹
後

米
千
六
百
四
拾
八
石　
　
　
　

十同
所九

番　

右
ハ
二
条
御
蔵
米
御
売
払
三
口
廉
落
入
札
申
付
候
間
、
札
披
日
限
よ
り
日
数
五
十
日
限

ニ
代
銀
追
々
相
納
候
積
り
、
望
之
も
の
明
廿
日
よ
り
廿
九
日
迄
ニ
、
家
持
請
人
召
連
参
、

根
帳
ニ
付
、
米
見
届
、
翌
廿
六
日
於
筑
後
屋
敷
札
披
候
様
ニ
、
買
人
共
へ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

辰
十
月
十
九
日

323　

享
保
九
年
十
月
二
十
七
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
五
四
一

　
　
　
　

覚

一卯
年
五
畿
内

米
八
百
九
拾
五
石　
　
　
　
　

拾御
天
守
下

番

一右
同
断米

千
四
百
廿
八
石
五
斗　
　
　

廿外
御
蔵九

番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
十
番

一同
年
丹
後
米

米
千
六
百
四
拾
八
石　
　
　
　

十同
所九

番　

右
ハ
二
条
御
蔵
米
延
売
御
払
三
口
廉
落
入
札
申
付
候
、
尤
家
質
差
出
御
米
勝
手
次
第
請

取
、
代
銀
極
月
廿
五
日
限
皆
上
納
候
積
り
、
望
之
者
明
廿
八
日
よ
り
来
月
二
日
迄
、
家

持
請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
米
見
届
、
翌
三
日
於
筑
後
屋
敷
札
披
候
様
、
買
人
共
へ

可
相
触
者
也
、

　
　
　

十
月
廿
七
日

324　

享
保
九
年
十
一
月
三
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
五
四
五

　
　
　
　

覚

一卯
年
五
畿
内

米
八
百
九
拾
五
石　
　
　
　
　

拾御
天
守
下

番

一右
同
断米

千
四
百
弐
拾
八
石
五
斗　
　

廿外
御
蔵九

番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
十
番

一卯
年
丹
後

米
千
六
百
四
拾
八
石　
　
　
　

拾同
所九

番　

右
者
二
条
御
蔵
御
売
払
三
口
廉
落
入
札
申
付
候
間
、
札
披
日
限
よ
り
日
数
三
十
日
限
代
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銀
追
々
相
納
候
積
り
、
望
之
者
明
四
日
よ
り
六
日
迄
、
家
持
請
人
召
連
参
、
米
見
届
、

翌
七
日
於
筑
後
屋
敷
札
披
候
様
、
買
人
共
へ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

十
一
月
三
日

325　

享
保
九
年
十
一
月
十
一
日

二
条
城
内
四
方
太
鼓
塀
の
扣
柱
扣
貫
板
等
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
五
四
九

　
　
　
　

御
触

二
条
御
城
内
四
方
御
太
鼓
塀
扣
柱
扣
貫
北
御
門
袖
塀
之
内
御
修
復
ニ
付
、
入
札
有
之
候

間
、
来
ル
十
二
日
十
三
日
と
、
寺
町
丸
太
町
上
ル
町
中
井
主
水
方
へ
家
持
請
人
召
連
参
、

根
帳
写
取
、
来
ル
十
六
日
於
市
小
屋
札
披
在
之
、
望
之
買
人
共
へ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

辰
十
一
月
十
一
日

326　

享
保
九
年
十
一
月
二
十
七
日

二
条
蔵
大
豆
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
五
五
八

　
　
　
　

覚 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一卯
年
摂
州

大
豆
拾
七
石

右
者
二
条
御
蔵
大
豆
御
売
払
入
札
申
付
候
間
、
代
銀
之
儀
ハ
現
銀
皆
上
納
之
積
り
候
間
、

望
之
者
ハ
明
廿
八
日
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
付
、
大
豆
見
届
、
翌
廿
九
日
於
筑
後
屋

敷
札
披
候
様
、
買
人
共
へ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

辰
十
一
月
廿
七
日

327　

享
保
十
年
五
月
十
二
日

二
条
城
内
御
破
損
所
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
五
九
三

二
条
御
城
内
御
破
損
所
、
五
品
御
修
復
ニ
付
入
札
有
之
候
間
、
明
十
三
日
よ
り
同
十
四

日
迄
、
寺
町
通
丸
太
町
上
ル
町
中
井
主
水
方
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
写
取
、
来
ル

十
七
日
市
小
屋
ニ
而
札
披
在
之
候
間
、
望
之
買
人
江
可
相
触
者
也
、

　
　
　

巳
五
月
十
二
日

328　

享
保
十
年
六
月
十
五
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
六
一
一

　
　
　
　

覚

一
米
弐
百
拾
石
程　
　
　
　

辰
年
丹
波

　
　
　

内
拾
七
石
五
斗　
　
　

摂
州
米 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
米
弐
百
拾
六
石
程　
　
　

辰
年
備
中

右
者
二
条
御
蔵
米
御
売
払
二
口
廉
落
入
札
い
た
し
、
落
札
之
者
現
銀
皆
上
納
、
幷
日
限

札
披
よ
り
日
数
三
十
日
切
ニ
申
付
候
間
、
望
之
者
ハ
明
十
六
日
よ
り
来
ル
廿
一
日
迄
ニ
、

家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
米
見
届
、
同
廿
二
日
於
筑
後
屋
敷
札
披
候
様
ニ
、
買

人
共
へ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

六
月
十
五
日

329　

享
保
十
年
七
月
十
七
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
六
一
六

　
　
　
　

覚

一
米
千
三
百
十
八
石
程　
　
　
　

辰
年
五
畿
内

右
者
二
条
御
蔵
米
御
売
払
入
札
有
候
間
、
望
之
者
明
後
十
九
日
よ
り
二
条
御
蔵
奉
行
奈

佐
清
太
夫
方
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
来
ル
廿
四
日
米
見
届
、
翌
廿
五
日
四

つ
時
於
御
蔵
場
ニ
札
披
有
之
候
、
代
銀
之
義
ハ
札
披
候
日
よ
り
五
十
日
を
限
上
納
之
筈

ニ
候
間
、
此
旨
可
相
触
者
也
、

　
　
　

巳
七
月
十
七
日

330　

享
保
十
年
九
月
一
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
六
二
三
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覚

一
米
九
百
石　
　
　
　
　

辰
年
五
畿
内

一
同
四
百
五
拾
八
石　
　

同
断

一
同
九
百
拾
弐
石
五
斗　

同
断

右
ハ
二
条
御
蔵
米
三
戸
前
門
落
御
売
払
入
札
有
之
候
間
、
明
二
日
よ
り
五
日
迄
之
内
、

御
蔵
奉
行
興
津
八
左
衛
門
方
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
付
、
六
日
米
見
届
、
翌
七
日

四
つ
時
於
御
蔵
場
札
披
キ
有
之
候
、
代
銀
之
儀
者
札
披
候
日
よ
り
五
十
日
を
限
り
上
納

之
筈
ニ
候
間
、
此
旨
可
相
触
者
也
、

　
　
　

巳
九
月
朔
日
（
後
略
）

331　

享
保
十
年
十
月
二
十
三
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
六
四
七

　
　
　
　

覚

一
米
弐
百
五
拾
八
石
五
斗　
　

辰
年
五
畿
内

一
米
千
弐
百
三
石　
　
　
　
　

同
断

右
者
二
条
御
蔵
米
二
戸
前
門
落
御
売
払
入
札
有
之
候
間
、
明
廿
四
日
よ
り
廿
七
日
迄
之

内
、
二
条
御
蔵
奉
行
奈
佐
清
太
夫
方
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
付
、
廿
八
日
米
見
届
、

翌
廿
九
日
四
つ
時
於
御
蔵
場
札
披
有
之
候
、
代
銀
之
儀
ハ
札
披
候
日
よ
り
三
十
日
を
限

上
納
之
筈
ニ
候
間
、
此
旨
可
相
触
者
也
、

　
　
　

巳
十
月
廿
三
日

332　

享
保
十
年
十
一
月

二
条
城
内
四
方
太
鼓
塀
の
扣
柱
扣
貫
等
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
六
五
一

二
条
御
城
内
四
方
御
太
鞁
塀
扣
柱
扣
貫
東
西
御
門
櫓
両
脇
南
北
両
喰
違
御
門
脇
袖
塀
扣

柱
等
御
修
復
入
札
有
之
候
間
、
来
ル
八
日
九
日
両
日
之
内
、
寺
町
通
丸
太
町
上
ル
町
中

井
主
水
方
ニ
而
根
帳
写
取
、
同
十
二
日
於
市
小
屋
札
披
有
之
候
間
、
望
之
売
人
江
可
相

触
者
也
、

　
　
　

巳
十
一
月

333　

享
保
十
年
十
一
月
二
十
七
日

二
条
蔵
大
豆
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
六
五
二

　
　
　
　

覚

一
大
豆
六
拾
六
石
程

　
　

内
三
拾
石　
　

摂
州

　
　
　
　

三
拾
六
石　

石
州　

右
者
二
条
御
蔵
大
豆
御
売
払
入
札
有
之
候
間
、
明
十
一
日
十
四
日
迄
之
内
ニ
、
二
条
御

蔵
奉
行
近
藤
半
左
衛
門
方
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
へ
付
、
十
五
日
大
豆
見
届
、
翌

十
六
日
四
つ
時
於
御
蔵
場
札
披
有
之
候
、
代
銀
之
儀
ハ
当
月
中
ニ
上
納
之
筈
候
間
、
此

旨
可
相
触
者
也
、

　
　
　

十
一
月
十
一
日

334　

享
保
十
年
十
一
月

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
六
五
六

　
　
　
　

覚

一辰
年
五
畿
内

米
七
百
六
拾
六
石
程

一同

断米
六
百
石
五
斗
程

一同

断米
九
百
弐
拾
壱
石
程

一同

断米
五
百
八
石
五
斗
程

　
　

弐
千
七
百
九
拾
六
石
程

右
者
二
条
御
城
内
御
蔵
米
四
口
門
落
御
売
払
入
札
有
之
候
間
、
望
之
者
明
十
八
日
同
十
九

日
両
日
之
内
、
御
蔵
奉
行
近
藤
半
左
衛
門
方
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
廿
日

米
見
届
、
翌
廿
一
日
四
つ
時
於
御
蔵
場
札
披
有
之
候
、
代
銀
来
極
月
十
五
日
を
限
上
納

之
筈
ニ
候
間
、
此
旨
可
相
触
者
也
、

　
　
　

巳
十
一
月
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335　

享
保
十
年
十
二
月

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
六
六
六

　
　
　
　

覚

一辰
年
五
畿
内

米
弐
百
五
拾
八
石
五
斗

一同

断米
千
弐
百
三
石

一同

断米
八
百
五
石

　
　

弐
千
弐
百
六
拾
六
石
五
斗

右
ハ
二
条
御
蔵
米
三
口
門
落
御
売
払
入
札
有
之
候
間
、
望
之
者
今
日
よ
り
来
五
日
迄
ニ
、

御
蔵
奉
行
興
津
八
左
衛
門
方
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
同
六
日
米
見
届
、
翌

七
日
於
御
蔵
場
札
披
有
之
候
、
代
銀
之
儀
来
ル
廿
日
切
上
納
之
筈
ニ
候
間
、
此
旨
可
相

触
者
也
、

　
　
　

巳
十
二
月

336　

享
保
十
一
年
五
月
九
日

二
条
城
中
破
損
所
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
七
〇
八

　
　
　
　

覚

一
材
木
方

一
日
傭
方

一
小
買
物
方

一
壁
土
方

一
張
付
方

右
者
二
条
御
城
中
御
破
損
所
御
修
復
入
用
ニ
候
間
、
望
之
者
明
十
日
よ
り
十
四
日
迄
、

寺
町
通
丸
太
町
上
ル
所
中
井
主
水
宅
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
帳
面
写
取
、
市
小
屋
ニ
而

札
披
在
之
筈
ニ
候
間
、
日
限
之
儀
者
主
水
方
ニ
而
承
合
差
図
可
請
者
也
、

　
　
　

午
五
月
九
日

337　

享
保
十
一
年
六
月
三
日

二
条
蔵
大
豆
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
七
一
一

　
　
　
　

覚

一巳
年
江
州

大
豆
百
石　
　
　

外
御
蔵

右
者
二
条
御
蔵
大
豆
御
売
払
入
札
有
之
間
、
望
之
も
の
来
ル
七
日
迄
之
内
、
御
蔵
奉
行

田
村
三
左
衛
門
方
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
付
、
八
日
大
豆
見
届
、
翌
九
日
於
御
蔵

場
札
披
可
申
候
、
代
銀
之
儀
ハ
札
披
候
三
十
日
を
限
り
上
納
之
積
可
相
触
者
也
、

　
　
　

午
六
月
三
日

338　

享
保
十
一
年
七
月
四
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
七
二
二

一巳
年
五
畿
内
　
丹
波

米
千
八
拾
石
程

　
　

内
百
五
拾
壱
石　
　
　

丹
波
米
也

右
者
二
条
御
蔵
米
御
売
払
入
札
有
之
候
、
望
之
者
来
ル
七
日
迄
之
内
、
御
蔵
奉
行
奈
佐

清
太
夫
方
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
付
、
八
日
米
見
届
、
翌
九
日
於
御
蔵
場
札
披
可

申
候
、
代
銀
之
儀
札
披
候
日
よ
り
五
十
日
を
限
り
上
納
、
御
米
引
取
候
積
可
相
触
者
也
、

　
　
　

午
七
月
四
日

339　

享
保
十
一
年
八
月
十
三
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
七
三
二

一巳
年
石
見

米
千
三
百
六
拾
三
石
程

右
ハ
二
条
御
蔵
米
御
売
払
入
札
有
之
候
、
望
之
者
来
ル
十
八
日
迄
之
内
、
御
蔵
奉
行
近

藤
半
左
衛
門
方
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
十
九
日
米
見
届
、
翌
廿
日
於
御
蔵

場
札
披
可
申
候
、
代
銀
之
儀
ハ
札
披
候
日
よ
り
五
十
日
を
限
上
納
仕
、
御
米
引
取
候
積

可
相
触
者
也
、

　
　
　

午
八
月
十
三
日
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340　

享
保
十
一
年
八
月
二
十
九
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
七
三
三

一巳
年
五
畿
内

米
千
百
九
拾
三
石

右
者
二
条
御
蔵
米
御
売
払
入
札
有
之
候
、
望
之
者
来
月
四
日
迄
之
内
、
御
蔵
奉
行
田
村

三
左
衛
門
方
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
五
日
米
見
届
ケ
、
翌
六
日
於
御
蔵
場

札
披
可
申
候
、
代
銀
之
義
者
札
披
候
日
よ
り
五
十
日
を
限
上
納
仕
、
米
引
取
候
積
可
相

触
者
也
、

　
　
　

午
八
月
廿
九
日

341　

享
保
十
一
年
九
月
十
二
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
七
三
七

一巳
年
石
見
　
丹
後

米
千
三
百
廿
三
石
程

右
者
二
条
御
蔵
米
御
売
払
入
札
有
之
候
、
望
之
者
来
ル
十
七
日
迄
之
内
、
御
蔵
奉
行
田

村
三
左
衛
門
方
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
十
八
日
御
米
見
届
、
翌
十
九
日
札

披
有
之
、
代
銀
之
儀
ハ
札
披
之
日
よ
り
五
十
日
を
限
上
納
、
御
米
引
取
候
積
可
相
触
者
也
、

　
　
　

午
九
月
十
二
日

342　

享
保
十
一
年
九
月
二
十
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
七
三
九

一巳
年
五
畿
内

米
千
拾
五
石
程　
　
　
　

拾御
城
内
御
天
守
下

六
番
御
蔵

右
者
二
条
御
蔵
米
御
売
払
入
札
有
之
候
、
望
之
者
来
ル
廿
四
日
迄
之
内
、
御
蔵
奉
行
田

村
三
左
衛
門
方
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
廿
五
日
御
米
見
届
、
翌
廿
六
日
於

御
蔵
場
札
披
可
申
候
、
代
銀
之
儀
者
札
披
候
日
よ
り
五
十
日
を
限
上
納
仕
、
米
引
取
候

積
可
相
触
者
也
、

　
　
　

午
九
月
廿
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

343　

享
保
十
一
年
十
月
二
十
二
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
七
五
一

　
　
　
　

覚　
　
　
　

一巳
年
五
畿
内

米
千
弐
百
五
拾
八
石
五
斗　

三外
御
蔵拾

七
番

右
者
二
条
御
蔵
米
御
売
払
入
札
有
之
候
、
望
之
も
の
ハ
来
ル
廿
四
日
迄
之
内
、
御
蔵
奉

行
奈
佐
清
太
夫
方
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
廿
五
日
御
米
見
届
、
翌
廿
六
日

於
御
蔵
場
札
披
可
申
候
、
代
銀
之
儀
ハ
札
披
候
日
よ
り
三
十
日
を
限
代
銀
相
納
、
米
引

取
候
積
り
可
相
触
者
也
、

　
　
　

午
十
月
廿
二
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

344　

享
保
十
一
年
十
一
月
十
二
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
七
五
九

　
　
　
　

覚

一巳
年
江
州

大
豆
弐
拾
九
石
五
斗　

右
者
二
条
御
蔵
大
豆
御
売
払
入
札
有
之
候
、
望
之
者
来
ル
十
四
日
迄
之
内
、
御
蔵
奉
行

近
藤
半
左
衛
門
方
へ
家
持
請
人
召
連
、
根
帳
ニ
付
、
翌
十
五
日
大
豆
見
届
、
同
日
於
御

蔵
場
札
披
き
有
之
、
代
銀
之
儀
ハ
当
月
中
上
納
、
大
豆
引
取
候
積
可
相
触
者
也
、

　
　
　

十
一
月
十
二
日

345　

享
保
十
一
年
十
一
月
二
十
三
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
七
六
三

　
　
　
　

覚

一巳
年
五
畿
内

米
弐
千
弐
百
五
拾
三
石

右
ハ
二
条
御
蔵
米
御
売
払
入
札
有
之
候
、
望
之
者
来
ル
廿
五
日
迄
之
内
、
御
蔵
奉
行
近

藤
半
左
衛
門
方
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
廿
六
日
米
見
届
、
翌
廿
七
日
於
御

蔵
場
札
披
有
之
、
代
銀
之
儀
ハ
廿
日
切
上
納
、
米
引
取
候
積
可
相
触
者
也
、
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十
一
月
廿
三
日

346　

享
保
十
一
年
十
二
月
七
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
七
六
八

一巳
年
五
畿
内

米
三
百
弐
拾
五
石
五
斗　
　
　

拾御
城
内
高
麗
橋
前

四
番
御
蔵

一右
同
断米

八
百
六
拾
弐
石 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

拾同
断五

番
御
蔵

一巳
年
丹
波

米
五
百
拾
石
五
斗 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

弐外
御
蔵拾

五
番
御
蔵

右
ハ
二
条
御
蔵
米
御
売
払
入
札
在
之
候
、
望
之
者
来
ル
九
日
迄
之
内
、
御
蔵
奉
行
田
村

三
左
衛
門
方
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
十
日
御
米
見
届
、
翌
十
一
日
於
御
蔵

場
札
披
有
之
候
、
右
三
戸
前
門
落
代
銀
上
納
之
儀
者
当
月
廿
五
日
切
、
来
正
月
廿
日
切
、

両
様
之
直
段
積
り
入
札
い
た
し
候
様
ニ
可
相
触
者
也
、

　
　
　

午
十
二
月
七
日

347　

享
保
十
一
年
十
二
月
二
十
日

二
条
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
―
一
七
七
二　
　
　

一巳
年
五
畿
内

米
三
百
三
拾
石
程　
　
　
　
　

外
御
蔵

右
者
二
条
御
蔵
米
御
売
払
入
札
有
之
候
、
望
之
者
来
ル
廿
二
日
迄
之
内
、
御
蔵
奉
行
田

村
三
左
衛
門
方
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
翌
廿
三
日
御
米
見
届
、
即
日
於
御

蔵
場
札
披
有
之
候
、
代
銀
之
儀
来
正
月
廿
日
切
上
納
、
米
引
取
候
積
可
相
触
者
也
、

　
　
　

午
十
二
月
廿
日

348　

享
保
十
四
年

田
中
村
が
二
条
城
に
竹
を
献
上
す
る
。

〔
山
口
（
泰
）
家
文
書
〕
山
城
国
高
八
郡
村
名
帳　

享
保
十
四
年

一
高
九
百
四
拾
七
石
八
升
七
合
四
勺　
　
　
　
　
　
　

田
中
村

　
　
　

（
中
略
）

　
　
　

　
　

外

　

小
栖
竹　
　

拾
七
束
半　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
御
城
御
上
り
竹

349　

享
保
二
十
年
五
月
二
十
二
日

二
条
城
内
入
用
栗
角
木
運
送
賃
銀
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
二
―
七
五
九

　
　
　
　

覚

二
条
御
城
内
御
入
用
栗
角
木
、
大
坂
よ
り
京
都
迄
運
送
賃
銀
入
札
有
之
候
、
望
之
者
ハ

家
持
請
人
召
連
、
明
廿
三
日
よ
り
廿
四
日
迄
之
内
、
寺
町
通
丸
太
町
上
ル
中
井
藤
三
郎

所
へ
罷
越
、
根
帳
写
取
、
同
廿
五
日
於
市
小
屋
入
札
披
候
間
、
此
旨
可
相
触
者
也

　
　

卯
五
月
廿
二
日

350　

元
文
元
年
十
月

お
土
居
内
十
二
ヵ
村
が
、
京
宿
役
と
し
て
二
条
城
御
煤
払
や
御
飾
松
な
ど
を
勤
め
る
。

〔
正
行
院
所
蔵
東
塩
小
路
村
文
書
〕

　
　
　
　

乍
恐
書
付
を
以
御
願
申
上
候

一
御
土
居
内
拾
弐
ケ
村
と
し
て
、
御
朱
印
御
用
京
宿
役
前
々
よ
り
拾
弐
ケ
村
と
し
て
相

勤
来
り
候
、

　

（
中
略
）

一
京
宿
役
と
し
て
二
条
御
城
よ
り
七
里
四
方
飛
脚
御
状
箱
、
其
外
諸
人
足
相
務
申
候
、

　

（
中
略
）

一
二
条
御
城
御
煤
払
、
御
錺
松
・
御
立
松
・
上
り
松
、
其
砌
御
掃
除
相
務
申
候
、

　

（
中
略
）

　
　
　

元
文
元
年
辰
十
月　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

上
鳥
羽
村　

庄
屋
・
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

西
九
条
村　

庄
屋
・
年
寄

小
野
三
大
夫
様　
　
　
　
　
　

 

　

東
塩
小
路
村　

庄
屋
・
年
寄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西
塩
小
路
村　

庄
屋
・
年
寄

 

西
七
条
村　

庄
屋
・
年
寄
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壬
生
村　

庄
屋
・
年
寄

 

中
堂
寺
村　

庄
屋
・
年
寄

 

西
京
村　

庄
屋
・
年
寄

 

大
将
軍
村　

庄
屋
・
年
寄

 

鳴
滝
村　

庄
屋
・
年
寄

 

木
辻
村　

庄
屋
・
年
寄

 

北
小
山
村　

庄
屋
・
年
寄

351　

元
文
二
年
十
二
月
一
日

女
御
御
産
に
当
た
り
御
使
役
と
な
っ
た
二
条
城
在
番
組
頭
の
問
合
せ
に
対
す
る
返
答
書
。

〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕

　

「
女

（
ウ
ワ
書
）

御
御
産
為
御
悦
従　

右
衛
門
督
様
・
刑
部
卿
様
御
使
二
条
在
番
組
頭
衆
御
勤
候
由
ニ

　

而
、
御
□
様
奉
行
大
久
保
八
左
衛
門
様
よ
り
此
別
紙
之
通
御
聞
会
之
儀
御
頼
ニ
付
、
町
口

　

美
濃
守
様
江
御
尋
候
処
付
札
ニ
而
来
候
付
、
本
文
直
ニ
八
左
衛
門
様
へ
被
遣
候
、
元
文
二

　

巳
年
十
二
月
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

禁
裏
江

　
　

御
進
献
物
何
レ
江
相
渡
候
哉　

「
御

（
付
箋
）附

之
武
家
請
取
所
被
申
候
」

　
　

御
太
刀
御
目
録
台
ニ
載
候
哉　

「
雲

（
付
箋
）脚

台
ニ
而
御
座
候
」

　
　

是
又
何
レ
江
御
渡
候
哉　
　
　

「
御

（
付
箋
）附

之
武
家
請
取
被
申
候
」

　
　

御
口
上
何
レ
江
申
上
候
哉　
　

「（
付
箋
）

御
附
之
武
家
承
リ
候
」

女
御　

姫
宮
御
両
方
様
江

　
　

御
進
献
物
幷
御
目
録
何
レ
江　

「（
付
箋
）

女
御
御
方
取
次
罷
出
請
取
申
候
」

　
　

相
渡
候
哉
尤
御
目
録
台
ニ
載
候
哉　

「（
付
箋
）

御
目
録
台
ニ
乗
リ
候
」

　
　

御
口
上
何
レ
江
申
上
候
哉　
　

「（
付
箋
）

御
口
上
取
次
乗
リ
候
」

女
候

（
ヵ
）姫

宮
御
両
方
様
江

　
　

被
進
物
御
取
次
御
銘
々

　
　

相
替
致
中
座
候
哉

女
御　

御
殿
ニ
而
右
御
進
献
物
上
候
哉　

「（
付
箋
）

女
御
御
本
殿
江
納
リ
申
候
」

　
　

右
之
外
心
得
ニ
モ
罷
成
候
義
御
座
候
ハ
ヽ
御
聞
合
可
被
下
候
、
以
上
、

　
　
　

十
二
月
朔
日

352　

元
文
二
年
十
二
月
三
日

女
院
御
産
に
当
た
り
御
使
役
と
な
っ
た
二
条
城
在
番
組
頭
の
問
合
せ
に
対
す
る
中
井
主
水

（
ヵ
）
書
状
案
。

〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕

「
町

（
ウ
ワ
書
）

口
様
へ
御
手
紙
扣　

巳
十
二
月
三
日
」

以
手
紙
啓
上
仕
候
、
其
後
者
御
物
遠
ニ
奉
存
候
、
寒
気
甚
御
座
候
処
弥
御
堅
勝
被
成
御

座
珍
重
御
儀
奉
存
候
、
一
昨
日
者
御
出
被
成
被
下
忝
御
事
奉
存
候
、
被
仰
置
候
而
御
帰

被
成
御
残
多
奉
存
候
、
然
者
此
度　

女
院
御
産
之
為
御
悦
、
右
衛
門
督
様
・
刑
部
卿
様

御
使
二
条
在
番
御
番
衆
之
内
組
頭
衆
両
人
被
相
勤
候
由
、
就
夫
無
拠
被
相
頼
候
者
、
御

内
々
ニ
而
別
紙
之
趣
承
置
度
由
ニ
御
座
候
、
於　

御
城
内
毎
々
心
易
参
会
仕
候
衆
中
ニ

御
座
候
付
、
断
を
も
難
申
候
間
申
上
候
、
近
比
乍
御
六
ケ
敷
別
紙
之
趣
相
知
候
分
御
付

札
ニ
而
成
共
被
仰
聞
可
被
下
候
、
右
御
使
ハ
御
所
ニ
而
何
方
へ
向
被
参
候
事
ニ
御
座
候

哉
、
左
様
之
儀
も
承
度
由
被
申
付
候
、
乍
御
面
倒
被
仰
聞
被
下
候
ハ
ヽ
奉
忝
候
、
尤
御
内
々

之
儀
ニ
御
座
候
ヘ
ハ
沙
汰
仕
候
儀
ニ
而
者
無
御
座
候
間
奉
頼
候
、
右
之
段
為
可
申
上
如

此
御
座
候
、
以
上
、

　
　
　

十
二
月
三
日

　
　

猶
々
私
儀
も
一
両
日
以
前
よ
り
寒
熱
差
出
其
上
持
病
之
稔
気
強
差
込
胸
痛
仕
候
付
、
引

籠
保
養
仕
罷
在
候
、
依
之
以
他
筆
申
上
候
、
以
上
、

此
度
之
御
様
子
未
相
知
候
ハ
ヽ
、
近
年
御
番
衆
之
内
組
頭
衆
御
使
被
相
勤
候
儀
も
御
座

候
間
、
其
年
之
御
様
子
ニ
而
も
委
曲
被
仰
聞
可
被
下
候
、

353　

元
文
二
年
十
二
月
四
日

二
条
城
の
番
衆
が
御
所
へ
の
御
使
に
際
し
問
合
わ
せ
た
先
例
に
関
し
て
の
町
口
美
濃
守
書

状
。

〔
大
工
頭
中
井
家
文
書
〕

「（
ウ
ワ
書
）

中
井
主
水
様　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
口
美
濃
守　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



元離宮二条城編年史料　近世編

138

元
文
二
巳
年
十
二
月
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

昨
日
者
預
御
手
紙
候
、
如
来
意
其
以
後
者
不
得
御
意
候
、
甚
寒
之
節
候
、
一
両
日
者
御

持
病
気
之
由
御
難
儀
察
入
申
候
、
折
角
可
被
成
御
保
養
候
、
然
者
此
度
二
条
御
番
衆
組

頭
衆
両
人
御
使
被
相
勤
候
ニ
付
、
別
紙
之
趣
御
聞
合
之
段
致
承
知
候
、
則
先
規
之
例
格

付
札
致
進
申
候
、
御
使
者　

御
所
ニ
而
諸
大
夫
間
江
向
ケ
被
参
候
事
ニ
御
座
候
間
、
左

様
御
心
得
可
被
成
候
、
右
御
報
早
々
申
入
候
、
以
上
、

　
　
　

十
二
月
四
日

（
ツ
ギ
目
）

「
町

（
別
筆
）

口
大
判
事
様
美
濃
守
様
御
事
、
十
二
月
九
日
御
手
紙
来
候
、
内
ニ
如
左
有
之

　

一
先
日
御
尋
之
御
三
家
幷
両
徳
川
家
之
御
使
者
於　

御
所
場
所
之
儀
先
格
之
趣
致
付
札
進

　
　

申
候
処
、
此
度
之
場
所
者
奏
者
所
ニ
相
定
申
候
、
尤
来
ル
十
二
日
之
御
沙
汰
相
成
申
候
、

　
　

御
附
衆
御
請
取
候
、
其
外
之
儀
者
先
規
之
通
ニ
而
候
、
場
所
者
致
相
違
候
、
漸
一
昨
日

　
　

比
相
極
申
候
間
乍
序
申
進
候
、

　
　
　
　

十
二
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

354　

元
文
三
年
十
一
月

天
部
村
で
は
二
条
城
内
の
御
時
太
鼓
の
皮
張
り
が
行
わ
れ
る
。

〔
諸
式
留
帳
〕
第
十
五
冊　

元
文
三
年
午
十
一
月
、
東
御
役
所
様
御
勘
定
方
よ
り
天
部
村
年
寄
可
参
様
ニ
被
為
仰
付

候
処
ニ
、
前
々
よ
り
二
条
御
城
内
御
時
太
鼓
、
天
部
村
年
寄
利
右
衛
門
へ
被
為
仰
付
候

ニ
付
、
外
々
ニ
而
も
大
太
鼓
張
替
不
申
候
や
と
御
尋
被
遊
候
、
尤
外
々
ニ
而
も
出
来
申

候
や
、
明
四
つ
時
迄
委
細
に
書
付
奉
指
上
候
様
ニ
被
為
仰
付
候
、

　
　
　
　
　

奉
指
上
口
上
書

　
　

一
弐
尺
以
上
之
太
鼓
張
立
商
売
仕
候
義
、
天
部
村
よ
り
外
ニ
無
之
候
や
と
御
尋
被
為
遊

候
ニ
付
吟
味
仕
、
所
々
六
条
村
、
川
崎
村
、
蓮
台
野
村
、
北
小
路
村
、
其
外
触
下

村
方
ニ
商
売
仕
候
者
無
御
座
候
、
不
時
ニ
御
誂
之
義
御
座
候
へ
は
請
取
張
立
申
義

御
座
候
、
乍
恐
書
付
奉
指
上
候
、
已
上
、

元
文
三
年
十
一
月　
　
　
　
　
　
　

 

天
部
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
条
村

年
寄
共

　
　
　
　

向
井
伊
賀
守
様
御
役
所
御
勘
定
方

　
　
　
　
　
　

御
与
力
加
納
武
助
様

　
　
　
　
　
　

御
与
力
山
上
五
兵
衛
様　
　

指
上
申
候
、

355　

元
文
四
年
三
月
八
日

二
条
城
内
廊
下
橋
掛
直
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
二
―
一
一
九
五

　
　
　
　

覚

二
条
御
城
内
御
廊
下
橋
御
掛
直
入
札
有
之
候
間
、
望
之
も
の
ハ
来
ル
十
日
よ
り
同
十
二

日
迄
、
寺
町
丸
太
町
上
ル
所
中
井
主
水
方
へ
家
持
請
負
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
附
、
帳
面

写
取
、
同
十
三
日
於
市
小
屋
札
披
有
之
候
間
、
此
旨
可
相
触
者
也
、

　
　

未
三
月
八
日

356　

延
享
三
年
十
一
月
十
三
日

二
条
城
中
南
喰
違
御
門
北
の
石
垣
孕
所
積
直
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
三
―
二
九
七

　
　
　
　

覚

二
条
御
城
中
南
喰
違
御
門
北
御
石
垣
孕
所
、
積
直
入
札
有
之
候
間
、
望
之
者
寺
町
丸
太
町

中
井
主
水
方
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
来
ル
十
六
日
よ
り
十
八
日
ま
て
、
根
帳
ニ
付
、
帳

面
写
取
、
同
十
九
日
よ
り
廿
日
迄
、
直
段
相
考
、
翌
廿
一
日
四
つ
時
於
市
小
屋
札
披
候
間
、

此
旨
可
相
触
者
也

　
　

寅
十
一
月
十
三
日

357　

寛
延
三
年
八
月
二
十
六
日

落
雷
に
よ
り
火
災
が
発
生
し
、
二
条
城
の
天
守
が
焼
失
す
る
。

〔
玉
明
記
〕

八
月
廿
六
日
丙
申
、
先
晴
申
刻
時
雨
両
度
、
申
下
刻
雷
鳴
、
段
々
い
き
お
ひ
立
テ
雷
鳴
、

七
八
年
無
之
雷
鳴
云
々
、
此
日
雷
鳴
申
下
刻
よ
り
亥
刻
迄
、
近
代
珍
敷
□
也
、
亥
下
刻
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火
災
、
二
条
城
殿
主
焼
失
、
多
勢
群
集
之
由
也
、

九
月
十
四
日
癸
丑
陰
、
松
平
於
義
丸
以
使
二
条
天
守
焼
失
ニ
付
、
自
江
戸
申
来
云
々
、

十
一
月
十
九
戊
午
日
陰
、
此
日
京
中
年
寄
共
町
奉
行
所
へ
呼
出
、
去
ル
殿
守
火
事
之
節

相
詰
候
為
褒
美
鳥
目
遣
候
沙
汰
也
、

〔
内
前
公
記
〕

八
月
廿
六
日
、
子
刻
よ
り
二
条
城
内
出
火
之
由
、
仍
所
司
代
松
平
豊
後
守
役
亭
へ
見
廻

申
遣
ス
、
天
守
灰
燼
ト
云
々
、

〔
八
槐
御
記
〕

八
月
廿
六
日
（
中
略
）
後
聞
、
至
天
曙
火
炎
消
滅
、
殿
守
焼
亡
之
外
、
無
類
焼
云
々
、

〔
兼
胤
記
〕

八
月
廿
七
日
、
昨
夜
二
条
城
殿
守
焼
亡
、
未
曾
有
之
儀
、
於
関
東
御
取
扱
、
又
豊
後
守

取
計
如
何
様
之
儀
哉
、
御
付
へ
内
々
相
尋
之
、
両
士
申
云
、
殿
主
計
焼
失
、
本
丸
其
外

類
焼
も
無
之
候
間
、
自
豊
後
守
も
焼
亡
之
注
進
ニ
而
相
済
候
、
御
付
両
士
よ
り
ハ
、
御

類
焼
も
無
之
相
鎮
候
段
、
申
恐
悦
之
書
状
呈
老
中
候
外
無
他
候
、
尤
軽
キ
取
扱
ニ
候
、

万
一
取
計
も
重
く
相
成
候
ハ
ヽ
可
告
知
之
由
約
了
、

〔
二
条
家
番
所
日
次
記
〕

八
月
廿
六
日
（
中
略
）
子
ノ
刻
比
二
条
城
内
出
火
、
天
守
焼
失
、
雷
火
之
由
、
翌
暁
鎮
ル
也
、

〔
続
百
弌
録
〕

八
月
廿
六
日
晴
、
子
刻
失
火
、
二
条
城
天
守
自
雷
火
覆
落
、
虚
雷
三
五
霹
靂
、

〔
師
充
朝
臣
記
〕

八
月
廿
六
日
（
中
略
）
入
夜
子
刻
計
ニ
二
条
城
中
大
火
云
々
、
至
卯
刻
火
止
了
、
天
守

雷
火
焼
亡
云
々
、

〔
寛
延
三
年
世
説
〕

同
（
八
月
二
十
六
日
）

夜
九
時
二
条
御
天
守
、
下
之
重
よ
り
焼
出
し
候
、
八
ツ
時
三
重
目
よ
り
北
之
方
へ
倒
申
、

今
廿
七
日
漸
火
鎮
り
、
御
所
司
代
・
町
奉
行
・
中
井
主
水
・
御
代
官
・
其
外
大
名
方
御

留
主
居
・
幷
町
々
よ
り
水
の
手
の
者
壱
丁
よ
り
五
人
ツ
ヽ
京
中
よ
り
出
申
、

御
城
へ
入
鎮
申
、
尤
丁
々
欠
付
遅
キ
も
の
ハ
、
今
八
時
ま
で
火
事
場
ニ
被
差
置
、
未
聢

と
治
り
不
申
候
、

今
七
時
京
中
町
々
よ
り
五
人
宛
、
水
の
手
の
者
参
候
様
被
仰
付
、
今
日
暮
合
皆
々
御
城

内
へ
町
働
キ
之
も
の
罷
出
申
候
、
此
度
之
出
火
雷
火
之
様
ニ
申
候
得
共
、
慥
成
義
無
御

座
候
、
相
知
候
分
申
進
候
、

　
　
　

八
月
廿
七
日

〔
続
談
海
〕

八
月
廿
六
日
夜
、
京
都
雷
雨
強
候
処
、
二
条
御
城
中
江
も
雷
落
候
哉
、
子
刻
過
頃
御
天

守
焼
立
申
候
、
不
残
御
焼
失
、
翌
月
六
七
日
頃
ニ
漸
火
き
へ
申
候
、
其
外
無
別
条
、
右

之
段
注
進
有
之
候
、
御
使
番
柘
植
三
四
郎
為
見
分
被
遣
之
、
右
ニ
付
九
月
四
日
、
御
普

代
衆
布
衣
以
上
、
伺
御
機
嫌
出
仕
有
之
、

〔
泰
平
年
表
〕

八
月
廿
六
日
洛
中
大
風
雨
、
大
雷
夥
シ
、
数
十
ケ
処
ニ
落
、
二
条
天
守
雷
火
ニ
而
炎
上
、

〔
続
史
愚
抄
〕

八
月
廿
六
日
丙
申
、
大
雷
電
自
午
刻

至
翌
暁
震
于
洛
中
外
凡
百
余
箇
所
、
向
夜
二
条
城
殿
守
災
、

〔
寛
延
録
〕

九
月
四
日

一
二
条
御
城
御
天
守
炎
上
ニ
付
、
昨
日
御
触
有
之
候
面
々
、
為
伺
御
機
嫌
出
仕
有
之
、

一
於
御
右
筆
部
屋
縁
頰
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
使
番

　
　
　
　

金
五
枚　
　
　
　
　

柘
植
三
四
郎

　
　

右
者
、
二
条
御
城
御
天
守
炎
上
ニ
付
、
為
見
分
被
遣
候
旨
被
仰
付
、
於
芙
蓉
之
間
御
暇

被
下
物
在
之
、
相
模
守
殿
被
仰
渡
之
、
若
年
寄
侍
座
、

十
月
朔
日

（
中
略
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
使
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柘
植
三
四
郎

　
　

二
条
御
城
御
天
守
炎
上
見
分
仕
廻
罷
帰
候
、

358　

宝
暦
四
年
二
月

吉
田
村
が
二
条
御
蔵
詰
米
の
人
足
を
出
す
。

〔
愛
宕
郡
各
町
村
沿
革
調
〕
吉
田
村
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御
検
地
年
寄
、
相
知
レ
不
申
候
、

　
　
　

（
中
略
）

　

一
御
上
納
米
津
出
シ
之
儀
ハ

　
　

当
村
之
儀
ハ
、
多
畑
作
ニ
而
御
座
候
故
、
御
願
申
上
、
御
渡
リ
方
米
相
納
申
候
、
二
条

　
　

御
蔵
詰
被
仰
付
候
節
、
人
足
ニ
而
津
出
シ
仕
候
、

　
　
　

（
中
略
）

　
　
　

宝
暦
四
年
戌
二
月　

山
城
国
愛
宕
郡
吉
田
村
庄
屋

藤
右
衛
門

年
寄与

右
衛
門

百
姓
惣
代

清
右
衛
門

　
　
　

小
堀
十
左
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
役
所

359　

宝
暦
五
年
五
月
二
十
六
日

二
条
城
内
諸
小
屋
修
復
に
付
入
用
の
筆
紙
墨
等
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
三
―
一
六
三
六

二
条
御
城
内
諸
小
屋
御
修
復
ニ
付
、
御
入
用
之
筆
紙
墨
、
其
外
小
買
物
幷
損
料
物
等
一

口
付
入
札
有
之
候
間
、
望
之
も
の
ハ
明
廿
七
日
廿
八
日
之
内
、
寺
町
丸
太
町
上
ル
所
中

井
主
水
方
江
家
持
請
人
召
連
罷
越
、
根
帳
ニ
付
、
帳
面
写
取
、
同
廿
九
日
五
時
能
登
於

御
役
所
札
披
有
之
候
間
、
此
旨
可
相
触
も
の
也
、

　
　

亥
五
月
廿
六
日

360　

宝
暦
六
年
十
二
月
十
二
日

二
条
城
内
廊
下
橋
牛
梁
よ
り
上
掛
直
し
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
三
―
一
八
四
五

御
城
内
御
廊
下
橋
牛
梁
よ
り
上
御
掛
直
し
入
札
申
付
候
間
、
来
ル
十
四
日
十
五
日
御
城

西
御
門
前
市
小
屋
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
同
十
六
日
直
段
相
考
、
同
十
七

日
於
市
小
屋
札
披
候
間
、
此
旨
可
相
触
も
の
也
、

　
　

子
十
二
月
十
二
日

361　

宝
暦
七
年
七
月
二
十
九
日

二
条
城
西
門
外
橋
掛
直
し
の
再
入
札
の
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
三
―
一
九
一
二

二
条
御
城
西
御
門
外
御
橋
御
掛
直
再
入
札
有
之
候
間
、
望
之
も
の
者
来
月
四
日
五
日
六

日
之
内
、
寺
町
通
丸
太
町
上
ル
所
中
井
主
水
方
江
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
仕

様
帳
写
取
、
同
九
日
御
城
外
於
市
小
屋
札
披
候
間
、
此
旨
可
相
触
者
也
、

　
　

丑
七
月
廿
九
日

362　

明
和
元
年
四
月
十
二
日

下
板
鉛
買
上
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
四
―
一
一
一
四

下
板
鉛　

三
百
五
拾
貫
目

右
御
買
上
ニ
相
成
再
入
札
申
付
候
間
、
望
之
も
の
者
鉛
拾
貫
目
壱
固
ニ
付
、
二
条
御
城

西
御
門
前
迄
引
付
代
銀
何
程
与
直
段
積
、
明
十
三
日
五
時
筑
前
於
御
役
所
札
披
候
間
、

家
持
受
人
召
連
罷
出
候
様
可
相
触
も
の
也
、

　
　

申
四
月
十
二
日

363　

明
和
二
年
七
月
一
日

二
条
城
内
本
丸
高
麗
門
外
の
橋
懸
直
し
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
四
―
一
三
三
三

二
条
御
城
内
御
本
丸
高
麗
御
門
外
橋
御
懸
直
シ
入
札
有
之
候
間
、
望
之
者
来
ル
五
日
よ

り
七
日
迄
之
内
、
寺
町
丸
太
町
上
ル
所
中
井
主
水
方
へ
家
持
請
人
召
連
罷
越
、
根
帳
ニ
付
、

仕
様
帳
写
取
、
同
九
日
御
城
外
於
市
小
屋
札
披
之
積
、
入
札
可
致
持
参
者
也
、

　
　

酉
七
月
朔
日

364　

明
和
八
年
十
一
月
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堀
内
村
は
二
条
城
修
復
の
た
め
、
縄
藁
代
を
負
担
す
る
。

〔
吉
村
（
勘
）
家
文
書
〕

延
宝
七
未
年
石
川
主
殿
頭
様
御
検
地　
　
　
　

山
城
国
紀
伊
郡

一
高
千
四
百
拾
六
石
八
斗
七
升
八
合　
　
　
　
　
　
　

堀
内
村

　
　
　
　

（
中
略
）

一
御
伝
馬
宿
入
用
米
・
六
尺
給
米
・
御
蔵
米
入
用
銀
・
相
掛
り
申
候
、

一
二
条
御
城
御
修
復
縄
藁
代
御
割
賦
、
相
掛
り
申
候
、

一
大
坂
御
鉄
砲
合
薬
代
御
割
賦
、
相
懸
申
候
、

　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　

明
和
八
卯
年
十
一
月　
　
　

山
城
国
紀
伊
郡
堀
内
村

庄
屋　
　
　

勘
兵
衛

年
寄　
　

源
右
衛
門

同　
　
　
　

平
兵
衛

同　
　
　
　

甚
兵
衛

年
寄　
　

九
左
衛
門

同　
　
　
　

藤
兵
衛

百
姓
代　

長
左
衛
門

365　

安
永
元
年
三
月
十
三
日

二
条
城
の
あ
た
り
で
、
夜
に
怪
し
き
光
が
見
え
、
小
屋
が
倒
れ
る
。

〔
続
史
愚
抄
〕

三
月
十
三
日
戊
申
、
夜
二
条
城
辺
光
恠
見
、
小
屋
倒
云
、
愚
紳
、

366　

安
永
二
年
五
月
十
一
日

大
番
士
井
上
正
豊
（
富
次
郎
）
は
、
二
条
城
在
番
中
に
不
行
状
で
遠
流
と
な
る
。

〔
寛
政
重
修
諸
家
譜
〕

　
　

富
次
郎

安
永
二
年
五
月
十
一
日
、
さ
き
に
二
条
城
の
守
衛
に
あ
る
の
と
き
、
行
跡
よ
ろ
し
か
ら

す
し
て
、
借
銭
多
く
、
勤
仕
に
た
へ
か
た
き
に
よ
り
、
綿
服
を
着
し
、
刀
を
も
帯
せ
す
、

下
部
の
体
と
な
り
て
、
御
城
門
を
し
の
ひ
出
、
剰
親
族
の
頼
と
偽
り
、
市
廛
に
を
い
て

端
物
を
衒
ひ
と
り
、
逐
電
せ
し
始
末
、
士
た
る
も
の
ゝ
所
行
に
あ
ら
す
、
斬
罪
に
処
せ

ら
る
へ
し
と
い
へ
と
も
、
重
き
法
会
行
ハ
る
ゝ
に
よ
り
、
其
罪
を
宥
め
ら
れ
て
遠
流
せ

ら
る
、

〔
続
談
海
〕

一
五
月
十
一
日
、
御
仕
置
、

　
　
　
　

大
御
番
高
木
主
水
正
組

　
　

遠
島　
　
　
　
　

井
上
富
次
郎　

巳
四
十

　
　
　

（
中
略
）

　

右
於
牧
野
大
隅
守
御
役
宅
、
池
田
筑
後
守
・
山
田
十
大
夫
立
会
申
渡
之
、

　
　
　

右
井
上
富
次
郎
儀
、
去
冬
二
条
在
番
之
節
、
御
城
内
致
出
奔
候
処
、
尋
出
し
江
戸
江

下
り
、
御
詮
儀
之
上
、
御
法
事
ニ
付
死
罪
御
免
ニ
而
、
遠
島
被
仰
付
候
事
、

367　

安
永
六
年
十
一
月
十
六
日

二
条
御
城
米
な
ど
の
輸
送
に
関
し
て
、
下
鳥
羽
村
問
屋
と
淀
過
書
座
が
相
論
に
及
ぶ
。

〔
大
沢
家
文
書
〕
安
永
六
年
十
一
月
十
六
日

　
　
　
　

急
奉
差
上
済
状

一
私
共
儀
、
下
鳥
羽
浜
ニ
而
問
屋
渡
世
罷
在
、
二
条
御
城
米
・
禁
裏
様
御
料
、
其
外
、
御
所

方
御
年
貢
米
下
鳥
羽
着
仕
候
分
、
淀
迄
天
道
船
ニ
而
入
船
、
淀
表
よ
り
過
書
廿
石
小
廻

シ
船
ニ
而
鳥
羽
浜
へ
差
仕
候
処
、
右
廿
石
小
廻
シ
船
、
壱
艘
ニ
十
八
石
ツ
ツ
積
之
代
銀

三
両
弐
分
ニ
定
米
候
処
、
干
水
申
立
ニ
仕
、
甚
不
埒
之
義
有
之
、
旦
七

（
且
ヵ
）

年
已
前
、
西

御
役
所
様
ニ
而
御
裁
許
ニ
も
右
減
石
仕
候
儀
ニ
付
、
御
仰
渡
も
有
之
候
義
、
其
上
御
代

官
様
方
よ
り
御
上
納
米
納
方
村
々
、
追
々
物
減
少
之
儀
情
々
御
吟
味
有
之
候
処
、
小
廻

シ
廿
石
船
積
不
埒
有
之
候
而
は
諸
向
ニ
差
支
、
勿
論
天
道
船
方
之
者
共
鳥
羽
着
不
相
好

諸
荷
物
伏
見
着
ニ
可
相
成
、
左
候
而
は
鳥
羽
問
屋
共
渡
世
ニ
差
妨
、
諸
方
之
差
支
ニ
相

成
候
義
共
御
座
候
ニ
付
、
一
々
申
立
、
淀
過
書
船
方
之
者
相
手
取
、
当
九
日
御
訴
訟
奉

申
上
候
処
、
今
日
御
召
合
候
、
御
裁
判
頂
戴
仕
、
相
手
方
へ
相
附
、
今
日
双
方
対
決
可

被
為
仰
付
候
処
、
相
手
方
よ
り
下
鳥
羽
村
庄
屋
伝
兵
衛
相
頼
、
段
々
下
済
仕
呉
候
様
取
□

（
噯
ヵ
）

仕
、
別
紙
之
通
一
札
差
入
候
ニ
付
、
出
入
内
済
仕
、
双
方
得
心
之
上
和
談
仕
候
、
然
上
は
、
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誠
ニ
申
分
無
御
座
候
ニ
付
、
乍
恐
連
判
済
状
奉
差
上
候
、
御
慈
悲
を
以
、
済
状
の
趣
御

聞
届
被
成
下
候
様
、
証
文
写
相
添
、
此
段
御
願
奉
申
上
候
、
被
為
聞
召
届
被
下
候
ハ
ヽ
、

一
同
難
有
可
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　

安
永
六
年
酉
十
一
月
十
六
日　

城
州
紀
伊
郡
下
鳥
羽
村

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

忠問
屋次

郎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

与
左
衛
門

 
 
 
 
 
 

（
以
下
十
一
名
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
州
同
郡
淀
納
所
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

過
書
座
廿
石
船

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮年
寄田

弥
左
衛
門

 

（
以
下
二
名
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
州
同
郡
水
垂
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

過
書
座
廿
石
船

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝年
寄山

長
三
郎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

坪
内
善
兵
衛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取
□
人

（
噯
ヵ
）

　

　

 

庄
屋

伝
兵

下
鳥
羽
村衛

　
　
　

御
奉
行
様

368　

安
永
九
年
三
月
四
日

二
条
城
西
御
門
外
橋
・
城
中
廊
下
橋
掛
直
し
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
六
―
二
二
二

御
城
西
御
門
外
御
橋

御
城
中
御
廊
下
橋

右
御
掛
直
入
札
有
之
候
間
、
望
之
者
ハ
来
ル
七
日
八
日
之
内
、
中
井
主
水
方
江
家
持
請

人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
帳
面
写
取
、
直
段
相
考
、
同
十
日
四
つ
時
於
市
小
屋
札
披
有

之
候
間
、
此
旨
可
相
触
者
也
、

　
　

子
三
月
四
日

369　

天
明
八
年
一
月
三
十
日　

天
明
の
大
火
で
二
条
城
が
延
焼
す
る
。

〔
花
紅
葉
都
噺
〕

此
火
勢
誠
に
強
く
し
は
し
に
西
北
を
さ
し
て
二
条
堀
川
の
方
へ
焼
ゆ
く
、
西
の
方
の
一

筋
ハ
堀
川
辺
よ
り
壬
生
寺
あ
た
り
迄
、
千
本
通
を
限
り
に
北
の
方
へ
焼
の
ぼ
り
、
其
辺

の
御
屋
敷
方
、
二
条
千
本
辺
の
数
多
の
御
役
屋
敷
残
ら
ず
焼
失
す
と
、

　

（
中
略
）

其
後
又
風
戌
亥
の
方
よ
り
吹
き
て
、
禁
庭
の
御
方
忽
あ
や
う
し
、
夫
よ
り
次
第
に
亥
子

の
方
へ
吹
廻
り
、
洛
中
洛
外
御
所
辺
を
始
奉
り
御
城
辺
及
び
神
社
仏
閣
町
家
残
る
方
な

く
焼
き
尽
し
て
、

〔
花
の
都
覗
唐
操
〕

一
同

（
正
月
晦
日
辰
）

下
刻
、
堀
川
辺
よ
り
壬
生
の
野
ま
で
焼
ぬ
け
る
、

　

（
中
略
）

一
同

（
正
月
晦
日
午
）

下
刻
、
三
条
通
の
西
の
方
諸
々
焼
広
が
り
、
そ
れ
よ
り
神
泉
苑
そ
の
辺
の
御
屋
敷

へ
火
移
る
、

〔
梅
忠
町
文
書
〕 

壬
生
辺
の
火
ハ
北
へ
焼
、
御
牢
屋
敷
、
此
辺
の
寺
々
、
神
泉
苑
も
焼
、
東
西
御
奉
行
様

御
役
屋
敷
、
同
御
組
屋
敷
、
小
堀
家
の
御
屋
敷
、
御
所
司
代
様
御
屋
敷
不
残
焼
、
二
条

金
城
御
城
内
之
御
事
ハ
知
る
人
も
な
く
、
又
恐
入
而
咄
致
事
も
無
之
、
然
共
見
ヘ
渡
り

た
る
所
、
北
東
角
御
矢
倉
、
西
北
の
角
御
矢
倉
何
れ
も
炎
上
、
御
門
、
御
太
鼓
矢
倉
無

別
条
、
御
高
塀
所
々
焼
、
西
御
門
の
屋
ね
焼
、
是
ハ
外
よ
り
見
ヘ
渡
り
所
な
り
、
又
風

聞
に
候
ハ
ヽ
御
本
丸
ハ
皆
炎
上
、
御
小
屋
も
焼
候
由
噂
な
り
、
二
の
御
丸
ハ
無
御
別
条
由
、

御
城
内
の
御
事
ハ
知
る
事
な
し
、
噂
計
の
事
に
て
書
印
、
さ
し
も
堅
固
の
御
名
城
如
何

し
て
火
の
移
る
べ
き
、
町
方
と
は
遥
に
隔
、
殊
更
堅
固
の
御
金
城
へ
火
走
移
る
事
、
偏

に
天
の
な
す
所
、
時
節
到
来
な
り
、
未
曽
有
の
大
火
恐
入
事
共
な
り
、
御
城
よ
り
西
の

方
御
米
蔵
無
別
条
、
夫
よ
り
北
の
方
御
役
屋
敷
別
条
な
く
、
千
本
火
の
見
矢
倉
無
別
条
、

〔
伊
藤
（
浚
）
家
文
書
〕
京
都
大
火
記
録

　
　
　
　

京
都
大
火

　
　

（
中
略
）
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夕
七
ツ
時
ニ
ハ
二
条
迄
焼
ぬ
け
、
二
条
御
城
北
東
角
矢
倉
北
西
、
同
大
手
之
矢
倉
も
焼
、

御
城
内
之
御
殿
二
ヶ
所
但
し
是
ハ
翌
朔
日
夜
焼
ル
、

〔
天
明
大
変
実
録
〕

　
　

（
前
略
）

　

其
外
千
本
通
よ
り
西
ハ
無
別
条
、
二
軒
屋
敷
・
八
軒
屋
敷
・
御
蔵
屋
敷
・
出
世
稲
荷
抔
無 

　

別
条
、
夫
よ
り
御
城
御
本
丸
・
西
ノ
御
門
・
乾
巽
角
櫓
弐
つ
、
此

（
北
）の

方
ニ
て
堀
壱
弐
間
宛 

　

四
ケ
所
焼
残
、
御
城
馬
場
之
番
所
不
残
焼
る
、
幷
に
馬
場
乾
の
角
屋
敷
壱
軒
焼
、
夫
よ
り 

　

諸
（
所
）司

代
御
屋
敷
、
堀
川
よ
り
日
暮
通
ま
て
不
残
焼
、
（
後
略
）

370　

天
明
八
年
二
月

天
明
の
大
火
に
関
し
て
、
江
戸
幕
府
内
の
対
応
を
収
録
す
る
。

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

　
　
　
　

二
月

（
天
明
八
年
）

五
日

（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
田
安

（

信

明

）

芸
守

　
　

右
京
都
出
火　

御
所
向
其
外
炎
上
ニ
付
、

　
　

禁
裏　

仙
洞　

御
所
方
江
為　

御
見
廻
被
遣
候
間
、
明
日
中
可
有
発
足
旨
、
於
芙
蓉
之

間
老
中
列
座
、
丹
波
守
申
渡
之
、

一
明
六
日

　

御
前
髪
可
被
為　

執
旨
被　

仰
出
候
処
、
京
都

　

御
所
方
幷
二
条　

御
城　

御
本
丸
其
外
炎
上
ニ
付
、　

御
延
引
被　

仰
出
候
、
此
段
可

被
相
触
候
、

　
　

（
中
略
）

一
京
都

　
　

御
所
向
幷
二
条　

御
城　

御
本
丸
其
外
炎
上
付
、
明
六
日
惣
出
仕
有
之
候
間
、
其
段
向
々

江
可
被
達
候
、

　
　
　
　
　

二
月

　

右
御
書
付
丹
波
守
・
大
屋
遠
江
守
江
相
渡
之
、
向
々
江
達
之
、

　
　

（
中
略
）

　
　
　
　

二
月
六
日

一
去
月
晦
日
、
京
都

　

御
所
向
幷
二
条　

御
城　

御
本
丸
其
外
炎
上
ニ
付
、
為
伺
御
機
嫌
惣
出
仕
有
之
、
於

席
々
謁
老
中
、

　
　

（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
家

　
　
　
　

金
拾
五
枚　
　
　
　
　
　

武
田
安
芸
守

　
　
　
　

時
服
三
羽
織　

　

右
京
都
江
就
御
暇
被
下
旨
、
於
芙
蓉
之
間
老
中
列
座
、
同

（
丹
波
守
＝
鳥
居
忠
意
）

人
申
渡
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
使
番

　
　
　
　

金
五
枚　
　
　
　
　
　
　

松
平
左
門

　
　

右
京
都　

御
所
方
幷
二
条　

御
城
御
本
丸
其
外
炎
上
ニ
付
、
為
見
分
被
遣
候
ニ
付
被
下

旨
、
於
御
右
筆
部
屋
縁
頬
若
年
寄
中
出
座
、
安
藤
対
馬
守
申
渡
之
、
（
中
略
）

　
　
　
　

二
月
七
日

　
　
　
　
　

御
座
之
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
都
江
御
暇

　
　
　
　

金
廿
枚　
　
　
　
　
　
　

松
平
和
泉
守

　
　
　
　

時
服
五
羽
織

　
　
　
　

御
馬
被
下

　
　
　
　

御
刀
備
前
国
家
助　

代
金
廿
枚

（
中
略
）

　
　
　
　

二
月
九
日

（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
勘
定
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

根
岸
肥
前
守

　
　

右
者　

禁
裏
・
院
中
炎
上
、
二
条
御
城
焼
失
ニ
付
、
京
都
江
為
御
用
被
遣
候
旨
、
於
芙

蓉
之
間
老
中
列
座
、
丹
波
守
申
渡
之
、

　
　
　

（
中
略
）
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大
御
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
井
伊
予
守
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
主
斗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酒
井
隠
岐
守
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
長
谷
十
郎
右
衛
門

　
　

右
者
京
都
よ
り
到
着
ニ
付
、
於
御
黒
書
院
溜
老
中
列
座
江
罷
出
ル
、

　
　
　
　

二
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
勘
定
奉
行

　
　
　
　

金
五
枚　
　
　
　
　
　
　

根
岸
肥
前
守

　
　
　
　

時
服
三
羽
織

　
　

右
京
都
江
御
暇
ニ
付
被
下
旨
、
於
芙
蓉
之
間
老
中
列
座
、
丹
波
守
申
渡
之
、
（
中
略
）

　
　
　
　

二
月
十
五
日

（
中
略
）

　
　
　
　
　
　

御
勝
手
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
在
番
御
暇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
御
番
頭

　
　
　
　

金
五
枚　
　
　
　
　
　
　

大
久
保
能
登
守

　
　
　
　

時
服
三
羽
織
ツ
　ヽ
　
　

朽
木
和
泉
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　

銀
拾
枚　
　
　
　
　
　
　

両
組
頭

　
　
　
　

時
服
弐
ツ
　ヽ
　

（
中
略
）

　
　
　
　

二
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
勘
定
組
頭

　
　
　
　

金
三
枚　
　
　
　
　
　
　

若
林
市
左
衛
門

　
　
　
　

時
服
弐　
　
　
　
　
　
　

名
代
横
屋
幸
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
勘
定
吟
味
方
改
役

　
　
　
　

金
弐
枚　
　
　
　
　
　
　

加
藤
左
市

　
　
　
　

時
服
弐　
　
　
　
　
　
　

名
代
堀
内
小
膳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
勘
定

　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
橋
八
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
代
重
田
猪
十
郎

　
　

右
者
京
都
出
火
ニ
付
被
遣
候
間
被
下
旨
、
於
御
右
筆
部
屋
縁
頬
備
後
守
申
渡
之
、
本
多

弾
正
少
弼
待
座
、

　
　
　

 

（
中
略
）

　
　
　
　

二
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
御
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
井
伊
予
守
組

　
　
　
　

金
壱
枚　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
主
斗

　
　
　
　

時
服
弐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酒
井
隠
岐
守
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
長
谷
十
郎
右
衛
門

　
　

右
二
条　

御
城
御
本
丸
其
外
炎
上
ニ
付
罷
下
候
付
、
彼
地
江
就
御
暇
被
下
旨
、
於
躑
躅

之
間
同
人
申
渡
之
、

371　

天
明
八
年
二
月
一
日

禁
裏
御
所
方
・
二
条
城
炎
上
に
付
人
足
の
供
出
を
命
じ
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
六
―
一
五
〇
二

禁西
公裏

御
所
方
、
二
条
御
城
炎
上
ニ
付
人
足
入
用
候
間
、
山
城
国
中
御
料
私
領
寺
社
領
共
、

村
高
百
石
ニ
付
四
人
宛
之
割
を
以
可
差
出
候
、
町
奉
行
御
役
宅
焼
失
之
儀
ニ
付
、
二
条

御
城
御
門
番
之
頭
御
役
宅
江
向
テ
罷
出
候
ハ
ヽ
、
猶
又
可
及
差
図
候
、
尤
此
触
書
相
達

次
第
、
早
々
右
人
数
可
差
出
候
、

一
両
町
奉
行
御
役
宅
焼
失
ニ
付
、
当
分
御
城
御
門
番
之
頭
御
役
宅
と
町
奉
行
御
役
宅
相
兼

候
間
、
諸
訴
其
心
得
ニ
而
可
申
出
候
、

 

右
之
趣
山
城
国
中
江
早
々
可
相
触
者
也
、

　
　
　

申
二
月
朔
日



一　編年史料

145

372　

天
明
八
年
二
月
二
十
三
日

二
条
城
仮
番
所
取
建
に
付
そ
の
刻
限
を
報
じ
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
六
―
一
五
三
九

御
城
番
場
六
番
所
焼
失
跡
仮
番
所
取
建
、
暮
六
つ
時
限
柵
〆
切
、
夜
分
往
来
不
相
成
候

得
共
、
諸
訴
届
駈
込
願
等
、
差
懸
り
両
御
役
所
へ
罷
出
候
も
の
ハ
、
三
条
口
、
大
宮
口
、

嵯
峨
口
、
竹
屋
町
口
之
内
、
最
寄
之
柵
外
江
罷
越
、
案
内
い
た
し
候
ハ
ヽ
相
通
シ
候
間
、

差
懸
り
候
儀
ハ
是
迄
之
通
夜
分
ニ
而
も
可
申
出
候
、
此
旨
洛
中
洛
外
寺
社
在
町
江
雑
色

町
代
よ
り
早
々
可
申
通
〔
旨
被
仰
渡
〕
候
事
、

 
 
 
 

申
二
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
山
中
与
八
郎
〕

373　

天
明
八
年
三
月
四
日

救
助
米
銭
を
二
条
城
蔵
下
で
渡
す
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
六
―
一
五
六
〇

明
五
日
、
御
米
幷
御
銀
共
二
条
於
御
蔵
被
下
置
候
間
、
請
取
ニ
参
申
筈
ニ
而
御
座
候
、

定
而
八
つ
時
前
後
ニ
者
当
町
江
着
可
申
候
、
左

（
候
脱
ヵ
）

得
者
早
速
御
案
内
可
申
候
間
、
御
年
寄

御
組
之
内
御
壱
人
印
形
御
持
参
御
出
可
被
下
候
、
尤
米
持
て
御
用
意
可
被
下
候
、
右
御

意
得
度
、
早
々
已
上
、

　
　

但
シ
、
御
米
壱
丁
ニ
付
八
斗
三
升
壱
合
〇
弐
四
九
、

　
　
　
　
　
　

御
銀　
　
　

四
拾
壱
匁
五
分
五
り
壱
毛

　
　
　

申
三
月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蛸当
町

薬
師
町

374　

天
明
八
年
三
月
十
二
日

二
条
城
炎
上
灰
燼
人
足
の
差
し
出
し
を
命
じ
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
六
―
一
五
七
〇

禁西
公
事
方

裏
御
所
よ
り
二
条
御
城
内
炎
上
ニ
付
、
灰
掻
人
足
御
入
用
有
之
、
御
料
私
領
寺

社
領
共
高
百
石
ニ
付
四
人
宛
之
割
を
以
可
差
出
旨
、
山
城
国
中
江
先
月
朔
日
相
触
候
付
、

追
々
人
足
差
出
、
御
場
所
次
第
ニ
相
片
付
候
得
共
、
今
以
過
半
相
残
り
候
御
場
所
有
之
、

引
続
右
割
を
以
人
足
可
為
差
出
事
ニ
候
処
、
麦
作
手
入
之
時
節
ニ
而
其
上
遠
方
之
村
方

ハ
往
返
之
失
却
、
旁
別
而
可
及
難
儀
事
ニ
候
、
依
之
右
人
足
ハ
於
奉
行
所
手
達
者
成
人

足
を
雇
入
、
右
雇
料
追
而
山
城
国
中
御
領
私
領
寺
社
領
村
高
江
可
令
割
賦
候
間
、
以
後

人
足
差
出
ニ
不
及
候
、
此
旨
山
城
国
中
江
早
々
可
相
触
者
也
、

申
三
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
山
中
与
八
郎
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
蛸
薬
師
町
〕

375　

天
明
八
年
三
月
二
十
五
日

二
条
城
上
使
屋
敷
等
普
請
請
負
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
六
―
一
五
八
〇

 
 
 
 

東
御
用
懸
り
よ
り
出

　
　

上・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・

使
屋
敷　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
鉄
砲
奉
行
屋
敷

　
　

御
蔵
奉
行
仮
役
屋
敷　
　
　
　
　
　
　

小
揚
長
屋

　
　

御
城
外
側
木
柵
木
戸
門　
　
　
　
　
　

外
側
破
損
方
作
事
小
屋
幷
竹
置
場

　
　

辻
番
所
六
ケ
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

堀
川
二
条
橋

　
　

堀
川
竹
屋
町
橋

右
之
所
々
新
建
物
御
普
請
受
負
入
札
有
之
候
間
、
望
之
も
の
者
明
廿
六
日
廿
七
日
両
日

之
内
、
筑
後
御
役
所
江
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
仕
様
帳
写
取
、
直
段
相
考
、

来
ル
廿
八
日
同
人
於
御
役
所
札
披
候
間
、
其
旨
可
相
触
者
也
、

　
　
　

申
三
月
廿
五
日

376　

天
明
八
年
四
月
六
日

二
条
城
西
御
門
・
外
御
櫓
太
鼓
塀
等
の
新
建
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
六
―
一
五
九
三

二
条
御
城
西
御
門
幷
外
御
櫓
太
鞁
塀
、
其
外
御
櫓
練
塀
新
建
御
修
復
共
、
右
御
普
請
有

之
候
間
、
入
札
望
之
も
の
者
来
ル
八
日
迄
之
内
、
大
隅
御
役
所
江
家
持
請
人
召
連
参
、

根
帳
ニ
付
、
仕
様
帳
写
取
、
直
段
相
考
、
同
九
日
同
人
於
御
役
所
札
披
候
間
、
其
旨
可

相
触
者
也
、

　
　
　

申
四
月
六
日
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377　

天
明
八
年
五
月
二
十
二
日

松
平
定
信
、
所
司
代
同
道
に
て
二
条
城
入
城
に
付
道
筋
で
の
不
法
等
を
禁
じ
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
六
―
一
六
三
二

明
廿
三
日
、
松
平
越
中
守
殿
所
司
代
御
同
道
御
城
入
被
成
候
間
、
御
道
筋
ニ
而
不
作
法

不
致
、
見
苦
敷
儀
無
之
様
可
致
候
、
尤
火
災
後
之
儀
ニ
も
候
間
、
掃
除
い
た
し
手
桶
箒

等
差
出
間
敷
、
盛
砂
等
い
た
し
候
ニ
不
及
候
、

右
之
通
御
道
筋
町
々
江
可
相
触
者
也
、

　
　
　

申
五
月
廿
二
日

　
　
　
　

松
平
越
中
守
殿
御
道
筋

御
旅
館
よ
り
河
原
町
通
北
江
、
三
条
通
西
江
、
西
堀
川
通
北
江
、
東
番
場
北
江
、
北
番

場
西
江
、
北
之
御
門
よ
り
御
城
入
、
西
御
門
よ
り
御
城
出
、
夫
よ
り
御
巡
見
、

378　

天
明
八
年
五
月
二
十
二
日

松
平
定
信
が
京
都
に
至
り
、
二
条
城
の
城
内
を
巡
見
す
る
。

〔
公
事
余
筆
〕
亨　

松
平
越
中
守
殿
御
上
京
御
用
向
御
日
割
覚
書

　
　
　
　
　

申
五
月
廿
二
日
晴

一
越
中
守
殿
河
原
町
へ
御
着
、
松
平
土
佐
守
屋
敷
へ
御
着
、
当
日
ハ
御
休
息
被
成
候
、

　
　
　
　
　

同
廿
三
日
晴

一
御
城
中
不
残
御
巡
見
被
遊
、
昼
時
よ
り
大
徳
寺
御
見
分
、

379　

天
明
八
年
五
月

二
条
城
西
門
等
の
破
損
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
六
―
一
六
三
五

　
　

二西
公
事
方
御
用
懸
り
よ
り
出
ル

条
御
城
西
御
門
之
内
升
形
仮
御
門
幷
両
脇
塀
札
番
所
共
、
同
南
折
廻
り
目
板
瓦
塀
、

同
所
大
番
所
北
御
門
、
大
番
所
下
番
所
二
之
御
門
、
同
所
外
足
軽
番
所
、
高
麗
御
門

扉
仕
足
、
二
之
丸
御
台
所
屋
根
御
破
損
、
小
屋
高
麗
御
門
外
米
見
番
所
御
取
建
之
分
、

一
同
所
御
本
丸
大
番
御
番
所
、
高
麗
御
門
内
与
力
同
心
番
所
御
取
建
之
分
、

一
同
所
二
丸
御
納
戸
蔵
之
内
御
取
繕
、
（
中
略
）

　
　
　

申
五
月

380　

天
明
八
年
七
月
二
十
八
日

二
条
城
外
米
蔵
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
六
―
一
六
六
六

〔
朔
日
〕

　
　

二
条
御
城
外
御
米
蔵
之
内

　
　

拾
八
番　
　
　

拾
九
番　
　
　

弐
拾
番　
　
　

弐
拾
壱
番

　
　

廿
四
番　
　
　

廿
五
番　
　
　

廿
六
番　
　
　

廿
七
番

　
　

三
拾
番　
　
　

三
拾
壱
番　
　

三
拾
弐
番　
　

三
拾
三
番

　
　

御
蔵
幷
惣
高
塀
之
内
所
々
破
損
、

右
御
修
復
入
札
有
之
候
間
、
（
中
略
）

　
　
　

申
七
月
廿
八
日

381　

天
明
八
年
八
月
八
日

幕
府
、
仮
御
所
及
び
二
条
城
な
ど
の
仮
造
営
を
賞
し
、
勘
定
奉
行
根
岸
鎮
衛
ら
に
物
を
給
う
。

〔
天
明
年
録
〕

　
　

八
月
八
日

　

金
五
枚　
　
　

勘
定
奉
行　

根
岸
肥
前
守

　

時
ふ
く
二

　

右
者
当
春
京
都
出
火
ニ
付
、
仮
御
所
向
、
幷
二
条
御
城
、
其
外
仮
御
取
立
御
用
相
勤
候
ニ　

　

付
被
下
旨
、
於
芙
蓉
之
間
、
御
老
中
御
列
座
、
鳥
居
丹
波
守
殿
被
仰
渡
之
、

　

金
三
枚　
　

御
勘
定
組
頭　

若
林
市
左
衛
門

　

同
弐
枚　
　

御
吟
味
方
改
役　

加
藤
左
市

　

同　
　
　
　

御
勘
定　
　
　

高
橋
八
郎
右
衛
門

　

別
段
銀
七
枚
右
同
断
御
用
相
務
候
ニ
付
被
下
旨
、
御
祐
筆
部
屋
縁
頬
お
ゐ
て
松
平
越
中
守

　

殿
被
仰
渡
之
、
若
年
寄
衆
侍
座
、

382　

寛
政
元
年
十
二
月
二
十
五
日
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二
条
在
番
衆
に
洛
中
洛
外
の
見
廻
り
を
命
じ
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
七
―
一
九
二

此
度
町
々
為
取　

ニ
御
造
営
中
大
番
頭
花
房
因
幡
守
組
、
白
須
甲
斐
守
組
御
番
衆
、

左
之
面
々
廻
り
被
仰
付
候
間
、
其
旨
可
存
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

花
房
因
幡
守
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
野
次
郎
兵
衛　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
田
源
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
田
八
右
衛
門　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

玉
井
四
郎
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
須
甲
斐
守
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桜
井
源
右
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
浦
藤
左
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

朝
比
奈
政
之
助

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
嶋
卯
右
衛
門

右
之
面
々
、
洛
中
洛
外
町
々
仮
御
所
近
辺
相
廻
り
、
怪
敷
も
の
見
当
り
候
へ
者
相
糾
、

弥
怪
敷
趣
候
得
者
其
所
々
町
役
人
呼
出
し
、
縄
掛
ケ
候
侭
ニ
而
御
番
衆
よ
り
書
付

相
添
御
役
所
へ
訴
出
候
様
申
渡
可
相
渡
候
間
、
其
旨
相
心
得
、
受
取
候
ハ
ヽ
不
取

逃
候
様
手
当
致
置
、
断
書
ニ
不
及
、
右
御
番
衆
之
書
付
持
参
御
役
所
へ
訴
出
候
ハ
ヽ
、

早
速
組
之
も
の
為
請
取
可
差
遣
候
、

一
右
捕
も
の
相
渡
候
ニ
付
、
町
々
ニ
而
日
々
手
当
い
た
し
置
候
ニ
ハ
不
及
候
間
、
右
ニ

付
失
脚
等
相
掛
り
不
申
候
様
可
致
候
、

一
召
捕
候
も
の
相
渡
候
節
、
町
役
之
も
の
在
宿
不
致
候
ハ
ヽ
、
平
町
人
之
内
罷
出
、
受

取
書
前
文
之
通
り
可
取
斗
候
、

一
御
番
衆
相
廻
り
候
節
、
武
士
屋
敷
幷
寺
社
町
方
と
も
火
之
元
不
念
成
義
見
受
候
ハ
ヽ
、

心
を
付
候
筈
ニ
候
、

右
之
通
洛
中
洛
外
寺
社
町
々
江
不
洩
様
可
相
触
も
の
也
、

　
　
　

酉
十
二
月
〔
廿
五
日
〕

383　

寛
政
二
年
二
月
十
七
日

二
条
城
内
小
屋
普
請
等
の
取
繕
請
負
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
七
―
二
三
〇

二
条
御
城
内
小
屋
之
普
請
幷
ニ
建
足
取
繕
請
負
入
札
申
付
候
間
、
望
之
も
の
来
ル
廿
日

よ
り
同
廿
八
日
迄
之
内
、
勝
手
次
第
御
所
御
普
請
御
用
会
所
へ
家
持
請
人
召
連
参
、
根

帳
ニ
付
、
仕
様
帳
へ
写
取
、
直
段
相
考
、
来
月
四
日
ニ
右
同
所
ニ
而
札
披
候
間
、
此
旨

可
相
触
も
の
也
、

　
　

戌
二
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
与
八

384　

寛
政
二
年
四
月
一
日

二
条
城
外
米
蔵
破
損
等
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
七
―
二
四
八

二
条
御
城
外
御
米
蔵
破
損
修
復
幷
番
所
壱
ケ
所
取
建
共

右
請
切
入
札
望
之
も
の
来
ル
四
日
よ
り
六
日
迄
之
内
、
内
藤
重
三
郎
、
小
堀
縫
殿
御
役

所
へ
罷
出
、
家
持
請
人
相
立
、
根
帳
ニ
付
、
仕
様
帳
写
取
、
同
七
日
美
濃
於
御
役
所
札

披
候
間
、
此
旨
可
相
触
も
の
也
、

　
　

戌
四
月
朔
日

385　

寛
政
六
年
五
月
十
四
日

二
条
城
中
廊
下
橋
掛
直
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
七
―
九
一
六

二
条
御
城
中
御
廊
下
橋
御
掛
直
入
札
有
之
候
間
、
望
之
者
者
来
ル
廿
三
日
廿
四
日
之
内
、

寺
町
丸
太
町
上
ル
所
中
井
藤
三
郎
方
へ
家
持
受
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
帳
面
写
取
、

直
段
相
考
、
同
廿
六
日
於
市
小
屋
札
披
有
之
候
間
、
此
旨
可
相
触
者
也
、

　
　

寅
五
月
十
四
日

386　

寛
政
九
年
十
月
二
十
九
日

二
条
城
の
金
蔵
が
破
ら
れ
、
犯
人
は
御
用
職
人
の
飾
り
師
と
判
明
す
る
。

〔
梅
翁
随
筆
〕
巻
五

　
　
　
　

二
条
御
金
蔵
盗
賊
之
事
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一
二
条
御
城
中
二
丸
御
金
蔵
の
方
板
塀
損
じ
有
、
そ
の
様
は
な
は
だ
怪
敷
見
え
け
る
故
、

寛
政
九
丁
巳
年
十
月
廿
九
日
、
御
番
頭
堀
田
内
蔵
頭
・
遠
藤
備
前
守
、
御
殿
番
三
輪

市
十
郎
立
合
、
御
金
蔵
見
分
あ
る
所
、
二
千
両
入
の
御
金
蔵
ふ
た
つ
紛
失
せ
り
、
内

に
百
両
包
二
ツ
御
蔵
の
内
に
取
落
し
置
し
ゆ
へ
、
此
旨
所
司
代
堀
田
大
蔵
大
輔
へ
申

達
し
け
る
、
よ
つ
て
同
晦
日
町
奉
行
三
浦
伊
勢
守
も
見
分
に
罷
越
し
吟
味
せ
り
、
（
中

略
）
両
組
の
与
力
同
心
の
小
屋
は
、
御
金
蔵
へ
も
程
ち
か
く
、
其
方
よ
り
忍
び
入
た

る
様
に
な
れ
ば
と
て
、
遠
藤
備
前
守
与
力
同
心
の
小
屋
を
吟
味
せ
ん
と
て
、
天
井
を

崩
し
ね
だ
を
は
な
し
、
諸
道
具
の
錠
前
を
打
放
し
あ
ら
た
む
れ
ど
も
疑
敷
も
の
な
く
、

た
ゞ
与
力
の
具
足
櫃
に
は
、
島
原
、
祇
園
町
の
遊
女
の
文
多
く
出
た
る
ば
か
り
に
て
、

手
懸
り
の
種
に
成
も
の
な
し
、
（
中
略
）
午
四
月
交
代
す
み
、
其
後
所
司
代
堀
田
大

蔵
大
輔
病
気
と
て
退
役
有
し
も
、
実
は
与
力
同
心
の
小
屋
々
々
や
さ
が
し
い
た
さ
せ
、

既
に
御
番
衆
の
小
屋
迄
改
ん
と
差
図
有
し
は
、
以
の
外
の
誤
な
り
と
ぞ
沙
汰
し
あ
へ

り
、
此
と
し
も
暮
て
明
れ
ば
未
の
年
三
月
晦
日
、
京
町
奉
行
松
原
信
濃
守
組
の
者
、

右
の
御
金
盗
賊
を
と
ら
へ
た
る
に
依
て
、
そ
の
子
細
を
を
た
づ
ぬ
る
に
、
新
町
筋
三

条
へ
近
ご
ろ
引
移
り
た
る
御
堀
内
御
用
職
人
か
ざ
り
師
藤
田
大
助
と
い
ふ
も
の
あ
り
、

も
と
は
他
国
よ
り
来
て
、
甚
貧
し
く
暮
し
て
、
按
摩
な
ど
と
り
て
世
を
渡
り
け
る
が
、

い
か
ゞ
し
て
か
多
く
の
貯
へ
出
来
て
、
金
銭
自
由
に
遣
ひ
し
よ
り
、
先
の
藤
田
大
助

が
甥
分
に
成
て
、
御
用
職
人
の
株
を
譲
り
受
た
り
、
（
中
略
）
さ
れ
ば
俄
に
金
持
と
成

た
る
事
を
、
近
隣
に
て
も
い
ぶ
か
し
く
お
も
ひ
取
沙
汰
せ
し
を
、
松
平
信
濃
守
組
の

も
の
承
り
出
し
て
、
当
未
三
月
晦
日
大
助
を
め
し
取
り
、
家
財
吟
味
し
け
る
、
皆
新

吹
の
小
判
に
て
、
極
印
の
な
き
御
用
意
金
な
る
を
、
炬
燵
の
す
び
つ
の
下
に
隠
し
置

け
れ
ば
、
大
助
陳
ず
る
に
こ
と
ば
な
く
白
状
し
け
り
、

387　

寛
政
十
一
年
正
月
十
九
日

二
条
城
蔵
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
八
―
一
〇

一弐
拾
壱
番
御
蔵
辰
年

米
九
拾
弐
石

一同
御
蔵
巳
年

米
百
弐
拾
壱
石
五
斗

右
ハ
二
条
御
蔵
米
御
売
払
入
札
有
之
候
間
、
望
之
者
者
来
廿
三
日
朝
五
つ
時
二
条
御
蔵

江
家
持
受
人
召
連
参
、
名
前
根
帳
付
書
記
、
御
米
見
請
、
翌
廿
四
日
右
於
御
蔵
札
披
之
様
、

尤
見
せ
米
ハ
不
遣
候
、
少
々
ニ
而
も
持
帰
間
敷
候
、

一
入
札
披
之
節
ハ
、
朝
五
つ
時
過
二
条
御
蔵
江
可
罷
出
候
、
尤
同
直
段
ニ
候
ハ
ヽ
、
入

札
持
参
先
順
之
も
の
江
落
札
申
付
候
事
、

　
　
　

但
、
追
札
幷
引
替
札
等
致
間
敷
候
、

一
廻
し
立
現
銀
御
払
ニ
候
、
尤
夫
々
廉
落
之
積
を
以
、
壱
石
ニ
付
何
程
と
入
札
可
致
事
、

一
御
蔵
出
し
廻
し
立
之
儀
、
弐
拾
俵
拼
立
鬮
を
入
、
当
り
候
壱
拼
不
残
貫
目
掛
ケ
、
目

違
之
分
ハ
幾
口
ニ
而
も
斗
立
、
場
廻
し
五
勺
留
ニ
而
可
相
渡
候
事

一
鼠
喰
乱
俵
等
有
之
候
ハ
ヽ
、
御
蔵
出
之
節
除
置
、
御
米
出
切
之
上
当
日
之
廻
シ
ニ
斗

立
相
渡
候
付
、
元
石
之
内
可
相
減
事
、

一
廻
シ
立
現
銀
御
払
ニ
付
、
不
及
敷
銀
落
札
之
者
ハ
、
元
石
高
ニ
而
代
銀
御
米
請
取
候

前
日
御
蔵
江
仮
上
納
ニ
致
置
、
御
米
出
切
之
上
減
石
相
立
候
ハ
ヽ
、
過
銀
之
分
ハ
相

返
候
事
、

右
之
通
り
一
切
掛
り
物
無
之
候
間
、
無
益
之
失
脚
積
込
心
得
違
無
之
様
相
心
得
可
申
候
、

此
旨
可
相
触
者
也
、

　
　

未
正
月
十
九
日

388　

享
和
三
年
三
月
二
十
八
日

二
条
城
西
門
外
橋
懸
直
し
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
八
―
八
四
三

　
　

二
条
御
城
西
御
門
外
御
橋

右
御
懸
直
入
札
有
之
候
間
、
望
之
者
者
来
月
二
日
三
日
、
寺
町
丸
太
町
上
ル
所
中
井
藤

三
郎
方
江
家
持
受
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
帳
面
写
取
、
直
段
相
考
、
同
四
日
五
時
御

城
外
於
市
小
屋
札
披
有
之
候
間
、
此
旨
可
相
触
者
也
、

亥
三
月
廿
八
日

389　

享
和
三
年
五
月
十
五
日

二
条
城
外
米
蔵
内
廻
り
床
下
共
掃
除
幷
取
繕
共
請
切
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
八
―
八
五
六
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一
二
条
御
城
外
御
米
蔵
廿
六
番
、
弐
拾
七
番
、
廿
八
番
、
廿
九
番
、
三
拾
番
、
卅
壱
番
、

卅
四
番
、
卅
五
番
御
蔵
共
、
内
廻
り
床
下
共
掃
除
幷
取
繕
共
、

右
請
切
入
札
望
之
も
の
者
、
来
ル
十
九
日
廿
日
両
日
之
内
、
小
堀
縫
殿
方
江
家
持
請

人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
仕
様
帳
写
取
、
翌
廿
一
日
越
前
御
役
所
ニ
お
ゐ
て
札
披
候
間
、

此
旨
可
相
触
も
の
也
、

 
 

亥
五
月
十
五
日

390　

文
化
元
年
十
一
月
十
五
日

二
条
城
蔵
痛
米
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
八
―
一
一
三
四

  

御
城
内
御
蔵

九
番
亥
摂
州 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

拾
番
亥
河
州

摂
州 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

拾
壱
番
亥
河
州

 

一
米
四
拾
四
石
五
斗　
　
　
　

一
米
弐
百
七
拾
六
石　
　
　

一
米
弐
百
六
拾
七
石

　
　

拾
三
番
亥
河
州 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

拾
四
番
亥
摂
州 

 

　

 
 
 
 
 
 
 
 

拾
五
番
亥
河
州

 

一
米
四
百
八
拾
石　
　
　
　
　

一
米
九
拾
七
石
五
斗　
　
　

一
米
百
弐
石
外
御
蔵

 
 
  

廿
五
番
亥
摂
州　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 

三
拾
壱
番
亥
城
州
河
州
泉
州

 

一
米
百
弐
拾
八
石
五
斗 

 
 
 
 
 

一
米
百
三
石　
　

　

 

右
者
受
痛
米
御
払
ニ
付
、
来
ル
十
九
日
札
主
家
持
受
人
名
前
根
帳
ニ
付
候
上
、
御
米
見　

　

 

セ
候
事
、

　
　
　

但
、
見
セ
米
者
不
遣
候
間
、
少
々
ニ
而
も
持
帰
申
間
敷
事
、

 
 

一
入
札
之
儀
者
御
蔵
於
役
所
有
之
候
間
、
翌
廿
日
朝
五
つ
時
入
札
持
参
可
致
候
、
尤
も
同 

 
 
 
 

直
段
ニ
候
ハ
ヽ
、
入
札
持
参
先
順
之
も
の
へ
落
札
申
付
候
事
、

　
　
　

但
、
追
札
引
替
札
等
致
間
敷
候
事
、

 
 

一
廻
シ
立
御
払
ニ
相
成
候
、
尤
夫
々
廉
落
之
積
を
以
、
壱
石
ニ
付
何
程
ト
入
札
可
認
候

　

一
御
蔵
出
シ
廻
シ
立
之
儀
、
弐
拾
俵
拼
ニ
拼
置
、
鬮
を
入
当
り
候
壱
拼
不
残
貫
目
掛
ケ
、　

　
　

目
違
之
分
者
幾
口
ニ
而
も
斗
立
、
平
均
廻
シ
五
勺
留
ニ
て
相
渡
候
事
、

　
　
　

但
、
御
城
内
御
蔵
よ
り
外
御
蔵
場
江
取
出
之
義
者
、
御
蔵
之
提
札
を
以
御
門
出
為
致

候
間
、
駄
賃
米
之
儀
者
買
人
よ
り
可
差
遣
候
事
、

一
鼠
喰
乱
俵
等
有
之
候
ハ
ヽ
、
御
蔵
出
シ
之
節
除
置
、
御
米
出
切
之
上
、
当
日
之
廻
シ

斗
立
相
渡
候
ニ
付
、
元
石
之
内
可
相
減
事
、

一
御
払
代
銀
上
納
方
之
儀
者
、
元
石
之
高
ニ
て
御
米
受
取
候
前
日
ま
て
御
蔵
役
所
江
仮

上
納
い
た
し
置
、
御
米
出
切
之
上
、
減
石
相
立
候
ハ
ヽ
、
過
銀
之
分
相
返
候
事
、

　
　
　

但
、
三
十
日
限
り
可
引
取
候
事
、

右
之
通
御
開
札
之
上
、
書
損
算
違
等
申
立
候
共
、
取
上
ケ
不
申
候
間
、
入
札
入
念
可
致
候
、

此
旨
可
相
触
も
の
也
、

 
 
 
 

子
十
一
月
十
五
日

391　

文
化
元
年
十
一
月
十
五
日

二
条
城
破
損
方
桶
方
勤
方
に
付
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
八
―
一
三
五
一

二東

勘条
御
城
中
御
破
損
方
、
御
用
桶
方
之
儀
、
寛
政
十
一
未
年
迄
者
桶
師
嘉
兵
衛
相
勤
、

御
用
之
節
々
当
地
桶
職
之
者
共
江
役
差
致
候
得
者
、
順
々
罷
出
御
用
相
勤
来
候
趣
ニ
候

処
、
其
後
右
嘉
兵
衛
故
障
有
之
節
よ
り
、
右
御
用
本
途
請
負
人
二
条
通
堺
町
東
入
町
樽

屋
吉
左
衛
門
儀
、
右
嘉
兵
衛
相
勤
候
節
之
通
、
御
定
直
段
を
以
是
迄
御
用
之
節
々
手
人

又
者
職
人
雇
入
相
勤
来
候
得
共
、
御
用
多
之
節
者
差
支
候
義
茂
有
之
候
間
、
此
後
御
用

多
之
節
者
吉
左
衛
門
よ
り
桶
職
之
も
の
共
江
引
合
可
罷
越
間
、
嘉
兵
衛
相
勤
候
節
ニ
准

シ
、
御
定
直
段
銀
六
分
五
厘
之
作
料
ニ
而
順
々
早
速
罷
越
、
御
用
差
支
不
相
成
様
可
致
候
、

尤
作
料
差
出
吉
左
衛
門
方
ニ
而
雇
入
相
頼
候
儀
等
決
而
致
間
敷
、
銘
々
当
人
幷
弟
子
共

之
内
可
罷
出
、
若
病
気
差
支
等
有
之
節
者
、
職
人
雇
入
候
而
成
共
人
夫
ニ
而
差
出
、
差

支
無
之
様
一
同
申
合
置
候
様
可
致
旨
、
当
地
桶
職
之
者
共
江
可
申
通
事
、

右
之
通
被
仰
渡
候
、
以
上
、

 
 
 
 

辰
三
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
町
代
〕　

何
誰

392　

文
政
四
年
九
月

二
条
城
西
門
外
橋
掛
け
直
し
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
〇
―
一
八
三

二
条
御
城
西
御
門
外
御
橋

右
御
掛
直
入
札
有
之
候
間
、
望
之
者
ハ
来
月
二
日
三
日
両
日
之
内
、
中
井
岡
次
郎
方
へ

家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
帳
面
写
取
、
直
段
相
考
、
同
四
日
五
時
御
城
外
於
市
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小
屋
札
披
有
之
候
間
、
此
旨
可
相
触
者
也
、

　
　

巳
九
月

393　

文
政
七
年
六
月

二
条
城
米
売
払
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
〇
―
四
七
五

一未
城
州米

拾
石　
　

此
俵
廿
俵

右
御
払
相
成
候
間
、
入
札
望
之
者
来
ル
廿
三
日
五
時
、
小
堀
主
税
方
へ
家
持
請
人
召
連
参
、

於
二
条
御
蔵
場
米
怔
見
届
、
翌
廿
四
日
於
備
後
御
役
所
札
披
之
積
、
尤
御
払
直
段
相
極

候
上
、
日
数
五
十
日
之
間
代
銀
納
次
第
御
米
相
渡
シ
可
申
候
、
勿
論
廻
し
立
ニ
付
、
壱

石
積
ヲ
以
入
札
可
致
旨
可
相
触
者
也
、

　
　

申
六
月

394　

文
政
十
年
十
二
月

二
条
城
松
・
煤
払
い
に
付
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
〇
―
八
八
四

山
城
国
御
土
居
内
組
合
十
二
ケ
村
之
儀
、
古
来
よ
り
二
条
御
城
松
餝
幷
御
煤
払
、
其
外

非
常
人
足
ハ
勿
論
、
京
都
よ
り
差
立
候
宿
次
御
用
物
、
其
外
都
而
持
出
し
御
用
人
足
相

勤
来
候
処
、
追
々
及
困
窮
候
上
、
過
分
之
借
財
ニ
相
成
、
此
上
捨
置
候
而
ハ
往
々
御
用

人
足
相
勤
候
村
方
無
之
様
ニ
も
成
行
可
申
ニ
付
、
江
戸
、
大
坂
之
振
合
ヲ
以
町
方
懸
り

人
足
役
被
仰
付
候
よ
り
外
無
之
候
間
、
右
体
村
方
及
潰
候
期
ニ
至
り
、
町
方
江
不
残
引

受
候
様
被
仰
付
候
而
ハ
双
方
可
及
難
渋
ニ
付
、
右
御
土
居
内
組
合
村
々
古
来
よ
り
勤
来

り
候
人
足
役
之
内
、
二
条
御
城
松
錺
、
御
煤
払
、
非
常
人
足
等
之
分
ハ
村
々
ニ
て
相
勤
、

其
余
京
都
よ
り
差
立
之
宿
次
御
用
物
、
其
外
都
而
持
出
し
人
足
之
分
者
、
右
御
土
居
内

組
村
々
十
ケ
年
之
間
休
役
被
仰
付
候
、
右
之
分
是
迄
拾
ケ
年
平
均
壱
ケ
年
之
間
凡
銀
拾

九
貫
匁
相
懸
り
候
ニ
付
、
右
之
分
当
亥
年
よ
り
来
酉
年
之
間
迄
中
十
ケ
年
之
間
、
当
地

市
中
へ
申
付
候
、
尤
右
人
足
役
之
儀
伝
馬
御
用
相
勤
候
当
地
馬
借
所
熊
谷
仁
左
衛
門
江

一
手
ニ
為
取
扱
、
成
丈
ケ
入
用
不
相
掛
候
様
取
締
之
た
め
、
馬
借
所
へ
町
奉
行
組
之
物

見
廻
ら
せ
、
人
足
賃
諸
入
用
等
厳
密
ニ
為
相
糺
、
右
入
用
銀
洛
中
洛
外
軒
役
江
割
賦
、

取
集
方
之
儀
ハ
追
而
可
触
知
候
間
、
其
旨
可
相
心
得
候
、

右
之
趣
洛
中
洛
外
へ
不
洩
様
可
相
触
者
也
、

 
 
 
 

亥
十
二
月

395　

文
政
十
三
年
七
月

大
坂
目
付
が
、
文
政
地
震
直
後
、
二
条
城
の
被
害
状
況
を
幕
府
に
届
け
出
る
。

〔
宝
暦
現
来
集
〕
巻
之
十
九

京
都
大
地
震
の
事

〇
文
政
十
三
庚
寅
年
七
月
二
日
よ
り
、
京
都
大
地
震
之
儀
、
往
古
よ
り
京
都
は
度
々
有

之
け
る
、
既
に
類
例
は
す
ゑ
に
し
る
し
置
、
此
度
程
の
事
老
父
も
聞
及
ば
ず
、
其
上
折

悪
敷
両
日
共
大
雨
故
、
震
損
所
も
多
か
り
し
、
家
土
蔵
に
至
る
迄
、
追
々
大
破
と
は
な

り
ぬ
、
何
さ
ま
捨
置
が
た
く
、
扨
々
歎
ケ
敷
事
な
り
と
沙
汰
申
け
る
、
其
上
彼
大
雨
に

て
出
水
、
又
は
山
崩
れ
川
流
れ
、
水
死
怪
我
人
等
も
夥
多
な
れ
ば
、
中
々
眼
も
当
て
ら

れ
ぬ
事
共
な
り
、
先
々
御
当
地
は
何
事
も
な
く
有
り
が
た
き
事
な
り
、

一
文
政
十
三
年
七
月
二
日
よ
り
、
京
都
大
地
震
に
付
、
七
月
十
七
日
、
御
目
付
代
間
部

主
殿
頭
、
木
下
左
兵
衛
よ
り
、
御
届
け
左
之
通
、
二
条
御
城
御
破
損
所
、

一
四
方
外
側
太
鼓
御
櫓
、
其
外
所
々
倒
損
掛
候
内
、
北
之
外
側
北
御
門
西
之
方
、
御
塀

石
垣
共
御
堀
え
崩
込
、
西
外
側
西
御
門
南
所
御
堀
倒
、
御
堀
え
木
道
具
落
込
、
石
垣

の
内
所
に
孕
出
、
四
方
御
土
居
武
者
走
り
の
内
、
所
々
地
形
割
損
じ
申
候
、

一
北
御
門
屋
根
下
通
り
共
所
々
損
じ
、
二
階
御
櫓
東
面
庇
し
落
損
じ
、
御
門
台
石
垣
西

の
方
崩
掛
り
、
危
く
相
成
申
候
、
腰
堀
石
垣
共
損
申
候
、

一
御
門
番
所
廻
り
附
物
共
、
屋
根
廻
り
高
塀
所
々
損
じ
、
西
の
方
登
り
塀
倒
損
申
候
、

一
北
二
の
御
門
傾
き
損
申
候
、

一
東
音
頭

（
番
ヵ
）

小
屋
玄
関
廻
り
潰
、
小
書
院
床
の
間
壁
落
損
、
台
所
廻
り
大
破
損
、
其
外

屋
根
地
廻
共
所
々
損
申
候
、

一
同
長
屋
向
与
力
同
心
小
屋
共
所
々
損
じ
、
幷
高
塀
竹
垣
共
倒
損
申
候
、

一
東
御
番
衆
小
屋
四
十
九
軒
の
内
、
三
番
小
屋
上
の
間
潰
、
下
陣
大
破
、
十
三
番
二
十
七

番
小
屋
中
の
間
潰
損
じ
、
其
外
小
屋
々
々
屋
根
下
廻
り
共
大
破
、
同
構
之
高
塀
竹
垣
共
、

所
々
倒
損
申
候
、
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一
二
の
丸
入
口
御
門
屋
根
廻
り
損
じ
、
同
内
与
力
番
所
、
向
附
物
等
損
申
候
、

一
同
大
番
所
屋
根
廻
り
共
損
じ
、
同
巡
り
高
塀
傾
き
、
壁
落
損
申
候
、

一
鳴
子
御
門
傾
き
、
屋
根
下
廻
り
共
損
申
候
、

一
御
廊
下
橋
番
所
、
廻
り
屋
根
下
廻
共
損
申
候
、

一
御
本
丸
出
丸
御
門
屋
根
下
廻
共
損
申
候
、

一
南
御
門
傾
き
損
、
御
門
台
地
形
割
損
申
候
、

一
御
本
丸
御
堀
側
外
石
垣
の
内
崩
損
、
所
々
孕
出
、
木
柵
損
、
御
堀
端
通
総
体
地
形
割

損
幷
沈
み
、
不
陸
相

（
マ
マ
）

成
申
候
、

一
北
中
切
御
門
損
、
両
脇
太
皷
塀
の
内
倒
損
、
石
垣
幷
石
雁
規
共
之
内
崩
損
申
候
、

一
西
番
頭
小
屋
、
本
家
向
屋
根
下
廻
共
所
々
損
じ
、
雪
隠
二
ヶ
所
壊
損
申
候
、

一
同
長
屋
向
屋
根
下
廻
共
所
々
損
、
同
構
仕
切
の
高
塀
竹
垣
共
倒
損
、
井
戸
屋
形
共
内

損
申
候
、

一
西
御
番
所
小
屋
四
十
九
軒
の
内
、
二
十
番
二
十
七
番
両
小
屋
共
不
残
潰
、
十
九
番
小
屋

下
潰
、
上
の
間
天
井
落
損
、
十
一
番
、
十
二
番
、
十
三
番
、
十
四
番
、
十
五
番
、
十
六
番
、

十
七
番
、
十
八
番
、
二
十
一
番
、
二
十
八
番
、
二
十
九
番
、
三
十
五
番
、
三
十
六
番
、

四
十
九
番
小
屋
共
下
陣
潰
損
じ
、
上
之
間
大
破
、
其
外
小
屋
々
々
屋
根
下
廻
大
破
、

同
構
高
塀
竹
垣
所
々
損
申
候
、

一
南
中
仕
切
御
門
大
破
、
両
脇
御
塀
之
内
倒
れ
損
、
幷
石
垣
石
雁
規
共
之
内
崩
損
孕
出

申
候
、

一
稲
荷
曲
輪
与
力
小
屋
五
軒
の
内
、
一
棟
潰
、
其
外
総
体
倒
掛
り
、
同
心
小
屋
不
残
潰
損
、

廻
竹
垣
之
内
倒
損
、
高
塀
之
内
損
申
候
、

一
西
御
門
外
御
橋
高
欄
の
廻
り
、
其
外
所
々
損
申
候
、

一
御
破
損
小
屋
廻
り
総
体
損
、
湯
沸
小
屋
潰
、
高
塀
の
内
倒
損
申
候
、

一
御
本
丸
御
天
守
台
廻
り
、
御
塀
幷
石
垣
損
申
候
、

一
同
所
井
戸
屋
形
幷
井
筒
損
申
候
、

一
同
所
高
麗
御
門
倒
掛
り
、
左
右
御
塀
石
垣
崩
申
候
、

一
二
丸
御
金
蔵
屋
根
大
破
、
其
外
壁
落
、
廻
り
切
出
葛
石
木
柵
総
体
損
申
候
、

一
御
台
所
家
根
瓦
総
体
壁
抜
、
羽
目
竈
損
申
候
、

一
御
台
所
よ
り
八
番
御
米
蔵
え
続
御
塀
倒
掛
り
、
大
破
相
成
申
候
、

一
八
番
御
米
蔵
前
竹
垣
損
申
候
、

一
御
金
蔵
東
南
西
え
折
廻
し
御
塀
倒
申
候
、

一
元
御
車
寄
口
御
塀
損
申
候
、

一
御
米
蔵
よ
り
御
唐
門
え
続
築
地
所
々
崩
、
総
体
所
々
破
損
に
相
成
申
候
、

一
御
唐
門
貫
抜
折
、
御
屋
根
瓦
掛
戸
外
竹
垣
損
申
候
、

一
同
所
よ
り
埋
御
門
え
続
き
、
御
築
地
崩
損
申
候
、

一
御
車
寄
南
北
壁
落
、
御
屋
根
瓦
其
外
総
体
壁
落
、
幷
押
土
葛
石
左
右
竹
垣
損
申
候
、

一
埋
御
門
よ
り
西
南
御
門
え
折
廻
し
、
御
塀
所
々
倒
損
申
候
、

一
南
御
門
よ
り
溜
御
蔵
え
続
、
御
堀
幷
切
戸
口
皆
倒
損
申
候
、

一
溜
御
蔵
総
体
傾
き
二
階
危
、
幷
南
東
竹
垣
倒
損
申
候
、

一
鳴
子
御
米
蔵
前
竹
垣
損
申
候
、

一
同
所
御
米
蔵
北
の
手
御
塀
、
幷
切
戸
口
倒
損
申
候
、

一
同
所
よ
り
二
の
丸
御
門
え
続
、
御
塀
幷
御
黒
門
倒
損
申
候
、

一
御
納
戸
前
蔵
傾
き
、
総
体
御
屋
根
瓦
壁
損
附
、
庇
崩
申
候
、

一
御
玄
関
遠
侍
殿
上
の
間
、
御
式
台
の
内
、
同
裏
の
間
、
同
大
広
間
、
同
所
溜
の
間
、

蘇
鉄
の
間
、
御
黒
書
院
、
御
座
の
間
、
同
所
東
溜
、
御
雪
隠
総
体
傾
き
、
御
屋
根
天
井
、

欄
間
羽
目
御
張
附
雨
戸
壁
等
迄
損
申
候
、

一
御
太
鼓
櫓
総
体
大
傾
き
相
成
申
候
、

一
同
所
定
番
香
盤
台
落
損
申
候
、

一
同
所
四
方
壁
板
羽
目
損
申
候
、

一
東
御
門
櫓
北
御
定
口
瓦
落
損
申
候
、

一
同
所
御
腋
の
内
通
金
物
落
申
候
、

一
同
所
家
根
瓦
落
損
、
南
登
り
塀
大
破
、
幷
北
登
り
塀
瓦
落
損
申
候
、

一
御
番
所
出
口
切
戸
屋
根
大
破
相
成
申
候
、

一
西
御
築
地
出
口
、
南
の
方
角
廻
り
大
破
成
申
候
、

一
中
仕
切
御
門
続
き
高
塀
、
北
南
共
大
破
相
成
申
候
、

一
御
番
裏
高
塀
大
破
仕
候
、

一
御
番
所
雪
隠
大
破
相
成
申
候
、

一
西
冠
木
御
門
総
体
屋
根
大
破
、
幷
続
袖
塀
大
破
成
候
、
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一
外
側
高
塀
北
之
方
倒
、
幷
南
の
方
屋
根
総
体
大
破
相
成
申
候
、

一
奥
御
門
総
体
捻
、
幷
東
袖
塀
打
倒
申
候
、

一
御
門
櫓
台
東
西
石
垣
崩
申
候
、

一
奥
御
番
所
裏
廻
り
塀
落
、
幷
屋
根
廻
り
破
損
仕
候
、

一
同
所
雪
隠
東
の
方
壁
落
倒
掛
、
西
の
方
雪
隠
破
損
相
成
申
候
、

一
同
所
東
の
方
出
口
高
塀
、
瓦
落
幷
倒
申
候
、

一
升
形
番
所
総
体
破
損
申
候
、

一
二
の
丸
御
台
所
前
、
御
蔵
一
番
戸
前
庇
倒
掛
、
二
番
の
御
蔵
棟
落
込
、
前
通
軒
波
形

土
瓦
脇
板
共
、
三
番
の
戸
前
庇
倒
壁
大
破
、
腰
板
共
、
二
十
四
番
屋
根
瓦
所
々
、
五

番
戸
前
庇
倒
、
其
外
瓦
所
々
、
六
番
戸
前
庇
倒
、
北
之
方
軒
壁
所
々
、
八
番
壁
総
体
、

戸
前
庇
倒
掛
り
、
腰
板
共
、
幷
に
米
見
所
総
体
大
破
相
成
申
候
、

一
鳴
子
御
門
内
御
蔵
、
九
番
前
通
北
え
折
廻
し
壁
、
幷
下
地
落
大
破
、
裏
通
腰
板
共
、

十
番
前
通
壁
所
々
土
落
、
外
十
一
番
戸
前
庇
倒
、
壁
所
々
土
落
、
十
二
番
前
通
壁
所
々

落
、
十
三
番
戸
前
庇
倒
掛
申
候
、

一
高
麗
橋
前
御
蔵
、
十
四
番
戸
前
よ
り
北
の
方
軒
よ
り
棟
迄
抜
落
、
裏
通
り
屋
根
瓦
土

居
葺
迄
落
、
同
壁
下
地
共
落
、
十
五
番
裏
壁
下
地
共
落
大
破
、
幷
米
見
所
東
の
方
壁
落
、

南
流
屋
根
板
落
申
候
、

一
御
天
守
台
下
御
蔵
、
六
番
戸
前
庇
倒
掛
り
、
裏
通
り
軒
よ
り
棟
迄
落
掛
り
、
十
七
番

前
通
屋
根
瓦
落
戸
前
開
、
南
の
方
壁
落
申
候
、

一
東
御
門
台
渡
り
御
櫓
柱
曲
、
西
え
傾
き
、
石
垣
所
々
損
じ
孕
出
、
総
体
壁
破
、
御
道

具
難
被
置
御
座
候
、

一
押
御
櫓
北
の
方
戸
前
明
不
申
候
、
同
所
壁
落
、
追
々
大
破
に
相
成
申
候
、

一
同
南
の
方
御
窓
下
壁
大
破
相
成
申
候
、

一
巽
御

（
タ
ツ
ミ
）

櫓
壁
不
残
響
、
破
目
土
落
損
、
別
て
北
の
方
戸
前
左
右
、
幷
北
東
角
は
不

残
土
落
、
裏
板
計
り
に
相
成
申
候
、

一
御
焔
硝
蔵
総
体
崩
損
申
候
、

一
足
駄
御
蔵
三
ケ
所
、
屋
根
瓦
落
総
体
落
損
、
其
外
内
通
り
総
体
損
申
候
、

一
数
手
桶
不
残
、
幷
留
覆
大
破
に
相
成
申
候
、

右
之
通
、
去
る
二
日
地
震
に
て
致
破
損
、
此
上
損
相
増
可
申
哉
難
計
奉
存

候
、
尤
難
捨
置
御
場
所
、
追
々
手
当
申
付
、
松

（
京
都
所
司
代
）

平
伯
耆
守
殿
え
も
申
達
候
、

新
（

二

条

城

在

番

の

大

番

頭

）

庄
主
殿
頭
、
内
藤
豊
後
守
、
幷
両
組
中
、
次
に
与
力
同
心
下
々
に
至
迄
、
怪
我
無

御
座
候
旨
申
越
候
段
、
堀

（

大

坂

城

在

番

の

大

番

頭

）

近
江
守
、
加
納
備
中
守
よ
り
、
以
紙
面
私
共
方
迄
申
聞
候
、

依
之
此
段
申
上
候
、

　
　
　

七
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間
部
主
殿
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
下
左
兵
衛

　
　

但
し
怪
我
人
死
人
の
儀
も
有
之
候
得
共
、
御
届
け
に
は
不
被
申
上
候
、
御
城
内
に

て
は
怪
我
人
死
人
数
多
く
有
之
候
得
共
、
不
被
申
上
候
、
以
上
、

　

右
は
、
京
都
大
地
震
に
て
、
二
条
御
城
御
破
損
御
届
け
、
百
日
御
目
付
よ
り
御
届
け

写
也
、

一
京
都
町
奉
行
勝
平
伊
予
守
殿
よ
り
、
御
子
息
左
金
吾
殿
え
書
状
之
写
、

　

令
啓
達
候
、
御
孫
弥
御
障
無
之
珍
重
に
存
候
、
自
分
儀
も
無
異
今
在
京
候
、
扨
又
去

る
二
日
書
状
差
出
候
後
、
左
之
通
大
地
震
に
候
得
共
、
御
役
所
一
同
怪
我
等
も
無
之

致
安
心
候
、
心
易
可
被
存
候
、

一
七
ツ
時
過
怪
き
地
震
二
つ
、
引
続
丑
寅
の
方
と
覚
申
候
、
震
動
も
不
致
唯
一
度
に
突

倒
候
様
に
、
鴨
居
な
ど
は
ず
れ
、
壁
を
落
し
、
棚
の
物
は
不
残
震
落
し
、
庭
え
出
候
処
、

一
寸
位
に
ひ
ゞ
わ
れ
泥
を
吹
出
し
、
昔
咄
に
は
承
り
候
得
共
、
誠
に
此
度
右
体
の
仕

合
に
候
、

一
御
役
所
玄
関
脇
当
番
所
と
唱
、
与
力
同
心
の
詰
所
張
番
所
有
之
、
右
之
天
井
落
壁
も

倒
落
、
潰
不
申
と
計
の
体
に
成
申
候
、

一
白
洲
御
障
子
抔
破
れ
、
七
寸
程
い
が
み
、
是
も
潰
不
申
と
申
計
に
成
申
候
、

一
同
役
の
方
は
白
洲
は
震
潰
し
、
家
内
の
役
所
天
井
落
、
其
外
御
役
所
共
土
蔵
は
不
残

大
破
致
し
、
又
夫
々
少
々
宛
震
り
始
り
候
て
、
二
日
よ
り
今
以
止
み
不
申
候
、
昨
日

迄
も
昼
夜
百
度
余
も
震
申
候
、
一
昨
夜
抔
泊
之
も
の
、
暮
六
ツ
半
時
比
よ
り
書
付
候

処
、
四
十
九
度
計
と
存
候
、
乍
去
今
日
は
大
に
間
遠
に
相
成
候
儘
、
追
々
治
り
可
申
候
、

先
安
心
致
候
、

一
今
日
は
雷
気
有
之
候
得
共
、
発
急
殊
の
外
空
も
め
、
地
震
と
入
り
交
り
雷
鳴
有
之
、

此
上
大
風
雨
に
て
も
可
成
哉
と
被
存
候
、

一
愛
宕
山
幷
嵯
峨
は
鳴
候
て
、
今
以
地
震
の
如
く
、
土
砂
こ
ろ
げ
落
候
由
、
今
朝
角
倉
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帯
刀
忰
鍋
次
郎
、
地
震
の
安
否
承
に
参
、
右
之
趣
語
申
候
、
右
様
子
に
て
は
、
若
哉

右
の
山
々
、
焼
泥
に
て
も
吹
出
可
申
哉
と
致
心
痛
候
、

一
二
条
御
城
四
方
の
土
居
裾
廻
り
壁
落
、
東
御
門
口
石
垣
、
一
つ
五
十
人
持
位
の
大
石
、

皆
震
出
申
候
、
明
き
御
門
も
い
が
み
、
西
御
門
は
南
の
方
三
十
間
計
御
城
内
え
倒
掛
、

北
御
門
脇
よ
り
西
の
方
、
土
居
五
六
十
間
計
倒
れ
、
御
石
垣
二
十
間
計
御
堀
え
喰
込
、

右
に
准
じ
、
御
城
内
殊
の
外
破
損
有
之
、
誠
に
大
造
の
御
修
復
等
に
て
、
御
入
用
何

万
両
と
申
事
に
成
居
申
候
、

一
市
中
抔
は
潰
家
夥
敷
、
死
人
怪
我
人
は
存
の
外
少
く
、
夜
中
な
ら
ば
怪
我
人
も
可
有

之
候
得
共
、
昼
の
内
故
と
見
得
申
候
、
昼
夜
震
詰
に
て
、
町
家
に
て
は
宅
を
出
、
夜

分
も
往
来
に
て
凌
ぎ
居
候
仕
合
、
火
事
同
様
の
事
御
座
候
、

一
御
所
に
て
は
御
築
地
抔
大
造
の
御
破
損
、
其
内
仙
洞
之
御
構
別
て
御
損
強
く
、
禁
裡

常
御
殿
余
程
の
御
損
の
由
、
御
修
復
申
立
も
可
有
之
、
誠
に
あ
き
れ
果
た
る
計
に
御

座
候
、
種
々
申
遣
度
候
得
共
、
日
々
御
修
復
所
え
出
、
八
ツ
時
迄
に
帰
宅
、
夫
よ
り

御
役
所
の
御
用
向
取
調
草
臥
、
荒
々
申
遣
候
、
以
上
、

　
　
　

寅
七
月
五
日

　
　

猶
又
折
角
秋
暑
凌
可
被
申
候
、
前
文
地
震
、
大
坂
は
常
体
之
地
震
二
つ
に
て
済
候
由
、

先
日
其
地
え
下
り
組
与
力
草
川
吉
右
衛
門
、
去
二
日
に
は
石
部
に
泊
申
候
由
、
少
々

計
地
震
と
申
候
、
此
節
瀬
田
之
橋
御
修
復
に
て
、
組
の
者
詰
切
居
、
右
よ
り
は
格

別
の
儀
も
無
之
、
損
所
も
無
之
旨
申
越
候
、
南
部
に
て
も
同
様
の
由
、
先
当
地
而

已
の
事
と
見
得
申
候
、

一
唯
今
御
目
付
方
よ
り
風
聞
書
差
出
候
処
、
若
狭
国
名
所
不
知
、
十
八
ケ
村
程
津
波
に
て
、

海
に
成
候
由
書
上
候
得
ど
も
、
取
留
候
事
に
は
無
之
、
僅
十
八
里
隔
り
候
事
故
、
今

明
日
に
は
実
否
分
可
申
候
、
其
地
は
定
て
別
条
無
之
儀
と
令
遠
察
候
、

　
　

追
啓
、
去
る
二
日
御
修
復
所
、
御
小
屋
場
見
廻
等
に
罷
出
可
申
と
存
候
処
、
門
い

が
み
一
向
明
不
申
、
カ
ケ
ヤ
に
て
打
明
、
漸
々
出
候
仕
合
、
誠
に
前
代
未
聞
の
仕

合
に
て
、
右
之
通
損
じ
も
有
之
候
に
付
、
伯
耆
守
殿
御
城
入
に
て
御
見
分
有
之
、

六
ツ
時
の
御
太
皷
、
四
ツ
時
過
迄
打
廻
し
申
候
、
二
日
の
晩
は
一
向
に
伏
り
不
申
、

余
程
の
珍
事
と
被
存
候
、
以
上
、

一
諸
司
代
松
平
伯
耆
守
殿
御
届
左
之
通
、

　
　
　

（
以
下
は
御
所
や
洛
中
・
大
津
な
ど
の
破
損
状
況
、
中
略
）

一
二
条
御
番
衆
大
木
市
左
衛
門
殿
宅
状
、
左
之
通
、

　

七
月
二
日
夕
七
ツ
時
打
候
と
程
な
く
地
震
、
初
は
少
々
震
、
直
に
烈
敷
震
出
候
に
付
、

中
々
御
小
屋
に
被
居
不
申
、
は
だ
し
に
て
欠
出
候
処
益
募
り
、
鴨
居
天
井
壁
落
候
故
、

大
小
を
抱
御
小
屋
御
蔵
前
、
又
は
広
き
場
所
え
走
り
出
候
処
、
御
米
蔵
屋
根
瓦
滝
の

如
く
落
、
又
元
の
御
小
屋
え
引
居
候
処
、
住
居
幷
下
棟
暫
時
に
震
潰
、
遁
出
候
も
間

に
合
兼
候
も
の
は
、
多
く
打
れ
申
候
、
損
所
は
高
麗
御
門
と
申
、
御
本
丸
え
入
口
総

銅
の
御
門
、
是
は
内
の
方
へ
倒
か
ゝ
り
、
続
御
櫓
御
土
塀
、
御
天
守
蔵
所
々
大
破
、

御
堀
端
は
不
残
、
其
外
二
三
寸
程
宛
ひ
ゞ
わ
れ
、
御
城
中
幷
御
小
屋
内
、
一
面
に
蜘

の
巣
の
如
く
ひ
ゞ
わ
れ
、
西
御
門
脇
御
小
屋
脇
裏
、
高
土
居
に
候
得
共
、
外
御
堀
の

方
へ
今
に
も
倒
落
候
様
に
、
ふ
ら
〳
〵
致
候
所
も
御
座
候
、
其
外
御
太
皷
櫓
石
垣
雁

木
崩
落
、
上
の
土
塀
も
倒
か
ゝ
り
、
中
切
御
門
台
つ
ゞ
き
石
垣
二
間
程
抜
落
、
三
四

尺
程
の
石
落
有
之
候
、
西
御
焼
失
跡
御
門
台
石
垣
所
々
崩
、
御
橋
御
門
ね
じ
れ
、
往

来
危
き
故
、
一
人
立
に
て
急
ぎ
通
り
、
米
計
少
々
宛
運
候
由
、
西
御
門
続
き
御
土
居

上
塀
、
十
間
二
十
間
程
宛
崩
、
御
厩
曲
輪
通
り
二
筋
塀
不
残
ひ
ら
き
と
れ
、
所
々
抜
々

に
倒
れ
、
東
御
門
大
番
所
後
の
土
塀
、
是
は
大
概
倒
申
候
、
御
破
損
定
小
屋
一
ケ
所
潰
、

東
御
門
台
石
垣
等
に
孕
出
、
堀
等
も
損
所
多
、
御
道
具
外
箱
等
は
不
残
乱
れ
、
辰
巳

と
申
御
櫓
、
其
外
白
土
鉢
巻
等
皆
へ
げ
落
、
稲
荷
石
垣
石
鳥
居
石
燈
籠
も
大
体
倒
れ
、

但
鳥
居
三
本
、
燈
籠
十
七
本
倒
、
稲
荷
曲
輪
入
口
の
御
門
棟
廻
落
、
石
垣
崩
れ
落
、

往
来
も
甚
だ
気
遣
敷
、
稲
荷
曲
輪
同
心
は
不
残
小
屋
潰
、
同
心
三
人
程
遁
出
間
に
合
兼
、

押
に
打
れ
漸
々
助
出
し
候
由
、
先
一
命
に
は
拘
申
間
敷
哉
と
申
事
に
候
、
七
ツ
半
時

比
よ
り
、
地
震
間
遠
に
相
成
候
得
共
、
時
々
地
響
致
し
、
所
々
壁
瓦
落
、
潰
ぬ
と
申

計
住
居
成
兼
候
御
小
屋
余
程
有
之
、
上
下
の
置
所
な
く
、
各
々
色
を
失
ひ
十
方
に
暮

候
次
第
、
御
小
屋
内
押
に
打
れ
候
者
有
之
、
助
に
参
度
も
、
歩
行
の
出
来
ざ
る
も
の

両
三
人
有
之
、
是
も
一
命
に
は
拘
り
不
申
、
戸
板
に
乗
せ
舁
運
候
体
、
火
事
場
よ
り

は
物
凄
く
、
此
上
い
か
程
強
く
地
震
可
有
之
哉
と
心
易
か
ら
ず
、
御
小
屋
の
者
不
残

明
地
え
集
り
、
高
灯
燈
箱
な
ど
付
て
、
寄
こ
ぞ
り
申
候
、
六
ツ
時
比
俄
に
所
司
代
御

見
分
有
之
由
、
御
破
損
奉
行
其
外
御
在
役
之
者
、
持
場
々
々
見
廻
り
、
東
西
に
走
り

廻
申
候
事
に
候
、
両
御
番
頭
も
御
出
、
御
殿
幷
御
金
蔵
其
外
御
櫓
等
、
不
残
損
所
御
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見
分
有
之
に
付
、
六
つ
時
の
御
太
皷
打
延
候
得
共
、
所
司
代
御
城
入
は
五
ツ
時
過
に

相
成
申
候
、
西
御
小
屋
内
御
通
り
抜
有
之
、
御
城
入
に
付
、
地
役
も
不
残
組
の
者
召

連
御
城
入
、
御
門
番
も
夫
々
御
門
に
詰
め
、
夜
中
も
度
々
地
響
致
、
上
下
共
安
心
無
之
、

皆
々
外
に
夜
を
明
し
、
今
に
至
夜
中
震
動
致
し
、
御
小
屋
に
居
候
も
相
休
兼
、
寄
集

居
申
候
、
御
殿
向
は
御
天
井
、
幷
御
襖
御
張
付
絵
、
多
く
さ
け
損
申
候
、
欄
間
彫
物

等
落
損
、
御
金
蔵
御
車
屋
も
瓦
落
申
候
、
又
此
六
七
日
は
暑
気
甚
々
敷
、
夜
中
も
蒸

暑
堪
兼
申
候
、
大
坂
御
城
中
抔
は
、
是
迄
に
覚
ぬ
大
暑
に
て
、
昼
の
内
は
隣
の
御
小

屋
え
も
参
兼
候
様
に
、
暑
気
強
と
の
事
、
誠
に
上
下
と
も
堪
兼
候
由
、
扨
又
地
震
の

様
子
、
い
ま
だ
大
坂
の
左
右
は
承
不
申
、
御
城
外
市
中
は
別
て
家
蔵
も
多
損
、
怪
我

人
死
人
等
も
余
程
有
之
由
噂
申
候
、
堀
川
通
り
其
外
御
城
外
御
構
内
番
場
え
、
女
子

共
敷
物
致
し
、
三
日
終
日
外
に
て
暮
申
候
、
此
上
は
何
事
も
静
に
致
度
而
已
祈
居
申
候
、

土
御
門
陰
陽
頭
よ
り
所
司
代
え
、
此
上
も
強
地
震
可
有
之
候
由
、
御
用
心
可
有
之
哉

抔
と
申
候
事
、
各
膽
を
冷
し
居
申
候
、
御
番
衆
は
東
西
共
少
も
怪
我
無
御
座
候
、
今

日
に
て
三
日
二
夜
野
陣
致
居
申
候
、
矢
張
地
震
動
は
止
み
不
申
故
、
今
晩
も
野
陣
の

覚
悟
致
居
申
候
、
先
荒
増
此
段
申
上
候
、
以
上
、

　
　

七
月
十
四
日

一
堤
中
務
小
輔
殿
女
中
迄
、
大
地
震
之
御
機
嫌
伺
ひ
の
文
さ
し
上
候
処
、
返
書
八
月
十

日
江
戸
着
、

　

（
中
略
）

一
京
都
地
震
の
儀
、
七
月
四
日
出
に
申
来
る
、

　

（
中
略
）

一
二
条
御
城
北
側
の
塀
悉
く
大
破
、
御
城
え
打
倒
、
西
の
方
御
門
共
塀
も
崩
れ
、
御
米

蔵
も
二
三
ケ
所
倒
申
候
、
御
築
地
内
御
摂
家
方
、
宮
方
、
堂
上
方
、
損
所
筆
に
難
尽
候
、

一
淀
の
御
城
矢
倉
潰
申
候
、
尤
地
の
割
候
所
、
町
々
夥
敷
御
座
候
、

一
二
条
御
城
中
も
、
悉
く
地
割
申
候
、

　

（
中
略
）

一
大
坂
よ
り
七
月
四
日
出
に
申
来
る
、

　

（
中
略
）

一
七
月
二
十
五
日
出
、
左
之
通
申
来
る
、

　

（
中
略
）

一
京
都
よ
り
幸
便
又
々
申
来
る
、

　

先
達
て
申
上
候
大
変
、
誠
に
大
周
章
仕
候
、
今
に
ご
ろ
〳
〵
日
々
勘
考
申
候
に
、
都

合
地
震
三
百
七
十
余
度
震
申
候
、
何
卒
早
々
相
納
り
候
様
奉
祈
候
、
怪
我
人
又
は
即

死
人
等
多
く
、
中
々
相
分
不
申
候
、

一
宮
城
内
は
目
も
当
ら
れ
ぬ
大
破
損
に
御
座
候
、
且
御
所
は
大
破
損
に
て
、
御
殿
向
も

ゆ
が
み
、
堀
の
土
抔
は
御
見
分
相
待
、
今
に
其
儘
に
御
座
候
、
二
条
の
御
城
は
尚
又

言
語
に
絶
候
位
に
て
、
御
城
内
は
猶
甚
敷
、
北
大
手
の
西
の
方
、
内
外
共
石
垣
崩
、

塀
共
に
御
堀
え
落
込
申
候
、
西
の
方
御
門
柱
戸
計
遺
り
、
屋
根
は
落
散
申
候
、
其
内

の
外
形
石
垣
崩
申
候
、
御
城
石
垣
西
の
方
多
損
、
南
の
方
も
追
々
崩
申
候
、
東
の
方

は
先
塀
も
崩
不
申
候
得
共
、
大
破
に
御
座
候
、
迚
も
御
修
復
計
に
て
は
相
済
が
た
き

趣
も
御
座
候
、
中
々
言
語
に
難
述
候
、
（
中
略
）

一
此
度
は
定
て
御
伺
の
御
使
可
有
之
沙
汰
仕
候
、
大
彦
先
生
御
上
京
に
て
も
有
之
候
、

二
条
御
城
御
見
分
、
宮
中
御
破
損
の
御
見
分
可
有
之
と
沙
汰
仕
候
、
（
中
略
）

一
噂
而
已
承
り
無
覚
束
、
御
城
外
見
物
仕
候
処
、
誠
に
大
破
に
て
、
北
の
方
大
手
西
え

二
三
十
間
計
石
垣
も
崩
、
外
側
も
御
堀
え
崩
落
、
板
囲
ひ
致
し
有
之
候
、
御
太
皷
櫓

も
傾
申
候
、
西
之
方
御
門
は
屋
根
落
て
戸
計
相
成
、
其
内
外
形
之
石
垣
は
崩
、
北
よ

り
多
崩
申
候
、
東
一
方
は
塀
も
先
落
不
申
候
得
共
、
大
破
に
御
座
候
、
都
て
石
垣
は

ゆ
が
み
、
御
城
内
は
格
別
大
破
に
御
座
候
、
死
人
も
三
十
人
計
有
之
由
、
至
て
密
々

に
致
有
之
由
、
御
城
外
米
蔵
大
分
倒
、
迚
も
修
復
は
難
調
、
何
も
御
築
替
ど
も
無
之

て
は
、
御
要
害
に
は
相
成
間
敷
由
申
候
、
扨
々
御
物
入
恐
入
候
事
に
御
座
候
、

396　

天
保
二
年
十
二
月

二
条
城
内
外
・
外
米
蔵
と
も
修
復
に
付
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
〇
―
一
二
七
四

　

大
工
方

一
木
挽
方　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
口

　

鍛
冶
方

　

餝
方
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一
財
木
方　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
口

一
屋
根
方　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
口

　

瓦
方

一
壁
方　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
口

　

塗
師
方

一
畳
方　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
口

　

小
買
物
方

　

石
方

一
音
羽
谷
よ
り
石
切
出
シ
運
送
居
手
間
共　
　
　
　
　

壱
口

　

土
砂
方

損
料
物
方

一
手
伝
方　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
口

　

中
日
雇
方

右
者
二
条
御
城
内
外
幷
外
御
米
蔵
と
も
御
修
復
ニ
付
、
右
口
々
入
札
申
付
候
間
、
家
持

ニ
而
望
之
者
者
来
辰
正
月
八
日
よ
り
十
日
迄
之
内
、
家
持
受
人
召
連
、
（
中
略
）

　
　
　

卯
十
二
月

397　

天
保
三
年
七
月
四
日

二
条
城
内
外
地
震
破
損
所
修
復
に
付
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
別
―
補
一
一
六
六

今
度
二
条
御
城
内
外
地
震
ニ
而
破
損
所
御
修
復
ニ
附
、
御
城
近
辺
之
町
々
別
而
火
之

元
入
念
、
町
役
之
者
繁
々
相
廻
り
、
無
油
断
様
左
之
町
々
江
可
申
触
候
、

一
右
御
修
復
中
若
出
火
有
之
候
節
者
、
左
之
町
々
よ
り
人
足
壱
人
宛
、
尤
夜
分
ハ
外
ニ

挑
燈
持
壱
人
差
添
、
明
五
日
よ
り
普
請
場
竹
屋
町
口
御
柵
外
へ
早
速
欠
附
可
申
候
、

右
場
所
江
雑
色
町
代
罷
出
居
候
様
申
附
置
候
間
、
其
旨
可
相
心
得
候
、
勿
論
右
御
用

懸
り
与
力
同
心
取
斗
可
申
候
間
、
差
図
可
請
候
、

　
　
　

但
し
、
下
立
売
よ

（
北
脱
ヵ
）

り
新
町
よ
り
東
、
三
条
よ
り
南
之
出
火
ニ
者
不
及
其
儀
候
、
北
椹

木
町
通
迄
、
南
姉
小
路
通
迄
、
東
油
小
路
通
迄
、

右
之
通
申
附
候
条
、
洛
中
洛
外
裏
借
家
ニ
至
迄
、
火
之
元
入
念
候
様
可
相
触
者
也
、

　
　
　

辰
七
月
四
日

398　

天
保
三
年
七
月

二
条
城
内
外
地
震
破
損
所
修
復
に
付
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
〇
―
一
三
一
四

今
度
二
条
御
城
内
外
地
震
ニ
而
破
損
所
御
修
復
ニ
付
、
御
城
近
辺
之
町
々
〔
別
而
〕
之

元
入
念
、
町
役
之
者
繁
々
相
廻
り
無
油
断
様
可
申
触
候
、

右
之
通
洛
中
洛
外
裏
借
家
ニ
至
迄
、
火
之
元
入
念
候
様
可
相
触
者
也
、

　
　
　

辰
七
月

399　

天
保
九
年
一
月

飢
饉
に
際
し
、
二
条
御
蔵
御
囲
米
を
町
単
位
で
借
用
す
る
。

〔
筋
違
橋
町
文
書
〕
天
保
九
年
一
月

　
　
　
　

預
申
御
米
代
銀
之
事

　

二
条
御
蔵
御
囲
米
代
銀
之
内
一
銀
弐
貫
八
百
目
也　

但
、
利
足
月
九
朱
定
右
は
、
御
米
代

　

銀
、
町
中
就
要
用
、
連
印
を
以
慥
預
申
処
実
正
也
、
来
ル
二
月
廿
五
日
限
、
無
相
違
御
上

　

納
可
仕
候
、
万
一
及
遅
滞
候
ハ
ヽ
、
町
中
軒
役
取
集
、
元
利
都
合
無
難
渋
、
急
度
御
上
納

　

相
立
可
申
候
、
若
、
連
印
之
内
、
町
役
相
退
候
歟
、
故
障
品
替
等
出
来
候
ハ
ヽ
、
跡
役
之

　

者
え
無
違
背
為
引
請
可
申
候
、
尤
、
先
役
之
も
の
一
同
相
遁
申
間
敷
候
、
仍
如
件
、

　
　
　

天
保
九
年
戌
正
月　
　
　
　
　
　

大
宮
通
安
居
院
筋
違
橋
町　

 

預
り
町
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

年
寄　
　

壺
屋
茂
兵
衛
（
印
）

 

五
人
組　

河
内
屋
市
兵
衛
（
印
）

 

町
総
代　

矢
代
屋
五
兵
衛
（
印
）

 

同　
　
　

吉
田
屋
政
右
衛
門
（
印
）

 

同　
　
　

岡
田
屋
利
兵
衛
（
印
）

 

同　
　
　

日
野
屋
新
助
（
印
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　

中
野
屋
七
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鍵
屋
そ
の
（
印
）　
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木
屋
と
め
（
印
）

400　

天
保
九
年
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
城
松
飾
り
・
煤
払
い
人
足
に
付
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
一
―
二
七
四

山
城
国
御
土
居
内
組
合
拾
弐
ケ
村
之
義
、
古
来
よ
り
二
条
御
城
松
錺
幷
御
煤
払
其
外
非

常
人
足
者
勿
論
、
京
都
よ
り
差
立
之
宿
次
御
用
物
其
外
都
而
持
出
御
用
人
足
相
勤
来
候

処
、
連
々
及
困
窮
ニ
候
上
、
過
分
之
借
財
ニ
相
成
、
此
上
捨
置
候
而
者
往
々
御
用
人
足

相
勤
候
村
方
無
之
様
ニ
も
成
行
可
申
ニ
付
、
古
来
よ
り
相
勤
候
人
足
役
之
内
、
二
条
御

城
松
錺
煤
払
非
常
人
足
等
之
分
ハ
右
村
々
ニ
而
相
勤
、
其
余
京
都
よ
り
差
立
之
宿
次
御

用
物
其
外
都
而
持
出
人
足
之
分
ハ
、
右
御
土
居
内
組
村
々
拾
ケ
年
之
間
休
役
被
仰
付
、

右
休
役
中
去
ル
亥
年
よ
り
去
酉
年
迄
中
拾
ケ
年
之
間
当
地
市
中
江
被
付
候
段
、
右
亥
年

十
二
月
相
触
、
右
以
来
年
々
右
御
入
用
銀
差
出
来
候
処
、
年
限
相
満
候
付
、
当
正
月
よ

り
者
先
前
之
通
右
拾
弐
ケ
村
ニ
而
相
勤
候
条
、
右
御
入
用
銀
去
酉
十
二
月
限
ニ
而
出
銀

不
及
候
条
、
其
旨
可
相
心
得
候
、

右
之
趣
洛
中
洛
へ
不
洩
様
可
相
触
者
也
、

　
　

戌
五
月

401　

天
保
十
三
年
十
二
月

二
条
在
番
の
面
々
借
財
に
付
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
一
―
六
八
二

二
条
在
番
之
面
々
在
番
中
雑
費
多
候
歟
、
日
用
之
品
掛
ケ
買
い
た
し
、
連
年
払
方
を
も

及
延
引
候
よ
り
追
々
当
地
ニ
借
財
相
増
、
仍
而
ハ
御
城
中
江
立
入
候
商
人
と
も
自
然
物

価
を
引
上
ケ
候
ニ
至
り
、
借
財
無
之
輩
も
無
拠
高
価
之
品
を
買
も
と
め
、
要
用
相
弁
候

趣
相
聞
、
右
商
人
共
不
埒
之
事
ニ
候
、
以
来
在
番
之
面
々
聊
之
買
物
い
た
し
候
共
、
決

而
掛
ケ
買
致
間
敷
筈
ニ
候
間
、
御
城
中
ニ
而
買
求
候
品
、
高
価
之
売
買
致
間
敷
、
若
市

中
之
直
段
ニ
見
合
、
高
直
之
品
候
ハ
ヽ
、
其
趣
御
番
衆
よ
り
頭
々
江
申
聞
候
積
候
間
、

商
人
共
も
懸
ケ
売
決
而
致
間
敷
、
万
一
払
方
滞
候
も
の
も
候
ハ
ヽ
、
其
段
頭
々
江
商
人

共
よ
り
訴
出
候
様
可
致
候
、

右
之
趣
申
通
候
間
、
当
地
商
人
共
聊
心
得
違
之
儀
有
之
候
ハ
ヽ
厳
重
申
付
候
間
、
此
旨

洛
中
洛
外
へ
不
漏
様
可
申
通
事
、

　
　
　

寅
十
二
月

402　

天
保
十
四
年
十
二
月

二
条
城
米
運
送
の
車
が
減
少
し
、
人
力
大
八
車
で
の
運
送
が
行
わ
れ
る
。

〔
海
老
名
家
文
書
〕 

　
　
　
　

一
札

一
御
所
御
米
・
二
条
御
城
米
運
送
之
儀
は
、
従
往
古
車
持
共
相
勤
来
り
候
処
、
近
来
困

窮
ニ
及
、
追
々
車
数
相
減
シ
、
右
両
御
米
運
送
手
支
迷
惑
難
渋
仕
ニ
付
、
此
度
人
力

大
八
車
を
以
二
条
通
筋
よ
り
御
米
運
送
仕
、
其
余
売
荷
之
儀
も
運
送
致
シ
、
車
持
共

永
久
相
続
仕
度
段
御
願
奉
申
上
候
ニ
付
、
其
御
村
方
え
御
頼
申
入
候
処
、
右
人
力
通

行
之
儀
御
承
知
被
下
忝
存
候
、

一
御
廻
見

（
巡
ヵ
）

之
節
幷
御
通
行
筋
ニ
付
、
右
人
力
車
ニ
而
損
所
在
之
候
ハ
ヽ
、
早
速
取
繕

ひ
仕
、
御
村
方
不
行
届
無
之
様
可
仕
候
事
、

一
田
畑
ハ
勿
論
、
屋
敷
地
之
内
え
少
シ
も
牽
通
り
為
致
申
間
敷
候
事
、

一
橋
幷
ニ
溝
縁
等
損
所
出
来
候
節
、
各
々
方
御
差
図
之
通
早
速
取
繕
ひ
仕
候
事
、

一
御
用
米
運
送
之
節
ニ
而
も
御
用
辺
を
申
立
、
猥
ニ
我
儘
之
儀
為
致
申
間
敷
、
人
車
往

来
人
牛
馬
行
違
、
空
荷
之
者
よ
り
為
伝
合
可
申
候
事
、

　
　

右
之
通
相
違
致
間
敷
候
、
材
木
屋
薪
屋
ニ
お
い
て
も
右
之
趣
承
知
致
シ
、
心
得
違
為
致

間
敷
、
万
一
道
筋
取
繕
ひ
不
仕
候
節
ハ
、
其
御
村
方
よ
り
取
繕
ひ
被
成
候
ハ
ヽ
、
取

繕
ひ
入
用
代
銀
私
共
よ
り
持
参
可
仕
候
、
為
後
日
売
荷
惣
代
證
印
致
シ
差
入
申
一
札
、

仍
而
如
件
、

　
　
　

天
保
十
四
年
卯
十
二
月　
　
　
　
　
　
　

 

下
嵯
峨
車
方　
　
　
　

年
寄　

与
惣
兵
衛
（
印
）

惣
代　

理
右
衛
門
（
印
）

材
木
屋
惣
代

　
　
　
　

四
郎
兵
衛
（
印
）

木
屋
惣
代
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和
助
（
印
）

　
　
　

生
田
村

　
　
　
　

御
役
人
中

403　

嘉
永
三
年

二
条
城
御
城
入
御
順
路
書
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　

「（
表
紙
）

御
城
入
御
順
路
書
」

　
　
　

松
（
老
中
松
平
乗
全
）

　

和
泉
守
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
同
道

　
　
　

内
（
京
都
所
司
代
内
藤
信
親
）

　

紀
伊
守
殿

　

御
城
入
御
順
路
北
御
門
よ
り
御
城
入
、
御
門
外
江
三
輪
嘉
之
助
・
幸

（
二
条
鉄
砲
奉
行
）

田
金
一
郎
（
貼
紙
ア

　

リ
）
・
中
井
小
膳
御
出
迎
御
先
立
仕
候
、
御
門
内
江
所
司
代
与
力
不
残
罷
出
平
伏
、
所
司

　

代
与
力
之
段
紀
伊
守
殿
江
嘉
之
助
申
上
候
、
同
所
南
之
方
江
町
奉
行
衆
御
出
迎
、
夫
よ
り　

　

北
御
門
櫓
右
御
見
分
、
二
之
御
門
内
江
御
門
番
之
頭
・
御
蔵
奉
行
御
出
迎
、
其
末
江
御
破

　

損
奉
行
御
出
迎
、
此
所
よ
り
御
破
損
奉
行
御
先
立
仕
候
、
足
軽
番
所
前
石
橋
之
辺
迄
大
御

　

番
頭
衆
御
出
迎
、
夫
れ
よ
り
、

　

「（
貼
紙
）

本
文
幸
田
金
一
郎
儀
御
老
中
御
刀
持
之
御
送
り
之
上
御
跡
よ
り
御
城
入
仕
候
、

　
　
　
　

但
御
老
中
方
二
条
御
屋
敷
江
御
立
寄
無
之
節
者
御
出
迎
後
引
続
御
跡
よ
り
候
、　

」　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
丸
御
門
よ
り
御
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
台
所
前
御
米
蔵
御
台
所

　

同
所
小
部
屋
三
ヶ
所
右
御
見
分
、
夫
よ
り
大
御
番
所
江
被
成
御
越
候
付
、
大
御
番
頭
衆
ニ

　

者
御
台
所
前
之
辺
よ
り
御
先
江
被
相
越
組
頭
敷

（
ヵ
）出

簿
辺
迄
御
出
迎
申
上
御
上
り
、
組
頭
着

　

座
相
定
上
意
和
泉
守
殿
被
仰
渡
、
大
御
番
頭
衆
よ
り
御
礼
被
申
上
、
紀
伊
守
殿
御
取
合
ニ

　

而
御
立
被
成
、
夫
れ
よ
り
、
大
御
番
所
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
金
蔵
欠
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
銀
幷
所
司
代

　

与
力
御
預
金
銀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
二
階
御
城
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
御
車
家
口
よ
り
御
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
唐
門

　

東
御
門

　

同
所
御
門
櫓

　

同
御
弓
矢

　

辰
巳
隅
御
櫓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
江
御
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
車
家
三
ヶ
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
玄
関
よ
り
御
上
り

　

御
殿
遠
侍
殿
上
之
間

　

御
式
台
間

　

大
広
間

　

蘇
鉄
間

　
　
　
　
　
　
　

此
所
於
三
之
間
御
休
息　

御
黒
書
院

　

御
納
戸
内
蔵
後
藤
縫
殿
允
御
預
御
道
具

　

同
所
二
階
御
祈
祷
之
御
札
幷
巻
数

　

同
所
中
之
御
蔵
御
道
具

　

同
所
西
之
御
蔵
御
召
御
装
束
其
外

　

御
座
間

　

御
花
畑
前
御
米
蔵

　

溜
御
蔵

　

御
庭
廻
り

　

溜
御
蔵
御
鎗

　

右
御
見
分
相
済
御
廊
下
橋
脇
切
戸
口
江
御
出
、
夫
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
御
門
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
焔
硝
蔵

　

足
駄
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
江
御
帰
御
本
丸
江
御
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
天
守
台
幷
御
本
丸
御
焼
失
跡
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鳴
子
御
門
通　

御
太
皷
櫓

　

西
御
番
頭
御
小
屋
前
御
米
蔵

　

御
天
守
台
下
御
米
蔵

　

未
申
隅
御
櫓

　

右
御
見
分
相
済
西
御
門
江
御
城
出
被
成
候
付
、
大
御
番
頭
衆
ニ
者
与
力
番
所
角
之
辺
ニ
而　

　

御
喉
乞
、
同
所
前
ニ
而
御
破
損
奉
行
御
喉
乞
、
夫
よ
り
嘉
之
助
・
小
膳
御
先
立
仕
候
、
西

　

御
門
当
番
之
御
門
番
之
頭
者
御
番
所
前
ニ
而
御
喉
乞
申
上
、
其
外
地
役
之
面
々
西
御
門
御

　

橋
上
ニ
而
御
喉
乞
申
上
候
、
町
奉
行
衆
御
蔵
奉
行
ニ
者
外
御
米
蔵
御
見
分
ニ
付
、
御
先
江　
　
　
　
　

　
　

御
城
出
、
夫
よ
り
外
御
米
蔵
御
門
下
ニ
而
御
下
乗
御
門
内
江
嘉
之
助
・
金
一
郎
・
小
膳

　

御
蔵
奉
行
御
出
迎
、
其
上
江
町
奉
行
衆
御
出
迎
、
夫
よ
り
御
米
蔵
順
々
御
見
分
相
済
、
御

　

送
御
出
迎
之
通
仕
候
、

　

右
之
通
御
座
候
、
以
上
、

　
　
　

戌
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
輪
嘉
之
助

404　

安
政
二
年
六
月

大
津
蔵
納
米
の
二
条
蔵
へ
移
替
に
付
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
二
―
六
一
〇

大
津
御
蔵
納
米
之
内
千
三
百
石
急
速
ニ
二
条
御
蔵
江
移
替
ニ
付
、
左
之
道
筋
牛
車
牽
通

候
間
、
差
支
等
無
之
様
可
致
候
、
自
然
道
筋
ニ
而
足
折
車
等
出
来
い
た
し
、
代
り
車
着

迄
之
間
、
其
外
大
雨
急
出
水
等
有
之
無
拠
次
第
ニ
而
運
送
方
差
支
、
差
掛
り
御
米
預
り

方
其
所
役
人
江
宰
領
之
も
の
よ
り
申
談
候
ハ
ヽ
、
無
差
支
様
可
致
候
、
尤
非
常
之
節
早
々

罷
出
非
常
手
当
可
致
候
、

大
津
海
道
、
三
条
通
、
北
江
東
堀
川
、
西
江
御
池
姉
小
路
之
間
、
東
橋
牽
通
、
西
堀
川
、

姉
小
路
西
江
、
猪
熊
北
江
、
番
場

右
之
趣
支
配
所
境
よ
り
右
道
筋
町
々
村
々
江
不
洩
様
可
申
通
事
、

卯
六
月

十
二
日
夜
、
承
知
印
形
仕
候
、

405　

安
政
六
年
十
一
月

二
条
城
御
番
衆
の
寄
宿
町
が
、
再
度
寄
宿
町
の
増
加
を
歎
願
す
る
。

〔
沖
田
家
文
書
〕 

　
　
　
　

乍
恐
奉
歎
願
口
上
書

一
二
条
御
城
御
番
衆
様
、
例
年
四
月
御
交
代
之
節
御
寄
宿
之
儀
、
往
古
よ
り
西
堀
川
通

よ
り
神
泉
苑
町
、
御
池
北
よ
り
南
松
原
迄
之
町
々
ニ
而
、
引
請
相
勤
来
候
儀
ニ
御
座

候
処
、
右
場
所
追
々
及
衰
微
、
自
然
御
宿
可
相
勤
家
建
之
向
無
数
罷
成
、
御
差
支
ニ

も
相
成
候
趣
を
以
、
御
歎
願
奉
申
上
候
付
、
去
ル
丑
年
三
月
、
私
共
町
々
都
合
百
九

拾
四
町
え
、
右
御
寄
宿
増
町
被
仰
付
奉
畏
候
、
其
以
来
川
西
町
々
申
合
、
都
而
四
組

ニ
町
分
仕
順
番
相
立
、
御
寄
宿
相
勤
来
候
儀
ニ
御
座
候
、
然
ル
処
、
増
町
被
仰
付
候

内
ニ
も
、
御
宿
可
相
勤
家
建
無
之
町
、
且
、
借
財
多
ニ
而
難
渋
之
町
分
も
数
多
有
之
、

其
上
相
応
之
町
柄
ニ
も
、
祇
園
山
鉾
取
扱
候
町
分
抔
は
、
年
々
莫
太
之
入
用
相
懸
り
、

積
年
之
借
財
不
少
、
一
体
先
年
増
町
被
仰
付
候
場
所
は
、
何
れ
も
古
町
下
京
八
組
之

内
ニ
而
、
古
来
よ
り
之
御
公
用
等
も
多
く
、
就
中
、
右
八
組
之
内
よ
り
御
代
替
は
勿

論
、
年
頭
毎
参
府
仕
御
拝
礼
仕
来
、
其
外
臨
時
諸
雑
費
も
不
少
、
漸
、
融
通
合
を
以

一
統
取
続
罷
在
候
儀
ニ
而
、
右
御
寄
宿
相
勤
候
は
四
ケ
年
目
毎
順
番
相
廻
り
、
一
町

懸
ニ
而
失
費
取
賄
候
儀
ニ
御
座
候
得
共
、
何
分
右
之
通
難
渋
之
上
之
儀
ニ
付
、
此
末

自
然
麁
末
之
儀
出
来
仕
、
礑
と
差
支
候
節
ニ
至
り
、
彼
是
奉
願
上
候
而
は
、
御
太
切

成
御
役
宿
之
儀
、
奉
対
御
公
儀
様
深
奉
恐
入
候
儀
と
、
役
前
之
も
の
共
は
勿
論
、
町

分
一
統
実
々
心
配
仕
、
何
卒
永
世
御
差
支
之
儀
無
御
座
様
仕
度
、
種
々
勘
考
仕
川
西

町
々
と
も
申
談
候
処
、
増
町
被
仰
付
年
数
も
不
相
立
内
、
恐
多
御
願
ニ
ハ
御
座
候
得
共
、

此
上
相
応
之
町
柄
に
て
、
場
広
ニ
増
町
被
仰
付
被
下
候
得
ハ
、
御
寄
宿
相
勤
候
順
番

い
つ
れ
も
間
遠
ニ
相
成
、
私
共
町
々
は
勿
論
、
川
西
共
難
渋
之
町
々
尚
更
取
凌
相
成
、

深
御
仁
恵
之
程
難
有
奉
存
候
間
、
何
卒
格
別
御
慈
憐
之
御
思
召
を
以
、
前
書
之
次
第

柄
御
高
察
被
成
下
、
願
之
通
場
広
之
増
町
被
仰
付
被
下
候
様
、
一
統
幾
重
ニ
も
奉
願

上
候
、
以
上
、　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
寄
宿
増
町

百
九
拾
四
町
惣
代

　
　

（
中
略
）
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安
政
六
未
年
十
一
月　
　
　
　
　
　
　

川
西
町
々
惣
代

（
中
略
）　

右
連
印
之
も
の
罷
出
、
御
願
可
申
上
筈
ニ
候
得
共
、
余
り
多
人
数
奉
恐
入
候
ニ
付
、
尚
又
、

私
共
為
惣
代
奉
願
上
候
、
（
五
町
年
寄
連
署
略
）

　

御
奉
行
様

406　

文
久
二
年
閏
八
月

二
条
御
城
米
問
屋
に
つ
い
て
、
下
鳥
羽
村
と
横
大
路
村
で
一
札
を
取
り
交
わ
す
。

〔
藤
田
（
権
）
家
文
書
〕

　
　
　
　

一
札
之
事

一
二
条
御
城
米
問
屋
之
儀
は
、
享
保
年
中
以
来
於
当
村
相
勤
来
候
処
、
享
和
元
酉
年
よ

り
横
大
路
村
を
差
加
へ
、
両
村
申
合
年
限
歩
通
候
而
も
相
定
、
無
滞
相
勤
候
様
御
利

（
理
）

解
被
仰
渡
候
付
、
応
談
之
上
、
年
限
歩
通
相
定
運
送
罷
在
候
処
、
文
政
三
辰
年
限
之

年
限
相
満
候
付
、
対
談
之
上
一
札
為
取
替
、
翌
巳
年
よ
り
拾
ケ
年
、
尚
又
、
天
保
二

卯
年
よ
り
拾
ケ
年
、
同
十
二
丑
年
よ
り
拾
ケ
年
、
嘉
永
四
亥
年
よ
り
拾
ケ
年
之
間
、
追
々

年
延
相
勤
罷
在
候
処
、
去
々
申
年
切
候
而
、
年
限
相
満
候
付
、
古
来
之
通
、
当
村
一

村
ニ
而
可
相
勤
処
、
又
々
去
酉
年
よ
り
拾
ケ
年
之
間
年
延
之
儀
段
々
御
頼
ニ
付
、
則

及
対
談
、
諸
事
文
政
四
巳
年
為
取
替
置
候
一
札
之
通
堅
相
守
、
正
路
之
渡
世
仕
、
聊

不
正
路
之
義
仕
間
敷
候
、
右
年
限
相
満
候
上
、
年
季
切
延
之
義
、
被
相
頼
候
は
、
其
時
々

存
寄
次
第
取
計
可
申
候
、
為
後
日
一
札
、
依
而
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

城
州
紀
伊
郡
下
鳥
羽
村

　
　

文
久
二
戌
年
閏
八
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
左
衛
門
（
印
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
次
郎
（
印
）

　
　
　
　

横
大
路
村

　
　
　
　
　
　

問
屋
中

407　

文
久
二
年
十
月

二
条
城
修
復
材
木
運
送
に
付
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
二
―
一
二
三
九

　

一
御
上
洛
ニ
付
二
条
御
城
其
外
御
修
復
ニ
付
、
御
用
材
木
高
瀬
川
筋
三
条
下
ル
町
よ
り
河

　
　

原
町
通
三
条
下
町
よ
り
河
原
町
通
、
西
へ
三
条
通
、
北
へ
油
小
路
通
、
西
へ
姉
小
路
、

　
　

西
へ
堀
川
東
橋
ヲ
北
へ
、
西
堀
川
通
、
番
場
、

　

一
同
川
筋
二
条
下
町
よ
り
河
原
町
通
、
西
へ
二
条
通
、
南
へ
油
小
路
通
、
西
へ
堀
川
中
橋

　
　

ヲ
北
へ
、
西
堀
川
通
、
番
場
、

　

右
両
様
之
道
筋
要
害

（
ヵ
）い

た
し
、
牛
車
地
車
等
ヲ
以
運
送
候
間
、
其
旨
相
心
得
、
右
道
筋
差

　

支
無
之
様
夫
々
可
申
通
事
、

　
　

 
 

十
月

408　

文
久
二
年
十
月

二
条
城
修
復
に
付
火
の
用
心
触
が
出
る
。　
　

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
二
―
一
二
四
〇

二
条
御
城
御
修
復
ニ
付
、
御
城
近
辺
之
町
々
別
而
火
之
元
入
念
、
町
役
之
者
繁
々
相
廻

り
無
油
断
様
町
々
へ
可
申
触
候
、

右
之
通
申
付
候
条
、
洛
中
洛
外
裏
借
屋
ニ
至
迄
火
之
元
入
念
候
様
可
相
触
も
の
也
、

　
　

戌
十
月

409　

文
久
三
年
二
月

将
軍
徳
川
家
茂
の
上
洛
に
付
、
洛
中
洛
外
に
触
が
出
る
。

〔
三
条
衣
棚
文
書
〕
御
触
留
帳

　

一
今
度
御
上
洛
之
節
、
下
々
不
及
難
儀
様
と
の
厚
キ
御
趣
意
ニ
付
、
大
坂
・
伏
見
・
京
都

　
　

御
通
行
筋
屋
敷
々
々
窓
蓋
等
ニ
不
及
、
町
屋
其
外
都
而
平
常
之
通
相
心
得
、
二
条
・
大

　
　

坂
御
在
城
中
も
市
中
商
売
等
相
休
候
ニ
不
及
、
御
警
衛
筋
之
外
諸
事
常
之
通
相
心
得
、

　
　

御
上
洛
ニ
付
而
屋
敷
々
々
町
々
等
一
切
取
飾
ケ

（
マ
マ
）

間
敷
候
、
但
し
御
通
行
筋
人
留
ニ
不
及
、

　
　
　

正
月

　

右
御
書
附
従
江
戸
到
来
候
条
、
洛
中
洛
外
不
洩
様
早
々
可
相
触
候
も
の
也
、

　
　
　

亥
二
月
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410　

元
治
元
年
九
月

御
所
・
二
条
御
城
近
辺
八
丁
四
方
出
火
の
節
の
対
応
に
付
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
三
―
七
五

御
所
幷
二
条
御
城
近
辺
八
丁
四
方
出
火
之
節
ハ
、
一
橋
殿
御
手
消
防
御
人
数
御
差
出
相

成
候
間
、
此
旨
為
心
得
洛
中
洛
外
へ
早
々
可
申
通
事
、

　
　

子
九
月

411　

慶
応
元
年
三
月

二
条
城
中
で
の
鉄
砲
火
入
調
練
に
付
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
三
―
一
三
二

二
条
御
城
中
ニ
而
鉄
砲
火
入
調
練
一
六
三
八
五
十
ノ
日
ニ
稽
古
有
之
候
間
、
為
心
得
最

寄
村
々
町
々
江
早
々
可
申
通
事
、

　
　

丑
三
月

412　

慶
応
元
年
閏
五
月
二
十
二
日

将
軍
、
上
洛
し
て
参
内
の
後
、
夜
七
つ
時
に
出
て
、
二
条
城
に
入
る
。

〔
作
庵
町
文
書
〕 

慶
応
元
乙
丑
年
閏
五
月
廿
ニ
日
御
着
、

将
軍
御
入
洛
、

尤
、
施
薬
院
え
、
夫
よ
り
御
参
内
、
夜
七
ツ
時
御
下
り
、
夫
よ
り
二
条
御
城
え
御
入
、
翌
々

日
廿
四
日
、
大
坂
え
御
入
城
、

　

（
中
略
）

将
軍
様
御
供
之
内
、
御
書
院
番
平
井
主
計
様
当
町
内
に
御
下
宿
、
越
後
屋
せ
い
殿
家
ニ
而
、

尤
、
町
分
座
敷
之
儀
ハ
、
見
廻
組
竹
内
善
二
殿
旅
宿
ニ
相
成
候
故
、
此
度
ハ
無
拠
、
右

越
せ
い
殿
家
ニ
相
成
候
、

413　

慶
応
元
年
九
月
十
四
日

三
十
三
町
組
が
、
二
条
城
替
地
の
由
緒
に
よ
り
洛
中
並
み
格
式
を
要
望
す
る
。

〔
鍵
屋
町
文
書
〕 

　
　
　
　

乍
恐
奉
願
口
上
書

一
私
共
組
町
之
儀
は
、
元
々
二
条
御
城
御
替
地
御
由
緒
町
々
ニ
而
、
寛
永
度
御
上
洛
之

砌
、
柳
生
但
馬
守
様
ヲ
以
、
訴
訟
之
儀
も
在
之
候
ハ
ヽ
、
可
申
上
旨
蒙
仰
候
付
、
右

洛
中
勤
町
々
之
儀
付
、
御
年
貢
地
え
所
替
被
仰
付
候
、
御
年
貢
御
赦
免
奉
願
上
候
処
、

右
は
妙
法
院
宮
様
ニ
被
進
候
ニ
付
、
右
御
年
貢
か
は
り
と
し
て
、
御
公
用
出
銀
之
内

三
ケ
一
通
御
赦
免
被
成
下
難
有
奉
畏
候
、
其
後
寛
永
年
中
右
御
城
え
日
吉
山
松
之
木

数
百
本
持
運
ヒ
候
人
数
弐
千
余
人
御
用
相
勤
候
旧
記
も
在
之
、
前
々
よ
り
御
所
司
様

年
始
御
初
入
御
礼
無
滞
相
勤
、
年
々
上
下
京
拝
礼
其
外
諸
入
用
等
洛
中
同
様
出
銀
仕

儀
ニ
而
、
寛
永
度
御
上
洛
之
節
大
仏
三
拾
三
町
組
年
寄
共
一
同
結
構
御
目
見
被
仰
付
、

冥
加
至
極
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
ル
処
此
度
御
上
洛
被
為
遊
候
趣
奉
承
知
候
、
依
之

何
共
恐
多
御
願
ニ
御
座
候
得
共
、
右
之
通
御
由
緒
も
御
座
候
訳
を
以
、
洛
中
町
人
年

寄
同
様
、
私
共
組
町
ニ
而
年
寄
壱
人
組
町
為
惣
代
御
出
迎
ニ
罷
出
申
度
、
乍
恐
此
段

奉
願
上
候
、
尤
右
ニ
付
洛
中
町
年
寄
え
も
右
之
趣
申
談
候
処
承
知
之
儀
ニ
付
、
御
慈

悲
を
以
右
之
趣
御
聞
届
被
為
成
下
候
ハ
ヽ
、
如
何
計
歟
難
有
仕
合
可
奉
存
候
、
尤
去
々

亥
年
並
子
年
御
上
洛
之
節
可
奉
願
候
処
、
旧
記
取
調
罷
在
候
間
、
御
願
延
引
仕
候
段

奉
恐
入
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
仏
三
拾
三
丁
組
惣
中
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
条
東
橋
詰
町

慶
応
元
丑
年
九
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄
弥
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋
丁
五
条
下
ル
二
丁
目
上
人
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄
嘉
兵
衛

　
　
　

御
奉
行
様

414　

慶
応
四
年
一
月

二
条
城
を
太
政
官
代
と
す
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
三
―
四
一
六

一
太
政
官
代
是
迄
被
用
九
条
家
候
得
共
、
今
廿
七
日
よ
り
以
二
条
城
太
政
官
代
ニ
可
被

用
候
事
、

一
参
与
役
所
同
城
内
に
被
設
候
間
、
惣
而
是
迄
通
取
扱
候
事
、
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右
之
通
被
仰
出
候
間
、
洛
中
洛
外
へ
不
洩
様
可
相
触
も
の
也
、

　
　

正
月

415　

慶
応
四
年
閏
四
月
二
十
二
日

京
師
還
幸
の
節
は
、
二
条
城
に
玉
座
を
移
す
と
の
布
令
が
出
さ
れ
る
。

〔
日
日
新
聞
〕 

先
般
御
誠
誓
の
旨
に
被
為
基
、
此
度
還
幸
之
上
は
、
思
召
を
以
不
日
二
条
城
へ
玉
座
を

被
為
移
、
万
機
親
し
く
被
為
聞
召
、
猶
余
暇
を
以
、
文
武
御
講
究
を
も
彼
為

（
マ
マ
）

遊
候
旨

被
仰
出
候
、
弥
以
公
卿
諸
侯
士
民
に
至
る
迄
、
可
有
勉
励
沙
汰
候
事
、

　
　
　

閏
四
月

416　

明
治
三
年
八
月

二
条
城
の
古
瓦
を
拾
っ
た
者
は
届
け
る
よ
う
に
命
じ
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
三
―
一
一
四
〇

一
恭
明
宮
御
造
営
ニ
付
、
二
条
城
よ
り
古
瓦
運
送
と
し
て
人
足
出
入
い
た
し
候
ニ
付
、

右
城
門
通
行
別
紙
雛
形
鑑
札
十
一
、
十
五
、
十
六
、
十
九
番
、
都
合
四
枚
紛
失
い
た
し
候

間
、
右
拾
ひ
取
候
も
の
ハ
早
々
当
府
へ
可
訴
出
候
事
、

右
之
通
洛
中
洛
外
へ
無
洩
様
相
達
る
も
の
也
、

　
　

庚
午
八
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
都
府

　

「 

二
条
城
門
出
入
雛
形　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

表
焼
ニ
而
押
形

表
之
分

　
　

同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

裏

裏
之
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

417　

明
治
三
年
八
月
二
十
五
日

二
条
城
の
御
時
太
鼓
が
廃
止
さ
れ
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
三
―
一
一
四
四

　

一
今
般
二
条
城
時
太
鼓
御
廃
止
被
仰
出
候
事
、

右
之
趣
市
中
江
無
洩
相
達
る
も
の
也
、

　
　
　

同
八
月
廿
五
日

418　

明
治
四
年
六
月

京
都
府
庁
が
二
条
城
に
移
さ
れ
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
三
―
一
三
九
七

来
ル
廿
六
日
、
当
府
庁
を
二
条
城
江
相
移
候
条
、
此
旨
可
相
心
得
事
、

　
　

但
、
二
条
城
外
郭
東
西
北
三
ケ
所
之
惣
門
、
以
来
庶
人
一
般
各
便
宜
ニ
依
り
、
何
れ
の

門
ニ
而
茂
勝
手
ニ
通
行
可
致
、
尤
穢
多
非
人
等
者
小
潜
り
門
よ
り
通
行
可
致
候
且
又

急
訴
急
願
之
節
者
、
夜
中
深
更
た
り
共
通
行
不
苦
候
事
、

右
之
通
山
城
国
中
江
無
洩
相
達
る
も
の
也
、

　
　

辛
未
六
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
都
府

419　

明
治
四
年
六
月
二
十
九
日

大
蔵
省
各
司
出
張
所
・
弾
正
台
巡
察
出
張
所
が
二
条
城
中
旧
本
丸
跡
に
移
さ
れ
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
一
三
―
一
四
一
〇

大
蔵
省
各
司
出
張
所
当
月
廿
七
日
、
弾
正
台
巡
察
出
張
所
来
月
三
日
よ
り
、
二
条
城
中

旧
本
丸
跡
江
引
移
候
事
、

右
之
趣
為
心
得
山
城
国
中
へ
無
洩
相
達
者
也
、

　
　

辛
未
六
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
都
府

420　

年
月
日
未
詳

二
条
城
御
殿
番
の
役
屋
敷
と
同
組
屋
敷
（
東
南
地
区
）
。

〔
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
〕
一　

一
役
屋
鋪　

東
西
八
拾
間
、
南
北
弐
拾
壱
間

此
所
ニ
朱
ニ
而
番
数
認
メ

二
条
城
門

出
入
鑑
札
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御
殿
番

　

三
輪
七
之
助

　

此
坪
数
千
六
百
八
拾
坪

　
　
　

内

　
　
　
　

東
西
三
拾
八
間
、
南
北
弐
拾
壱
間　

組
屋
敷

　
　

此
坪
数
七
百
九
拾
八
坪



二　部類分け史料

163

二　

部
類
わ
け
史
料

細
目
次

Ⅰ　

『
中
井
家
文
書
』

　

1　

（
慶
長
一
一
年
） 
六
月
一
〇
日　

 

江
戸
御
殿
の
金
物
値
段
は
二
条
城
を
参
考
に
せ
よ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
の
家
康
の
意
向
を
伝
え
る
後
藤
光
次
書
状
。

　

2　

（
慶
長
一
九
年
）
四
月
一
二
日　

 

二
条
城
破
損
個
所
修
復
つ
い
て
年
寄
衆
に
伺
う
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

う
求
め
た
板
倉
勝
重
書
状
。

 
 

3　

（
慶
長
一
九
年
）
四
月
二
二
日 

　

二
条
城
破
損
個
所
修
復
に
つ
い
て
、
重
ね
て
年
寄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

衆
と
の
相
談
を
求
め
た
板
倉
勝
重
書
状
。

　

4　

（
慶
長
一
九
年
）
一
〇
月
一
一
日 

二
条
城
に
弓
鉄
砲
の
者
を
送
っ
た
旨
を
伝
え
る
中

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

井
利
次
書
状
。　

 
 

5　

（
寛
永
元
年
）
九
月
三
日　

 
 
 
 
 

二
条
城
作
事
の
材
木
値
段
に
関
す
る
嶋
田
直
時
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
貝
正
俊
連
署
書
状
。

　

6　

（
寛
永
元
年
）
一
〇
月
四
日　

 
 
 

二
条
城
の
差
図
を
受
け
取
っ
た
旨
を
記
し
た
江
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幕
府
西
丸
老
中
連
署
奉
書
。

　

7　

（
年
未
詳
）
五
月
一
〇
日　
　
　

 

二
条
城
・
大
坂
城
の
作
事
に
つ
い
て
油
断
な
く
せ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

よ
、
と
の
土
井
利
勝
書
状
。

　

8　

（
寛
永
二
年
）
六
月
二
六
日　

 

　

二
条
城
の
作
事
を
奇
麗
に
せ
よ
、 

と
の
秀
忠
の
意

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

向
を
伝
え
る
板
倉
重
宗
書
状
。

　

9　

（
寛
永
二
年
）
六
月
二
九
日　

 

　

二
之
丸
北
に
将
軍
の
御
座
間
御
殿
を
建
設
す
る
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
の
板
倉
重
宗
書
状
。　

　

10　

（
寛
永
二
年
）
七
月
九
日　
　

 
 
 

二
之
丸
奥
の
御
座
間
建
設
に
関
す
る
鈴
木
遠
江
書

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

状
。

　

11　

（
寛
永
二
年
）
七
月
二
二
日 

 
 

　

二
之
丸
作
事
や
将
軍
御
座
所
に
つ
い
て
指
示
し
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

板
倉
重
宗
書
状
。　

　

12　

（
寛
永
二
年
）
七
月
二
四
日　

 

　

二
之
丸
行
幸
の
差
図
に
秀
忠
の
上
意
を
付
し
た
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
幕
府
西
丸
老
中
連
署
奉
書
。

　

13　

（
寛
永
二
年
）
七
月
二
五
日　

 

　

二
之
丸
行
幸
の
差
図
と
大
工
を
送
っ
た
旨
を
述
べ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
土
井
利
勝
書
状
。

　

14　

（
寛
永
二
年
ヵ
）
八
月
一
八
日 

　

二
条
城
作
事
の
材
木
入
札
や
薄
之
儀
に
関
す
る
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
正
綱
・
伊
丹
康
勝
連
署
書
状
。

　

15　

（
年
未
詳
）
七
月
二
四
日　
　

 

　

二
条
城
作
事
手
伝
人
足
に
関
す
る
松
平
正
綱
書
状
。　
　
　
　

　

16　

（
寛
永
三
年
）
六
月
二
〇
日 

 
 
 
 

二
之
丸
行
幸
御
殿
の
建
設
が
順
調
と
の
旨
を
了
解

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
た
、
と
の
江
戸
幕
府
本
丸
老
中
連
署
奉
書
。

　

17　

年
月
日
未
詳　
　
　
　

 
 
 
 
 
 

　

二
之
丸
御
殿
行
幸
之
間
に
関
す
る
覚
書
。

　

18　

（
寛
永
五
年
ヵ
）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

院
御
所
と
中
宮
様
両
作
事
に
当
た
り
二
条
城
行
幸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

時
の
先
例
を
問
合
わ
せ
た
中
井
大
和
守
書
状
。

　

19　

（
元
禄
一
一
年
）
一
一
月
七
日　

 

二
条
城
の
城
内
普
請
の
節
、
中
井
主
水
を
大
番
方

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
普
請
奉
行
に
加
え
る
と
の
江
戸
幕
府
老
中
覚
書
。

　

20　

（
元
文
二
年
）
一
二
月
一
日　

 
 
 

女
御
御
産
に
当
た
り
御
使
役
と
な
っ
た
二
条
城
在

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番
組
頭
の
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
返
答
書
。

　

21　

（
元
文
二
年
）
一
二
月
三
日　

 
 
 

女
御
御
産
に
当
た
り
御
使
役
と
な
っ
た
二
条
城
在

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番
組
頭
の
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
中
井
主
水
（
ヵ
）  

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
状
案
。

　

22　

（
元
文
二
年
）
一
二
月
四
日　
　

 

二
条
城
の
番
衆
が
御
所
へ
の
御
使
に
際
し
問
合
わ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

せ
た
先
例
に
関
し
て
の
町
口
美
濃
守
書
状
。　

　

23　

（
年
未
詳
）
五
月
二
一
日　

 
 
 

　

慶
長
年
間
の
二
条
城
修
理
の
年
号
な
ど
の
問
い
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

わ
せ
に
つ
い
て
、
吟
味
し
た
上
で
返
答
す
る
と
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
宮
源
之
丞
・
佃
市
左
衛
門
書
状
写
。　
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Ⅱ　

災
害
関
係
史
料

　
(A)
　
天
明
大
火

　

1　

天
明
八
年
二
月　

 

　

 
 
 

　
　
　

天
明
の
大
火
に
関
し
て
、 

江
戸
幕
府
内
の
対
応
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

収
録
す
る
。

　

2　

天
明
八
年
二
月
一
日　
　
　
　
　

禁
裏
御
所
方
・
二
条
城
炎
上
に
付
人
足
の
供
出
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

命
じ
る
。　
　

　

3　

天
明
八
年
二
月
二
三
日　
　
　
　

二
条
城
仮
番
所
取
建
に
付
そ
の
刻
限
を
報
じ
る
。                     

　

4　

天
明
八
年
三
月
四
日　
　
　
　
　

救
助
米
銭
を
二
条
城
蔵
下
で
渡
す
。

　

5　

天
明
八
年
三
月
二
五
日　
　
　
　

二
条
城
上
使
屋
敷
等
普
請
請
負
の
入
札
触
が
出
る
。

　

6　

天
明
八
年
四
月
六
日　
　
　
　
　

二
条
城
西
御
門
・
外
御
櫓
太
鼓
塀
等
新
建
修
復
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
札
触
が
出
る
。

　

7　

天
明
八
年
五
月
二
二
日　
　
　
　

松
平
定
信
、
所
司
代
同
道
に
て
二
条
城
入
城
に
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
筋
で
の
不
法
等
を
禁
じ
る
。

　

8　

天
明
八
年
五
月　
　
　
　
　
　
　

二
条
城
西
門
等
の
破
損
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

　

9　

天
明
八
年
七
月
二
八
日　
　
　
　

二
条
城
外
米
蔵
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

　

10　

寛
政
元
年
一
二
月
二
五
日　
　
　

二
条
城
在
番
衆
に
洛
中
洛
外
の
見
廻
り
を
命
じ
る
。

　

11　

天
明
八
年　
　
　
　
　
　
　
　
　

破
損
奉
行
差
加
の
中
井
正
紀
が
、
天
明
の
大
火
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
に
二
条
城
の
修
復
に
関
わ
っ
て
、
二
条
城
の
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
と
京
都
町
奉
行
所
の
役
人
が
折
衝
し
た
様
子
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
き
留
め
る
。

　
　
　
　
　

　

(B)　

文
政
地
震

　

1 
 

文
政
一
三
年
七
月　

 
 
 
 
 
 
 
 

　

大
坂
目
付
が
、
文
政
地
震
直
後
、
二
条
城
の
被
害

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

状
況
を
幕
府
に
届
け
出
る
。

 
 

2　

文
政
一
三
年　
　
　
　
　
　

 
 

　

二
条
城
在
番
衆
が
文
政
十
三
年
七
月
十
二
日
に
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

め
た
書
面
で
、
文
政
十
三
年
の
京
都
大
地
震
の
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

害
状
況
を
記
す
。

　

3　

文
政
一
三
年　
　
　
　
　
　
　
　

文
政
十
三
年
京
都
大
地
震
の
被
害
状
況
を
記
す
。

　

4　

文
政
一
三
年　
　
　
　
　
　
　
　

文
政
十
三
年
の
京
都
大
地
震
に
関
す
る
記
事
を
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

録
す
る
。

　

5　

文
政
一
三
年　
　
　
　
　
　
　
　

文
政
十
三
年
京
都
大
地
震
の
詳
細
な
地
震
記
録
。

　

6　

天
保
二
年
一
二
月　
　
　
　
　
　

二
条
城
内
外
・
外
米
蔵
と
も
修
復
に
付
入
札
触
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
る
。

 
 

7　

天
保
三
年
七
月
四
日　
　
　
　
　

二
条
城
内
外
地
震
破
損
所
修
復
に
付
触
が
出
る
。

　

8　

天
保
三
年
七
月 

 
 
 

　
　
　
　
　

二
条
城
内
外
地
震
破
損
所
修
復
に
付
触
が
出
る
。

　

9　

天
保
一
三
年
一
二
月　
　
　
　
　

二
条
在
番
の
面
々
借
財
に
付
触
が
出
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
Ⅲ　

『
京
都
役
所
方
覚
書
』

　

1　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　

 
 

　

石
清
水
八
幡
宮
の
御
造
営
に
つ
い
て
の
覚
書
。

　

2　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　

 
 
 
 

　

下
村
勝
助
支
配
の
二
条
城
内
掃
除
役
六
ヵ
村
書
上
。

　

3 
 

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　

 

　

 

　

二
条
城
の
城
郭
・
天
守
の
間
数
お
よ
び
銀
銭
銅
鉄　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所
蔵
高
書
上
。

　

4 
 

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　

 
 

　

二
条
城
内
外
御
蔵
数
書
上
。

　

5 
 

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　

 
 

　

二
条
城
御
蔵
詰
米
お
よ
び
渡
り
方
の
覚
書
。

　

6　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　

 
 

　

二
条
城
御
蔵
入
用
に
懸
る
国
お
よ
び
御
蔵
修
復
入 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

用
銀
割
方
の
覚
書
。

　

7　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　

 
 

二
条
城
の
御
蔵
手
代
・
御
蔵
番
・
小
上
ケ
に
つ
き 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

覚
書
。

Ⅳ　

『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』

　

1　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

二
条
城
諸
役
人
御
役
屋
敷
・
組
屋
敷
間
数
書
上
。

　

2　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 

二
条
城
の
城
郭
・
本
丸
・
二
之
丸
な
ど
間
数
書
上
。　
　
　
　
　
　
　

　

3　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

二
条
城
内
外
の
御
蔵
数
幷
糒
大
銭
銅
所
蔵
高
書
上
。

　

4　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
城
内
外
の
御
蔵
内
銭
座
運
上
金
銀
書
上
。

　

5　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
城
内
外
の
御
蔵
詰
米
大
豆
幷
御
役
料
御
切
米 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
扶
持
方
定
渡
方
覚
書
。

　

6　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　
　

 
 

二
条
城
内
外
の
御
蔵
手
代
御
蔵
番
小
揚
書
上
。
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7　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
城
内
外
の
御
蔵
詰
米
御
入
用
覚
書
。

　

8　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　

 
 

　

二
条
城
内
外
の
御
蔵
御
入
用
銀
お
よ
び
御
修
復
御 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
用
銀
覚
書
。

　

9　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
城
詰
大
番
頭
・
大
番
衆
幷
目
付
衆
御
合
力
米 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

覚
書
。

　

10　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
城
大
番
頭
幷
大
坂
目
付
交
代
覚
書
。

　

11　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
城
の
門
松
鬼
割
木
杭
木
覚
書
。

　

12　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
城
内
外
掃
除
覚
書
。　

 
 

13　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
城
御
堀
の
身
抛
者
の
節
対
応
覚
書
。　
　

　

14　

年
月
日
未
詳　
　
　
　
　
　
　
　

大
坂
・
二
条
・
大
津
御
蔵
詰
米
大
豆
覚
書
。

Ⅴ
地
誌

　

1 
 

明
暦
四
年　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

二
条
城
の
挿
図
お
よ
び
二
条
城
を
詠
ん
だ
和
歌
の 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記
載
が
あ
る
。

　

2 
 

延
宝
四
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

二
条
在
番
の
大
番
頭
の
交
代
に
つ
い
て
の
記
載
が 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
る
。                                           

　

3 
 

延
宝
五
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

二
条
城
の
挿
図
お
よ
び
二
条
城
を
詠
ん
だ
和
歌
の 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記
載
が
あ
る
。　

 
 

4　

延
宝
六
年　
　
　
　
　

 
 
 
 
 

　

 

二
条
城
築
城
以
前
の
状
況
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。

 
 

5 
 

延
宝
七
年　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

二
条
城
の
来
歴
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

6 
 

貞
享
元
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

二
条
城
の
範
囲
お
よ
び
寛
永
行
幸
を
詠
ん
だ
和
歌 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
記
載
が
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

　

7 
 

貞
享
三
年　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
京
よ
り
北
を
描
い
た
図
中
に
二
条
城
の
天
守
・ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

隅
櫓
を
描
か
れ
る
。

 
 

8 
 

貞
享
三
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

二
条
城
の
挿
絵
が
あ
る
。

 
 

9 
 

元
禄
二
年　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

挿
図
に
二
条
城
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。
  

　

10 
 

元
禄
一
七
年　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
城
の
挿
図
が
あ
る
。

　

11 
 

宝
永
三
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

三
条
大
橋
よ
り
二
条
城
ま
で
の
距
離
の
記
載
が
あ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。

 
 

12　

宝
永
五
年　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
城
東
の
堀
川
の
宿
所
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。

　

13　

宝
永
五
年
以
降
数
年
内　
　
　
　

二
条
城
の
挿
図
お
よ
び
来
歴
に
つ
い
て
の
記
載
が 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
る
。

　

14　

正
徳
元
年　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
城
の
所
在
、
来
歴
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。

　

15　

宝
暦
七
年　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
城
の
所
在
地
、
築
城
年
な
ど
の
記
載
が
あ
る
。

 
 

16　

宝
暦
七
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

 

　

二
条
在
番
お
よ
び
築
城
の
来
歴
に
つ
い
て
の
記
載 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
あ
る
。

 
 

17　

安
永
九
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

神
泉
苑
の
図
中
に
二
条
城
が
描
か
れ
る
。

 
 

18　

天
保
二
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

二
条
城
の
挿
絵
お
よ
び
本
圀
寺
よ
り
二
条
城
ま
で 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
距
離
の
記
載
が
あ
る
。

 
 

19　

天
保
一
〇
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

二
条
城
の
挿
絵
お
よ
び
三
条
大
橋
よ
り
二
条
城
ま 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
の
距
離
の
記
載
が
あ
る
。

 
 

20　

天
保
一
二
年　
　
　
　
　

 
 

　
　

三
条
大
橋
よ
り
二
条
城
ま
で
の
距
離
の
記
載
が
あ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。

 
 

21　

嘉
永
五
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

 

　

神
泉
苑
と
北
野
天
満
宮
の
間
に
二
条
城
の
記
載
が 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
る
。

 
 

22　

文
久
三
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

二
条
城
の
挿
絵
お
よ
び
二
条
城
関
係
諸
役
人
に
つ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
て
の
記
載
が
あ
る
。
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Ⅰ　

『
中
井
家
文
書
』

　

1
（
慶
長
十
一
年
）
六
月
十
日

江
戸
御
殿
の
金
物
値
段
は
二
条
城
を
参
考
に
せ
よ
、
と
の
家
康
の
意
向
を
伝
え
る
後
藤
光
次

書
状
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　
　

猶
々
、
此
衆
急
罷
下
候
間
、
早
々
御
急
候
て
可
被
遣
候
、
以
上
、

　

五
三
日
者
我
等
も
相
煩
、
御
前
へ
も
不
罷
出
候
、
今
日
始
而
致
出
仕
候
、
仍
江
戸
御
殿
之

　

御
金
物
之
注
文
越
申
候
間
、
貴
殿
ニ
而
二
条
之
御
金
物
と
御
引
合
候
て
ね
た
ん
高
候
と
御

　

申
可
被
成
候
、
惣
積
を
以
も
御
申
可
被
成
候
、
貴
殿
へ
可
申
入
之
由
、
御
前
へ
も
申
上
候 

　

所
藤
右
衛
門
ニ
見
せ
候
而
、
ね
た
ん
積
さ
せ
候
而
、
京
伏
見
之
ね
た
ん
ニ
少
駄
賃
以
下
程

　

高
様
ニ
つ
も
ら
せ
候
へ
之
由
、
御
諚
候
間
其
御
心
得
候
而
餝
屋
衆
も
不
致
迷
惑
様
ニ
又
ハ

　

高
直
ニ
も
無
之
様
御
積
可
被
成
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
庄
三

　
　
　

六
（
慶
長
十
一
年
）

月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

光
次
（
花
押
）

　
　

中
藤
右
様

　
　
　
　
　
　

人
々
御
中

　

2
（
慶
長
十
九
年
）
四
月
十
二
日

二
条
城
破
損
箇
所
修
復
に
つ
い
て
年
寄
衆
に
伺
う
よ
う
求
め
た
板
倉
勝
重
書
状
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　
　

猶
々
、
御
作
事
之
義
御
年
寄
衆
御
相
談
次
第
ニ
信
州
迄
具
可
承
候
、
以
上
、

　

急
度
次
飛
脚
ニ
而
申
候
、
大
御
所
様
八
月
ニ
ハ
被
成　

御
上
洛
由
駿
府
御
年
寄
衆
よ
り
申

　

来
候
、
然
処
二
条　

御
所
御
殿
其
方
如
存
知
ニ
何
も
破
損
候
所
多
在
之
事
ニ
候
間
、
其
許

　

御
年
寄
衆
へ
御
伺
候
而
御
作
事
被
仰
付
候
様
ニ
可
被
得
御
意
候
、
従
前
庵
不

（
廉
ヵ
）

被
仰
付
候
者

　

俄
ニ
ハ
難
成
存
候
間
為
御
意
得
如
此
ニ
候
、
将
亦
大
仏
鐘
鋳
当
十
六
日
ニ
在
之
由
大
坂
よ

　

り
申
来
候
、
定
而
其
元
へ
も
片
市
正
殿
よ
り
可
被
仰
越
候
、
猶
爰
元
相
替
義
無
之
候
間
可

　

御
心
易
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

板
伊
賀
守

　
　
　

卯
（
慶
長
十
九
年
）

月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勝
重
（
花
押
）

　
　

中
大
和
守
殿

　

3
（
慶
長
十
九
年
）
四
月
ニ
十
二
日

二
条
城
破
損
箇
所
修
復
に
つ
い
て
、
重
ね
て
年
寄
衆
と
の
相
談
を
求
め
た
板
倉
勝
重
書
状
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　
　

猶
々
、
其
元
御
年
寄
衆
御
相
談
候
而
、
早
々
次
飛
脚
ニ
而
可
承
候
、
以
上
、

　

先
日
者
二
条
御
作
事
之
儀
付
而
駿
府
迄
以
書
状
申
入
候
、
于
今
其
元
御
逗
留
之
由
信

（
中
井
利
次
）

濃
被

　

申
候
間
重
而
申
入
候
、
八
月
者　

大
御
所
様
御
上
洛
可
被
成
由
従
駿
府
被　

仰
下
候
間
二

　

条
之
御
殿
破
損
之
所
ふ
き
直
候
儀
如
何
候
ハ
ん
哉
、
く
れ
木
な
と
も
従
大
津
も
取
寄
せ
可

　

申
候
哉
、
其
地
御
年
寄
衆
御
相
談
候
而
次
飛
脚
ニ
而
具
可
承
候
、
箱
棟
な
と
も
損
候
所
ハ

　

板
を
調
申
事
候
、
猶
従
信
州
具
可
被
申
入
候
条
不
能
詳
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

板
伊
賀

　
　
　

卯
（
慶
長
十
九
年
）

月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勝
重
（
花
押
）

　
　

「
い

（
異
筆
）た

く
ら
と
の
ふ
み
」

　
　

中
井
大
和
守
殿

　

4
（
慶
長
十
九
年
）
十
月
十
一
日

二
条
城
に
弓
鉄
砲
の
者
を
送
っ
た
旨
を
伝
え
る
中
井
利
次
書
状
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　
　

猶
々
、
二
条
の
御
城
之
小
や
も
弐
百
六
七
十
間
ほ
と
北
西
ニ
仕
候
、
以
上

　

ゆ
み
て
つ
ほ
う
の
も
の
、
ま
つ
ま
つ
御
用
ニ
御
座
候
か
と
存
弐
拾
人
く
た
し
申
候
、
そ
の

　

ほ
う
ニ
も
御
お
き
な
さ
れ
候
よ
し
ニ
御
座
候
へ
と
も
、
ち
ふ
ん
御
用
ニ
も
候
ハ
ん
と
存
く

　

た
し
申
候
、
こ
ゝ
も
と
御
ぢ
ん
道
具
何
も
ゆ
た
ん
な
く
仕
候
、
将
亦
大
坂
の
や
う
す
い
よ

　

い
よ
惣
ま
わ
り
の
か
わ
は
た
へ

（
マ
マ
）

い
出
、
て

（

天

王

寺

口

）

ん
わ
う
じ
く
ち
ニ
も
ほ
り
を
ほ
り
せ
い
ら
う

（
ヵ
）な

　

と
も
仕
、
事
の
ほ
か
や
う
い
つ
か
ま
つ
り
候
て
い
ノ
よ
し
申
候
、
方
々
よ
り
ら
う
人
衆
も

　

お
ゝ
く
ま
い
り
、
も
は
や
御
城
之
人
数
も
し
た
い
し
た
い
ニ
か
さ
み
三
万
余
も
御
座
候
よ

　

し
申
候
、
こ
ゝ
も
と
御
る
す
の
ぎ
か
た
く
申
つ
け
候
、
恐
惶
謹
言
、
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中
信
濃

　
　
　

十
（
慶
長
十
九
年
）

月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
次
（
花
押
）

　
　

中
藤
右
さ
ま

　
　
　
　
　
　

貴
報

　

5
（
寛
永
元
年
）
九
月
三
日

二
条
城
作
事
の
材
木
値
段
に
関
す
る
嶋
田
直
時
・
久
貝
正
俊
連
署
書
状
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　
　
　

以
上
、

　

昨
日
者
御
飛
札
披
見
申
候
、
仍
二
条
御
作
事
之
御
材
木
壱
本
付
之
目
録
御
越
候
、
当
町

材
木
屋
共
寄
候
て
も
く
ろ
み
、
京
之
材
木
屋
ね
段
ニ
可
致
者
候
者
可
申
付
由
申
候
へ
共

ね
段
過
分
ニ
違
候
間
成
間
敷
由
申
候
間
可
有
其
御
心
得
候
、
替
御
用
候
者
可
被
仰
越
候
、

恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
貝
忠
左
衛
門
尉

　
　
　

九
（
寛
永
元
年
）

月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
俊
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嶋
田
清
左
衛
門
尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　

直
時
（
花
押
）

　
　

中
井
大
和
様

　

6
（
寛
永
元
年
）
十
月
四
日

二
条
城
の
差
図
を
受
け
取
っ
た
旨
を
記
し
た
江
戸
幕
府
西
丸
老
中
連
署
奉
書
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　
　
　

以
上
、

　

書
状
之
趣
令
披
見
候
、
二
条
御
殿
御
差
図
被
差
上
候
則
到
来
候
、
京
大
坂
御
作
事
不
被
存

　

油
断
之
通
尤
之
儀
候
、
弥
可
被
入
精
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
信
濃

　
　
　

十
（
寛
永
元
年
）

月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尚
政
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
主
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
就
（
花
押
）

　
　

中
井
大
和
殿

　

7
（
年
未
詳
）
五
月
十
日

二
条
城
・
大
坂
城
の
作
事
に
つ
い
て
油
断
な
く
せ
よ
、
と
の
土
井
利
勝
書
状
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　
　

猶
以
、
後
源
左
罷
登
候
之
時
可
申
と
存
候
、
か
や
う
ニ
源
左
早
々
の
ほ
り
申
間
只
今
如

　
　

此
候
、
其
元
御
普
請
之
儀
ニ
付
而
万
事
倉

（
ヵ
）の

文
尤
候
、
委
細
ハ
二
兵
へ
可
申
付
候
、

　
　

以
上
、

　

御
状
殊
更
為
端
午
之
嘉
兆
諸
白
両
樽
贈
給
候
、
誠
遠
路
御
悃
慮
之
段
令
祝
着
候
、
将
又
二

　

条
大
坂
御
城
御
作
事
無
油
断
御
稼
候
由
得
其
意
尤
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
大
炊

　
　
　

五
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
勝
（
花
押
）

　
　

中
井
大
和
殿

　

8
（
寛
永
二
年
）
六
月
二
十
六
日

二
条
城
の
作
事
を
奇
麗
に
せ
よ
、
と
の
秀
忠
の
意
向
を
伝
え
る
板
倉
重
宗
書
状
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　
　

猶
々
、
遠

（
鈴
木
）

江
守
殿
へ
も
可
然
様
ニ
御
心
得
頼
入
候
、
以
上
、

　

先
度
者
御
懇
書
祝
着
申
候
、
御
作
事
之
様
子
御
心
得
候
之
由
尤
候
、
無
由
断
被
仰
付
候
由

　

得
其
意
存
候
、
将
亦
絵
書
衆
も
近
日
罷
上
候
間
可
有
其
御
心
得
候
、
次
ニ
二
丸
ニ
重
而
少

　

御
作
事
御
座
候
、
定
而
軈
而
御
指
図
可
被
遣
候
、
只
今
之
御
殿
ニ
構
申
儀
ニ
而
ハ
無
之
候

　

可
有
其
御
心
得
候
、
最
前
如
申
入
大
坂
よ
り
二
条
御
作
事
奇
麗
ニ
出
来
仕
候
様
ニ
と
被　

　

思
食
候
様
子
ニ
御
座
候
間
内
々
可
有
御
心
得
候
、
爰
許
相
易
儀
無
之
候
間
可
御
心
易
候
、

　

尚
重
而
可
申
入
候
間
不
能
詳
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

板
周
防
守

　
　
　

六
（
寛
永
二
年
）

月
廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
宗
（
花
押
）

　
　

中
井
大
和
殿

　
　
　
　
　
　

　

9
（
寛
永
二
年
）
六
月
二
十
九
日
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二
之
丸
北
に
将
軍
の
御
座
間
御
殿
を
建
設
す
る
、
と
の
板
倉
重
宗
書
状
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　
　

猶
々
、
二
丸
御
座
之
間
北
之
方
ニ　

将
軍
様
御
座
間
小
キ
御
殿
壱
立
申
候
、
軈
而
御
指

　
　

図
参
候
間
可
有
其
御
心
得
候
、
将
又
百
姓
共
井
溝
之
指
図
い
た
し
越
申
候
か
、
山
城
殿

　
　

下
や
し
き
よ
り
西
へ
お
り
候
て
指
図
仕
越
候
、
不
及
申
候
へ
共
山
城
殿
・
三
丞
・
春
日

　
　

左
衛
門
殿
お
も
て
の
か
わ
山
城
殿
下
や
し
き
の
通
ニ
可
有
御
渡
候
、
不
及
申
左
様
ニ
ハ

　
　

有
之
間
敷
候
へ
共
用
水
之
溝
差
図
越
候
間
為
御
心
得
申
入
候
、
以
上
、

　

先
日
御
作
事
之
儀
申
入
候
処
何
も
御
心
得
之
由
委
御
報
祝
着
申
候
、
山

（
渡
辺
茂
）

城
殿
屋
敷
・
柘
植　

　

三
（
宗
次
）

丞
屋
し
き
の
間
ニ
用
水
之
溝
つ
け
度
由
百
姓
共
申
之
由
、
田
地
之
為
ニ
於
能
事
者
方
ニ

　

而
も
用
水
之
溝
程
あ
け
屋
敷
可
有
御
渡
候
、
只
今
堀
不

（
マ
マ
）

申
候
者
山
城
殿
や
し
き
北
之
方
西

　

裏
の
方
へ
ほ
り
候
て
於
可
然
者
其
通
ニ
可
被
仰
渡
候
、
於
不
罷
成
者
右
之
通
可
然
候
、
将　

　

亦
絵
書
共
や
か
て
罷
上
候
而
可
有
其
御
心
得
候
、
尚
追
而
可
申
入
候
間
不
能
巨
細
候
、
恐
々

　

謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

板
周
防
守

　
　
　

六
（
寛
永
二
年
）

月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
宗
（
花
押
）

　
　

中
井
大
和
殿

　
　
　
　
　
　

御
宿
所

　

10
（
寛
永
二
年
）
七
月
九
日

二
之
丸
奥
の
御
座
間
建
設
に
関
す
る
鈴
木
遠
江
書
状
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　
　

猶
々
、
大
さ
し
つ
ニ
か
き
付
致
候
、
万
事
詳
し
く
儀
ハ
角
太
参
候
時
具
可
申
入
候
、
以

　
　

上
、
此
文
御
城
ニ
て
か
き
申
候
所
早
々
申
候
、

　

両
度
之
御
書
中
拝
見
申
候
、
然
者
二
条
二
ノ
丸
お
く
の
御
座
之
間
御
こ
の
み
之
間
さ
し
つ

致
進
候
ニ
さ
し
つ
ニ
て
し
れ
か
ね
申
候
間
大
さ
し
つ
致
進
候
、
委
細
者
角
太
参
候
時
可

申
入
候
、
恐
惶
謹
言
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

七
（
寛
永
二
年
）

月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
（
花
押
）

　

11
（
寛
永
二
年
）
七
月
二
十
二
日

二
之
丸
作
事
や
将
軍
御
座
所
に
つ
い
て
指
示
し
た
板
倉
重
宗
書
状
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　
　
　

以
上
、

　
　

去
十
六
日
之
御
状
同
廿
一
日
ニ
参
着
申
候
、

　

一
山
城
殿
下
屋
敷
ニ
用
水
之
儀
絵
図
三
給
候
、
弐
ツ
返
進
之
候
、
用
水
之
為
ニ
能
様
ニ
田

　
　

地
過
分
ニ
損
不
申
候
様
ニ
可
被
仰
付
候
、
御
門
の
向
ニ
ハ
不
入
義
候
間
絵
図
残
置
候
、

　

一
将
軍
様
御
座
所
鈴
木
遠
江
所
よ
り
参
候
差
図
の
こ
と
く
被
仰
付
之
由
尤
ニ
存
候
、

　

一
二
丸
御
作
事
も
過
半
出
来
申
之
由
得
其
意
存
候
、
当
年
中
ニ
さ
へ
出
来
仕
候
へ
ハ
何
も　

　
　

不
苦
候
間
其
御
心
得
尤
候
、

　

一
絵
書
と
も
此
比
罷
上
候
、

　

一
其
元
御
作
事
之
儀
大
坂
よ
り
は
れ
か
ま
し
き
様
ニ
被　

思
召
候
而
最
前
よ
り
為
御
心
得

　
　

ニ
申
入
候
、
今
以
可
有
其
御
心
得
候
、
御
好
無
御
座
所
を
む
さ
と
結
構
ニ
と
申
儀
ニ
而

　
　

ハ
無
之
候
、
爰
元
相
易
儀
無
之
候
間
可
御
心
安
候
、
小
遠
州
へ
も
以
書
状
申
度
候
へ
共

　
　

い
ま
た
爰
元
不
得
隙
候
間
可
然
様
ニ
御
心
得
頼
入
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

板
周
防
守

　
　
　

七
（
寛
永
二
年
）

月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
宗
（
花
押
）

　
　

中
井
大
和
殿

　
　
　
　
　
　

御
返
報

　

12
（
寛
永
二
年
）
七
月
二
十
四
日

二
之
丸
行
幸
の
差
図
に
秀
忠
の
上
意
を
付
し
た
江
戸
幕
府
西
丸
老
中
連
署
奉
書
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　
　

以
上
、　

　

去
八
日
之
書
状
令
披
見
候
、
然
者
二
条　

行
幸
之
間
、
就
被　

仰
付
㝡
前
申
越
候
処
則
板

　

防
（
重
宗
）

州
被
申
談
伝
奏
衆
へ
内
々
ニ
而
様
子
相
窺
御
住
居
究
候
付
而
差
図
を
も
た
せ
大
工
被
差

　

越
候
、
右
之
段
達　

上
聞
御
意
之
趣
御
差
図
ニ
付
紙
を
記
委
大
工
ニ
申
含
相
上
候
間
、
得

　

其
意
無
油
断
御
作
事
可
被
申
付
候
、
将
又
其
元
御
本
丸
御
作
事
之
儀
、
御
材
木
寄
次
第
急

　

度
可
被
申
付
候
由
得
其
意
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
井
信
濃
守



二　部類分け史料

169

　
　
　

七
（
寛
永
二
年
）

月
廿
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尚
政
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
上
主
計
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
就
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
井
大
炊
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
勝
（
花
押
）

　
　

中
井
大
和
殿

 
 

13
（
寛
永
二
年
）
七
月
二
十
五
日

二
之
丸
行
幸
の
差
図
と
大
工
を
送
っ
た
旨
を
述
べ
た
土
井
利
勝
書
状
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　
　
　

以
上
、

　

御
書
中
令
披
見
候
、
仍
二
条
二
之
丸
行
幸
之
間
依
被　

仰
付
差
図
被
致
大
工
久
右
衛
門
被

　

指
下
候
、
猶
御
好
之
通
御
差
図
之
趣
久
右
衛
門
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
大
炊
頭

　
　
　

七
（
寛
永
二
年
）

月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
勝
（
花
押
）

　
　

中
井
大
和
守
殿

　
　
　
　
　
　
　

御
返
報

 
 

14
（
寛
永
二
年
ヵ
）
八
月
十
八
日

二
条
城
作
事
の
材
木
入
札
や
薄
之
儀
に
関
す
る
松
平
正
綱
・
伊
丹
康
勝
連
署
書
状
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　
　

尚
以
、
は
く
の
義
銀
座
衆
御
相
談
候
て
い
ま
迄
出
来
候
薄
之
分
う
け
取
、
二
条
御
殿
ニ

　
　

可
有
御
遣
候
、
其
外
者
今
度
や
す
く
仕
候
も
の
に
可
被
申
付
候
、
左
様
ニ
候
者
重
而
は

　
　

く
う
ち
候
事
無
用
之
由
、
銀
座
衆
へ
可
被
申
渡
候
、
以
上
、

　

又
申
候
、
奈
良
薄
屋
へ
も
右
之
通
貴
船
よ
り
断
可
被
申
候
、
以
上
、

　

去
十
日
之
御
状
令
披
見
候
、
然
者
二
条
御
殿
御
材
木
入
札
被
相
極
候
ニ
付
山
々
へ
折
紙
之

　

義
承
候
、
御
書
中
之
趣
年
寄
衆
へ
致
相
談
候
へ
ハ
大
方
之
義
候
者
諸
大
名
へ
折
紙
之
義
無

　

用
之
由
被
仰
候
間
可
有
御
心
得
候
、
次
二
条
御
殿
薄
之
儀
承
候
、
其
方
如
御
存
候
去
年
於

　

二
条
方
之
入
札
申
付
候
へ
共
、
高
ち
き
ニ
候
て
銀
座
之
者
薄
ね
や
す
く
請
申
候
付
前
か
ね

　

渡
し
申
付
候
、
銀
座
衆
へ
被
相
尋
出
来
候
薄
無
之
候
者
今
度
之
者
二
可
被
申
付
候
、
併
銀

　

座
之
薄
出
来
候
て
御
座
候
者
是
迄
可
有
御
遣
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
喜
之
助

　
　
　

八
（
寛
永
二
年
ヵ
）

月
十
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

康
勝
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　

 

松
右
衛
門
佐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　
　
　

正
綱
（
花
押
）

　
　

中
井
大
和
殿

　

15
（
年
未
詳
）
七
月
二
十
四
日

二
条
城
作
事
手
伝
人
足
に
関
す
る
松
平
正
綱
書
状
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　
　

猶
々
、
伊
喜
一
所

（
伊
丹
喜
之
助
）

不
被
罷
有
候
間
不
及
加
判
候
、
以
上
、

　

御
状
幷
二
条
御
作
事
手
伝
人
足
之
書
立
何
も
具
令
披
見
候
、
近
日
御
作
事
御
奉
行
可
被　

　

仰
付
候
之
間
、
其
節
各
へ
申
談
様
子
可
申
入
候
、
将
又
貴
殿
御
上
候
て
よ
り
痎
病
御
煩
之

　

由
候
、
雖
然
通
仙
院
之
療
治
ニ
て
被
得
験
之
由
珍
重
候
、
弥
御
養
生
専
一
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
右
衛
門
佐

　
　
　

七
月
廿
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
綱
（
花
押
）

　
　

中
井
大
和
殿

　
　
　
　
　
　

御
報

　

16
（
寛
永
三
年
）
六
月
二
十
日

二
之
丸
行
幸
御
殿
の
建
設
が
順
調
と
の
旨
を
了
解
し
た
、
と
の
江
戸
幕
府
本
丸
老
中
連
署
奉

書
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　

去
月
廿
三
日
之
御
状
参
着
令
披
見
候
、
仍
而
二
条
二
之
丸
行
幸
之
御
殿
同
廿
一
日
御
柱
立

　

則
棟
上
仕
之
由
尤
候
、
将
又
最
前
建
申
候
御
殿
共
板
敷
天
井
迄
大
形
出
来
申
候
由
、
其
上

　

御
本
丸
御
殿
端
々
御
内
造
作
仕
ま
て
ニ
罷
成
候
旨
仰

（
ヵ
）越

令
得
其
意
候
、
右
之
趣
具
達　

上

　

聞
候
間
可
御
心
易
候
、
不
及
申
候
へ
共
弥
万
事
入
念
可
被
申
付
候
、
猶
期
後
音
之
時
候
、

　

恐
々
謹
言
、
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稲
丹
後
守

　
　
　

六
（
寛
永
三
年
）

月
廿
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
勝
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
伊
賀
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
重
（
花
押
）

　
　

中
井
大
和
守
殿

　

17　

年
月
日
未
詳

二
之
丸
御
殿
行
幸
之
間
に
関
す
る
覚
書
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　
　
　
　
　

覚

　

御
行
幸
ノ
間
ノ

　
　

一
御
か
ら
門
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
下
ハ
同
板
敷

　
　

一
御
上
段
中
断
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
帳
□
上
段
中
ノ
間
西
口
ニ

　
　

一
御
な
ん
と
か
ま
へ
之
事

　
　
　
　
　
　

く
ミ
い
れ
ふ
□
ぬ
り
て
な
り
と
も

　
　

一
天
井
は
り
付
之
事

　
　

一
何
も
ぬ
り
物
之
事　

れ
ん
し
い
ろ
い
ろ
の
も
ん
さ
い
し
き
な
し
は
ぬ
り
て
な
り
と
も

　
　

一
か
い
ノ
ひ
ろ
さ
之
事　

紫
容
殿
ノ
程
可
然
也
二
間
斗
也

　
　
　
　
　
　
　

の
ほ
り
ら
ん
の
事
也

　
　
　
　

同
き
さ
む
し
と
り
お
き
に
可
仕
候
か

　
　

一
御
ほ
う
れ
ん
之
事

　
　

一
つ
ま
戸
折
戸
に
可
仕
候

　
　

一
中
宮
様
御
座
之
間
之
事　
　

西
の
方
可
然
也　

上
段
あ
る
へ
し　

　

上
段[

　
　
　
　

]

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
段
の
方
が
く
ハ
か
っ
て
次
第

　
　
　
　

そ
ハ
御
殿
ノ
□
北
ノ
殿
ノ
事
ニ
て
然
者
上
段
な
し

　
　

一
次
ノ
間
御
上
段
幷
天
井
之
事　
　

天
井
い
か
や
う
に
も
可
然
也

　
　
　
　
　
　
　

皆
々
上
々
〳
〵
ニ
て
可
然
也

　
　
　
　

同
た
て
具
之
事

　
　
　
　
　

こ
れ
も
か
っ
て
の
よ
き
よ
う

　
　

一
西
之
次
ノ
間
御
す
ま
い
之
事

　
　

一
御
ゆ
と
の
御
せ
つ
ち
ん
之
事

　　

18
（
寛
永
五
年
ヵ
）

院
御
所
と
中
宮
様
両
作
事
に
当
た
り
二
条
城
行
幸
時
の
先
例
を
問
合
わ
せ
た
中
井
大
和
守
書

状
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　
　

覚

　
　

一
小
壁
天
井
御
位
之
御
所
之
こ
と
く
に
可
仕
候
哉
之
事

　
　

一
行
幸
之
御
殿
引
立
申
候
分
者
前
之
こ
と
く
に
可
仕
候
哉
之
事

　
　

一
御
殿
之
大
小
御
家
数
御
位
之
御
所
と
無
相
違
様
ニ
可
仕
候
哉
之
事

　
　

一
中
宮
様
常
々
御
殿
東
之
方
内
之
御
立
具
は
り
付
天
井
二
条
行
幸
之
時
之
御
殿
之
内
ニ

　
　
　

而
可
仕
候
哉
之
事

　
　

一
中
宮
様
御
対
面
所
二
条
行
幸
之
時
之
御
殿
之
内
立
可
申
候
哉
之
事

　
　

一
院
御
所
舞
台
之
前
之
御
座
敷
二
条
行
幸
之
時
之
御
家
之
内
結
構
成
所
を
引
可
申
事
、

　
　
　

然
者
天
井
は
り
付
前
の
を
も
ち
ひ
御
住
居
替
り
候
所
者
仕
た
し

（
マ
マ
）

可
申
哉
之
事
、

　

院
御
所
中
宮
様
両
御
作
事
御
位
之
御
所
ニ
御
家
之
大
小
幷
御
作
事
之
様
子
も
無
相
違
様
ニ

　

可
仕
候
哉
、
絵
天
井
小
壁
之
張
付
な
と
ハ
御
位
之
御
殿
ニ
無
御
座
候
ニ
付
得
御
意
申
候
、

　

御
座
御
殿
之
御
住
居
御
絵
様
以
下
者
御
好
相
究
候
之
間
窺
申
ニ
不
及
ぶ
候
、
同
二
条
之
御

　

家
引
申
分
者
只
今
御
住
居
替
り
候
所
も
前
之
こ
と
く
仕
た
し

（
マ
マ
）

御
絵
様
も
其
分
ニ
可
仕
候
哉

　

是
又
得
御
意
申
候
事
に
御
座
候
、
以
上
、

　
　

右
之
通
伝　

奏
衆
へ
御
窺
可
被
成
候
、

　
　

（
寛
永
五
年
ヵ
） 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
井
大
和
守

　

小
堀
遠
江
守
殿

　
　
　
　
　
　
　

参
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19
（
元
禄
十
一
年
）
十
一
月
七
日

二
条
城
の
城
内
普
請
の
節
、
中
井
主
水
を
大
番
方
の
普
請
奉
行
に
加
え
る
と
の
江
戸
幕
府
老

中
覚
書
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　
　
　
　

覚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
井
主
水

　
　

常
　々

御
奉
公
精
出
相
勤
候
付
而
弐
拾
人
扶
持
新
規
役
扶
持
被
下
之
、
且
又
刀
御
免
被　

　
　

遊
候
間
可
被
申
渡
候
、
於
当
地
御
作
事
奉
行
江
も
申
聞
候
、

　

一
主
水
儀
向
後
者
二
条
御
城
内
御
普
請
之
節
大
番
方
よ
り
出
候
御
普
請
奉
行
ニ
差
加
諸
事

　
　

可
相
勤
候
、
其
外
御
普
請
方
之
儀
弥
念
入
勤
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
其
地
在
番
之
大
番　

　
　

頭
江
も
可
被
申
聞
候
事
、

　

一
大
工
よ
り
上
ま
へ
等
之
儀
当
地
ニ
而
鈴
木
修
理
通
り
ニ
諸
事
可
心
得
旨
可
被
申
聞
候

　
　

事
、

　
　
　

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
笠
原
佐（

長
重
）

渡
守

　
　
　

十
（
元
禄
十
一
年
）

一
月
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
屋
相（

正
直
）

模
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
田
山（

忠
昌
）

城
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
豊（

正
武
）

後
守

　
　

松
平
紀（

信
庸
）

伊
守
殿

　

20　

元
文
二
年
十
二
月
一
日

女
御
御
産
に
当
た
り
御
使
役
と
な
っ
た
二
条
城
在
番
組
頭
の
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
返
答

書
。

〔
中
井
家
文
書
〕　

　

「
女
御

（
ウ
ワ
書
）

御
産
為
御
悦
従　

右
衛
門
督
様
・
刑
部
卿
様
御
使
二
条
在
番
組
頭
衆
御
勤
候　

　
　

由
ニ
而
御
□
様
奉
行
大
久
保
八
左
衛
門
様
よ
り
此
別
紙
之
通
御
聞
会
之
儀
御
頼
ニ
付
町　

　
　

口
美
濃
守
様
江
御
尋
候
処
付
札
ニ
而
来
候
付
本
文
直
ニ
八
左
衛
門
様
へ
被
遣
候
、
元
文

　
　

二
巳
年
十
二
月
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

禁
裏
江

　
　

御
進
献
物
何
レ
江
相
渡
候
哉　
　

「
御

（
付
箋
）附

之
武
家
請
取
所
被
申
候
」

　
　

御
太
刀
御
目
録
台
ニ
載
候
哉　
　

「（
付
箋
）

雲
脚
台
二
而
御
座
候
」

　
　

是
又
何
レ
江
御
渡
候
哉　
　
　
　

「（
付
箋
）

御
附
之
武
家
請
取
被
申
候
」

　
　

御
口
上
何
レ
江
申
上
候
哉　
　
　

「（
付
箋
）

御
附
之
武
家
承
り
候
」

　

女
御　

姫
宮
御
両
方
様
江

　
　

御
進
献
物
幷
御
目
録
何
レ
江　
　

「（
付
箋
）

女
御
御
方
取
次
罷
出
請
取
申
候
」

　
　

相
渡
候
哉
尤
御
目
録
台
ニ
載
候
哉　
　

「（
付
箋
）

御
目
録
台
ニ
乗
リ
候
」

　
　

御
口
上
何
レ
江
申
上
候
哉　
　
　

「（
付
箋
）

御
口
上
取
次
乗
リ
候
」

　

女
候

（
ヵ
）姫

宮
御
両
方
様
江

　
　

被
進
物
御
取
次
御
銘
々

　
　

相
替
致
中
座
候
哉

　

女
御　

御
殿
ニ
而
右
御
進
献
物
上
候
哉　

「（
付
箋
）

女
御
御
本
殿
江
納
リ
申
候
」

　
　

右
之
外
心
得
ニ
モ
罷
成
候
義
御
座
候
ハ
ヽ
御
聞
合
可
被
下
候
、
以
上
、

　
　
　
　

十
二
月
朔
日

　

21
（
元
文
二
年
）
十
二
月
三
日

女
院
御
産
に
当
た
り
御
使
役
と
な
っ
た
二
条
城
在
番
組
頭
の
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
中
井
主

水
（
ヵ
）
書
状
案
。

　

〔
中
井
家
文
書
〕

　

「（
ウ
ワ
書
）

町
口
様
へ
御
手
紙
扣　

巳
十
二
月
三
日
」

　

以
手
紙
啓
上
仕
候
、
其
後
者
御
物
遠
ニ
奉
存
候
、
寒
気
甚
御
座
候
処
弥
御
堅
勝
被
成
御

座
珍
重
御
儀
奉
存
候
、
一
昨
日
者
御
出
被
成
被
下
忝
御
事
奉
存
候
、
被
仰
置
候
而
御
帰

被
成　

御
残
多
奉
存
候
、
然
者
此
度　

女
院
御
産
之
為
御
悦
、
右
衛
門
督
様
・
刑
部
卿

様
御
使
二
条
在
番
御
番
衆
之
上
内
組
頭
衆
両
人
被
相
勤
候
由
就
夫
無
拠
被
相
頼
候
者
御

内
々
ニ
而
別
紙
之
趣
承
置
度
由
ニ
御
座
候
、
於　

御
城
内
毎
々
心
易
参
会
仕
候
衆
中
ニ

御
座
候
付
断
を
も
難
申
候
間
申
上
候
、
近
比
乍
御
六
ケ
敷
別
紙
之
趣
相
知
候
分
御
付
札

ニ
而
成
共
被
仰
聞
可
被
下
候
、
右
御
使
ハ
御
所
ニ
而
何
方
へ
向
被
参
候
事
ニ
御
座
候
哉
、

左
様
之
儀
も
承
度
由
被
申
付
候
、
乍
御
面
倒
被
仰
聞
被
下
候
ハ
ヽ
奉
忝
候
、
尤
御
内
々

之
儀
ニ
御
座
候
ヘ
ハ
沙
汰
仕
候
儀
ニ
而
者
無
御
座
候
間
奉
頼
候
、
右
之
段
為
可
申
上
如
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此
御
座
候
、
以
上
、

　
　
　
　

十
二
月
三
日

　
　

猶
々
私
儀
も
一
両
日
以
前
よ
り
寒
熱
差
出
其
上
持
病
之
稔
気
強
差
込
胸
痛
仕
候
付
引
籠

　
　

保
養
仕
罷
在
候
、
依
之
以
他
筆
申
上
候
、
以
上
、

　
　

此
度
之
御
様
子
未
相
知
候
ハ
ヽ
近
年
御
番
衆
之
内
組
頭
衆
御
使
被
相
勤
候
儀
も
御
座
候　

　
　

間
、
其
年
之
御
様
子
ニ
而
も
委
曲
被
仰
聞
可
被
下
候
、

　

22
（
元
文
二
年
）
十
二
月
四
日

二
条
城
の
番
衆
が
御
所
へ
の
御
使
に
際
し
問
い
合
わ
せ
た
先
例
に
関
し
て
の
町
口
美
濃
守
書

状
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　

「（
ウ
ワ
書
）

中
井
主
水
様　
　
　
　
　
　

町
口
美
濃
守　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

元
文
二
巳
年
十
二
月
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

昨
日
者
預
御
手
紙
候
、
如
来
意
其
以
後
者
不
得
御
意
候
、
甚
寒
之
節
候
一
両
日
者
御
持
病

　

気
之
由
御
難
儀
察
入
申
候
、
折
角
可
被
成
御
保
養
候
、
然
者
此
度
二
条
御
番
衆
組
頭
衆
両　

　

人
御
使
被
相
勤
候
ニ
付
別
紙
之
趣
御
聞
合
之
段
致
承
知
候
、
則
先
規
之
例
格
付
札
致
進
申

　

候
、
御
使
者　

御
所
ニ
而
諸
大
夫
間
江
向
ケ
被
参
候
事
ニ
御
座
候
間
左
様
御
心
得
可
被
成

　

候
、
右
御
報
早
々
申
入
候
、
以
上
、

　
　
　

十
二
月
四
日

（
ツ
ギ
目
）

「（
別
筆
）

町
口
大
判
事
様
美
濃
守
様
御
事
、
十
二
月
九
日
御
手
紙
来
候
、
内
ニ
如
左
有
之

　

一
先
日
御
尋
之
御
三
家
幷
両
徳
川
家
之
御
使
者
於　

御
所
場
所
之
儀
先
格
之
趣
致
付
札
進

　
　

申
候
処
、
此
度
之
場
所
者
奏
者
所
ニ
相
定
申
候
、
尤
来
ル
十
二
日
之
御
沙
汰
相
成
申
候
、

　
　

御
附
衆
御
請
取
候
、
其
外
之
儀
者
先
規
之
通
ニ
而
候
、
場
所
者
致
相
違
候
、
漸
一
昨
日

　
　

比
相
極
申
候
間
乍
序
申
進
候
、

　
　
　

十
二
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

23　

（
年
未
詳
）
五
月
二
十
一
日

慶
長
年
間
の
二
条
城
修
理
の
年
号
な
ど
の
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
、
吟
味
し
た
上
で
返
答
す

る
と
の
田
宮
源
之
丞
・
佃
市
左
衛
門
書
状
写
。

〔
中
井
家
文
書
〕

　
　

一
慶
長
十
二
三
年
之
比　

女
院
御
所
様
御
普
請
年
号
之
事

　
　

一
慶
長
十
七
年
よ
り
以
前　

駿
府
江
戸
御
城
御
普
請
年
号
之
事

　
　

一
慶
長
之
年　

二
条
御
殿
之
御
修
理
度
々
年
号
之
事

　
　

一
大
坂
御
陣
之
御
事
に
付
何
そ
書
付
等
御
座
候
ハ
ヽ
可
申
上
之
事

　

右
御
書
付
被
遊
被
下
候
趣
相
考
可
申
上
之
旨
委
細
奉
畏
候
、
吟
味
仕
追
而
書
付
可
差
上
候

　

間
宜
御
申
上
可
被
下
候
、
以
上
、

　
　
　

五
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佃
市
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
宮
源
之
丞

　
　

瀬
川
加
右
衛
門
殿

Ⅱ　

災
害
関
係
史
料

　

(A)　

天
明
大
火

　

1　

天
明
八
年
二
月

天
明
の
大
火
に
関
し
て
、
江
戸
幕
府
内
の
対
応
を
収
録
す
る
。

〔
江
戸
幕
府
日
記
〕

　
　
　

二
（
天
明
八
年
）

月
五
日

（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
田
安（

信
明
）

芸
守

　

右
京
都
出
火　

御
所
向
其
外
炎
上
ニ
付
、

　

禁
裏　

仙
洞　

御
所
方
江
為　

御
見
廻
被
遣
候
間
、
明
日
中
可
有
発
足
旨
、
於
芙
蓉

之
間
老
中
列
座
、
丹
波
守
申
渡
之
、

一
明
六
日

　

御
前
髪
可
被
為　

執
旨
被　

仰
出
候
処
、
京
都

　

御
所
方
幷
二
条　

御
城　

御
本
丸
其
外
炎
上
ニ
付
、　

御
延
引
被　

仰
出
候
、
此
段
可

被
相
触
候
、
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（
中
略
）

一
京
都

　

御
所
向
幷
二
条　

御
城　

御
本
丸
其
外
炎
上
付
、
明
六
日
惣
出
仕
有
之
候
間
、
其
段

向
々
江
可
被
達
候
、

　
　
　
　

二
月

　

右
御
書
付
丹
波
守
・
大
屋
遠
江
守
江
相
渡
之
、
向
々
江
達
之
、

　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　

二
月
六
日

一
去
月
晦
日
、
京
都

　

御
所
向
幷
二
条　

御
城　

御
本
丸
其
外
炎
上
ニ
付
、
為
伺
御
機
嫌
惣
出
仕
有
之
、
於

席
々
謁
老
中
、

　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
家

　
　
　

金
拾
五
枚　
　
　
　
　
　

武
田
安
芸
守

　
　
　

時
服
三
羽
織　

　

右
京
都
江
就
御
暇
被
下
旨
、
於
芙
蓉
之
間
老
中
列
座
、
同

（
丹
波
守
＝
鳥
居
忠
意
）

人
申
渡
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
使
番

　
　
　

金
五
枚　
　
　
　
　
　
　

松
平
左
門

　

右
京
都　

御
所
方
幷
二
条　

御
城
御
本
丸
其
外
炎
上
ニ
付
、
為
見
分
被
遣
候
ニ
付
被

下
旨
、
於
御
右
筆
部
屋
縁
頬
若
年
寄
中
出
座
、
安
藤
対
馬
守
申
渡
之
、
（
中
略
）

　
　
　

二
月
七
日

　
　
　
　

御
座
之
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
都
江
御
暇

　
　
　

金
廿
枚　
　
　
　
　
　
　

松
平
和
泉
守

　
　
　

時
服
五
羽
織

　
　
　

御
馬
被
下

　
　
　

御
刀
備
前
国
家
助　

代
金
廿
枚

（
中
略
）

　
　
　

二
月
九
日

（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
勘
定
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

根
岸
肥
前
守

　

右
者　

禁
裏
・
院
中
炎
上
、
二
条
御
城
焼
失
ニ
付
、
京
都
江
為
御
用
被
遣
候
旨
、
於

芙
蓉
之
間
老
中
列
座
、
丹
波
守
申
渡
之
、
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
御
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
井
伊
予
守
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
主
斗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酒
井
隠
岐
守
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
長
谷
十
郎
右
衛
門

　

右
者
京
都
よ
り
到
着
ニ
付
、
於
御
黒
書
院
溜
老
中
列
座
江
罷
出
ル
、

　
　
　

二
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
勘
定
奉
行

　
　
　

金
五
枚　
　
　
　
　
　
　

根
岸
肥
前
守

　
　
　

時
服
三
羽
織

　

右
京
都
江
御
暇
ニ
付
被
下
旨
、
於
芙
蓉
之
間
老
中
列
座
、
丹
波
守
申
渡
之
、
（
中
略
）

　
　
　

二
月
十
五
日

（
中
略
）

　
　
　
　
　

御
勝
手
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
在
番
御
暇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
御
番
頭

　
　
　

金
五
枚　
　
　
　
　
　
　

大
久
保
能
登
守

　
　
　

時
服
三
羽
織
ツ
　ヽ
　
　

朽
木
和
泉
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　

銀
拾
枚　
　
　
　
　
　
　

両
組
頭

　
　
　

時
服
弐
ツ
　ヽ
　
　

（
中
略
）

　
　
　

二
月
十
六
日
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御
勘
定
組
頭

　
　
　

金
三
枚　
　
　
　
　
　
　

若
林
市
左
衛
門

　
　
　

時
服
弐　
　
　
　
　
　
　

名
代
横
屋
幸
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
勘
定
吟
味
方
改
役

　
　
　

金
弐
枚　
　
　
　
　
　
　

加
藤
左
市

　
　
　

時
服
弐　
　
　
　
　
　
　

名
代
堀
内
小
膳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
勘
定

　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
橋
八
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
代
重
田
猪
十
郎

　

右
者
京
都
出
火
ニ
付
被
遣
候
間
被
下
旨
、
於
御
右
筆
部
屋
縁
頬
備
後
守
申
渡
之
、
本

多
弾
正
少
弼
待
座
、

　
　
　

（
中
略
）

　
　
　

二
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
御
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
井
伊
予
守
組

　
　
　

金
壱
枚　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
主
斗

　
　
　

時
服
弐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酒
井
隠
岐
守
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
長
谷
十
郎
右
衛
門

　

右
二
条　

御
城
御
本
丸
其
外
炎
上
ニ
付
罷
下
候
付
、
彼
地
江
就
御
暇
被
下
旨
、
於
躑

躅
之
間
同
人
申
渡
之
、

　

2　

天
明
八
年
二
月
一
日

禁
裏
御
所
方
・
二
条
城
炎
上
に
付
人
足
の
供
出
を
命
じ
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
六
―
一
五
〇
二

禁西
公裏

御
所
方
、
二
条
御
城
炎
上
ニ
付
人
足
入
用
候
間
、
山
城
国
中
御
料
私
領
寺
社
領

共
、
村
高
百
石
ニ
付
四
人
宛
之
割
を
以
可
差
出
候
、
町
奉
行
御
役
宅
焼
失
之
儀
ニ
付
、

二
条
御
城
御
門
番
之
頭
御
役
宅
江
向
テ
罷
出
候
ハ
ヽ
、
猶
又
可
及
差
図
候
、
尤
此
触

書
相
達
次
第
、
早
々
右
人
数
可
差
出
候
、

一
両
町
奉
行
御
役
宅
焼
失
ニ
付
、
当
分
御
城
御
門
番
之
頭
御
役
宅
と
町
奉
行
御
役
宅
相

兼
候
間
、
諸
訴
其
心
得
ニ
而
可
申
出
候
、

右
之
趣
山
城
国
中
江
早
々
可
相
触
者
也
、

　
　

申
二
月
朔
日

　

3　

天
明
八
年
二
月
二
十
三
日

二
条
城
仮
番
所
取
建
に
付
そ
の
刻
限
を
報
じ
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
六
―
一
五
三
九

御
城
番
場
六
番
所
焼
失
跡
仮
番
所
取
建
、
暮
六
つ
時
限
柵
〆
切
、
夜
分
往
来
不
相
成
候

得
共
、
諸
訴
届
駈
込
願
等
、
差
懸
り
両
御
役
所
へ
罷
出
候
も
の
ハ
、
三
条
口
、
大
宮
口
、

嵯
峨
口
、
竹
屋
町
口
之
内
、
最
寄
之
柵
外
江
罷
越
、
案
内
い
た
し
候
ハ
ヽ
相
通
シ
候
間
、

差
懸
り
候
儀
ハ
是
迄
之
通
夜
分
ニ
而
も
可
申
出
候
、
此
旨
洛
中
洛
外
寺
社
在
町
江
雑
色

町
代
よ
り
早
々
可
申
通
〔
旨
被
仰
渡
〕
候
事
、

　
　

申
二
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　
　
　

〔
山
中
与
八
郎
〕

　

4　

天
明
八
年
三
月
四
日

救
助
米
銭
を
二
条
城
蔵
下
で
渡
す
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
六
―
一
五
六
〇

明
五
日
、
御
米
幷
御
銀
共
二
条
於
御
蔵
被
下
置
候
間
、
請
取
ニ
参
申
筈
ニ
而
御
座
候
、

定
而
八
つ
時
前
後
ニ
者
当
町
江
着
可
申
候
、
左
得

（
候
脱
ヵ
）

者
早
速
御
案
内
可
申
候
間
、
御
年

寄
御
組
之
内
御
壱
人
印
形
御
持
参
御
出
可
被
下
候
、
尤
米
持
て
御
用
意
可
被
下
候
、
右

御
意
得
度
、
早
々
已
上
、

　

但
シ
、
御
米
壱
丁
ニ
付
八
斗
三
升
壱
合
〇
弐
四
九
、

　
　
　
　

御
銀　
　
　
　

四
拾
壱
匁
五
分
五
り
壱
毛
弐

　
　

申
三
月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
当
町
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蛸
薬
師
町

　

5　

天
明
八
年
三
月
二
十
五
日
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二
条
城
上
使
屋
敷
等
普
請
請
負
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
六
―
一
五
八
〇

　
　
　

 

東
御
用
懸
り
よ
り
出

　

上・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・

使
屋
敷　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
鉄
砲
奉
行
屋
敷

　

御
蔵
奉
行
仮
役
屋
敷　
　
　
　
　
　
　

小
揚
長
屋

　

御
城
外
側
木
柵
木
戸
門　
　
　
　
　
　

外
側
破
損
方
作
事
小
屋
幷
竹
置
場

　

辻
番
所
六
ケ
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

堀
川
二
条
橋

　

堀
川
竹
屋
町
橋

右
之
所
々
新
建
物
御
普
請
受
負
入
札
有
之
候
間
、
望
之
も
の
者
明
廿
六
日
廿
七
日
両
日

之
内
、
筑
後
御
役
所
江
家
持
請
人
召
連
参
、
根
帳
付
、
仕
様
帳
写
取
、
直
段
考
、
来
ル

廿
八
日
同
人
於
御
役
所
札
披
候
間
、
其
旨
可
相
触
者
也
、

　
　

申
三
月
廿
五
日

　

6　

天
明
八
年
四
月
六
日

二
条
城
西
御
門
・
外
御
櫓
太
鼓
塀
等
の
新
建
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
六
―
一
五
九
三

二
条
御
城
西
御
門
幷
外
御
櫓
太
鞁
塀
、
其
外
御
櫓
練
塀
新
建
御
修
復
共
、

右
御
普
請
有
之
候
間
、
入
札
望
之
も
の
者
来
八
日
迄
之
内
、
大
隅
御
役
所
江
家
持
請
人

召
連
参
、
根
帳
ニ
付
、
仕
様
帳
写
取
、
直
段
相
考
、
同
九
日
同
人
於
御
役
所
札
披
候
間
、

其
旨
可
相
触
者
也
、

　
　

申
四
月
六
日

　

7　

天
明
八
年
五
月
二
十
二
日

松
平
定
信
、
所
司
代
同
道
に
て
二
条
城
入
城
に
付
道
筋
で
の
不
法
等
を
禁
じ
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
六
―
一
六
三
二

明
廿
三
日
、
松
平
越
中
守
殿
所
司
代
御
同
道
御
城
入
被
成
候
間
、
御
道
筋
ニ
而
不
作
法

不
致
、
見
苦
敷
儀
無
之
様
可
致
候
、
尤
火
災
後
之
儀
ニ
も
候
間
、
掃
除
い
た
し
手
桶
箒

等
差
出
間
敷
、
盛
砂
等
い
た
し
候
ニ
不
及
候
、

右
之
通
御
道
筋
町
々
江
可
相
触
者
也
、

　
　

申
五
月
廿
二
日

　
　
　

松
平
越
中
守
殿
御
道
筋

　

御
旅
館
よ
り
河
原
町
通
北
江
、
三
条
通
西
江
、
西
堀
川
通
北
江
、
東
番
場
北
江
、
北

番
場
西
江
、
北
之
御
門
よ
り
御
城
入
、
西
御
門
よ
り
御
城
出
、
夫
よ
り
御
巡
見
、

　

8　

天
明
八
年
五
月

二
条
城
西
門
等
の
破
損
修
理
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
六
―
一
六
三
五

　

二西
公
事
方
御
用
懸
り
よ
り
出
ル

条
御
城
西
御
門
之
内
升
形
仮
御
門
幷
両
脇
塀
札
番
所
共
、
同
南
折
廻
り
目
板
瓦
塀
、

同
所
大
番
所
北
御
門
、
大
番
所
下
番
所
二
之
御
門
、
同
所
外
足
軽
番
所
、
高
麗
御
門

扉
仕
足
、
二
之
丸
御
台
所
屋
根
御
破
損
、
小
屋
高
麗
御
門
外
米
見
番
所
御
取
建
之
分
、

一
同
所
御
本
丸
大
番
御
番
所
、
高
麗
御
門
内
与
力
同
心
番
所
御
取
建
之
分
、

一
同
所
二
丸
御
納
戸
蔵
之
内
御
取
繕
、
（
中
略
）

　
　

申
五
月

　

9　

天
明
八
年
七
月
二
十
八
日

二
条
城
外
米
蔵
修
復
の
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
六
―
一
六
六
六

　

二朔
日条

御
城
外
御
米
蔵
之
内

　

拾
八
番　
　
　

拾
九
番　
　
　

弐
拾
番　
　
　

弐
拾
壱
番

　

廿
四
番　
　
　

廿
五
番　
　
　

廿
六
番　
　
　

廿
七
番

　

三
拾
番　
　
　

三
拾
壱
番　
　

三
拾
弐
番　
　

三
拾
三
番

　

御
蔵
幷
惣
高
塀
之
内
所
々
破
損
、

右
御
修
復
入
札
有
之
候
間
、
（
中
略
）

　
　

申
七
月
廿
八
日

　

10　

寛
政
元
年
十
二
月
二
十
五
日

二
条
在
番
衆
に
洛
中
洛
外
の
見
廻
り
を
命
じ
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
七
―
一
九
二
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此
度
町
々
為　

ニ
御
造
営
中
大
番
頭
花
房
因
幡
守
組
、
白
須
甲
斐
守
組
御
番
衆
、
左

之
面
々
廻
り
被
仰
付
候
間
、
其
旨
可
存
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

花
房
因
幡
守
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
野
次
郎
兵
衛　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
田
源
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
田
八
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

玉
井
四
郎
五
郎　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
須
甲
斐
守
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桜
井
源
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
浦
藤
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

朝
比
奈
正
之
助

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
嶋
卯
右
衛
門

右
之
面
々
、
洛
中
洛
外
町
々
仮
御
所
近
辺
相
廻
り
、
怪
敷
も
の
見
当
り
候
へ
者
相
糾
、

弥
怪
敷
趣
候
得
者
其
所
々
町
役
人
呼
出
し
、
縄
掛
ケ
候
侭
ニ
而
御
番
衆
よ
り
書
付
相

添
御
役
所
へ
訴
出
候
様
申
渡
可
相
渡
候
間
、
其
旨
相
心
得
、
受
取
候
ハ
ヽ
不
取
逃
候

様
手
当
致
置
、
断
書
ニ
不
及
、
右
御
番
衆
之
書
付
持
参
御
役
所
へ
訴
出
候
ハ
ヽ
、
早

速
組
之
も
の
為
請
取
可
差
遣
候
、

一
右
捕
も
の
相
渡
候
ニ
付
、
町
々
ニ
而
日
々
手
当
い
た
し
置
候
ニ
ハ
不
及
候
間
、
右
ニ

付
失
脚
等
相
掛
り
不
申
候
様
可
致
候
、

一
召
捕
候
も
の
相
渡
候
節
、
町
役
之
も
の
在
宿
不
致
候
ハ
ヽ
、
平
町
人
之
内
罷
出
、
受

取
書
前
文
之
通
り
可
取
斗
候
、

一
御
番
衆
相
廻
り
候
節
、
武
士
屋
敷
幷
寺
社
町
方
と
も
火
之
元
不
念
成
義
見
受
候
ハ
ヽ
、

心
を
付
候
筈
ニ
候
、

右
之
通
洛
中
洛
外
寺
社
町
々
江
不
洩
様
可
相
触
も
の
也
、

　
　

酉
十
二
月
〔
廿
五
日
〕

　

11　

天
明
八
年

破
損
奉
行
差
加
の
中
井
正
紀
が
、
天
明
の
大
火
直
後
に
二
条
城
の
修
復
に
関
わ
っ
て
、
二
条

城
の
役
人
と
京
都
町
奉
行
所
の
役
人
が
折
衝
し
た
様
子
を
書
き
留
め
る
。

　

「
御

（
表
紙
）城

内
定
式

　
　

其
外

　
　

御
普
請
場

　
　
　
　

附
込

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
紀
」

　

一
御
城
内
乾
御
櫓
跡
角
石
垣
わ
れ
有
之
候
旨
、
七
郎
次
申
聞
候
、
何
分
見
分
致
シ
候
上
、

　
　

石
屋
召
連
相
尋
候
事
、

　
　

五
月
廿
日

　

一
御
目
附
小
屋
住
居
向
棟
上
り
東
御
門
木
柵
北
側
、
今
日
中
出
来
之
積
、
請
負
人
舟
屋
辰

　
　

右
衛
門
申
之
候
、

　
　

五
月
廿
一
日

　

一
東
御
門
木
柵
、
山
崎
大
隅
守
殿
御
見
廻
り
、

　

一
作
事
方
下
役

　
　
　
　
　

山
本
藤
十
郎

　
　

六
月
三
日

　

一
大
書
院
切
組
幷
取
合
せ
仕
居
申
候
、

　
　

八
月
七
日

　

一
大
工　
　
　
　
　

三
拾
五
人

　

一
木
挽　
　
　
　
　

六
人

　

一
屋
根
屋　
　
　
　

拾
人

　

一
手
伝
拾　
　
　
　

五
人

　

一
土
方　
　
　
　
　

弐
人

　
　

八
日

　

一
大
工
三
拾
五
人　

木
挽
六
人

　

一
屋
根
屋
拾
人　
　

手
伝
拾
五
人

　

一
不
破
郷
左
衛
門
申
聞
候
、
西
御
役
所
書
取
不
申
候
付
、
差
人
之
儀
請
負
人
江
毎
度
申
付

　
　

候
得
共
、
一
向
人
数
も
相
増
不
申
候
ニ
付
、
今
拾
人
斗
り
此
方
よ
り
指
人
出
シ
候
様
取

　
　

斗
候
様
申
聞
候
、

　
　

九
日
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一
大
工
　
　
　
　
　
三
拾
五
人

　

一
屋
根
屋　
　
　
　

八
人

　

一
木
挽　
　
　
　
　

五
人

　

一
手
伝　
　
　
　
　

拾
弐
人

　

一
中
立
売
下
立
売
橋
、
明
十
日
よ
り
取
掛
り
、

　

一
浅
賀
条
右
衛
門
申
聞
候
由
、
政
右
衛
門
申
聞
候
、
御
目
付
小
屋
段
々
出
来
前
ニ
も
御
座

　
　

候
間
、
角
井
佐
五
郎
忌
明
之
儀
早
ク
差
免
致
し
候
様
申
候
、

　
　

八
月
十
一
日

　

一
障
子
手
本
、
大
坂
よ
り
差
登
ス
、
右
仕
立
人
大
和
や
鶴
松
、

　

一
畳
手
本
、
大
坂
よ
り
伏
見
迄
着
、
為
見
申
候
、

　

一
戸
、
尾
州
江
請
負
人
よ
り
申
付
置
、
夫
よ
り
六
右
衛
門
と
申
者
、
今
日
大
坂
よ
り
登
り

　
　

候
間
、
相
知
レ
申
候
由
、
申
聞
候
、

　
　

八
月
十
五
日

　

一
下
立
売
、
元
積
よ
り
五
尺
増
ニ
而
板
厚
三
寸
、

　

一
中
立
売
、
前
同
断
増
板
厚
同
断
ニ
而
、

　
　

銀
壱
貫
目
増
願
出
、
舟
や
辰
右
衛
門
差
出
ス
、

　

一
中
立
売
橋

　
　
　
　

長
七
間
三
尺
五
寸

　
　
　
　

巾
弐
間
三
尺

　

一
下
立
売
橋

　
　
　
　

長
七
間
三
尺
五
寸

　
　
　
　

巾
弐
間
壱
尺
反
り
壱
尺
欄
造

　
　
　
　
　
　
　
　

両
側
平
高
棟
高
サ
壱
尺
八
寸

　

一
中
立
売
橋

　
　
　
　

反
り
壱
尺

　
　
　
　

高
サ
前
同
断

　

両
橋

　
　

銀
拾
四
貫
目

　
　

八
月
廿
日

　

一
昨
日
御
城
内
外
側
太
鼓
御
塀
白
土
掛
り
候
付
、
先
見
及
候
而
宜
分
ハ
足
代
取
候
積
、

　
　
　
　
　
　

立
会

　
　
　
　
　
　
　
　

此
方

　
　
　
　
　
　
　

西
公
事
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
野
八
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　

御
普
請
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
持
武
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　

東
公
事
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
塚
表
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
忠
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
扶
持
人
棟
梁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢
倉
直
之
丞

　
　

八
月
廿
一
日

　

一
山
崎
大
隅
守
殿
昨
日
御
奉
書
到
来
御
参
府
、

　

一
木
品
為
吟
味
東
西
組
同
心
罷
下
り
候
間
、
大
東
次
郎
右
衛
門
罷
越
候
事
、

　

一
上
竹
之
間
浦
間
仕
切
之
事
、

　
　

八
月
廿
三
日

　

一
山
崎
大
隅
守
殿
、
明
廿
四
日
発
足
候
得
共
、
御
普
請
場
被
見
廻
候
、

　

一
畳
数
弐
百
八
拾
五
帖

　

一
大
小
障
子
数
百
弐
拾
三
本

　

一
杉
戸
七
本

　

一
ま
い
ら
戸
六
本

　

一
襖
数
七
拾
六
本
凡
弐
百
六
本

　

一
堀
田
千
右
衛
門
江
申
聞
候
、

　
　

根
岸
肥
前
守
殿
・
高
橋
八
郎
右
衛
門
両
人
従
皇
居
積
り
状
等
出
来
仕
候
節
、
木
村
周
蔵

　
　

も
罷
出
居
哉
ニ
申
置
候
間
、
今
日
木
村
周
蔵
江
内
々
承
合
せ
候
事
、

　
　

八
月
廿
八
日

　

一
辻
番
所　

八
月
中
壁
差
塗
迄
出
来
、
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九
月
十
日
迄
中
塗
白
土
皆
出
来
、

　

一
中
立
売
下
立
売
橋　

九
月
廿
五
日
限
皆
出
来
、

　

一
外
側
木
戸
木
柵　

九
月
五
日

　

一
所
司
代
屋
敷

　
　
　
　

九
月
廿
五
日
迄　

本
家
向
皆
出
来
、

　
　
　
　

十
月
七
日
迄　

長
屋
向
皆
出
来
、

　
　

九
月
朔
日

　
　
　

所
司
代
屋
敷

　

一
掛
板
、
式
台
板
見
分

　
　

九
月
朔
日

　

御
城
内
御
破
損
所
見
分

　
　
　

立
会

　
　
　
　

伊
藤
三
右
衛
門

　
　
　
　

服
部
富
蔵

　
　
　
　

中
井
藤
三
郎

　
　
　

見
分
方

　
　
　
　

木
村
周
蔵

　
　
　
　

四
方
田
重
丞

　
　
　
　

添
田
只
右
衛
門

　
　
　

御
破
損
下
奉
行
両
人

　
　
　
　
　
　

下
役
両
人

　
　
　

見
分
方
棟
梁

　
　
　
　

角
井
三
郎
右
衛
門

　
　
　

御
城
内
詰
棟
梁

　
　
　
　

辻
八
五
郎

　
　
　
　

安
田
又
右
衛
門

　
　

八
月
晦
日

　

御
目
附
小
屋
皆
出
来
ニ
付
、
見
分
之
上
仮
引
渡
、

　
　
　
　

池
田
筑
後
守
殿

　
　
　
　
　

木
村
周
蔵

　
　
　
　
　

佐
合
五
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　

広
瀬
正
左
衛
門

　
　
　
　
　

西
尾
新
太
郎

　
　
　
　
　

真
野
八
郎
兵
衛

　
　
　
　

下
役

　
　
　
　
　

阿
川
源
大
夫

　
　
　
　
　

大
野
三
右
衛
門

　
　
　
　
　

浅
賀
条
右
衛
門

　
　
　
　
　

藤
井
源
之
進

　
　
　
　

棟
梁

　
　
　
　
　

矢
倉
直
之
丞

　
　
　
　
　

角
井
左
五
郎

　
　
　
　
　

大
東
次
郎
右
衛
門

　
　
　
　

請
負
人

　
　
　
　
　

仲
屋
喜
兵
衛

　
　
　
　
　
　

代
矢
兵
衛

　
　

仮
引
渡
シ

　
　
　

渡
シ
方

　
　
　
　
　

木
村
周
蔵

　
　
　
　
　

真
野
八
郎
兵
衛

　
　
　
　
　

西
尾
新
太
郎

　
　
　
　
　

下
役

　
　
　
　
　
　

浅
賀
条
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

藤
井
源
之
進

　
　
　
　
　

御
扶
持
人
棟
梁

　
　
　
　
　
　

矢
倉
直
之
丞

　
　
　
　
　

平
棟
梁

　
　
　
　
　
　
　

角
井
佐
五
郎
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大
東
次
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

請
取
方

　
　
　
　
　
　
　

佐
倉
五
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　

広
瀬
正
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　

阿
川
源
大
夫

　
　
　
　
　
　
　

大
野
三
右
衛
門

　

一
明
日
番
場
六
番
所
見
分
之
上
仮
引
渡
、

　
　

九
月
廿

（
マ
マ
）

日
廿
一
日

　

一
外
側
作
事
小
屋
出
来
ニ
付
、
見
分
之
上
仮
引
渡
シ
、

　
　
　
　
　

立
会

　
　
　
　
　
　

木
村
周
蔵

　
　
　
　
　
　

佐
合
五
郎
右
衛

　
　
　
　
　
　

西
尾
新
太
郎

　
　
　
　
　
　

手
嶋
郷
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

永
持
武
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　

阿
川
源
大
夫

　
　
　
　
　
　
　

福
井
忠
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　

矢
倉
直
之
丞

　
　
　
　
　
　
　

堀
内
政
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　

角
井
佐
五
郎

　
　
　
　
　

御
普
請
役
代
り

　

一　
　
　
　
　

岡
野
勇
右
衛
門

　
　
　
　

所
司
代
上
屋
敷

　

白
引
御
殿
向

　

一
畳　
　
　

弐
百
九
拾
弐
帖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
七
帖
之
ま
黄
引
之
処
仕
増
シ
共

　

同

　

一
弐
百
九
拾
三
八

（
マ
マ
）

本　
　
　

建
具

　
　
　
　
　

内

　
　
　
　

九
拾
弐
本　
　

大
□
襖

　
　
　
　

百
五
拾
六
本　

大
□
障
子

　
　
　
　
　

八
本　
　
　
　
　

杉
戸

　
　
　
　
　

六
本　
　
　
　
　

長
□
戸

　
　
　
　
　

七〻
本〻　
　
　
　
　

鏡〻
戸〻

　
　
　
　
　

六
本　
　
　
　
　

ま
い
ら
戸

　
　
　
　
　

弐
拾
八
本　
　
　

板
戸

　

白
引

　

長
屋
向

　

一
畳　
　
　

百
七
拾
八
帖

　

一
建
具　
　

九
拾
五
本

　
　
　
　

内

　
　
　

弐
拾
本　
　

障
子

　
　
　

七
拾
五
本　

戸

　
　
　
　
　
　
　

[

　
　
　
　
　

]

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

一
九
本　
　
　
　

板
戸

　
　
　

畳　
　

四
百
七
拾
帖

　
　
　

建
具　

三
百
九
拾
七
本

　
　

黄
引

　
　

御
殿
向

　
　

一
畳　
　

五
百
六
帖
半

　
　

長
屋

　
　

一
畳　
　

三
百
三
拾
九
帖

　
　
　
　
　
　

八
百
四
拾
五
帖
半

　

一
真
野
嘉
右
衛
門
申
聞
候
、
此
度
出
来
之
御
蔵
、
只
今
ニ
而
ハ
今
村
七
郎
次
兼
帯
致
し
相

　
　

勤
居
候
処
、
東
役
所
も
御
普
請
出
来
ニ
候
得
ハ
、
御
蔵
ハ
跡
々
残
り
候
ニ
付
、
右
只
今

　
　

迄
之
七
郎
次
付
置
候
様
、
猶
又
達

（
ヵ
）有

之
趣
申
聞
候
、

　

一
十
月
三
日

　

御
城
内
番
所
御
門
場
所
等
御
取
建
之
見
分
直
之
丞
立
会
ニ
罷
越
候
、
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一
御
城
内
西
御
仮
門
両
脇
高
塀
長
四
間
半

　

仮
御
門
ま　

弐
間
半
、
扣
柱
栗
木
、
扣
貫
長
壱
間
弐
通
り
、
仮
御
門
惣
柵

　

一
内
升
形
札
番
所
四
間
弐
間
切
手
番
所
壱
間
壱
間
半

　
　
　
　
　

此
建
坪　

拾
弐
坪

　
　
　

屋
根
坪　

拾
六
坪
四
分
壱
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

算
瓦
葺

　

一
北
御
門
大
番
所
三
間
八
間
下
番
所
壱
間
半
三
間

　
　
　
　
　

此
建
坪　

三
拾
弐
坪
六
分
六
厘

　
　
　
　
　
　

屋
根　
　

四
拾
弐
坪
弐
分
八
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

算
瓦
葺

　
　
　

同
所
南
東
打

（
ヵ
）廻

り
目
板
瓦
塀

　
　
　

長
延
三
拾
壱
間

　
　
　

高
サ
壱
間

　

一
同
所
二
之
御
門
明　

弐
間

　
　
　

木
品
一
式
柵

　

一
柳
番
所
壱
間
弐
間
一
高
麗
御
門
明
弐
間
、
同
両
側
太
鼓
御
塀
長
八
間

　

一
高
麗
御
門
外
米
見
番
所
桁
行
弐
間
梁
行
壱
間
半
幷
続
布
仮
塀
長
拾
壱
間

　

一
西
御
門
大
御
番
所
八
間
弐
間

　
　
　
　
　

此
建
坪　

弐
拾
弐
坪
三
分
八
厘

　
　
　
　
　

屋
根
弐
拾
六
坪
三
分
壱
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

算
瓦
葺

　
　

御
入
用

　
　
　

銀
合　
　

弐
拾
七
貫
五
百
目

　
　

十
月
九
日

　

一
東
西
役
所
牢
屋
敷
出
来
ニ
付
、
見
分
之
上
仮
引
渡
シ
、

　
　
　
　
　

立
会

　
　
　
　
　
　

木
村
周
蔵

　
　
　
　
　
　

中
井
藤
三
郎

 
 
 
 

　
　
　

東
公
事
方

　
　
　
　
　
　

西
尾
新
太
郎

　
　
　
　
　

同
勘
定
方

　
　
　
　
　
　

妻
木
市
之
進

　
　
　
　
　

西
公
事
方

　
　
　
　
　
　

手
嶋
郷
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

真
野
八
郎
兵
衛

　
　
　
　
　

下
役

　
　
　
　
　
　

浅
賀
条
太
郎

　
　
　
　
　

御
普
請
役

　
　
　
　
　
　

添
田
只
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

岡
野
勇
右
衛
門

　
　
　
　
　

棟
梁

　
　
　
　
　
　

堀
内
政
右
衛
門

　

一
東
西
役
所
見
分
之
上
一
流

（
統
ヵ
）

立
会
欠
所
方
へ
相
渡
ス
、

　

一
西
役
所
請
取
方

　
　
　
　
　
　
　

野
村
彦
三
郎

　
　
　
　
　
　
　

真
野
治
作

　
　
　
　
　
　
　

鵜
飼
喜
一
郎

　

一
東
役
所
請
取
方

　
　
　
　
　
　
　

木
村
八
十
郎

　
　
　
　
　
　
　

田
中
八
右
衛
門

　
　

十
月
八
日

　

一
御
城
内
御
門
其
外
番
所
今
日
よ
り
取
掛
り

　

一
御
城
内
普
請
ニ
付
、
木
品
柵
相
遣
候
儀
者
、
大
坂
表
ニ
而
難
相
調
候
付
、
相
渡
候
様
致

　
　

度
旨
相
願
、
相
済
候
事
、

　

一
高
麗
御
門
扣
柱
木
替
沢
栗
ニ
仕
度
願
相
済
候
事
、
則
吉
野
や
彦
兵
衛
江
申
渡
ス
、

　
　

同
日

　

一
二
丸
御
納
戸
蔵
内
仕
切
、
此
度
出
来
致
シ
候
ニ
付
、
先
為
見
分
立
会
、

　
　
　
　
　

御
殿
番
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三
輪
市
十
郎

　
　
　
　
　

御
蔵
奉
行

　
　
　
　
　
　

藤
沢
弥
三
郎

　
　
　
　
　

御
破
損
奉
行

　
　
　
　
　
　

伊
藤
三
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

服
部
富
蔵

　
　
　
　
　
　

中
井
藤
三
郎

　
　
　
　
　

東
西

（
マ
マ
）

公
事
方

　
　
　
　
　
　

真
野
八
郎
兵
衛

　
　
　
　

下
役

　
　
　
　
　
　

大
塚
太
右
衛
門

　
　
　
　

東
下
役

　
　
　
　
　
　

柴
田
升
右
衛
門

　
　
　
　

御
破
損
下
奉
行
両
人

　

一
二
丸
大
御
番
所
天
井
大
火
之
節
損
候
付
、
御
修
復
之
積
り
、
尤
立
会
前
同
断
、

　
　

十
月
十
九
日

　

一
西
御
門
奥
番
所
之
儀
ニ
付
、
小
林
弥
兵
衛
江
申
談
候
事
、

　
　

十
一
月
朔
日

　

一
御
門
番
頭
申
立
候
通
、
西
奥
御
門
脇
潜
り
ニ
相
成
候
事
、

　
　

十
一
月
十
四
日

　

一
二
丸
大
御
番
所
天
井
取
掛
り
候
事
、

　

一
小
林
弥
兵
衛
被
申
聞
候
西
奥
御
門
番
所
御
道
具
建
、
去

（
ヵ
）形

之
通
取
置
ニ
相
成
候
様
、
尤

　
　

東
御
門
ニ
有
之
候
通
出
来
致
度
旨
被
申
聞
候
事
、

　
　

十
一
月
十
七
日

　

一
御
城
内
御
普
請
場
今
日
迄
御
用
掛
り
一
流

（
統
ヵ
）

見
廻
り
候
得
共
、
今
日
よ
り
四
方
田
重
丞
、

　
　

砂
川
猶
右
衛
門
、
附
切
、
太
田
又
左
衛
門
、
芝
田
増
右
衛
門
、

　

(B)　

文
政
地
震

　

1　

文
政
十
三
年
七
月　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
坂
目
付
が
、
文
政
地
震
直
後
、
二
条
城
の
被
害
状
況
を
幕
府
に
届
け
出
る
。

〔
近
世
風
俗
見
聞
集
七
〕

京
都
大
地
震
の
事

〇
文
政
十
三
庚
寅
年
七
月
二
日
よ
り
、
京
都
大
地
震
之
儀
、
往
古
よ
り
京
都
は
度
々
有

之
け
る
、
既
に
類
例
は
す
ゑ
に
し
る
し
置
、
此
度
程
の
事
老
父
も
聞
及
ば
ず
、
其
上
折

悪
敷
両
日
共
大
雨
故
、
震
損
所
も
多
か
り
し
、
家
土
蔵
に
至
る
迄
、
追
々
大
破
と
は
な

り
ぬ
、
何
さ
ま
捨
置
が
た
く
、
扨
々
歎
ケ
敷
事
な
り
と
沙
汰
申
け
る
、
其
上
彼
大
雨
に

て
出
水
、
又
は
山
崩
れ
川
流
れ
、
水
死
怪
我
人
等
も
夥
多
な
れ
ば
、
中
々
眼
も
当
て
ら

れ
ぬ
事
共
な
り
、
先
々
御
当
地
は
何
事
も
な
く
有
り
が
た
き
事
な
り
、

　

一
文
政
十
三
年
七
月
二
日
よ
り
、
京
都
大
地
震
に
付
、
七
月
十
七
日
、
御
目
付
代
間

部
主
殿
頭
、
木
下
左
兵
衛
よ
り
、
御
届
け
左
之
通
、
二
条
御
城
御
破
損
所
、

　

一
四
方
外
側
太
鼓
御
櫓
、
其
外
所
々
倒
損
掛
候
内
、
北
之
外
側
北
御
門
西
之
方
、
御

塀
石
垣
共
御
堀
え
崩
込
、
西
外
側
西
御
門
南
所
御
堀
倒
、
御
堀
え
木
道
具
落
込
、

石
垣
の
内
所
に
孕
出
、
四
方
御
土
居
武
者
走
り
の
内
、
所
々
地
形
割
損
じ
申
候
、

　

一
北
御
門
屋
根
下
通
り
共
所
々
損
じ
、
二
階
御
櫓
東
面
庇
し
落
損
じ
、
御
門
台
石
垣

西
の
方
崩
掛
り
、
危
く
相
成
申
候
、
腰
堀
石
垣
共
損
申
候
、

　

一
北
御
門
番
所
廻
り
附
物
共
、
屋
根
廻
り
高
塀
所
々
損
じ
、
西
の
方
登
り
塀
倒
損
申
候
、

　

一
北
二
の
御
門
傾
き
損
申
候
、

　

一
東
音

（
番
ヵ
）

頭
小
屋
玄
関
廻
り
潰
、
小
書
院
床
の
間
壁
落
損
、
台
所
廻
り
大
破
損
、
其
外

屋
根
地
廻
共
所
々
損
申
候
、

　

一
同
長
屋
向
与
力
同
心
小
屋
共
所
々
損
じ
、
幷
高
塀
竹
垣
共
倒
損
申
候
、

　

一
東
御
番
衆
小
屋
四
十
九
軒
の
内
、
三
番
小
屋
上
の
間
潰
、
下
陣
大
破
、
十
三
番

二
十
七
番
小
屋
中
の
間
潰
損
じ
、
其
外
小
屋
々
々
屋
根
下
廻
り
共
大
破
、
同
構
之

高
塀
竹
垣
共
、
所
々
倒
損
申
候
、

　

一
二
の
丸
入
口
御
門
屋
根
廻
り
損
じ
、
同
内
与
力
番
所
、
向
附
物
等
損
申
候
、

　

一
同
大
番
所
屋
根
廻
り
共
損
じ
、
同
巡
り
高
塀
傾
き
、
壁
落
損
申
候
、

　

一
鳴
子
御
門
傾
き
、
屋
根
下
廻
り
共
損
申
候
、

　

一
御
廊
下
橋
番
所
、
廻
り
屋
根
下
廻
共
損
申
候
、

　

一
御
本
丸
出
丸
御
門
屋
根
下
廻
共
損
申
候
、
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一
南
御
門
傾
き
損
、
御
門
台
地
形
割
損
申
候
、

　

一
御
本
丸
御
堀
側
外
石
垣
の
内
崩
損
、
所
々
孕
出
、
木
柵
損
、
御
堀
端
通
総
体
地
形

割
損
幷
沈
み
、
不
陸

（
マ
マ
）

相
成
申
候
、

　

一
北
中
切
御
門
損
、
両
脇
太
皷
塀
の
内
倒
損
、
石
垣
幷
石
雁
規
共
之
内
崩
損
申
候
、

　

一
西
番
頭
小
屋
、
本
家
向
屋
根
下
廻
共
所
々
損
じ
、
雪
隠
二
ヶ
所
壊
損
申
候
、

　

一
同
長
屋
向
屋
根
下
廻
共
所
々
損
、
同
構
仕
切
の
高
塀
竹
垣
共
倒
損
、
井
戸
屋
形
共

内
損
申
候
、

　

一
西
御
番
所
小
屋
四
十
九
軒
の
内
、
二
十
番
二
十
七
番
両
小
屋
共
不
残
潰
、
十
九
番

小
屋
下
潰
、
上
の
間
天
井
落
損
、
十
一
番
、
十
二
番
、
十
三
番
、
十
四
番
、
十
五
番
、

十
六
番
、
十
七
番
、
十
八
番
、
二
十
一
番
、
二
十
八
番
、
二
十
九
番
、
三
十
五
番
、

三
十
六
番
、
四
十
九
番
小
屋
共
下
陣
潰
損
じ
、
上
之
間
大
破
、
其
外
小
屋
々
々
屋

根
下
廻
大
破
、
同
構
高
塀
竹
垣
所
々
損
申
候
、

　

一
南
中
仕
切
御
門
大
破
、
両
脇
御
塀
之
内
倒
れ
損
、
幷
石
垣
石
雁
規
共
之
内
崩
損
、

孕
出
申
候
、

　

一
稲
荷
曲
輪
与
力
小
屋
五
軒
の
内
、
一
棟
潰
、
其
外
総
体
倒
掛
り
、
同
心
小
屋
不
残

潰
損
、
廻
竹
垣
之
内
倒
損
、
高
塀
之
内
損
申
候
、

　

一
西
御
門
外
御
橋
高
欄
の
廻
り
、
其
外
所
々
損
申
候
、

　

一
御
破
損
小
屋
廻
り
総
体
損
、
湯
沸
小
屋
潰
、
高
塀
の
内
倒
損
申
候
、

　

一
御
本
丸
御
天
守
台
廻
り
、
御
塀
幷
石
垣
損
申
候
、

　

一
同
所
井
戸
屋
形
幷
井
筒
損
申
候
、

　

一
同
所
高
麗
御
門
倒
掛
り
、
左
右
御
塀
石
垣
崩
申
候
、

　

一
二
丸
御
金
蔵
屋
根
大
破
、
其
外
壁
落
、
廻
り
切
出
葛
石
木
柵
総
体
損
申
候
、

　

一
御
台
所
家
根
瓦
総
体
壁
抜
、
羽
目
竈
損
申
候
、

　

一
御
台
所
よ
り
八
番
御
米
蔵
え
続
御
塀
倒
掛
り
、
大
破
相
成
申
候
、

　

一
八
番
御
米
蔵
前
竹
垣
損
申
候
、

　

一
御
金
蔵
東
南
西
え
折
廻
し
御
塀
倒
申
候
、

　

一
元
御
車
寄
口
御
塀
損
申
候
、

　

一
御
米
蔵
よ
り
御
唐
門
え
続
築
地
所
々
崩
、
総
体
所
々
破
損
に
相
成
申
候
、

　

一
御
唐
門
貫
抜
折
、
御
屋
根
瓦
掛
戸
外
竹
垣
損
申
候
、

　

一
同
所
よ
り
埋
御
門
え
続
き
、
御
築
地
崩
損
申
候
、

　

一
御
車
寄
南
北
壁
落
、
御
屋
根
瓦
其
外
総
体
壁
落
、
幷
押
土
葛
石
左
右
竹
垣
損
申
候
、

　

一
埋
御
門
よ
り
西
南
御
門
え
折
廻
し
、
御
塀
所
々
倒
損
申
候
、

　

一
南
御
門
よ
り
溜
御
蔵
え
続
、
御
堀
幷
切
戸
口
皆
倒
損
申
候
、

　

一
溜
御
蔵
総
体
傾
き
二
階
危
、
幷
南
東
竹
垣
倒
損
申
候
、

　

一
鳴
子
御
米
蔵
前
竹
垣
損
申
候
、

　

一
同
所
御
米
蔵
北
の
手
御
塀
、
幷
切
戸
口
倒
損
申
候
、

　

一
同
所
よ
り
二
の
丸
御
門
え
続
、
御
塀
幷
御
黒
門
倒
損
申
候
、

　

一
御
納
戸
前
蔵
傾
き
、
総
体
御
屋
根
瓦
壁
損
附
、
庇
崩
申
候
、

　

一
御
玄
関
遠
侍
殿
上
の
間
、
御
式
台
の
内
、
同
裏
の
間
、
同
大
広
間
、
同
所
溜
の
間
、

蘇
鉄
の
間
、
御
黒
書
院
、
御
座
の
間
、
同
所
東
溜
、
御
雪
隠
総
体
傾
き
、
御
屋
根
天
井
、

欄
間
羽
目
御
張
附
雨
戸
壁
等
迄
損
申
候
、

　

一
御
太
鼓
櫓
総
体
大
傾
き
相
成
申
候
、

　

一
同
所
定
番
香
盤
台
落
損
申
候
、

　

一
同
所
四
方
壁
板
羽
目
損
申
候
、

　

一
東
御
門
櫓
北
御
定
口
瓦
落
損
申
候
、

　

一
同
所
御
腋
の
内
通
金
物
落
申
候
、

　

一
同
所
家
根
瓦
落
損
、
南
登
り
塀
大
破
、
幷
北
登
り
塀
瓦
落
損
申
候
、

　

一
御
番
所
出
口
切
戸
屋
根
大
破
相
成
申
候
、

　

一
西
御
築
地
出
口
、
南
の
方
角
廻
り
大
破
成
申
候
、

　

一
中
仕
切
御
門
続
き
高
塀
、
北
南
共
大
破
相
成
申
候
、

　

一
御
番
裏
高
塀
大
破
仕
候
、

　

一
御
番
所
雪
隠
大
破
相
成
申
候
、

　

一
西
冠
木
御
門
総
体
屋
根
大
破
、
幷
続
袖
塀
大
破
成
候
、

　

一
外
側
高
塀
北
之
方
倒
、
幷
南
の
方
屋
根
総
体
大
破
相
成
申
候
、

　

一
奥
御
門
総
体
捻
、
幷
東
袖
塀
打
倒
申
候
、

　

一
御
門
櫓
台
東
西
石
垣
崩
申
候
、

　

一
奥
御
番
所
裏
廻
り
塀
落
、
幷
屋
根
廻
り
破
損
仕
候
、

　

一
同
所
雪
隠
東
の
方
壁
落
倒
掛
、
西
の
方
雪
隠
破
損
相
成
申
候
、
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一
同
所
東
の
方
出
口
高
塀
、
瓦
落
幷
倒
申
候
、

　

一
升
形
番
所
総
体
破
損
申
候
、

　

一
二
の
丸
御
台
所
前
、
御
蔵
一
番
戸
前
庇
倒
掛
、
二
番
の
御
蔵
棟
落
込
、
前
通
軒
波

形
土
瓦
脇
板
共
、
三
番
の
戸
前
庇
倒
壁
大
破
、
腰
板
共
、
二
十
四
番
屋
根
瓦
所
々
、

五
番
戸
前
庇
倒
、
其
外
瓦
所
々
、
六
番
戸
前
庇
倒
、
北
之
方
軒
壁
所
々
、
八
番
壁
総
体
、

戸
前
庇
倒
掛
り
、
腰
板
共
、
幷
に
米
見
所
総
体
大
破
相
成
申
候
、

　

一
鳴
子
御
門
内
御
蔵
、
九
番
前
通
北
え
折
廻
し
壁
、
幷
下
地
落
大
破
、
裏
通
腰
板
共
、

十
番
前
通
壁
所
々
土
落
、
外
十
一
番
戸
前
庇
倒
、
壁
所
々
土
落
、
十
二
番
前
通
壁
所
々

落
、
十
三
番
戸
前
庇
倒
掛
申
候
、

　

一
高
麗
橋
前
御
蔵
、
十
四
番
戸
前
よ
り
北
の
方
軒
よ
り
棟
迄
抜
落
、
裏
通
り
屋
根
瓦

土
居
葺
迄
落
、
同
壁
下
地
共
落
、
十
五
番
裏
壁
下
地
共
落
大
破
、
幷
米
見
所
東
の

方
壁
落
、
南
流
屋
根
板
落
申
候
、

　

一
御
天
守
台
下
御
蔵
、
六
番
戸
前
庇
倒
掛
り
、
裏
通
り
軒
よ
り
棟
迄
落
掛
り
、
十
七

番
前
通
屋
根
瓦
落
戸
前
開
、
南
の
方
壁
落
申
候
、

　

一
東
御
門
台
渡
り
御
櫓
柱
曲
、
西
え
傾
き
、
石
垣
所
々
損
じ
孕
出
、
総
体
壁
破
、
御

道
具
難
被
置
御
座
候
、

　

一
押
御
櫓
北
の
方
戸
前
明
不
申
候
、
同
所
壁
落
、
追
々
大
破
に
相
成
申
候
、

　

一
同
南
の
方
御
窓
下
壁
大
破
相
成
申
候
、

　

一
巽

（
タ
ツ
ミ
）

御
櫓
壁
不
残
響
、
破
目
土
落
損
、
別
て
北
の
方
戸
前
左
右
、
幷
北
東
角
は
不　
　

　
　

残
土
落
、
裏
板
計
り
に
相
成
申
候
、

　

一
御
焔
硝
蔵
総
体
崩
損
申
候
、

　

一
足
駄
御
蔵
三
ケ
所
、
屋
根
瓦
落
総
体
落
損
、
其
外
内
通
り
総
体
損
申
候
、

　

一
数
手
桶
不
残
、
幷
留
覆
大
破
に
相
成
申
候
、

　

右
之
通
、
去
る
二
日
地
震
に
て
致
破
損
、
此
上
損
相
増
可
申
哉
難
計
奉
存

候
、
尤
難
捨
置
御
場
所
、
追
々
手
当
申
付
、
松（

京

都

所

司

代

）

平
伯
耆
守
殿
え
も
申
達
候
、

新（

二

条

城

在

番

大

番

頭

）

庄
主
殿
頭
、
内
藤
豊
後
守
、
幷
両
組
中
、
次
に
与
力
同
心
下
々
に
至
迄
、
怪
我
無
御

座
候
旨
申
越
候
段
、
堀（

大

坂

城

在

番

の

大

番

頭

）

近
江
守
、
加
納
備
中
守
よ
り
、
以
紙
面
私
共
方
迄
申
聞
候
、
依

之
此
段
申
上
候
、

　
　
　

七
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　

間
部
主
殿
頭　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
下
左
兵
衛

　
　

但
し
怪
我
人
死
人
の
儀
も
有
之
候
得
共
、
御
届
け
に
は
不
被
申
上
候
、
御
城
内
に
て
は

怪
我
人
死
人
数
多
く
有
之
候
得
共
、
不
被
申
上
候
、
以
上
、

　

右
は
、
京
都
大
地
震
に
て
、
二
条
御
城
御
破
損
御
届
け
、
百
日
御
目
付
よ
り
御
届
け
写
也
、

　

一
京
都
町
奉
行
勝
平
伊
予
守
殿
よ
り
、
御
子
息
左
金
吾
殿
え
書
状
之
写
、

　
　
　

令
啓
達
候
、
御
孫
弥
御
障
無
之
珍
重
に
存
候
、
自
分
儀
も
無
異
今
在
京
候
、
扨
又
去

る
二
日
書
状
差
出
候
後
、
左
之
通
大
地
震
に
候
得
共
、
御
役
所
一
同
怪
我
等
も
無

之
致
安
心
候
、
心
易
可
被
存
候
、

　

一
七
ツ
時
過
怪
き
地
震
二
つ
、
引
続
丑
寅
の
方
と
覚
申
候
、
震
動
も
不
致
唯
一
度
に

突
倒
候
様
に
、
鴨
居
な
ど
は
ず
れ
、
壁
を
落
し
、
棚
の
物
は
不
残
震
落
し
、
庭
え

出
候
処
、
一
寸
位
に
ひ
ゞ
わ
れ
泥
を
吹
出
し
、
昔
咄
に
は
承
り
候
得
共
、
誠
に
此

度
右
体
の
仕
合
に
候
、

　

一
御
役
所
玄
関
脇
当
番
所
と
唱
、
与
力
同
心
の
詰
所
張
番
所
有
之
、
右
之
天
井
落
壁

も
倒
落
、
潰
不
申
と
計
の
体
に
成
申
候
、

　

一
白
洲
御
障
子
抔
破
れ
、
七
寸
程
い
が
み
、
是
も
潰
不
申
と
申
計
に
成
申
候
、

　

一
同
役
の
方
は
白
洲
は
震
潰
し
、
家
内
の
役
所
天
井
落
、
其
外
御
役
所
共
土
蔵
は
不

残
大
破
致
し
、
又
夫
々
少
々
宛
震
り
始
り
候
て
、
二
日
よ
り
今
以
止
み
不
申
候
、

昨
日
迄
も
昼
夜
百
度
余
も
震
申
候
、
一
昨
夜
抔
泊
之
も
の
、
暮
六
ツ
半
時
比
よ
り

書
付
候
処
、
四
十
九
度
計
と
存
候
、
乍
去
今
日
は
大
に
間
遠
に
相
成
候
儘
、
追
々

治
り
可
申
候
、
先
安
心
致
候
、

　

一
今
日
は
雷
気
有
之
候
得
共
、
発
急
殊
の
外
空
も
め
、
地
震
と
入
り
交
り
雷
鳴
有
之
、

此
上
大
風
雨
に
て
も
可
成
哉
と
被
存
候
、

　

一
愛
宕
山
幷
嵯
峨
は
鳴
候
て
、
今
以
地
震
の
如
く
、
土
砂
こ
ろ
げ
落
候
由
、
今
朝
角

倉
帯
刀
忰
鍋
次
郎
、
地
震
の
安
否
承
に
参
、
右
之
趣
語
申
候
、
右
様
子
に
て
は
、

若
哉
右
の
山
々
、
焼
泥
に
て
も
吹
出
可
申
哉
と
致
心
痛
候
、

　

一
二
条
御
城
四
方
の
土
居
裾
廻
り
壁
落
、
東
御
門
口
石
垣
、
一
つ
五
十
人
持
位
の
大
石
、

皆
震
出
申
候
、
明
き
御
門
も
い
が
み
、
西
御
門
は
南
の
方
三
十
間
計
御
城
内
え
倒
掛
、

北
御
門
脇
よ
り
西
の
方
、
土
居
五
六
十
間
計
倒
れ
、
御
石
垣
二
十
間
計
御
堀
え
喰
込
、

右
に
准
じ
、
御
城
内
殊
の
外
破
損
有
之
、
誠
に
大
造
の
御
修
復
等
に
て
、
御
入
用
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何
万
両
と
申
事
に
成
居
申
候
、

　

一
市
中
抔
は
潰
家
夥
敷
、
死
人
怪
我
人
は
存
の
外
少
く
、
夜
中
な
ら
ば
怪
我
人
も
可

有
之
候
得
共
、
昼
の
内
故
と
見
得
申
候
、
昼
夜
震
詰
に
て
、
町
家
に
て
は
宅
を
出
、

夜
分
も
往
来
に
て
凌
ぎ
居
候
仕
合
、
火
事
同
様
の
事
御
座
候
、

　

一
御
所
に
て
は
御
築
地
抔
大
造
の
御
破
損
、
其
内
仙
洞
之
御
構
別
て
御
損
強
く
、
禁

裡
常
御
殿
余
程
の
御
損
の
由
、
御
修
復
申
立
も
可
有
之
、
誠
に
あ
き
れ
果
た
る
計

に
御
座
候
、
種
々
申
遣
度
候
得
共
、
日
々
御
修
復
所
え
出
、
八
ツ
時
迄
に
帰
宅
、

夫
よ
り
御
役
所
の
御
用
向
取
調
草
臥
、
荒
々
申
遣
候
、
以
上
、

　
　
　
　

寅
七
月
五
日

　
　
　

猶
又
折
角
秋
暑
凌
可
被
申
候
、
前
文
地
震
、
大
坂
は
常
体
之
地
震
二
つ
に
て
済
候
由
、

先
日
其
地
え
下
り
組
与
力
草
川
吉
右
衛
門
、
去
二
日
に
は
石
部
に
泊
申
候
由
、
少
々

計
地
震
と
申
候
、
此
節
瀬
田
之
橋
御
修
復
に
て
、
組
の
者
詰
切
居
、
右
よ
り
は
格

別
の
儀
も
無
之
、
損
所
も
無
之
旨
申
越
候
、
南
部
に
て
も
同
様
の
由
、
先
当
地
而

已
の
事
と
見
得
申
候
、

　

一
唯
今
御
目
付
方
よ
り
風
聞
書
差
出
候
処
、
若
狭
国
名
所
不
知
、
十
八
ケ
村
程
津
波

に
て
、
海
に
成
候
由
書
上
候
得
ど
も
、
取
留
候
事
に
は
無
之
、
僅
十
八
里
隔
り
候

事
故
、
今
明
日
に
は
実
否
分
可
申
候
、
其
地
は
定
て
別
条
無
之
儀
と
令
遠
察
候
、

　
　
　
　

追
啓
、
去
る
二
日
御
修
復
所
、
御
小
屋
場
見
廻
等
に
罷
出
可
申
と
存
候
処
、
門
い

が
み
一
向
明
不
申
、
カ
ケ
ヤ
に
て
打
明
、
漸
々
出
候
仕
合
、
誠
に
前
代
未
聞
の

仕
合
に
て
、
右
之
通
損
じ
も
有
之
候
に
付
、
伯
耆
守
殿
御
城
入
に
て
御
見
分
有
之
、

六
ツ
時
の
御
太
皷
、
四
ツ
時
過
迄
打
廻
し
申
候
、
二
日
の
晩
は
一
向
に
伏
り
不
申
、

余
程
の
珍
事
と
被
存
候
、
以
上
、

　

一
諸
司
代
松
平
伯
耆
守
殿
御
届
左
之
通
、

　
　
　
　

（
以
下
は
御
所
や
洛
中
・
大
津
な
ど
の
破
損
状
況
、
中
略
）

　

一
二
条
御
番
衆
大
木
市
左
衛
門
殿
宅
状
、
左
之
通
、

　
　

七
月
二
日
夕
七
ツ
時
打
候
と
程
な
く
地
震
、
初
は
少
々
震
、
直
に
烈
敷
震
出
候
に　
　

付
、
中
々
御
小
屋
に
被
居
不
申
、
は
だ
し
に
て
欠
出
候
処
益
募
り
、
鴨
居
天
井
壁
落

候
故
、
大
小
を
抱
御
小
屋
御
蔵
前
、
又
は
広
き
場
所
え
走
り
出
候
処
、
御
米
蔵
屋
根

瓦
滝
の
如
く
落
、
又
元
の
御
小
屋
え
引
居
候
処
、
住
居
幷
下
棟
暫
時
に
震
潰
、
遁
出

候
も
間
に
合
兼
候
も
の
は
、
多
く
打
れ
申
候
、
損
所
は
高
麗
御
門
と
申
、
御
本
丸
え

入
口
総
銅
の
御
門
、
是
は
内
の
方
へ
倒
か
ゝ
り
、
続
御
櫓
御
土
塀
、
御
天
守
蔵
所
々

大
破
、
御
堀
端
は
不
残
、
其
外
二
三
寸
程
宛
ひ
ゞ
わ
れ
、
御
城
中
幷
御
小
屋
内
、
一

面
に
蜘
の
巣
の
如
く
ひ
ゞ
わ
れ
、
西
御
門
脇
御
小
屋
脇
裏
、
高
土
居
に
候
得
共
、
外

御
堀
の
方
へ
今
に
も
倒
落
候
様
に
、
ふ
ら
〳
〵
致
候
所
も
御
座
候
、
其
外
御
太
皷
櫓

石
垣
雁
木
崩
落
、
上
の
土
塀
も
倒
か
ゝ
り
、
中
切
御
門
台
つ
ゞ
き
石
垣
二
間
程
抜
落
、

三
四
尺
程
の
石
落
有
之
候
、
西
御
焼
失
跡
御
門
台
石
垣
所
々
崩
、
御
橋
御
門
ね
じ
れ
、

往
来
危
き
故
、
一
人
立
に
て
急
ぎ
通
り
、
米
計
少
々
宛
運
候
由
、
西
御
門
続
き
御
土

居
上
塀
、
十
間
二
十
間
程
宛
崩
、
御
厩
曲
輪
通
り
二
筋
塀
不
残
ひ
ら
き
と
れ
、
所
々
抜
々

に
倒
れ
、
東
御
門
大
番
所
後
の
土
塀
、
是
は
大
概
倒
申
候
、
御
破
損
定
小
屋
一
ケ
所
潰
、

東
御
門
台
石
垣
等
に
孕
出
、
堀
等
も
損
所
多
、
御
道
具
外
箱
等
は
不
残
乱
れ
、
辰
巳

と
申
御
櫓
、
其
外
白
土
鉢
巻
等
皆
へ
げ
落
、
稲
荷
石
垣
石
鳥
居
石
燈
籠
も
大
体
倒
れ
、

但
鳥
居
三
本
、
燈
籠
十
七
本
倒
、
稲
荷
曲
輪
入
口
の
御
門
棟
廻
落
、
石
垣
崩
れ
落
、

往
来
も
甚
だ
気
遣
敷
、
稲
荷
曲
輪
同
心
は
不
残
小
屋
潰
、
同
心
三
人
程
遁
出
間
に
合
兼
、

押
に
打
れ
漸
々
助
出
し
候
由
、
先
一
命
に
は
拘
申
間
敷
哉
と
申
事
に
候
、
七
ツ
半
時

比
よ
り
、
地
震
間
遠
に
相
成
候
得
共
、
時
々
地
響
致
し
、
所
々
壁
瓦
落
、
潰
ぬ
と
申

計
住
居
成
兼
候
御
小
屋
余
程
有
之
、
上
下
の
置
所
な
く
、
各
々
色
を
失
ひ
十
方
に
暮

候
次
第
、
御
小
屋
内
押
に
打
れ
候
者
有
之
、
助
に
参
度
も
、
歩
行
の
出
来
ざ
る
も
の

両
三
人
有
之
、
是
も
一
命
に
は
拘
り
不
申
、
戸
板
に
乗
せ
舁
運
候
体
、
火
事
場
よ
り

は
物
凄
く
、
此
上
い
か
程
強
く
地
震
可
有
之
哉
と
心
易
か
ら
ず
、
御
小
屋
の
者
不
残

明
地
え
集
り
、
高
灯
燈
箱
な
ど
付
て
、
寄
こ
ぞ
り
申
候
、
六
ツ
時
比
俄
に
所
司
代
御

見
分
有
之
由
、
御
破
損
奉
行
其
外
御
在
役
之
者
、
持
場
々
々
見
廻
り
、
東
西
に
走
り

廻
申
候
事
に
候
、
両
御
番
頭
も
御
出
、
御
殿
幷
御
金
蔵
其
外
御
櫓
等
、
不
残
損
所
御

見
分
有
之
に
付
、
六
つ
時
の
御
太
皷
打
延
候
得
共
、
所
司
代
御
城
入
は
五
ツ
時
過
に

相
成
申
候
、
西
御
小
屋
内
御
通
り
抜
有
之
、
御
城
入
に
付
、
地
役
も
不
残
組
の
者
召

連
御
城
入
、
御
門
番
も
夫
々
御
門
に
詰
め
、
夜
中
も
度
々
地
響
致
、
上
下
共
安
心
無
之
、

皆
々
外
に
夜
を
明
し
、
今
に
至
夜
中
震
動
致
し
、
御
小
屋
に
居
候
も
相
休
兼
、
寄
集

居
申
候
、
御
殿
向
は
御
天
井
、
幷
御
襖
御
張
付
絵
、
多
く
さ
け
損
申
候
、
欄
間
彫
物

等
落
損
、
御
金
蔵
御
車
屋
も
瓦
落
申
候
、
又
此
六
七
日
は
暑
気
甚
々
敷
、
夜
中
も
蒸
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暑
堪
兼
申
候
、
大
坂
御
城
中
抔
は
、
是
迄
に
覚
ぬ
大
暑
に
て
、
昼
の
内
は
隣
の
御
小

屋
え
も
参
兼
候
様
に
、
暑
気
強
と
の
事
、
誠
に
上
下
と
も
堪
兼
候
由
、
扨
又
地
震
の

様
子
、
い
ま
だ
大
坂
の
左
右
は
承
不
申
、
御
城
外
市
中
は
別
て
家
蔵
も
多
損
、
怪
我

人
死
人
等
も
余
程
有
之
由
噂
申
候
、
堀
川
通
り
其
外
御
城
外
御
構
内
番
場
え
、
女
子

共
敷
物
致
し
、
三
日
終
日
外
に
て
暮
申
候
、
此
上
は
何
事
も
静
に
致
度
而
已
祈
居
申
候
、

土
御
門
陰
陽
頭
よ
り
所
司
代
え
、
此
上
も
強
地
震
可
有
之
候
由
、
御
用
心
可
有
之
哉

抔
と
申
候
事
、
各
膽
を
冷
し
居
申
候
、
御
番
衆
は
東
西
共
少
も
怪
我
無
御
座
候
、
今

日
に
て
三
日
二
夜
野
陣
致
居
申
候
、
矢
張
地
震
動
は
止
み
不
申
故
、
今
晩
も
野
陣
の

覚
悟
致
居
申
候
、
先
荒
増
此
段
申
上
候
、
以
上
、

　
　
　

七
月
十
四
日

　

一
堤
中
務
小
輔
殿
女
中
迄
、
大
地
震
之
御
機
嫌
伺
ひ
の
文
さ
し
上
候
処
、
返
書
八
月

十
日
江
戸
着
、

　
　
　

（
中
略
）

　

一
京
都
地
震
の
儀
、
七
月
四
日
出
に
申
来
る
、

　
　
　

（
中
略
）

　

一
二
条
御
城
北
側
の
塀
悉
く
大
破
、
御
城
え
打
倒
、
西
の
方
御
門
共
塀
も
崩
れ
、
御

米
蔵
も
二
三
ケ
所
倒
申
候
、
御
築
地
内
御
摂
家
方
、
宮
方
、
堂
上
方
、
損
所
筆
に

難
尽
候
、

　

一
淀
の
御
城
矢
倉
潰
申
候
、
尤
地
の
割
候
所
、
町
々
夥
敷
御
座
候
、

　

一
二
条
御
城
中
も
、
悉
く
地
割
申
候
、

　
　
　

（
中
略
）

　

一
大
坂
よ
り
七
月
四
日
出
に
申
来
る
、

　
　
　

（
中
略
）

　

一
七
月
二
十
五
日
出
、
左
之
通
申
来
る
、

　
　
　

（
中
略
）

　

一
京
都
よ
り
幸
便
又
々
申
来
る
、

　
　

先
達
て
申
上
候
大
変
、
誠
に
大
周
章
仕
候
、
今
に
ご
ろ
〳
〵
日
々
勘
考
申
候
に
、

都
合
地
震
三
百
七
十
余
度
震
申
候
、
何
卒
早
々
相
納
り
候
様
奉
祈
候
、
怪
我
人
又

は
即
死
人
等
多
く
、
中
々
相
分
不
申
候
、

　

一
宮
城
内
は
目
も
当
ら
れ
ぬ
大
破
損
に
御
座
候
、
且
御
所
は
大
破
損
に
て
、
御
殿
向

も
ゆ
が
み
、
堀
の
土
抔
は
御
見
分
相
待
、
今
に
其
儘
に
御
座
候
、
二
条
の
御
城
は

尚
又
言
語
に
絶
候
位
に
て
、
御
城
内
は
猶
甚
敷
、
北
大
手
の
西
の
方
、
内
外
共
石

垣
崩
、
塀
共
に
御
堀
え
落
込
申
候
、
西
の
方
御
門
柱
戸
計
遺
り
、
屋
根
は
落
散
申

候
、
其
内
の
外
形
石
垣
崩
申
候
、
御
城
石
垣
西
の
方
多
損
、
南
の
方
も
追
々
崩
申
候
、

東
の
方
は
先
塀
も
崩
不
申
候
得
共
、
大
破
に
御
座
候
、
迚
も
御
修
復
計
に
て
は
相

済
が
た
き
趣
も
御
座
候
、
中
々
言
語
に
難
述
候
、

　
　
　

（
中
略
）

　

一
此
度
は
定
て
御
伺
の
御
使
可
有
之
沙
汰
仕
候
、
大
彦
先
生
御
上
京
に
て
も
有
之
候
、

二
条
御
城
御
見
分
、
宮
中
御
破
損
の
御
見
分
可
有
之
と
沙
汰
仕
候
、

　
　
　

（
中
略
）

　

一
噂
而
已
承
り
無
覚
束
、
御
城
外
見
物
仕
候
処
、
誠
に
大
破
に
て
、
北
の
方
大
手
西

え
二
三
十
間
計
石
垣
も
崩
、
外
側
も
御
堀
え
崩
落
、
板
囲
ひ
致
し
有
之
候
、
御
太

皷
櫓
も
傾
申
候
、
西
之
方
御
門
は
屋
根
落
て
戸
計
相
成
、
其
内
外
形
之
石
垣
は
崩
、

北
よ
り
多
崩
申
候
、
東
一
方
は
塀
も
先
落
不
申
候
得
共
、
大
破
に
御
座
候
、
都
て

石
垣
は
ゆ
が
み
、
御
城
内
は
格
別
大
破
に
御
座
候
、
死
人
も
三
十
人
計
有
之
由
、

至
て
密
々
に
致
有
之
由
、
御
城
外
米
蔵
大
分
倒
、
迚
も
修
復
は
難
調
、
何
も
御
築

替
ど
も
無
之
て
は
、
御
要
害
に
は
相
成
間
敷
由
申
候
、
扨
々
御
物
入
恐
入
候
事
に

御
座
候
、

　

2　

文
政
十
三
年

二
条
城
在
番
衆
が
文
政
十
三
年
七
月
十
二
日
に
認
め
た
書
面
で
、
文
政
十
三
年
の
京
都
大
地

震
の
被
害
状
況
を
記
す
。

〔
文
政
雑
記
〕

　

一
文
政
十
三
寅
年
七
月
二
日
七
ツ
時
頃
、
京
都
大
地
震
荒
増
書
取
覚

　
　
　

文
政
十
三
寅
年
七
月
二
日
申
ノ
刻
、
御
太
皷
打
切
間
も
な
く
地
震
、
先
最
初
者
大

石
ニ
而
も
落
候
様
成
ル
地
響
い
た
し
申
候
処
、
夫
よ
り
二
足
程
も
歩
行
申
候
間
、

ゆ
り
出
し
次
第
に
強
相
成
、
御
小
屋
内
ニ
堪
兼
庭
へ
馳
出
候
処
、
番
□
ハ
勿
論
鴨

居
壁
等
落
候
故
、
大
小
を
抱
へ
御
小
屋
内
御
蔵
前
其
外
高
麗
御
門
前
広
き
場
所
へ
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走
出
候
所
、
御
蔵
屋
根
瓦
者
瀧
の
如
ク
落
、
壱
番
弐
番
三
番
四
番
引
出
し
、
御
小

屋
々
々
住
居
幷
下
陣
等
一
時
に
ゆ
り
潰
し
、
高
麗
御
門
惣
銅
ノ
御
門
内
へ
た
を
れ
、

続
き
御
土
塀
幷
御
天
守
台
塀
所
々
た
を
れ
損
し
、
御
堀
端
通
り
御
土
居
多
分
破
れ
、

平
地
も
所
々
七
八
寸
位
ニ
割
れ
、
夜
分
抔
ハ
足
を
は
さ
み
候
位
、
御
太
皷
櫓
脇
石

段
雁
木
上
り
落
ち
、
中
仕
切
御
門
台
続
き
石
垣
四
五
間
程
抜
落
、
西
御
門
御
焼
失

跡
御
門
台
石
垣
所
々
崩
れ
落
、
西
御
門
橋
ね
ち
れ
往
来
も
危
く
候
間
、
お
り
〳
〵

出
入
留
り
、
重
荷
抔
者
中
々
通
路
い
た
し
兼
候
得
共
、
飯
米
ハ
無
拠
品
御
座
候
間
、

五
升
宛
持
入
り
候
様
ニ
と
申
事
ニ
候
、
夫
よ
り
日
増
に
ね
ぢ
れ
申
候
ニ
付
、
今
日

迄
大
手
御
門
通
用
ニ
相
成
候
、
扨
北
御
門
続
き
御
土
居
土
塀
石
垣
共
百
間
程
外
御

堀
江
た
を
れ
、
水
溢
れ
出
候
ニ
付
、
諸
司
代
屋
敷
前
通
り
満
水
ニ
相
成
、
往
来
出

来
兼
候
位
之
事
、
御
廊
下
橋
入
口
御
門
双
土
塀
四
五
拾
間
ほ
ど
た
を
れ
、
東
御
門

台
石
垣
所
々
は
ら
み
、
東
御
門
大
手
後
土
塀
大
体
た
を
れ
、
御
門
台
ニ
有
之
候
御

立
物
御
道
具
外
箱
等
不
残
乱
崩
れ
、
辰
巳
未
申
之
御
櫓
江
御
移
し
替
に
相
成
、
右

御
櫓
も
内
外
土
落
体
巻
等
か
け
落
申
候
、
御
焔
硝
御
蔵
屋
根
瓦
不
残
落
、
稲
荷
曲

輪
中
仕
切
御
門
棟
通
り
落
、
石
垣
も
抜
落
、
往
来
も
気
遣
敷
体
ニ
御
座
候
、
稲
荷

曲
輪
与
力
小
屋
三
軒
潰
れ
、
同
心
小
屋
ハ
不
残
ゆ
り
潰
し
、
同
心
ハ
三
人
間
ニ
合
兼
、

押
に
打
れ
漸
く
助
け
出
し
候
由
、
先
一
命
ニ
ハ
拘
り
不
申
と
申
事
ニ
候
、
又
稲
荷

社
た
を
れ
か
ゝ
り
石
鳥
居
五
本
燈
籠
七
八
本
も
可
有
之
哉
不
残
ゆ
り
た
お
し
、
小

サ
く
を
れ
申
候
、
七
ツ
半
時
よ
り
地
震
ハ
先
々
軽
く
相
成
候
へ
と
も
、
今
日
迄
七

日
之
間
始
終
地
響
い
た
し
、
其
度
〳
〵
ニ
所
々
壁
瓦
等
ハ
勿
論
潰
れ
、
残
り
候
御

小
屋
〳
〵
ゆ
り
潰
し
、
其
度
〳
〵
に
黒
煙
相
立
候
ゆ
え
、
上
下
身
を
置
候
所
無
之
、

世
の
滅
し
候
時
節
か
と
各
色
を
失
ひ
居
事
ニ
候
、
且
御
小
屋
〳
〵
の
内
下
々
の
者

ニ
ハ
押
に
打
れ
候
し
者
を
助
け
出
し
候
得
共
、
歩
行
出
来
兼
候
も
の
両
三
人
有
之

候
、
是
ハ
命
ニ
ハ
別
条
有
間
敷
、
戸
板
ニ
の
せ
寝
さ
せ
置
候
、
其
外
上
下
共
七
日

七
夜
之
間
御
小
屋
内
空
地
寄
り
集
り
居
申
候
、

　

一
暮
六
時
頃
諸
司
代
御
見
廻
り
有
之
候
ニ
付
、
両
御
番
頭
も
御
出
ニ
而
御
殿
御
金
蔵

御
焔
硝
蔵
御
門
台
御
櫓
等
不
残
御
見
分
有
之
候
ニ
付
、　

御
城
入
り
有
之
候
、
六
ツ

御
太
皷
打
延
ニ
ハ
候
得
共
、
諸
司
代
五
ツ
時
過
ニ
御
城
入
ニ
相
成
、
九
ツ
時
過
漸

相
済
、
右
ニ
付
六
ツ
御
太
皷
ハ
八
ツ
時
迄
打
の
べ
ニ
相
成
候
折
者
、
強
地
震
有
之

候
而
御
太
皷
坊
主
共
大
難
儀
、
何
茂
覚
悟
仕
人
心
無
之
由
、
跡
ニ
而
申
聞
候
、
尤

成
事
ニ
御
座
候
、
尤
諸
司
代　

御
城
入
ニ
付
、
地
役
も
不
残　

御
城
入
、
御
門
番

も
御
門
ニ
相
詰
候
由
、
夜
中
も
不
絶
地
響
、
不
残
野
陣
い
た
し
居
候
処
江
、
諸
司

代
御
番
頭
共
御
通
り
御
見
廻
り
ニ
而
御
座
候
、

　

一
御
殿
向
御
天
井
幷
御
襖
等
不
残
損
し
、
御
欄
間
御
彫
物
等
も
落
損
し
候
由
、
御
車

屋
も
瓦
等
落
損
し
申
候
、

　

一
御
城
外
地
役
不
残
住
居
幷
門
塀
等
ゆ
り
潰
し
、
諸
司
代
屋
敷　

御
所
ニ
至
迄
余
程

損
し
申
候
由
、　

御
城
外
市
中
も
住
居
土
蔵
等
多
く
ゆ
り
潰
し
申
候
由
、
怪
我
人
多

く
御
座
候
、
怪
我
人
町
奉
行
江
書
ケ
候
由
、
町
人
共
申
聞
候
、
怪
我
人
千
三
百
人

即
死
弐
百
八
十
人
と
申
事
ニ
御
座
候
、

　

一
土
御
門
よ
り
諸
司
代
江
申
上
候
由
、
風
聞
仕
候
ニ
ハ
、
ま
だ
是
程
の
変
事
可
有
之

候
間
用
心
い
た
し
候
様
ニ
と
の
事
ニ
御
座
候
由
、
右
ニ
付
、　

御
城
外
市
中
多
く
ハ

広
き
所
へ
出
居
、
今
以
夜
も
竹
藪
或
は　

御
城
外
御
柵
内
番
場
と
申
所
へ
出
、
野

宿
い
た
し
居
申
候
、

　

一
御
城
外
ト
通
り
石
垣
惣
不
残
は
ら
み
、
御
土
居
通
り
ハ
多
分
崩
れ
、
地
面
は
響
割
れ
、

五
六
寸
又
ハ
八
九
寸
位
ニ
ゑ
ミ
割
れ
、
此
上
大
雨
ニ
而
も
有
之
候
得
者
、
割
れ
候

所
よ
り
水
入
直
ニ
、
右
石
垣
等
も
崩
れ
落
可
申
哉
ニ
被
存
候
、
引
出
之
御
小
屋
表

通
り
御
堀
端
ハ
余
程
響
割
れ
く
ぼ
み
候
所
も
有
之
、
日
増
ニ
響
割
れ
通
路
も
不
安

心
ニ
御
座
候
、

　

一
今
八
日
迄
七
日
七
夜
ゆ
り
居
候
間
、
一
統
人
心
地
な
く
、
変
事
を
待
居
候
様
ニ
御

座
候
、
日
々
潰
れ
残
り
居
候
御
小
屋
〳
〵
は
崩
れ
、
其
度
〳
〵
黒
煙
立
一
統
惣
立

ニ
居
候
事
ニ
御
座
候
、
其
上
誠
ニ
両
三
日
は
炎
暑
強
御
座
候
而
堪
兼
候
事
ニ
御
座

候
、
四
時
頃
よ
り
八
ツ
半
時
頃
迄
之
内
は
何
茂
御
土
居
松
の
木
の
下
ニ
而
し
の
ぎ

申
候
、
実
ニ
あ
わ
れ
成
事
中
々
筆
紙
認
兼
候
事
ニ
御
座
候
、

　
　
　

扨
誠
ニ
理
外
之
事
と
申
は
、
御
小
屋
内
に
井
戸
四
ツ
有
之
内
三
ツ
ハ
地
震
後
ど
ろ

水
ニ
相
成
、
中
々
呑
候
様
ニ
は
無
之
候
処
、
残
り
一
ツ
は
常
々
水
悪
敷
井
戸
ニ
御

座
候
処
、
地
震
後
俄
ニ
清
水
に
相
成
、
其
上
水
十
分
ニ
ふ
へ
申
候
、
是
等
ハ
一
向

に
分
り
不
申
事
ニ
候
、
右
之
地
震
一
通
り
之
事
ニ
ハ
無
之
、
今
日
迄
地
響
き
い
た

し
居
候
は
、
近
国
之
山
ニ
而
も
焼
候
事
与
存
候
、
然
共
今
日
迄
十
日
相
成
候
へ
者
、
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一
向
山
焼
候
沙
汰
も
無
之
分
り
兼
申
候
、
、
大
坂
よ
り
ハ
早
速
便
り
御
座
候
所
、
大

坂
は
一
通
り
之
地
震
与
申
事
ニ
候
、
道
中
筋
は
本
番
取
手
返
し
ニ
登
り
候
、
山
角

主
税
土
山
宿
止
宿
ニ
御
座
候
所
、
彼
地
も
一
通
り
之
地
震
と
申
事
ニ
候
、
伏
見
辺

迄
強
く
ゆ
り
候
様
子
ニ
御
座
候
、
何
れ
京
地
よ
り
は
西
北
ニ
当
り
日
々
地
響
い
た

し
ゆ
り
出
し
候
間
、
越
中
立
山
丹
波
亀
山
辺
ニ
而
も
山
荒
ニ
哉
与
一
統
推
察
い
た

し
候
、
又
若
狭
辺
大
つ
な
ミ
に
て
今
以
波
お
さ
ま
り
兼
候
哉
と
申
事
ニ
候
、
若
州

辺
三
四
里
之
間
沼
ニ
相
成
、
人
家
夥
敷
潰
申
候
沙
汰
ニ
御
座
候
、
丹
波
亀
山
之
城

幷
城
下
共
近
国
ニ
而
ハ
一
番
強
く
当
て
申
候
由
、
続
キ
候
而
ハ
二
条　

御
城
与
申

事
ニ
御
座
候
、
山
荒
之
沙
汰
茂
十
日
余
ニ
相
成
候
得
共
、
慥
成
事
も
知
れ
不
申
候
間
、

左
も
無
之
事
と
被
存
候
、
今
十
二
日
迄
日
々
地
震
致
居
候
間
、
何
れ
変
事
与
奉
存
候
、

　

一
御
城
内
両
御
番
頭
両
組
頭
幷
両
御
番
衆
両
与
力
衆
迄
ニ
少
シ
も
別
条
無
御
座
候
、

　
　
　
　
　

七
月
十
二
日
認
メ
ル

　
　
　

右
は
二
条
在
番
之
御
番
衆
よ
り
認
越
候
書
面
借
り
写
も
の
也
、
于
時
文
政
庚
寅
八
月

廿
一
日
夜
、

　
　　

一
丹
波
園
部
藩
江
戸
表
書
状
差
越
候
趣
抜
書

　
　
　

当
月
二
日
老
人
も
不
覚
大
地
震
、
亀
山
ハ
園
部
よ
り
ハ
強
ク
坂
部
之
玄
関
庇
損
落
、

御
城
内
ニ
も
少
々
宛
は
破
損
有
有

（
衍
）之

候
得
共
、
為
差
義
な
し
、
町
東
之
入
口
御

番
所
高
塀
共
倒
レ
、
柏
原
三
宅
町
中
ニ
而
廿
五
軒
倒
家
有
之
、
死
亡
四
人
怪
我
人

弐
人
と
申
御
届
ニ
而
、
京
地
ハ
上
京
外
京
伏
見
辺
愛
宕
山
別
而
厳
敷
、
御
城
内
外　

御
所
御
破
損
所
多
、
堂
社
仏
閣
入
念
候
普
請
新
敷
丈
夫
成
ル
建
前
程
別
而
大
破
倒

潰
れ
微
塵
ニ
相
成
、
兼
而
之
損
家
古
家
等
ハ
却
而
破
損
軽
く
相
済
由
、
江
戸
の
様

成
手
弱
き
建
前
麁
末
成
ル
普
請
之
仕
方
、
地
震
之
為
ニ
ハ
宜
敷
事
由
ニ
候
、
大
井

村
御
茶
屋
瓦
屋
新
普
請
丈
夫
ニ
七
八
年
以
前
出
来
候
故
、
余
程
損
候
由
、
宝
河
原

長
提

（
堤
ヵ
）

之
上
十
二
三
間
之
所
地
上
裂
割
申
候
、
其
外
在
町
無
別
条
御
館
内
御
家
中
為

差
事
無
之
、
御
普
請
所
ニ
而
御
館
内
等
瓦
屋
根
之
向
御
焔
硝
蔵
屋
根
瓦
弐
百
枚
程

落
、
都
合
瓦
五
千
枚
損
、
建
前
向
少
々
宛
之
損
曲
り
ニ
て
御
家
中
無
別
条
致
安
心
候
、

　
　
　

（
後
略
）

　

3　

文
政
十
三
年

文
政
十
三
年
京
都
大
地
震
の
被
害
状
況
を
記
す
。

〔
文
政
十
三
寅
京
都
地
震
之
記
〕

　

「（
朱
筆
）

文
政
十
三
寅
京
都
地
震
之
記
」

　

一
京
都
ハ
去
ル
二
日
夕
七
時
大
地
震
ニ
而　

禁
裏
仙
洞
大
宮
三　

御
所
を
奉
始
摂
家

宮
方
其
外
堂
上
堂
下
ニ
至
迄
、
堀
幷
建
家
土
蔵
悉
破
倒
、
就
中　

二
条
御
城
ハ
御

郭
内
建
家
土
蔵
ハ
不
及
申
石
垣
櫓
門
悉
崩
れ
倒
、
落
城
之
絵
図
抔
よ
り
ハ
一
入
厳

敷
大
崩
ニ
而
、
エ
ン
シ
ヤ
ウ
蔵
抔
崩
レ
大
騒
ニ
御
座
候
、　

禁
裏
守
護
之
所
司
代
ニ

候
ヘ
共
、
御
城
内
以
之
外
之
騒
動
ニ
付
、　

御
所
江
ハ
家
老
鞍
岡
三
郎
右
衛
門
を
名

代
と
し
て
警
固
ニ
指
出
、
松
平
伯
耆
守
殿
ニ
ハ
城
中
二
而
所
々
相
固
被
申
、
仍
之

大
御
番
頭
新
庄
主
殿
頭
殿
・
内
藤
豊
後
守
殿
ニ
も
自
分
ニ
走
廻
り
被
申
候
処
、
組

之
百
騎
惣
出
馬
候
処
、
右
地
震
ニ
而
百
騎
之
内
馬
取

（
ヵ
）之

御
旗
本
両
人
地
中
江
崩

割
込
、
死
骸
も
不
知
候
付
、
右
御
旗
本
之
家
司
大
心
配
、
家
断
絶
と
嘆
キ
居
候
由
、

伯
耆
守
殿
被
承
之
、
右
ハ
戦
場
之
討
死
も
同
様
ニ
付
、
家
督
ニ
お
ゐ
て
相
違
有
之

間
敷
と
被
申
聞
候
付
、
漸
安
堵
い
た
し
候
由
、
城
中
之
大
変
筆
紙
ニ
難
尽
候
、
将

又
右
地
震
ハ
七
月
二
日
夕
方
よ
り
始
り
夫
よ
り
連
綿
と
日
々
夜
々
ニ
ゆ
り
働
候

旨
（
マ
マ
）

而
于
今
消
滅
不
仕
候
、
取
分
キ
去
ル
十
六
日
よ
り
昼
夜
之
大
雨
ニ
付
、
今
日

ニ
而
都
合
五
日
降
続
キ
東
川
原
加
茂
川
高
野
川
大
洪
水
、
西
ハ
桂
中
小
川
堀
川
西

洞
院
川
出
水
、
依
之
右
雨
気
を
含　

二
条
御
城
外
高
塀
崩
残
之
分
一
昨
日
不
残
雨

ニ
而
崩
候
由
、
其
外
京
町
之
建
家
土
蔵
ハ
地
震
ニ
而
ヒ
ヾ
ワ
レ
候
処
江
雨
入
候
故
、

土
蔵
ハ
倒
レ
ツ
フ
レ
、
家
ハ
瓦
ノ
ワ
レ
よ
り
雨
漏
、
誠
ニ
以
家
毎
之
騒
動
不
大
形
候
、

　

一
町
奉
行
小
田
切
土
佐
守
殿
住
宅
破
崩
レ
、
牢
屋
迄
不
残
倒
レ
候
ゆ
へ
、
入
牢
之
罪

人
悉
逃
出
、
同
夜
ニ
両
人
帰
牢
い
た
し
候
由
、
此
分
重
罪
人
之
者
候
へ
共
、
助
命

可
被　

仰
付
と
の
噂
御
座
候
、
其
余
百
余
人
逃
散
候
へ
共
、
四
十
人
斗
ハ
此
節
ニ

至
再
被　

召
捕
致
入
牢
候
へ
と
も
、
跡
六
七
十
人
斗
山
野
ニ
隠
レ
居
毎
夜
市
町
江

罷
出
付
火
い
た
し
候
故
、
夜
分
両
三
度
ツ
ヽ
出
火
有
之
、
其
紛
ニ
致
盗
賊
候
付
、

此
節
夜
分
ハ
町
々
木
戸
門
を
打
、
内
ニ
六
七
人
ツ
ヽ
起
番
い
た
し
、
通
夜
番
人
ハ

割
竹
を
引
、
拍
子
木
を
打
、
殊
之
外
夜
中
騒
々
敷
、
誠
ニ
乱
世
之
有
様
ニ
不
過
と

被
存
候
位
ニ
御
座
候
、
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一
右
地
震
消
滅
之
御
祈
祷
従　

禁
中　

法
親
王
方
一
統
幷
門
跡
方
不
残
僧
正
法
印
大

僧
都
法
眼
之
院
家
ニ
至
迄
被　

仰
付
候
へ
と
も
、
右
之
祈
祷
之
護
摩
燃
不
申
候
由
、

甚
以
御
大
切
御
慎
と
奏　

聞
申
上
候
由
、
承
り
申
候
、

　

一
右
同
時
ニ
日
本
之
大
社
七
社
大
寺
七
寺
へ
御
祈
祷
被　

仰
付
候
へ
と
も
、
加
茂
明
神

之
ぬ
さ
も
つ
れ
候
而
一
向
し
れ
不
申
候
由
、
由
々
敷
御
大
事
と
加
茂
よ
り
奏　

聞

仕
候
由
、

　

一
比
叡
山
於
中
堂
一
山
之
大
衆
徒
御
祈
祷
仕
候
へ
と
も
、
是
以
護
摩
燃
不
申
御
祈
念

難
成
候
由
、
恐
縮
申
候
旨
承
り
申
候
、
右
法
親
王
方
之
内　

勧
修
寺
宮
ハ
伏
見
殿

御
子
ニ
付
、
右
御
内
之
者
何
れ
も
懇
意
ニ
候
ゆ
へ
承
り
候
処
、
於　

御
寺
宝
宮
中

ニ
御
祈
祷
之
護
摩
木
燃
不
申
候
故
、
去
九
日
ニ
両
度　

御
代
参
と
し
て
伏
見
稲
荷

明
神
南
都
春
日
明
神
江　

御
使
被
遣
、
神
力
を
御
添
御
祈
念
被
為
在
候
へ
と
も
、

以
之
外
御
祈
祷
六
ケ
敷
由
、
去
十
日　

禁
庭
江
被　

仰
達
候
由
、
則
御
使
相
勤
候

久
木
玄
蕃
よ
り
直
ニ
慥
成
義
承
り
申
候
、

　

一
加
茂
明
神
に
て
水
無
月
之
能
、
六
月
廿
九
日
晦
日
七
月
朔
日
以
上
三
日
、
例
奉
能

御
座
候
処
、
六
月
廿
六
日
よ
り
よ
り
七
月
三
日
迄
徳
川
兵
部
卿
殿
薨
去
ニ
付
、
停

止
被　

仰
出
、
奉
能
七
月
四
五
六
日
と
治
定
候
処
、
大
地
震
に
而
御
祈
祷
被　

仰

出
候
故
、
今
以
水
無
月
之
能
も
出
来
不
申
候
位
ニ
御
座
候
、

　

一
北
野
天
満
宮
江
七
月
二
日
朝
御
膳
備
候
処
ク
ツ
返
り
、
依
之
又
々
指
上
候
処
、
ク

ツ
返
り
候
ゆ
へ
、
三
度
備
候
処
、
三
度
目
当
番
之
社
僧
怪
我
仕
候
由
、
不
思
議
成

事
と
申
居
候
処
、
同
日
夕
大
地
震
の
よ
し
、
仍
之
北
野
社
神
事
奉
行
五
百
石
松
梅

院
御
鬮
を
上
試

（
ヵ
）候

処
、
地
震
之
納
り
ハ
大
火
大
水
之
内
ニ
而
納
り
候
旨
、
御
鬮
上

り
候
由
、
右
ニ
付
北
野
辺
火
水
之
用
意
厳
重
御
座
候
、
京
市
中
家
毎
ニ
四
斗
樽
ニ

水
を
入
表
江
指
出
置
候
、

　

一
北
野
境
内
五
町
之
内
石
灯
篭
不
残
崩
倒
レ
候
処
、
石
の
鳥
居
の
笠
木
三
段
ニ
わ
れ

ユ
カ
之
侭
今
ニ
不
倒
相
立
居
候
段
、
神
徳
之
至
と
感
心
仕
人
々
見
物
ニ
参
り
舌
を

巻
申
候
、

　

一
禁
中
よ
り
大
社
之
内
加
茂
両
社
貴
船
河
合
松
尾
平
野
八
幡
今
宮
御
霊
上
下
社
祇
園

北
野
ニ
至
ま
て
、
神
分
神
座
之
破
損
無
之
哉
と
御
尋
被
為
在
候
付
、
右
神
官
之
者

よ
り
何
れ
も
大
破
大
崩
之
由
種
々
申
立
奏
聞
仕
候
処
、　

叡
慮
之
趣
ハ
堂
上
方
武
家

方
始
町
人
共
よ
り
寄
付
之
品
々
大
破
を
御
尋
ニ
ハ
無
之
、
神
座
之
隙
ハ
無
之
哉
と

御
尋
之
由
ニ
付
、
尚
又
相
改
心
附
候
処
、
右
社
之
向
大
破
ハ
寄
付
之
向
斗
ニ
而
、

回
廊
鳥
居
神
灯
抔
神
座
之
向
一
ツ
も
無
恙
安
置
之
由
奏
聞
ゆ
へ　

天
気
能
被
思
召

候
由
ニ
御
座
候
、
乍
併
地
震
消
滅
之
祈
祷
六
ケ
敷
ゆ
へ
、
此
節
廃
朝
ニ
御
座
候
、

廃
朝
と
申
ス
ハ　

天
子
御
物
忌
ニ
而
御
慎
之
儀
御
座
候
重
キ
事
ニ
御
座
候
、
右
廃

朝
之
間
ハ　

官
位
昇
進
都
而
勅
聞
休
御
座
候
、
当
春
伊
勢
焼
失
之
砌
一
日
廃
朝
、

京
中
七
日
之
停
止
ニ
御
座
候
、
此
度
之
大
地
震
ハ
伊
勢
焼
失
よ
り
百
日
目
と
相
当

と
申
候
、
入
至
前
表
も
取
々
申
候
、
又
三
十
三
年
已
前
寛
政
十
午
年
七
月
二
日
京

都
大
仏
殿
焼
失
ニ
御
座
候
、
右
年
回
之
当
日
ニ
相
当
申
候
、

　

一
右
大
地
震
之
先
例
当
時
之　

禁
中
ニ
御
記
録
無
御
座
、
御
本
家
之
儀
ニ
候
へ
ハ　

伏
見
殿
旧
記
之
内
ニ
相
見
得
候
ハ
、
往
古
天
長
年
中
仁
和
二
年
両
度
之
地
震
、
此

度
之
通
と
相
見
申
候
、
是
ハ
二
千
二
三
百
年
已
前
已
前
之
事
ニ
候
へ
共
、
只
今
之

平
安
城
之
時
分
ニ
ハ
無
之
候
、
大
和
国
皇
居
之
節
と
相
見
申
候
、　

今
ノ
平
城
城

ハ　

桓
武
天
皇
よ
り
以
来
之
事
ニ
御
座
候
、　

後
醍
醐
天
皇
迄
ハ　

伏
見
殿
御
代
之

御
先
代
故
、
夫
迄
ハ　

伏
見
家
ニ
旧
記
御
座
候
、
右
之
通
誠
ニ
前
代
未
聞
と
可
申
候
、

右
地
震
ニ
付
万
事
御
推
察
可
被
下
候
、
洛
中
ニ
無
事
の
家
一
軒
も
無
之
、
土
蔵
不

残
崩
レ
申
候
、
土
蔵
之
大
輪
ニ
而
打
レ
即
死
之
者
都
而
五
六
千
人
有
之
候
へ
と
も
、

過
半
内
証
ニ
而
病
死
之
申
立
葬
り
申
候
、
大
道
又
ハ
無
拠
向　

公
義
江
御
達
ニ
相

成
候
而
、
死
人
千
弐

（
三
）百

人
も
御
座
候
、
誠
ニ
古
今
稀
成
珍
事
ニ
御
座
候
、
京
中
七

月
二
日
よ
り
十
日
迄
野
宿
仕
候
、  

 

禁
裏
御
付
も
庭
上
に
畳
を
敷
住
居
ニ
御
座
候
、

堂
上
方
ハ
広
小
路
、
梨
木
町
辺
之
向
ハ
大
道
之
由
三
十
間
斗
ニ
付
、
大
道
之
か
た

側
江
畳
ヲ
敷
幕
を
打
、
其
内
江
小
屏
風
を
建
、
御
住
居
御
座
候
、

右
之
外
御
咄
申
上
度
儀
心

（
ヵ
）ニ

候
へ
と
も
、
長
文
ニ
相
成
候
ゆ
へ
文
略
仕
候
、
書
様
福
徳

や
市
左
衛
門
江
も
申
遣
候
付
、
右
方
よ
り
御
取
寄
御
覧
可
被
下
候
、
取
紛
乱
書
御
推
覧

可
被
下
候
、

　
　
　

七
月
廿
日

　

4　

文
政
十
三
年
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文
政
十
三
年
の
京
都
大
地
震
に
関
す
る
記
事
を
収
録
す
る
。

〔
健
齋
叢
書
〕

　
　

別
紙
を
以
申
上
候
、
然
ば
当

（
天
保
元
年
七
月
）

月
二
日
夕
七
時
、
京
都
伏
見
大
津
辺
大
地
震
、
引
続

一
昨
日
十
四
日
迄
、
日
々
昼
夜
震
動
い
た
し
候
て
は
地
震
致
し
、
貴
賎
上
下
一
向

安
き
心
も
無
之
、
何
れ
大
雨
に
而
も
無
之
内
は
、
相
止
申
間
敷
と
風
聞
に
御
座
候
、

誠
に
京
洛
中
洛
外
と
も
、
目
も
当
ら
れ
ぬ
事
ど
も
に
御
座
候
、

　

一
御
所
内
も
殊
之
外
大
破
、
外
廻
り
築
地
は
不
残
相
倒
、
二
条
御
城
御
石
垣
崩
候
て
、

拾
間
余
之
場
所
丸
に
堀
へ
打
込
、
両
御
番
頭
の
御
小
屋
不
残
相
潰
、
御
番
頭
も
野

宿
同
様
、
且
御
番
衆
御
小
屋
七
十
軒
余
震
潰
し
、
中
々
二
条
御
城
内
外
の
破
損
許

に
て
も
容
易
不
成
事
に
候
、
大
手
御
門
も
震
倒
し
、
石
垣
崩
、
通
路
難
成
程
に
有
之
、

大
手
先
、
大
地
十
間
余
、
幅
壹
尺
余
割
、
泥
を
吹
出
し
、
其
外
神
社
仏
閣
、
洛
外

圍
土
塀
之
分
、
不
残
打
倒
し
、
洛
中
洛
外
土
蔵
一
ヶ
所
も
無
難
之
分
は
無
之
、
寺

社
之
内
に
は
仏
光
寺
門
跡
は
丸
々
打
倒
し
、
中
々
筆
紙
に
難
尽
事
に
御
座
候
、

　
　

（
中
略
）

　
　
　
　

土
御
門
よ
り
牧
野
伊
予
守
殿
嫡
子
佐
渡
守
へ
消
息
之
写

　
　

七
月
二
日
申
刻
、
大
地
震
、
御
所
様
方
、
御
殿
、
御
築
地
等
大
破
損
無
之
、
難
有

事
に
候
、
御
築
地
棟
瓦
大
半
落
、
少
々
は
破
損
も
有
之
候
、
二
条
御
城
矢
倉
少
々

損
じ
、
高
塀
大
半
破
落
候
よ
し
、
大
仏
之
釣
鐘
落
候
よ
し
、
石
垣
大
石
、
所
々
ゆ

る
ぎ
ぬ
け
出
し
候
よ
し
、

　
　
　

但
し
御
城
已
下
、
伝
聞
風
説
不
慥
候
、
尤
御
城
伊
予
様
御
在
番
中
な
ら
ば
大
御

心
配
、
今
年
の
変
事
は
、
御
安
心
と
存
候
、
（
後
略
）

〔
甲
子
夜
話
〕

　
　
　

此
度
京
地
震
沙
汰
、
様
々
之
風
聞
に
候
中
、
別
紙
先
得
実
候
哉
と
聞
へ
候
因
て
上
申

候
、
如
例
追
々
御
編
録
候
得
か
し
と
存
候
、

　
　

当
月
二
日
七
ツ
半
時
頃
、
京
地
一
体
大
地
震
に
而
、
御
所
向
、
御
築
地
屋
根
石
垣
迄
破

　
　

れ
、
其
外
堂
上
方
、
圍
筋
塀
過
半
崩
倒
、
禁
裏
仙
洞
内
び
さ
し
総
体
、
物
置
等
は
崩
落
、

　
　

其
外
堂
上
方
に
も
、
玄
関
座
敷
向
、
天
井
落
候
場
所
も
有
之
、
寺
町
御
役
宅
、
二
条
御

　
　

城
内
外
圍
共
崩
落
、
石
垣
崩
れ
候
場
所
、
西
御
門
崩
、
其
外
御
番
衆
御
長
屋
向
等
悉
大
破
、

　
　

崩
倒
候
場
所
も
有
之
候
、
其
外
諸
司
代
屋
敷
組
共
、
何
れ
も
外
圍
土
塀
抔
過
半
崩
倒
、

　
　

組
之
者
圍
抔
は
、
八
百
間
余
も
崩
候
処
有
之
趣
に
御
座
候
、

　
　
　

（
中
略
）

　
　

文
政
十
三
寅
年
七
月
四
日

　
　
　

右
、
京
都
詰
御
普
請
役
大
木
三
七
郎
よ
り
申
越
候
由
、

　
　
　

其
文
、

七
月
二
日
、

　
　

（
中
略
）

御
所
、
二
条
御
城
抔
者
、
不
怪
御
破
損
に
御
座
候
、
御
所
司
代
御
屋
敷
、
町
御
奉
行
所
等
、

勿
論
大
損
じ
、
是
よ
り
十
年
不
致
候
而
は
、
元
之
京
都
に
は
相
成
不
申
と
申
風
聞
に
御

座
候
、

　
　

（
中
略
）

　
　
　

其
文
、

当
七
月
二
日
、
申
之
刻
頃
、
京
都
大
地
震
に
而
御
座
候
処
、
御
所
辺
、
幷
二
条
御
城
辺
、

上
京
、
下
京
共
、
殊
之
外
所
々
破
損
に
而
御
座
候
、

　
　

（
中
略
）

　
　
　
　

町
奉
行
松
平
氏
書
状
写

　
　

追
啓
、
去
る
二
日
、
御
修
覆
所
小
屋
場
為
見
廻
、
直
に
罷
出
可
申
と
存
候
処
、
門
ゆ
が

み
、
一
向
明
不
申
、
か
け
や
に
て
打
明
け
、
漸
漸
出
候
仕
合
、
誠
に
前
代
未
聞
の
仕

合
に
而
御
座
候
、
右
之
通
損
じ
有
之
に
付
、
俄
に
伯
耆
殿
、
御
城
入
に
而
御
見
分
有
之
、

六
ツ
之
御
太
鼓
は
、
四
ツ
時
過
迄
打
延
し
、
二
日
之
晩
は
、
一
向
伏
り
不
申
、
余
程

之
珍
事
と
存
候
、
以
上
、

一
翰
令
啓
上
候
、

　
　

（
中
略
）

○
二
条
御
城
、
四
方
之
御
土
居
襟
通
り
壁
落
、
東
御
門
御
石
垣
、
一
ツ
五
十
人
持
位
之
大

石
、
皆
震
出
し
口
明
き
、
御
門
は
ゆ
が
み
、
西
御
門
は
御
屋
根
落
、
北
手
御
土
居
五
間
、
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南
之
方
三
十
間
許
、
御
城
内
江
倒
掛
り
、
北
御
門
脇
よ
り
西
之
方
御
土
居
五
六
十
間

倒
れ
、
御
石
垣
廿
間
許
御
堀
江
く
へ
込
、
右
に
準
じ
御
城
内
、
殊
之
外
御
破
損
有
之
、

誠
に
大
造
之
御
修
覆
所
に
而
、
御
入
用
何
万
と
申
事
に
も
成
可
申
哉
、
（
中
略
）

　
　

京
地
在
番
先
よ
り
同
苗
半
七
郎
江
到
来
書
状
写
、

以
別
紙
申
上
候
、
其
御
地
弥
御
機
嫌
能
被
成
御
座
、
目
出
度
御
儀
奉
存
候
、
然
者
当
月

二
日
、
朝
よ
り
残
暑
難
凌
候
処
、
夕
七
時
打
候
節
、
辰
巳
之
方
よ
り
地
震
い
た
し
、
煙

草
一
ぷ
く
程
之
間
に
、
御
城
内
大
半
ゆ
り
こ
わ
し
申
候
、
私
儀
は
上
下
共
、
聊
別
条
無

御
座
候
間
、
御
安
心
可
被
下
候
、
相
番
共
も
同
様
、
一
人
も
怪
我
無
御
座
候
、
下
々
は

長
田
亀
吉
親
方
、
下
陣
み
ぢ
ん
に
相
成
、
梁
に
足
を
し
か
れ
、
其
上
江
壁
落
埋
れ
候
を

尋
出
し
掘
出
申
候
、
先
々
今
日
之
様
子
に
而
は
、
一
命
に
無
恙
御
座
候
と
申
事
に
御
座
候
、

此
外
野
辺
安
之
助
家
来
両
人
、
是
又
埋
ら
れ
申
候
処
、
掘
出
し
申
候
、
是
は
余
り
痛
不
申
、

行
々
は
全
快
可
申
と
申
事
に
御
座
候
、

　
　
　
　

下
陣
み
ぢ
ん
成
候
相
番

　

長
田
亀
吉　

杉
浦
八
次
郎　

伊
東
源
之
丞　

高
橋
平
吉　

山
崎
権
之
助

　

大
久
保
久
六
郎　

永
井
廉
八
郎　
　

岩
下
又
四
郎　

野
辺
安
之
助

　
　
　

右
九
人
也
、

　
　
　
　

自
分
住
居
つ
ぶ
れ
候
相
番

　

木
部
長
次
郎　
　

下
陣
不
残　
　
　
　

堀
江
新
三
郎　
　

同
断

　

伏
屋
吉
十
郎　
　

同
断　
　
　
　
　
　

林　

平
八
郎　
　

同
断

　
　
　

右
四
人
也
、

右
之
外
、
久
保
、
桂
山
両
伴

（
番
）頭

も
、
住
居
成
が
た
く
、
天
井
皆
落
申
候
、
外
相
番
不
残

大
破
に
御
座
候
、
先
か
な
り
に
被
住
候
者
は
、

　

南
条
太
郎
兵
衛　

松
平
次
郎
左
衛
門　

福
井
小
十
郎　

宮
重
傳
六
郎　
　

向
井
伊
織

　

赤
井
次
兵
衛　

西
山
繁
兵
衛　

長
崎
金
左
衛
門　

岡
部
小
野
右
衛
門

　

山
口
四
郎
左
衛
門　

柴
山
十
兵
衛

　
　
　

右
十
一
人
に
御
座
候
、

誠
に
私
儀
は
仕
合
に
而
、
七
時
打
、
余
り
暑
さ
凌
が
た
き
故
支
度
仕
、
大
小
差
居
候
処

江
右
之
儀
、
夫
に
而
も
下
駄
は
き
候
間
無
御
座
候
、
家
来
昼
寝
候
を
引
起
し
召
連
、
は

し
だ
に
而
木
戸
際
迄
出
候
と
、
直
に
床
の
間
瓦
屋
根
壁
共
、
一
度
に
崩
れ
落
候
、
一
足

に
而
、
主
従
共
一
命
失
ひ
可
申
程
之
怪
我
仕
候
事
に
御
座
候
、
其
上
不
思
議
に
而
□
□

等
も
私
許
少
し
も
痛
み
不
申
、
誠
に
神
仏
之
冥
助
と
、
難
有
仕
合
、
心
根
に
て（

徹
）つ

し
申
候
、

其
御
地
に
而
も
、
神
酒
成
共
御
上
げ
可
被
成
候
、

御
城
も
西
東
北
御
門
、
不
残
致
大
破
候
、
高
麗
橋
御
門
た
を
れ
か
ゝ
り
、
四
方
御
堀
、

大
半
崩
れ
倒
れ
申
候
、

御
殿
御
つ
ひ
じ
、
御
米
蔵
、
不
残
む
ね
く
じ
け
申
候
、
御
金
蔵
屋
根
、
皆
ふ
る
ひ
わ
れ
申
候
、

御
天
守
台
中
仕
切
、
又
は
入
口
御
門
石
垣
、
上
中
と
も
は
じ
の
所
ぬ
け
出
し
、
御
堀
又

は
大
地
江
こ
ろ
げ
落
申
候
、
稲
荷
曲
輪
な
ど
は
、
お
そ
ろ
し
き
事
に
御
座
候
、
稲
荷
石

鳥
居
、
御
存
之
通
り
五
ツ
大
き
な
る
立
を
り
候
処
、
不
残
折
れ
申
候
、
御
焔
硝
蔵
石
だ
ゝ

み
、
皆
崩
れ
落
申
候
、
赤
鉄
戸
ね
ぢ
き
れ
申
候
、
与
力
小
屋
、
不
残
み
ぢ
ん
た
を
れ
申

候
、
同
心
小
屋
も
同
様
に
而
、
同
心
は
三
人
怪
我
有
之
、
一
人
は
ぬ
ひ
候
程
之
事
に
御

座
候
、
併
一
命
に
か
ゝ
り
候
程
之
事
に
は
無
御
座
候
、
右
に
付
、
一
昨
二
日
夜
、
相
番

不
残
、
御
米
蔵
前
に
野
陣
を
は
り
、
組
頭
衆
よ
り
か
ゆ
を
い
だ
し
、
上
下
共
一
夜
あ
か

し
申
候
、
夜
中
震
動
、
昨
夜
迄
相
止
不
申
候
、
今
朝
も
少
々
宛
ふ
る
ひ
申
候
、
乍
去
私

な
ど
は
、
小
屋
江
引
取
申
候
、
右
に
付
、
一
昨
二
日
夕
六
時
御
太
皷
、
打
延
に
て
四
半

時
過
迄
打
延
に
御
座
候
、
諸
司
代
五
時
登
城
、
四
半
時
過
退
出
、

御
殿
御
城
幷
御
櫓
、
不
残
見
分
、
小
屋
々
々
同
断
、
昨
暁
七
時
、
江
戸
早
飛
脚
出
立
に
御

座
候
、
昨
朝
は
番
頭
、
小
屋
見
分
御
座
候
、
斯
様
之
地
震
は
、
実
に
当
地
に
昔
よ
り
無

之
由
、
大
地
皆
五
六
寸
程
づ
ゝ
わ
れ
申
候
、
御
堀
端
は
地
三
四
寸
も
く
ぼ
み
申
候
、
委

敷
儀
は
跡
よ
り
可
申
上
候
、
御
所
中
も
大
破
之
由
、
其
外
共
昨
今
承
り
候
ひ
ま
無
御
座
候
、

先
は
無
難
御
案
事
被
下
間
敷
候
、
御
小
屋
大
破
に
相

（
て
ヵ
、
付
ヵ
）

番
共
私
方
へ
お
し
こ
み
、
大
取
込
故
、

早
々
申
上
候
、
以
上
、

　
　

七
月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
崎
金
左
衛
門

　
　
　
　

半
七
郎
様

京
都
町
奉
行
小
田
切
土
州
家
来
よ
り
、
差
越
候
書
状
之
内
、
地
震
一
件
書
抜
、（
中
略
）

二
条
御
城
、
西
門
幷
石
垣
、
ゆ
り
こ
わ
し
、
御
城
内
余
程
損
じ
、
八
九
人
も
怪
我
人
御

座
候
由
、
其
外
市
中
倒
家
、
幷
損
所
数
多
、
怪
我
人
死
亡
も
、
昨
日
迄
十
弐
三
人
許
訴
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出
候
、
扨
々
珍
事
に
御
座
候
、

　
　

（
中
略
）

　

七
月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
右
衛
門

　
　
　
　

要
右
衛
門
様

　
　
　

大
御
番
与
力
渡
辺
久
右
衛
門
宅
状
写
、
忰
新
七
郎
も
在
番
也
、

扨
此
地
、
二
日
七
時
過
、
夜
食
た
べ
候
而
、
新
七
郎
両
人
一
同
に
居
候
節
、
大
地
震
ゆ

り
出
し
、
早
速
外
江
に
げ
出
し
申
候
、
両
人
初
、
亥
之
助
、
鍵
次
郎
、
亀
吉
、
清
蔵
共
、

無
別
条
に
げ
出
し
申
候
、
此
方
御
仲
間
同
心
中
共
、
少
し
も
怪
我
い
た
し
候
も
の
は
無

御
座
候
得
共
、
外
に
て
は
御
小
屋
ゆ
り
つ
ぶ
し
、
け
が
人
も
お
ほ
く
御
座
候
、
先
々
当

方
に
無
御
座
、
目
出
度
存
候
、
し
か
し
夫
よ
り
た
ば
こ
五
六
ぷ
く
た
べ
候
ほ
ど
づ
ゝ
間

あ
り
候
而
、
少
々
づ
ゝ
ゆ
り
申
候
、
今
日
迄
三
日
三
晩
、
お
り
〳
〵
ゆ
り
申
候
、
し
か

し
別
而
強
も
な
く
存
候
得
共
、
夫
故
又
々
大
ゆ
り
も
参
り
候
半
と
あ
ん
じ
、
二
日
晩
よ

り
こ
ん
夜
、

（
迄
脱
ヵ
）

外
江
戸
板
出
し
、
み
な
〳
〵
外
へ
出
居
申
候
、
京
都
中
右
之
通
と
申
事

御
座
候
、
文
し
た
ゝ
め
候

（
ま
ヵ
）

て
も
折
々
ゆ
り
候
故
、
扨
々
心
お
ち
つ
き
な
く
、
又
々
追
々

く
わ
し
く
可
申
進
候
、

　
　
　

大
坂
御
目
付
代
木
下
左
兵
衛
来
書
写
、

（
中
略
）
当
月
二
日
申
刻
過
、
京
都
大
地
震
、
定
而
追
々
御
承
知
被
成
候
と
奉
存
候
、
同

所
由
緒
柄
三
条
殿
雑
掌
森
寺
長
門
守
と
申
者
よ
り
、
地
震
に
付
書
状
差
越
候
間
、
右
写

入
御
覧
候
、
尤
二
条
御
城
内
外
、
殊
之
外
大
破
相
成
申
候
、
御
殿
向
も
所
々
傾
き
、
御
櫓
、

外
塀
、
石
垣
等
所
々
倒
候
処
有
之
、
御
城
内
大
番
頭
衆
御
小
屋
初
、
御
番
衆
小
屋
、
与

力
同
心
小
屋
小
屋
、
潰
倒
等
多
く
、
外
御
堀
廻
り
、
地
面
裂
割
、
損
ケ
所
夥
敷
事
に
御

座
候
、
内
に
は
軽
輩
之
者
、
怪
我
等
も
御
座
候
哉
に
承
候
、
此
間
御
破
損
ケ
所
、
大
御

番
衆
よ
り
其
表
江
も
被
申
上
候
由
に
而
、
箇
所
書
附
御
差
越
、
私
共
よ
り
も
十
六
日
宿

次
に
申
上
候
、
至
而
細
字
に
認
、
三
間
程
も
御
座
候
、
夥
敷
御
破
損
に
御
座
候
、
兎
角

其
後
も
地
震
治
り
不
申
、
先
達
而
よ
り
家
来
ど
も
問
合
事
に
而
、
八
日
よ
り
京
都
江
差
遣
、

十
一
日
に
帰
坂
之
処
、
其
頃
迄
も
昼
夜
に
は
度
々
震
候
由
、
此
節
は
最
早
治
に
も
相
成

候
哉
、
（
中
略
）

　
　

七
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
下
左
兵
衛
利
亮
（
花
押
）

　
　
　
　
　

間
宮
庄
五
郎
様

　
　
　

清
水
御
用
達
町
人
笹
屋
七
郎
兵
衛
書
状
、

当
月
二
日
申
刻
、
京
都
大
地
震
に
付
、
洛
中
洛
外
騒
動
、
御
所
向
、
二
条
御
城
、
諸
役
屋
敷
、

寺
社
幷
町
屋
土
蔵
損
じ
候
事
、
中
々
難
申
上
、
有
増
御
注
進
左
に
申
上
候
、
以
上
、（
中
略
）

　

一
二
条
御
城
内
、
御
本
丸
、
御
金
蔵
、
御
蔵
、
角
櫓
、
大
破
、
御
番
頭
御
百
騎
諸
御
小
屋
、

御
門
、
其
外
石
垣
所
々
響
破
、
一
尺
許
地
破
、
其
わ
れ
よ
り
砂
吹
出
、
一
時
許
黒

煙
に
相
成
、
実
に
恐
敷
事
に
御
座
候
、
西
御
門
、
北
御
門
、
崩
れ
込
、
西
手

（
追

石脱
ヵ
）垣

塀

三
十
間
許
落
崩
れ
、
御
城
内
怪
我
人
多
、
湯
焚
下
男
一
人
即
死
と
申
事
に
御
座
候
、

角
之
御
櫓
御
入
置
御
座
候
御
武
具
も
、
追
々
御
取
除
に
相
成
候
由
に
候
、
御
所
司

代
様
御
出
馬
、
御
地
役
御
糺
に
付
、
殊
之
外
騒
動
、
御
所
司
代
様
御
入
城
、
渡
御

門
落
候
由
に
付
、
御
城
内
御
見
分
相
済
、
直
に
御
所
司
代
始
、
両
町
奉
行
様
、
御

所
江
御
参
殿
と
申
事
、

　

一
二
条
御
米
蔵
、
不
残
開
、
又
は
其
儘
倒
れ
、
大
抵
無
残
損
申
候
、
市
中
建
屋
土
蔵
、

残
り
無
御
座
候
様
損
じ
申
候
、
右
混
雑
仕
候
処
江
、
色
々
悪
風
聞
異
説
申
候
に
付
、

別
而
人
気
逆
立
、
四
方
火
柱
立
と
申
触
候
、
何
時
出
火
に
罷
成
、
又
は
大
地
震
御

座
候
哉
と
申
立
、
二
日
夜
よ
り
六
日
迄
、
家
内
不
残
片
付
、
大
道
に
莚
、
或
は
畳
敷
、

一
人
も
家
内
に
居
候
も
の
無
御
座
候
、
昼
夜
昨
晩
迄
何
度
と
申
無
限
、
地
中
時
々

鳴
動
仕
候
て
相
鎮
り
不
申
候
、

　
　

（
中
略
）

　
　
　
　

七
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　

田
安
御
用
達
両
替
町
日
野
屋
市
右
衛
門
店
、
道
中
荷
物
宰
領
致
し
候
も
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
河
屋
金
次
郎

右
之
者
、
当
六
月
中
京
本
店
江
相
越
居
、
七
月
十
四
日
、
彼
地
出
立
、
江
戸
着
い

た
し
候
、
其
者
見
聞
の
次
第
、
承
り
候
ま
ゝ
を
記
し
候
、

（
中
略
）

　

一
二
条
御
城
北
御
門
西
側
石
垣
十
九
間
余
、
堀
の
中
へ
崩
れ
込
み
、
西
石
垣
御
門
総

崩
れ
、
往
来
難
成
、
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一
諸
御
役
人
御
番
衆
之
屋
敷
、
不
残
大
破
、
総
体
御
城
内
之
塀
柱
、
折
れ
候
様
子
、

前
略
大
変
之
珍
敷
事
に
候
、
七
月
二
日
朝
晴
天
、
夫
よ
り
間
も
な
く
薄
雲
に

（
曇
ヵ
）

相

成
、
此
日
残
暑
難
凌
い
き
れ
、
夕
七
ツ
時
過
頃
、
遠
雷
の
響
ぞ
と
思
ふ
間
も
な
く
、

俄
に
大
地
震
鉄
砲
の
如
く
、
見
ゆ
る
向
小
屋
は
ひ

（

菱

）
し
な
り
の
如
く
見
ゆ
る
故
、
湯

遣
わ

（
は
）ん

と
せ
し
処
、
浴
衣
も
無
之
儘
、
思
は
ず
最
早
六
七
間
飛
出
し
、
馬
場
通
江
出
、

四
方
を
見
る
と
も
な
く
ゆ
め
の
ご
と
く
、
御
土
居
通
土
べ
い
土
瓦
、
み
な
〳
〵
粉

の
ご
と
く
飛
散
し
、
所
ろ
〳
〵
た
を
れ
る
や
と
見
る
内
に
、
御
番
士
小
屋
五
六
軒
、

び
し
や
〳
〵
ぐ
わ
ら
〳
〵
と
、
程
も
な
く
静
し
処
に
、
侍
一
人
、
つ
ぶ
れ
し
壁
土

の
中
よ
り
掘
出
し
、
此
方
の
か
た
に
は
、
戸
板
に
荷
ひ
中
間
二
人
を
ほ
り
出
し
候
由
、

侍
は
半
死
半
生
、
生
の
程
無
覚
束
、
中
間
二
人
は
介
り
可
申
候
哉
の
気
色
、
其
外

御
櫓
々
々
、
幷
石
垣
、
御
堀
石
垣
、
所
々
大
破
、
高
麗
御
門
と
か
申
候
、
ね
ぢ
れ

傾
き
、
西
追
手
御
門
両
頬
の
石
垣
、
崩
れ
落
ち
、
お
な
じ
く
橋
ね
ぢ
れ
、
其
外
御

土
居
へ
上
り
候
段
石
、
幷
外
に
石
垣
四
尺
四
方
位
之
石
、
化
し
飛
ん
で
下
に
お
ち
、

上
る

（
な

は脱
ヵ
）不

落
、
同
心
に
怪
我
人
、
東
西
に
て
四
五
人
、
即
死
一
人
有
之
由
、
東

番
頭
小
屋
玄
関
、
震
ひ
崩
し
、
即
時
諸
司
代
登
城
、
御
殿
下
々
見
分
有
之
候
、
御

番
士
小
屋
は
不
残
壁
落
、
瓦
も
落
、
住
居
不
相
成
、
其
内
漸
々
三
四
軒
も
小

（
は
ヵ
）

壁
落

候
位
之
事
に
而
相
済
候
、
私
小
屋
は
、
仕
合
と
近
頃
御
修
復

（
覆
）有

之
候
小
屋
に
而
、

小
壁
一
ケ
所
、
下
陣
二
ケ
所
、
少
々
床
の
間
凹
み
、
寄

（
奇
）代

の
事
は
擂
鉢
形
の
手
水

鉢
、
台
の
高
さ
三
尺
程
、
其
上
江
置
候
水
も
一
杯
入
候
を
、
五
六
尺
も
間
有
之
候
、

葉
蘭
殊
之
外
茂
り
候
ま
ん
中
江
、
飛
込
有
之
候
程
の
事
に
候
、
真
に
十

（
九
ヵ
）

死
を
の
が

れ
申
候
得
ど
も
、
夫
よ
り
時
々
折
々
震
動
に
て
、
人
々
も
驚
き
、
一
ト
夜
中
外
に

て
明
し
申
候
、
翌
日
に
成
候
而
も
震
動
猶
止
み
不
申
候
処
、
五
ツ
時
過
る
頃
よ
り

少
々
薄
ら
ぎ
候
儘
、
小
屋
々
々
江
引
取
申
候
、
禁
裏
御
所
も
如
此
強
く
当
り
候
よ
し
、

外
に
町
々
は
、
御
城
程
は
当
て
不
申
候
由
な
れ
ど
も
、
土
蔵
三
四
五
ケ
所
潰
ぶ
し
、

即
死
怪
我
人
多
く
御
座
候
由
、
地
震
最
中
出
火
御
座
候
得
共
、
即
に

（
時
脱
ヵ
）

取
鎮
め
候
由
、

小
屋
内
よ
り
能
ぞ
出
火
不
仕
候
事
に
候
、
翌
日
四
ツ
時
頃
よ
り
雨
降
出
、
八
ツ
時

頃
よ
り
晴
候
、
其
外
已
に
打
ひ
し
が
れ
ん
と
せ
し
も
の
ゝ
数
を
し
ら
ず
、
顔
手
足

に
少
々
づ
ゝ
怪
我
致
し
候
も
の
も
数
不
知
、
実
に
最
中
は
筆
紙
に
尽
し
難
き
大
変

の
け
ん
ま
く
、
土
煙
天
を
こ
が
し
、
城
外
の
老
若
男
女
の
な
き
さ
け
ぶ
声
、
石
垣

の
瓦
の
落
る
音
、
大
地
の
震
動
鳴
渡
り
、
私
も
迚
も
助
り
不
申
と
覚
悟
極
め
居
申
候
、

不
残
皆
々
必
死
の
気
色
に
見
ヘ
申
候
、
所
々
の
地
の
ひ
ヾ
わ
れ
裂
候
所
、
四
五
間

の
間
だ
〳
〵
御
座
候
、
〇
略
図
ア
レ
ド
略
セ
リ
、

御
城
際
に
而
は
一
尺
四
五
寸
、
大
さ
凹
地
の
総
体
之
三
尺
程
も
有
之
所
も
御
座
候
、

其
外
稲
荷
曲
に

（
輪
脱
ヵ
）

有
之
候
石
鳥
居
三
ケ
所
之
内
、
一
ケ
所
こ
な
〳
〵
、
石
灯
篭

六
七
ケ
所
、
不
残
崩
、
与
力
同
心
の
小
屋
、
半
分
は
び
し
や
〳
〵
と
つ
ぶ
し
、
家

根
の
瓦
の
間
よ
り
、
物
を
掘
出
し
居
候
所
見
分
仕
候
、
京
地
の
大
丈
夫
地
面
、
ひ
ゞ

わ
れ
候
所
を
御
さ
つ
し
、
大
変
に
思
召
可
被
下
、
其
外
水
道
具
、
焼
物
類
、
雑
具
、

皿
鉢
類
、
不
残
く
だ
け
、
手
前
よ
り
不
残
小
屋
中
の
損
毛
多

（
大
）か

た
な
ら
ず
、
土
用

中
よ
り
照
続
、
炎
暑
強
故
か
、
斯
様
の
奇
変
御
座
候
、
荒
増
申
上
候
、
以
上
、

七
月
三
日
認
め　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　

碇
之
助

同
三
日
、
終
日
遠
雷
の
ご
と
く
時
々
震
動
致
し
候
間
、
各
強
成
候
上
は
、
外
の
広

み
へ
出
候
事
に
申
合
、
都
合
能
方
へ
各
三
四
人
づ
ゝ
出
居
候
、
今
日
承
り
候
説
、

有
馬
山
焼
候
由
承
り
申
候
、
地
震
と
も
不
分
響
に
御
座
候
、
其
外
承
候
、
地

（
桔
梗
ヵ
）

頰
御

門
通
、
幷
御
土
居
石
垣
大
崩
れ
、
御
堀
江
崩
入
、
詰
り
所
司
代
家
来
小
性
已
上

六
七
人
、
大
怪
我
有
之
候
、
即
死
両
三
人
も
有
之
候
由
、
是
は
ね
り
塀
の
際
を
通
り
、

一
度
に
押
打
れ
候
由
、
其
同
夜
野
宿
同
様
、
中
に
は
駕
籠
取
出
し
是
に
乗
、
野
陣

張
居
候
、
時
々
震
動
あ
る
故
に
候
、
其
外
風
説
種
々
様
々
御
座
候
得
共
、
荒
増
申

上
候
、
今
夕
土
居
へ
上
り
見
候
所
、
不
残
石
垣
よ
り
六
七
尺
或
は
三
四
尺
、
弐
三

尺
間
に
有
之
候
処
、
ひ
ゞ
わ
れ
て
口
明
き
、
石
垣
土
と
は
な
れ
候
様
に
て
、
大
雨

降
候
は
ゞ
、
其
口
よ
り
水
流
れ
込
候
は
ゞ
、
一
度
に
押
崩
し
可
申
体
に
相
見
江
申
候
、

左
候
は
ゞ
御
土
居
上
之
松
大
木
も
落
入
可
申
気
色
に
相
見
へ
申
候
、
其
響
に
て
又
々

住
居
江
痛
入
べ
く
と
存
申
候
、
私
方
小
屋
へ
相
組
岩
下
又
四
郎
相
小
屋
に
致
し
、

一
軒
に
弐
人
居
、
狭
き
所
に
下
々
打
込
、
扨
々
混
雑
仕
申
候
、
少
々
震
動
の
様
に

覚
申
候
、
今
西
御
門
台
石
垣
崩
か
ゝ
り
候
処
、
取
崩
し
申
候
音
に
而
、
人
々
時
々

驚
申
候
、
外
御
米
蔵
三
四
ヶ
所
大
崩
、
怪
我
人
三
四
人
御
座
候
、
先
今
日
八
ツ
時
迄
、

無
恙
罷
在
申
候
、
御
覧
後
、
近
所
の
人
々
江
御
見
せ
可
被
下
候
、
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御
隠
居
様　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

碇
之
助

5　

文
政
十
三
年

文
政
十
三
年
京
都
大
地
震
時
の
詳
細
な
地
震
記
録
。

〔
地
震
日
記
〕

「（
表
紙
）

地
震
日
記

　

地
震
紀
事

　

清
渚
文
藁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

地
震
日
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
川
重
高　

記

　
　

連
日
地
震
国
典
所
記
皆
為
祥
悉
而
爾
来
諸
書
所
記
概
多
疎
漏
為
可
憾
耳
、
去
年
大

震
予
親
詳
記
載
在
左
記
、
今
更
刪
其
繁
作
地
震
日
記
云

　
　

天
保
二
年
正
月
元
日
梅
川
重
高

文
政
十
三
年
秋
七
月
二
日
丁
巳
申
下
刻
地
大
震
従
西
北
来
、
其
響
如
雷
自
申
迄
卯
十
八

度
、
官
舎
民
屋
破
壊
頗
仆
或
有
圧
死
者
、

三
日
戌
午
辰
刻
大
震
二
度
、
至
夜
六
度
、
至
旦
四
五
度
、

自
四
日
己
未
至
六
日
庚
酉
凡
毎
時
震
或
微
或
甚
、

七
日
壬
戌
五
度
、

八
日
癸
亥
午
刻
末

（
マ
マ
）

刻
子
刻
各
一
度
、
寅
刻
大
震
一
度
中
震
一
度
、

十
一
日
丙
寅
夜
四
度
、
初
一
度
甚
、
此
時
亦
処
処
破
損
、
六
月
下
浣
以
来
至
今
日
初
雨
、

十
五
日
庚
午
亥
半
刻
一
度
、

十
六
日
辛
未
申
刻
一
度
、

十
八
日
壬
酉
暴
雨
、

十
九
日
甲
戌
暴
雨
洪
水
、
音
羽
川
崩
溢
、
酉
半
刻
大
震
、

二
十
日
乙
亥
卯
半
刻
強
震
、
雨
未
止
、
此
日
清
水
寺
廊
廡
顚
倒
七
間
二
尺
五
寸
、

二
十
二
日
丁
丑
未
刻
一
度
、

二
十
五
日
庚
辰
三
度
、

二
十
八
日
癸
末
夜
大
雨
大
雷
時
時
地
震
、

三
十
日
乙
酉
暮
時
一
度
、

八
月
三
日
戌
子
夜
微
震
六
度
、
後
大
震
一
度
、

四
日
己
丑
寅
刻
午
刻
各
一
度
、
申
刻
三
度
、

五
日
庚
寅
暮
一
度
、

六
日
辛
卯
丑
時
強
震
一
度
亦
微
、

八
日
癸
巳
旦
二
度
、
午
時
申
時
各
一
度
、
小
動
二
戌
半
刻
一
度
、

十
日
乙
未
夜
二
度
、

十
三
日
戊
戌
巳
時
震
雷
声
、

十
四
日
己
亥
丑
時
震
、

九
月
朔
丙
辰
、
寅
時
一
度
、
今
日
三
度
、

七
日
壬
戌
、
丑
刻
一
度
、

十
一
日
丙
寅
戌
刻
一
度
、

十
三
日
戊
辰
、
夜
二
度
、

十
四
日
己
巳
、
三
度
、
夜
一
度
、

十
七
日
壬
申
、
申
刻
一
度
、
戌
刻
二
度
、

二
十
五
日
庚
辰
、
四
度
、
或
小
或
大
、

二
十
六
日
辛
巳
、
深
霧
、
辰
刻
三
度
、
巳
刻
二
度
、
各
烈
、

冬
十
月
十
七
日
辛
丑
、
二
度
、
夜
自
酉
至
戌
小
震
三
度
、
後
又
二
度
、

十
一
月
六
日
庚
申
戌
、
下
刻
大
震
、
後
小
動
三
度
、
亥
上
刻
一
度
、
後
至
旦
三
度
、

二
十
六
日
庚
辰
、
夜
五
度
、
昨
今
雪
降
、

十
二
月
四
日
戌
子
、
暁
一
度
、

十
日
甲
午
、

詔
書
改
文
政
十
三
年
為
天
保
元
年
、
依
地
震
也
、

二
十
八
日
壬
子
、
酉
時
強
震
一
度
、
至
旦
四
度
、

二
十
九
日
癸
丑
、
午
剋
強
震
一
度
、

紀
京
師
地
震
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
崎
元
軌　

記
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文
政
十
三
年
歳
次
康
寅
秋
七
月
二
日
丁
巳
晡
時　

京
師
地
大
震
□
□
而
止
、
及
夜
復
震

以
十
数
、
上
自

北
闕

南
宮
及
王
公
邸
第
列
卿
搢
紳
館
舎
下
至
武
弁
吏
卒
廨
署
莫
不
陁
、
至
若
二
条
城
塁
是　

東

武
騎
士
瓜
期
交
承
更
番
警
衛
棨
戟
森
厳
備
豫
不
虞
重
門
襲
固
姦
宄
是
防
所
謂
金
湯
不
啻

也
、
然
為
所
頽
者
数
十
丈
鉄
門
亦
殆
壊
、
他
如
紳
祠
仏
寺
殿
堂
門
廡
罕
有
完
者
、
至
於

華
表
石
燈
或
折
或
踣
不
可
枚
挙
、
墳
墓
碑
銘
則
或
仆
或
砕
亦
不
忍
視
、
但
八
坂
東
寺
両

浮
圖
及
感
神
院
石
華
表
南
禅
寺
大
燈
籠
、
皆　

京
洛
一
壮
観
、
人
或
危
之
而
巋
然
無
故
、

方
広
寺
前
首
塚
上
石
墖
其
首
輪
転
堕
平
地
而
巳
、
若
夫
街
衢
洞
達
閭
閻
数
千
惟
民
所
止
、

良
賎
雑
処
雖
貧
富
不
同
華
質
異
制
乎
、
参
差
遷
迤
棊
布
櫛
比
俄
而
蠕
蠕
揺
揺
及
其
倉
廩
府

庫
門
墻
藩
溷
悉
皆
傾
側
圮
毀
即
時
顚
倒
亦
不
為
不
多
矣
、
至
湫
隘
陋
巷
負
郭
狭
斜
莫
不

皆
然
、
斯
時
也
黒
烟
覆
空
妖
気
募
地
如
簸
如
篩
如
旋
如
踊
、
其
条
也
如
鼓
如
戞
如
破
如
裂
、

其
響
也
山
鳴
谷
応
岸
頽
水
渾
樹
為
之
撓
石
為
之
転
鱗
、
不
得
潜
羽
不
得
翔
耳
日
所
触
一

無
静
者
、
少
長
男
女
驚
愕
周
章
虩
虩
皆
有
灰
色
、
及
榱
崩
瓦
墜
柱
傾
墻
倒
壁
破
竈
摧
焉

則
毀
傷
是
懼
扶
老
携
幼
東
奔
西
走
秖
恐
其
後
、
或
入
竹
林
或
遯
荒
野
而
昏
暮
尚
未
還
、

雖
有
帰
者
亦
闚
其
戸
閴
無
人
未
審
其
状
也
、
狐
疑
不
敢
入
居
、
其
室
且
畏
屡
震
故
露
次

于
外
者
連
夜
闔　

都
皆
然
、
加
旃
丙
王
是
戒
暴
客
是
禦
流
言
方
興
巷
説
紛
紜
是
以
人
心

洶
洶
不
得
、
安
息
桴
鼓
撃
柝
徹
夜
無
已
坊
正
里
胥
為
之
労
悴
、
自
而
後
日
日
夜
夜
無
時

不
震
、
至
今
再
閲
月
尚
未
止
、
嗚
呼
何
其
震
之
暴
一
至
此
也
、
若
土
庫
板
屋
以
漸
壊
者

比
比
有
之
、
既
倒
者
撤
之
将
顛
者
支
之
家
家
事
土
木
人
人
苦
拮
据
街
頭
累
土
路
傍
砕
尾

行
道
之
人
殆
為
之
阻
運
送
、
竹
木
者
相
望
于
路
工
師
匠
人
日
弗
暇
給
、
雖
積
年
塁
歳
猶

恐
不
遍
亦
惟
震
余
所
及
而
事
不
可
緩
也
、
毎
震
人
輒
為
之
唱
曰
、
與
奈
越
之
乃　

邦
俗

止
震
之
咒
也
、
蓋
取
矯
世
俗
流
弊
之
義
也
歟
、
或
曰
、
夫
人
由
倹
入
奢
易
由
奢
入
倹
難
、

方
今
承
平
数
百
年
民
情
日
渝
怠
惰
遊
戯
浮
靡
奢
侈
不
期
然
而
然
、
何
况　

輦
轂
之
下
万

物
殷
阜
四
方
輻
輳
繁
華
雑
踏
風
流
溷
淆
楽
而
無
節
者
乎
、
吾
猶
及
記
天
明
之
末
凶
飢
荐

臻
尋
以
戊
申
之
春　

京
師
大
災
宮
闕
及
市
井
一
朝
灰
塵
物
皆
帰
烏
有
、
人
不
得
燕
居
下

民
殆
不
免
凍
餒
矣
、
尚
幸　

東
府
新
政
号
令
厳
明
除
弊
事
卹
民
隠
道
之
、
以
徳
示
之
以

倹
由
是
時
俗
改
奢
即
倹
人
懐
寧
固
今
也
、
則
否
業
已
経
四
十
余
年
而
万
戸
千
門
漸
復
旧

観
家
、
安
其
所　

都
人
士
女
袨
服
靚
粧
華
侈
是
務
奢
麗
相
高
貴
弄
物
賤
用
物
珍
玩
奇
貨

惟
求
惟
尚
、
下
至
裨
販
傭
夫
奴
婢
童
僕
服
美
自
悦
浸
淫
陵
遅
日
甚
一
日
痛
乎
、
風
俗
之

移
人
也
其
夫
為
所
移
者
幾
希
奢
之
弊
也
、
害
亦
不
細
桂
玉
之
嘆
職
、
是
之
由
夫
不
能
安

分
知
足
者
小
人
常
情
也
、
天
譴
神
怒
今
遭
斯
変
不
亦
宜
乎
、
余
謂
雖
非
無
此
理
亦
未
必

然
也
、
古
云
、
震
者
陽
伏
陰
迫
不
得
升
故
也
、
且
夫
天
災
流
行
国
家
代
有
、
在
昔
帝
尭

有
九
年
之
水
、
成
湯
有
七
年
之
旱
、
聖
賢
治
世
猶
所
不
免
、
吾
儕
小
生
何
議
之
為
先
是
、

宝
暦
紀
元　

京
師
地
震
距
今
八
十
年
而
今
秋
大
震
十
倍
之
、
戊
申
大
災
上
距
宝
永
戊
子

八
十
一
年
矣
、
又
倍
蓰
于
前
蓋
数
之
所
極
天
運
或
然
歟
、
以
為
天
神
譴
怒
不
亦
已
甚
乎
、

今
也　

都
人
遭
此
変
懼
斯
患
誠
可
愍
而
可
惻
也
、
是
故
雖
不
能
究
其
詳
粗
記
梗
概
如
此

至
、
若
曰
、
天
変
不
足
畏
則
君
子
所
不
取
也
、
是
歳
季
秋
月
朔
岡
崎
元
軌
稿
、

　

6　

天
保
二
年
十
二
月

二
条
城
内
外
・
外
米
蔵
と
も
修
復
に
付
入
札
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
十
―
一
二
七
四

　

大
工
方

一
木
挽
方　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
口

　

鍛
冶
方

　

餝
方

一
財
木
方　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
口

一
屋
根
方　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
口

　

瓦
方

一
壁
方　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
口

　

塗
師
方

一
畳
方　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
口

　

小
買
物
方

　

石
方

一
音
羽
谷
よ
り
石
切
出
シ
運
送
居
手
間
共　
　
　
　
　

壱
口

　

土
砂
方

　

損
料
物
方

一
手
伝
方　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
口
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中
日
雇
方

右
者
二
条
御
城
内
外
幷
外
御
米
蔵
と
も
御
修
復
ニ
付
、
右
口
々
入
札
申
付
候
間
、
家
持

ニ
而
望
之
者
者
来
辰
正
月
八
日
よ
り
十
日
迄
之
内
、
家
持
受
人
召
連
、
（
後
略
）

　
　

卯
十
二
月

　

7　

天
保
三
年
七
月
四
日

二
条
城
内
外
地
震
破
損
所
修
復
に
付
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
別
巻
二　

―
補
一
一
六
六

　

今
度
二
条
御
城
内
外
地
震
ニ
而
破
損
所
御
修
復
ニ
附
、
御
城
近
辺
之
町
々
別
而
火
之

元
入
念
、
町
役
之
者
繁
々
相
廻
り
、
無
油
断
様
左
之
町
々
江
可
申
触
候
、

一
右
御
修
復
中
若
出
火
有
之
候
節
者
、
左
之
町
々
よ
り
人
足
壱
人
宛
、
尤
夜
分
ハ
外
ニ

挑
燈
持
壱
人
差
添
、
明
五
日
よ
り
普
請
場
所
竹
屋
町
口
御
柵
外
へ
早
速
欠
附
可
申
候
、

右
場
所
江
雑
色
町
代
罷
出
居
候
様
申
附
置
候
間
、
其
旨
可
相
心
得
候
、
勿
論
右
御
用

懸
り
与
力
同
心
取
斗
可
申
候
間
、
差
図
可
請
候
、

但
し
、
下
立
売
よ

（
北
脱
ヵ
）

り
新
町
よ
り
東
、
三
条
よ
り
南
之
出
火
ニ
者
不
及
其
儀
候
、

北
椹
木
町
通
迄
、
南
姉
小
路
通
迄
、
東
油
小
路
通
迄
、

右
之
通
申
附
候
条
、
洛
中
洛
外
裏
借
家
ニ
至
迄
、
火
之
元
入
念
候
様
可
相
触
者
也
、

　
　

辰
七
月
四
日

　

8　

天
保
三
年
七
月

二
条
城
内
外
地
震
破
損
所
修
復
に
付
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
十
―
一
三
一
四

今
度
二
条
御
城
内
外
地
震
ニ
而
破
損
所
御
修
復
ニ
付
、
御
城
近
辺
之
町
々
〔
別
而
〕
火

之
元
入
念
、
町
役
之
者
繁
々
相
廻
り
無
油
断
様
可
申
触
候
、

右
之
通
洛
中
洛
外
裏
借
家
ニ
至
迄
、
火
之
元
入
念
候
様
可
相
触
者
也
、

　
　

辰
七
月

　

9　

天
保
十
三
年
十
二
月

二
条
在
番
の
面
々
借
財
に
付
触
が
出
る
。

〔
京
都
町
触
集
成
〕
十
一
―
六
八
二

二
条
在
番
之
面
々
在
番
中
雑
費
多
候
歟
、
日
用
之
品
掛
ケ
買
い
た
し
、
連
年
払
方
を
も

及
延
引
候
よ
り
追
々
当
地
ニ
借
財
相
増
、
仍
而
ハ
御
城
中
江
立
入
候
商
人
と
も
自
然
物

価
を
引
上
ケ
候
ニ
至
り
、
借
財
無
之
輩
も
無
拠
高
価
之
品
を
買
も
と
め
、
要
用
相
弁
候

趣
相
聞
、
右
商
人
共
不
埒
之
事
ニ
候
、
以
来
在
番
之
面
々
聊
之
買
物
い
た
し
候
共
、
決

而
掛
ケ
買
致
間
敷
筈
ニ
候
間
、
御
城
中
ニ
而
買
求
候
品
、
高
価
之
売
買
致
間
敷
、
若
市

中
之
直
段
ニ
見
合
、
高
直
之
品
候
ハ
ヽ
、
其
趣
御
番
衆
よ
り
頭
々
江
申
聞
候
積
候
間
、

商
人
共
も
懸
ケ
売
決
而
致
間
敷
、
万
一
払
方
滞
候
も
の
も
候
ハ
ヽ
、
其
段
頭
々
江
商
人

共
よ
り
訴
出
候
様
可
致
候
、

右
之
趣
申
通
候
間
、
当
地
商
人
共
聊
心
得
違
之
儀
有
之
候
ハ
ヽ
厳
重
申
付
候
間
、
此
旨

洛
中
洛
外
へ
不
漏
様
可
申
通
事
、

　
　

寅
十
二
月

　
　

Ⅲ　

『
京
都
役
所
方
覚
書
』

　

1　

年
月
日
未
詳

石
清
水
八
幡
宮
の
御
造
営
に
つ
い
て
の
覚
書
。

〔
京
都
役
所
方
覚
書
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

社
堂
恩
造
営
、
寛
永
十
三
子
年
、
奉
行
松
平
越
中
守
、
御
代
官
藤　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
（
林
ヵ
）

市
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
御
修
復
、
寛
文
四
辰
年
九
月
卅
日
よ
り
、
同
五
巳
年
極
月
十
五　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
出
来
、
御
入
用
銀
四
百
七
拾
五
貫
五

（
衍
ヵ
）

貫
目
余
、
但
金
ニ
五
両
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
番
鈴
木
九
左
衛
門
、
永
田
孫
次
郎
、

　
　

一
岩
清
水
八
幡
宮　

御
本
社
御
修
復
、
元
禄
五
申
年
五
月
廿
六
日
よ
り
、
九
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

迄
ニ
出
来
、
御
入
用
銀
八
拾
六
貫
三
百
三
匁
八
分
一
厘
三
毛
、
但　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
ニ
シ
テ
千
四
百
三
九
両
弐
歩
余
、
奉
行
小
笠
原
佐
渡
守
与
力
同　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
（
後
略
）

　
　

　

2　

年
月
日
未
詳
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下
村
勝
助
支
配
の
二
条
城
内
掃
除
役
六
ヵ
村
書
上
。

〔
京
都
役
所
方
覚
書
〕

　

一御
朱
印
　
但
、
板
倉
伊
賀
守
宛
所
ニ
而
可
成
奉
書
由
御
文
言
有
之
、

知
行
百
九
石
七
斗
七
升
余　
　
　
　

下
村
勝
介

　
　
　
　

三
条
天
部
村　
　
　
　

六
条
中
嶋
村　
　

田
中
川
崎
村

　
　
　
　

東
山
滝
ケ
口
村　
　
　

蓮
台
野
村　
　
　

北
小
路
村

　
　

右
六
ケ
所
之
穢
多
幷
洛
中
青
や
共
、
勝
助
支
配
致
し
候
ハ
掃
除
申
付
候
、

　

3　

年
月
日
未
詳

二
条
城
の
城
郭
・
天
守
の
間
数
お
よ
び
銀
銭
銅
鉄
所
蔵
高
書
上
。

〔
京
都
役
所
方
覚
書
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
西
南
ニ
而
弐
百
四
十
九
間
半

北
に
て
弐
百
四
十
九
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
御
城
郭　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
ニ
而
闕
廿
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
北
東
に
て
百
八
拾
五
間
半

西
に
て
百
六
拾
五
間
半　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

但
、
城
州
葛
野
郡　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
御
天
守            　

梁
行
十
間
壱
尺
六
寸
桁

行
十
一
間
弐
尺
五
寸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

高
サ
十
四
間
程

一
白
銀
千
貫
目　
　
　
　
　

御
本
丸
御
蔵
ニ
有
之
、

　
　
　
　

但
、
三
輪
市
十
郎
幷
御
蔵
衆
三
人
預
り
、
年
々
両
御
番
頭
山
岡
七
右
衛
門
、

鈴
木
市
兵
衛
立
合
封
印
、

一
銭
四
千
百
九
貫
文　
　
　

二
ノ
丸
御
台
所
前
御
蔵
ニ
有
之
、

　
　
　
　

但
、
御
蔵
衆
三
人
之
預
り
、

一
銅
六
千
八
百
四
拾
七
貫
目　

同
断

一
鉄
三
百
拾
三
貫
目　
　
　
　

同
断

　

4　

年
月
日
未
詳

二
条
城
内
外
御
蔵
数
書
上
。

〔
京
都
役
所
方
覚
書
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一御

城

内

御

台

所

前

三
間
梁
廿
弐
間　
　
　
　

 
 

但
、　

八
間

七
間

七
間　

三
戸
前　

壱
棟　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

       

　
　
　

米
高
三
千
三
百
石
程
相
詰
候
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 

一御

城

内

西

御

門

之

内

三
間
梁
ニ
十
七
間　
　
　
　

但
、
八
間

九
間　

弐
戸
前　

壱
棟　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

             

　
　
　

米
高
弐
千
四
百
石
程
相
詰
り
候
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一御
天
守
下

三
間

梁

ニ

拾

八

間　
　

但
、 

九
間

九
間　

弐
戸
前　

壱
棟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

米
高
弐
千
六
百
石
程
相
詰
り
候
、

一御
城
外
御
蔵

三
間
梁
ニ
弐
拾
間
つ
　ゝ
　

但
、
拾
四
戸
前　
　

 
 

七
棟

　
　
　

米
高
弐
万
弐
千
五
百
石
程
相
詰
り
候
、

　

御
城
内
外
御
蔵
数
十
棟
廿
一
戸
前

　
　
　

此
米
高
三
万
八
百
石
程
相
詰
り
候
、

一御
城
外三

間
梁
ニ
十
間　
　
　
　
　

但
、
弐
戸
前　
　

 

　

 

壱
棟

　
　
　

是
ハ
小
堀
藤
三
郎
御
預
り
之
処
、
天
和
三
亥
年
断
有
之
半
分
仕
切
、
壱
戸
前
御　

蔵
衆
被
請
取
候
、　

但
、
大
豆
入
置
候
由
、

一御
城
外弐

間
梁
ニ
廿
間　
　
　
　
　

但
、
弐
戸
前　
　
　

 
 

壱
棟

　
　
　

是
ハ
縄
藁
等
入
置
候
、

一
壱
間
半
梁
ニ
弐
間　
　
　
　
　

壱
ケ
所

　
　
　

是
ハ
手
形
帳
面
等
入
置
候
、

　

5　

年
月
日
未
詳

二
条
城
御
蔵
詰
米
お
よ
び
渡
り
方
の
覚
書
。

〔
京
都
役
所
方
覚
書
〕

　
　
　
　
　
　
　
　

米
弐
万
弐
千
三
百
石
余
江
州
米

年

ニ

よ

り

増

減
、     

五

畿

内

米

少

々     

相
詰
候
儀
も
在
之
候
、

　

一
二
条
御
蔵
詰　
　
　

内
四
千
石　

冬
詰

壱
万
八
千
三
百
石
余　

春
詰

　
　
　
　
　
　
　
　

大
豆
五
百
石
程
江
州
大
豆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
ニ
よ
り
増
減
有
之

　
　
　
　
　

右
渡
り
方

　

一
公
家
衆
役
料
御
合
刀力

米

　

一
京
都
火
消
被　

仰
付
候
大
名
御
扶
持
方
、
九
月
朔
日
よ
り
三
月
卅
日
迄
之
分
被
下
候
、

　
　

但
、
三
百
人
ふ
ち

　

一
所
司
代
組
同
心
御
切
米
御
扶
持
方
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一
両
町
奉
行
役
料
幷
同
両
組
与
力
同
心
御
切
米
御
扶
持
方

　

一
禁
裏
御
所
附
之
面
々
与
力
同
心
御
切
米
御
ふ
ち
方

　

一
山
岡
七
右
衛
門
役
料
幷
与
力
御
切
米
御
扶
持
方

　

一
鈴
木
市
兵
衛
役
料
、
同
与
力
同
心
御
切
米
御
扶
持
方

　

一
都
筑
惣
兵
衛
御
切
米
、
同
同
心
御
切
米
御
扶
持
方

　

一
隠
岐
五
郎
大
夫
同
心
御
切
米
御
扶
持
方

　

一
三
輪
市
十
郎　

但
、
坊
主
御
切
米
御
ふ
ち
方

　

一
御
城
内
時
之
太
鼓
御
用
抹
香
幷
鈴
京

（
糸
）等

之
代

　

一
武
田
吉
仙
御
切
米

　

一
鷹
峯
御
薬
園
預
り
両
人
御
切
米
、
同
荒
子
御
切
米
御
ふ
ち
方

　

一
女
五
宮
附
田
中
筑
後
御
切
米

　

一
連
歌
師
里
村
昌
陸
御
扶
持
方

　

一
高
橋
彦
八
郎
御
切
米
御
ふ
ち
方

　

一
中
井
主
水
御
扶
持
方

　

一
中
井
源
八
郎
御
ふ
ち
方

　

一
三
宅
新
十
郎
御
切
米
御
扶
持
方

　

一
後
藤
縫
殿
御
切
米

　

一
二
条
御
蔵
手
代
御
切
米
御
ふ
ち
方

　

一
同
御
蔵
番
御
切
米
御
ふ
ち
米

　

一
同
小
上
ケ
御
ふ
ち
方

　

一
御
城
内
御
蔵
詰
米
外
御
蔵
場
よ
り
駄
賃

　
　

右
之
分
定
渡
り　

但
、
米
高
壱
万
五
千
四
百
六
拾
五
石
九
斗
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
ニ
よ
り
少
々
増
減
有
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
ニ
賀
茂
葵
祭
御
下
行
米
七
百
九
拾
石
、
元
禄
七
戌
年
よ
り
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ル
、

一
二
条
御
目
付
両
人
御
扶
持
方

一
大
御
番
衆
之
内
御
破
損
奉
行
御
ふ
ち
方

一
大
御
番
頭
両
人
御
合
力
米
之
内
五
分
一
米
幷
大
豆

一
同
両
組
御
番
衆
同
断

一
同
両
組
与
力
同
断

一
同
同
心
御
ふ
ち
方

　

右
之
分
高
ニ
応
し
多
少
有
之
但
、
米
高
四
千
弐
百
拾
弐
石
程
、

年
ニ
よ
り
不
同
、

　
　

此
外
不
意
之
渡
り
方
有
之
、
大
豆
四
百
五
拾
石
程
、
年
ニ
よ
り
不
同
、

　

右
御
詰
米
大
豆
於
御
蔵
場
東
横
内
拵
拼
出
日
用
人
足
賃
幷
莚
諸
道
具
損
料
共
、
先
年

者
百
姓
ニ
懸
り
候
得
共
、
元
禄
二
巳
年
之
御
納
米
よ
り
公
儀
御
払
ニ
罷
成
、
大
坂
御

城
銀
ニ
而
相
渡
り
候
、
且
又
御
蔵
場
入
用
墨
筆
紙
代
銀
、
同
年
よ
り
大
坂
御
城
銀
ニ

而
相
渡
り
候
、

　

右
大
坂
御
城
銀
に
て
相
渡
候
銀
高
壱
ケ
年
ニ
弐
貫
目
、
尤
年
ニ
よ
り
不
同
有
之
、
金

ニ
シ
テ
卅
三
両
壱
歩
余
、

　

6　

年
月
日
未
詳

二
条
城
御
蔵
入
用
に
懸
る
国
お
よ
び
御
蔵
修
復
入
用
銀
割
方
の
覚
書
。

〔
京
都
役
所
方
覚
書
〕

一
山
城　

大
和　

丹
波　

御
蔵
入
之
村
々
よ
り
御
城
外
御
蔵
入
用
銀
之
内
、
竹
縄
藁
人

足
代
銀
役
高
ニ
応
し
出
之
候
、
但
、
人
足
壱
人
ニ
一
日
五
合
宛
御
ふ
ち
方
被
下
之
候
、

一
御
城
内
外
御
蔵
御
修
復
御
入
用
銀
小
堀
藤
三
郎
よ
り
相
渡
り
、
奉
行
之
儀
御
城
内
ハ

御
番
衆
被
相
勤
候
、
御
城
外
ハ
小
堀
藤
三
郎
相
勤
候
、

一
二
条
御
城
外
御
蔵
四
ヶ
所
、
元
禄
六
酉
年
御
修
復
落
札
御
入
用
銀
高
拾
貫
六
百
八
拾

三
匁
余
、
奉
行
小
堀
藤
三
郎
、
金
ニ
シ
テ
百
七
十
八
両
余
、

　

7　

年
月
日
未
詳

二
条
城
の
御
蔵
手
代
・
御
蔵
番
・
小
上
ケ
に
つ
き
覚
書
。

〔
京
都
役
所
方
覚
書
〕

一
御
蔵
衆
壱
人
ニ
手
代
弐
人
つ
ゝ
、
御
切
米
壱
人
ニ
七
石
弐
人
ふ
ち
つ
ゝ
手
代
六
人

　
　
　
　
　

米
高
六
拾
三
石
六
斗
程　

但
、
ふ
ち
き
り
米
共

　
　
　
　

同
所
御
蔵
番

一
御
蔵
番
弐
人
、
御
切
米
壱
人
ニ
三
石
五
斗
壱
人
ふ
ち
つ
ゝ

　
　
　
　
　

米
高
拾
石
六
斗
程　

但
、
扶
持
切
米
共
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同
所
小
上
ケ

一
小
上
之
儀
、
先
年
ハ
頭
四
人
、
平
六
拾
人
在
之
、
賃
銀
ハ
百
姓
よ
り
出
之
候
へ
共
、

元
録

（
禄
）三

午
正
月
新
規
召
抱
、
頭
三
人
、
平
三
拾
五
人
ニ
人
数
極
り
候
、
頭
ハ
金
五
両

ニ
弐
人
ふ
ち
つ
ゝ
、
平
ハ
金
三
両
ニ
壱
人
半
ふ
ち
つ
ゝ
被
下
候
、
給
金
ハ
大
坂
御
城

金
ニ
而
相
渡
り
候
、
頭
三
人
者
大
坂
御
蔵
小
上
頭
並
ニ
刀
帯
候
様
ニ
致
度
旨
御
蔵
衆

願
ニ
付
、
御
蔵
御
用
相
勤
候
節
、
又
者
御
蔵
衆
用
事
被
申
付
候
時
ハ
刀
可
帯
候
、
常
々

者
無
用
之
由
申
付
候
、

　
　
　
　
　

小
上
給
金　
　
　

百
廿
両

　
　
　
　
　

同
御
ふ
ち
方　
　

百
五
石
三
斗
程

Ⅳ　

『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』

　
　

　

1　

年
月
日
未
詳

二
条
城
諸
役
人
御
役
屋
敷
・
組
屋
敷
間
数
書
上
。

〔
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
朱
書
）
「
酒
井
飛
騨
守
」

　

一
東
御
番
頭
幷
与
力
・
同
心
小
屋
共
一
構
毎
年
交
代
ニ
付
御

番
頭
名
不
記
之
、

 
 

　
　
　
　
　
　

東
西
平
均
三
拾
八
間

　
　
　
　
　
　
　

南
北
平
均
四
拾
四
間
半

　

一
東
組
御
番
衆
小
屋
惣
構　

東
西
平
均
三
拾
八
間
余
南
北
平
均
九
拾
五
間
半

　

一
西
御
番
頭
小
屋
構　

東
西
平
均
五
拾
三
間
南
北
平
均
拾
九
間

　
　
　
　

毎
（
朱
書
）「
松
平
志
摩
守
」

年
交
代
ニ
付
御
番

　
　
　
　

御
番
頭
名
不
記
之

　

一
西
組
御
番
衆
小
屋
構　

東
西
平
均
拾
六
間
半
南
北
平
均
九
拾
九
間
半

　

一
同
南
横
手
之
小
屋
構　

東
西
平
均
六
拾
六
間
南
北
平
均
弐
拾
五
間
半

　

一
西
御
番
頭
之
与
力
・
同
心
小
屋
構
三
ヶ
所

　
　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　

壱
ヶ
所
七
間
半
八
間
半

　
　
　
　
　

壱
ヶ
所
八
間
拾
六
間

　
　
　
　
　

壱
ヶ
所
五
間
弐
拾
壱
間

　

一
上
使
屋
敷　

東

弐

拾

間

南
北
弐
拾
弐
間　
　

 
 
 
 
 
 

駒
井
庄
助

　

一
役
屋
敷　

南
北
弐
拾
五
間

東
西
八
拾
間

 
 
 
 
 
 

　
　
　

曲
淵
十
左
衛
門

　
　
　
　

此
坪
弐
千
坪

　
　
　
　
　

六
百
坪　
　

居
屋
敷

　
　
　

内

　
　
　
　
　

千
四
百
坪　

同
心
弐
拾
人
分
、
壱
人
ニ
七
拾
坪
宛

　

一
役
屋
敷  

南
北
七
拾
間

東
西
八
拾
間　
　
　
　

 
 
 
 
 

小
宮
山
伝
右
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

此
坪
五
千
六
百
坪

　
　
　
　
　
　
　

千
坪　
　
　
　

居
屋
敷

　
　
　
　
　

内　

千
四
百
坪　
　

同
心
弐
拾
人
分
壱
人
ニ
七
拾
坪
宛

　
　
　
　
　
　
　

三
千
弐
百
坪　

与
力
弐
拾
人
分
平
均
壱
人
ニ
百
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
坪
之
積
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
、
曲
淵
十
左
衛
門
与
力
壱
拾
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

之
屋
敷
共

　

一
役
屋
敷　

東
西
弐
拾
間
半

南
北
三
拾
間
　
　
　
　
　
　

富御
鉄
砲
奉
行

田
平
右
衛
門

　

一
役
屋
敷　

東

西
弐
拾
間

南
北
三
拾
間　
　
　
　
　
　

梶同

助
右
衛
門

　

一
組
屋
敷　

南
北
弐
拾
弐
間
余

東
西
三
拾
弐
間
余　
　
　
　
　

右
弐
人

　
　
　
　
　

但
、
組
屋
敷
江
之
往
来
道
、
南
北
拾
間
程
之
所
、
年
貢
地
壱
ヶ
年
ニ
米
壱
斗
宛

　
　
　
　
　

組
中
よ
り
正
徳
四
午
年
迄
土
屋
町
勘
兵
衛
と
申
者
方
江
為
年
貢
相
渡
、
其
已
後

　
　
　
　
　

者
水
口
飛
騨
方
江
相
渡
候
由
、

　

一
役
屋
敷　

東
西
八
拾
間
南

北
弐
拾
壱
間

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三御
殿
番輪

七
之
助

　
　
　
　

此
坪
数
千
六
百
八
拾
間

　
　
　
　
　

内

　
　
　
　

東

西

三

拾

間

南
北
弐
拾
壱
間
組
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　

此
坪
七
百
九
拾
八
坪

　

一
役
屋
敷　

東
西
三
拾
間

南
北
拾
間
半　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多御
蔵
奉
行

賀
彦
八
郎

　

一
役
屋
敷　

東
西
三
拾
間

南
北
拾
壱
間　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　

伏同

谷
久
太
夫
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一
役
屋
敷　

東

西

拾

間

南
北
三
拾
間　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

能同

勢
平
右
衛
門

　

一
役
屋
敷　

東

西

拾

間

南
北
三
拾
間　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奈同

佐
清
太
夫

　

一
手
代
屋
敷 

東
西
拾
弐
間
五
尺
余

南
北
三
拾
間
弐
尺
余　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
四
人

　
　
　
　
　

二
条
御
蔵
手
代
屋
敷
北
之
方
拾
間
、
屋
敷
之
境
道
東
西
長
九
間
南
北
幅
壱
間
余

　
　
　
　
　

之
所
、
正
徳
二
辰
年
よ
り
聚
楽
新
シ
町
年
寄
勘
兵
衛
と
申
者
御
蔵
手
代
と
相
対

　
　
　
　
　

ニ
而
、
右
道
之
地
代
壱
斗
六
升
宛
取
来
候
処
、
右
勘
兵
衛
不
届
有
之
正
徳
四
午

　
　
　
　
　

年
十
二
月
追
放
ニ
成
り
、
今
度
持
家
幷
家
屋
敷
闕
所
ニ
罷
成
、
御
払
ニ
付
遂
吟

　
　
　
　
　

味
候
処
、
右
御
蔵
手
代
屋
敷
北
側
之
道
、
場
所
ハ
北
野
境
内
真
盛
之
図
子
ニ
在

　
　
　
　
　

之
、
本
光
院
寺
領
ニ
而
六
軒
町
通
一
条
上
ル
若
松
町
百
姓
伏
見
屋
藤
十
郎
と
申

　
　
　
　
　

者
之
持
地
ニ
無
紛
候
、
右
道
之
義
勘
兵
衛
闕
所
ニ
成
、
御
取
上
ヶ
地
ニ
罷
成
候

　
　
　
　
　

ハ
ヽ
、
手
代
共
屋
敷
地
之
内
江
附
ヶ
申
度
之
旨
、
御
蔵
奉
行
四
人
相
願
候
、
依

　
　
　
　
　

之
伏
見
屋
藤
十
郎
・
勘
兵
衛
召
呼
、
道
ニ
罷
成
候
場
所
者
荒
地
ニ
而
候
間
、
勘

　
　
　
　
　

兵
衛
相
対
ニ
而
徒
ニ
取
米
候
壱
斗
六
升
之
年
貢
可
出
道
理
ニ
不
相
聞
候
、
自
今

　
　
　
　
　

已
後
壱
斗
六
升
之
道
代
ハ
請
取
不
申
、
其
儘
ニ
而
道
ニ
致
置
候
様
ニ
と
藤
十
郎

　
　
　
　
　

江
申
渡
、
為
後
証
一
札
申
付
候
、
尤
御
蔵
奉
行
江
も
正
徳
五
未
年
九
月
廿
三
日

　
　
　
　
　

右
之
通
申
渡
候
、  

 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　

2　

年
月
日
未
詳

二
条
城
の
城
郭
・
本
丸
・
二
之
丸
な
ど
間
数
書
上
。

〔
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
〕

一　

二
条　

御
城
有
来
り
候
所
、
慶
長
七
年
之
比
迄
新
御
屋
敷
と
申
、
又
ハ
二
条
御
所

共
申
候
由
、

一
同　

御
城
ニ
御
天
守
・
御
殿
・
御
家
・
御
長
屋
・
御
門
・
御
築
地
之
御
普
請
、
慶
長

七
年
よ
り
同
拾
一
年
迄
ニ
御
造
営
、

一
同　

御
城
江　

行
幸
ニ
付
、
寛
永
元
年
よ
り
御
普
請
今
之
御
本
丸
新
規
ニ
御
築
足
、

御
天
守
・
御
櫓
・
御
多
門
・
御
殿
等
御
造
営
御
座
候
、

一
御
城
郭　

東
西
南
ニ
テ
弐
百
四
拾
九
間
半

北
ニ
テ
弐
百
四
拾
九
間
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西
ニ
テ
欠
弐
拾
間

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南
北
東
ニ
テ
百
八
拾
五
間
半

西
ニ
テ
百
六
拾
五
間
半

　
　
　

但
、
城
州
葛
野
郡

一御
本
丸
之
分

御
天
守　
　

拾

間

半 

拾
壱
間
半

一
附
天
守　
　

弐
間
半

八
間
半

一
三
階
御
櫓　

五
間

六
間　

壱
ケ
所

一
二
階
御
櫓　

四
間

五
間　

壱
ケ
所

一
御
多
門　
　

 

　

 

四
ケ
所 

 
 
 
 
 
 

三
間
梁
ニ
五
拾
四
間
半
ヨ
リ
六
拾
三
間
迄
、

一
御
座
之
間　

御
書
院

 
 
 
 

御
広
間 

 
 
 

御
遠
侍
所  

　

一
東
御
番
頭
幷
与
力
・
同
心
小
屋
共
一
構
毎
年
交
代
ニ
付
御

番
頭
名
不
記
之

、

　

一
西
御
番
頭
小
屋
構　

東
西
平
均
五
拾
三
間
南
北
平
均
拾
九
間

　
　
　
　

毎
（
朱
書
）「
松
平
志
摩
守
」

年
交
代
ニ
付
御
番

　
　
　
　

御
番
頭
名
不
記
之

　

一
西
組
御
番
衆
小
屋
構　

東
西
平
均
拾
六
間
半
南
北
平
均
九
拾
九
間
半

　

一
同
南
横
手
之
小
屋
構　

東
西
平
均
六
拾
六
間
南
北
平
均
弐
拾
五
間
半

　

一
西
御
番
頭
之
与
力
・
同
心
小
屋
構
三
ヶ
所

　
　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　

壱
ヶ
所
七
間
半
八
間
半

　
　
　
　
　

壱
ヶ
所
八
間
拾
六
間

　
　
　
　
　

壱
ヶ
所
五
間
弐
拾
壱
間

　

一
上
使
屋
敷　

東

弐

拾

間

南
北
弐
拾
弐
間　
　

 
 
 
 
 
 

駒
井
庄
助

　

一
役
屋
敷　

南
北
弐
拾
五
間

東
西
八
拾
間

 
 
 
 
 
 

　
　
　

曲
淵
十
左
衛
門

　
　
　
　

此
坪
弐
千
坪

　
　
　
　
　

六
百
坪　
　

居
屋
敷

　
　
　

内

　
　
　
　
　

千
四
百
坪　

同
心
弐
拾
人
分
、
壱
人
ニ
七
拾
坪
宛

　

一
役
屋
敷  
南
北
七
拾
間

東
西
八
拾
間　
　
　
　

 
 
 
 
 
 

小
宮
山
伝
右
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

此
坪
五
千
六
百
坪
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千
坪　
　
　
　

居
屋
敷

　
　
　
　
　

内　

千
四
百
坪　
　

同
心
弐
拾
人
分
壱
人
ニ
七
拾
坪
宛

　
　
　
　
　
　
　

三
千
弐
百
坪　

与
力
弐
拾
人
分
平
均
壱
人
ニ
百
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
坪
之
積
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
、
曲
淵
十
左
衛
門
与
力
壱
拾
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

之
屋
敷
共

 
 
 
 

三
間
梁
ニ
五
拾
四
間
半
ヨ
リ
六
拾
三
間
迄
、

一
御
座
之
間　

御
書
院

 
 
 
 

御
広
間 

 
 
 

御
遠
侍
所

　
　

御
台
所　
　

御
年
寄
衆
部
屋

　
　

御
玄
関　
　

折
廻
御
蔵

 
 
 
 

御
門
橋

　

此
外
御
廊
下
所
々
御
番
所
有
之
、

一
御
蔵
大
小　

三
ケ
所

一
御
米
蔵　
　

弐
ケ
所

　
　
　

附
り　

会
所
三
ケ
所

一
御
車
之
御
土
蔵　

壱
ケ
所

一
御
焰
硝
蔵　

四
ケ
所

一
御
番
所
大
小　

八
ケ
所

一
大
御
番
頭
・
同
御
番
衆
幷
与
力
・
同
心
小
屋
東
西
ニ
御
座
候
、

一
御
本
丸
・
二
之
御
丸
ニ
有
来
り
候
御
蔵
部
屋
々
々
廊
下
等
末
々
御
家
ハ
、
貞
享
年
中

土
屋
相

（

政

直

）

模
守
殿
御
所
司
之
時
よ
り
た
ゝ
ミ
取
候
様
ニ
被
仰
付
、
只
今
残
り
候
所
々
、

右
之
通
ニ
御
座
候
、

一二
之
御
丸
之
分

二
階
御
櫓　
　

四
ケ
所

　
　
　

内
巽
隅
五
間

六
間 

　
　
　

坤
隅
四
間

五
間           

乾
隅
四
間

五
間　
　
　

 

艮
隅
五
間

六
間 　
　
　
　
　
　
　
　

一
太
鼓
櫓　

三
間

四
間

一
御
門
櫓　

東
北
西
ニ
有
、
三
ケ
所

一
御
門　

御

唐

門 

二
階
御
門
共 

 
 
 
 

九
ケ
所

　
　
　

二
之
御
丸
所
々
ニ
有
、

一
御
座
之
間　
　

御
大
広
間

　

御
遠
侍
所　
　

御
小
広
間

　

御
式
台　
　
　

蘇
鉄
之
間

　

御
玄
関　
　
　

御
台
所

　

御
料
理
之
間

　
　
　
　

此
外
御
廊
下
溜
り
之
間

　

3　

年
月
日
未
詳

二
条
城
内
外
の
御
蔵
数
幷
糒
大
銭
銅
所
蔵
高
書
上
。

〔
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
〕

　

二　

二
条
御
城
内
外
御
蔵
数
幷
糒
大
銭
銅
之
事

一御
城
内
二
ノ
御
丸
御
台
所
前

三
間
梁
ニ
四
拾
八
間　
　
　

七
戸
前　
　
　

壱
棟

　
　
　
　
　

 

御
詰
米
七
千
三
百
石
程
相
詰
り
候
、

　
　
　

右
七
戸
前
之
内
六
戸
前
者
七
間
宛

壱
戸
前
者
六
間
蔵　

但
千
百
石
程
宛
入

七
百
石
程
入

一御
本
丸
高
麗
橋
前

三
間
梁
ニ
拾
七
間　
　
　
　

弐
戸
前　
　
　

壱
棟

御
詰
米
弐
千
五
百
石
程
相
詰
り
候
、
但
壱
戸
前
千
弐
百
五
拾
石
程
宛
、

一御
天
守
下

三
間
梁
ニ
拾
八
間　
　
　
　

弐
戸
前　
　
　

壱
棟

御
詰
米
弐
千
六
百
石
程
相
詰
り
候
、
但
壱
戸
前
千
三
百
石
程
、

一御
城
外
御
蔵

三
間
梁
ニ
弐
拾
間　
　
　
　

拾
四
戸
前　
　

七
棟

御
詰
米
弐
万
弐
千
四
百
石
程
相
詰
り
候
、
但
壱
戸
前
千
六
百
石
程
宛
、

一同

三
間
梁
ニ
弐
拾
五
間　
　
　

四
戸
前　
　
　

弐
棟

御
詰
米
七
千
石
程
相
詰
り
候
、
但
壱
戸
前
千
七
百
五
拾
石
程
宛
、

一同

三
間
梁
ニ
弐
拾
間　
　
　
　

弐
戸
前　
　
　

壱
棟

御
詰
米
弐
千
八
百
石
程
相
詰
り
候
、
但
壱
戸
前
千
四
百
石
程
宛
、
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一同

三
間
梁
ニ
弐
拾
間　
　
　
　

弐
戸
前　
　
　

壱
棟

御
詰
米
弐
千
四
百
石
程
相
詰
り
候
、

是
者
五
間
蔵
壱
戸
前
、
先
年
よ
り
小
堀
仁
右
衛
門
江
借
シ
置
申
候
、

　

残
拾
五
間
蔵
壱
戸
前
ニ
而
弐
千
四
百
石
程
入

御
城
内
三
ケ
所
御
蔵
拾
壱
戸
前

　

詰
高
壱
万
弐
千
四
百
石
程

外
御
蔵
拾
壱
棟
弐
拾
壱
戸
前

一
大
銭
七
千
百
七
拾
貫
五
百
弐
拾
八
文　
　
　

御宝
永
七
寅
十
二
月
よ
り
正
徳
六
申
二
月
迄

蔵
有

是
者
二
之
御
丸
御
米
蔵
江
入
置
申
候
、

　

詰
高
三
万
四
千
六
百
石
程

　

右
御
蔵
数
合
三
拾
弐
戸
前

　
　

詰
高
合
四
万
七
千
石
程　
　

大
積

一
御
本
丸
御
多
門
御
糒
弐
千
石　
　
　
　
　
　

御元
禄
十
三
辰
よ
り
同
十
五
午
迄

蔵
四
戸
前
ニ
納

「（
貼
紙
）

二
条
御
蔵
ニ
有
之
候
大
銭
不
残
享
保
元
申
十
月
十
六
日
迄
ニ
呉
服
師
共
江

相
渡
申
候
」

一
銅
三
千
百
弐
拾
九
貫
目　
　
　
　
　

 
 
 

　

 

御諸
御
用
ニ
段
々
相
渡
ス
残

蔵
有

　

 
 
 
 

是
者
二
之
御
丸
御
米
蔵
江
入
置
申
候
、

一
二
之
御
丸
有
之　

行
幸
御
賄
古
御
道
具
、
是
ハ
朝
鮮
人
来
聘
之
節
毎
度
御
用
ニ
立
申

候
、
正
徳
元
卯
年
朝
鮮
人
来
聘
之
節
、
本
国
寺
御
賄
方
辻
弥
五
左
衛
門
・
古
川
武
兵
衛
・

古
川
岡
右
衛
門
江
相
渡
、
御
用
ニ
相
立
候
品
々
之
内
、
御
屏
風
七
双
幷
真
鍮
銚
子
提
ハ

致
返
納
、
其
外
ハ
不
残
御
遣
捨
罷
成
候
、
右
之
外
残
御
道
具
三
輪
市
十
郎
幷
御
蔵
衆
四

人
預
り
、

　　

4　

年
月
日
未
詳

二
条
城
内
外
の
御
蔵
内
銭
座
運
上
金
銀
書
上
。

〔
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
〕

　

三　

同
所
御
蔵
ニ
有
之
銭
座
運
上
金
銀
之
事

金
合
三
万
千
八
百
八
拾
八
両

銀
合
五
百
九
拾
弐
匁
壱
分
六
厘
七
毛
五
弗

内

　

金
壱
万
千
八
百
七
拾
両
弐
歩
銀
八
匁
七
分
壱
厘　

御
買
米
代

是
者
御
買
米
三
万
俵
、
石
高
壱
万
千
三
百
三
拾
壱
石
七
斗
之
代
、

但
、　

壱
石
ニ
付
平
均
六
拾
弐
匁
八
分
五
厘
四
毛
内

　

金
四
百
三
拾
九
両
三
歩
銀
六
匁
弐
分　
　
　
　
　
　

諸
色
入
用

是
者
御
買
米
三
万
俵
大
坂
ニ
而
相
調
、
江
戸
廻
被
仰
付
候
ニ
付
、
江
戸
・
大
坂
ニ

而
諸
色
御
入
用
幷
右
御
用
相
勤
候
町
人
両
人
江
被
下
候
御
金
共
如
此
、

　

弐
口
金
都
合
壱
万
弐
千
三
百
拾
両
壱
歩
銀
拾
四
匁
九
分
壱
厘

銀
ニ
シ
テ
七
百
三
拾
八
貫
六
百
弐
拾
九
匁
九
分
壱
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
、
六
拾
目
替

右
者
当
春
御
買
米
為
御
用
芳
野
屋
惣
左
衛
門
・
中
川
清
三
郎
代
乾
忠
右
衛
門
大
坂
江

罷
下
、
調
上
候
御
米
代
幷
御
米
廻
船
ニ
積
立
、
大
坂
表
出
船
江
戸
着
浅
草
御
蔵
詰
迄

之
諸
色
入
用
金
、
町
人
共
差
出
候
勘
定
目
録
吟
味
之
上
相
違
無
之
ニ
付
、
此
度
御
金

不
残
三
輪
市

（

量

久

）

十
郎
方
よ
り
請
取
、
右
町
人
江
相
渡
り
候
、

但
、
宝
永
二
酉
年
七
月
安
藤
駿

（

次

行

）

河
守
・
水
谷
信

（

勝

久

）

濃
守
組
勘
定
方
役
人
請
取
手
形
ニ
、

三
輪
市
十
郎
・
松
平
紀

（

信

庸

）

伊
守
殿
与
力
両
人
宛
所
ニ
而
、
安
藤
駿
河
守
奧
書
ニ
松
平

紀
伊
守
殿
裏
書
、
銭
座
運
上
金
を
以
可
相
渡
旨
、
右
裏
印
ニ
而
相
渡
り
候
、

　

金
八
千
六
百
拾
両
壱
歩
弐
朱

　

銀
五
百
五
拾
弐
匁
五
分
三
厘

是
者
宝
永
三
戌
年
七
月
・
八
月
四
ケ
度
ニ
江
戸
上
納
為
替
ニ
成
候
ニ
付
、
芳
野
屋

惣
左
衛
門
・
中
川
清
三
郎
相
納
、
御
金
奉
行
四
人
よ
り
三
輪
市
十
郎
方
江
請
取
証

文
来
ル
、

　

金
五
千
五
百
弐
拾
弐
両
弐
歩
銀
五
匁
四
分
三
厘

是
者
親
王
大
准
后
御
構
御
築
地
入
用
金
都
合
六
千
拾
七
両
銀
拾
匁
八
分
八
厘
之
内

江
請
取
、
職
人
共
江
銘
々
相
渡
申
候
、

　

但
松
平
紀
伊
守
殿
組
与
力
・
普
請
奉
行
両
人
請
取
手
形
ニ
、
三
輪
市
十
郎
幷
紀　

　

伊
守
殿
与
力
両
人
宛
所
ニ
而
紀
伊
守
殿
裏
書
、
銭
座
運
上
金
之
内
を
以
て
可
渡 

　

旨
、
右
裏
印
ニ
而
相
渡
り
候
、
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金
四
千
四
百
八
拾
七
両

是
者
牢
屋
就
御
普
請
入
用
金
、
安
藤
駿
河
守
組
公
事
方
与
力
弐
人
・
中
根
摂
津
守

組
公
事
方
与
力
弐
人
請
取
手
形
ニ
而
、
三
輪
市
十
郎
幷
松
平
紀
伊
守
殿
組
与
力
弐

人
宛
所
ニ
安
藤
駿
河
守
奧
書
、
松
平
紀
伊
守
殿
裏
書
、
銭
座
運
上
金
を
以
可
相
渡
旨
、

右
裏
印
ニ
而
相
渡
り
候
、

 
 
 
 
 

「
但

（
後
筆
）、

正
徳
五
未
年
三
輪
市
十
郎
よ
り
指
出
候
帳
面
之
写
」

　

残　

金
九
百
五
拾
七
両
三
歩
弐
朱

銀
拾
九
匁
弐
分
九
厘
七
毛
五
弗

　

5　

年
月
日
未
詳

二
条
城
内
外
の
御
蔵
詰
米
大
豆
幷
御
役
料
御
切
米
御
扶
持
方
定
渡
方
覚
書
。

〔
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
〕　

　

四　

同
所
御
蔵
詰
米
大
豆
幷
御
役
料
御
切
米
御
扶
持
方
定
渡
方
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

附
、
自
分
知
行
高
付
之
事

　

米正
徳
四
午
年
割
賦

三
万
五
拾
壱
石
九
斗
八
升
四
合

一
内
六
千
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

冬
詰

弐
万
四
千
五
拾
壱
石
九
斗
八
升
四
合　
　

春
詰　
　

 
 
 
 

二
条
御
蔵
詰

　
　
　

 
 
 
 
 
 
 

「（
貼
紙
）

御
用
米
三
千
石

　
　
　
　
　

右
者
御
詰
米
高
之
内
」

大
豆
四
百
石
六
斗
四
升
壱
合

内

一
米
百
七
拾
五
石　
　

伝
奏
料　
　
　
　

庭
田
前
大
納
言

右
者
家
来
手
形
ニ
所
司
代
裏
判

一
米
百
七
拾
五
石　
　

伝
奏
料　
　
　
　

徳
大
寺
右
大
将

右
者
家
来
手
形
ニ
所
司
代
裏
判

一
米
四
拾
石　
　
　
　

議
奏
料　
　
　
　

中
山
前
大
納
言

右
同
断

一
米
四
拾
石　
　
　
　

同
断　
　
　
　
　

鷲
尾
大
納
言

右
同
断

一
米
四
拾
石　
　
　
　

同
断　
　
　
　
　

岩
倉
中
納
言

右
同
断

一
米
四
拾
石　
　
　
　

同
断　
　
　
　
　

石
野
宰
相

右
同
断

一
米
四
拾
石　
　
　
　

同
断　
　
　
　
　

石
井
右
衛
門
督

　
　
　

右
同
断

一
米
四
拾
弐
石　
　
　

御
切
米　
　
　
　

清
閑
寺
頭
弁

右
者
家
来
手
形
ニ
両
伝
奏
家
来
奧
判
、
所
司
代
裏
判

一
米
三
拾
石　
　
　
　

神
事
料　
　
　
　

白
川
中
将

右
同
断

一
米
七
拾
石
余　
　
　

禁
裏
御
児　
　
　

弐
人
御
扶
持
方

右
者
家
来
手
形
ニ
所
司
代
裏
判 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
米
五
千
五
百
三
拾
石
余　
　
　
　
　
　

水自
分
高
五
万
石

野
和
泉
守
組

　
　
　

内

　
　

四
千
石　
　
　
　

与
力
五
拾
人
御
切
米
壱
人
ニ
八
拾
石
宛

　
　

千
石　
　
　
　
　

同
心
百
人
御
切
米
壱
人
ニ
拾
石
宛

　
　

五
百
三
拾
石
余　

同
心
百
人
御
扶
持
方
壱
人
ニ
三
人
扶
持
宛

　
　
　

右
者
与
力
手
形
ニ
所
司
代
裏
判 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
米
六
百
石　
　

御
役
料　
　
　
　
　
　

山自
分
高
弐
千
石

口
安
房
守

一
米
弐
千
三
百
六
拾
五
石
余　
　
　
　
　

同
人
組

　
　
　

千
六
百
石　
　
　
　

与
力
弐
拾
人
御
切
米
壱
人
ニ
八
拾
石
宛

　
　

内
五
百
石　
　
　
　
　

同
心
五
拾
人
御
切
米
壱
人
ニ
拾
石
宛

　
　
　

弐
百
六
拾
五
石
余　

同
心
五
拾
人
御
扶
持
方
壱
人
ニ
三
人
扶
持
宛

一
米
六
百
石　
　

御
役
料　
　
　
　
　
　

諏自
分
高
千
石

訪
肥
後
守

一
米
弐
千
三
百
六
拾
五
石
余　
　
　
　
　

同
人
組

　
　
　

千
六
百
石　
　
　
　

与
力
弐
拾
人
御
切
米
壱
人
ニ
八
拾
石
宛

　
　

内
五
百
石　
　
　
　
　

同
心
五
拾
人
御
切
米
壱
人
ニ
拾
石
宛

　
　
　

弐
百
六
拾
五
石
余　

同
心
五
拾
人
御
扶
持
方
壱
人
ニ
三
人
扶
持
宛                      

一
米
千
弐
拾
三
石
余　
　
　
　
　
　
　
　

久自
分
高
千
七
百
石

留
伊
勢
守
組

　
　
　

六
百
石　
　
　
　
　

与
力
拾
人
壱
人
ニ
六
拾
石
宛
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内
弐
百
八
拾
石　
　
　

同
心
四
拾
人
御
切
米
壱
人
ニ
七
石
宛

　
　
　
　

百
四
拾
三
石
余　
　

同
心
四
拾
人
御
扶
持
方
内
三
拾
九
人
ハ
弐
人
扶
持

宛
壱
人
ハ
三
人
扶
持

　
　
　

右
者
伊
勢
守
手
形　
　
　
　

一
米
千
三
拾
五
石
余　
　
　
　
　
　
　
　

小自
分
高
千
六
百
石

宮
山
丹
後
守
組

　
　
　

六
百
石　
　
　
　
　

与
力
拾
人
御
切
米
壱
人
ニ
六
拾
石
宛

　
　

内
弐
百
九
拾
石
五
斗　

同
心
四
拾
人
御
切
米
内
三
拾
七
人
ハ
七
石
宛

三
人
ハ
拾
石
五
斗
宛

　
　
　

百
四
拾
五
石
余　
　

同
心
四
拾
人
御
扶
持
方
内
三
拾
八
人
ハ
弐
人
扶
持

宛
弐
人
ハ
三
人
扶
持
宛

　
　
　

右
者
丹
後
守
手
形　
　
　
　

一
米
五
百
弐
石
余　
　
　
　
　
　
　
　
　

山自
分
高
千
弐
百
石

田
伊
豆
守
組

　
　
　

弐
百
四
拾
石　
　
　

与
力
四
人
御
切
米
壱
人
ニ
六
拾
石
宛　

　
　

内
百
九
拾
弐
石　
　
　

同
心
弐
拾
人
御
切
米
内

拾
三
人
ハ
拾
石
五
斗
宛

六

人

ハ

七

石

宛

壱
人
ハ
拾
四
石

　
　
　

七
拾
石
余　
　
　
　

同
心
弐
拾
人
御
扶
持
方
壱
人
ニ
弐
人
扶
持
宛

　
　
　

右
者
伊
豆
守
手
形　
　
　
　

一
米
五
百
三
石
余　
　
　
　
　
　
　
　
　

長自
分
高
千
八
百
石

崎
伊
予
守
組

　
　
　

弐
百
四
拾
石　
　
　

与
力
四
人
御
切
米
壱
人
ニ
六
拾
石
宛

　
　

内
百
八
拾
九
石　
　
　

同
心
弐
拾
人
御
切
米
内
拾
四
人
ハ
拾
石
五
斗

宛
六
人
ハ
七
石
宛

　
　
　

七
拾
四
石
余　
　
　

同
心
弐
拾
人
御
扶
持
方
内
拾
八
人
ハ
弐
人
扶
持
宛

弐
人
ハ
三
人
扶
持
宛

　
　
　

右
者
伊
予
守
手
形

一
米
三
拾
石　
　
　
　

禁
裏
御
構　
　
　

辻
番
人
六
人

　
　
　

但
、
壱
人
ニ
付
五
石
宛　

御
扶
持
方
無
之
、

右
者
久
留
伊
勢
守
・
小
宮
山
丹
後
守
手
形

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
米
百
弐
拾
石　
　
　

御
役
料　
　
　
　

小自
分
高
八
百
三
拾
五
石

宮
山
伝
右
衛
門

右
者
直
手
形

一
米
九
百
六
石
余　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人
組

六
百
拾
三
石
五
斗　
　

与
力
拾
人
御
切
米
壱
人
ニ
六
拾
壱
石
三
斗
五
升
宛

内
弐
百
弐
拾
八
石
八
斗　

同
心
弐
拾
人
御
切
米
内
拾
弐
人
ハ
拾
石
宛
八

人
ハ
拾
三
石
六
斗
宛

六
拾
四
石
余　
　
　
　

同
心
弐
拾
人
御
扶
持
方
内
拾
弐
人
ハ
三
人
扶
持
宛

八
人
ハ
御
扶
持
方
無
之

右
者
伝
右
衛
門
手
形

一
米
百
弐
拾
石　
　
　

御
役
料　
　
　
　

曲自
分
高
四
百
石

淵
十
左
衛
門

右
者
直
手
形

一
米
九
百
六
石
余　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人
組

六
百
拾
三
石
五
斗　
　

与
力
拾
人
御
切
米
壱
人
ニ
六
拾
壱
石
三
斗
五
升
宛

内
弐
百
拾
八
石
六
斗　
　

同
心
弐
拾
人
御
切
米
内
拾
三
人
ハ
拾
石
宛　
　

六
人
ハ
拾

三
石
六
斗
宛　
　
　

 

壱
人
ハ
七
石

七
拾
四
石
余　
　
　
　

同
心
弐
拾
人
御
扶
持
方
内
拾
四
人
ハ
三
人
扶
持
宛

六
人
ハ
御
扶
持
方
無
之

右
者
十
左
衛
門
手
形 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
米
三
拾
五
石　
　

御
切
米　
　
　
　
　

三自
分
高
四
百
石

輪
七
之
助

但
、
自
分
高
四
百
石　

内
三
百
石
ハ
地
方
百
俵
ハ
御
加
増
、
但
三
斗
五
升
入

右
三
拾
五
石
ハ
所
司
代
裏
判
ニ
而
二
条
御
蔵
米
請
取

一
米
壱
石
四
斗
壱
升
余　
　
　
　
　
　
　

同
人
組

是
者　

御
城
時
之
太
鼓
打
申
御
入
用
抹
香
代
、
一
日
ニ
四
合
宛
太
鼓
坊
主
手

形
ニ
七
之
助
奧
判
、

一
米
弐
百
弐
拾
七
石
余　
　
　
　
　
　
　

同
断

　
　

百
七
拾
七
石　
　
　
　

坊
主
拾
七
人
御
切
米
内
拾
六
人
ハ
拾
石

宛
壱
人
ハ
七
石

 
 

内

 
 
 
 
 
 

六
拾
石
余　
　
　

 
 
 
 

坊
主
拾
七
人
御
扶
持
方
壱
人
ニ
弐
人
扶
持
宛

右
者
七
之
助
手
形

一
米
七
拾
石　
　
　
　

御
切
米　
　
　
　

富
田
平
右
衛
門

右
者
所
司
代
幷
両
御
番
頭
裏
判

一
米
六
拾
石　
　
　
　

御
役
料　
　
　
　

同
人

右
同
断

一
米
七
拾
三
石
余　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人
組

　
　

四
拾
七
石　
　
　
　

同
心
五
人
御
切
米
内
四
人
ハ
拾
石
宛

壱
人
ハ
七
石

　

内

 
 
 
 

弐
拾
六
石
余　
　
　

同
心
五
人
御
扶
持
方
壱
人
ニ
三
人
扶
持
宛

右
者
平
右
衛
門
手
形

一
米
七
拾
石　
　
　
　

御
切
米　
　
　
　

梶
助
右
衛
門

右
者
所
司
代
幷
両
御
番
頭
裏
判
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一
米
六
拾
石　
　
　
　
　

御
役
料　
　
　

同
人

右
同
断

一
米
七
拾
三
石
余　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人
組

　
　

四
拾
七
石　
　
　
　

同
心
五
人
御
切
米
内
四
人
ハ
拾
石
宛

壱
人
ハ
七
石

 
 
 

内

 
 
 
 

弐
拾
六
石
余　
　
　

同
心
五
人
御
扶
持
方
壱
人
ニ
三
人
扶
持
宛

右
者
助
右
衛
門
手
形

一
米
三
拾
五
石　
　
　
　

御
切
米　
　
　

藤
林
道
寿

右
者
所
司
代
裏
判

一
米
六
拾
壱
石
余　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人
組

　
　

内
三
拾
五
石　
　
　
　
　
　

荒
子
拾
人
御
切
米
壱
人
ニ
三
石
五
斗
宛

　
　
　

五
石
弐
斗
五
升　
　
　
　

小
頭
壱
人
御
切
米 

 
 
 
 
 
 

弐
拾
壱
石
弐
斗
四
升
程　

荒
子
拾
壱
人
御
扶
持
方
内
拾
人
ハ
壱
人
扶
持
宛

小
頭
壱
人
弐
人
扶
持

右
者
道
寿
手
形

一
米
弐
百
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
藤
縫
殿
助

右
者
両
奉
行
裏
判

一
米
三
拾
五
石
余　

御

扶

持

方 

弐
拾
人
扶
持　
　
　

 

里
村
昌
億

右
同
断

一
米
七
拾
石
余　
　

御

扶

持

方 

四
拾
人
扶
持　
　
　

 

中
井
主
水

右
同
断

一
米
三
拾
五
石
余　

御

扶

持

方 

弐
拾
人
扶
持　

 
 
 
 
 

角
倉
甚
平

右
同
断

一
米
五
百
三
拾
石
余　
　
　
　
　
　
　
　

京
都
火
消
番

在
京
中
三
百
人
扶
持
壱
ケ
年
分
之
積

右
者
直
手
形

一
米
七
百
石
程　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
目
付
其
外
加
扶
持

是
者
御
目
付
衆
御
扶
持
方
幷
御
普
請
方
奉
行
扶
持
大
工
木
挽
飯
米
所
司
代
組
よ

り
被
指
出
候
、
道
中
宰
領
扶
持
銀
吹
替
御
用
掛
り
衆
御
合
力
米
扶
持
方
等
、
其

外
不
時
渡
り
年
々
高
下
有
之
、

一
米
百
四
拾
壱
石
余　
　
　
　
　
　
　
　

御
城
内
両
同
心

同
心
四
拾
人
壱
人
ニ
付
弐
人
扶
持
壱
ケ
年
分
之
積

右
者
御
番
頭
手
形　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

一
米
百
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祭西
八
条
六
孫
王
社

礼
料

右
者
社
僧
手
形
ニ
両
奉
行
奧
判
所
司
代
裏
判

一
米
千
三
百
三
拾
石　
　
　
　
　
　
　
　

葵
祭
御
下
行
米

　
　
　

三
百
石　
　
　
　
　
　
　

所
司
代
裏
判　
　
　
　

堂
上
方

　
　

内
五
百
五
拾
壱
石
八
斗　
　

社
家
手
形
両
奉

行
所
司
代
裏
判　
　
　

 
 
 
 

上
賀
茂

四
百
七
拾
八
石
弐
斗　
　

右
同
断　
　
　
　
　

 
 
 

下
鴨

一
米
四
千
三
百
石
程　
　
　
　
　
　
　
　

御二
条番

衆
五
分
一
米

一
大
豆
五
百
石
程　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断
拾
分
一
大
豆

一
米
百
八
拾
石
程　
　
　
　
　
　
　
　
　

牢
舎
人
御
扶
持
方

幷
馬
借
駄
賃
米
共

是
者
年
々
高
下
有
之
、
但
両
奉
行
裏
判

一
米
四
拾
石　
　
　
　

御
役
料　
　
　
　

能御
切
米
百
五
拾
俵

勢
平
右
衛
門

右
者
両
奉
行
裏
判

一
米
四
拾
石　
　
　
　

同
断　
　
　
　
　

多御
切
米
百
五
拾
俵

賀
彦
八
郎

　
　
　

右
同
断

一
米
四
拾
石　
　
　
　

同
断　
　
　
　
　

伏御
切
米
百
五
拾
俵

谷
久
太
夫

　
　
　

右
同
断

一
米
四
拾
石　
　
　
　

御
役
料　
　
　
　

奈御
切
米
百
五
拾
俵

佐
清
太
夫

右
者
両
奉
行
裏
判

　

6　

年
月
日
未
詳

二
条
城
内
外
の
御
蔵
手
代
御
蔵
番
小
揚
書
上
。

〔
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
〕

　

五　

同
所
御
蔵
手
代
御
蔵
番
小
揚
之
事

　

米
四
拾
弐
石
余　

御
扶
持
方
壱
人

ニ
三
人
扶
持
宛　

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

御
蔵
手
代
八
人
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御
給
金
八
拾
両　

大
坂
ニ
而
請
取

壱
人
ニ
拾
両
宛　

右
者
御
蔵
奉
行
手
形
両
奉
行
裏
判

一
米
拾
五
石
八
斗
余　
　
　
　
　
　
　
　

御
蔵
番
三
人

　
　
　

拾
石
五
斗　
　
　

壱
人
ニ
付
三
石
五
斗
宛　

御
切
米

　
　

内
　

五
石
三
斗
余　
　

壱
人
ニ
付
壱
人
扶
持
宛　

御
扶
持
方

右
御
蔵
番
手
形
ニ
御
蔵
奉
行
奧
判

 
 

米
百
三
石
余　
　
　

御
扶
持
方　
　
　
　
　
　
　

一
御
蔵
小
揚
三
拾
八
人 

 
 

 
 

御
給
金
百
弐
拾
両　

大
坂
ニ
而
請
取

内
小
揚
頭
三
人　
　
　

壱
人
ニ
付
弐

人

扶

持

宛 

御
給
金
五
両
宛

　

平
小
揚
三
拾
五
人　

壱
人
ニ
付
壱
人
半
扶
持
宛

御
給
金
三
両
宛

小
揚
之
儀
先
年
者
頭
四
人
平
六
拾
人
在
之
、
賃
銀
者
百
姓
よ
り
出
之
候
得
共
、
元

禄
三
午
正
月
新
規
召
抱
頭
三
人
平
三
拾
五
人
ニ
人
数
極
り
候
、
頭
者
金
五
両
ニ
弐

人
扶
持
宛
、
平
ハ
金
三
両
壱
人
半
扶
持
宛
被
下
候
、
給
金
者
大
坂
御
城
金
ニ
而
相

渡
り
候
、
頭
三
人
者
大
坂
御
蔵
小
揚
頭
並
ニ
刀
さ
し
候
様
ニ
い
た
し
度
旨
御
蔵
衆

願
ニ
付
、
御
蔵
御
用
相
勤
候
節
、
又
者
御
蔵
衆
用
事
被
申
付
時
者
刀
可
帯
候
、
常

ニ
ハ
無
用
之
由
申
付
、

右
之
外
御
法
事
下
行
其
外
不
時
之
渡
り
方
有
之
、

　

7　

年
月
日
未
詳

二
条
城
内
外
の
御
蔵
詰
米
御
入
用
覚
書
。

〔
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
〕

　

六　

同
所
御
蔵
御
詰
御
入
用
之
事

一
内
拵
百
俵
ニ
付
銀
五
匁
七
分
弐
厘
宛

一
拼
出
百
俵
ニ
付
銀
五
匁
弐
分
宛

一
人
足
壱
人
ニ
付
銀
壱
匁
九
分
五
厘
宛

　
　
　

是
者
正
徳
元
卯
九
月
よ
り
当
申
九
月
迄
請
負
値
段

一
右
御
詰
米
・
大
豆
於
御
蔵
場
車
積
、
内
拵
・
拼
出
日
用
人
足
賃
幷
筵
諸
道
具
損
料
共

先
年
者
百
姓
ニ
懸
り
候
得
共
、
元
禄
二
巳
年
之
御
納
米
よ
り
公
儀
御
払
ニ
罷
成
、
大

坂　

御
城
銀
ニ
而
相
渡
り
候
、
且
又
御
蔵
場
入
用
墨
・
筆
・
紙
代
銀
同
年
よ
り
大
坂

御
城
銀
ニ
而
相
渡
り
候
、

　

8　

年
月
日
未
詳

二
条
城
内
外
の
御
蔵
御
入
用
銀
お
よ
び
御
修
復
御
入
用
銀
覚
書
。

〔
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
〕

　

七　

同
所
御
蔵
御
入
用
掛
ル
国
幷
御
修
復
之
事

一
山
城　

大
和　

丹
波

右
御
蔵
入
之
村
々
よ
り
御
城
外
御
蔵
入
用
銀
之
内
、
縄
藁
人
足
代
銀
役
高
ニ
応
し
出

之
、
但
人
足
壱
人
一
日
五
合
宛
御
扶
持
方
被
下
之
、

一
御
城
内
外
御
蔵
御
修
復
御
入
用
銀
小
堀
仁
右
衛
門
よ
り
相
渡
り
、
奉
行
之
儀
御
城
内

者
御
番
衆
被
相
勤
、
御
城
外
者
小
堀
仁
右
衛
門
相
勤
、

　

9　

年
月
日
未
詳

二
条
城
詰
大
番
頭
・
大
番
衆
幷
目
付
衆
合
力
米
覚
書
。

〔
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
〕

　

八　

二
条
大
番
御
目
付
衆
御
合
力
米
之
事

仮
令

一
知
行
高
壱
万
石
ニ
而
者

現
米
四
千
石

　
　
　
　

弐
千
八
百
八
拾
石　
　

五
分
四
米

七
百
弐
拾
石　
　
　
　

五
分
一
米　

　
　
　

内

　
　
　
　

三
百
弐
拾
石　
　
　
　

五
分
四
大
豆

八
拾
石　
　
　
　
　
　

五
分
一
大
豆

　

右
者
御
番
頭
幷
御
番
衆
同
断
、
但
与
力
者
三
ツ
半
物
成
積
ニ
而
右
之
通
請
取
之
、
同

心
ハ
壱
人
ニ
付
三
石
宛
、

　
　

但
、
元
禄
五
申
九
月
二
条
御
番
衆
御
合
力
米
銀
渡
り
ニ
罷
成
候
、
初
半
年
分
代
金

ハ
前
年
冬
御
張
紙
直
段
、
後
半
年
分
ハ
其
年
夏
御
張
紙
直
段
、
右
之
内
五
分
一
米

幷
同
大
豆
之
分
ハ
二
条
御
蔵
ニ
而
米
・
大
豆
ニ
而
請
取
、
五
分
四
米
大
豆
ハ
大
坂
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御
金
蔵
ニ
而
二
条
御
蔵
衆
壱
枚
手
形
を
以
代
金
請
取
之
、
端
金
之
分
ハ
大
坂
ニ
而

不
相
渡
候
ニ
付
二
条
御
蔵
ニ
而
米
を
以
請
取
之
、

　

一
二
条
大
坂
半
年
代
り
之
御
目
付
知
行
高
下
ニ
不
依
御
合
力
米
百
石
宛
大
坂
御
蔵
ニ
相
渡
、

　
　

但
御
扶
持
方
分
限
ニ
応
シ
京
・
大
坂
両
所
ニ
而
相
渡
ル
、

　

10　

年
月
日
未
詳

二
条
城
大
番
頭
幷
大
坂
目
付
交
代
覚
書
。

〔
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
〕

 
 

九　

二
条
大
御
番
頭
幷
大
坂
目
付
交
代
之
事　
　

一
二
条
大
御
番
頭
交
代　

毎
年
先
登
り
四
月
十
一
日
京
着
十
三
日
交
代
、
跡
登
り
同
月

十
六
日
上
着
十
八
日
交
代
、
旅
宿
大
方
ハ
蛸
薬
師
通
大
宮
西
江
入
町
正
運
寺
、
又
者

御
城
近
辺
大
名
屋
敷
江
着
候
も
有
之
、

一
先
登
り
之
御
番
衆
ハ
十
二
日
・
十
三
日
京
着
十
四
日
・
十
五
日
交
代
、
跡
登
り
ハ
十
四

日
・
十
五
日
京
着
十
六
日
・
十
七
日
交
代
、
但
宿
割
御
番
衆
ハ
一
組
ニ
弐
人
宛
四
月

八
日
・
九
日
京
着
、
江
戸
下
り
宿
割
者
三
月
廿
日
過
京
都
発
足
、

一
御
番
衆
京
都
宿
割
之
儀
者
毎
年
町
代
田
内
彦
兵
衛
・
竹
内
助
九
郎
両
人
江
申
付
候
、

尤
旅
宿
江
致
案
内
候
、

一
旅
宿
場
所
東
西
者
岩
上
通
よ
り
大
宮
西
江
入
町
迄
、
南
北
ハ
姉
小
路
よ
り
仏
光
寺
通

迄
、

一
大
坂
御
目
付
両
人
宛
毎
年
三
月
・
九
月
共
両
度
六
日
於
大
坂
交
代
、
但
江
戸
よ
り
四

日
ニ
京
着
、
翌
五
日
大
坂
江
被
罷
下
六
日
之
朝
交
代
、
尤
両
人
共
上
京
之
節
者
京
都

近
辺
巡
見
、
三
十
日
程
宛
逗
留
日
限
不
定
、
大
坂
ニ
も
三
十
日
程
宛
被
相
詰
、
其
外

不
時
御
用
有
之
節
者
四
五
日
宛
大
坂
よ
り
上
京
之
儀
も
有
之
、

一
所
司
代
闕
幷
御
在
府
之
内
者
壱
人
宛
京
都
ニ
被
相
詰
候
、

　

11　

年
月
日
未
詳

二
条
城
の
門
松
鬼
割
木
杭
木
覚
書
。

〔
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
〕　

 
 

十　

二
条
御　

城
松
荘
之
事　

一
二
条　

御
城
御
門
松
鬼
割
木
杭
木
、
例
年
十
二
月
廿
七
八
日
比
小
堀
仁
右
衛
門
方
よ

り
稲
荷
村
役
人
方
江
申
遣
、
三
輪
市
十
郎
江
相
渡
候
、
且
又
葉
竹
之
儀
ハ
角
倉
与
一

方
よ
り
市
十
郎
江
相
渡
候
由
、

　

12　

年
月
日
未
詳

二
条
城
内
外
掃
除
覚
書
。

〔
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
〕　

 
 

十御
朱
印
　
但
、
板
倉
伊
賀
守
宛
所
ニ
而
可
成
奉
書
由
御
文
言
有
之
、

二　

二
条　

御
城
内
外
掃
除
之
事

一
知
行
百
九
石
七
斗
七
升
余　
　
　
　
　
　
　
　

下
村
文
六

 
 
 
 

三
条
天
部
村　
　

六
条
中
島
村　
　

田
中
川
崎
村

 
 
 
 

東
山
龍
ケ
口
村　

蓮
台
野
村　
　
　

北
小
路
村

　

右
六
ケ
所
之
穢
多
幷
洛
中
青
屋
共
文
六
致
支
配
、

　

御
城
内
掃
除
之
儀
文
六
奉
之
相
勤
申
候
、

　

右
之
通
ニ
候
処
、
宝
永
五
子
年
文
六
病
死
、
末
期
之
願
ニ
付
不
相
叶　

御
朱
印
御
取

上
ケ
候
故
、
右
之
穢
多
共　

　

御
城
内
掃
除
相
止
、
六
条
村
・
天
部
村
頭
分
ニ
罷
成
、
牢
屋
敷
番
い
た
し
候
様
同
年

申
渡
、
其
已
後

　

御
城
内
掃
除
之
儀
者
、
所
司
代
よ
り
人
足
被
差
出
候
、
二
之
御
丸
之
内
掃
除
有
之
節
者
、

三
輪
市
十
郎
よ
り
所
司
代
江
案
内
有
之
候
得
者
、
所
司
代
組
同
心
小
頭
壱
人
、
平
同

心
壱
人
、
此
外
所
司
代
足
軽
杖
突
指
添
人
足
被
差
出
候
、
二
之
御
丸
外
槨
掃
除
ハ
見

合
所
司
代
よ
り
被
申
付
候
、
其
節
御
城
内
御
番
所
ニ
相
詰
罷
在
候
所
司
代
同
心
之
内
、

壱
人
白
衣
ニ
而
奉
行
ニ
罷
出
候
、
尤
足
軽
杖
突
指
添
人
足
被
差
出
候
由
、

　
　

但
、
外
御
堀
廻
り
馬
場
ハ
前
々
よ
り
所
司
代
ニ
而
掃
除
有
之
候
、

　

13　

年
月
日
未
詳

二
条
城
御
堀
の
身
抛
者
の
節
対
応
覚
書
。

〔
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
〕　

 
 

十
三　

二
条
御
堀
江
身
抛
者
有
之
時
之
事　

一
身
抛
又
者
往
行
之
者
踏
落
候
儀
有
之
節
者
、
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御
城
廻
五
ケ
所
之
番
人
よ
り
所
司
代
江
訴
、
早
速
取
揚
存
命
ニ
而
住
所
等
相
知
候
得
者
、

所
司
代
之
家
来
令
吟
味
其
所
江
送
届
候
、
相
果
候
得
者
両
奉
行
月
番
之
方
江
申
来
、
同

心
目
付
遣
之
令
吟
味
、
様
子
不
相
知
候
時
者
千
本
通
三
条
之
辻
ニ
三
日
さ
ら
し
置
候
、

人
ぬ
し
不
出
候
得
者
取
か
た
つ
け
さ
せ
申
候
、

　

14　

年
月
日
未
詳

大
坂
・
二
条
・
大
津
御
蔵
詰
米
大
豆
覚
書
。

〔
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
〕

 
 

六
十
一　

大
坂
・
二
条
・
大
津
御
蔵
詰
米
大
豆
之
事

享
保
弐
酉
改

一
大
坂
御
蔵
詰
米
石
高
五
万
八
千
石

右
者
、
五
畿
内
・
近
江
・
丹
波
・
播
磨
よ
り
納
不
足
之
時
、
丹
波
・
石
見
・
出
羽
・

越
後
米
等
江
戸
御
勘
定
所
よ
り
割
賦
足
詰
、

一
二
条
御
蔵
詰
米
石
高
三
万
石
余
よ
り
四
万
石
余
迄

右
者
、
五
畿
内
・
近
江
・
丹
波
、
年
ニ
よ
り
播
磨
よ
り
も
納
、

一
大
津
御
蔵
詰
米
石
高
四
千
石
程

右
者
、
近
江

一
大
坂
御
蔵
詰
大
豆
石
高
弐
千
石
余

右
者
、
摂
津
・
近
江
・
丹
波
・
播
磨
、
年
々
不
同
、

一
二
条
御
蔵
詰
大
豆
石
高
三
百
石
余
よ
り
四
百
石
余
迄

右
者
、
摂
津
・
近
江
・
丹
波
・
播
磨
、
年
々
不
同
、

右
大
豆
者
、
御
蔵
詰
之
外
余
慶
過
分
ニ
有
之
候
得
者
取
払
銀
納
ニ
申
付
、

Ⅴ　

地
誌

　

1　

明
暦
四
年

二
条
城
の
挿
図
お
よ
び
二
条
城
を
詠
ん
だ
和
歌
の
記
載
が
あ
る
。　

〔
京
童
〕

（
挿
図
あ
り　

門
の
形
が
現
状
と
異
な
る
。
天
守
閣
を
大
き
く
捉
え
る
。
門
・
天
守
閣
・
御
殿

の
鯱
が
目
立
つ
。
堀
に
亀
が
い
る
）

○
二
条
の
城

弓
は
袋
に
い
れ
。
剣
は
箱
に
お
さ
ま
る
御
代
な
れ
ば
。
て
ん
し
ゆ
の
し
や
ち
ほ
こ
も
。

い
よ
〳
〵
ひ
れ
あ
り
。
堀
の
ど
う
が
め
も
な
を
歳
を
つ
げ
。
国
土
安
穏
に
し
て
五
つ
の

た
な
つ
も
の
ま
す
〳
〵
み
の
れ
ば
。
民
も
畔
を
ゆ
づ
り
あ
ひ
。
ま
こ
と
に
武
運
長
久
天

下
泰
平
こ
の
時
也
。
か
ゝ
る
折
か
ら
に
こ
そ
発
句
も
ざ
れ
歌
も

　
　

の
ど
け
さ
や
か
ん
こ
の
苔
も
鬚
矢
倉

　
　

な
れ
み
て
も
め
で
た
く
な
り
ぬ
城
郭
の
堀
の
ど
う
亀
い
く
代
へ
ぬ
ら
ん

　

2　

延
宝
四
年

二
条
在
番
の
大
番
頭
の
交
代
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。

〔
日
次
記
事
〕

（
四
月
十
四
日
）

「
人
事
」
二
条
御
城
番
替　

今
日
至
十
九
日
、
御
城
番
替
、
今
朝
第
一
ノ

番
頭
出
京
、
十
九
日
朝
第
二
番
頭
交
替

　

3　

延
宝
五
年

二
条
城
の
挿
図
お
よ
び
二
条
城
を
詠
ん
だ
和
歌
の
記
載
が
あ
る
。

〔
出
来
斎
京
土
産
〕
巻
之
二

（
挿
図
あ
り　

門
の
形
が
現
状
と
異
な
る
。
堀
が
凸
型
に
な
っ
て
い
る
が
位
置
が
お
か
し

い
。
天
守
閣
を
大
き
く
捉
え
る
。
門
の
鯱
が
目
立
つ
。
堀
に
亀
が
い
る
。
堀
の
前
に

侍
一
人
と
そ
の
家
来
二
人
が
い
る
。
）

○
二
条
城

　
　

都
路
の
す
ぐ
な
る
政
ご
と
い
と
も
か
し
こ
く
。
久
か
た
の
あ
め
。
あ
ら
か
ね
の
地
た
い

ら
げ
く
。
う
ご
き
な
き
し
る
し
と
て
雨
風
も
時
に
し
た
が
ひ
。
田
な
つ
物
は
た
つ
も

の
年
ご
と
に
み
の
り
。
四
方
の
海
も
浪
し
づ
か
に
。
民
の
か
ま
ど
は
い
つ
も
に
ぎ
〳
〵

し
う
弓
は
袋
に
。
太
刀
は
箱
に
お
さ
ま
れ
る
御
代
な
れ
ば
殿
主
の
鯱
は
ま
す
〳
〵
鰭

を
の
ば
し
。
惣
堀
の
ど
う
亀
も
。
い
よ
〳
〵
万
歳
を
と
な
へ
。
ま
こ
と
に
め
で
た
う

お
は
し
ま
す
。
出
来
齋
坊
が
諸
国
行
脚
も
道
ひ
ろ
く
。
関
の
戸
さ
ゝ
で
。
千
里
ま
で

も
あ
ま
ね
く
う
る
ほ
ふ
御
め
ぐ
み
の
有
が
た
さ
に
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此
城
の
久
し
か
る
べ
き
た
め
し
に
は

　
　
　
　
　
　
　

か
ね
て
ぞ
す
め
る
堀
の
と
う
亀

 
 

4　

延
宝
六
年

二
条
城
築
城
以
前
の
状
況
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。

〔
近
畿
歴
覧
記
〕

「
神
泉
苑
略
記
」
の
う
ち

　
　

大
阪
御
陣
ノ
前
今
ノ
二
条
ノ
御
城
地
広
ク
ナ
レ
リ
、
此
ノ
時
其
ノ
辺
ノ
寺
社
民
家
所
ヲ

去
ル
、
于
茲
石
上
明
神
ノ
社
二
条
冷
泉
ニ
ア
リ
テ
立
ノ
ケ
ル
其
内
ナ
リ
、

　 
 

5　

延
宝
七
年

二
条
城
の
来
歴
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。　

〔
京
師
巡
覧
集
〕
巻
之
二

○
二
条
城

　

是
レ
ハ
冷
泉
院
ノ
跡
ナ
リ
、
二
条
堀
河
ノ
西
ニ
当
テ
高
城
天
ヲ
支
ヘ
ツ
ベ
ク
、
東
君
ノ

釣
命
有
リ
テ
都
督
相
代
テ
京
土
ノ
政
務
ヲ
ナ
ス
。
又
、
諸
国
ノ
事
ヲ
聞
テ
江
府
ニ
通
ズ
。

時
人
、
両
手
地
ヲ
拠

ヲ
サ
ヘ
テ強

ヒ
テ
頓
セ
シ
ム
。
コ
レ
専
ラ
嘱
ヲ
求
ム
ル
書
ヲ
得
テ
ハ
皆
水
中

ニ
投
ズ
ル
ノ
意
ヲ
持
ス
。
其
ノ
任
、
苟
ニ
重
シ
。
附
庸
ノ
朱
幡
皀
、
蓋
シ
間
マ
来
タ
リ

テ
会
ス
。
コ
レ
生
民
今
五
袴
ヲ
喜
ビ
、
其
ノ
任
ヲ
去
ル
ト
キ
ハ
、
老
幼
轅
ニ
攀
ツ
ベ
シ
。

京
尹
、
東
方
自
リ
ス
。
和
風
刃
鋩
ヲ
戢
ム
。
祥
雲
瓦
屋
ニ
升
リ
。
平
水
台
墻
ヲ
遶
ル
。

松
樹
千
年
ノ
色
。
葵
紋
四
海
ノ
光
リ
。
天
顔
誠
ニ
喜
ビ
有
リ
。
遅
日
唐
王
ヲ
起
ス
。

 
 

6　

貞
享
元
年

二
条
城
の
範
囲
お
よ
び
寛
永
行
幸
を
詠
ん
だ
和
歌
の
記
載
が
あ
る
。

〔
莵
芸
泥
赴
〕
二　

○
二
条
御
城

　

北
は
大
炊
御
門
よ
り
南
は
三
条
坊
門
ま
で
、
東
は
堀
川
よ
り
櫛
笥
の
わ
た
り
ま
で
、
天
守

は
二
条
通
に
み
ゆ
、
寛
永
三
年
九
月
六
日　

後
水
尾
院
の
み
か
ど
行
幸
あ
り
、
其
ほ
ど

の
儀
式
古
に
も
た
め
し
す
く
な
き
け
い
め
い
に
て
記
に
と
ゞ
め
絵
に
う
つ
し
て
世
に
め

で
祝
ひ
奉
あ
へ
り
、
明
る
七
日
御
歌
の
会
有
、
題
は
竹
契
遐
年　

御
製

　
　
　

も
ろ
こ
し
の
鳥
も
住
へ
き
呉
竹
の
す
ぐ
な
る
世
こ
そ
か
ぎ
り
し
ら
れ
ね

大
御
所
様
于
時
左
大
臣
御
歌

　
　
　

呉
竹
の
よ
ろ
づ
世
ま
で
も
ち
ぎ
る
か
な
あ
ふ
ぐ
に
あ
か
ぬ
君
か
行
幸
を

大
樹
様
于
時
右
大
臣
御
歌

　
　
　

み
ゆ
き
す
る
我
大
君
は
千
世
ふ
べ
き
千
ひ
ろ
の
陰
を
た
め
し
と
ぞ
思
ふ

猶
万
歳
千
秋
の
治
世
の
声
々
あ
ま
た
あ
り
、

 
 

7　

貞
享
三
年

上
京
よ
り
北
を
描
い
た
図
中
に
二
条
城
の
天
守
・
隅
櫓
が
描
か
れ
る
。

〔
雍
州
府
志
〕

　

上
京
よ
り
北
を
描
い
た
図
中
に
「
二
条
城
」
あ
り
。
天
守
と
隅
櫓
を
描
く
。

「
形
勝
門
」
に
「
其
内
中
立
売
橋
與
下
立
売
橋
、
毎
破
損
所
司
令
改
造
之
、
中
立
売
橋
公
方

家
入
洛
日
、
自
二
条
城
入
禁
裏
之
通
衢
也
」
、

「
城
池
門
」
に
「
二
条
城　

慶
長
壬
寅
七
年
修
造
之
、
誠
万
世
之
洪
基
而
諸
人
之
所
仰
也
、

寰
内
太
平
久
人
民
冨
庶
、
是
皆
金
城
之
庇
蔭
也
」
お
よ
び
「
斯

（
穢
多
）

徒
毎
日
輪
次
掃
除
二
条

城
外
之
塵
埃
、
是
出
自
棄
不
浄
者
也
」
と
あ
る
。

　

8　

貞
享
三
年

二
条
城
の
挿
絵
が
あ
る
。

〔
京
羽
二
重
〕
巻
六

　

二
条
御
城
の
挿
絵
あ
り
（
大
き
な
松
、
堀
に
ど
う
亀
。
侍
一
人
に
家
来
が
二
人
い
る
。
）

　

9　

元
禄
二
年

挿
図
に
二
条
城
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。

〔
京
羽
二
重
織
留
〕　

○
二
条
城　

伝
云 

 

後
冷
泉
院
永
承
五
年
始
て
築
く
と
、
又
云
永
禄
十
二
年
正
月
霊
陽

院
義
昭
公
本
国
寺
に
あ
り
し
時
三
好
が
一
族
蜂
起
し
京
師
に
み
だ
れ
入
、
本
国
寺
を

と
り
か
こ
む
、
義
昭
公
こ
れ
を
ふ
せ
き
て
か
た
き
退
去
す
、
此
時
織
田
信
長
公
尾
州
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岐
阜
の
城
に
あ
り
、
此
よ
し
を
聞
召
て
い
そ
ぎ
上
洛
し
、
義
昭
公
に
謁
し
無
事
を
賀

し
給
ひ
て
、
畿
内
近
国
の
諸
士
に
命
じ
て
二
条
の
城
を
経
営
し
、
四
月
義
昭
公
と
相

と
も
に
移
り
、
五
月
に
信
長
公
岐
阜
の
城
へ
帰
り
た
ま
ふ
と
也
、
今
高
倉
通
二
条
の

北
を
天
守
町
と
号
す
、
古
へ
二
条
の
城
此
辺
な
り
し
が
、
又
今
の
二
条
の
御
城
は
慶

長
壬
寅
七
年
に
修
造
あ
り
し
と
、
又　

後
水
尾
院
寛
永
元
年
二
条
の
御
城
御
普
請
、

同
二
年
行
幸
、
秀
忠
公
修
之
た
ま
ふ
、
ま
こ
と
に
万
世
の
洪
基
太
平
安
穏
諸
人
の
あ

ふ
ぎ
た
て
ま
つ
る
と
こ
ろ
也

　

10　

元
禄
十
七
年

二
条
城
の
挿
図
が
あ
る
。

〔
花
洛
細
見
図
〕

見
開
き
挿
図
の
文
字

二
条
御
城

　

く
ハ
ん
む
天
わ
う
御
宇
／
ゑ
ん
り
や
く
年
中
に
／
長
岡
の
ミ
や
こ
を
／
平
安
城
い
ま

の
／
京
に
移
さ
る
／
四
つ
の
海
／
な
ミ
し
づ
か
に
／
民
の
か
ま
ど
ハ
／
い
つ
も
に
ぎ

〳
〵
し
う
／
お
さ
ま
れ
る
／
御
代
と
か
や

　

11　

宝
永
三
年

三
条
大
橋
よ
り
二
条
城
ま
で
の
距
離
の
記
載
が
あ
る
。

〔
京
城
勝
覧
〕

　
　

○
二
条
御
城

　
　
　

（
中
略
）

　

洛
中
洛
外
三
条
大
橋
よ
り
行
程

　
　

二
条
御
城　

十
七
丁　
　

　

12　

宝
永
五
年

二
条
城
東
の
堀
川
の
宿
所
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。

〔
京
内
ま
ゐ
り
〕

　

二
条
御
城

　
　

御
城
の
東
に
な
が
る
ゝ
川
は
堀
河
也
、
此
所
て
宿
の
所
を
尋
て
帰
る
べ
し

　

13　

宝
永
五
年
以
降
数
年
内

二
条
城
の
挿
図
お
よ
び
来
歴
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。

〔
都
す
ゞ
め
案
内
者 

〕
下

　

（
挿
図　

一
三
九
頁　

南
南
西
側
か
ら
全
体
を
鳥
瞰
的
に
捉
え
る
。
所
司
代
屋
敷
が
上
方 

　

に
あ
り
。
西
門
の
前
に
侍
一
人
と
そ
の
家
来
二
人
が
い
る
。
）

　

▲
二
条
御
蔵
衆

　
　
　

本
多
十
右
衛
門　
　
　
　

杉
本
善
右
衛
門

　
　
　

伴
善
太
夫　
　
　
　
　
　

長
坂
新
右
衛
門

二
条
御
城
●
伝
云
冷
泉
院
永
承
五
年
ニ
は
じ
め
て
き
つ
く
、
又
云
永
禄
十
二
年
正
月
霊

陽
院
よ
し
て
る
公
本
圀
寺
に
あ
り
し
時
三
好
一
族
（
マ
マ
）
蜂
起
し
京
師
ニ
み
だ
れ
い

り
、
本
こ
く
寺
を
と
り
か
こ
む
、
よ
し
て
る
公
是
を
ふ
せ
き
て
か
た
き
を
退
去
す
、
此

と
き
織
田
信
長
公
に
は
尾
州
ぎ
ふ
の
城
に
お
は
し
ま
し
此
よ
し
を
き
こ
し
召
、
い
そ
き

上
洛
し
給
ひ
、
よ
し
て
る
公
に
謁
し
無
事
を
賀
し
給
ひ
て
畿
内
き
ん
ご
く
の
諸
士
に
め

い
じ
て
二
条
の
城
を
経
営
し
、
四
月
に
よ
し
て
る
公
と
相
と
も
に
う
つ
り
、
五
月
に
の

ぶ
な
が
公
ぎ
ふ
の
城
へ
か
へ
り
た
ま
ふ
と
也
、
今
高
く
ら
通
二
条
の
北
を
天
守
町
と
号

ス
、
い
に
し
へ
二
条
の
御
城
は
慶
長
壬
寅
七
年
ニ
修
造
あ
り
し
と
也
、
又
後
水
院
（
マ

マ
）
寛
永
元
年
に
二
条
の
御
城
御
ふ
し
ん
、
同
二
年
行
幸
、
秀
忠
公
こ
れ
を
修
し
た
ま
ふ
、

ま
こ
と
に
万
代
の
洪
基
太
平
あ
ん
を
ん
諸
人
の
あ
ふ
ぎ
た
て
ま
つ
る
所
也
、

　

14　

正
徳
元
年

二
条
城
の
所
在
地
、
来
歴
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。

〔
山
州
名
跡
志
〕

○
二
条
ノ
金
城　

二
条
堀
河
ノ
西
ニ
在
リ

静
平
ノ
洪
基　

威
光
無
辺　

柱
礎
磐
石
之
固
キ
ガ
如
ク　

仰
望
泰
山
之
安
キ
ガ
如
シ
。

将
軍
家　

御
上
洛
ノ
御
所
／
天
子
行
幸
ノ
玉
台　

伝
ヘ
云
フ
。
上
古
此
ノ
地
ニ
冷
泉

院
在
リ
。



元離宮二条城編年史料　近世編

210

　

15　

宝
暦
七
年

二
条
城
の
所
在
地
、
築
城
年
な
ど
の
記
載
が
あ
る
。

〔
山
城
名
跡
巡
行
志
〕
第
一

○
二
条
城　

在
二
条
堀
川
西
、
門
有
東
北
西
、
慶
長
七
年
始
築
、
以
板
倉
勝
重
為
総
宰
、

　

（
中
略
）
○
城
番
二
騎
毎
年
四

月
後
代
○
番
頭
二
員
与
力
二
十
口
同
心
四
十
口
○
鳥
銃
所
吏

二

員 

同
心
十
人

　

穀
倉
所
吏
二
員

有
属
士

　

16　

宝
暦
七
年

二
条
在
番
お
よ
び
築
城
の
来
歴
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。

〔
山
城
名
所
寺
社
物
語
〕

　

○
二
条
御
城　

大
御
番
頭
御
両
人
づ
ゝ
四
月
代
リ

与
力
二
十
四
騎
同
心
三
十
人

　

慶
長
六
年
に
伏
見
の
城
を
此
所
に
き
づ
く
、
夫
ま
で
御
屋
形
な
り
、

　

17　

安
永
九
年

神
泉
苑
の
図
中
に
二
条
城
が
描
か
れ
る
。

〔
都
名
所
図
会
〕

神
泉
苑
の
図
の
左
上
に
二
条
城
を
描
く
。 

 

　

18　

天
保
二
年

二
条
城
の
挿
図
お
よ
び
本
圀
寺
よ
り
二
条
城
ま
で
の
距
離
の
記
載
が
あ
る
。

〔
京
都
順
覧
記
〕

「
二
条
御
城
」
（
「
〈
本
圀
寺
か
ら
〉
十
七
丁　

神
泉
苑
」
の
次
）

　

19　

天
保
十
年

二
条
城
の
挿
絵
お
よ
び
三
条
大
橋
よ
り
二
条
城
ま
で
の
距
離
の
記
載
が
あ
る
。

〔
袖
中
都
名
所
記
〕　

（
挿
絵
／
堀
川
二
条
橋
が
左
手
前　

東
大
手
門
よ
り
東
南
隅
櫓
を
臨
む
）

（
巻
頭
よ
り
二
丁
目
・
・
・
内
裏
の
図
／
平
安
城
）

十
九
丁
「
十
六
丁
／
二
条
御
城
」
（
「
十
七
丁
／
神
泉
苑
」
の
次
、
「
四
十
一
丁
／
北
野
天

満
宮
」
の
前
）

二
十
丁
「
二
条
御
城
」

　

20　

天
保
十
二
年

三
条
大
橋
よ
り
二
条
城
ま
で
の
距
離
の
記
載
が
あ
る
。

〔
京
名
所
獨
案
内
〕　

十
五
丁
「
北
西
の
方
／
三
条
は
し
よ
り
十
六
丁
／
▲
二
条
御
城
／
是
よ
り
北
野
へ
十
八

丁
此
間
に
／
○
立
本
寺
／
○
下
の
も
り
／
○
東
向
く
ハ
ん
寺
」

　

21　

嘉
永
五
年

神
泉
苑
と
北
野
天
満
宮
の
間
に
二
条
城
の
記
載
が
あ
る
。

〔
京
名
所
寺
社
細
見
記
〕　

五
丁
「
十
六
丁
／
二
条
御
城
／
御
城
中
拝
見
な
ら
ず
」
（
に
で
う
お
ん
し
ろ
／
お
し
ろ
う

ち
は
い
け
ん
）
（
「
十
七
丁
／
神
泉
苑
」
の
次
、
「
四
十
一
丁
／
北
野
天
満
宮
」
の
前
）

　

22　

文
久
三
年

二
条
城
の
挿
絵
お
よ
び
二
条
城
関
係
諸
役
人
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。

〔
花
洛
羽
津
根
〕
八
巻

一
丁
（
挿
絵　

東
大
手
門
か
ら
東
北
隅
櫓
を
臨
む
。
城
門
は
閉
じ
た
状
態
）

五
丁
目
「
花
洛
羽
津
根
巻
一
目
録
／
洛
外
惣
図
／
迁
都
之
次
第
／
内
裏
略
図
／
御
所
司

代
／
町
御
奉
行
／
二
条
御
城
番　

同
御
門
番
／
同
御
殿
番　

御
蔵
奉
行
／
御
鉄
砲
奉
行　

御
代
官
」



研
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御 蔵

間

十

十

十

十一

二

一

二拾

組 小屋

御破損小屋

御 間

小屋

十

十二

十一

十

十

十

十

十

十

十

十二

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

御蔵

御 蔵

十

十 十

十

所

二十

二十一

二十二

二十

二十

蔵

蔵

御
門

北
御
門

所
司
代

与
力
番
所

東御番頭
同心番所

東御番頭
与力番所

東御番頭小屋

西御門

西御番頭小屋

東御門

両御番頭
同心番所

御
門

東
御
番
衆
小
屋

西
御
番
衆
小
屋

両
御
番
頭
家
来

改
札
番
所

足軽番所

二の丸御殿

唐
門

御
　堀

御
　堀

御
　堀

御
　堀

参考図 1　天明大火以降の二条城

御
焔
硝
蔵

『重要文化財二条城調査工事報告書』図 6.1.3　文政京都地震 (1830）における二条城での被害状況　を基に作成した。
なお、番所等の位置比定は、『大工頭中井家文書』「御城之図」( 谷直樹編『大工頭中井家建築指図』思文閣出版、2003 年 ) の記載を基にした。

本丸跡
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出札

新収蔵庫休憩所事務所

東大手門

収蔵庫

台所御清所
北大手門

東南隅櫓

天守閣跡

西南隅櫓

二の丸御殿

長屋門

参考図２　現在の元離宮二条城

土

蔵

二の丸庭園

西門

東
橋

櫓門

鳴子門桃山門

唐門

南門

番
所

遠侍

式台

大広間
蘇鉄之間

黒書院 白書院

桜
の
園

南中仕切門
北中仕切門

車
寄

本丸御殿

本丸庭園

清流園

緑
の
園

梅
　林

内
　
　堀

外
　
　堀

外
　
　堀

内
　
　堀

西南土蔵
西北土蔵

外　　堀

外　　堀

東築地塀

西
築
地
塀

香雲亭

和楽庵

西
橋

休憩所

休憩所

研究ノート



215

は
じ
め
に

二
条
城
に
は
、
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
か
ら
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
ま
で
二
条

在
番
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
1
）
。
二
条
在
番
は
、
江
戸
幕
府
の
将
軍

直
轄
の
軍
団
（
「
番
方
」
）
の
一
つ
で
あ
る
大
番
が
二
条
城
に
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
中

井
家
文
書
』
の
二
条
城
の
絵
図
史
料
に
、
二
条
在
番
が
在
番
の
期
間
中
（
一
年
間
）
仮
住
ま

い
し
た
「
番
頭
小
屋
（
2
）
」
や
「
カ
マ
ト
（
竈
）
」
や
「
ユ
ト
ノ
（
湯
殿
）
」
が
設
置
さ
れ
た
「
番

衆
小
屋
（
3
）
」
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
近
世
を
通
じ
て
、
二
条
在
番
が
二
条
城
に

深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
条
在
番
に
つ
い
て
は
、
初
期
江

戸
幕
府
に
お
け
る
軍
事
体
制
の
形
成
過
程
（
4
）

や
江
戸
幕
府
の
上
方
支
配
（
5
）

を
論
じ

る
上
で
部
分
的
に
触
れ
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
職
務
は
、
主
と
し
て
二
条

城
の
警
衛
と
さ
れ
る
の
み
で
、
そ
の
具
体
的
な
実
態
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
。
二
条
城
が
近
世
の
京
都
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
（
6
）
、
利
用
さ
れ

て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
二
条
城
と
深
い
関
わ
り
の
あ
っ
た
二
条
在
番
の
実
態
解

明
は
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
現
在
、
翻
刻
さ
れ
て
い
る
史
料
を
中
心
と
し
て
、

二
条
在
番
の
実
態
を
で
き
る
限
り
明
ら
か
に
し
た
い
。

一 

大
番
と
在
番

　

（
1
）
大
番
の
職
制
の
一
つ
と
し
て
の
在
番

二
条
在
番
は
、
大
番
の
う
ち
、
二
条
城
に
派
遣
さ
れ
た
も
の
を
指
す
た
め
、
ま
ず
は
、

大
番
自
体
の
職
制
を
み
て
い
く
。
成
立
年
未
詳
の
江
戸
幕
府
役
人
の
職
制
書
で
あ
る
『
有
司

勤
仕
録
』
に
、
「
一
十
二
組
也
、
番
頭
十
二
人
、
内
二
人
組
と
も
二
条
在
番
勤
る
、
二
人
組

と
も
大
坂
在
番
勤
る
（
7
）
」
と
あ
り
、
大
番
は
十
二
組
に
組
分
け
さ
れ
、
そ
の
う
ち
四
組

が
在
番
を
勤
め
る
。
四
組
の
う
ち
、
二
組
が
二
条
在
番
を
勤
め
、
も
う
二
組
が
大
坂
在
番
を

勤
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
四
組
は
固
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
寛
保
三
年

（
一
七
四
三
）
に
成
立
し
た
江
戸
幕
府
の
職
制
書
で
あ
る
内
閣
文
庫
蔵
『
柳
営
秘
鑑
（
8
）
』「
御

三
家
御
家
門
国
主
之
列
幷
供
廻
り
道
具
等
の
格
」
に
、
「
一
大
御
番
頭
、
同
組
幷
与
力
同
心

共
ニ

四
組
宛
、
毎
年
二
条
大
坂
在
番
被
仰
付
、
交
代
之
繰
様
」
と
あ
る
よ
う
に
、
四
組
は
交

代
で
在
番
を
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
残
り
の
八
組
は
、『
有
司
勤
仕
録
』
に
、

「
一
大
番
頭
壱
ヅ
ヽ
二
丸
に
泊
番
あ
り
、
又
壱
人
ヅ
ヽ
御
本
丸
に
詰
番
有
之
」
や
「
御
番
衆

は
二
丸
御
玄
関
、
与
力
同
心
は
同
銅
御
門
に
勤
番
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
交
代
で
江
戸
城
二

の
丸
に
宿
直
し
、
玄
関
や
門
な
ど
の
警
衛
を
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
（
9
）
。

で
は
、
二
条
在
番
は
い
つ
頃
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
二
条
在
番
を
含
め
た
在
番
の
成

立
過
程
を
先
行
研
究
（
10
）

に
基
づ
い
て
概
観
す
る
。
当
初
、
在
番
は
二
条
在
番
・
大
坂

在
番
の
他
に
、
伏
見
在
番
・
駿
府
在
番
が
あ
っ
た
。
伏
見
在
番
の
端
緒
は
、
慶
長
十
二
年

（
一
六
〇
七
）
に
六
組
が
輪
番
で
伏
見
城
を
警
衛
す
る
番
士
三
十
人
が
三
年
交
替
で
詰
め
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
11
）
。
そ
し
て
、
伏
見
在
番
は
、
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）

二
条
在
番
と
二
条
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

柴
﨑 

謙
信

【
要
旨
】

　

本
稿
で
は
、
近
世
を
通
じ
て
二
条
城
と
深
い
関
わ
り
を
有
し
て
い
た
二
条
在
番
の
実
態
と
そ
の
活
動
の
具
体
相
を
明
ら
か
に
し
た
。
二
条
在
番
は
、
一
年
間
、
城
内
の
小
屋
に
仮
住
ま
い
し

な
が
ら
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
二
条
城
の
警
衛
の
み
な
ら
ず
、
二
条
城
内
の
維
持
管
理
に
関
与
し
、
特
に
十
八
世
紀
以
降
、
禁
裏
や
京
中
・
京
周
辺
に
お
け
る
巡
察
、
建
物
の
修
造
奉
行
、

朝
幕
交
渉
の
差
添
な
ど
、
多
様
な
職
務
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
在
番
の
た
び
に
、
上
京
と
帰
府
を
繰
り
返
す
の
で
は
な
く
、
御
茶
壷
道
中
や
貴
人
の
行
列
警
護
な
ど
を
通

し
て
、
京
中
や
道
中
と
の
関
わ
り
を
持
ち
つ
つ
、
江
戸
と
二
条
城
の
間
を
往
還
し
て
い
た
。
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の
伏
見
城
廃
止
と
と
も
に
、
大
坂
城
の
在
番
へ
改
変
さ
れ
て
お
り
（
12
）
、
こ
れ
以
降
、
大

坂
城
へ
の
在
番
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
駿
府
城
へ
の
在
番
は
、
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）

の
渡
辺
茂
の
在
番
に
端
を
発
し
、
一
時
中
断
を
経
て
、
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
三
）
に
高
木

正
成
が
在
番
し
て
以
降
、
毎
年
一
組
が
一
年
交
替
で
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
寛

永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
か
ら
大
番
に
代
わ
り
、
御
書
院
番
の
在
番
へ
変
更
に
な
っ
た
（
13
）
。

二
条
在
番
は
、
内
閣
文
庫
蔵
『
慶
延
略
記
』
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
（
編
171
（
14
）
）
に
、

「
京
都
二
条
御
城
番
初
ル
、
今
年
御
普
請
成
就
、
御
城
代
渡
邊
山
城
守
茂
被
仰
付
、
大
御
番

衆
卅
人
ツ
ヽ
山
城
守
仕
配
ニ
て
勤
、
是
卅
人
番
と
い
ふ
、
御
番
衆
一
年
代
勤
番
（
15
）
」
と

あ
る
よ
う
に
、
駿
府
城
番
を
勤
め
て
い
た
渡
辺
茂
が
二
条
城
代
と
な
り
、
大
番
三
十
人
が
一

年
交
替
で
、
本
丸
・
高
麗
門
に
番
勤
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
契
機
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ

る
。
さ
ら
に
、
内
閣
文
庫
蔵
『
寛
永
日
記
』
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
五
月

二
十
三
・
二
十
四
日
条
（
編
248
）
に
、
「
廿
三
日
、
二
条
為
御
番
替
御
暇
、
御
帷
子
御
袷
御
道

服
、
保
科
弾
正
、
黄
金
五
枚
ツ
ヽ
、
安
倍
摂
津
守
、
大
炊
・
讃
岐
挨
拶
、
摂
津
守
役
之
、
五

月
廿
四
日
、
大
番
百
人
銀
十
枚
ツ
ヽ
内
八
人
組
頭
ニ
ハ

御
帷
子
二
ツ
添
、
右
二
条
為
御
番
被
遣
ニ
付
被
下
之
、
番

頭
両
人
昨
日
被
下
之
」
と
あ
り
、
大
番
百
名
（
二
組
）
に
二
条
城
を
守
ら
せ
、
在
番
の
交
替

期
が
一
年
に
定
め
ら
れ
た
。
以
後
、
廃
止
さ
れ
る
ま
で
二
組
に
よ
る
在
番
が
定
着
し
た
。

以
上
か
ら
、
大
番
の
職
制
は
、
江
戸
勤
番
と
元
和
・
寛
永
期
に
成
立
し
た
在
番
の
二
つ

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
在
番
の
う
ち
、
二
条
城
に
派
遣
さ
れ
る
大
番
二
組
が
二
条
在
番
と

呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

 
 

（
2
）
大
番
に
お
け
る
在
番
の
輪
番
制

　

二
条
在
番
は
、
大
番
が
一
年
交
代
の
輪
番
制
で
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
で
は
、
在

番
の
輪
番
制
は
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
掲
の
『
柳
営
秘
鑑
』
「
御
三
家
御
家
門
国
主
之
列
幷
供
廻
り
道
具
等
の
格
」
に
は
、
享

保
年
間
の
二
条
在
番
の
勤
務
形
態
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

　
　

一
大
御
番
頭
、
同
組
幷
与
力
同
心
共
ニ
四
組
宛
、
毎
年
二
条
大
坂
在
番
被
仰
付
、 

　
　
　
　

 

交
代
之
繰
様
、
発
足
帰
府
之
次
第
、
左
ニ
記
之
、

　
　
　
　

 
 

大
坂
申寅　

　

二
条
巳亥　

　

藤
堂
肥
後
守

酒
井
紀
伊
守

　
　
　
　
　
　

大
坂
巳亥　
　

二
条
申寅　
　

酒
井
日
向
守

朽
木
和
泉
守

　
　
　
　
　
　

大
坂
酉卯　

　

二
条
子午　

坂

倉

下

野

守

戸
田
右
近
将
監

　
　
　
　
　
　

大
坂
子午　

　

二
条
酉卯　

　

杉
浦
出
雲
守

井
上
遠
江
守

　
　
　
　
　
　

大
坂
戌辰　

　

二
条
丑未　

　

山
名
因
幡
守

秋
元
隼
人
正

　
　
　
　
　
　

大
坂
丑未　
　

二
条
戌辰　

　

堀
田
出
羽
守

久
貝
因
幡
守

二
組
が
ペ
ア
と
し
て
、
二
条
・
大
坂
城
に
在
番
す
る
年
（
干
支
）
が
決
ま
っ
て
お
り
、

輪
番
制
に
よ
っ
て
、
毎
年
、
大
番
十
二
組
の
う
ち
四
組
が
二
組
ず
つ
二
条
城
・
大
坂
城
に
在

番
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

各
組
が
担
当
の
年
に
在
番
を
勤
め
て
い
る
こ
と
は
、
一
次
史
料
で
あ
る
『
江
戸
幕
府
日
記
』

に
よ
り
確
認
で
き
る
。
『
江
戸
幕
府
日
記
』
に
は
、
二
条
・
大
坂
在
番
を
担
当
す
る
組
の
番

頭
以
下
が
在
番
先
に
出
発
す
る
前
に
暇
を
賜
る
た
め
に
謁
見
し
た
様
子
と
在
番
先
か
ら
帰
府

し
た
際
に
将
軍
へ
謁
見
し
た
様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
姫
路
酒
井
家
本
『
江
戸
幕
府
日
記
』

（
以
下
、『
江
戸
幕
府
日
記
』
と
す
る
）
寛
永
十
七
年
（
一
六
四
〇
）
三
月
九
日
条
に
よ
れ
ば
、

内
藤
石
見
守
・
保
科
弾
正
忠
が
二
条
在
番
の
た
め
に
暇
を
賜
っ
て
い
る
。
『
江
戸
幕
府
日
記
』

正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
九
月
一
日
条
に
よ
れ
ば
、
内
藤
石
見
守
・
保
科
弾
正
忠
に
大
坂
在

番
を
勤
め
終
え
、
将
軍
に
謁
見
し
て
い
る
。
ま
た
、『
江
戸
幕
府
日
記
』
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）

二
月
十
六
日
条
に
よ
れ
ば
、
内
藤
石
見
守
・
保
科
弾
正
忠
が
二
条
在
番
の
た
め
に
暇
を
賜
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
遅
く
と
も
寛
永
後
期
に
は
、
在
番
の
輪
番
制
が
構
築
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
右
の
『
柳
営
秘
鑑
』
に
み
え
る
享
保
期
に
お
い
て
も
、
二
二
七
頁

の
表
1
の
よ
う
に
、
輪
番
制
に
基
づ
い
て
、
毎
年
の
在
番
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

表
1
に
よ
れ
ば
、
各
組
は
三
年
ご
と
に
大
坂
在
番
・
二
条
在
番
の
ど
ち
ら
か
を
務
め
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
二
条
在
番
成
立
直
後
か
ら
、
二
条
・
大
坂
在
番
は
輪
番
制
に
基
づ
い
て
運

用
さ
れ
、
こ
の
輪
番
制
は
二
条
在
番
の
廃
止
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二　

二
条
在
番
の
組
織

　

（
1
）
二
条
在
番
の
人
員
構
成

　

二
条
在
番
は
、
大
番
の
人
員
構
成
と
同
様
で
あ
る
た
め
、
大
番
の
人
員
構
成
を
弘
化
二
年

（
一
八
四
五
）
成
立
の
江
戸
幕
府
役
人
の
職
制
書
で
あ
る
『
吏
徴
』
上
巻
（
『
続
々
群
書
類
従
』

第
七
）
に
基
づ
き
、
確
認
し
て
お
く
。
大
番
の
長
で
あ
る
番
頭
は
、「
老
中
支
配
、
五
千
石
高
、



217

二条在番と二条城（柴﨑）

菊
之
間
詰
、
諸
大
夫
」
の
役
職
で
あ
り
、
主
に
上
級
の
旗
本
か
ら
任
じ
ら
れ
た
。
成
立
初
期　
　
　

の
番
頭
に
は
、
一
万
石
以
上
の
譜
代
大
名
が
任
じ
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
が
（
16
）
、
享
保

八
年
（
一
六
九
二
）
に
は
、
知
行
高
五
千
石
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
（
17
）
。
こ
の
番
頭
の

下
に
は
、
組
頭
四
名
が
い
た
。
組
頭
は
、
「
大
番
頭
支
配
、
六
百
石
高
、
躑
躅
間
詰
、
御
目

見
以
下
、
布
衣
以
上
」
の
役
職
で
あ
る
。
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
成
立
の
江
戸
幕
府
役

人
の
職
制
書
で
あ
る
『
明
良
帯
録
』
（
以
下
、
『
改
定
史
籍
集
覧
』
一
一
）
に
、
「
組
向
諸
願

諸
届
等
を
承
り
頭
へ
達
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
組
頭
が
統
括
す
る
番
衆
か
ら
の
願
や
届
を
と

り
ま
と
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
18
）
。
一
人
の
組
頭
が
一
一
・
一
二
名
の
番
衆
を
束
ね
て

い
た
よ
う
で
あ
る
（
19
）
。
ま
た
、
組
頭
に
よ
り
統
括
さ
れ
る
番
衆
四
十
六
名
が
い
た
。
番

衆
は
、「
大
番
頭
支
配
、
二
百
俵
高
、
御
目
見
以
下
、
布
衣
以
上
」
の
役
職
で
あ
る
。
こ
の
他
、

主
に
江
戸
幕
府
の
法
令
を
ま
と
め
た
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
成
立
の
内
閣
文
庫
蔵
『
憲
教

類
典
（
20
）
』
の
「
一
遠
国
御
役
人
組
附
人
別
幷
御
役
料
」
に
、
「
大
御
番
頭
、
同
断
（
筆
者

注
：
五
千
石
ゟ
内

者
五
千
石
高
）
、
与
力
一
〇
騎
、
同
心
二
〇
人
ヅ
ヽ
」
と
あ
り
、
番
頭
の
附
属
と
し
て
、

与
力
が
一
〇
騎
、
同
心
二
〇
人
が
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
二
条
在
番
に
は
、
大
番
二
組
が
あ

て
ら
れ
る
た
め
、
番
頭
二
名
、
組
頭
八
名
、
番
衆
九
二
人
、
与
力
二
〇
騎
、
同
心
四
〇
人
と

い
う
人
員
構
成
で
あ
っ
た
。

　

大
番
の
基
本
的
な
人
員
構
成
は
、
右
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）

五
月
三
日
の
町
触
に
、
「
二
條
御
城
在
番
、
一
菅
沼
織
部
正
殿

本
庄
大
和
守
殿
家
来
中
、
一
御
番
衆
幷
家
来
ニ

至
迄
（
21
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
番
頭
だ
け
で
な
く
、
組
頭
・
番
衆
に
も
家
来
が
同
行
し
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
に
入
城
し
て
い
た
人
数
は
、
二
組
百
二
人
よ
り
さ
ら
に
多
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
の
二
条
在
番
の
活
動
を
記
録
し
た
神
宮
文
庫

蔵
『
先
登
二
条
在
番
登
前
手
留
（
22
）
』
（
以
下
、『
手
留
』
と
す
る
）
に
は
、「
一
家
老
・
用
人
・

取
次
之
者
、
時
者
上
下
着
例
句
之
者
ハ
羽
織
襠
、
勝
手
役
之
者
者
旅
具
之
催
相
勤
候
」
と
あ

り
、
番
頭
に
は
、
「
家
老
」
・
「
用
人
」
・
「
取
次
」
・
「
勝
手
役
」
な
ど
が
同
行
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
、
組
頭
や
番
衆
は
、
侍
・
中
間
・
用
人
を
連
れ
て
い
た
。
京
都
町
奉
行
伺

の
『
御
仕
置
例
類
集
（
23
）
』
一
六
一
〇
に
よ
れ
ば
、
組
頭
の
も
と
に
は
、
少
な
く
と
も
用

役
一
名
、
家
来
三
名
、
中
間
二
名
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
安
永
五
年
・
六
年

（
一
七
七
六
・
七
七
）
に
二
条
在
番
の
番
衆
で
あ
っ
た
森
山
孝
盛
の
日
記
で
あ
る
『
自
家
年
譜

（
24
）
』
（
以
下
、
『
年
譜
』
と
す
る
）
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
三
月
二
十
三
日
条
に
は
、
「
在

番
用
人
次
左
衛
門
ト
申
者
召
抱
今
日
引
越
ス
」
と
あ
り
、
番
衆
が
在
番
の
た
め
に
、
用
人
を

召
し
抱
え
る
場
合
が
あ
っ
た
（
25
）
。
絵
図
史
料
に
も
、
番
頭
や
組
頭
の
家
来
が
住
ま
う
部

屋
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
大
工
頭
中
井
家
文
書
』
（
以
下
、
『
中
井
家
文
書
』
と
す

る
（
26
）
）
「
西
大
御
番
頭
小
屋
絵
図
」
西
組
番
頭
の
屋
敷
に
は
、
番
頭
附
の
家
老
・
勝
手
役

が
控
え
た
と
思
わ
れ
る
「
家
老
部
屋
（
八
帖
）
」
・
「
勝
手
役
詰
所
（
十
二
帖
）
」
が
見
え
る
。

組
頭
小
屋
に
つ
い
て
も
、
『
中
井
家
文
書
』
「
二
条
御
城
内
御
番
衆
小
屋
幷
与
力
同
心
小
屋
絵

図
扣
」
に
見
え
る
す
べ
て
の
小
屋
に
「
仲
間
部
屋
」
・
「
侍
部
屋
」
が
見
え
、
組
頭
に
同
行
し

た
侍
や
中
間
（
仲
間
）
の
存
在
が
想
定
で
き
る
。
さ
ら
に
、
番
衆
小
屋
に
も
、
す
べ
て
「
仲

間
部
屋
」
が
見
え
、
番
衆
に
同
行
し
た
中
間
（
仲
間
）
の
存
在
が
想
定
で
き
る
。

　

前
述
の
通
り
、
毎
年
、
二
条
在
番
を
命
じ
ら
れ
た
大
番
二
組
が
二
条
城
に
赴
く
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
実
態
と
し
て
は
、
担
当
の
組
の
在
番
衆
が
病
気
や
服
喪
な
ど
の
種
々
の
事
情

で
在
番
先
に
赴
け
な
い
場
合
な
ど
に
、
他
組
か
ら
代
り
の
者
が
出
さ
れ
る
な
ど
流
動
的
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
大
番
の
職
制
書
と
考
え
ら
れ
る
成
立
年
未
詳
の
神
宮
文
庫
蔵
『
大

番
職
制
（
27
）
』
に
は
、
「
二
条
在
番
地
願
之
面
々
有
之
組
与
頭
ゟ
十
二
月
頃
登
り
組与

頭
江
故

障
有
無
掛
合
之
上
願
書
番
頭
江
差
出
候
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
病
気
や
服
喪
な
ど
で
在
番
を

勤
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
が
、
江
戸
に
留
ま
る
こ
と
を
事
前
に
申
請
し
て
（
「
地
願
」
）
、

変
わ
り
に
在
番
を
務
め
る
者
（
「
代
人
」
）
を
取
る
場
合
が
あ
っ
た
（
28
）
。
『
大
番
職
制
』
所

収
の
「
二
丸
助
当
御
番
書
」
に
は
、

　
　

人
数
五
拾
弐
人
之
内
、
勤
三
拾
四
人
昼
御
番
十
七
人
、

夕
御
番
十
七
、

相
手
代
、

　
　
　
　
　

内
、

　
　

（
中
略
）

　
　

二
条
代
人　
　

五
人　

右
同
断
、

　
　

大
坂
代
人　
　

弐
人　

右
同
断

　
　

（
後
略
）

と
あ
り
、
菅
沼
伊
賀
守
組
所
属
の
番
衆
五
人
が
酉
年
（
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
）
の
二
条

在
番
を
担
当
し
た
組
（
29
）

へ
出
向
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
代
人
」
の
他
に
は
、
「
取

人
」
と
呼
ば
れ
る
者
が
い
た
。
「
取
人
」
は
、
病
気
・
差
合
に
よ
り
、
在
番
衆
の
人
数
が
不
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足
す
る
時
、
他
組
か
ら
代
り
と
し
て
入
っ
た
者
で
あ
る
（
30
）
。
『
明
良
帯
録
』
に
、
「
代
人

取
人
と
て
毎
年
登
る
あ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
代
人
」
や
「
取
人
」
と
し
て
、
何
度
も
在

番
を
勤
め
る
も
の
が
い
た
と
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
番
方
の
詳
細
な
経
歴
を
ま
と
め
た
文

政
三
年
（
一
八
二
〇
）
成
立
の
内
閣
文
庫
蔵
『
御
番
士
代
々
記
（
31
）
』
（
以
下
、
『
代
々
記
』

と
す
る
）
大
御
番
六
番
四　

宮
重
源
左
衛
門
信
武
の
項
に
、
「
信
武
二
条
城
の
宿
直
に
参
る

事
五
度
、
代
人
四
度
、
坂
城
の
警
衛
に
参
る
事
五
度
、
代
人
五
度
、
凡
十
九
度
在
番
に
参
る
」

と
あ
り
、
信
武
は
、
一
九
回
の
在
番
勤
務
の
う
ち
、
通
常
の
在
番
勤
務
で
五
回
、
「
代
人
」

と
し
て
四
回
、
二
条
城
へ
赴
い
て
お
り
、
さ
ら
に
、
大
坂
城
へ
は
、
通
常
の
在
番
勤
務
で
五

回
、「
代
人
」
と
し
て
五
回
赴
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、『
年
譜
』
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）

六
月
二
十
一
日
条
に
は
、
「
二
条
在
番
取
手
返
し
と
し
て
出
立
」
と
あ
り
、
在
番
を
勤
め
、

江
戸
に
戻
っ
た
後
、
取
っ
て
返
し
、
次
年
度
の
在
番
を
勤
め
る
「
取
手
返
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
（
32
）
。

 
 

（
2
）
二
条
在
番
の
役
職
者

二
条
在
番
衆
に
は
、
二
条
城
に
か
か
わ
る
役
職
や
在
京
す
る
と
い
う
性
格
上
、
禁
裏
な

ど
に
か
か
わ
る
役
職
を
兼
務
す
る
者
が
い
た
。
主
と
し
て
、
『
代
々
記
』
に
基
づ
き
、
そ
の

職
務
を
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
す
る
。
『
代
々
記
』
凡
例
（
33
）

に
は
、　

　
　

大
御
番
二
条
・
大
坂
在
番
の
も
の
ゝ
中
よ
り
出
役
せ
ら
る
ゝ
事
あ
り
、
所
謂
（
1
）

御
蔵
奉
行
・
（
2
）
御
破
損
奉
行
・
（
3
）
御
金
奉
行
（
34
）
・
（
4
）
御
弓
奉
行
・

（
5
）
御
鉄
炮
奉
行
、
此
五
役
は
本
勤
の
も
の
に
副
ひ
て
、
出
役
は
年
々
交
替
し
て

こ
れ
を
つ
と
む
、
其
余
（
6
）
米
払
定
式

（
７
）
御
茶
壺
定
式
・（
8
）
急
御
使
臨
時
・

（
9
）
御
用
物
差
添
臨
時

・
（
10
）
御
金
宰
領
定
式

の
こ
と
き
二
組
の
御
番
士
に
選
ハ

れ
て
、
其
任
に
当
た
る
、
又
（
11
）
残
役
と
し
て
半
年
を
か
き
り
、
江
戸
に
止
り

て
相
番
士
留
守
宅
の
事
を
所
置
す
、

と
あ
り
、
在
番
衆
の
中
に
は
、
役
務
を
一
年
交
代
で
「
出
役
」
（
兼
任
）
す
る
者
が
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
の
二
条
在
番
の
上
京
ま
で
の
様
子
を
記
録

し
た
東
京
都
公
文
書
館
蔵
『
先
登
二
条
在
番
登
前
留
（
35
）
』
（
以
下
、
『
登
前
留
』
と
す
る
）

に
も
、「
来
夏
二
条
在
番
之
節
我
等
組
二
テ
出
役
御
番
衆
姓
名
書
付
」と
さ
れ
る
「
覚
書
」
に
は
、

先
残
役
・
跡
残
役
・
御
破
損
奉
行
・
御
弓
奉
行
・
御
具
足
奉
行
・
御
鉄
砲
奉
行
・
御
茶
壷
差
副
・

宿
割
・
御
蔵
奉
行
仮
役
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
36
）
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
定
員
は
、

こ
の
「
覚
書
」
に
よ
る
。

（
1
）
「
御
蔵
奉
行
」
は
、
二
条
城
内
・
城
外
に
あ
る
米
蔵
の
管
理
に
関
わ
っ
て
い
た
。

享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
以
前
ま
で
は
、
御
勘
定
・
小
十
人
組
な
ど
か
ら
転
任
し
て
、
十
年

以
上
勤
め
る
者
も
少
な
く
、
そ
の
定
員
は
、
二
～
四
名
の
間
で
上
下
し
て
い
た
（
37
）
。
し

か
し
、
内
閣
文
庫
蔵
『
柳
営
日
次
記
』
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
閏
七
月
六
日
条
に
、

「
大
御
番
岡
野
備
中
守
組

出
役
御
蔵
奉
行

高
井
蔵
人
、
右
二
条
御
蔵
奉
行
仮
役
へ
壱
ヶ
年
被
遣
旨
和
泉
守
申
渡

之
」
と
あ
り
、
ま
た
、
幕
臣
の
任
免
記
録
で
あ
る
『
柳
営
補
任
』
に
、
「
先
規
三
人
、
当
時

本
役
両
人
、
二
条
在
番
大
御
番
ヨ
リ
在
役
一
人
宛
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
享
保
六
年

（
一
七
二
一
）
か
ら
定
員
三
人
の
う
ち
一
人
が
在
番
し
た
番
衆
か
ら
選
ば
れ
、
一
年
間
、
二

条
御
蔵
「
仮
役
」
を
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
38
）
。
し
た
が
っ
て
、『
代
々
記
』

凡
例
に
み
え
る
在
番
の
「
御
蔵
奉
行
」
は
「
仮
役
」
の
「
御
蔵
奉
行
」
を
指
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

（
2
）
「
御
破
損
奉
行
」
は
、
主
に
城
内
に
あ
る
建
物
の
修
造
に
関
わ
っ
て
い
た
。
『
大

御
番
頭
格
式
之
留
』
「
大
御
番
常
之
勤
方
之
覚
」
に
、
「
両
組
よ
り
一
人
づ
ゝ
、
御
破

損
奉
行
両
人
、
常
々
申
渡
置
、
御
城
中
不
絶
見
廻
、
御
破
損
有
之
時
ハ
、
致
見
分
申

聞
候
様
被
申
渡
、
両
破
損
奉
行
幷
中
井
主
水
、
同
源
八
郎
、
立
合
見
分
之
上
、
両
番

頭
へ
申
聞
候
ニ
付
、
委
細
承
届
、
其
上
ニ
而
所
司
代
へ
申
達
、
御
修
復
申
付
候
（
39
）
」 

と
あ
り
、
在
番
二
組
か
ら
一
人
ず
つ
が
「
御
破
損
奉
行
」
に
選
ば
れ
（
40
）
、
城
内
を
見
回
り
、

破
損
が
あ
る
場
合
は
、
大
工
頭
中
井
主
水
ら
の
見
分
の
上
、
番
頭
に
破
損
個
所
を
報
告
し
、

さ
ら
に
所
司
代
に
も
連
絡
し
、
修
復
を
申
し
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
『
代
々
記
』

に
よ
れ
ば
、
城
内
の
建
造
物
の
修
復
（
41
）

以
外
に
も
、
所
司
代
邸
の
修
復
に
も
関
わ
っ
て

い
た
（
42
）
。

（
4
）
「
御
弓
奉
行
」
は
、
弓
や
剣
な
ど
の
武
器
の
管
理
に
関
わ
っ
て
い
た
。
『
手
留
』
文

政
三
年
（
一
八
二
〇
）
十
一
月
十
六
日
条
に
、
「
御
弓
奉
行
大
久
保
出
雲
守
組
新
右
衛
門
我

等
組
日
比
野
七
之
丞
被
参
御
修
覆
御
矢
根
被
相
下
ヶ
被
致
持
参
候
ニ
付
」
と
あ
る
こ
と
や
、

『
代
々
記
』
大
御
番
九
番
五 

鈴
木
隅
之
丞
正
俊
の
項
に
、
「
寛
政
八
年
夏
二
条
城
の
警
衛
に

参
り
、
御
弓
矢
奉
行
を
務
め
、
七
月
御
剣
受
取
と
し
て
大
坂
へ
参
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

弓
具
を
含
め
た
武
具
の
修
理
や
管
理
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
中
井
家
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二条在番と二条城（柴﨑）

文
書
』
「
御
城
内
御
預
所
絵
図
Ⅲ
」
に
、
本
丸
南
の
多
門
の
一
部
に
「
御
弓
、
御
弓
奉
行
預
り
」

と
付
さ
れ
て
お
り
、
弓
が
納
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
多
門
を
管
轄
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
５
）
「
御
鉄
炮
奉
行
」
は
、
城
内
に
納
め
ら
れ
て
い
た
鉄
砲
や
火
薬
の
管
理
に
関
わ
っ

て
い
た
。
『
柳
営
補
任
』
に
、
「
二
条
在
番
大
御
番
ヨ
リ
二
人
宛
出
役
出
ル
」
と
あ
り
、
在
番

か
ら
二
名
が
選
ば
れ
、
一
年
間
、
「
御
鉄
炮
奉
行
」
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の

二
名
は
、
地
役
の
御
鉄
炮
奉
行
二
名
と
と
も
に
、
城
内
に
納
め
ら
れ
た
武
器
・
火
薬
の
管
理

を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
両
者
が
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
宮
内
庁
宮
内
公
文
書

館
蔵
「
二
条
御
城
内
外
之
図　

二
条
御
城
内
之
図
」（
本
書
口
絵
1
）
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

東
南
・
西
南
隅
櫓
に
は
、
「
在
役
・
地
役
鉄
砲
奉
行
預
り
」
と
付
さ
れ
て
お
り
、
四
隅
の
櫓

は
、
在
番
の
「
御
鉄
炮
奉
行
」
と
地
役
の
「
御
鉄
炮
奉
行
」
の
管
轄
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
さ
ら
に
、
京
都
所
司
代
や
遠
国
奉
行
な
ど
が
保
管
し
て
い
た
武
具
の
目
録
で
あ
る
弘
化

二
年
（
一
八
四
五
）
成
立
の
内
閣
文
庫
蔵
『
遠
国
御
武
器
類
向
々
書
上
』
二
の
「
二
条　

御

城
附
御
鉄
砲
御
鎗
其
外
御
道
具
員
数
」
に
も
、
「
辰
巳
御
櫓
附
」
・
「
未
申
御
櫓
附
」
と
し
て
、

「
合
薬
」
や
「
火
縄
」
な
ど
の
火
薬
や
鉄
炮
の
備
品
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
「
右

者
辰
巳
未
申
御
櫓
附
仮
役
鉄
砲
奉
行
御
預
之
分
」
と
あ
り
、「
仮
役
」
が
「
御
蔵
奉
行
」
同
様
、

在
番
か
ら
の
出
役
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
東
南
・
西
南
隅
櫓
の
備
品
は
、
在
番
の
「
御
鉄
炮
奉

行
」
の
預
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
代
々
記
』
凡
例
に
は
見
え
な
い
が
、
『
登
前
留
』
「
覚
書
」
に
よ
れ
ば
、
「
御
具
足
奉
行
」

が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
御
具
足
奉
行
」
は
、
具
足
の
管
理
に
関
わ
っ
て
い
た
。
『
手

留
』
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
九
月
二
日
条
に
「
御
具
足
方
御
修
復
御
入
用
減
方
之
儀
（
中

略
）
御
具
足
奉
行
よ
り
差
出
候
書
付
類
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
具
足
の
修
復
に
関
わ
っ
て
い

た
（
43
）
。
ま
た
、
『
中
井
家
文
書
』
「
御
城
内
御
預
所
絵
図
Ⅲ
（
二
条
城
）
」
に
、
本
丸
南
側

の
多
門
の
一
部
に
「
御
具
足
、
御
具
足
奉
行
預
り
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
多
門
に
納
め
ら
れ

た
具
足
の
管
理
に
関
わ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

（
7)

「
御
茶
壺
附
」
は
、
将
軍
に
献
上
す
る
た
め
に
御
茶
を
運
搬
す
る
御
茶
壺
道
中
の

行
列
に
同
行
し
、
そ
の
警
護
を
担
当
し
た
。
御
茶
壺
附
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
で
詳
述
す
る
。

（
9)

「
御
用
物
差
添
」
は
、
宮
中
の
御
用
物
に
付
添
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。『
代
々
記
』

大
御
番
十
一
番
四　

原
三
之
丞
親
要
の
項
に
、
「
天
明
三
卯
年
夏
二
条
城
の
警
衛
に
参
り
、

此
と
き　

心
（
倫
子
女
王
、
将
軍
家
治
御
台
所
）

観
院
君
御
贈
位　

宣
命
乃
御
用
物
差
副
と
し
て
八
月
三
日
京
都
を
立
、
十
一
日

夜
に
着
く
、
（
中
略
）
又
京
都
へ
参
て
警
護
す
（
44
）
」
と
あ
り
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）

に
二
条
在
番
を
勤
め
た
親
要
は
、
将
軍
家
冶
の
御
台
所
で
あ
る
倫
子
女
王
に
従
一
位
を
贈
位

す
る
宣
命
の
差
添
を
務
め
て
い
る
。

（
11)

「
残
役
」
は
、『
明
良
帯
録
』
に
、「
残
り
役
は
江
戸
に
て
留
守
番
衆
の
宅
心
得
、
其

外
世
話
扱
ひ
致
し
、
異
変
其
外
あ
れ
ば
取
計
、
書
状
の
取
次
等
致
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
江

戸
に
残
り
、
江
戸
に
あ
る
番
衆
の
自
宅
の
管
理
を
行
う
と
と
も
に
、
江
戸
城
の
情
勢
や
そ

の
他
日
々
の
異
変
を
在
番
先
に
伝
達
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
45
）
。
『
年
譜
』
安
永
五
年

（
一
七
七
六
）
十
二
月
四
日
条
に
、
「
同
四
日　

先
残
役
福
王
幸
之
進
御
城
入
、
但
残
役
浅
井

吉
次
郎
九
月
中
出
立
候
訳
日
記
付
落
」
と
あ
り
、「
先
残
役
」
と
「
跡
残
役
」
の
二
名
が
お
り
、

前
者
は
在
番
期
間
の
前
半
（
四
月
～
十
一
月
）
、
江
戸
に
居
残
り
、
十
二
月
ま
で
に
二
条
城

に
上
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
一
方
、
後
者
は
、
在
番
期
間
の
後
半
（
十
二
月
～
四
月
）
に

江
戸
に
居
残
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
九
月
に
二
条
城
か
ら
江
戸
へ
向
か
っ
て
い
る
。

（
6
）
「
米
払
（
46
）
」
・
（
8
）
「
急
御
使
」
・
（
10
）
「
御
金
宰
領
（
47
）
」
の
職
務
内
容
の
詳

細
は
、
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、『
代
々
記
』
凡
例
に
は
見
え
な
い
が
、『
登
前
留
』
や
『
大
番
職
制
』
に
よ
れ
ば
、「
宿

割
」
・
「
御
金
請
取
」
と
呼
ば
れ
る
役
職
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
宿
割
」
は
、
在
番
へ
向
か
う
道
中
や
後
述
す
る
よ
う
に
、
上
京
後
、
交
代
を
待
つ
間
の

町
屋
へ
の
寄
宿
に
お
い
て
、
番
衆
が
宿
泊
す
る
宿
の
割
り
振
り
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
（
48
）
。

「
御
金
請
取
」
は
、
『
大
番
職
制
』
に
、
「
一
初
御
合
力
金
為
請
取
大
坂
江
出
立
、
但
五
月

十
三
日
京
出
立
、
同
十
七
日
帰
京
、
同
十
八
日
御
金
渡
、
尤
春
御
借
米
御
帳
紙
直
段
ニ
而
渡

ル
」
と
あ
り
、
在
番
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
給
与
（
「
御
合
力
金
（
49
）
」
）
の
請
取
の
た
め
、

金
が
保
管
さ
れ
て
い
る
大
坂
へ
赴
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
50
）
。

番
衆
と
同
様
に
、
与
力
や
同
心
に
も
、「
残
番
」
や
「
米
払
」
な
ど
の
在
役
の
者
が
い
た
。

『
登
前
留
』
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
三
月
四
日
条
に
は
、
「
一
与
力
同
心
在
役
之
面
々
」
と

し
て
、
与
力
や
同
心
の
在
役
の
者
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。 

以
上
か
ら
、
二
条
在
番
に
お
い
て
は
、
在
番
衆
か
ら
役
職
者
（
在
役
）
が
選
ば
れ
、
二

条
城
の
維
持
管
理
や
朝
幕
間
の
や
り
と
り
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
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三　

二
条
在
番
の
職
務
内
容

（
1
）
二
条
城
内
に
お
け
る
職
務

本
章
で
は
、
二
条
在
番
の
職
務
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
二
条
城
内
に

お
け
る
勤
務
内
容
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

番
頭
の
職
務
と
し
て
、
本
丸
・
二
の
丸
御
殿
の
管
轄
が
あ
げ
ら
れ
る
。
『
大
御
番
頭
格
式

之
留
』
「
大
御
番
常
之
勤
方
之
覚
」
に
、
「
一
二
条
ハ
本
丸
・
二
ノ
丸
共
、
不
残
両
番
頭
ヘ
御

預
被
遊
（
51
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
番
頭
は
、
本
丸
・
二
の
丸
を
預
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た

（
52
）
。
さ
ら
に
、
『
有
司
勤
仕
録
』
に
は
、
「
一
二
条
大
坂
に
て
は
、
御
本
丸
を
預
り
、
総
而

御
座
敷
向
等
之
鍵
等
を
預
る
、
御
城
代
と
云
と
も
、
大
番
頭
に
達
ざ
れ
バ
、
御
座
敷
見
分
不

成
と
な
り
（
53
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
番
頭
は
城
内
の
す
べ
て
の
座
敷
の
鍵
を
預
か
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
番
頭
の
許
可
な
く
、
座
敷
を
見
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

組
頭
の
職
務
と
し
て
、
本
丸
の
泊
番
が
あ
げ
ら
れ
る
。
『
職
掌
録
』
に
は
、「
二
条
に
て
は
、

（
中
略
）
組
頭
は
隔
番
に
御
本
丸
ば
か
り
泊
番
を
勤
め
」
と
あ
り
、
組
頭
は
本
丸
の
泊
番
を

勤
め
て
い
た
。

両
組
の
与
力
・
同
心
の
職
務
と
し
て
、
本
丸
・
二
の
丸
の
番
所
へ
の
詰
番
が
あ
げ
ら
れ
る
。

『
大
御
番
頭
格
式
之
留
』
「
大
御
番
常
之
勤
方
之
覚
」
に
、
「
両
番
頭
与
力
立
合
申
候
、
其
外

御
本
丸
二
丸
之
内
、
御
番
所
両
所
有
之
、
一
組
ヅ
ヽ
ニ
而
、
御
番
所
無
断
絶
、
一
人
づ
ゝ
隔

番
ニ
不
寝
相
勤
（
54
）
」
と
あ
り
、
本
丸
・
二
の
丸
の
番
所
に
は
、
両
組
か
ら
、
一
人
づ
つ

隔
番
で
昼
夜
と
も
に
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
『
中
井
家
文
書
』
「
御
城
之
図
」

に
描
か
れ
た
二
の
丸
北
の
御
門
近
く
に
あ
る
番
所
に
「
東
御
番
頭
与
力
」
、
御
門
内
に
「
東

御
番
頭
同
心
番
所
」
と
あ
る
（
本
書
二
一
四
頁
参
考
図
1
も
参
照
）
。
ま
た
、
本
丸
西
橋
番

所
に
「
両
御
番
頭
同
心
番
所
」
と
あ
り
、
本
丸
東
橋
に
「
西
御
番
頭
同
心
御
番
所
」
・
「
西
御

番
頭
与
力
番
所
」
が
あ
る
よ
う
に
、
両
組
番
頭
の
与
力
・
同
心
は
、
本
丸
東
橋
・
西
橋
に
あ

る
番
所
と
二
の
丸
北
御
門
に
あ
る
番
所
に
詰
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

両
番
頭
の
家
来
は
、
西
門
の
番
所
に
お
い
て
、
出
入
り
を
改
め
て
い
た
。
『
大
御
番
頭
格

式
之
留
』
「
大
御
番
常
之
勤
方
之
覚
」
に
、
「
一
同
所
（
筆
者
注
：
二
条
）
西
之
御
門
へ
、
明

六
時
よ
り
両
番
頭
之
家
来
差
出
置
、
御
城
中
へ
之
出
入
為
相
改
候
（
55
）
」
と
あ
り
、
ま
た
、『
中

井
家
文
書
』
「
御
城
之
図
」
の
西
門
枡
形
内
に
、
「
両
御
番
頭
家
来
札
改
、
番
所
」
と
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
番
頭
の
家
来
が
西
門
の
番
所
に
詰
め
、
城
の
出
入
り
を
改
め
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
（
参
考
図
1
も
参
照
）
。

な
お
、
城
内
へ
の
出
入
は
、
二
条
城
の
管
理
や
在
番
衆
の
城
内
で
の
生
活
に
関
わ
る
者

に
限
ら
れ
て
い
た
。
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
十
二
月
の
町
触
に
、
「
二
条
在
番
の
面
々

在
番
中
雑
費
多
候
日
用
之
品
掛
ヶ
買
い
た
し
、
（
中
略
）
仍
而
ハ
御
城
中
江
立
入
候
商
人
と

も
自
然
物
価
を
引
上
ヶ
候
ニ
至
（
56
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
商
人
が
城
内
に
入
り
、
在
番
衆

と
の
間
で
日
用
品
が
取
引
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
『
御
当
家
令
条
』
巻
二
四　

明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
「
定
」
（
以
下
、
明
暦
二
年
「
定
」
と
す
る
）
に
、
「
一
飯
タ
キ
女

置
被
申
仁
ハ
、
大
宮
通
逗
留
中
、
呼
寄
見
候
テ
、
約
束
被
申
間
敷
候
、
御
城
中
へ
入
候
テ
以

後
、
抱
可
被
申
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
番
衆
小
屋
に
一
年
間
居
住
す
る
こ
と
に
な
る
番
衆
は
、

給
仕
を
担
当
す
る
者
（
「
飯
タ
キ
女
」
）
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
召
し
抱
え
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
『
登
前
留
』
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
十
月
二
日
条
に
、
「
一
二

条
御
城
内
江
出
入
之
町
人
共
江
相
渡
候
鑑
札
渡
方
之
儀
ニ
付
、
札
親
之
町
人
江
用
方
之
者
ゟ

書
状
差
出
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
出
入
に
は
、
鑑
札
が
必
要
で
あ
り
、
対
象
者
に
は
、
事
前

に
渡
さ
れ
て
い
た
。
『
京
桝
座
福
井
家
文
書
（
57
）
』
〇
二
五
「
二
条
城
北
門
出
入
札
預
り
書
」

に
よ
れ
ば
、
二
条
城
の
御
破
損
方
御
用
を
勤
め
た
大
工
福
井
組
が
北
御
門
の
出
入
す
る
際
に
、

番
衆
か
ら
出
入
札
を
預
か
っ
て
い
る
。

こ
の
他
、
毎
年
三
月
下
旬
に
は
、
城
内
の
御
厩
曲
郭
（
御
破
損
小
屋
の
南
側
地
区
）
に

お
い
て
、
両
組
番
頭
・
組
頭
の
出
座
の
も
と
、
両
組
か
ら
射
手
が
参
加
す
る
大
的
小
的
の

見
分
が
行
わ
れ
た
（
58
）
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
千
本
屋
敷
で
の
弓
術
稽
古
な
ど
と
同
様
に
、

将
軍
直
属
の
軍
団
の
一
つ
で
あ
る
大
番
と
し
て
の
武
術
訓
練
の
一
環
で
行
わ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。（

2
）
二
条
城
外
に
お
け
る
職
務

二
条
在
番
は
、
二
条
城
内
で
の
勤
務
だ
け
で
な
く
、
二
条
城
外
に
お
い
て
も
多
く
の
職

務
が
あ
っ
た
。
本
節
で
は
、
二
条
城
外
で
の
職
務
内
容
を
み
て
い
く
（
二
二
八
頁
表
２
参
照
）
。

一
つ
目
は
、
一
部
の
朝
幕
交
渉
に
お
け
る
使
者
や
付
添
い
と
し
て
の
関
与
が
挙
げ
ら
れ

る
。
『
江
戸
幕
府
日
記
』
寛
永
十
七
年
（
一
六
四
〇
）
七
月
十
三
日
条
に
、
「
禁
裏
江
為
八
朔

之
御
祝
儀
御
太
刀
・
御
馬
如
例
年
御
進
献
付
而
、
二
条
御
城
御
番
在
之
内
藤
石
見
守
御
使
被　
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仰
付
之
旨
」
と
あ
る
よ
う
に
、
番
頭
が
八
朔
に
お
け
る
御
所
へ
の
太
刀
・
馬
の
献
上
の
使
者

を
勤
め
て
い
る
。
ま
た
、
『
大
工
頭
中
井
家
文
書
』
「
女
御
御
産
に
つ
い
て
の
使
者
儀
礼
之
覚　

写
」
（
編
351
）
に
は
、
「
女

（
二
条
舎
子
）

御
御
産
為
御
悦
徒　

右
（
田
安
宗
武
）

衛
門
督
・
刑

（
一
橋
宗
伊
）

部
卿
様
御
使
二
条
在
番
組
頭

衆
御
勤
候
ニ
而
」
と
あ
り
、
組
頭
が
女
御
の
御
産
祝
い
の
た
め
、
田
安
宗
武
と
一
橋
宗
伊
の

使
者
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
寛
政
年
間
成
立
の
大
名
・
旗
本
の
家
譜
集
で
あ
る
『
寛
政

重
修
諸
家
譜
』（
以
下
、『
寛
政
譜
』
と
す
る
）
巻
第
二
百
九
十
八 

土
井
利
寛
の
項
に
は
、「
（
筆

者
注
：
宝
永
）
七
年
二
条
城
の
守
衛
に
あ
る
の
と
き
、
清
揚
院
殿
御
仏
殿
の
勅
額
に
そ
ふ
て

江
戸
に
来
り
、
閏
八
月
十
六
日
時
服
二
領
、
黄
金
二
枚
を
賜
ふ
（
59
）
」
と
あ
り
、
組
頭
が

江
戸
へ
下
向
す
る
勅
額
の
差
添
を
勤
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
幕
府
か
ら
朝
廷
へ
の
使
者

を
務
め
る
一
方
で
、
朝
廷
か
ら
幕
府
へ
の
や
り
取
り
の
差
添
も
勤
め
て
い
た
。

二
つ
目
と
し
て
、
京
の
町
中
お
よ
び
近
辺
の
寺
社
の
見
分
が
あ
げ
ら
れ
る
。
『
有
司
勤
仕

録
』
に
は
、「
一
在
番
中
、
加
番
衆
を
同
道
し
て
、
京
大
坂
町
中
幷
近
辺
之
寺
社
等
を
見
分
有
之
」

と
あ
り
、
ま
た
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
十
二
月
二
十
五
日
の
町
触
（
編
382
）
に
も
、「
此

度
町
々
為　

御
造
営
中
大
番
頭
花
房
因
幡
守
組
、
白
須
甲
斐
守
組
御
番
衆
、
左
之
面
々
廻
り

被
仰
付
候
間
、
其
旨
可
存
候
、
（
中
略
）
右
之
面
々
、
洛
中
洛
外
町
々
仮
御
所
近
辺
相
廻
り

（
60
）
」
と
あ
り
、
二
条
在
番
衆
が
洛
中
洛
外
の
町
々
や
寺
社
の
見
廻
り
を
行
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
（
61
）
。
こ
れ
は
、
江
戸
勤
番
に
お
け
る
「
廻
り
番
」
と
同
じ
性
格
の
役
務
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
つ
目
と
し
て
、
京
中
及
び
周
辺
の
社
寺
修
造
や
宮
中
の
御
殿
修
造
な
ど
の
監
督
役
が

挙
げ
ら
れ
る
。
『
殿
中
日
記
』
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
九
月
十
四
日
条
（
編
258
）
に
、
「
石

清
水
八
幡
宮
破
損
ニ
付
而
、
但
御
奉
行
ハ
重
而
二
条
在
番
之
内
よ
り
可
被
仰
付
之
由
云
々
」

と
あ
り
、
石
清
水
八
幡
宮
の
修
繕
に
際
し
て
、
二
条
在
番
の
番
士
が
監
督
に
あ
た
っ
て
い
る
。

ま
た
、
『
寛
政
譜
』
巻
百
二
十
二 

三
浦
正
影
の
項
に
、
「
宝
暦
四
年
二
条
城
守
衛
に
あ
る
の

と
き
、
近
江
国
山
門
堂
舎
等
修
理
の
事
う
け
た
ま
わ
り
し
に
よ
り
（
62
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、

比
叡
山
山
門
の
修
繕
奉
行
を
番
衆
が
勤
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
63
）
。
ま
た
、
『
寛
政
譜
』

巻
第
千
九
十　

平
岡
正
胤
の
項
に
、
「
明
和
四
年
九
月
三
日
さ
き
に
二
条
城
の
守
衛
に
あ
る

と
き
禁
裏
及
び
准
后
の
別
御
殿
普
請
の
事
を
う
け
た
ま
わ
り
し
に
よ
り
」
と
あ
り
、
組
頭
が

禁
裏
・
准
后
御
殿
修
造
の
御
用
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
64
）
。
大
番
は
、
江

戸
に
お
い
て
も
江
戸
城
内
や
市
中
の
修
造
奉
行
と
な
っ
て
お
り
（
65
）
、
右
の
よ
う
な
修
造

奉
行
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
つ
目
と
し
て
、
千
本
屋
敷
に
お
け
る
武
術
稽
古
が
挙
げ
ら
れ
る
。
『
手
留
』
文
政
二
年

（
一
八
一
九
）
十
月
十
六
日
条
に
、
「
今
日
我
等
組
御
番
衆
千
本
屋
鋪
弓
術
稽
定
日
ニ
付
」
と

あ
り
、
番
衆
が
弓
術
稽
古
の
た
め
、
所
司
代
千
本
屋
敷
（
下
屋
敷
）
（
66
）

へ
向
か
っ
て
い

る
（
67
）
。

　

（
3
）
そ
の
他
の
活
動

在
番
衆
は
、
在
番
と
し
て
の
勤
務
の
傍
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

一
つ
目
は
、
城
外
に
お
け
る
物
見
遊
山
で
あ
る
。
『
年
譜
』
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
九

月
十
九
日
条
に
、
「
一
市
立
、
茸
狩
蹴
上
之
者
大
津
近
辺
之
山
也
、
珍
敷
遊
山
、
江
戸
ニ
無

之
」
と
あ
り
（
68
）
、
京
都
近
郊
へ
遊
山
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
森
山
孝
盛

は
、
松
平
安
芸
守
（
浅
野
重
晟
）
の
「
倉
屋
敷
」
に
あ
る
織
部
好
み
の
庭
囲
を
見
物
し
て
い

る
（
69
）
。

二
つ
目
は
京
内
寺
社
へ
の
参
詣
で
あ
る
。
『
御
書
方
覚
』
に
よ
れ
ば
、
「
一
御
仏
参
日
」

と
し
て
、
決
ま
っ
た
日
時
に
金
地
院
・
知
恩
院
・
養
源
院
に
参
詣
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

（
70
）
。以

上
か
ら
、
在
番
衆
の
主
た
る
職
務
は
、
城
内
の
警
衛
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

表
２
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
二
条
城
内
に
お
い
て
は
、
建
物
な
ど
の
維
持
管
理
に
携
わ
る
一

方
で
、
特
に
十
八
世
紀
以
降
、
城
外
に
お
い
て
も
朝
幕
間
の
使
者
・
差
添
や
建
物
の
修
造
奉

行
な
ど
の
多
岐
に
わ
た
る
業
務
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。

　

四　

二
条
在
番
の
交
代
と
上
り
下
り

　

（
1
）
二
条
在
番
の
交
代
手
続
き

前
述
の
通
り
、
在
番
は
、
大
番
十
二
組
が
輪
番
制
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
一
年
交
代
で
勤

め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
二
条
在
番
と
な
っ
た
大
番
が
毎
年
、
江
戸
城
と
二
条
城
と
の
間

を
上
り
・
下
り
し
た
。
こ
こ
で
は
、
二
条
在
番
の
上
京
の
行
程
と
交
代
手
続
き
を
み
て
い
く
。
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『
柳
営
秘
鑑
』
に
は
、

一
二
条
在
番
先
番
頭
江
戸
発
足　

四
月
二
日
、

一
同
組
中
発
足　
　
　
　
　
　
　

四
月
三
日　

四
日　

五
日　

六
日
、

一
跡
番
頭
発
足　

四
月
七
日　

各
道
中
十
泊
（
後
略
）

と
あ
り
、
新
た
に
二
条
在
番
と
な
っ
た
番
頭
の
う
ち
、
先
だ
っ
て
江
戸
を
出
発
す
る
番
頭
（
「
先

番
頭
」
）
が
四
月
二
日
に
江
戸
を
出
発
す
る
。
さ
ら
に
、
翌
三
日
か
ら
六
日
に
か
け
て
、
在

番
二
組
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
の
組
頭
・
番
衆
（
「
組
中
」
）
が
二
組
ず
つ
に
分
か
れ
て
、

一
日
ご
と
に
出
発
す
る
。
最
後
に
、
も
う
一
方
の
組
の
番
頭
（
「
跡
番
頭
」
）
が
四
月
七
日
に

出
発
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
道
中
十
泊
し
た
後
、
京
都
に
到
着
す
る
。

新
旧
在
番
の
交
代
手
続
き
は
、
明
暦
二
年
「
定
」
に
詳
し
い
。

一
役
人
衆
二
条
御
役
請
取
被
申
候
事
、
先

（
Ａ
）番

之
番
頭
四
月
十
三
日
大
宮
通
え
参
着
、

十
（
Ｂ
）四

十
五
日
両
日
組
中
大
宮
通
可
被
致
参
着
、
役
人
衆
は
十
四
日
組
え
附
登
り
、

十
五
日
御
城
中
之
役
人
衆
よ
り
御
役
請
取
被
申
、
十
七
日
御
城
中
え
入
代
被
申
、

御
番
衆
は
一
所
に
御
城
内
え
入
可
被
申
候
、
下
組
之
役
人
衆
は
、
十
七
日
に
下
り

可
被
申
事
、

一
跡

（
Ｃ
）登

之
御
番
衆
、
十
六
日
十
七
日
両
日
大
宮
通
被
致
参
着
、
御

（
Ｄ
）番

頭
は
十
八
日
大

宮
通
参
着
、
御
城
中
へ
入
候
事
、
右
定
之
日
限
ニ
入
替
候
役
人
衆
ハ
、
十
六
日
之

先
番
に
附
登
被
申
、
十
七
日
に
御
城
中
え
人
を
遣
、
十
九
日
御
城
内
え
入
、
先
へ

御
役
請
取
被
申
候
役
人
衆
よ
り
、
御
役
改
之
請
取
可
被
致
相
談
、
跡
下
り
組
之
役

人
衆
は
、
十
九
日
に
下
り
可
被
申
事
、

一
江
戸
よ
り
京
都
迄
日
数
十
一
日
之
積
に
て
、
大

（
中
根
正
成
）

隅
守
組
四（

Ｂ
）月

十
四
日
十
五
日
、

豊
（
本
多
正
貫
）

前
守
組
十

（
Ｃ
）六

十
七
日
、
如
斯
到
京
大
宮
通
可
有
参
着
候
、
大

（
Ａ
）隅

守
儀
は
十
三
日
、

豊（
Ｄ
）前

守
十
八
日
に
京
都
可
到
参
着
候
、
（
中
略
）
附
、
二
条
御
城
え
入
替
之
儀
、

四
（
Ａ
）月

十
六
日
之
朝
大
隅
守
、
同

（
Ｂ
）十

八
日
之
朝
大
隅
守
組
、
十

（
Ｃ
）

九
日
廿
日
両
日
之
朝

豊
前
守
組
、
同

（
Ｄ
）廿

一
日
之
朝
豊
前
守
入
替
申
筈
候
、

番
頭
お
よ
び
そ
の
組
の
組
頭
・
番
衆
は
京
都
到
着
後
、
す
ぐ
に
は
入
城
せ
ず
、
大
宮
通
に
逗

留
し
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
交
代
手
続
き
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
二
条
城
の
南

の
地
域
に
あ
る
町
屋
に
逗
留
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
の
場
合
、

（
Ａ
）
新
任
の
「
先
番
」
の
番
頭
（
「
大
隅
守
」
）
は
、
四
月
十
三
日
に
、
（
Ｂ
）
「
先
番
」
の

組
中
（
「
大
隅
守
組
」
）
は
二
組
に
分
か
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
十
四
・
十
五
日
に
「
大
宮
通
」
に

到
着
し
、
入
城
ま
で
逗
留
し
て
い
る
。
そ
し
て
、（
Ａ
）「
先
番
」
の
番
頭
は
十
六
日
の
朝
、（
Ｂ
）

「
先
番
」
の
組
中
は
、
十
八
日
の
朝
に
そ
れ
ぞ
れ
先
任
の
番
頭
や
組
中
と
交
代
し
て
い
る
。（
Ｃ
）

「
跡
番
」
の
組
中
（
「
豊
前
守
組
」
）
に
つ
い
て
も
、
「
先
番
」
の
組
中
と
同
様
に
、
組
中
の
二

組
が
そ
れ
ぞ
れ
、
十
六
・
十
七
日
に
「
大
宮
通
」
に
入
り
、
十
九
・
二
十
日
の
二
日
に
分
か
れ

て
、
先
任
の
組
中
と
交
代
し
て
い
る
。
最
後
に
、
（
Ｄ
）
「
跡
番
」
の
番
頭
（
「
豊
前
守
」
）
が

十
八
日
に
「
大
宮
通
」
に
到
着
し
、
二
十
一
日
に
先
任
の
も
う
一
人
の
番
頭
と
交
代
を
行
っ

て
い
る
。

在
番
衆
の
二
条
城
周
辺
の
町
屋
へ
の
寄
宿
に
つ
い
て
は
、
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』

二
「
二
条
大
御
番
頭
幷
大
坂
御
目
付
交
代
之
事
」
（
部
Ⅳ
―
10
）
に
、
「
一
旅
宿
場
所
東
西
者

岩
上
通
よ
り
大
宮
西
江
入
町
迄
、
南
北
者
姉
小
路
よ
り
仏
光
寺
通
迄
」
と
あ
り
、
番
衆
は
東

西
が
岩
上
通
か
ら
大
宮
西
入
町
ま
で
、
南
北
が
姉
小
路
か
ら
仏
光
寺
通
ま
で
の
範
囲
を
そ
れ

ぞ
れ
宿
所
と
し
て
い
た
。
町
側
は
寄
宿
す
る
番
衆
の
世
話
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
京

都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
『
古
久
保
家
文
書
』
一
一
二 

「
町
代
役
之
覚
」
（
編
260
）
に
、「
一

御
上
洛
幷
御
上
使
、
二
条
御
城
御
番
衆
御
宿
割
案
内
仕
」
と
あ
り
、
町
代
が
二
条
在
番
の
宿

割
案
内
を
務
め
る
べ
き
触
が
出
さ
れ
て
い
る
。
寄
宿
先
と
な
っ
た
地
区
に
は
、
番
衆
の
寄
宿

に
備
え
、
寝
具
や
諸
道
具
の
準
備
が
課
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
71
）
。

　
　

（
2
）
二
条
在
番
の
上
り
下
り
に
お
け
る
行
列
警
護

　

大
番
は
在
番
の
た
め
、
江
戸
と
二
条
・
大
坂
を
上
り
下
り
す
る
中
で
、
同
様
に
上
り
下
り

す
る
行
列
を
警
護
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
中
で
も
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、

御
茶
壺
道
中
の
護
衛
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。

江
戸
幕
府
は
、
将
軍
や
大
奥
で
使
用
す
る
御
茶
を
運
ぶ
た
め
、
江
戸
よ
り
「
採
茶
使
」

に
御
壺
を
持
た
せ
て
、
江
戸
と
宇
治
を
往
復
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
一
行
の
こ
と
を
「
御
茶
壺

道
中
」
と
呼
び
、
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
か
ら
江
戸
城
内
の
警
衛
を
担
う
徒
組
（
徒
頭
と

そ
の
下
の
徒
衆
）
が
御
茶
壷
道
中
の
警
衛
を
担
っ
た
（
72
）
。

し
か
し
、
『
柳
営
日
次
記
』
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
二
月
十
二
日
条
に
、

　

右
宇
治
江
御
茶
御
用
可
被
遣
旨
、
長
門
守
申
渡
、
若
年
寄
出
座
、
当
年
ゟ
御
徒
頭
被 

　
　

遣
候
事
相
止
、
御
茶
壷
二
条
在
番
登
大
御
番
弐
人
両

組

ゟ

壱
人
ツ
ヽ
指
添
罷
越
し
、
御
茶
参
着 

　
　

ニ
て
大
坂
在
番
帰
大
御
番
弐
人
差
添
罷
下
候
様
、
相
極
候
様
、
老
中
申
渡
之 
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と
あ
る
よ
う
に
、
御
茶
壺
道
中
の
往
還
の
護
送
担
当
者
を
徒
頭
か
ら
在
番
の
番
衆
（
「
大
御

番
」
）
二
名
（
各
組
よ
り
一
名
ず
つ
）
に
改
め
た
の
で
あ
る
（
73
）
。

江
戸
か
ら
宇
治
へ
向
か
う
往
路
は
、
『
柳
営
秘
鑑
』
に
、
「
一
二
条
在
番
先
番
頭
江
戸
発

足　

四
月
二
日
、（
中
略
）
近
年
平
番
之
内
、
身
上
高
之
者
一
人
、
宇
治
御
茶
壺
御
用
を
相
勤
、

五
月
迄
居
残
り
、
江
戸
発
足
也
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
、
『
大
番
職
制
』
に
、
「
一
御
茶
壷
差
副

二
条
登
り
道
中
十
二
日
、
但
其
年
之
土
用
ニ
寄
土
用
入
日
ゟ
四
十
一
日
前
ニ
当
ル
日
江
戸
出

立
」
と
あ
り
、
「
身
上
」
が
高
い
番
衆
が
御
茶
壷
御
用
を
勤
め
、
四
月
初
旬
に
お
け
る
二
条

在
番
の
江
戸
出
立
に
同
行
せ
ず
、
江
戸
に
居
残
り
、
四
月
末
か
ら
五
月
上
旬
頃
に
江
戸
を
出

発
す
る
御
茶
壺
道
中
に
同
行
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
74
）
。
採
茶
師
と
し
て
宇
治
に
派

遣
さ
れ
た
平
茶
道
の
利
倉
盛
庸
が
著
し
た
国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
菟
道
青
表
紙
図
彙
（
75
）
』

（
以
下
、
『
図
彙
』
と
す
る
）
に
は
、
「
御
壺
ヲ
御
蔵
へ
納
メ
ニ
相
越
立
戻
其
段
頭
衆
へ
申
達

し
夫
ゟ
御
番
衆
も
同
席
ニ
而
料
理
出
ル
膳
中
頭
衆
此
方
共
も
年
番
之
上
林
と
盃
事
致
し
相
済

而
御
番
衆
ハ
是
ゟ
退
散
有
之
」
と
あ
り
、
番
衆
（
番
士
）
は
、
直
接
、
宇
治
ま
で
赴
き
、
年

番
御
茶
頭
取
の
上
林
門
太
郎
（
峯
順
）
家
・
又
兵
衛
（
竹
庵
）
家
に
茶
壷
を
渡
し
、
膳
が
振

舞
わ
れ
る
際
に
は
、
番
衆
も
同
席
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
二
条
城
に
入
り
、

本
来
の
勤
務
に
就
い
た
の
で
あ
る
。
『
年
譜
』
に
よ
れ
ば
、
森
山
孝
盛
も
五
月
八
日
に
上
林

門
太
郎
家
で
御
壺
引
渡
を
行
っ
た
後
、
伏
見
に
一
泊
し
、
翌
日
、
二
条
城
に
入
城
し
て
い
る

（
二
二
八
頁 

図
1
参
照
）
。

宇
治
か
ら
江
戸
へ
向
か
う
復
路
は
、
『
柳
営
秘
鑑
』
に
、
「
一
大
坂
先
番
頭
彼
地
交
代　

八
月
七
日
、
（
中
略
）
但
平
番
之
内
ゟ
、
身
上
高
之
者
一
人
、
宇
治
御
茶
送
り
御
用
相
勤
る
、

勿
論
是
ハ
交
代
之
時
節
よ
り
先
達
而
彼
地
発
足
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
、『
大
番
職
制
』
に
、「
一 

御
茶
壷
大
坂
下
り
差
副
道
中
十
三
日
、
但
土
用
入
り
ゟ
十
五
日
前
ニ
当
ル
日
大
坂
出
立
土
用

入
ル
日
三
日
前
ニ
当
ル
日
江
戸
着
日
割
之
事
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
身
上
」
が
高
い
番
衆

が
御
茶
壷
御
用
を
勤
め
、
大
坂
大
番
の
交
代
時
期
で
あ
る
八
月
初
旬
に
先
立
っ
て
、
六
月
初

旬
頃
に
大
坂
を
出
立
す
る
（
76
）
。
『
図
彙
』
「
差
添
御
番
衆
ハ
今
朝
従
伏
見
出
立
大
津
ニ
而

参
会
之
事
」
に
、
「
〇
大
津
、
差
添
之
御
番
衆
之
旅
宿
へ
相
越
知
人
ニ
相
成
夫
ゟ
頭
衆
旅
宿

へ
参
り
伺
之
上
御
番
衆
へ
案
内
致
さ
せ
出
立
」
と
あ
り
、
御
茶
壺
が
出
立
す
る
前
日
に
伏
見

に
入
り
、
宇
治
を
出
立
し
た
御
茶
壺
と
大
津
で
合
流
し
、
江
戸
ま
で
同
行
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
（
二
二
八
頁 

図
2
参
照
）
。

御
茶
壺
以
外
に
も
、
東
海
道
を
往
来
す
る
貴
人
の
警
護
を
担
当
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
将
軍
吉
宗
の
母
で
あ
る
浄
円
院
が
紀
州
か
ら
江
戸
へ
向
か
う
際
、
二
条
在
番
が
伏

見
ま
で
出
向
い
て
、
そ
の
警
護
を
担
当
し
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
通
常
の
交
替
時
期
を
ず

ら
し
て
い
る
（
77
）
。

　

お
わ
り
に

　

以
上
か
ら
、
次
の
三
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

（
1
）
二
条
城
に
は
、
在
番
衆
だ
け
で
な
く
、
そ
の
家
来
な
ど
多
く
の
武
士
が
入
り
、
二
条

城
に
一
年
間
、
仮
住
ま
い
を
し
な
が
ら
活
動
し
て
い
た
。

（
2
）
二
条
在
番
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
二
条
城
の
警
衛
だ
け
で
な
く
、
特
に
十
八

世
紀
以
降
、
城
内
の
管
理
・
運
営
へ
の
関
与
に
加
え
、
禁
裏
や
京
中
・
京
外
に
お
け
る
役
務

を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

（
3
）
在
番
の
た
び
に
、
単
に
上
京
と
帰
府
を
繰
り
返
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
警
護
な
ど

を
通
し
て
、
京
中
や
道
中
と
の
関
わ
り
を
持
ち
つ
つ
、
毎
年
、
江
戸
と
京
都
を
上
り
下
り
し

て
い
た
。

　

し
か
し
、
以
上
で
明
ら
か
に
し
た
点
は
二
条
在
番
の
実
態
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
在
番
の

役
職
者
の
具
体
的
な
職
務
内
容
や
在
番
衆
と
二
条
城
の
管
理
に
関
わ
る
地
役
の
幕
府
役
人
と

の
か
か
わ
り
の
実
態
な
ど
解
決
す
べ
き
課
題
は
多
く
残
存
し
て
い
る
。
今
後
は
、
収
集
を
し

た
史
料
の
翻
刻
を
進
め
つ
つ
、
二
条
在
番
の
活
動
実
態
の
全
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　

【
注
】

（
1
）　

『
国
史
大
辞
典
』
二
条
在
番
の
項
（
森
谷
尅
久
執
筆
）
。

（
2
）　

京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
中
井
家
文
書
』
「
西
大
御
番
頭
小
屋
出
来
方
形
絵
図
扣
」
。

（
3
）　

京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
中
井
家
文
書
』
「
西
御
番
衆
小
屋
指
図
」
。

（
4
）　

北
島
正
元
「
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
」
『
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四 

　
　
　

年
）
、
煎
本
増
夫
「
家
光
政
権
の
権
力
基
盤
」
（
『
幕
藩
体
制
成
立
史
の
研
究
』
雄
山
閣
、 

　
　
　

一
九
七
九
年
）
、
小
池
進
「
江
戸
幕
府
直
轄
軍
団
の
存
在
形
態
と
特
質
」（
『
江
戸
幕
府
直
轄
軍 

　
　
　

団
の
形
成
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
。
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（
5
）　

朝
尾
直
弘
「
畿
内
に
お
け
る
幕
藩
制
支
配
」
（
『
朝
尾
直
弘
著
作
集 

一
』
岩
波
書
店
、 

　
　
　

二
〇
〇
三
年
。
初
出
は
、
一
九
六
七
年
）
、
渡
邊
忠
司
「
徳
川
政
権
と
京
都
二
条
城
警
衛
体　

 
　
　
　

制
の
確
立
」
（
『
歴
史
学
部
論
集
』
三
、
二
〇
一
三
年)

な
ど
。

（
6
）　

大
坂
城
に
お
け
る
大
坂
在
番
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
『
大
阪
府
史
』
・
『
新
修
大
阪
市
史 

　
　
　

を
は
じ
め
と
し
て
、
岩
城
卓
二
「
在
坂
役
人
と
大
坂
町
人
社
会
ー
大
御
番
頭
・
大
御
番
衆
・ 

　
　
　

加
番
を
中
心
に
ー
」
（
『
歴
史
研
究
』
三
九
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
7
）　

『
古
事
類
苑
』
（
官
位
部
三
、
一
〇
二
九
頁
）
。
以
下
、
『
有
司
勤
務
録
』
の
原
文
書
は
神
宮
文 

　
　
　

庫
蔵
、
七
門
―
八
二
七
。

（
8
）　

『
内
閣
文
庫
所
藏
史
籍
叢
刊 
五
（
柳
営
秘
鑑
）
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
八
一
年
）
。

（
9
）　

『
有
司
勤
仕
録
』
（
官
位
部
三
、
一
〇
五
〇
頁
）
。
こ
の
他
、
「
廻
り
番
」
と
呼
ば
れ
る
江
戸 

　
　
　

市
中
の
巡
回
警
戒
に
も
あ
た
っ
た
。

（
10
）　

大
番
・
在
番
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
2
）
北
島
論
文
、
煎
本
論
文
、
小
池
論
文 

　
　
　

に
詳
し
い
。

（
11
）　

『
慶
延
略
記
』
慶
長
十
二
年
（
一
六
三
五
）
条
。『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊 

八
一
（
慶
延
略
記
・ 

 
 
 
 
 
 

枯
木
集
・
江
城
年
録
）
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
八
八
年
）
。

（
12
）　

『
元
和
年
録
』
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
八
月
条
（
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊 

六
五
（
慶
長 

　
　
　

見
聞
録
案
紙
・
慶
長
日
記
・
慶
長
年
録
・
元
和
年
録
）
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
年
）)

。

（
13
）　

『
江
戸
幕
府
日
記
』
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
正
月
二
十
日
条
。
以
下
、『
江
戸
幕
府
日
記
』 

 
 
 
 
 

は
、
藤
井
讓
治
監
修
『
姫
路
酒
井
家
本　

江
戸
幕
府
日
記
』
（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
三
年
） 

 
 
 
 
 
 

に
よ
る
。

（
14
）　

以
下
、
本
書
の
「
元
離
宮
二
条
城
編
年
史
料　

近
世
編
」
に
収
載
し
た
史
料
に
つ
い
て
は
、 

　
　
　

次
の
よ
う
に
表
記
す
る
。
「
一
編
年
史
料
」
通
し
番
号
1
番
の
史
料
：
（
編
1
）
、
「
二
部
類 

　
　
　

分
け
史
料
」
Ⅰ
『
中
井
家
文
書
』
通
し
番
号
2
番
の
史
料
：
（
部
Ⅰ
―
2
）
。

（
15
）　

『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊 

八
一
（
慶
延
略
記
・
枯
木
集
・
江
城
年
録
）
』
（
汲
古
書
院
、 

　
　
　

一
九
八
八
年
）
。

（
16
）　

前
掲
注
（
2
）
小
池
論
文
。

（
17
）　

『
柳
営
日
次
記
』
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
六
月
十
八
日
条
。

（
18
）　

『
東
職
記
聞
』
二
（
『
古
事
類
苑
』
官
位
部
三
、
一
〇
四
四
頁
）
に
は
、
「
毎
組
置
四
人
、
職 

　
　
　

掌
従
番
頭
奉
行
組
衆
事
也
」
と
あ
る
。
ま
た
、
『
柳
営
日
次
記
』
享
保
八
年
（
一
七
二
三
） 

　
　
　

三
月
八
日
条
に
、
「
夫
よ
り
組
頭
両
組
よ
り
被　

仰
付
候
也
、
大
御
両
組
頭
も
四
人
共
ニ
其 

　
　
　

組
出
候　

弐
人
者
其
組
よ
り
出
、
弐
人
者
他
組
よ
り
被
仰
付
由
、
被
相
渡
之
」
と
あ
り
、 

　
　
　

組
頭
は
、
番
衆
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
。

（
19
）　

『
蜑
の
焼
藻
の
記
』（
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
『
日
本
随
筆
大
系
』
第
二
期 

二
二
（
吉
川
弘 

　
　
　

文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
）
。

（
20
）　

『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊　

憲
教
類
典 

二
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
八
四
年
）
。

（
21
）  

『
京
都
町
触
集
成
』
巻
三
―
二
九
。

（
22
）　

分
類
番
号
：
第
五
門
一
一
〇
九
号
。

（
23
）  

石
井
良
助
編
『
御
仕
置
例
類
集　

古
類
集
四
』
（
名
著
出
版
、
一
九
七
一
年
）
。

（
24
）　

以
下
、
『
年
譜
』
の
翻
刻
は
、
原
田
伴
彦
他
編
集
『
日
本
都
市
生
活
史
料
集
成
』
二
（
三
都 

　
　
　

篇 

二
）
（
学
習
研
究
社
、
一
九
八
二
年
）
に
よ
っ
た
。

（
25
）　

こ
の
他
、
『
年
譜
』
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
五
月
十
四
日
条
に
よ
れ
ば
、
孝
盛
は
、
道
中 

　
　
　

に
お
い
て
同
行
さ
せ
、
「
使
者
請
」
を
さ
せ
て
い
た
田
村
武
左
衛
門
を
二
条
城
入
城
後
、
江 

　
　
　

戸
へ
帰
ら
せ
て
い
る
。

（
26
）　

以
下
、
断
り
の
な
い
限
り
、
『
大
工
頭
中
井
家
文
書
』
は
、
谷
直
樹
『
大
工
頭
中
井
家
建
築 

　
　
　

指
図
集 

:
 

中
井
家
所
蔵
本
』
（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
に
よ
る
。

（
27
）　

分
類
番
号
：
第
七
門
四
七
二
号
。

（
28
）　

『
大
番
職
制
』
に
は
、
「
右
代
人
病
気
ニ
而
難
登
代
々
人
、
又
者
三
度
目
代
人
被
仰
渡
候
節　
　

 

　
　
　

登
候
」
と
も
あ
り
、
「
代
人
」
が
病
気
に
よ
り
、
在
番
に
赴
け
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
代
り 

　
　
　

を
勤
め
る
「
代
々
人
」
も
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
御
当
家
令
条
』
巻
二
四　

明
暦 

　
　
　

二
年
「
定
」
に
、「
二
条
、
大
坂
え
参
候
共
、
御
城
中
え
入
替
候
日
限
前
に
、
被
致
病
死
候
ハ
ヽ
、 

　
　
　

江
戸
え
申
越
、
代
人
登
せ
可
申
候
、
御
城
内
え
入
候
て
被
果
候
衆
は
、
代
人
出
し
申
間
敷
候
」 

　
　
　

と
あ
り
、
在
番
衆
が
二
条
・
大
坂
に
入
城
前
に
病
死
し
た
時
は
、
「
代
人
」
を
派
遣
す
る
が
、 

　
　
　

入
城
後
は
、
「
代
人
」
が
派
遣
さ
れ
な
か
っ
た
。 

（
29
）　

『
柳
営
日
次
記
』
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
二
月
十
五
日
条
に
よ
れ
ば
、
同
年
の
二
条
在
番 

　
　
　

は
市
橋
下
総
守
組
・
高
木
主
水
正
組
で
あ
っ
た
。

（
30
）　

『
有
司
勤
仕
録
』
（
『
古
事
類
苑
』
官
位
部
三
、
一
〇
五
一
頁
）
に
、
「
在
番
之
組
之
内
、
病
気 

　
　
　

差
合
有
之
不
足
な
る
時
は
、
他
組
よ
り
代
り
を
取
り
、
是
を
取
人
と
云
」
と
あ
る
。

（
31
）　

請
求
番
号
：
一
五
二
―
〇
一
二
一
。
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（
32
）　

『
大
番
職
制
』
に
は
、
「
取
手
返
在
番
三
度
続
候
事
」
と
あ
り
、
「
取
手
返
」
と
し
て
、
三
度 

　
　
　

続
け
て
在
番
を
勤
め
る
者
も
い
た
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
「
代
人
」
・
「
取
人
」
と
し
て
、 

　
　
　

多
く
在
番
に
向
か
う
者
が
一
定
数
存
在
し
た
こ
と
は
、
在
番
勤
務
の
際
に
支
給
さ
れ
る
「
合 

　
　
　

力
米
（
金
）
」
を
目
的
と
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
33
）　

『
代
々
記
』
「
凡
例｣

に
つ
い
て
は
、
横
山
則
孝
「
『
御
番
士
代
々
記
』
の
「
凡
例
」
記
事
の 

　
　
　

翻
刻
と
紹
介
」
（
『
日
本
大
学
精
神
文
化
研
究
所
紀
要
』
三
七
、
二
〇
〇
七
年
） 

に
詳
し
い
。

（
34
）　

二
条
在
番
の
御
金
奉
行
の
存
在
を
示
す
史
料
は
、
現
段
階
で
は
見
当
た
ら
な
い
（
『
登
前
留
』 

　
　
　

「
覚
書
」
に
も
確
認
で
き
な
い
）
。
た
だ
し
、
二
条
城
内
に
「
金
蔵
」
が
存
在
し
て
お
り
（
『
中 

　
　
　

井
家
文
書
』
「
二
条
御
城
中
絵
図
」
に
は
、
本
丸
・
二
の
丸
に
「
御
金
蔵
」
が
見
え
る
）
、 

　
　
　

大
番
頭
や
門
番
頭
の
立
会
い
の
も
と
、
封
印
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
（
本
書
杉
谷
論
文
参
照
）
。

（
35
）　

請
求
番
号
：
Ｃ
Ｈ
―
一
四
六
。

（
36
）  

『
大
番
職
制
』
に
は
、
「
二
条
在
番
在
役
数
并
役
順
」
と
し
て
、
「
一
残
役
下
休
十
五
日

登
休
廿
日

、
一  

　
　
　

御
破
損
奉
行
、
一
御
茶
壷
差
副
、
一
外
御
蔵
奉
行
、
一
米
払
、
一
御
弓
奉
行
、
一
御 

 
 
 
 
 
 

鉄
炮
奉
行
、
一
御
具
足
奉
行
、
一
宿
割
、
一
御
金
請
取
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
37
）　

飯
島
千
秋
「
江
戸
幕
府
の
米
蔵
」
（
『
江
戸
幕
府
の
財
政
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
。 

　
　
　

初
出
は
二
〇
〇
〇
年
）
。

（
38
）  

こ
の
他
、
二
条
御
蔵
に
関
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
「
二
条
御
蔵
目
付
」
が
挙 

　
　
　

げ
ら
れ
る
。
『
大
御
番
頭
格
式
之
留
』
に
は
、
「
先
規
よ
り
両
組
御
蔵
目
付
一
人
づ
ゝ
両
申 

　
　
　

渡
置
」
と
あ
り
、
両
組
か
ら
番
衆
一
人
づ
つ
が
選
ば
れ
て
い
た
。
『
柳
営
日
次
記
』
元
禄 

　
　
　

十
一
年
（
一
六
九
八
）
十
二
月
六
日
条
に
よ
れ
ば
、
二
条
・
大
津
蔵
奉
行
は
在
番
士
四
名 

　
　
　

か
ら
、
京
都
所
司
代
与
力
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
京
都
町
奉
行
伺
の
『
御
仕
置
例
類
集
』　
　
　

 

　
　
　

一
〇
六
〇
（
前
掲
注
（
23
）
書
）
の
「
一
二
条
御
蔵
納
宿
之
も
の
共
一
件
」
に
よ
れ
ば
、 

　
　
　

御
蔵
目
付
及
び
与
力
は
、
米
を
蔵
納
す
る
際
に
立
会
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

（
39
）　

『
古
事
類
苑
』
（
官
位
部
三
、
一
〇
三
〇
頁
）
。
以
下
、『
大
御
番
頭
格
式
之
留
』
の
原
文
書
は
、 

　
　
　

神
宮
文
庫
蔵
『
両
番
頭
勤
方
』
、
七
門
―
八
五
〇
。

（
40
）　

『
向
山
誠
斎
記
及
雑
綴
』
所
収
の
「
御
勝
手
方
覚
」
「
二
条
・
大
坂
・
駿
府
・
甲
府
御
城
内 

　
　
　

外
御
修
復
御
入
用
之
事
」
に
も
、
「
但
御
破
損
奉
行
ハ
在
番
之
大
御
番
ゟ
両
人
ツ
ヽ
仮
役
相 

　
　
　

勤
申
候
」
と
あ
り
、
在
番
衆
か
ら
二
名
が
「
仮
役
」
と
し
て
、
勤
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

　
　
　

な
お
、「
御
勝
手
方
覚
」
の
翻
刻
は
、
大
野
瑞
男
編
『
江
戸
幕
府
財
政
史
料
集
成
』
下
巻
（
吉 

　
　
　

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
に
よ
っ
た
。

（
41
）　

『
代
々
記
』
大
御
番
十
二
番
四　

河
野
頼
母
教
通
の
項
に
よ
れ
ば
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
） 

　
　
　

の
二
条
在
番
の
時
、
御
破
損
奉
行
と
し
て
、
翌
年
、
城
門
の
修
理
を
担
当
し
て
い
る
。

（
42
）　

『
代
々
記
』
大
御
番
十
二
番
四　

長
井
岩
次
郎
実
晴
の
項
に
よ
れ
ば
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七 

　
　
　

の
二
条
在
番
の
時
、
御
破
損
奉
行
と
し
て
、
「
所
司
代
邸
」
の
修
理
を
担
当
し
て
い
る
。

（
43
）　

『
代
々
記
』
大
御
番
六
番
六　

服
部
永
吉
保
節
の
項
に
よ
れ
ば
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
の 

　
　
　

二
条
在
番
の
時
、
御
具
足
奉
行
と
し
て
、
「
御
具
足
」
の
新
調
を
担
当
し
て
い
る
。

（
44
）　

『
柳
営
日
次
記
』
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
八
月
十
一
日
条
に
も
、
「
二
条
在
番

久
留
嶋
信
濃
守
組
与
頭
原 

　
　
　

三
郎
兵
衛
、
（
中
略
）
右
者
、
心
観
院
様　

御
贈
位
之　

宣
命
等
差
添
罷
下
候
二
付
於
柳
之 

　
　
　

間
主
殿
頭
受
取
之
」
と
あ
る
。

（
45
）　

『
有
司
勤
仕
録
』
（
『
古
事
類
苑
』
官
職
部
三
、
一
〇
五
一
）
に
は
、
「
又
組
之
内
に
残
り
役 

　
　
　

と
云
あ
り
、
是
又
江
戸
殿
中
向
、
其
外
之
日
々
の
違
変
を
三
度
飛
脚
に
云
遣
す
也
」
と
あ
る
。

（
46
）
明
治
大
学
博
物
館
蔵
『
大
久
保
家
文
書
』
「
在
番
留　

大
坂
在
番
」
（
『
新
修
大
坂
市
史
』
近 

　
　
　

世
編　

第
二
章　

諸
役
の
職
務
）　

に
よ
れ
ば
、
大
坂
在
番
の
米
払
は
、
組
頭
の
表
印
と
番 

　
　
　

頭
の
裏
印
の
あ
る
手
形
を
持
参
し
た
番
衆
に
御
蔵
か
ら
米
を
給
与
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い 

　
　
　

た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
47
）　

『
向
山
誠
斎
記
及
雑
綴
』
所
収
の
「
御
勝
手
方
覚
」
の
「
二
条

大
坂
御
金
銀
江
戸
江
為
替
納
ニ
仕 

　
　
　

候
事
」
に
は
、
「
幷
二
条
・
大
津
御
払
米
代
銀
江
戸
表
江
御
取
寄
ニ
成
候
分
ハ
、
江
戸
・
京
・ 

　
　
　

大
坂
ニ
而
身
元
宜
町
人
共
江
為
替
申
付
家
質
為
差
出
置
、
（
中
略
）
日
数
九
十
日
延
江
戸
御 

　
　
　

金
蔵
江
相
納
申
候
、
但
御
金
高
御
取
寄
之
節
、
又
ハ
日
延
納
に
難
成
急
御
用
之
節
ハ
、
急 

　
　
　

為
替
に
て
納
さ
せ
、
或
ハ
在
番
之
大
御
番
宰
領
に
て
、
御
取
寄
被
成
候
儀
も
希
に
御
座
候
」 

　
　
　

と
あ
り
、
払
米
銀
は
、
江
戸
・
京
都
・
大
坂
の
し
か
る
べ
き
商
人
の
元
で
為
替
と
し
て
江 

　
　
　

戸
の
金
蔵
に
納
め
る
が
、
御
金
高
の
場
合
や
急
ぎ
の
場
合
に
「
在
番
之
大
御
番
宰
領
」
を　
　

 
　
　
　

遣
わ
し
て
、
納
め
さ
せ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
48
）　

大
坂
在
番
の
「
宿
割
」
に
つ
い
て
、
呉
偉
華
氏
は
、
「
幕
府
の
役
人
で
あ
る
宿
割
役
人
は
二 

　
　
　

人
で
あ
り
、
彼
ら
は
毎
年
の
交
代
時
期
よ
り
早
め
に
大
坂
へ
来
て
、
町
に
泊
ま
っ 

　
　
　

て
、
各
組
の
組
頭
と
番
士
の
宿
の
手
配
を
行
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
呉
偉
華 

　
　
　

「
都
市
大
坂
の
御
用
宿
と
町
方
―
大
番
頭
・
大
番
衆
を
中
心
と
し
て
―
」
（
『
都
市
文
化
研
究
』 

　
　
　

二
一
、
二
〇
一
九
年
）
、
二
条
在
番
の
「
宿
割
」
も
同
様
の
役
割
を
勤
め
て
い
た
と
考
え
ら 
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れ
る
。

（
49
）　

『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
二
「
八
二
条
大
番
御
目
付
衆
御
合
力
米
之
事
」
に
、「
但
、
元 

　
　
　

禄
五
申
九
月
二
条
御
番
衆
御
合
力
米
銀
渡
り
ニ
罷
成
候
」
と
あ
り
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
） 

　
　
　

に
二
条
在
番
の
合
力
米
が
銀
で
支
払
わ
れ
る
よ
う
な
っ
た
。

（
50
）　

例
え
ば
、
『
年
譜
』
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
五
月
十
七
日
条
に
、
「
大
坂
江
為
御
金
請
取 

　
　
　

罷
越
候
相
番
伊
丹
弥
兵
衛
・
竹
川
内
記
今
日
帰
着
、
御
金
持
参
」
と
あ
り
、
番
衆
二
名
が 

　
　
　

合
力
金
を
請
取
る
た
め
、
大
坂
へ
向
か
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
51
）　

『
古
事
類
苑
』
（
官
位
部
三
、
一
〇
三
〇
頁
）
。

（
52
）　

ま
た
、
『
職
掌
録
』
（
『
改
定
史
籍
集
覧
』
二
七
）
に
、
「
二
条
に
て
は
、
両
頭
の
内
御
本
丸　

 

　
　
　

と
二
丸
と
請
取
あ
り
、
筆
頭
の
方
御
本
丸
也
」
と
あ
り
、
筆
頭
の
番
頭
が
本
丸
を
請
け
取
っ 

　
　
　

て
い
る
。

（
53
）　

『
古
事
類
苑
』
（
官
位
部
三
、
一
〇
二
九
頁
）
。

（
54
）　

『
古
事
類
苑
』
（
官
位
部
三
、
一
〇
三
〇
頁
）
。

（
55
）　

『
古
事
類
苑
』
（
官
位
部
三
、
一
〇
三
〇
頁
）
。

（
56
）　

『
京
都
町
触
集
成 

第
十
一
巻
』
六
八
二
号
。

（
57
）　

京
都
市
歴
史
資
料
館
編
『
京
枡
座
福
井
家
文
書
（
叢
書
京
都
の
史
料 

五
）
』
（
京
都
市
歴
史 

　
　
　

資
料
館
、
二
〇
〇
二
年
）
。

（
58
）　

『
年
譜
』
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
三
月
十
八
日
条
。
『
手
留
』
文
政
二
年
（
一
八
一
九
） 

 
 
 
 
 
 

三
月
二
十
四
日
条
。

（
59
）　

『
柳
営
日
次
記
』
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
閏
八
月
十
六
日
条
に
、
「
従
京
都
清
揚
院
殿
勅 

　
　
　

額
附
罷
下
候
金
二
枚

時
服
二
柴大

御
番
土
屋
山
城
守
組
与
頭

山
平
九
郎
」
と
あ
り
、
平
九
郎
は
、
江
戸
到
着
後
、
賞
さ
れ
て
い
る
。

（
60
）　

『
京
都
町
触
集
成 

第
七
巻
』
一
九
二
号
。 

（
61
）　

姫
路
市
立
城
郭
研
究
室
蔵
『
二
条
御
城
御
書
方
覚
』
（
以
下
、
『
御
書
方
覚
』
と
す
る
）
に 

　
　
　

も
、
「
一
御
月
番
中
御
巡
見
、
明
十
一
日
天
気
能
御
座
候
は
北
東
山
辺
ヘ
巡
見
両
組
頭
幷
両 

　
　
　

組
中
之
内
召
連
可
罷
越
と
奉
存
候
」
と
あ
る
。
翻
刻
は
、
小
笠
原
一
恵
他
「
史
料
翻
刻
「
違 

　
　
　

常
取
計
心
得
」
「
御
中
屋
敷
御
屋
敷
奉
行
諸
事
留
」
「
二
条
御
城
内
御
書
方
覚
」
」
（
『
城
郭
研 

　
　
　

究
室
年
報
二
四
、
二
〇
一
三
年
）
に
よ
っ
た
。

（
62
）　

内
閣
文
庫
蔵
『
柳
営
録
』
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
二
月
十
一
日
条
に
、「
同
五
枚
、
三
浦
半 

　
　
　

左
衛
門
、
右
者
江
州
山
門
中
堂
幷
諸
堂
社
御
修
復
御
用
相
勤
候
ニ
付
」
と
あ
る
。

（
63
）　

『
代
々
記
』
大
御
番
十
一
番
四　

市
川
長
之
助
昌
仲
の
項
に
よ
れ
ば
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
） 

　
　
　

の
二
条
在
番
を
務
め
た
際
、
そ
の
翌
年
、
比
叡
山
山
門
西
塔
・
東
塔
堂
舎
の
修
造
奉
行
を 

　
　
　

勤
め
て
い
る
。

（
64
）　

准
后
御
殿
落
成
時
に
、
禁
裏
か
ら
御
褒
美
を
下
賜
さ
れ
た
者
の
中
に
、
「
平
岡
弥
次
郎
右
衛 

　
　
　

門
（
＝
正
胤
）
」
と
見
え
る
。
『
兼
胤
卿
記
』
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
九
月
二
十
七
日
条
（
『
史 

　
　
　

料
稿
本
』
）

（
65
）　

大
番
天
野
重
時
・
中
根
正
次
が
江
戸
城
西
丸
大
手
橋
の
改
架
の
奉
行
を
命
じ
ら
れ
て
い
る 

　
　
　

（
『
江
戸
幕
府
日
記
』
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
五
月
二
十
二
日
条
、
『
寛
政
譜
』
巻
第 

　
　
　

五
五
四 

天
野
重
時
の
項
）
。
ま
た
、
大
番
本
田
正
次
は
、
焼
失
し
た
品
川
東
海
寺
の
建
物 

　
　
　

を
修
造
す
る
際
そ
の
普
請
奉
行
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
『
江
戸
幕
府
日
記
』
正
保
三
年 

　
　
　

（
一
六
四
六
）
三
月
二
十
九
日
条
、
『
寛
政
譜
』
巻
第
六
九
七 

本
田
正
次
の
項
）
。

（
66
）  

京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
中
井
家
文
書
』
「
所
司
代
千
本
屋
敷
絵
図
」
に
よ
れ
ば
、
敷
地 

 
 
 
 
 

内
南
西
に
は
、
「
射
小
屋
」
が
見
え
る
こ
と
、
西
南
に
は
「
鉄
砲
場
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、 

 
 
 
 
 
 
 

下
屋
敷
（
千
本
屋
敷
）
は
武
術
訓
練
の
場
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
67
）　

こ
の
他
、
『
代
々
記
』
凡
例
に
、
「
又
国
堺
論
地
あ
る
時
は
出
役
し
て
其
是
非
を
検
す
、
こ 

　
　
　

れ
臨
時
の
出
役
な
り
」
と
あ
る
。
『
代
々
記
』
大
御
番
五
組
四 

久
保
源
六
郎
勝
年
の
項
に 

　
　
　

よ
れ
ば
、
勝
年
は
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
の
二
条
在
番
の
時
、
丹
波
国
氷
上
郡
の
「
山 

　
　
　

論
除
地
論
所
検
使
」
を
命
じ
ら
れ
、
裁
許
が
な
さ
れ
た
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
ま
で
在 

　
　
　

京
し
て
お
り
、
在
番
衆
が
畿
内
近
国
の
国
境
争
論
の
検
使
を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
68
）　

こ
の
他
、
鳴
滝
へ
も
茸
狩
に
出
か
け
て
い
る
（
『
年
譜
』
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
三
月 

　
　
　

二
十
五
日
条
）
。

（
69
）　

『
年
譜
』
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
十
月
十
八
日
条
。
『
年
譜
』
以
外
で
は
、
浜
松
藩
主
水 

　
　
　

野
忠
邦
の
師
で
あ
る
国
学
者
高
林
方
朗
が
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
に
京
都
所
司
代
と
し
て 

　
　
　

上
京
し
た
忠
邦
に
同
行
し
た
際
の
日
記
で
あ
る
『
二
条
日
記
』
の
記
事
が
注
目
さ
れ
る
。 

　
　
　

方
朗
が
高
雄
へ
紅
葉
狩
り
に
行
っ
た
記
事
に
は
、
「
二
条
の
み
き
の
ち
な
る
何
が
し
も
た
せ 

　
　
　

来
ぬ
る
さ
ゝ
え
の
さ
け
ま
ゐ
ら
せ
ん
と
て
」
と
あ
る
。
別
の
条
に
、「
二
条
御
城
（
ノ
ミ
キ
）
」 

　
　
　

（
閏
六
月
二
十
七
日
条
）
と
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
二
条
の
み
き
の
う
ち
な
る
何
が
し
」 

　
　
　

は
、
番
衆
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
『
二
条
日
記
』
の
翻
刻
に
つ
い
て
は
、
岩
崎
鐵
志
編
『
二 

　
　
　

条
日
記
』
（
浜
松
史
蹟
調
査
顕
彰
会
、
一
九
八
六
年
）
に
よ
っ
た
。
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（
70
）　

こ
の
他
、
『
御
書
方
覚
』
に
は
、
「
貴
布
祢
御
社
司
中
」
へ
在
番
中
の
安
全
を
祈
念
し
て 

　
　
　

い
る
書
状
が
あ
る
。
ま
た
、
『
年
譜
』
に
よ
れ
ば
、
孝
盛
は
北
野
社
に
和
歌
を
奉
納
し
て
い 

　
　
　

る
（
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
二
月
二
十
五
日
条
）
。

（
71
）　

丸
山
俊
明
「
江
戸
時
代
後
期
の
京
都
の
町
屋
に
お
け
る
二
条
番
衆
の
寄
宿
形
態
」
（
『
日
本 

　
　
　

建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
七
四-

六
四
〇
、
二
〇
〇
九
年
）
。
こ
の
他
、
二
条
在
番
と 

　
　
　

二
条
城
周
辺
の
町
と
の
関
わ
り
と
し
て
、
在
番
中
に
病
気
と
な
っ
た
番
衆
や
そ
の
家
来
が 

　
　
　

城
外
の
町
屋
に
お
い
て
養
生
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
『
御
書
方
覚
』
に
よ
れ
ば
、 

　
　
　

病
気
に
な
っ
た
番
衆
は
番
頭
に
届
出
を
出
し
、
二
条
城
周
辺
の
町
屋
に
お
い
て
養
生
す
る 

　
　
　

こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
快
復
す
る
と
再
び
入
城
し
、
勤
務
に
戻
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

（
72
）　

内
閣
文
庫
蔵
『
御
徒
方
万
年
記
』
巻
之
一
「
宇
治
御
茶
壷
指
添
御
用
之
事
」
に
は
、
「
一
寛 

　
　
　

永
九
壬
申
年
ゟ
宇
治
御
茶
壷
御
用
御
徒
頭
壱
人
・
同
平
組
八
人
・
御
数
寄
屋
頭
壱
人
・
御 

　
　
　

茶
道
弐
人
被　

仰
付
御
徒
頭
酒
井
内
記
初
而
宇
治
江
相
越
」
と
あ
る
（
『
内
閣
文
庫
所
藏
史 

　
　
　

籍
叢
刊 

六
八
（
御
徒
方
万
年
記
（
一
）
）
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
年
）
。
ま
た
、
『
江
戸 

　
　
　

幕
府
日
記
』
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
二
月
十
八
日
条
「
一
朽酉

木
与
五
郎
、
神戌

尾
宮
内
、
近亥 

　
　
　

藤
五
左
衛
門
、
安子

藤
次
左
衛
門
、
右
四
輩
宇
治
御
茶
詰
番
替
ニ
仕
可
罷
上
旨
被　

仰
出
之
、 

　
　
　

丹
後
・
信
濃
・
伊
豆
出
土
圭
之
間
被
仰
渡
云
々
」
と
あ
り
、
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
以
後
、 

　
　
　

御
徒
頭
が
宇
治
御
茶
壷
指
添
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
73
）　

『
年
譜
』
文
政
五
年
（
一
七
七
六
）
四
月
二
十
五
日
条
に
は
、
「
然
共
終
始
御
数
寄
屋
頭
之 

　
　
　

尻
ニ
付
候
役
目
故
残
念
之
目
也
、
（
中
略
）
差
添
は
登
り
は
御
壺
之
先
を
押
、
下
り
は
御
壺 

　
　

 
 

之
跡
を
押
而
参
候
」
と
あ
り
、
道
中
で
は
、
御
数
寄
屋
頭
の
統
括
の
下
、
宇
治
へ
の
登
り
は 

　
　

 
 

茶
壺
の
前
に
、
江
戸
へ
の
下
り
は
茶
壺
の
後
に
つ
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
74
）　

『
年
譜
』
に
よ
れ
ば
、
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
に
御
茶
壺
差
添
を
勤
め
た
森
山
孝
盛
は
、 

　
　
　

四
月
二
十
五
日
に
江
戸
を
出
立
し
て
い
る
。

（
75
）　

翻
刻
は
、
今
井
金
吾
監
修
『
道
中
記
集
成
』
別
巻
一
（
大
空
社
出
版
、
一
九
九
八
年
）
に
よ
っ
た
。

（
76
）　

財
団
法
人
本
多
記
念
館
所
蔵
『
大
坂
御
在
番
中 

覚
書
』
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
閏
五
月 

　
　
　

一
日
条
に
、
「
一
朔
日
、
近
　々

御
茶
壷
付
被
成
御
立
候
御
番
衆
御
両
人
様
今
日
四
時
被
成 

　
　
　

御
出
候
」
と
あ
る
。
翻
刻
は
、
大
坂
城
天
守
閣
編
『
大
坂
大
番
記
録
（
一
）
』（
大
阪
城
天
守
閣
、 

　
　
　

二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
っ
た
。

（
77
）　

国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
年
録
』
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
二
月
二
十
二
日
条
。

表 1 　大番における二条在番・大坂在番・江戸勤番のサイクル
組の在番担当干支 二条【申寅】

大坂【亥巳】

二条【酉卯】

大坂【午子】

二条【辰戌】

大坂【未丑】

二条【亥巳】

大坂【申寅】

二条【午子】

大坂【酉卯】

二条【未丑】

大坂【戌辰】

西暦 元号 十二支 1番組

6番組

5番組

11 番組

9番組

12 番組

4番組

8番組

7番組

10 番組

2番組

3番組

1716 享保 1年 申 二条 江戸 江戸 大坂 江戸 江戸

1717 享保 2年 酉 江戸 二条 江戸 大坂

1718 享保 3年 戌 江戸 二条 江戸 大坂

1719 享保 4年 亥 大坂 江戸 二条 江戸

1720 享保 5年 子 江戸 大坂 江戸 二条

1721 享保 6年 丑 江戸 大坂 江戸 二条

1722 享保 7年 寅 二条 江戸 大坂 江戸

（凡例）

（1）二条・大坂在番はゴシックで示し、さらに、二条在番については網掛けを施した。

（2）各年の担当の組は、『柳営補任』大御番頭の項を参考として、内閣文庫蔵『柳営日次記』における 

    江戸出立前の将軍謁見の記事を基に作成した。

【
付
記
】
史
料
の
閲
覧
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
神
宮
文
庫
、
東
京
都
公
文
書
館
に
謝

意
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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表 2　『寛政重修諸家譜』にみえる二条在番衆の職務（二条城の警衛以外）
No. 番士名 担当年 分類 職務内容 典拠（巻数 -頁）

1 鈴木重貫 寛文 5年 (1665) Ａ -2 石清水八幡宮の修造奉行 (18）-8

2 永田正勝 寛文 5年 (1666) Ａ -2 石清水八幡宮の修造奉行 (7）-159

3 高木吉長 寛文 5年 (1665) Ａ -1 二条城中の所々修造奉行 (5）-390

4 三浦義武 寛文 5年 (1665） Ａ -1 二条城の修理奉行 (9）-47

5 小野成重 天和 3年 (1683) Ｄ 摂津・丹波両国の論地の検使 (10）-141

6 小林正羽 元禄元年 (1688) Ｄ 山城・大和・近江三国の論地の検使 (16）-124

7 山下義知 元禄 11 年 (1698) Ｂ 東叡山中堂の勅額の差添 (6）-417

8 佐野政矩 宝永 2年 (1705) Ｂ 清揚院殿（綱重）の贈官、長昌院御方（家宣母）の贈位宣命の差添 (14）-28

9 村上清胤 宝永 2年 (1705) Ｂ 清揚院殿（綱重）の贈官、長昌院御方（家宣母）の贈位宣命の差添 (4）-261

10 加賀美正理 宝永 4年 (1707) Ｂ 家千代殿（家宣男）誕生につき、禁裏よりの贈物の差添 (4）-166

11 杉浦勝利 宝永 5年 (1708) Ｂ 禁裏・御所の歳首・立坊立后の御賀として関東へ進上の品の差添 (9）-71

12 本多安頼 宝永 6年 (1709) Ｂ 常憲院殿（綱吉）の贈位宣下につき、院号の書の差添 (11）-313

13 柘植宗広 宝永 6年 (1709) Ｂ 常憲院殿（綱吉）の贈位宣下につき、院号の書の差添 (9）-283

14 土井利寛 宝永 7年 (1710) Ｂ 清揚院殿（綱重）仏殿の勅額の差添 (5）-262

15 小尾武元 正徳元年 (1711) Ｅ 山城国淀城の引渡し (3）-304

16 春田久武 正徳 2年 (1712) Ｂ 長昌院御方（家宣母）の贈位、宣命・位記の差添 (15）-377

17 石原義方 正徳 2年 (1712) Ｂ 長昌院御方（家宣母）の贈位、宣命・位記の差添 (8）-310

18 向山政勝 享保 3年 (1718) Ｃ 浄円院御方（吉宗母）の江戸行の護衛 (1）-131

19 山角定恒 享保 3年 (1718) Ｃ 浄円院御方（吉宗母）の江戸行の護衛 (15）-392

20 蔭山包暠 享保 3年 (1718) Ｃ 浄円院御方（吉宗母）の江戸行の護衛 (2)-126

21 天野忠久 享保 3年 (1718) Ｃ 浄円院御方（吉宗母）の江戸行の御迎 (14）-198 

22 西山昌里 享保 3年 (1718) Ｃ 浄円院御方（吉宗母）の江戸行の護衛 (13）-121

23 大久保忠庸 享保 3年 (1718) Ｃ 浄円院御方（吉宗母）の江戸行の御迎 (12）-10

24 大久保忠林 享保 3年 (1718) Ｃ 浄円院御方（吉宗母）の江戸行の御迎 (12）-34

25 堀利清 享保 9年 (1724) Ｅ 大和国郡山城の引渡し (12）-383

26 小林重矩 享保 18 年 (1733) Ｂ 證明院殿（家重室）の贈位位記宣命の差添 (16）-154

27 川勝光隆 元文元年 (1736) Ａ -2 女院御所の造営奉行 (18）-160

28 久保勝年 寛保元年 (1741) Ｄ 丹波国氷上郡の論地の検使 (16）-194

29 久保勝安 寛保元年 (1741) Ａ -2 下賀茂神社の修造奉行 (16）-196

30 米津盛政 延享元年 (1744) Ａ -2 石清水八幡宮の修造奉行 (18）-218

31 三上季紀 延享 3年 (1746) Ａ -2 桜町御所・大宮御所の造営奉行 (7）-196

32 松下高氐 宝暦 2年 (1752) Ａ -1 二条城の天守普請奉行 (7）-130

33 鈴木勝豫 宝暦 3年 (1753) Ａ -1 二条城天守跡の塀普請奉行 (7）-32

34 河野教通 宝暦 6年 (1756) Ａ -1 二条城中の修理奉行 (10）-210

35 河野賀通 宝暦 12 年 (1762) Ｂ 桃園院の御遺物の差添 (10）-214

36 由比貞勝 明和元年 (1764) Ｂ 心観院殿（家治室）の贈位宣命の差添 (9）-92

37 内藤種満 明和元年 (1764) Ａ -2 清涼殿御殿の普請奉行 (13）-262

38 平岡正胤 明和 4年 (1767) Ａ -2 禁裏・准后別殿の普請奉行 (17）-48

39 間宮信禄 明和 7年 (1770) Ｂ 刑部卿（一橋）宗尹卿贈官の宣命の差添 (7）-278

40 原田種甫 安永 8年 (1779) Ｂ 孝恭院殿（家基）の贈位宣命の差添 (10）-1

41 朝倉俊長 安永 9年 (1780) Ｂ 孝恭院殿（家基）の贈位宣命の差添 (21）-7

42 小林正武 安永 9年 (1780) Ｂ 後桃園院の御遺物の差添 (16）-147

43 大久保忠善 安永 9年 (1780) Ｂ 後桃園院の御遺物の差添 (12）-31

44 小林正峯 天明 3年 (1783) Ｂ 心観院殿（家治室）の贈位宣命の差添 (16）-150

45 永田直養 天明 3年 (1783) Ｂ 大蔵卿（田安）治察卿の贈官・宣命・宣旨の差添 (16）-278

46 榊原長義 天明 8年 (1788) Ｂ 禁裏よりの進物の差添 (16）-387 

47 小長谷時明 天明 8年 (1788) Ｅ 二条城延焼を言上するため参府 (6）-368

48 加藤一信 天明 8年 (1788) Ｅ 二条城延焼を言上するため参府 (13）-67

49 羽太正香 天明 9年 (1789) Ｂ 心観院殿（家治室）の贈位宣命の差添 (17）-17

50 境野尚敬 寛政元年 (1789) Ｂ 山田奉行に下される御朱印の差添（伊勢国山田に下向） (20）-409

51 澤幸純 寛政元年 (1789) Ｂ 山田奉行に下される御朱印の差添（伊勢国山田に下向） (17）-63

52 山本正順 寛政 2年 (1790) Ｅ 御弓・弓具等の新調 (3）-9

53 羽太正盈 寛政 2年 (1790) Ｂ 禁裏・御所方よりの年始進物の差添 (17）-14

54 小林正集 寛政 3年 (1791) Ｅ 禁裏・御所方造営の際の警護 (16）-140

55 都築景箆 寛政 3年 (1791) Ｅ 禁裏・御所方造営における京都市中の巡回 (13）-168 

56 小宮山宣茂 寛政 3年 (1791) Ｅ 禁裏・御所方造営における京都市中の巡回 (4）-231

57 筧正一 寛政 4年 (1792) Ａ -1 二条城二丸修理の奉行 (17）-30

58 宮重信敬 寛政 6年 (1794) Ａ -1 二条城東西番士の居所普請の奉行 (16）-303

（凡例）

職務の分類は、以下の通りである。

Ａ -1: 二条城内の修理奉行、Ａ -2：二条城外の修理奉行、Ｂ：御用物の差添、Ｃ：道中における貴人の警護、Ｄ：論地の検使、Ｅ：その他
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二条在番と二条城（柴﨑）

図 1　在番の御茶壺道中の警衛 ( 往路 )

江戸城

日本橋
⇒

⇒

江　戸

宇 治

二条城④二条城到着
⑤在番の勤務に合流

⑵ 宇治到着 (5 月上旬 )
⑶ 御茶詰 ( 宇治到着から 9 日目 )

③ 警護終了
② 宇治到着

京　都 

大坂城

大　坂 三条大橋
山科

⇒

①江戸城出発

(4 月末から 5 月初旬）

⑴江戸城出発

❶二条城到着

    (4 月半ば )
草津

小田原

浜松

岡崎

　❶江戸城出発

　    (4 月初め )

❶~❷

　　　　

　　　・・・御茶壺道中の復路の行程

　　　 ・・・二条城に上京する二条在番の本隊の行程

・・・御茶壺道中の警護のため、二条城へ上京する二条

　　　　 在番から選ばれた番衆 (「御茶壺附」) の行程

⑴~⑷

①~⑤

( 凡例 )

戸塚

箱根

蒲原

江尻

金谷

吉田

袋井

赤坂

水口

亀山

四日市

桑名

図 2　在番の御茶壺道中の護衛 ( 復路 )

⇒
⇒

江　戸

宇 治

二条城

⑷宇治出発

( 御茶詰から 7 日目 )

京　都 

大坂城

江戸城

大　坂

日本橋

山科

  ④江戸城到着

   ( 土用の日から 2 日前）

  ⑸江戸城到着

❷江戸城到着

 ( 8 月半ば )

❶大坂城出発

    (8 月初め )

　

①大坂城出発

(6 月初旬 )

　

　

草津

府中 ( 駿府 )

浜松

小田原

岡崎

大津

伏見

②御茶壺道中に合流

　( 宇治出発日の昼 )

③御茶壺道中の護衛開始

　　　　

　　　・・・御茶壺道中の復路の行程

　　　 ・・・大坂での在番を終え、江戸に帰還する大坂在番の本隊の行程

・・・御茶壺道中の警護のため、江戸へ帰還する大坂

　　　在番から選ばれた番衆 (「御茶壺附」) の行程

⑷~⑸

①~④

❶~❷

( 凡例 )
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は
じ
め
に

本
稿
は
、『
所
司
代
日
記
』
（
う
ち
旧
小
浜
藩
主
酒
井
忠
義
記
）
を
も
と
に
、
京
都
所
司
代

と
二
条
城
と
の
関
わ
り
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

京
都
所
司
代
と
は
江
戸
幕
府
が
設
置
し
た
出
先
機
関
の
長
官
の
一
つ
で
、
京
都
や
周
辺
地

域
の
司
法
や
民
政
、
朝
廷
・
公
家
・
寺
社
に
関
す
る
庶
務
を
担
当
し
た
。
早
く
は
朝
尾
直
弘

氏
が
『
京
都
の
歴
史
』
に
お
い
て
初
期
の
所
司
代
に
つ
い
て
概
観
し
（
1
）
、
ま
た
鎌
田
道

隆
氏
が
京
都
の
町
支
配
に
関
し
て
所
司
代
の
設
置
に
触
れ
（
2)

、
さ
ら
に
藤
井
讓
治
氏
は

豊
臣
政
権
か
ら
徳
川
政
権
へ
の
移
行
過
程
に
お
け
る
所
司
代
の
役
割
に
つ
い
て
分
析
を
加
え

て
い
る
（
3
）
。
近
年
で
は
、
小
倉
宗
氏
の
近
世
中
後
期
に
お
け
る
上
方
の
支
配
機
構
に
関

す
る
一
連
の
研
究
（
4)

や
、
菅
良
樹
氏
の
所
司
代
の
職
務
・
位
置
づ
け
な
ど
を
中
心
と
し

た
研
究
（
5
）
、
ま
た
東
谷
智
氏
の
藩
政
文
書
の
分
析
を
通
じ
た
研
究
（
6
）

な
ど
が
行
わ
れ
、

主
と
し
て
執
政
上
の
位
置
づ
け
や
役
割
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

所
司
代
の
政
庁
で
あ
り
居
住
地
で
も
あ
っ
た
上
屋
敷
は
、
二
条
城
の
北
隣
に
位
置
し
て
い

た
（
口
絵
2
参
照
）
。
『
鹿
苑
日
録
』
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
九
月
四
日
条
に
は
「
々

（
酒
）了

テ

赴
二
条
御
城
、
板
倉
殿
於
北
門
之
上
聴
公
事
」
と
あ
っ
て
、
徳
川
政
権
最
初
期
の
所
司
代
で

あ
る
板
倉
勝
重
の
時
代
に
は
、
す
で
に
二
条
城
の
「
上
」
＝
北
に
裁
許
の
場
が
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
（
7)

。
所
司
代
と
二
条
城
と
の
関
係
に
つ
い
て
先
行
研
究
で
は
、
所
司
代
が
二

条
城
を
見
廻
っ
て
城
の
管
理
・
守
衛
を
管
掌
し
、
大
番
頭
交
代
時
に
は
大
番
所
へ
出
で
た
こ

と
、
ま
た
二
条
城
・
御
所
周
辺
・
京
都
市
街
や
郊
外
を
巡
見
し
て
い
た
こ
と
（
8
）

な
ど
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
様
相
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
く
、
史
料
に
基
づ
く

裏
づ
け
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
現
在
確
認
で
き
る
限
り
の
史
料
か
ら
、
所
司

代
と
二
条
城
の
関
わ
り
に
つ
い
て
確
認
し
、
両
者
の
関
係
を
探
る
基
礎
作
業
を
行
い
た
い
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
酒
井
忠
義
の
二
回
目
の
所
司
代
就
任
時
（
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
～

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
）
の
事
例
を
素
材
と
し
、
日
本
史
籍
協
会
編
『
所
司
代
日
記
（
9
）
』

（
以
下
『
日
記
』と
記
す
場
合
は
当
刊
本
を
指
す
）を
主
要
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
す
る
。『
日

記
』
は
全
二
巻
で
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
八
月
か
ら
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
至
る
、

旧
淀
藩
主
稲
葉
家
所
蔵
の
日
記
（
10
）

を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
藩
主
稲
葉
正

邦
（
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
～
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
の
所
司
代
）
が
前
代
の
所
司
代

の
日
記
を
書
き
写
し
た
も
の
で
、
『
日
記
』
巻
頭
の
「
例
言
」
に
よ
れ
ば
、
稲
葉
正
邦
が
所

司
代
に
就
任
す
る
に
あ
た
り
、
職
務
の
参
考
に
す
る
た
め
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
刊
本
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
部
分
や
校
異
に
つ
い
て
は
、
慶
應
義
塾
大
学
三
田
メ
デ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー
所
蔵
桑
名
松
平
家
文
書
（
11
）
の
酒
井
忠
義
記
で
補
っ
た
。
史
料
残
存
の
関
係
上
、 
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司
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杉
谷 

理
沙
・
中
西 

健
太

　【
要
旨
】

　

本
稿
で
は
、
幕
末
の
京
都
所
司
代
・
酒
井
忠
義
の
『
所
司
代
日
記
』
を
も
と
に
、
所
司
代
と
二
条
城
と
の
関
わ
り
の
実
態
を
考
察
す
る
。
従
来
所
司
代
と
二
条
城
と
の
関
係
は
、
所
司
代
が 

二
条
城
を
守
衛
・
管
掌
し
て
い
た
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
実
態
は
、
二
条
在
番
な
ど
を
通
じ
た
間
接
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
、
所
司
代
に
と
っ
て
二
条
城
は
年
に

数
度
の
み
入
城
で
き
る
儀
礼
の
場
で
あ
っ
た
。
ま
た
所
司
代
が
上
京
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
京
中
の
人
々
の
知
る
と
こ
ろ
で
、
所
司
代
の
存
在
と
そ
の
ゴ
ー
ル
地
点
と
し
て
の
二
条
城
は
、

幕
府
の
権
威
を
象
徴
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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所司代と二条城―酒井忠義『所司代日記』を例として―（杉谷・中西）

幕
末
期
の
様
相
し
か
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
本
稿
は
所
司
代
の
実
態
を
つ
か
む
た

め
の
足
掛
か
り
と
し
た
い
。

　

な
お
、
徳
川
政
権
成
立
当
初
設
置
さ
れ
た
所
司
代
は
、
京
都
の
裁
判
や
畿
内
八
カ
国
（
五

畿
内
及
び
近
江
・
丹
波
・
播
磨
）
の
公
事
・
訴
訟
を
管
掌
し
て
い
た
が
、
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）

の
京
都
町
奉
行
の
成
立
に
伴
い
、
そ
の
裁
判
権
が
町
奉
行
に
移
管
さ
れ
た
（
12
）
。
さ
ら
に
、

享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
の
国
分
け
に
よ
っ
て
、
京
都
町
奉
行
の
裁
判
権
は
山
城
・
大
和
・

近
江
・
丹
波
に
縮
小
さ
れ
（
13
）
、
所
司
代
は
町
奉
行
で
は
判
断
し
が
た
い
事
柄
に
つ
い
て

伺
い
を
受
け
る
立
場
と
な
っ
た
（
14
）
。
本
稿
は
所
司
代
の
執
政
や
裁
判
権
を
論
じ
る
も
の

で
は
な
い
が
、
所
司
代
日
記
は
所
司
代
の
立
場
が
寛
文
期
・
享
保
期
に
転
換
し
た
こ
と
を
念

頭
に
お
い
て
読
み
進
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
は
留
意
し
た
い
。

　

一　

所
司
代
の
職
務
と
二
条
城

　
　

（
1
）
二
条
城
に
関
わ
る
所
司
代
の
職
務

所
司
代
は
畿
内
の
訴
訟
処
理
や
朝
廷
・
寺
社
と
関
わ
る
庶
務
、
ま
た
御
所
・
二
条
城
近
辺

火
災
時
の
対
応
な
ど
を
担
っ
た
と
さ
れ
る
。
特
に
二
条
城
に
関
わ
る
職
務
に
つ
い
て
は
、『
国

史
大
辞
典
』
に
「
二
条
城
門
番
頭
・
二
条
鉄
炮
奉
行
を
支
配
し
て
、
二
条
在
番
の
大
番
頭
と

は
軍
事
・
治
安
面
で
常
に
密
接
な
関
係
を
保
持
し
て
い
た
（
15
）
」
と
あ
る
が
、
そ
の
具
体

的
な
様
相
は
明
ら
か
で
な
い
。

田
中
暁
龍
氏
が
ま
と
め
た
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）・
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）・
享
保
二

年
（
一
七
一
七
）
の
「
勤
方
心
得
」
比
較
表
を
参
考
に
、
二
条
城
に
関
わ
る
条
目
を
抜
き
出

す
と
、
①
二
条
在
番
衆
の
交
代
時
に
目
付
が
こ
れ
を
検
分
し
、
所
司
代
は
大
番
組
が
入
れ
替

わ
っ
た
後
に
大
番
頭
以
下
の
衆
に
対
面
す
る
こ
と
、
②
御
用
金
を
納
め
る
二
条
城
内
の
御
蔵

は
大
番
頭
と
東
西
門
番
の
頭
が
立
ち
会
っ
て
封
印
を
つ
け
て
お
く
こ
と
、
が
規
定
さ
れ
、
ま

た
③
二
条
城
近
辺
で
火
事
が
起
き
た
際
に
は
所
司
代
が
出
向
く
こ
と
、
と
さ
れ
て
い
る
（
16
）
。

ま
た
、
菅
良
樹
氏
が
ま
と
め
た
幕
府
発
給
所
司
代
宛
「
老
中
連
署
奉
書
覚
書
」
一
覧
（
貞
享

二
年
（
一
六
八
五
）
～
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
）
で
も
、
こ
れ
ら
の
三
項
目
は
必
ず
記

載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
（
17
）
、
こ
の
三
点
は
二
条
城
に
関
す
る
所
司
代
の
基
本

的
な
職
務
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
は
日
記
等
に
は
ど
の
よ
う
に
表
れ
る
か
。
ま
ず
①
に
あ
る
大
番
頭
と
の
対

面
に
つ
い
て
、
酒
井
忠
義
の
『
日
記
』
か
ら
確
認
す
る
と
次
の
記
事
が
該
当
す
る
。

史
料
1
『
所
司
代
日
記
』
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
六
月
九
日
条 

（
※
〔 

〕
は
桑
名
松
平
家
文
書
に
よ
る
校
訂
を
示
す
）

一
先
達
而
大
御
番
頭
交
代
相
済
候
付
、
如
例
御
城
内
右
小
屋
江
見
廻
り
、
且
御
番
衆

江
も
逢
候
付
、
出
宅
染
帷
子
・
麻
上
下
着
用
、
北
之
御
門
ニ
而
下
乗
、
右
御
門
内

江
三
輪
嘉
之
助
出
迎
中
井
保
三
郎
忌

中
ニ
付
不
罷
出
先
立
い
た
し
、
弐
之
御
門
内
江
御
〔
門
〕
番
之

頭
御
鉄
砲
奉
行
参
府

中
ニ
付
不
罷
出

・
御
蔵
奉
行
等
出
居
及
会
尺
、
其
辺
ゟ
御
破
損
奉
行
両
人
出
迎
先

立
い
た
し
、
足
軽
番
所
前
石
橋
之
辺
江
大
御
番
頭
松
平
丹（

信

進

）

後
守
・
近
藤
遠（

是

用

）

江
守
出

迎
致
会
尺
、
附
添
参
り
東
番
頭
小
屋
江
見
廻
候
ニ
付
、
丹
後
守
ハ
先
江
駈
抜
敷
出

し
迄
出
迎
、
自
分
刀
を
取
取
持
之
者
江
渡
之
、
敷
出
し
江
鳥
渡
上
り
着
坐
、
交
代

済
歓
相
越
候
段
申
述
、
暫
通
可
申
哉
之
旨
、
丹
後
守
申
聞
候
間
直
ニ
罷
出
可
申
旨

申
達
退
坐
、
（
中
略
）

一
夫
よ
り
西
番
頭
小
屋
江
罷
越
、
遠
江
守
先
江
駈
抜
敷
出
江
被
出
居
次
第
東
之
通
り
、

夫
ゟ
退
散
、
与
力
番
所
角
辺
ニ
而
大
御
番
頭
致
暇
乞
、
同
所
ニ
而
御
破
損
奉
行
披

キ
会
尺
、
夫
ゟ
嘉
之
助
先
立
御
門
番
之
頭
西
御
番
所
前
ニ
而
暇
乞
、
西
御
門
御
橋

之
上
迄
地
役
人
向
送
及
会
尺
、
御
橋
外
ニ
而
乗
輿
帰
宅
、

文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
四
月
、
二
条
在
番
の
大
番
頭
は
、
前
年
の
本
庄
道
美
・
白
須
政

偆
か
ら
松
平
信
進
・
近
藤
是
用
に
交
代
し
た
。
右
の
史
料
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
六
月
に
至
っ

て
所
司
代
は
北
御
門
か
ら
入
城
し
て
、
ま
ず
東
番
頭
小
屋
を
見
廻
っ
て
御
番
衆
に
会
い
、
そ

の
後
同
様
に
西
番
頭
小
屋
を
見
廻
っ
て
西
御
門
か
ら
出
城
し
た
。
こ
れ
以
前
、
京
へ
到
着
し

た
番
頭
は
他
の
番
頭
と
と
も
に
所
司
代
屋
敷
へ
挨
拶
に
訪
れ
、
江
戸
に
居
る
年
寄
衆
か
ら
の

奉
書
と
「
二
条
・
大
坂
御
蔵
証
文
」
を
所
司
代
に
見
せ
て
い
る
（
18
）
。
ま
た
交
代
し
て
下

る
番
頭
は
所
司
代
へ
暇
を
乞
う
て
か
ら
出
立
し
た
（
19
）
。

ま
た
、
②
御
用
金
を
納
め
る
二
条
城
内
の
御
蔵
は
大
番
頭
と
東
西
門
番
の
頭
が
立
ち
会
っ

て
封
印
を
つ
け
て
お
く
こ
と
、
に
関
し
て
は
、
酒
井
の
『
日
記
』
か
ら
は
そ
の
様
子
が
見
え

な
い
。
そ
こ
で
参
考
と
し
て
、
酒
井
の
所
司
代
時
代
か
ら
遡
る
が
、
二
条
城
の
金
蔵
封
印
の

切
り
替
え
に
関
す
る
次
の
史
料
を
挙
げ
て
お
く
。

史
料
2
『
二
条
在
番
中
手
留
』
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
十
一
月
二
十
三
日
条
（
20
） 



232

研究ノート

一
今
日
御
金
蔵
封
印
切
替
候
ニ
付
、
出

（
大
番
頭
大
久
保
教
孝
）

雲
守
同
道
ニ
而
、
直
ニ
同
人
小
屋
江
罷
越
、
平

服
ニ
被
成
候
、
無
程
御
門
番
頭
・
御
蔵
奉
行
・　

御
殿
番
重
野
長
左
衛
門
・
同
見

習
三
輪
市
十
郎
被
参
候
間
、
先
江
罷
越
候
様
申
達
候
処
、
御
門
番
幷
御
蔵
奉
行
ニ

者
残
り
被
居
候
、
我
等
共
御
門
番
衆
連
印
之
封
、
扣
共
四
枚
我
等
方
ニ
而
認
持
参

致
し
候
ニ
付
、
各
調
印
致
し
候
、
（
中
略
）

一
御
金
蔵
鍵
箱
封
印
左
之
通
、
（
図
省
略
）
右
御
金
蔵
封
印
切
替
相
済
候
為
御
届
、
以

使
者
所

（
松
平
乗
寛
）

司
代
江
申
達
候
、
尤
御
金
出
入
等
有
之
、
御
金
員
数
相
違
之
節
者
、
両
名

自
書
封
書
付
所
司
代
江
致
進
達
候
得
共
、
今
日
者
員
数
相
違
無
之
候
ニ
付
、
先
格

之
通
其
儀
無
之
、

　

右
の
史
料
か
ら
、
大
番
両
組
と
御
門
番
頭
、
ほ
か
に
御
蔵
奉
行
・
御
殿
番
ら
が
立
ち
会
っ

て
金
蔵
の
封
印
を
切
り
替
え
た
旨
の
届
が
所
司
代
へ
知
ら
さ
れ
て
い
る
。
所
司
代
は
封
印
の

場
に
は
立
ち
会
わ
な
い
が
、
こ
れ
が
完
了
し
た
旨
の
報
告
を
受
け
る
立
場
に
あ
っ
た
。

ま
た
、
③
二
条
城
近
辺
で
火
事
が
起
き
た
際
に
所
司
代
が
出
向
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
日

記
』
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
九
月
晦
日
条
に
「
今
午
半
刻
頃
大
宮
通
姉
小
路
下
ル
町
出
火

ニ
付
、
直
ニ
野
襠
火
事
羽
織
着
用
、
乗
馬
ニ
而
二
条　

御
城
外
見
廻
り
、
夫
ゟ
北
之
方
御
門

ニ
而
下
馬　

御
城
入
い
た
し
候
、
東
之
方
ゟ
南
之
方
江
見
廻
り
候
処
、
別
条
無
之
追
々
鎮
火

ニ
付
、
西
之
御
門
ゟ　

御
城
出
帰
宅
い
た
し
候
」
と
あ
っ
て
、
酒
井
忠
義
の
時
代
に
お
い
て

も
城
近
辺
で
火
事
が
あ
っ
た
場
合
は
、
所
司
代
が
入
城
し
こ
れ
を
見
廻
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
火
消
役
が
消
火
の
た
め
入
城
す
る
場
合
に
は
所
司
代
に
届
け
が
出
さ
れ
た
が
、
実
際

に
入
城
す
る
際
に
は
御
門
に
お
い
て
印
鑑
改
め
を
受
け
る
必
要
が
あ
っ
た
（
21
）
。
こ
の
印

鑑
は
事
前
に
大
番
頭
へ
提
出
さ
れ
た
も
の
で
（
22
）
、
す
な
わ
ち
火
災
時
の
対
応
も
所
司
代

の
一
方
的
な
指
示
の
も
と
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
大
番
頭
ら
と
の
連
携
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
　

（
2
）
所
司
代
の
二
条
城
出
入
り

成
立
年
未
詳
『
有
司
勤
仕
録
（
23
）
』
の
京
都
所
司
代
の
項
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
二
条
御
城
、
所
司
代
屋
敷
ゟ
出
入
之
御
門
は
、
所
司
代
ゟ
諸
番
所
を
置
、
常
に
は

〆
切
、
大
番
頭
衆
も
所
司
代
江
用
事
有
之
時
は
其
段
を
断
、
御
門
明
さ
せ
往
来
す
、

一
年
に
二
度
程
、
百
日
目
付
と
同
道
し
て
、
御
城
内
見
分
有
之
、
此
節
御
殿
番
ゟ
御

殿
向
悉
く
掃
除
し
、
待
請
て
見
分
す
、

　

所
司
代
上
屋
敷
は
二
条
城
の
北
隣
に
位
置
し
、
所
司
代
が
入
城
す
る
際
は
北
御
門
（
現
在

の
北
大
手
門
）
か
ら
出
入
り
し
た
。す
な
わ
ち
右
の
史
料
一
条
目
に
見
ら
れ
る
「
出
入
之
御
門
」

は
北
御
門
を
指
し
、
ま
た
北
御
門
に
出
入
り
の
者
が
あ
る
場
合
は
所
司
代
へ
知
ら
さ
れ
た
。

ま
た
、
『
向
山
誠
斎
雑
記
』
甲
寅
（
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
）
雑
綴
の
「
職
掌
録
（
24
）
」

に
も
、「
毎
年
両
度
ツ
ヽ
二
条
御
城
内
外
御
目
付
差
添
見
分
有
之
」と
あ
っ
て
、『
有
司
勤
仕
録
』

二
条
目
と
同
じ
く
、
所
司
代
の
職
掌
と
し
て
、
年
に
二
度
所
司
代
と
目
付
が
同
道
し
て
二
条

城
を
見
分
（
検
分
）
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
酒
井
忠
義
の
『
日

記
』
に
は
所
司
代
と
目
付
が
と
も
に
入
城
し
て
城
内
を
見
分
し
た
記
録
は
見
え
な
い
。
ま
た

目
付
が
入
城
し
て
い
る
の
は
『
日
記
』
か
ら
見
え
る
限
り
九
月
の
目
付
交
代
時
（
25
）

の
み

で
、
所
司
代
は
目
付
が
北
御
門
か
ら
入
城
す
る
旨
の
報
告
を
受
け
る
に
留
ま
っ
て
い
る
（
26
）
。

つ
ま
り
、
『
有
司
勤
仕
録
』
や
「
職
掌
録
」
に
記
さ
れ
た
職
務
内
容
と
は
齟
齬
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
「
職
掌
録
」
は
安
政
元
年
の
も
の
で
、
酒
井
忠
義
の
所
司
代
在
任
時
と
ほ

ぼ
同
時
期
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
な
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
二
条
城

巡
回
職
務
が
簡
略
化
さ
れ
、
規
定
さ
れ
た
職
務
と
実
態
と
は
乖
離
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

で
は
、
酒
井
の
時
代
に
お
い
て
所
司
代
が
入
城
す
る
の
は
ど
の
よ
う
な
と
き
か
。
酒
井
の

『
日
記
』
か
ら
は
、
所
司
代
は
就
任
後
の
上
京
時
（
次
章
参
照
）
と
正
月
の
元
日
、
ま
た
大

番
頭
の
交
代
時
の
み
二
条
城
に
入
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
酒
井
が
本
丸

を
含
む
二
条
城
全
体
を
見
分
し
た
の
は
、
現
在
確
認
で
き
る
限
り
一
回
目
の
所
司
代
就
任
直

後
の
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
正
月
の
み
で
、
そ
の
ほ
か
は
北
御
門
か
ら
入
り
二
の
丸
番
所

へ
向
か
っ
た
後
、
す
ぐ
に
所
司
代
屋
敷
へ
帰
っ
て
い
る
。
酒
井
の
前
代
の
所
司
代
で
あ
る
本

多
忠
民
の
『
所
司
代
日
記
』
で
も
二
条
城
全
体
を
見
廻
っ
た
記
録
は
見
え
ず
、
ま
た
こ
れ
ら

は
二
条
城
見
分
の
た
め
で
は
な
く
、
両
番
頭
と
二
条
在
番
の
番
衆
へ
の
面
通
し
を
目
的
と
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
、
所
司
代
が
日
常
的
に
二
条
城
自
体
の

管
理
・
守
衛
を
管
掌
し
て
い
た
様
子
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

（
3
）
所
司
代
と
二
条
在
番

　

で
は
、
実
際
二
条
城
の
守
衛
を
担
っ
て
い
た
二
条
在
番
と
の
関
係
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
か
。
さ
き
に
挙
げ
た
通
り
、『
国
史
大
辞
典
』
に
は
「
二
条
在
番
の
大
番
頭
と
は
軍
事
・

治
安
面
で
常
に
密
接
な
関
係
を
保
持
し
て
い
た
（
27
）
」
と
あ
る
。
こ
の
「
密
接
な
関
係
」
は
『
日 

記
』
上
ど
の
よ
う
に
表
さ
れ
て
い
る
か
。

　

ま
ず
、
大
番
頭
は
毎
月
一
日
と
十
五
日
に
月
次
の
礼
と
し
て
上
屋
敷
を
訪
れ
所
司
代
と
対
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面
し
て
い
る
。
時
代
は
前
後
す
る
が
、
二
条
在
番
側
の
史
料
で
あ
る
『
二
条
在
番
中
手
留
』

（
文
政
三
年
）
に
は
一
日
と
十
五
日
に
番
頭
ら
が
「
供
揃
」
し
て
所
司
代
の
も
と
へ
行
き
、「
安

否
口
上
」
を
し
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
（
28
）
、
在
番
衆
ら
が
揃
っ
て
所
司
代
上
屋
敷
へ
挨

拶
に
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
端
午
や
七
夕
、
重
陽
の
節
句
な
ど
の
折
に
は
、
大

番
頭
が
上
屋
敷
を
訪
れ
礼
を
行
っ
て
い
る
（
29
）
。

　

ま
た
、
『
日
記
』
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
十
一
月
二
十
七
日
条
に
は
「
大
御
番
頭
江
此

度　

姫
宮
御
誕
生
ニ
付
田（

徳

川

慶

頼

）

安
中
納
言
殿
・
徳
川
刑（

慶
喜
）

部
卿
殿
被
献
物
ニ
付
、
右
使
組
頭
江
可
被

申
渡
之
旨
、
以
書
付
家
来
之
者
江
公
用
人
共
ゟ
相
達
」
と
あ
っ
て
、
前
月
の
孝
明
天
皇
の
姫

宮
誕
生
に
あ
た
っ
て
、
組
頭
が
御
三
卿
か
ら
禁
裏
へ
の
献
物
の
使
者
を
務
め
る
件
に
つ
い
て

大
番
頭
へ
伝
え
ら
れ
た
旨
が
所
司
代
へ
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
30
）
。
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る

通
り
、
所
司
代
に
は
朝
幕
間
の
折
衝
に
当
た
る
と
い
う
役
割
が
あ
り
（
31
）
、
こ
の
よ
う
な

事
例
に
つ
い
て
も
所
司
代
と
大
番
頭
と
が
逐
一
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
徳
川
家
茂
が
将
軍
宣
下
さ
れ
、
天
璋
院
が
従
三
位
を
勅
許
さ
れ
た
際
に
は
、

大
番
頭
や
伏
見
奉
行
・
町
奉
行
ら
、
ま
た
二
条
御
門
番
頭
以
下
の
一
統
が
所
司
代
上
屋
敷
を

訪
れ
挨
拶
を
し
た
（
32
）
。
こ
の
よ
う
に
、
所
司
代
と
二
条
在
番
の
大
番
頭
ら
の
接
触
の
場
は
、

基
本
的
に
二
条
城
で
は
な
く
所
司
代
の
上
屋
敷
で
あ
っ
た
。

　

以
上
か
ら
、
二
条
城
に
関
わ
る
所
司
代
の
職
務
は
、
①
二
条
在
番
衆
の
交
代
後
に
大
番
頭

以
下
の
衆
に
対
面
す
る
こ
と
、
②
二
条
城
内
の
御
金
蔵
の
封
印
を
監
督
す
る
こ
と
、
③
二
条

城
近
辺
で
火
事
が
起
き
た
際
に
出
向
く
こ
と
（
以
上
「
勤
方
心
得
」
）
、
④
年
に
二
度
所
司
代

と
目
付
が
同
道
し
て
二
条
城
を
見
分
す
る
こ
と
（
『
有
司
勤
仕
録
』
・
「
職
掌
録
」
）
が
挙
げ
ら

れ
る
。
こ
の
う
ち
所
司
代
が
定
期
的
に
二
条
城
に
入
城
す
べ
き
職
務
は
①
と
④
だ
が
、
幕
末

の
酒
井
忠
義
期
に
お
い
て
は
①
は
変
わ
ら
ず
行
わ
れ
た
一
方
で
、
④
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
て

い
た
。
①
は
在
番
衆
と
の
対
面
を
目
的
と
し
て
お
り
、
つ
ま
り
所
司
代
が
二
条
城
を
見
分
し

管
掌
す
る
た
め
の
職
務
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
状
況
は
幕
末

ゆ
え
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
い
つ
か
ら
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
か
は
、
史
料
の
制
約

か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
所
司
代
に
と
っ
て
二
条
城
は
職
務
を
行
う
日
常

的
な
場
で
は
な
く
、
特
別
な
儀
礼
の
場
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
（
33
）
。
そ
し
て

そ
の
日
常
的
な
接
点
は
、
直
接
二
条
城
を
守
衛
す
る
二
条
在
番
ら
と
の
関
係
に
あ
っ
た
。
そ

こ
で
次
章
で
は
所
司
代
が
二
条
城
と
関
わ
る
最
初
の
儀
礼
で
あ
る
所
司
代
就
任
時
の
上
京
を

例
と
し
て
、
そ
れ
に
関
わ
る
人
々
の
検
討
か
ら
所
司
代
と
二
条
城
の
位
置
づ
け
を
探
り
た
い
。

　

二　

所
司
代
の
上
京
と
二
条
城

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
、
酒
井
忠
義
の
二
度
目
の
所
司
代
就
任
（
34
）

に
お
け
る
上
京

の
行
程
は
本
書
二
三
八
頁
の
図
の
通
り
で
あ
る
。
酒
井
は
八
月
十
六
日
に
江
戸
を
出
発
し
、

東
海
道
を
通
っ
て
九
月
三
日
に
京
都
へ
到
着
し
た
。
そ
し
て
所
司
代
上
京
の
ゴ
ー
ル
は
、
二

条
城
へ
の
入
城
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
二
条
城
は
、
所
司
代
の
政
務
開
始
に
お
け
る
ラ
ン
ド

マ
ー
ク
で
あ
っ
た
と
言
え
る
（
35
）
。

上
京
の
道
中
に
お
け
る
酒
井
の
日
記
に
は
、
様
々
な
階
層
の
人
々
が
行
き
交
っ
て
い
る
様

子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
酒
井
は
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
に
お
け
る
一
度
目
の
所

司
代
就
任
時
も
東
海
道
を
通
っ
て
上
京
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
史
料
（
36
）

を
用
い
た
菅

良
樹
氏
の
論
稿
（
37
）

で
は
、
所
司
代
は
城
主
レ
ベ
ル
の
諸
侯
と
誼
を
通
じ
て
お
く
必
要
が

あ
っ
た
こ
と
や
、
酒
井
に
は
京
都
近
辺
や
九
州
の
譜
代
大
名
と
の
連
携
が
求
め
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
と
く
に
九
州
の
諸
藩
と
の
関
係
に
お
い
て
「
相
互
に
連
絡
を
取
り
合
う

対
象
が
、
原
則
決
め
ら
れ
て
い
た
可
能
性
（
38
）
」
を
示
唆
し
て
い
る
。

加
え
て
、
『
日
記
』
に
は
上
京
の
道
中
で
各
宿
所
へ
商
人
（
後
藤
縫
殿
助
・
茶
屋
四
郎
次

郎
の
名
代
な
ど
）
等
が
挨
拶
に
訪
れ
て
い
る
様
子
や
、
大
坂
在
番
・
加
番
の
衆
と
行
き
違
っ

て
い
る
様
子
な
ど
も
見
え
、
大
名
ク
ラ
ス
に
留
ま
ら
な
い
様
々
な
階
層
の
人
々
が
所
司
代
と

関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
酒
井
忠
義
の
所
司
代
就
任
後

の
上
京
時
、
と
く
に
大
津
か
ら
の
行
程
を
例
と
し
て
、
こ
れ
に
関
わ
る
人
々
に
つ
い
て
若
干

の
考
察
を
加
え
た
い
。

　
　

（
1
）
大
津
か
ら
所
司
代
屋
敷
ま
で

　

九
月
三
日
、
大
津
駅
を
出
立
し
た
酒
井
は
、
三
井
寺
門
前
・
山
科
・
諸
羽
神
社
・
十
禅
寺
・

四
之
宮
村
・
安
禅
寺
門
前
・
薮
下
を
通
行
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
出
迎
え
た
人
々
は
図

①
～
⑧
の
通
り
で
あ
る
。
必
ず
し
も
近
場
の
者
が
出
迎
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
酒

井
の
前
代
の
所
司
代
で
あ
る
本
多
忠
民
の
上
京
時
も
ほ
ぼ
同
じ
人
物
が
同
じ
場
所
で
出
迎
え

を
行
っ
て
い
る
（
39
）
。
菅
氏
が
大
名
に
関
し
て
指
摘
し
た
の
と
同
様
、
所
司
代
の
出
迎
え 

を
行
え
る
寺
社
や
商
人
も
予
め
定
め
ら
れ
て
お
り
、
出
迎
え
を
行
う
こ
と
が
一
種
の
権
益
と
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な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
40
）
。
所
司
代
が
上
京
す
る
際
に
は
、
「
町
人
共
」
が
「
先
例

の
場
所
（
41
）
」
で
迎
え
る
よ
う
に
と
す
る
町
触
が
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
に
は
す
で
に

確
認
で
き
る
が
（
42
）
、
図
⑨
に
み
え
る
人
々
が
出
迎
え
を
行
う
「
町
人
共
」
で
あ
っ
た
（
43
）
。

　

東
海
道
の
終
着
点
で
あ
る
三
条
大
橋
へ
は
、
町
奉
行
を
は
じ
め
役
付
き
の
人
々
が
出
迎
え

に
訪
れ
て
い
る
（
図
⑪
）
。
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
場
合
、
ま
ず
両
町
奉
行
の
岡
部
豊
常
・

小
笠
原
長
常
が
三
条
大
橋
東
詰
に
て
出
迎
え
、
続
い
て
両
御
門
番
頭
・
御
殿
預
・
大
津
代
官
・

鉄
炮
奉
行
・
過
書
船
支
配
・
御
茶
師
・
御
蔵
奉
行
・
大
工
頭
と
そ
の
見
習
・
禁
裏
御
賄
頭
・

賀
茂
川
堤
奉
行
・
御
医
師
・
御
薬
園
預
・
禁
裏
医
師
・
御
連
歌
師
ら
が
出
迎
え
た
。

　

酒
井
は
自
分
組
（
所
司
代
付
き
）
の
与
力
・
同
心
ら
に
先
導
さ
れ
所
司
代
上
屋
敷
に
入
り
、

伏
見
奉
行
・
大
番
頭
・
町
奉
行
な
ど
が
こ
れ
を
出
迎
え
、
下
座
敷
で
は
三
輪
嘉
之
助
・
中
井

小
膳
・
中
井
保
三
郎
ら
地
役
の
面
々
が
出
迎
え
た
。
上
屋
敷
に
お
い
て
酒
井
は
、
諸
侯
と
の

面
会
・
挨
拶
と
、
「
御
朱
印
」
の
入
っ
た
箱
や
御
仕
置
例
類
集
・
御
定
書
な
ど
を
引
き
渡
す

儀
式
を
行
っ
て
い
る
。
荒
木
裕
行
氏
は
、
こ
の
儀
式
は
前
所
司
代
か
ら
引
き
継
が
れ
る
も
の

で
、
「
御
朱
印
」
と
は
将
軍
の
朱
印
が
捺
さ
れ
た
判
紙
を
指
す
と
推
測
し
て
い
る
（
44
）
。
そ

し
て
上
屋
敷
に
て
儀
式
や
挨
拶
を
終
わ
ら
せ
た
あ
と
、
所
司
代
は
二
条
城
へ
入
城
す
る
。

　
　

（
2
）
所
司
代
上
京
時
の
入
城
に
関
わ
る
人
々

所
司
代
上
屋
敷
を
出
た
酒
井
を
北
御
門
に
至
る
外
堀
に
掛
か
る
橋
（
45
）

に
て
出
迎
え
た

の
は
、
上
屋
敷
で
出
迎
え
た
の
と
同
じ
く
、
地
役
の
三
輪
嘉
之
助
（
御
殿
預
）
・
中
井
小
膳

（
大
工
頭
）
・
中
井
保
三
郎
（
小
膳
の
養
子
で
大
工
頭
見
習
）
で
あ
っ
た
（
本
書
二
一
四
頁
参

考
図
1
参
照
）
。
彼
ら
が
「
大
御
門
」
＝
北
御
門
か
ら
城
内
に
入
る
と
、
二
の
御
門
内
で
出

迎
え
た
の
は
御
門
番
頭
・
御
鉄
砲
奉
行
・
御
蔵
奉
行
・
御
大
工
頭
・
御
破
損
奉
行
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
「
大
工
頭
」
＝
中
井
小
膳
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
中
井
は
門
内
す

な
わ
ち
城
内
に
お
い
て
は
大
工
頭
と
い
う
役
職
者
と
し
て
所
司
代
に
扈
従
し
た
こ
と
が
伺
え

る
。
そ
う
し
て
こ
こ
か
ら
は
御
破
損
奉
行
が
先
導
し
、
足
軽
番
所
前
で
は
大
御
番
頭
が
所
司

代
を
出
迎
え
た
。
そ
し
て
二
の
丸
大
御
番
所
に
着
い
た
所
司
代
は
、
大
御
番
頭
・
組
頭
の
正

面
に
着
座
し
て
「
上
意
之
趣
」
（
将
軍
の
意
）
を
言
い
渡
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
所
司
代
は

江
戸
に
あ
る
将
軍
の
意
を
享
け
て
二
条
城
に
入
り
、
そ
こ
に
控
え
る
諸
役
者
た
ち
も
ま
た
、

当
然
な
が
ら
幕
府
の
役
職
者
と
し
て
二
条
城
に
在
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
所
司
代
上
屋
敷
や
北
御
門
で
所
司
代
を
出
迎
え
こ
れ
を
先
導
し
た
の
は
、

御
殿
預
の
三
輪
と
大
工
頭
の
中
井
父
子
で
あ
っ
た
。
辻
真
澄
氏
が
「
幕
府
か
ら
派
遣
さ
れ
る

エ
リ
ー
ト
役
人
達
（
大
名
や
旗
本
）
と
い
え
ど
も
、
公
家
や
寺
社
が
混
在
し
独
特
の
雰
囲
気

を
持
っ
た
京
都
で
仕
事
を
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
る
に
は
、（
中
略
）
京
都
在
住
の
与
力
・
同
心
（
京

都
地
役
人
）
の
知
識
や
力
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
部
分
が
多
か
っ
た
（
46
）
」
と
言
う
よ
う
に
、

三
輪
や
中
井
は
御
殿
預
や
大
工
頭
と
い
う
立
場
に
留
ま
ら
ず
、
京
都
に
お
け
る
所
司
代
の
職

務
執
行
を
支
え
た
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
彼
ら
地
役
の
存
在
を
前
提
と
し
て
所
司
代
の

職
務
が
あ
っ
た
と
も
言
え
、
実
際
、
三
輪
以
下
の
三
名
は
入
城
時
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
場

面
で
所
司
代
を
先
導
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
例
え
ば
酒
井
が
参
内
す
る
際
に
は
取
持
ち

と
し
て
先
達
し
（
47
）
、
泉
涌
寺
が
炎
上
後
再
建
さ
れ
た
際
の
見
分
で
も
先
ん
じ
て
酒
井
を

出
迎
え
た
（
48
）
。
そ
の
中
で
、
中
井
小
膳
が
城
内
に
お
い
て
は
「
大
工
頭
」
と
し
て
登
場

す
る
こ
と
は
示
唆
的
で
、
二
条
城
内
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
幕
府
役
人
と
し
て
所
司
代
上
京

の
儀
礼
に
参
加
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　

（
3
）
所
司
代
上
京
に
対
す
る
京
都
町
人
の
認
識

　

所
司
代
の
上
京
に
関
し
て
、
老
中
が
同
道
す
る
場
合
（
「
引
渡
上
京
」
）
に
つ
い
て
の
荒
木

裕
行
氏
の
論
稿
に
よ
れ
ば
、
老
中
が
所
司
代
と
と
も
に
上
京
し
て
京
都
や
大
坂
市
中
を
巡
見

し
た
こ
と
は
、
幕
府
の
権
威
を
民
衆
に
意
識
さ
せ
る
意
義
が
あ
っ
た
と
い
う
（
49
）
。
本
稿

で
素
材
と
し
て
い
る
酒
井
忠
義
の
上
京
で
は
老
中
は
同
道
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
位
置
づ
け

は
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
節
で
は
、と
く
に
「
京
都
町
人
」
に
視
点
を
う
つ
し
、

彼
ら
が
所
司
代
の
上
京
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
見
て
い
き
た
い
。

　

『
京
都
町
触
集
成
』
一
二
巻
‐
八
四
二
号
文
書
に
「
酒
井
若（

忠
義
）

狭
守
殿
所
司
代
被
仰
付
候
間
、

其
段
洛
中
洛
外
江
可
相
触
も
の
也
」
と
あ
り
、
ま
た
次
の
町
触
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
所
司

代
が
上
京
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
町
奉
行
か
ら
洛
中
洛
外
へ
触
れ
だ
さ
れ
て
い
る
。

史
料
3　

京
都
町
触
集
成　

一
二
巻
‐
八
五
一

　
　

一
酒
井
若
狭
守
殿
御
所
司
代
被
仰
付
近
々
御
上
京
候
間
、
前
々
御
迎
イ
ニ
罷
出
候
者
共

御
着
日
限
承
合
、
京
都
町
人
共
先
例
之
場
所
へ
罷
可
出
候
、

　
　

一
若
狭
守
殿
御
上
京
已
後
寺
社
町
方
諸
礼
之
事
、
日
限
相
極
メ
重
而
申
可
触
候
間
、
夫

迄
者
罷
出
間
敷
候
、

　
　

右
之
趣
洛
中
洛
外
寺
社
幷
ニ
町
中
へ
可
相
触
も
の
也
、

　
　
　
　
　

午
（
安
政
五
年
）

八
月
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所司代と二条城―酒井忠義『所司代日記』を例として―（杉谷・中西）

　

さ
き
に
述
べ
た
通
り
、
所
司
代
の
上
京
時
に
は
「
京
都
町
人
共
」
が
「
先
例
之
場
所
」
で

出
迎
え
る
慣
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
所
司
代
の
出
迎
え
は
一
種
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
、
出
迎
え
に
赴
く
「
年
寄
共
」
が
前
日
か
ら
「
御
迎
場
」
に
屏
風
や
夜
具
な

ど
を
持
参
し
て
泊
ま
り
込
み
、
料
理
人
を
雇
っ
て
酒
宴
を
催
す
こ
と
を
禁
止
す
る
町
触
れ
も

出
さ
れ
て
い
る
（
50
）
。

　

ま
た
、
所
司
代
上
京
の
道
な
り
の
家
々
は
前
夜
に
行
灯
を
灯
す
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
た
。
た
だ
し
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
酒
井
忠
義
の
例
で
は
「
御
隠
便
中
」
す
な
わ
ち

七
月
に
将
軍
家
定
が
死
去
し
た
こ
と
を
憚
り
、
行
灯
を
出
す
こ
と
は
免
除
さ
れ
て
い
る
（
51
）
。

　

さ
ら
に
、
所
司
代
が
通
行
す
る
際
に
は
、
町
人
や
百
姓
は
平
伏
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ

れ
は
所
司
代
が
上
京
す
る
に
あ
た
っ
て
毎
度
出
さ
れ
る
お
触
れ
で
、
市
中
通
行
時
に
は
駕
籠

の
ま
ま
行
き
違
っ
た
り
、
頭
巾
や
笠
・
手
拭
を
被
っ
た
ま
ま
で
い
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
酒
井
忠
義
の
時
代
に
は
「
近
き
頃
別
而
相
弛
ミ
（
52
）
」
（
近
頃
と
り
わ
け
緩
ん

で
い
る
）
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
次
の
史
料
に
見
え
る
よ
う
に
、
市
中
に
お
い
て
所
司
代
の
家
来
は
、
そ
の
威
光
を

振
り
か
ざ
し
横
暴
な
振
る
舞
い
を
す
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
て
お
り
、
酒
井
の
上
京
に
際
し
て

所
司
代
の
家
来
が
芝
居
や
相
撲
な
ど
人
で
賑
わ
う
場
所
や
、
女
郎
屋
・
旅
籠
屋
・
居
酒
屋
な

ど
に
出
向
く
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

史
料
4　

京
都
町
触
集
成　

一
二
巻
‐
八
七
四

　
　
　

所
司
代
家
来
と
見
受
候
歟
、
又
者
家
来
之
由
ニ
而
万
一
於
町
方
御
威
光
ヶ
間
敷
儀
有

之
、
押
而
買
或
者
金
銭
品
物
等
押
借
い
た
し
、
不
法
之
儀
有
之
候
ハ
ヽ
、
名
前
相
糾
、

行
先
見
届
候
而
早
々
町
奉
行
所
江
可
訴
出
候
、

一
芝
居
、
角
力
、
格
別
人
込
之
場
所
、
売
女
屋
、
旅
籠
や
幷
居
酒
屋
等
、
所
司
代
家

中
末
々
迄
不
罷
越
様
申
渡
有
之
候
由
、
尤
右
体
之
場
所
江
者
見
廻
り
之
者
差
出
候

得
共
、
右
場
所
ニ
而
法
外
之
儀
有
之
候
ハ
ヽ
、
是
又
見
咎
次
第
誰
人
た
り
共
不
及

遠
慮
可
申
出
候
、

一
所
司
代
家
中
町
家
江
諸
品
買
掛
り
不
致
様
申
渡
有
之
候
間
、
売
掛
ヶ
致
置
申
間
敷

候
、

一
所
司
代
由
緒
有
之
歟
、
又
者
心
易
出
入
候
由
を
申
立
、
諸
願
当
取
持
可
申
達
抔
と
申
、

或
者
金
銭
を
か
た
り
取
候
も
の
有
之
候
ハ
ヽ
、
是
又
可
申
出
候
、

右
前
条
之
趣
有
〔［

三

］

之
〕
候
ハ
ヽ
、
町
奉
行
所
江
早
々
可
訴
出
候
、
若
遠
慮
も
有
之
候
ハ
ヽ
、

所
司
代
内
役
之
者
迄
早
々
可
申
出
候
、
先
方
意
趣
不
相
含
幷
町
方
入
用
不
相
掛
様
早
々

埒
明
可
遣
候
、
万
一
隠
し
置
不
申
出
、
後
日
於
相
顕
者
可
為
越
度
候
、

右
之
通
り
相
心
得
、
仮
令
聊
た
り
共
可
致
遠
慮
筋
ニ
無
之
候
間
、
如
何
之
儀
有
之
候

ハ
ヽ
町
奉
行
所
江
訴
出
候
歟
、
又
者
所
司
代
内
役
之
者
迄
申
出
候
様
可
致
旨
相
触
候

様
所
司
代
ゟ
被
仰
聞
候
条
、
洛
中
洛
外
江
可
相
触
も
の
也
、

　
　
　
　
　

午
（
安
政
五
年
）

九
月

　

右
の
史
料
か
ら
は
、
所
司
代
と
関
わ
り
を
持
つ
者
が
そ
の
由
緒
を
主
張
し
て
押
し
買
い
を

し
た
り
、
金
銭
を
騙
り
取
っ
た
り
す
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
。
右
の
触
書
も
所
司
代
が

上
京
す
る
度
に
出
さ
れ
る
恒
例
の
も
の
で
あ
っ
た
。
民
政
に
関
し
て
言
え
ば
、
寛
文
八
年

（
一
六
六
八
）
に
お
け
る
京
都
町
奉
行
の
成
立
に
あ
た
っ
て
、
裁
判
に
お
け
る
所
司
代
の
権

限
は
町
奉
行
に
移
管
さ
れ
（
53
）
、
さ
ら
に
幕
末
の
混
乱
に
よ
る
治
安
悪
化
の
中
で
、
右
の

史
料
か
ら
わ
ず
か
四
年
後
の
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
は
京
都
守
護
職
が
置
か
れ
、
所
司

代
は
そ
の
傘
下
に
入
る
こ
と
に
な
る
が
、
市
民
レ
ベ
ル
で
は
弛
緩
し
な
が
ら
も
「
所
司
代
の

家
来
で
あ
る
こ
と
」
は
、
触
れ
出
さ
れ
る
こ
と
が
慣
例
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
な
お
一
程
度
威

光
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

　

以
上
、
本
節
で
は
酒
井
忠
義
の
上
京
を
例
と
し
て
、
そ
の
終
着
点
と
し
て
の
二
条
城
と
、

そ
れ
に
関
わ
る
人
々
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
所
司
代
の
出
迎
え
を
行
っ
た
の
は
幕
府
役
人
と

一
部
の
町
人
た
ち
で
あ
り
、
こ
れ
ら
町
人
に
と
っ
て
、
出
迎
え
を
行
い
う
る
と
い
う
こ
と
は

ひ
と
つ
の
特
権
で
あ
っ
た
。
こ
の
特
権
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
の
か
、
今
後
明
ら

か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
上
京
後
の
二
条
城
へ
の
入
城
に
お
い
て
は
、
御
門
番

頭
や
大
番
頭
な
ど
、
二
条
城
に
関
わ
る
幕
府
役
人
が
所
司
代
を
城
内
に
て
案
内
し
た
。
所
司

代
屋
敷
と
二
条
城
に
お
い
て
所
司
代
を
先
導
し
た
の
は
地
役
の
三
輪
と
中
井
父
子
で
、
か
れ

ら
は
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
所
司
代
を
補
佐
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
地
役
の
存
在
を
前
提
と
し

て
所
司
代
の
職
務
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
所
司
代
が
上
京
し
て
く
る
こ
と
は
京

中
に
触
れ
だ
さ
れ
、
町
人
ら
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
前
述
の
通
り
、
正
式
に
出
迎
え
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
町
人
は
定
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
道
中
に
行
き
当
た
る
こ
と
は

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
ゴ
ー
ル
地
点
で
あ
る
二
条
城
は
、
幕
末
に
お
い
て
も
幕
府
の
権

威
の
象
徴
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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お
わ
り
に

　

以
上
本
稿
で
は
、
所
司
代
と
二
条
城
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
従
来
、
そ

の
関
係
は
、
所
司
代
が
二
条
城
の
見
分
を
行
っ
て
城
の
管
理
・
守
衛
を
管
掌
し
て
い
た
と
説

明
さ
れ
て
き
た
。
近
年
の
研
究
で
は
、
渡
邊
忠
司
氏
が
御
門
番
組
の
記
録
か
ら
二
条
城
の
警

衛
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
（
54
）
、
こ
と
所
司
代
の
管
掌
に
関
し
て
は
、
史
料
の

制
約
も
あ
り
依
然
具
体
相
が
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。
酒
井
忠
義
の
『
所
司
代
日
記
』
を
見
る

と
、
慣
例
的
な
職
務
で
あ
っ
た
目
付
同
道
に
よ
る
二
条
城
の
見
分
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
二

条
城
全
体
の
管
理
や
直
接
的
な
守
衛
を
行
っ
て
い
た
様
子
は
う
か
が
え
な
い
。
そ
の
実
態
は
、

二
条
在
番
と
の
対
面
、
御
蔵
封
印
や
北
御
門
出
入
の
把
握
な
ど
で
あ
り
、
火
災
の
際
の
出
向

と
い
う
非
常
時
を
除
け
ば
、
す
べ
て
間
接
的
な
関
わ
り
で
あ
っ
た
（
55
）
。
所
司
代
が
二
条

城
の
内
へ
入
る
の
は
正
月
や
大
番
の
交
代
時
な
ど
の
儀
礼
の
際
の
み
で
あ
り
、
従
来
の
認
識

と
実
態
と
は
隔
た
り
が
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
認
識
の
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
原
因
は
ま
ず
第
一
に
、

日
記
を
は
じ
め
所
司
代
に
関
連
す
る
史
料
の
調
査
が
い
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

東
谷
智
氏
が
二
〇
〇
八
年
に
「
所
司
代
研
究
は
、
現
状
で
は
史
料
の
発
掘
と
基
礎
事
実
の
積

み
重
ね
が
必
要
な
段
階
で
あ
る
（
56
）
」
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
現
在
で
も
な
お
所
司
代
に

関
連
す
る
史
料
は
散
在
し
た
ま
ま
体
系
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
最
初
に

述
べ
た
通
り
、
本
稿
で
主
要
テ
キ
ス
ト
と
し
た
日
本
史
籍
協
会
編
『
所
司
代
日
記
』
の
原
本

も
所
在
不
明
で
、
異
同
の
確
認
や
全
体
像
の
把
握
す
ら
困
難
で
あ
る
。
今
後
、
日
記
を
含
む

所
司
代
関
連
史
料
の
所
在
調
査
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
57
）
。

　

ま
た
第
二
の
原
因
と
し
て
、
二
条
城
研
究
の
立
ち
遅
れ
か
ら
、
二
条
城
に
お
け
る
人
的
構

成
や
守
衛
機
構
の
全
体
像
が
未
だ
把
握
さ
れ
て
お
ら
ず
、
研
究
が
立
ち
遅
れ
て
い
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
所
司
代
と
二
条
城
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
も
ま
た
進
ん
で
お

ら
ず
、
な
ぜ
所
司
代
が
北
御
門
を
管
掌
す
る
に
至
っ
た
の
か
、
幕
末
以
前
の
二
条
城
の
見
分

が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
な
ど
、
依
然
と
し
て
課
題
は
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

【
注
】

（
1
）　

朝
尾
直
弘
「
京
都
所
司
代
」（
林
屋
辰
三
郎
編
『
京
都
の
歴
史
』
四
、学
芸
書
林
、
一
九
六
九
年
）
。

（
2
）　

鎌
田
道
隆
「
所
司
代
体
制
」
（
『
近
世
都
市
・
京
都
』
角
川
書
店
、
一
九
七
六
年
）
。

（
3
）　

藤
井
讓
治
「
徳
川
政
権
成
立
期
の
京
都
所
司
代
」
（
森
杉
夫
先
生
退
官
記
念
会
編
『
政
治
経

済
の
史
的
研
究
』
巖
南
堂
書
店
、
一
九
八
三
年
）
。

（
4
）　

小
倉
宗
『
江
戸
幕
府
上
方
支
配
機
構
の
研
究
』
（
塙
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
。
と
く
に
ａ
「
上

方
支
配
機
構
に
お
け
る
裁
判
と
行
政
―
―
『
御
仕
置
例
類
集
』
の
検
討
を
中
心
に
」
（
初
出

二
〇
〇
八
年
）
、
ｂ
「
上
方
支
配
機
構
に
お
け
る
京
都
・
大
坂
町
奉
行
―
―
「
上
方
の
評
定
所
」

と
し
て
」
（
初
出
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

（
5
）　

菅
良
樹
『
近
世
京
都
・
大
坂
の
幕
府
支
配
機
構
』
（
清
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）
。

（
6
）　

東
谷
智
「
松
平
忠
周
の
所
司
代
就
任
と
幕
府
発
給
文
書
に
つ
い
て
―
―
信
濃
国
上
田
藩 

　
　
　

松
平
家
文
書
の
内
の
所
司
代
関
連
文
書
の
紹
介
を
中
心
に
」
（
『
甲
南
大
学
紀
要　

文
学
編
』 

　
　
　

一
五
四
、
二
〇
〇
七
年
）
。

（
7
）　

前
掲
藤
井
注
（
3
）
論
文
、
一
三
頁
。
藤
井
氏
は
こ
の
条
文
に
つ
い
て
、
二
条
城
の
「
北

門
の
う
へ
」
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
が
、
城
郭
の
門
の
う
え
が
公
事
裁
許
の
場
と
な
っ
た

と
は
考
え
に
く
く
、
検
討
の
余
地
は
あ
る
も
の
の
、
後
の
所
司
代
屋
敷
の
位
置
と
合
致
す

る
「
北
門
の
か
み
（
＝
北
）
」
と
理
解
す
る
、
と
し
て
い
る
。

（
8
）　

菅
良
樹
「
近
世
後
期
に
お
け
る
所
司
代
制
度
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
前
掲
菅
注
（
5
）
書

所
収
、
初
出
二
〇
一
〇
年
）
。

（
9
）　

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
二
八
年
。

（
10
）　

日
記
は
全
十
三
冊
だ
が
、
う
ち
第
一
冊
の
旧
龍
野
藩
主
脇
坂
安
宅
記
を
欠
い
て
い
る
。
そ　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　

の
た
め
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
は
旧
岡
崎
藩
主
本
多
忠
民
及
び
旧
小
浜
藩
主
酒
井
忠
義
記
を 

　
　
　

含
む
十
二
冊
分
で
あ
る
。　

（
11
）　

請
求
記
号
：P

R
@
1
@
1

。

（
12
）　

鎌
田
道
隆
「
寛
文
の
改
革
」
（
『
近
世
都
市
・
京
都
』
角
川
書
店
、
一
九
七
六
年
）
。

（
13
）　

村
田
路
人
「
享
保
の
国
分
け
と
京
都
・
大
坂
両
町
奉
行
の
代
官
支
配
」
（
『
近
世
畿
内
近
国

支
配
論
』
塙
書
房
、
二
〇
一
九
年
、
初
出
一
九
九
八
年
）
。

（
14
）　

前
掲
小
倉
注
（
4
）
ａ
・
ｂ
論
文
、
お
よ
び
「
上
方
に
お
け
る
幕
府
の
支
配
機
構
―
―
身

分
上
の
「
支
配
」
関
係
と
職
務
上
の
指
揮
監
督
関
係
」
（
前
掲
注
（
4
）
書
所
収
、
初
出

二
〇
〇
八
年
）
、
「
京
都
・
大
坂
の
幕
府
機
構
と
町
奉
行
―
―
二
人
制
に
注
目
し
て
」
（
同
書
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所
収
、
初
出
二
〇
〇
九
年
）
。

（
15
）　

『
国
史
大
辞
典
』
「
京
都
所
司
代
」
（
煎
本
増
夫
執
筆
）
。

（
16
）　

田
中
暁
龍
「
天
和
・
貞
享
期
の
京
都
所
司
代
勤
方
心
得
と
そ
の
変
容
」
（
『
近
世
前
期
朝
幕

関
係
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇
〇
九
年
）
。

（
17
）　

菅
良
樹
「
近
世
前
中
期
に
お
け
る
京
都
所
司
代
に
よ
る
朝
廷
統
制
と
上
方
行
政
」
（
前
掲
菅

注
（
5
）
書
所
収
、
初
出
二
〇
一
一
年
）
。

（
18
）　

『
日
記
』
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
四
月
十
一
日
条
・
同
十
七
日
条
。
所
司
代
に
見
せ
た
「
御

蔵
証
文
」
は
、
こ
の
あ
と
町
奉
行
へ
渡
さ
れ
て
い
る
（
同
十
一
日
条
）
。

（
19
）　

『
日
記
』
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
四
月
十
一
日
条
、
十
六
日
条
。

（
20
）　

『
古
事
類
苑
』（
政
治
部
七
〇
、
一
〇
三
九
頁
）
。
原
史
料
は
神
宮
文
庫
所
蔵
、
第
五
門
一
一
〇
九 

　
　
　

号
。

（
21
）　

樋
爪
修
「
江
戸
時
代
の
京
都
大
名
火
消
―
―
膳
所
藩
を
例
と
し
て
」
（
『
近
江
地
方
史
研
究
』 

　
　
　

二
七
、
一
九
九
二
年
）
。

（
22
）　

藤
本
仁
文
「
近
世
京
都
大
名
火
消
の
基
礎
的
考
察
」
（
『
将
軍
権
力
と
近
世
国
家
』
塙
書
房
、

二
〇
一
八
年
、
初
出
二
〇
〇
五
年
）
。

（
23
）　

『
古
事
類
苑
』
（
官
位
部
七
二
、
一
二
五
六
頁
）
。
原
史
料
は
神
宮
文
庫
所
蔵
、
第
七
門
八
二
七 

　
　
　

号
。

（
24
）　

大
口
勇
次
郎
監
修
・
針
谷
武
志
編
『
向
山
誠
斎
雑
記　

嘉
永
・
安
政
篇
』
第
十
三
巻
、
ゆ
ま 

　
　
　

に
書
房
、
二
〇
〇
二
年
。

（
25
）　

こ
の
「
目
付
」
は
毎
年
二
月
三
日
と
六
月
十
五
日
に
、
所
司
代
と
と
も
に
訴
訟
箱
の
封
を 

　
　
　

行
っ
て
お
り
、
畿
内
の
幕
府
役
人
の
監
察
を
役
職
と
し
て
江
戸
か
ら
毎
年
派
遣
さ
れ
る
「
大 

　
　
　

坂
目
付
」
（
「
百
日
目
付
」
と
も
い
う
）
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
「
大
坂
目
付
」
に
つ
い
て 

　
　
　

は
藤
井
明
広
「
文
化
期
に
お
け
る
大
坂
目
付
の
「
遠
国
御
用
」
︱
︱
京
都
在
勤
時
の
動
向 

　
　
　

を
中
心
に
」
（
『
交
通
史
研
究
』
九
四
、
二
〇
一
九
年
）
参
照
。

（
26
）　

た
と
え
ば
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
九
月
の
例
で
は
、
目
付
の
松
平
新
九
郎
・
坪
内
源
五
郎
、 

　
　
　

大
番
頭
、
地
役
の
面
々
（
御
門
番
頭
等
）
ら
が
所
司
代
屋
敷
に
集
っ
て
将
軍
の
御
機
嫌
伺 

　
　
　

い
や
事
項
の
伝
達
を
行
っ
た
後
、
両
目
付
が
御
蔵
証
文
を
所
司
代
へ
渡
し
、
こ
の
日
城
入
の 

　
　
　

番
衆
と
も
用
談
を
行
っ
た
。
こ
の
と
き
所
司
代
へ
渡
さ
れ
た
御
蔵
証
文
は
公
用
人
を
以
て 

　
　
　

町
奉
行
へ
渡
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
両
目
付
は
北
御
門
か
ら
城
入
し
、
御
番
所 

　
　
　

で
番
衆
へ
将
軍
の
意
を
申
し
渡
し
た
の
ち
、
西
御
門
か
ら
出
城
す
る
旨
を
所
司
代
へ
伝
え 

　
　
　

て
い
る
（
『
日
記
』
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
九
月
五
日
条
）
。

（
27
）　

前
掲
注
（
15
）
。

（
28
）　

前
掲
注
（
20
）
参
照
。

（
29
）　

朔
日
・
十
五
日
、
ま
た
節
句
に
お
け
る
所
司
代
へ
の
出
礼
は
、
大
番
頭
の
ほ
か
地
役
（
京

都
代
官
・
御
門
番
頭
・
御
殿
預
な
ど
）
や
町
奉
行
も
行
っ
て
い
る
（
前
掲
小
倉
注
（
4
）

ｂ
論
文
）
。

（
30
）　

同
十
二
月
一
日
に
は
大
番
組
頭
の
遠
山
三
十
郎
と
森
川
権
六
郎
が
使
者
を
務
め
る
こ
と
が

所
司
代
に
届
け
ら
れ
、
同
三
日
に
組
頭
が
「
御
返
答
書
」
を
所
司
代
へ
渡
し
て
い
る
。

（
31
）　

酒
井
忠
義
と
朝
廷
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
仙
波
ひ
と
み
「
幕
末
に
お
け
る
議
奏
の

政
治
的
浮
上
に
つ
い
て
」
（
『
文
化
史
学
』
五
七
、
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。
ま
た
前
掲
菅
注

（
17
）
論
文
も
参
照
。

（
32
）　

 

『
日
記
』
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
十
二
月
九
日
条
。

（
33
）　

笠
谷
和
比
古
氏
は
、
二
条
城
の
本
質
を
将
軍
の
地
位
確
立
の
た
め
の
儀
礼
的
装
置
で
あ
っ

た
こ
と
に
見
る
。
ま
た
二
条
城
は
幕
府
が
京
の
街
と
天
皇
・
朝
廷
を
守
護
す
る
存
在
で
あ

る
こ
と
を
象
徴
的
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
（
「
禁
裏
と
二
条
城
を
め
ぐ
る
政
治

的
表
象
―
―
近
世
の
国
制
と
天
皇
」
『
武
家
政
治
の
源
流
と
展
開
―
―
近
世
武
家
会
研
究
論

論
考
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇
〇
六
年
）
。
家
光
以
降
、
将
軍
の
上
洛
及

び
二
条
城
へ
の
登
城
は
途
絶
え
る
が
、
所
司
代
上
京
の
終
着
点
が
二
条
城
で
あ
る
こ
と
も

ま
た
、
二
条
城
が
将
軍
の
儀
礼
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
の
延
長
線
上
で
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。

（
34
）　

酒
井
忠
義
は
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
六
月
か
ら
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
六
月
の
間
所
司 

　
　
　

代
を
務
め
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
所
司
代
就
任
は
二
度
目
で
、
一
度
目
は
天
保
十
四
年 

　
　
　

（
一
八
四
三
）
十
一
月
か
ら
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
七
月
の
間
で
あ
る
。

（
35
）　

宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
、
所
司
代
が
松
平
輝
高
（
所
司
代
辞
任
後
、
老
中
）
か
ら
井
上
正

経
に
交
代
す
る
に
あ
た
り
行
わ
れ
た
引
渡
上
京
に
つ
い
て
、
当
時
の
武
家
伝
奏
広
橋
兼
胤
は

「
松
平
右
京
大
夫
為
城
引
渡
上
京
」
（
『
広
橋
兼
胤
公
武
御
用
日
記
』
宝
暦
九
年
正
月
二
十
四

日
条
）
と
記
し
て
お
り
、
荒
木
裕
行
氏
は
こ
の
条
か
ら
、
朝
廷
側
は
老
中
上
京
の
目
的
が

朝
廷
へ
の
新
所
司
代
紹
介
で
は
な
く
、
二
条
城
の
新
所
司
代
へ
の
引
渡
で
あ
る
と
理
解
し

て
い
た
、
と
指
摘
す
る
（
「
所
司
代
赴
任
時
の
老
中
上
京
に
つ
い
て
」
（
『
近
世
中
後
期
の
藩
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と
幕
府
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
、
初
出
二
〇
一
三
年
）
）
。
ま
た
こ
の
記
述
か

ら
は
、
朝
廷
側
が
二
条
城
は
所
司
代
が
管
掌
す
る
も
の
、
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

（
36
）　

小
浜
市
立
図
書
館
小
浜
酒
井
家
文
庫
蔵
「
従
天
保
十
四
年
至
弘
化
二
年　

御
日
記
目
録
書 

　
　
　

抜
」
（
二
‐
四
‐
一
二
五
号
文
書
）
。

（
37
）　

前
掲
菅
注
（
8
）
論
文
。

（
38
）　

前
掲
菅
注
（
8
）
論
文
（
前
掲
菅
注
（
5
）
書
、
四
一
八
頁
）
。

（
39
） 　

『
日
記
』
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
十
一
月
十
二
日
条
。

（
40
）　

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
は
所
司
代
通
行
時
の
接
待
を
禁
じ
る
法
令
（
『
続
徳
川
実
紀
』

四
‐
三
五
〇
）
が
出
さ
れ
、
次
の
所
司
代
牧
野
忠
恭
の
上
京
時
は
迎
え
に
出
る
人
物
は
惣

代
以
下
七
人
の
み
と
さ
れ
て
お
り
（
『
京
都
町
触
集
成
』
一
二
巻
‐
一
二
二
九
）
、
同
年
の

京
都
守
護
職
設
置
に
伴
い
、
所
司
代
の
出
迎
え
に
も
変
化
が
生
じ
て
い
た
。

（
41
）　

所
司
代
上
京
時
の
町
触
で
は
、
ほ
と
ん
ど
毎
度
「
京
都
町
人
共
先
例
之
場
所
へ
」
迎
え
に

出
る
よ
う
に
町
触
が
出
さ
れ
て
い
る
。
東
谷
智
氏
は
こ
の
「
先
例
之
場
所
」
を
「
山
科
御

廟
野
」
と
す
る
（
前
掲
東
谷
注
（
6
）
論
文
）
。
次
の
注
（
42
）
の
町
触
に
は
、す
で
に
「
先

例
之
通
山
科
御
廟
野
」
ま
で
町
々
年
寄
が
迎
え
に
出
る
よ
う
に
、
と
あ
る
。
ま
た
、
図
⑨

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
山
科
御
廟
野
」
は
京
都
町
人
ら
の
出
迎
え
が
始
ま
る
場
所
で
あ
っ

た
。

（
42
）　

『
京
都
町
触
集
成
』
一
巻
‐
七
〇
七
・
七
〇
九
。

（
43
）　

但
し
、
酒
井
忠
義
の
場
合
は
将
軍
徳
川
家
定
が
死
去
し
た
こ
と
を
憚
っ
て
町
人
共
の
出
迎 

　
　
　

え
は
行
わ
れ
て
い
な
い
（
『
日
記
』
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
九
月
三
日
条
及
び
『
京
都 

　
　
　

町
触
集
成
』
一
二
巻
‐
八
六
四
）
。

（
44
）　

前
掲
荒
木
注
（
35
）
論
文
。

（
45
）　

酒
井
忠
義
の
『
所
司
代
日
記
』
で
は
「
御
城
北
之
御
門
出
橋
」
と
見
え
る
が
、
桑
名
松
平

家
文
書
の
酒
井
記
当
該
箇
所
は
「
土
橋
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
多
忠
民
記
の
初
入

城
時
の
記
事
で
も
「
北
之
御
門
土
橋
」
と
あ
る
。
二
条
城
に
お
い
て
「
門
出
橋
」
と
い
う
名

称
は
ほ
か
に
見
え
ず
、
ま
た
「
出
」
と
「
土
」
の
崩
し
字
は
似
通
っ
て
い
る
た
め
、『
日
記
』

の
当
該
箇
所
は
「
御
城
北
御
門
の
土
橋
」
の
誤
記
ま
た
は
誤
読
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
46
）　

辻
真
澄
「
京
の
御
役
所
、
そ
の
仕
事
と
資
料
―
―
京
都
町
奉
行
所
を
中
心
に
」（
京
都
府
立
総 

　
　
　

合
資
料
館
『
総
合
資
料
館
だ
よ
り
』
一
八
二
、
二
〇
一
五
年
）
、
三
頁
。

（
47
）　

『
日
記
』
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
十
月
二
十
四
日
条
、
同
年
十
二
月
晦
日
条
。

（
48
）　

『
日
記
』
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
四
月
三
日
条
。

（
49
）　

前
掲
荒
木
注
（
35
）
論
文
。

（
50
）　

 

『
京
都
町
触
集
成
』
一
二
巻
‐
八
五
二
。

（
51
）　

 

『
京
都
町
触
集
成
』
一
二
巻
‐
八
六
四
。

（
52
）　

 

『
京
都
町
触
集
成
』
一
二
巻
‐
八
五
五
。

（
53
）　

前
掲
鎌
田
注
（
12
）
。

（
54
）　

渡
邊
忠
司
「
徳
川
政
権
と
京
都
二
條
城
警
衛
体
制
の
確
立
」
（
『
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
』

三
、
二
〇
一
三
年
）
、『
近
世
京
都
二
條
城
御
門
番
組
与
力
記
録
』
名
著
出
版
、
二
〇
一
八
年
）
。

（
55
）　

幕
府
の
職
制
を
記
し
た
「
吏
徴
」（
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
成
立
、『
続
々
群
書
類
従
』
七
所
収
）

に
よ
れ
ば
、
二
条
城
の
御
門
番
頭
・
御
鉄
砲
奉
行
・
御
殿
預
は
所
司
代
支
配
で
あ
っ
た
。
し

か
し
酒
井
の
『
日
記
』
に
は
、
所
司
代
が
こ
れ
ら
を
直
接
指
揮
し
て
い
る
様
子
は
見
ら
れ
ず
、

あ
く
ま
で
身
分
上
の
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
な
お
小
倉
宗
氏
は
、
所
司

代
は
「
二
条
城
の
守
衛
を
基
本
的
な
任
務
と
す
る
「
城
代
」
で
は
な
く
、
軍
事
的
な
性
格

を
強
く
帯
び
て
は
い
な
か
っ
た
」
（
前
掲
小
倉
注
（
4
）
ｂ
論
文
、
注
（
4
）
書
一
五
四
頁
）

と
示
唆
し
て
い
る
。

（
56
）　

前
掲
東
谷
注
（
6
）
論
文
、
三
三
頁
。

（
57
）　

桑
名
松
平
家
文
書
に
は
、
刊
本
で
欠
と
な
っ
て
い
る
脇
坂
安
宅
記
写
や
、
刊
本
未
収
録
部

分
を
含
む
酒
井
忠
義
記
等
も
現
存
し
て
い
る
。
ま
た
小
浜
市
立
図
書
館
蔵
酒
井
家
文
庫
に

は
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
～
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
の
酒
井
忠
義
記
の
抜
書
（
前

掲
注
（
36
）
）
が
あ
り
、
さ
ら
に
た
つ
の
市
立
龍
野
歴
史
文
化
資
料
館
蔵
龍
野
文
庫
に
は
嘉

永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
脇
坂
安
宅
記
等
が
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
は
備
後
福
山
阿

部
家
史
料
の
阿
部
正
右
記
と
脇
坂
安
宅
記
写
が
存
在
し
て
い
る
。

【
付
記
】
本
文
中
使
用
し
た
史
料
の
閲
覧
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
慶
應
義
塾
大
学

三
田
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
及
び
神
宮
文
庫
に
謝
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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所司代と二条城―酒井忠義『所司代日記』を例として―（杉谷・中西）

二
条

城

鴨川
堀川

二
条

城

上
使

屋
敷

三条口

堀川

東御門

北御門
番場

⑭
上

使
屋

敷
前

・
 上

使
屋

敷
定

番
一

人
・

自
分（

京
都

所
司

代
）組

  外
側

破
損

方
与

力
二

人

⑮
番

場
竹

屋
口

脇
よ

り
猪

熊
の

方
北

側
自

分（
京

都
所

司
代

）組
与

力
・

同
心

共

⑯
上

使
屋

敷
門

前
茶

屋
四

郎
次

郎
名

代
之

者

⑩
蹴

揚
茶

屋

京
都

所
司

代

⑬
三

条
口

柵
外

⑫
堀

川
三

条
橋

西

⑨
右

同
所（

薮
下

）
幷

御
廟

野 ⑧
薮

下

⑦
奴

茶
屋

西
之

方
⑤

四
之

宮
村

⑥
安

禅（
祥

）寺
門

前
④

十
禅

寺
門

前

③
諸

羽
大

明
神

社
前

②
山

科

①
三

井
寺

門
前

大
津

駅

⑪
三

条
大

橋
東

詰

二
条

城
琵

琶
湖

・
稲

荷
山

之
山

守

・
茶

屋
四

郎
次

郎
名

代
之

者

・
上

下
雑

色
両

人
・

奴
茶

屋
細

田
九

左
衛

門

・
聖

護
院

永
出

世
職

住
持

・
毘

沙
門

堂
御

門
跡

坊
官

、家
司

・（
安

禅（
祥

）寺
）住

持

・
毘

沙
門

堂
御

門
跡

家
司

・
自

分（
京

都
所

司
代

）組
与

力
五

人
、

  同
心

二
人

・
上

町
代（

※
1）

・
京

年
寄

共（
※

1）
・

下
町

代（
※

1）
・

八
瀬

百
姓（

※
1）

・
京

車
年

寄（
※

1）
・

山
科

郷
之

百
姓

共（
※

1）
・

京
割

符
年

寄（
※

1）

・
町

奉
行

両
組

与
力

二
人

・
西

岡
乙

訓
寺

・
誓

願
寺

役
者

・
城

州
大

山
崎

社
司

・
角

倉
与

一（
淀

川
過

書
船

支
配

  兼
帯

御
代

官
）手

代
共

・
旅

宿
に

参
上

し
た

自
分（

京
都

所
司

代
）

  組
与

力
二

人

・
江

戸
表

に
参

上
し

た
自

分
（

京
都

所
司

代
）組

与
力

二
人

御
所

三
井

寺
南

禅
寺

・
 京

都
両

町
奉

行
・

 二
条

城
御

門
番

頭
・

 二
条

城
御

殿
預

り
・

 大
津

代
官

・
 鉄

炮
奉

行
・

 御
代

官
・

 過
書

船
支

配
・

御
代

官

・
 御

入
木

山
支

配
・

御
代

官
・

 過
書

船
支

配
見

習
・

御
代

官
・

 御
茶

師
・

御
代

官
格

（
幼

年
に

つ
き

罷
出

）
・

 二
条

御
蔵

奉
行

・
 二

条
御

蔵
奉

行
仮

役
・

 御
大

工
頭

・
 禁

裏
御

賄
頭

・
 御

大
工

頭
見

習
・

 加
茂

川
堤

奉
行

・
 御

茶
師

・
 御

医
師

・
 御

薬
園

預
り

・
 禁

裏
御

医
師

・
 御

連
歌

師
・

 御
入

用
取

調
役

（
御

用
に

つ
き

不
参

）

大
津

三
条

通
蹴

上

山
科

三
条

大
橋

東海道

京
都

竹屋町口
京

都
所

司
代

上
屋

敷
京

都
所

司
代

中
屋

敷

猪熊口
⑮

番
場

竹
屋

口
脇

よ
り

猪
熊

の
方

北
側

自
分（

京
都

所
司

代
）組

与
力

・
同

心
共

図　安政五年 京都所司代・酒井忠義の上京の際に参上した人々（大津～京都所司代上

屋敷）
※ 1）本多忠民上京時を参考に記入。酒井忠義上京時は御中陰中につき参上せず。
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は
じ
め
に

　

寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
の
後
水
尾
天
皇
（
一
五
九
六
～
一
六
八
〇
）
行
幸
を
前
に
行
わ

れ
た
改
修
に
伴
い
、
二
条
城
二
の
丸
御
殿
（
以
下
、
御
殿
）
の
中
に
は
、
狩
野
探
幽
（
一
六
〇
二

～
七
四
）を
筆
頭
と
す
る
狩
野
派
の
絵
師
た
ち
に
よ
っ
て
障
壁
画
が
制
作
さ
れ
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
約
四
〇
〇
年
を
経
た
現
在
、
御
殿
内
に
残
さ
れ
る
障
壁
画
は
、
こ
の
寛
永
期
の
も
の

だ
け
で
は
な
い
。
寛
永
期
制
作
の
障
壁
画
は
、
室
内
の
建
具
や
壁
、
天
井
の
貼
付
と
廊
下
の

杉
戸
絵
が
残
り
（
1
）
、
廊
下
等
の
天
井
や
建
具
、
壁
に
は
、
明
治
期
に
、
当
時
の
京
都
画

壇
の
画
家
た
ち
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
障
壁
画
が
現
存
し
て
い
る
（
2
）
。

　

こ
れ
ら
の
障
壁
画
が
、
明
治
三
十
一
年
か
ら
三
十
五
年
（
一
八
九
八
～
一
九
〇
三
）
に
か

け
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
徳
川
幕
府
の
建
て
た
二
条
城
の
御
殿
を
、
天
皇
の
離
宮
と

し
て
相
応
し
い
空
間
に
改
修
す
る
意
図
に
基
づ
く
こ
と
は
、
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
（
3
）
。
し
か
し
、
現
在
ま
で
、
こ
れ
ら
明
治
期
障
壁
画
の
場
所
、
形
状
、
面
数
、

技
法
や
意
匠
等
の
基
本
情
報
が
公
開
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
制
作
者
に
つ
い
て
も
、
詳
し
く

紹
介
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
最
初
に
こ
れ
ら
の
形
状
、
面
数
、
制
作
技
法
や
意

匠
に
つ
い
て
、
表
と
図
版
を
用
い
て
紹
介
す
る
。
次
に
、
先
行
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
制
作

の
経
緯
と
制
作
者
達
に
つ
い
て
述
べ
、
今
後
の
課
題
を
挙
げ
て
、
こ
れ
ら
明
治
期
障
壁
画
研

究
の
第
一
歩
と
し
た
い
。

　

一 

作
品
の
概
要

　　

明
治
期
障
壁
画
に
つ
い
て
、
御
殿
を
構
成
す
る
棟
ご
と
に
、
位
置
、
形
状
、
面
数
を
示
し

た
も
の
が
表
1
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
と
図
版
を
参
照
し
つ
つ
、
最
初
に
垂
直
面
で
あ
る

長
押
上
貼
付
と
戸
襖
を
、
次
に
水
平
面
で
あ
る
天
井
画
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　

ま
ず
、
御
殿
の
車
寄
せ
が
付
属
す
る
〈
遠
侍
〉
に
は
、
南
、
西
、
北
廊
下
の
部
屋
側
の
長

押
上
の
小
壁
の
貼
付
（
図
1
・
口
絵
3
）
に
四
六
面
、
廊
下
と
外
縁
の
仕
切
り
と
な
る
戸
襖

（
図
2
）
に
三
〇
面
、
そ
し
て
北
廊
下
の
み
、
外
側
と
の
境
と
な
る
壁
一
面
に
障
壁
画
が
あ

る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
素
地
に
金
属
箔
の
砂
子
を
蒔
い
て
雲
形
を
象
り
、
素
地
部
分

は
金
泥
引
き
と
な
っ
て
い
る
。
雲
形
の
色
は
、
金
色
と
、
濃
淡
二
種
類
の
灰
色
の
箔
が
見
え

る
。
金
色
は
金
箔
、
濃
い
灰
色
は
銀
箔
、
白
味
の
強
い
灰
色
は
プ
ラ
チ
ナ
箔
か
と
考
え
ら
れ

る
が
、
実
際
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
金
属
が
用
い
ら
れ
た
の
か
、
今
後
、
科
学
的
な
調
査
が

必
要
で
あ
る
。

　

〈
遠
侍
〉
の
北
西
に
繋
が
る
〈
式
台
〉
は
、
南
、
西
廊
下
に
長
押
上
貼
付
（
図
3
・
口
絵

4
）
が
一
〇
面
あ
り
、
〈
遠
侍
〉
と
同
様
、
三
色
の
箔
を
用
い
た
砂
子
に
よ
っ
て
雲
形
が
表

さ
れ
る
が
、
雲
形
の
中
に
大
小
様
々
な
方
形
や
細
長
い
切
箔
が
あ
し
ら
わ
れ
る
点
、
霞
が
棚

引
い
て
い
る
点
は
異
な
る
。
北
廊
下
に
の
み
配
置
さ
れ
る
戸
襖
（
図
4
）
一
〇
面
は
、
金
銀

の
砂
子
を
山
の
稜
線
の
外
側
に
蒔
き
、
形
を
素
地
で
残
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
連
な
る
山
々
を

表
し
て
い
る
。

 

〈
式
台
〉
の
北
西
に
あ
る
〈
大
広
間
〉
は
、
南
、
西
、
北
、
東
の
廊
下
す
べ
て
に
長
押
上

貼
付
（
図
5
・
口
絵
5
）
が
あ
り
、
合
計
三
九
面
を
数
え
る
。
こ
れ
ら
も
ま
た
、
三
種
類
の

箔
の
砂
子
に
よ
っ
て
雲
形
と
霞
が
表
さ
れ
、
大
小
の
方
形
、
細
長
い
切
箔
が
雲
形
の
中
に
あ

し
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
、
胡
粉
の
盛
り
上
げ
に
よ
っ
て
波
文
様
が
象
ら
れ
て
い
る
の

は
、
〈
大
広
間
〉
だ
け
の
特
徴
で
あ
る
。
東
廊
下
に
の
み
配
置
さ
れ
る
戸
襖
（
図
6
）
一
四

面
は
、
二
種
類
の
箔
の
砂
子
に
よ
っ
て
、
画
面
中
央
に
楕
円
形
を
描
き
、
そ
の
上
下
に
細
く

棚
引
く
霞
を
配
し
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
、
画
面
の
上
下
に
雲
形
を
描
く
。
雲
形
の
中
に
は
大

小
の
方
形
の
切
箔
を
散
ら
し
、
長
押
上
貼
付
と
の
共
通
が
図
ら
れ
る
。

 

こ
の
〈
大
広
間
〉
と
〈
黒
書
院
〉
を
つ
な
ぐ
廊
下
は
〈
蘇
鉄
の
間
〉
と
呼
ば
れ
、
寛
永

期
の
障
壁
画
に
は
蘇
鉄
や
棕
櫚
が
描
か
れ
て
い
た
。
こ
の
〈
蘇
鉄
の
間
〉
の
長
押
上
の
小
壁

二
一
面
と
長
押
下
の
壁
一
四
面
及
び
戸
襖
一
〇
面
は
、
現
状
、
総
金
地
の
貼
付
で
あ
る
が
、

【
作
品
紹
介
】
二
の
丸
御
殿
の
明
治
期
障
壁
画
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【作品紹介】二の丸御殿の明治期障壁画（中野）

い
つ
の
時
点
か
ら
こ
の
状
態
に
な
っ
た
か
は
分
か
ら
ず
、
調
査
が
必
要
で
あ
る
が
、
明
治
期

の
施
工
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
根
拠
も
な
い
た
め
、
今
回
は
暫
定
的
に
明
治
期
障
壁
画
と

し
て
表
1
に
記
し
た
。

　

〈
黒
書
院
〉
の
廊
下
障
壁
画
は
、
南
、
西
、
北
廊
下
と
、
東
廊
下
で
意
匠
が
異
な
る
。
こ

の
東
廊
下
は
、
現
在
「
牡
丹
の
間
」
と
呼
ば
れ
、
廊
下
と
部
屋
境
の
襖
に
は
、
部
屋
内
だ
け

で
な
く
廊
下
側
に
も
障
壁
画
が
描
か
れ
て
お
り
、
廊
下
と
し
て
は
例
外
的
な
仕
様
と
な
っ
て

い
る
。
南
、
西
、
北
廊
下
の
長
押
上
貼
付
（
図
7
・
口
絵
6
）
二
七
面
は
、
金
銀
の
砂
子
に

よ
る
霞
が
た
な
び
い
て
い
る
が
、
霞
と
霞
の
間
に
、
金
銀
箔
と
胡
粉
等
の
顔
料
で
桜
を
描
く

点
に
特
徴
が
あ
る
。
他
方
、
東
廊
下
の
長
押
上
貼
付
（
図
8
・
口
絵
7
）
一
八
面
は
、
南
、
西
、

北
と
は
大
き
く
趣
が
異
な
り
、
画
面
に
充
填
的
に
金
砂
子
を
蒔
き
、
輪
郭
を
蒔
き
残
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
重
層
す
る
雲
形
が
表
さ
れ
る
。
雲
形
の
一
部
に
は
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
方
形
の

切
箔
や
細
長
い
切
箔
が
配
さ
れ
て
い
る
。

　

御
殿
の
最
も
奥
に
位
置
し
、〈
黒
書
院
〉
と
渡
り
廊
下
で
つ
な
が
る
〈
白
書
院
〉
は
、
南
、
西
、

北
、
東
の
廊
下
に
長
押
上
貼
付
（
図
9
・
口
絵
8
）
が
全
部
で
三
八
面
あ
る
。
三
色
の
金
属

箔
の
砂
子
が
蒔
か
れ
て
お
り
、
画
面
の
中
央
付
近
に
は
連
な
る
山
々
が
、
画
面
の
上
下
に
は

不
定
形
な
雲
形
が
表
さ
れ
、
余
白
と
な
る
素
地
に
は
、
横
方
向
に
金
泥
が
引
か
れ
て
い
る
。〈
白

書
院
〉
廊
下
の
南
東
角
に
接
続
す
る
付
属
の
間
（
指
出
の
間
）
は
、
室
内
す
べ
て
の
障
壁
画
（
壁

八
面
、
長
押
上
貼
付
一
二
面
、
戸
襖
四
面
、
天
井
画
三
六
面
）
が
明
治
期
制
作
の
も
の
で
あ
り
、

素
地
に
金
銀
の
砂
子
を
蒔
き
、
楕
円
形
の
雲
を
画
面
全
体
に
配
す
る
意
匠
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
垂
直
面
の
障
壁
画
を
概
観
す
る
と
、
全
体
に
金
銀
箔
の
砂
子
と
切
箔
を
用
い
た
雲

や
霞
等
の
表
現
を
基
調
と
し
、
切
箔
や
盛
り
上
げ
胡
粉
等
の
制
作
技
法
や
、
山
や
桜
、
波
文

様
等
、
モ
チ
ー
フ
の
選
択
に
よ
っ
て
変
化
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
先
行
研
究
に
よ
っ
て
、
こ

れ
ら
の
意
匠
は
、
厳
島
神
社
の
《
平
家
納
経
》
を
参
照
し
て
制
作
さ
れ
た
明
治
宮
殿
の
室
内

装
飾
に
共
通
性
が
あ
る
こ
と
（
4
）
、
〈
黒
書
院
〉
の
長
押
上
貼
付
は
、
一
の
間
・
二
の
間
の

部
屋
内
障
壁
画
《
桜
下
雉
子
図
》
に
合
わ
せ
、
〈
白
書
院
〉
の
長
押
上
貼
付
も
ま
た
、
一
の

間
か
ら
三
の
間
の
部
屋
内
障
壁
画
《
西
湖
図
》
と
《
山
水
人
物
図
》
に
合
わ
せ
て
モ
チ
ー
フ

が
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
5
）
。
改
め
て
、
〈
遠
侍
〉
、
〈
式
台
〉
、
〈
大

広
間
〉
の
長
押
上
貼
付
に
用
い
ら
れ
た
技
法
と
意
匠
に
注
目
す
る
と
、
〈
遠
侍
〉
は
最
も
シ

ン
プ
ル
で
、
砂
子
を
蒔
い
て
雲
を
描
き
、
金
泥
を
引
く
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
、
〈
式
台
〉

で
は
、
砂
子
の
雲
に
大
小
の
切
箔
と
霞
が
加
わ
り
、
〈
大
広
間
〉
で
は
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
、

盛
り
上
げ
胡
粉
の
波
文
様
が
描
か
れ
て
お
り
、
段
階
的
に
モ
チ
ー
フ
と
描
画
技
法
の
種
類
が

増
え
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
は
、
〈
遠
侍
〉
は
昇
殿
者
の
控
え
の
場
、
〈
式
台
〉
は
老
中
と
昇

殿
者
の
挨
拶
の
場
、
〈
大
広
間
〉
は
将
軍
と
昇
殿
者
の
対
面
の
場
と
し
て
使
わ
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
お
り
、
廊
下
障
壁
画
の
モ
チ
ー
フ
及
び
描
画
技
法
が
、
こ
う
し
た
、
現
在
想
定
さ
れ

て
い
る
棟
の
格
式
を
考
慮
し
て
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
治
期
に
お
け
る
御
殿
の
各
棟
に

対
す
る
認
識
を
反
映
す
る
も
の
と
思
わ
れ
興
味
深
い
。
〈
黒
書
院
〉
で
南
、
西
、
北
廊
下
と

東
廊
下
の
意
匠
が
異
な
る
の
も
、
東
廊
下
が
、
部
屋
内
に
準
じ
る
場
で
あ
る
（
6
）

こ
と
を

認
識
し
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
天
井
画
に
つ
い
て
述
べ
る
。
〈
遠
侍
〉
の
天
井
画
は
、
南
、
西
、
北
の
廊
下
に
、

計
二
二
三
面
あ
り
、
文
様
は
一
種
類
（
図
10
）
で
、
胡
粉
と
思
わ
れ
る
白
色
顔
料
を
地
に
青

系
一
色
と
赤
系
の
濃
淡
二
色
の
顔
料
を
用
い
て
、
唐
花
文
様
を
画
面
の
中
心
と
四
隅
に
描
く
。

〈
式
台
〉
の
天
井
画
（
図
11
・
口
絵
9
）
は
、
南
・
西
廊
下
に
計
一
〇
〇
面
が
あ
る
。
臙
脂

色
の
地
に
二
種
類
の
箔
で
唐
花
文
様
を
表
す
。
画
面
中
央
は
金
箔
、
四
隅
は
プ
ラ
チ
ナ
箔
か

と
思
わ
れ
る
白
味
の
強
い
箔
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
〈
大
広
間
〉
は
、
南
、
西
、
北
、
東
の

廊
下
に
天
井
画
二
三
七
面
が
あ
る
。
文
様
は
二
種
類
あ
り
、
一
つ
（
図
12
・
口
絵
10
）
は
、

金
泥
引
き
の
地
に
、
画
面
中
央
に
、
青
系
と
緑
系
の
顔
料
を
中
心
に
着
彩
さ
れ
た
六
弁
の
唐

花
一
つ
を
配
す
る
。
も
う
一
つ
（
図
13
・
口
絵
11
）
は
、
金
泥
引
き
と
緑
系
の
絵
具
を
交
互

に
配
し
た
市
松
文
様
の
地
に
、
緑
、
赤
、
青
系
の
顔
料
で
絡
み
合
う
唐
草
を
中
央
に
描
く
。

こ
れ
ら
二
つ
の
文
様
の
天
井
画
は
、
現
地
で
交
互
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
〈
蘇
鉄
の
間
〉
の

天
井
画
（
図
14
）
は
一
〇
八
面
あ
り
、
文
様
は
、
画
面
中
央
に
一
つ
、
五
弁
の
唐
花
を
暖
色

系
の
顔
料
で
描
き
、
そ
の
周
囲
に
葉
と
茎
を
緑
色
系
の
顔
料
で
描
く
。
〈
黒
書
院
〉
の
天
井

画
は
、
長
押
上
貼
付
と
同
様
に
南
、
西
、
北
廊
下
と
東
廊
下
で
意
匠
が
異
な
る
。
南
、
西
、

北
廊
下
の
天
井
画
（
図
15
・
口
絵
12
）
は
、
合
計
一
七
四
面
あ
り
、
金
箔
貼
り
の
地
に
、
画

面
中
央
に
一
つ
、
五
弁
の
花
を
据
え
、
そ
の
周
囲
と
画
面
の
四
隅
に
、
赤
、
白
、
紫
の
花
、
葉
、

茎
を
描
く
。
〈
黒
書
院
〉
東
廊
下
の
天
井
画
（
図
16
）
一
一
四
面
は
、
牡
丹
の
花
を
画
面
に

一
つ
配
し
、
そ
の
周
囲
に
茎
と
葉
を
描
く
。
地
色
は
赤
系
の
色
料
、
図
は
金
箔
で
表
し
、
そ

の
制
作
技
法
は
〈
式
台
〉
の
天
井
画
に
共
通
し
て
い
る
。
付
属
の
間
を
除
く
〈
白
書
院
〉
の

天
井
画
（
図
17
）
一
二
八
面
の
意
匠
は
、
他
の
棟
の
天
井
画
が
、
一
な
い
し
二
種
類
の
文
様
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を
繰
り
返
す
の
に
対
し
、
共
通
し
て
画
面
全
体
に
金
銀
の
砂
子
を
蒔
き
、
一
つ
一
つ
の
画
面

で
、
金
と
銀
の
面
積
や
そ
の
濃
淡
、
切
箔
を
散
ら
す
位
置
や
面
積
に
変
化
が
つ
け
ら
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
意
匠
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
天
井
画
の
意
匠
は
、
正
倉
院
宝
物
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
明
治

宮
殿
の
天
井
画
と
の
共
通
性
が
、
先
学
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
7
）
。
制
作
技
法
に
注

目
す
る
と
〈
遠
侍
〉
と
〈
蘇
鉄
の
間
〉
は
、
顔
料
の
み
で
文
様
を
描
き
、
〈
式
台
〉
と
〈
黒

書
院
〉
東
廊
下
は
箔
と
地
色
一
色
、
〈
大
広
間
〉
は
金
泥
引
き
と
顔
料
の
地
、
〈
黒
書
院
〉
は

金
箔
貼
り
の
地
に
、
い
ず
れ
も
複
数
色
の
顔
料
で
文
様
が
描
か
れ
、
〈
白
書
院
〉
は
、
砂
子

蒔
き
の
地
に
切
箔
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
昇
殿
者
の
控
え
の
場
〈
遠
侍
〉
と
通

路
と
し
て
使
わ
れ
る
〈
蘇
鉄
の
間
〉
は
、
最
も
質
素
な
顔
料
の
み
の
描
画
で
あ
り
、
〈
式
台
〉

と
〈
黒
書
院
〉
東
廊
下
で
は
顔
料
に
箔
が
加
わ
る
。
将
軍
と
の
対
面
所
で
あ
っ
た
〈
大
広
間
〉

と
〈
黒
書
院
〉
で
は
、
箔
と
泥
の
使
用
に
加
え
て
、
顔
料
が
複
数
色
と
な
り
、
館
主
の
御
座

所
で
あ
る
〈
白
書
院
〉
は
、
砂
子
や
切
箔
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
る
、
最
も
高
価
な
仕
様
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
先
に
述
べ
た
長
押
上
貼
付
や
戸
襖
同
様
、
天
井
画
に

お
い
て
も
、
描
画
技
法
の
選
択
に
よ
っ
て
、
棟
や
場
所
の
性
格
を
踏
ま
え
た
差
異
が
つ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

二 

制
作
の
経
緯
と
制
作
者
に
つ
い
て

　

既
知
の
通
り
、
二
条
城
は
、
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
徳
川
家
康
（
一
五
四
三
～

一
六
一
六
）
が
創
建
し
、
そ
の
孫
、
徳
川
家
光
（
一
六
〇
四
～
五
一
）
の
時
代
に
、
現

在
の
規
模
と
な
っ
た
。
以
後
、
幕
府
に
よ
っ
て
二
条
在
番
が
置
か
れ
管
理
が
行
わ
れ
た

が
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
十
月
に
徳
川
幕
府
が
大
政
奉
還
を
行
い
、
同
十
二
月
に
王

政
復
古
の
大
号
令
に
よ
っ
て
明
治
政
府
が
発
足
し
た
後
、
翌
慶
応
四
年
正
月
、
二
条
城

は
、
明
治
政
府
の
も
の
と
な
っ
た
（
8
）
。
そ
の
後
、
太
政
官
代
や
京
都
府
庁
と
し
て
使
用

さ
れ
た
時
代
を
経
て
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
、
「
二
条
離
宮
」
と
し
て
宮
内
省

の
所
管
と
な
る
。
将
軍
の
「
城
」
を
、
天
皇
の
「
離
宮
」
と
し
て
使
用
す
る
た
め
に
、
二

の
丸
御
殿
を
含
め
た
二
条
城
全
域
に
対
し
て
、
大
規
模
な
修
繕
と
整
備
が
行
わ
れ
た
。
二

の
丸
御
殿
の
廊
下
廻
り
障
壁
画
の
制
作
は
、
そ
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
（
9
）
。 

　

こ
れ
ら
二
の
丸
御
殿
の
明
治
期
障
壁
画
は
、
当
時
、
帝
国
京
都
博
物
館
（
現
京
都
国
立
博

物
館
）
の
館
長
で
あ
っ
た
山
高
信
離
（
一
八
四
二
～
一
九
〇
七
）
が
、
制
作
監
督
を
行
っ
た
。

山
高
は
、
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
に
完
成
し
た
明
治
宮
殿
の
室
内
装
飾
制
作
を
監
督

し
た
経
験
が
あ
り
、
平
家
納
経
と
正
倉
院
宝
物
を
参
照
し
た
明
治
宮
殿
障
壁
画
の
意
匠
と
技

法
が
、
「
二
条
離
宮
」
に
お
い
て
も
受
け
継
が
れ
た
（
10
）
。
こ
れ
ら
の
工
事
を
行
っ
た
宮
内

庁
内
匠
寮
か
ら
山
高
に
対
し
、
図
案
の
作
成
が
依
頼
さ
れ
た
が
（
11
）
、
実
際
の
障
壁
画
制

作
は
、
い
ず
れ
も
、
当
時
活
躍
し
て
い
た
画
家
た
ち
が
請
け
負
っ
て
い
た
（
12
）
。

　

以
下
、
現
在
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
明
治
期
障
壁
画
の
制
作
者
（
表
2
）
六
名
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
経
歴
と
、
山
高
信
離
が
事
務
局
の
中
心
と
な
っ
た
第
一
回
・
第
二
回
内
国
絵
画

共
進
会
（
以
下
、
「
共
進
会
」
）
（
13
）

と
の
関
わ
り
、
そ
し
て
京
都
府
画
学
校
（
現
京
都
市

立
芸
術
大
学
、
以
下
、
「
画
学
校
」
）
と
の
関
係
を
確
認
す
る
。

　

ま
ず
、
〈
遠
侍
〉
の
長
押
上
貼
付
を
担
当
し
た
竹
内
雅
隆
は
、
生
没
年
含
め
詳
し
い
経
歴

は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
百
年
史　

京
都
市
立
芸
術
大
学
』
（
京
都
市
立
芸
術
大
学
、

一
九
八
一
）
掲
載
の
「
美
術
工
芸
学
校
監
事
書
記
及
職
員
」
に
は
、
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）

八
月
の
日
付
と
共
に
氏
名
が
記
さ
れ
、
同
じ
く
「
京
都
美
術
学
校
移
転
に
付
寄
付
金
調
書
」

（
明
治
二
十
六
年
六
月
二
十
九
日
付
）
に
は
、
「
金
壱
円
」
の
寄
付
者
と
し
て
氏
名
が
記
さ
れ

る
（
14
）
。
同
調
書
に
は
、
後
に
述
べ
る
「
岸
九
岳
」
や
「
原
在
泉
」
の
名
も
あ
り
、
竹
内
が
、

画
学
校
の
関
係
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
加
え
て
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）

十
二
月
に
は
、
京
都
帝
室
博
物
館
（
現
京
都
国
立
博
物
館
）
の
「
写
図
生
」
と
し
て
正
式
採

用
さ
れ
、
同
四
十
三
年
に
制
作
し
た
「
一
遍
聖
絵
」
の
模
写
が
同
館
に
現
存
し
て
い
る
（
15
）
。

　

次
に
、
〈
蘇
鉄
の
間
〉
の
天
井
画
を
担
当
し
た
岸
九
岳
（
一
八
四
五
～
一
九
二
一
）
は
、

岸
駒
（
一
七
五
六
～
一
八
三
九
）
を
祖
と
す
る
岸
派
の
三
代
目
、
岸
連
山
（
一
八
〇
四
～

五
九
）
の
息
子
で
あ
る
。
第
二
回
共
進
会
に
出
品
し
（
16
）
、
画
学
校
に
は
明
治
十
三
年

（
一
八
八
〇
）
か
ら
同
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
ま
で
勤
め
た
。

　

〈
黒
書
院
〉
南
、
西
、
北
廊
下
の
長
押
上
貼
付
担
当
の
望
月
玉
泉
（
一
八
三
四
～

一
九
一
三
）
は
、
望
月
玉
蟾
（
一
六
九
二
～
一
七
五
五
）
に
始
ま
る
望
月
派
の
四
代
目
。
明

治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
九
月
、
幸
野
楳
嶺
（
一
八
四
四
～
九
五
）
、
久
保
田
米
遷
（
一
八
五
二

～
一
九
〇
六
）
、
巨
勢
小
石
（
一
八
四
三
～
一
九
一
九
）
と
連
名
で
画
学
校
設
立
の
建
議
を

府
知
事
に
提
出
し
、
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
の
開
校
時
か
ら
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
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ま
で
教
鞭
を
取
っ
た
。
第
一
回
共
進
会
で
は
学
校
設
立
の
功
績
を
称
え
ら
れ
、
絵
事
功
労
褒

状
を
受
賞
し
て
い
る
。
同
じ
く
〈
黒
書
院
〉
南
、
西
、
北
廊
下
の
天
井
画
を
担
当
し
た
久
保

田
桃
水
（
一
八
四
一
～
一
九
一
一
）
は
、
四
条
派
の
横
山
清
暉
（
一
七
九
二
～
一
八
六
四
）

と
西
山
芳
園
（
一
八
〇
四
～
六
七
）
に
学
ん
だ
大
阪
の
画
家
で
、
第
一
回
・
第
二
回
の
共
進

会
に
出
品
し
、
第
一
回
で
褒
状
を
受
賞
し
て
い
る
。

　

〈
黒
書
院
〉
東
廊
下
の
長
押
上
貼
付
と
天
井
画
を
制
作
し
た
巨
勢
小
石
は
、
仏
画
を
家
業

と
す
る
家
に
生
ま
れ
、
岸
連
山
や
中
西
耕
石
（
一
八
〇
七
～
八
四
）
に
学
ぶ
。
画
学
校
設
立

の
建
議
を
行
い
、
開
校
時
か
ら
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
ま
で
教
鞭
を
取
っ
た
。
第
一

回
・
第
二
回
共
進
会
に
出
品
し
、
第
一
回
で
絵
事
功
労
褒
状
を
受
賞
、
第
二
回
で
は
銅
章
を

受
章
し
た
。

　

〈
白
書
院
〉
の
長
押
上
貼
付
と
天
井
画
を
担
当
し
た
原
在
泉
（
一
八
四
九
～
一
九
一
六
）
は
、

は
、
原
在
中
（
一
七
五
〇
～
一
八
三
七
）
に
始
ま
る
原
派
の
四
代
目
で
あ
る
。
画
学
校
の
開

校
時
か
ら
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
ま
で
教
鞭
を
取
り
、
共
進
会
で
は
、
第
一
回
は
銅
印

を
受
賞
。
審
査
官
も
務
め
た
。
第
二
回
も
出
品
し
銅
章
を
受
賞
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
明
治
期
障
壁
画
の
制
作
者
た
ち
は
、
そ
の
多
く
が
江
戸
期
か
ら
続
く
京
都

の
各
画
派
の
後
継
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
第
一
回
・
第
二
回
の
共
進
会
に
出
品
し
て
高
い
評

価
を
得
、
画
学
校
の
関
係
者
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
明
治
宮
殿
の
障
壁
画
制
作
者
は
、
山

高
が
関
与
し
た
第
一
回
・
第
二
回
の
共
進
会
で
の
受
賞
者
や
審
査
員
か
ら
選
ば
れ
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
お
り
（
17
）
、
「
二
条
離
宮
」
の
新
た
な
廊
下
障
壁
画
制
作
者
の
選
定
に
も
、
共

進
会
で
の
評
価
が
影
響
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
宮
殿
と
異
な
る
の
は
、
障
壁

画
の
制
作
が
、
共
進
会
か
ら
十
数
年
が
経
過
し
た
時
点
で
あ
り
、
画
家
の
多
く
が
画
学
校
で

教
鞭
を
と
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。
画
学
校
を
介
し
た
人
脈
が
、
制
作
者
の
選
定
に
何
等
か
の

影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
あ
る
と
思
わ
れ
、
よ
り
詳
し
い
調
査
が
必
要
で
あ
る
。

　

お
わ
り
に

　

今
後
は
、
東
京
都
立
図
書
館
の
木
子
文
庫
、
東
京
国
立
博
物
館
、
宮
内
庁
書
陵
部
、
元
離

宮
二
条
城
事
務
所
が
所
蔵
す
る
下
絵
等
、
実
際
の
制
作
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
史
料
等
を
調
査

し
、
障
壁
画
制
作
者
の
選
定
の
経
緯
や
、
意
匠
の
決
定
等
、
制
作
の
実
態
に
つ
い
て
、
出
来

る
限
り
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

 
 

【
注
】

（
1
）　

寛
永
期
に
描
か
れ
た
二
の
丸
御
殿
の
廊
下
廻
り
の
障
壁
画
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
画 

　
　
　

題
に
つ
い
て
は
、「
御
城
内
御
本
丸
二
之
御
丸
御
殿
向
絵
図
」
（
重
要
文
化
財
、
中
井
家
所
蔵
、 

　
　
　

大
阪
市
立
住
ま
い
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
寄
託
）
等
建
築
関
係
の
史
料
に
記
述
が
残
さ
て
い
る
。 

　
　
　

こ
れ
ら
が
、
ど
の
時
点
で
ど
の
程
度
失
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
山
崎
鯛
介
は
、
「
明
治
時 

　
　
　

代
の
二
條
離
宮
に
お
け
る
入
側
天
井
・
小
壁
の
改
修
経
緯
と
意
匠
変
更
の
意
図
」
（
『
日
本 

　
　
　

建
築
学
会
学
術
講
演
梗
概
集
（
九
州
）
』
日
本
建
築
学
会
、
二
〇
〇
七
）
に
お
い
て
、
天
井 

　
　
　

画
は
、
遅
く
と
も
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
時
点
で
白
張
付
け
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が 

　
　
　

あ
る
こ
と
、
明
治
十
八
年
（
一
九
四
三
）
の
時
点
で
は
、
天
井
画
と
長
押
上
貼
付
が
上
貼
り 

　
　
　

を
剥
い
だ
状
態
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
2
）　

部
屋
内
障
壁
画
の
中
に
は
、
他
の
場
所
の
た
め
に
制
作
さ
れ
た
障
壁
画
が
、
御
殿
に
再
利 

　
　
　

用
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
〈
大
広
間
〉
と
〈
黒
書
院
〉
帳
台
の
間
の
障
壁
画
は
、 

　
　
　

も
と
も
と
宝
永
度
造
営
の
女
御
御
殿
の
障
壁
画
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る 

　
　
　

（
西
和
夫
・
小
沢
朝
江
「
二
条
城
二
の
丸
御
殿
の
研
究
（
上
）
（
下
）
」
『
國
華
』 

　
　
　

一
一
六
八
、
一
一
七
一
、
國
華
社
、
一
九
九
三
）
。

（
3
） 

御
殿
の
廊
下
障
壁
画
は
、
最
初
、
当
時
の
二
条
城
事
務
所
職
員
・
高
橋
脩
二
氏
の
調
査
に
よ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　

り
、
そ
の
意
匠
が
正
倉
院
宝
物
と
共
通
す
る
こ
と
明
ら
か
に
さ
れ
た
（
平
成
六
年
六
月
二 

　
　
　

日
付
京
都
新
聞
記
事
「
正
倉
院
宝
物
文
様
か
ら
〝
コ
ピ
ー
〟
」
）
。
以
降
、
下
記
の
論
文
等 

　
　
　

が
上
梓
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

山
崎
鯛
介
「
明
治
時
代
の
二
條
離
宮
に
お
け
る
入
側
天
井
・
小
壁
の
改
修
経
緯
と
意
匠
変 

　
　
　

更
の
意
図
」
（
『
日
本
建
築
学
会
学
術
講
演
梗
概
集
（
九
州
）
』
日
本
建
築
学
会
、
二
〇
〇
七
）
。 

　
　
　

恵
美
千
鶴
子
「
明
治
宮
殿
御
殿
襖
絵
の
考
案
―
―
正
倉
院
鴨
毛
屏
風
模
造
・
平
家
納
経
摸 

　
　
　

本
の
引
用
と
山
高
信
離
」
（
『M

U
S
E
U
M

　

京
都
国
立
博
物
館
研
究
誌
』
六
一
七
、
東
京
国
立 

　
　
　

博
物
館
編
・
発
行
、
二
〇
〇
八
）
。

　
　
　

中
谷
至
宏
「
象
徴
の
場
、
維
新
後
の
二
条
城
」
（
『
江
戸
東
京
博
物
館
開
館
二
〇
周
年
記
念 

　
　
　

二
条
城
展
』
図
録
、
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
、
元
離
宮
二
条
城
事
務
所
ほ
か
編
、 

　
　
　

二
〇
一
二
）
。
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恵
美
千
鶴
子
「
二
條
離
宮
と
明
治
宮
殿
襖
画
の
そ
の
後
の
影
響
／
第
三
章　

明
治
の
皇
室 

　
　
　

に
選
ば
れ
た
表
象
」
（
『
天
皇
の
美
術
史
６　

近
代
皇
室
イ
メ
ー
ジ
の
創
出　

明
治
・
大
正 

　
　
　

時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
七
）
。

（
4
）　

山
崎
前
掲
注
（
3
）
書
二
〇
〇
七
、
四
三
八
頁
。
明
治
宮
殿
は
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
） 

 
 
 
 
 

に
焼
失
し
た
江
戸
城
西
の
丸
の
跡
地
に
建
設
さ
れ
た
皇
居
。
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
） 

 
 
 
 
 
 
 

に
竣
工
し
、
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
に
空
襲
で
焼
失
し
た
。

（
5
）　

恵
美
前
掲
注
（
3
）
書
二
〇
一
七
、
一
九
一
頁
。

（
6
）　

〈
黒
書
院
〉
東
廊
下
は
、
御
殿
内
で
唯
一
、
部
屋
と
廊
下
境
の
襖
の
廊
下
側
に
も
絵
の
貼
付
け 

　
　

 
 

が
面
す
る
場
所
で
あ
る
。
寛
永
行
幸
に
お
い
て
も
、
公
家
た
ち
の
宴
場
と
し
て
使
用
さ
れ
、 

　
　

 
 
 

室
内
に
準
じ
た
扱
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。

（
7
）  

 

高
橋
前
掲
注
（
3
）
書
一
九
九
四
、
山
崎
前
掲
注
（
3
）
書
二
〇
〇
七
、
四
三
八
頁
。

（
8
）  

「
二
條
城
退
去
ノ
顚
末
」
『
史
談
会
速
記
録
』
一
七
二
、
史
談
会
、
一
九
〇
七
、
四
七
九
～ 

　
　
　

四
八
〇
頁
。

（
9
）　

中
谷
前
掲
注
（
3
）
書
二
〇
一
二
、
一
七
三
～
一
七
四
頁
。

（
10
）　

山
崎
前
掲
注
（
3
）
書
二
〇
〇
七
、
四
三
七
頁
。

（
11
）　

山
崎
前
掲
注
（
3
）
書
二
〇
〇
七
、
四
三
七
頁
。

（
12
）　

障
壁
画
の
筆
者
と
担
当
箇
所
は
、
前
掲
注
（
3
）
の
恵
美
二
〇
〇
八
、
同
二
〇
一
七
及
び
宮
内 

　
　
　

庁
京
都
事
務
所
旧
蔵
の
資
料
を
参
照
し
た
。
な
お
、
現
在
ま
で
に
、〈
遠
侍
〉
の
天
井
画
、〈
大 

　
　
　

広
間
〉
と
〈
式
台
〉
の
天
井
画
及
び
長
押
上
貼
付
の
筆
者
に
つ
い
て
は
、
判
明
し
て
い
な
い
。

（
13
）　

「
内
国
絵
画
共
進
会
」
は
、
日
本
画
の
振
興
を
図
る
目
的
で
開
催
さ
れ
た
、
農
商
務
省
主
催 

　
　
　

の
展
覧
会
。
第
一
回
が
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
、
第
二
回
が
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
、 

　
　
　

い
ず
れ
も
上
野
公
園
の
会
場
で
開
催
さ
れ
た
。
事
務
局
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
、
山
高
信
離 

　
　
　

で
あ
っ
た
。
第
一
回
展
は
、
全
国
か
ら
二
〇
〇
〇
人
あ
ま
り
が
出
品
し
、
第
二
回
展
は 

　
　
　

一
五
〇
〇
人
あ
ま
り
が
出
品
し
た
。
（
森
光
彦
「
内
国
絵
画
共
進
会
」
植
田
彩
芳
子
、
中
野 

　
　
　

慎
之
、
藤
本
真
名
美
、
森
光
彦
著
『
近
代
京
都
日
本
画
史
』
求
龍
堂
、
二
〇
二
〇
、
四
八
頁
）
。

（
14
）　

以
下
、
各
画
家
の
画
学
校
へ
の
勤
務
に
つ
い
て
は
「
資
料
編　

五
三
三　

教
員
在
職
一
覧
表
」 

 
 
 
 
 
 
 

『
百
年
史　

京
都
市
立
芸
術
大
学
』
（
京
都
市
立
芸
術
大
学
、
一
九
八
一
、
五
〇
四
～
五
二
三 

 
 
 
 
 
 
 

頁
）
を
参
照
し
た
。

（
15
）　

井
並
林
太
郎
「
作
品
解
説
六
〇　

一
遍
聖
絵
（
摸
本
）
竹
内
雅
隆
筆　

十
二
巻
」
（
京
都
国 

　
　
　

立
博
物
館
編
・
発
行
『
特
別
展 

時
宗
二
祖
上
人
七
百
年
御
遠
忌
記
念 

国
宝
一
遍
聖
絵
と
時 

　
　
　

宗
の
名
宝
』
図
録
、
二
〇
一
九
、
二
三
六
頁
）
に
よ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
写
図
生
」
は
、
明 

　
　
　

治
三
十
年
代
に
帝
室
博
物
館
で
特
別
陳
列
の
作
品
縮
図
制
作
の
任
務
に
あ
た
っ
た
と
い
う
。 

　
　
　

な
お
、
上
記
は
成
安
造
形
大
学
学
長
・
小
嵜
善
通
氏
に
ご
教
示
を
賜
っ
た
。

（
16
）　

以
下
、
共
進
会
へ
の
出
品
に
つ
い
て
は
、
第
一
回
は
「
絵
画
共
進
会
出
品
画
家
人
名
一
覧
」 

　
　
　

（
大
槻
勤
寿
編
・
出
版
、
明
治
十
六
年
四
月
、
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
蔵
）
を
、
第
二
回
は
『
内 

　
　
　

国
絵
画
共
進
会
出
品
人
略
譜　

第
二
回
』
（
農
商
務
省
博
覧
会
掛
編
、
国
文
社
、
一
八
八
四
） 

　
　
　

に
加
え
、
森
前
掲
注
（
13
）
書
二
〇
二
〇
を
参
照
し
た
。

（
17
）　

関
千
代
「
内
国
絵
画
共
進
会
」
（
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
編
・
発
行
『
明
治
美
術
基
礎
資 

　
　
　

料
集
』
、
一
九
七
五
、
二
九
頁
）
。
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【作品紹介】二の丸御殿の明治期障壁画（中野）

表 1　二の丸御殿の明治期障壁画
棟 場所 形状 面数

遠侍

南廊下

長押上貼付 16

戸襖 12

天井画 80

西廊下

長押上貼付 15

戸襖 16

天井画 96

北廊下

長押上貼付 15

壁 1

戸襖 2

天井画 47

式台

南廊下
長押上貼付 6

天井画 60

西廊下
長押上貼付 4

天井画 40

北廊下 戸襖 10

大広間

南廊下
長押上貼付 9

天井画 51

西廊下
長押上貼付 9

天井画 63

北廊下
長押上貼付 9

天井画 60

東廊下

長押上貼付 12

戸襖 14

天井画 63

蘇鉄の間

長押上貼付 21

壁貼付 14

戸襖 10

天井画 108

黒書院

南廊下
長押上貼付 9

天井画 64

西廊下

長押上貼付 8

壁 5

天井画 57

北廊下
長押上貼付 10

天井画 53

東廊下
長押上貼付 18

天井画 114

白書院

南廊下
長押上貼付 9

天井画 48

西廊下
長押上貼付 7

天井画 24

北廊下
長押上貼付 14

天井画 32

東廊下
長押上貼付 8

天井画 24

付属の間

長押上貼付 12

壁 8

戸襖 4

天井画 36

合計 1427
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表 2　明治期障壁画の筆者と制作年
棟 形状 筆者名 制作年（西暦）

遠侍

長押上貼付 竹内雅隆 明治 35 年（1902）

天井画 不明 明治 35 年（1902）

戸襖 不明 明治 35 年（1902）

式台

長押上貼付 不明 明治 33・34 年（1900・1901）

天井画 不明 明治 33・34 年（1900・1901）

戸襖 不明 明治 33・34 年（1900・1901）

大広間　

長押上貼付 不明 明治 33・34 年（1900・1901）

天井画 不明 明治 33・34 年（1900・1901）

戸襖 不明 明治 33・34 年（1900・1901）

蘇鉄の間 天井画 岸九岳　 明治 32 年（1899）

黒書院（南、西、北廊下）
長押上貼付 望月玉泉　 明治 32 年（1899）

天井画 久保田桃水 明治 32 年（1899）

黒書院（東廊下）
長押上貼付 巨勢小石 明治 32 年（1899）

天井画 巨勢小石 明治 32 年（1899）

白書院
長押上貼付 原在泉 明治 31 年（1898）

天井画 原在泉 明治 31 年（1898）
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【作品紹介】二の丸御殿の明治期障壁画（中野）

【図版】

図 1　〈遠侍〉  南廊下 長押上貼付 北面 西より 1～ 4（※カラー図版は口絵 3）

図 2　〈遠侍〉  南廊下 戸襖 南面 東より 1～ 4

図 3〈式台〉  南廊下 長押上貼付 北面 西より 1～ 4（※カラー図版は口絵 4）

図 4　〈式台〉  北廊下 戸襖 北面 西より 1～ 4
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図 7〈黒書院〉  南廊下 長押上貼付 北面 西より 1～ 4（※カラー図版は口絵 6）

図 8〈黒書院〉  東廊下 長押上貼付 東面 北より 1～ 4（※カラー図版は口絵 7）

図 9〈白書院〉  南廊下 長押上貼付 北面 西より 1～ 4（※カラー図版は口絵 8）

図 6〈大広間〉  東廊下 戸襖 東面 北より 1・2および 4・5

図 5〈大広間〉  南廊下 長押上貼付 北面 西より 1～ 4（※カラー図版は口絵 5）
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【作品紹介】二の丸御殿の明治期障壁画（中野）

図 10　〈遠侍〉  廊下 天井画 図 11 〈式台〉  廊下 天井画（※カラー図版は口絵 9）

図 12  〈大広間〉 廊下 天井画 01

（※カラー図版は口絵 10）

図 13 〈大広間〉  廊下 天井画 02

（※カラー図版は口絵 11）

図 15  〈黒書院〉  廊下 天井画（※カラー図版は口絵 12）

図 17  〈白書院〉　廊下 天井画

図 14  〈蘇鉄の間〉  廊下 天井画

図 16 〈黒書院〉  廊下 天井画（東廊下）
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目
次

　

資
料
に
つ
い
て

　

【
資
料
】

　

解
説

　
　

一　

報
告
書
作
成
者
に
つ
い
て

　
　

二　

二
条
城
に
お
け
る
合
成
樹
脂
使
用

　
　

三　

報
告
書
の
内
容
か
ら

　

資
料
に
つ
い
て

　

本
資
料
は
、
昭
和
二
十
年
代
に
障
壁
画
の
剥
落
止
め
作
業
に
従
事
し
た
二
条
城
職
員
の
大

島
新
太
郎
に
よ
る
昭
和
二
十
四
年
度
の
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
修
理
に
関
す
る
報
告
書
で
あ

る
。こ
の
報
告
書
の
原
本
は
、「
障
壁
画
及
び
二
条
城
に
つ
い
て
」と
背
表
紙
に
か
か
れ
た
フ
ァ

イ
ル
に
綴
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
別
に
複
写
版
も
残
さ
れ
て
い
た
。
原
本
に
も
複
写
版
に
も
、

二
条
城
事
務
所
内
で
供
覧
等
を
行
っ
た
よ
う
な
形
跡
は
な
く
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
目
的
で

作
成
さ
れ
た
報
告
書
な
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
本
資
料
は
、
昭
和
二
十
年
代
に
、

障
壁
画
の
顔
料
（
絵
具
）
の
剥
落
止
め
の
施
工
を
す
る
専
属
の
職
員
が
二
条
城
に
置
か
れ
て

い
た
こ
と
、
及
び
昭
和
二
十
四
年
度
の
障
壁
画
修
理
に
お
け
る
合
成
樹
脂
を
用
い
た
剥
落
止

め
の
施
工
の
状
況
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
判
断
し
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
こ
と
と
し

た
。
障
壁
画
の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
顔
料
は
、
鉱
物
を
原
料
と
す
る
岩
絵
具
、
貝
殻
を

原
料
と
す
る
胡
粉
を
始
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
原
材
料
か
ら
精
製
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て

膠
で
本
紙
（
画
面
）
に
定
着
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
経
年
劣
化
等
に
よ
り
、
顔
料
が
本
紙

か
ら
剥
離
し
、
遂
に
は
剥
落
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
、
剥
離
し
て
い
る
顔

料
に
接
着
剤
を
施
し
て
画
面
に
再
度
定
着
さ
せ
る
の
が
剥
落
止
め
の
施
工
で
あ
る
。
剥
落
止

め
に
は
、
顔
料
の
定
着
剤
で
あ
る
膠
や
小
麦
粉
の
澱
粉
か
ら
作
ら
れ
る
糊
が
伝
統
的
に
使
用

さ
れ
て
き
た
が
、
昭
和
二
十
年
代
に
は
、
桃
山
か
ら
江
戸
時
代
に
制
作
さ
れ
た
主
要
な
障
壁

画
の
顔
料
の
剥
落
止
め
に
合
成
樹
脂
が
広
く
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
報
告
書
は
そ

の
よ
う
な
状
況
の
中
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

今
回
、
こ
の
報
告
書
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
、
障
壁
画
に
対
す
る
合
成
樹
脂
の
使
用

に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
参
照
す
る
と
と
も
に
、
報
告
書
作
成
者
や
そ
の
前
任
者
に
つ
い
て

調
査
し
た
と
こ
ろ
、
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
が
障
壁
画
に
対
す
る
合
成
樹
脂
使
用
拡
大
の
契
機

と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
解
説
で
紹
介
す
る
。

【
資
料
】
昭
和
二
十
四
年
度　

業
務
報
告
及
び
二
条
城
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
剥
落
の
程
度

と
絵
具
剥
落
止
ア
ク
リ
ル
樹
脂
注
射
施
行
ニ
付
て　
　
　
　
　
　
　
　

大
島
新
太
郎

業
務
報
告

現
在
急
を
要
す
る
絵
之
具
剥
落
防
止
箇
所
は
一
応
出
来
た
が
、
下
記
の
よ
う
な
理
由
で
、
全

面
に
渡
り
薬
品
の
注
入
が
施
行
し
て
い
な
い
為
、
注
射
を
打
切
る
事
は
出
来
な
い
。

是
迄
、
薬
品
注
射
施
行
に
付
い
て
は
、
顧
問
入
江
波
光
氏
の
指
導
を
受
け
て
い
た
が
、
入
江

氏
死
去
後
、
自
分
の
考
え
で
施
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
金
島
桂
華
氏
（
当
時
当
城
顧
問
）

の
意
見
も
伺
っ
て
置
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
、
同
氏
宅
を
訪
問
し
、
私
の
所
見
を
申
し
上
げ
、

同
氏
の
古
画
保
存
上
の
御
意
見
を
伺
っ
た
の
で
あ
る
が
、
其
の
際
、
「
薬
品
は
掛
け
な
い
方

が
よ
く
、
浮
上
り
て
危
険
な
箇
所
は
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
ど
ん
な
に
工
風夫

し
て
も
全
面

に
薬
品
を
掛
け
る
と
古
画
の
持
味
が
う
し
な
わ
れ
、
よ
く
な
い
」
と
の
事
で
あ
っ
た
の
で
、

其
の
旨指

示
に
し
た
が
っ
て
、
絵
之
具
浮
上
り
て
危
険
な
箇
所
、
及
び
危
険
に
な
る
と
思
は
れ

る
箇
所
の
み
薬
品
の
注
入
を
行
い
、
全
面
に
行
渡
っ
て
い
な
い
た
め
、
浮
上
っ
て
来
る
箇
所

も
出
来
て
く
る
。

亦
、
室
が
暗
い
為
、
薬
品
注
射
施
行
上
、
不
便
な
為
、
業
の
行
と
ヾ
い
て
い
な
い
箇
所
も
あ

【
資
料
紹
介
】
昭
和
二
十
四
年
度
の
障
壁
画
修
理
報
告
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

 
 
 
 
 
 
 
 

松
本 

直
子
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【資料紹介】昭和二十四年の障壁画修理報告について（松本）

り
、
完
全
で
な
い
。
以
上
の
為
、
一
日
一
回
以
上
、
御
殿
全
部
を
見
廻
り
、
危
険
と
思
は
れ

る
箇
所
発
見
次
第
、
薬
品
の
注
射
を
行
っ
て
来
た
。

ア
ク
リ
ル
樹
脂
創
造
者
桜
井
博
士
の
説
で
は
、
憤噴

霧
器
等
に
て
画
面
全
部
に
薬
を
掛
け
て
止

め
た
方
が
よ
い
と
の
意
見
で
あ
っ
た
の
で
、
其
の
実
施
の
為
、
昨
年
度
、
薬
品
を
三
十
本
分

大
量
に
購
入
し
た
の
で
あ
る
が
、
注
射
の
み
に
留
め
た
る
為
、
薬
品
の
使
用
量
少
な
く
、
現

在
も
未
だ
其
の
分
を
使
用
し
て
い
る
。

尚
、
別
に
記
載
し
て
あ
る
如
き
事
状情

の
為
、
亀
裂
甚
だ
し
く
、
疎
開
等
の
為
、
破
損
箇
所

百
二
十
ヶ
所
を
数
へ
た
の
で
、
昭
和
二
十
四
年
三
月
二
十
二
日
よ
り
同
年
六
月
二
十
日
に
於

て
、
五
十
二
萬
二
仟
円
の
経
費
を
以
て
表
具
師
岡
墨
光
堂
に
修
理
さ
せ
た
。
其
際
は
監
督
を

嚴
々
し
、
剥
落
防
止
に
も
充
分
注
意
し
た
の
で
画
面
を
少
し
も
損
じ
る
事
な
く
現
在
見
る
如

く
、
修
理
箇
所
も
判
別
し
が
た
き
迄
に
出
来
上
っ
た
。

注
射
施
行
後
の
御
殿
各
室
の
状
況
に
付
い
て
は
、
別
に
詳
細
記
載
し
て
あ
る
の
で
、
報
告
を

省
略
す
る
。

尚
、
別
記
の
内
、
浮
上
っ
て
ゐ
た
いと

書
い
て
あ
る
分
は
、
ア
ク
リ
ル
樹
脂
注
射
は
全
部
施
行

し
た
の
で
あ
る
。

二
条
城
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
の
絵
之
具
剥
落
の
程
度
及

絵
之
具
剥
落
止
ア
ク
リ
ル
樹
脂
注
射
施
行
に
付
て

二
条
城
二
之
丸
御
殿
内
の
障
壁
画
は
、
金
箔
地
の
上
に
絵
之
具
を
盛
り
上
げ
て
絵描

か
れ
て
あ

る
。
数
百
年
の
時
代
を
過
ぎ
て
い
る
の
で
、
湿
気
乾
気
等
の
為
に
、
盛
り
あ
げ
し
て
い
る
絵

之
具
は
細
か
く
ひ
び
割
を
な
し
て
浮
あ
が
り
、
胡
粉
等
使
用
の
部
分
は
全
面
に
浮
あ
が
り
て
、

其
の
一
少
部
分
が
僅
に
紙
に
付
着
し
て
い
る
斗
り
で
、
風
が
あ
た
っ
て
も
、
少
し
の
振
動
に

も
直
ち
に
ば
ら
ば
ら
剥
落
す
る
の
で
、
此
の
ま
ま
放
置
し
て
お
け
な
い
情状

態
に
あ
っ
た
の

で
、
数
年
前
よ
り
ア
ク
リ
ル
樹
脂
液
を
（
東
大
工
学
部
桜
井
博
士
創
造
）
、
絵
之
具
に
注
射
し
、

紙
面
に
付
着
さ
せ
て
、
剥
落
を
極
力
防
止
し
て
い
る
。

前
記
の
よ
う
な
情状

態
な
為
、
紙
質
も
弱
り
、
湿
気
乾
気
等
の
為
、
自
然
に
紙
に
亀
裂
を
生
じ

る
。
少
し
も
異
状
の
無
い
画
面
が
音
を
立
て
ヽ
、
自
然
に
数
尺
も
一
度
に
裂
け
る
こ
と
も
あ

る
。
亀
裂
す
る
の
は
余
程
以
前
か
ら
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
此
の
為
と
思
は
れ
る
表
具
の
修
理

が
度
々
行
は
れ
て
い
る
。
今
年
度
、
五
十
二
万
二
仟
円
の
経
費
を
持
っ
て
表
具
の
修
理
を
施

行
し
た
の
も
其
の
為
で
あ
る
が
、
其
際
、
画
面
を
剥
し
た
下
張
の
間
か
ら
盛
上
し
て
絵
か
れ

て
い
る
絵
之
具
の
割
が
多
数
出
て
来
た
。
以
前
に
は
絵
之
具
を
付
着
さ
す
に
充
分
な
法方

法方
が

無
か
っ
た
の
で
、
剥
落
す
る
ま
ヽ
に
表
具
修
理
を
施
行
し
た
と
思
は
れ
る
。
其
の
都
度
に
画

面
か
ら
絵
具
が
落
ち
た
ら
し
く
、
現
在
剥
落
し
て
ゐ
る
情状

態
も
是
等
が
一
つ
の
大
き
な
原
因

ら
し
い
。

今
年
度
の
修
理
施
行
に
際
し
て
は
、
先
に
ア
ク
リ
ル
樹
脂
がを

注
射
し
て
浮
上
り
を
止
め
て

あ
っ
た
の
で
、
前
記
の
様
な
う
れ
い
を
大
変
少
な
く
し
た
が
、
尚
、
業
の
行
と
ど
い
て
い
な

い
箇
所
も
あ
る
の
で
、
修
理
中
に
も
度
々
薬
品
を
注
射
し
て
仕
上
げ
た
る
為
、
絵
之
具
を
少

し
も
落
さ
ず
、
画
面
に
何
等
の
損
傷
な
く
出
来
上
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
す
で
に
剥
落
し
て
し
ま
っ
た
部
分
は
甚
し
く
多
く
、
其
の
為
見
に
く
ヽ
な
っ
た
所

を
、
昔
補
筆
を
施
し
た
と
思
は
れ
る
部
分
も
有
る
。

是
等
と
現
在
ア
ク
リ
ル
樹
脂
止
を
施
行
し
た
程
度
を
合
せ
て
、
其
の
情状

態
を
各
室
毎
に
記
載

す
る
。

※
注

絵
之
具
の
浮
上
り
情状

態
は
、
使
用
の
絵
之
具
に
よ
っ
て
色
々
変
化
が
あ
る
。

岩
絵
之
具
を
（
緑
青
郡群

青
）
等
を
使
用
し
て
い
る
部
分
は
、
た
い
て
い
画
面
が
少
さ
く
亀
裂

し
て
、
其
の
一
片
が
一
つ
づ
ヽ
反
り
上
っ
て
い
る
。
是
等
は
何
人
が
見
て
も
す
ぐ
発
見
で
き

る
。

具
を
（
胡
粉
等
）
を
、や
ヽ
薄
手
に
使
用
し
て
い
る
部
分
は
、
外
見
は
ほ
と
ん
ど
分
ら
な
い
が
、

此
の
部
分
が
一
番
甚
だ
し
く
浮
上
っ
て
い
る
。
此
の
部
分
は
、
亀
裂
は
小
さ
く
な
く
、
絵
之

具
は
平
た
く
板
の
よ
う
に
な
っ
て
浮
上
り
、
其
の
端
の
方
が
、
一
寸
紙
に
付
着
し
て
い
る
程

度
で
、
一
見
何
等
異
状
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
中
々
分
り
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
少

し
風
を
あ
て
る
か
、
振
動
を
あ
た
へ
れ
ば
、
す
ぐ
発
見
出
来
る
が
、
是
で
は
す
ぐ
ば
ら
ば
ら

落
て
し
ま
う
の
で
、
上
下
左
右
か
ら
光
線
を
あ
て
ヽ
見
て
、
其
の
疵
口
を
発
見
す
る
。
中
に

は
周
囲
部
は
全
部
付
着
し
て
ゐ
て
、
中
心
は
浮
上
り
、
太
鼓
を
張
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、

疵
口
の
全
然
分
ら
な
い
の
も
あ
る
。

是
等
も
、
永
い
間
、
此
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
と
、
自
分
の
カ
ン
で
た
い
て
い
分
る
よ
う

に
な
っ
て
く
る
。
前
記
の
よ
う
な
情状

態
な
の
で
、
付
着
し
て
い
る
部
分
も
、
そ
の
力
は
大
変

弱
く
、
少
し
の
故
障
に
も
す
ぐ
浮
上
っ
て
く
る
。
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胡
粉
等
を
高
く
盛
り
あ
げ
た
部
分
は
、
其
ま
ヽ
の
形
で
浮
上
っ
て
い
る
。

此
の
剥
落
を
防
止
す
る
に
使
用
し
て
い
る
ア
ク
リ
ル
樹
脂
は
、
元
来
法
隆
寺
の
壁
画
の
剥
落

止
に
考
案
さ
れ
た
薬
品
で
あ
る
。
大
変
硬
化
さ
せ
る
力
が
あ
る
〔
二
条
城
で
使
用
の
場
合
は
、

是
が
欠
点
で
あ
る
〕
。
私
の
見
解
で
は
あ
る
が
、
法
隆
寺
は
土
壁
の
上
に
絵描

か
れ
て
い
る
の
で
、

軟
弱
に
な
っ
た
土
壁
を
硬
化
さ
せ
画
を
共
に
保
存
さ
せ
る
よ
う
工
風夫

し
て
作
ら
れ
た
薬
品
と

思
ふ
。
そ
れ
で
、
二
条
城
の
よ
う
に
襖
障
子
等
に
絵描

か
れ
た
も
の
に
使
用
の
場
合
は
、
〔
施

行
上
〕
別
な
工
風夫

を
必
要
と
す
る
。

反
り
上
っ
た
絵
之
具
に
直
接
薬
品
を
注
入
し
て
も
、
其
の
ま
ヽ
硬
化
し
て
用
を
な
さ
な
い
。

胡
粉
等
使
用
の
場
合
は
、
盛
り
上
げ
の
程
度
、
場
所
、
色
彩
、
絵
之
具
の
種
類
等
に
て
、
薬

品
の
％
率
、
薬
品
の
種
類
等
を
判
断
す
る
。

絵
之
具
の
上
面
か
ら
薬
品
を
掛
て
も
、
其
の
効
果
は
甚
だ
弱
い
。
尚
、
多
少
の
光
沢
を
お
び

て
く
る
。
白
く
粉
を
吹
い
た
よ
う
な
古
画
の
持
味
を
う
し
な
う
と
思
ふ
。
小
の
虫
を
生
か
す

た
め
大
の
虫
を
殺
し
て
は
な
ら
な
い
。
私
は
是
等
に
注
意
し
て
、
現
在
も
薬
品
の
注
射
を
行
っ

て
い
る
。

薬
品
の
施
行
方
法
を
少
し
も
記
載
せし

な
か
っ
た
が
、
是
れ
は
記
入
し
て
も
実
際
に
は
付
て
説

明
せし

な
け
れ
ば
分
ら
な
い
の
で
、
省
略
し
た
。

遠
侍
総
評

一
、 

五
殿
中
剥
落
程
度
が
一
番
甚
だ
し
い
。
殊
に
一
之
間
、
三
之
間
は
甚
だ
し
く
、
殆
ん
ど

　
　

絵
具
の
残
っ
て
い
な
い
箇
所
も
あ
る
。

柳
之
間

一
、
東
西
南
側
は
、
剥
落
は
少
な
い
。
南
側
柳
之
幹
は
ニ
カ
ワ
分
強
く
、
樹
脂
を
施
し
て
も

　
　

止
ま
り
に
く
い
。
北
側
の
剥
落
は
大
き
く
、
画
面
も
荒
れ
、
全
面
に
浮
上
っ
て
ゐ
た
の

　
　

で
、
大
部
分
を
止
め
て
あ
る
が
（
以
後
止
め
る
と
書
い
て
あ
る
の
は
ア
ク
リ
ル
樹
脂
を

　
　

注
入
し
て
絵
具
を
止
め
て
あ
る
事
）
、
未
だ
浮
上
っ
て
来
る
箇
所
も
あ
る
。

松
之
間

一
、  

緑
青
の
盛
り
上
げ
が
大
部
分
で
あ
る
。
剥
落
程
度
は
少
な
い
。
北
西
側
の
張
付
箇
所
は
、

　
　

剥
し
て
疎
開
し
た
為
、
相
当
に
荒
れ
て
い
る
。
松
の
幹
花
等
、
全
面
に
浮
上
っ
て
い
た

　
　

の
で
、
止
め
を
施
し
て
あ
る

芙
蓉
之
間

一
、
剥
落
程
度
は
大
き
い
。
茎
な
ど
殆
ど
残
っ
て
ゐ
な
い
。
花
も
全
面
に
浮
上
っ
て
い
た
の

　
　

で
止
め
て
あ
る
。
此
の
間
は
暗
い
の
で
、
北
側
は
〔
張
付
の
為
〕
手
を
付
け
て
い
な
い
。

遠
侍
三
之
間

一
、
竹
の
緑
青
は
荒
れ
て
い
な
い
が
、
虎
は
剥
落
が
甚
だ
し
い
。
東
側
は
殊
に
甚
だ
し
い
。

　
　

源
氏
雲
も
全
面
浮
上
っ
て
い
た
の
で
止
め
て
あ
る
。
虎
の
一
部
に
憤噴

霧
器
で
薬
を
吹
付

　
　

け
た
箇
所
も
あ
る
。
虎
は
補
筆
し
た
と
思
は
れ
る
箇
所
も
あ
る
。
竹
の
子
も
全
面
浮
上
っ

　
　

て
い
た
。

遠
侍
二
之
間

一
、
竹
及
び
雲
な
ど
三
之
間
と
大
差
な
い
が
、
虎
の
剥
落
は
き
つ
く
な
い
。
北
側
中
西
よ
り

　
　

の
一
頭
は
、
全
部
補
筆
で
あ
る
。
虎
の
部
分
中
、
極
く
小
さ
な
浮
上
り
が
点
々
と
あ
り
、

　
　

此
の
浮
上
り
が
よ
れ
て
糸
状
に
な
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
糸
状
は
水
分
を
あ
た
へ
て

　
　

も
元
へ
も
ど
ら
な
い
。
是
を
付
着
さ
す
た
め
に
他
を
損
じ
る
憂
が
あ
る
の
で
、
其
の
ま
ヽ

　
　

に
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
雲
虎
共
に
全
面
止
め
て
あ
る
。

遠
侍
一
之
間

一
、
東
側
張
付
部
分
、
南
側
の
虎
は
剥
落
甚
だ
し
く
、
絵
具
が
大
半
う
し
な
は
れ
て
い
る
。

　
　

殊
に
東
側
張
付
は
、
疎
開
後
、
元
に
張
付
け
る
際
、
大
変
画
面
を
損
じ
さ
せ
た
様
に
思

　
　

は
れ
る
。
本
紙
も
細
か
く
裂
け
て
ゐ
た
と
こ
ろ
も
有
り
、
一
片
が
無
く
、
絵
具
で
う
め

　
　

た
箇
所
も
あ
る
。
東
側
張
付
部
分
の
虎
は
、
殆
ど
絵
具
が
残
っ
て
い
な
い
。
北
側
障
子

　
　

は
後
世
書
き
直
さ
れ
て
ゐ
る
。
樹
脂
は
全
面
に
施
し
て
あ
る
。

勅
使
の
間
下
段

一
、
檜
の
画
は
相
当
荒
れ
て
い
る
。
南
側
檜
の
幹
は
、
剥
落
し
た
あ
と
を
、
補
筆
を
加
え
て

　
　

塗
り
つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
お
し
い
気
が
す
る
。
残
っ
て
ゐ
る
絵
具

　
　

は
、
細
か
く
ひ
ヾ
割
れ
し
、
反
上
り
、
実
物
の
幹
の
皮
の
様
に
成
っ
て
い
た
。
全
面
に

　
　

樹
脂
を
施
し
て
止
め
て
あ
る
為
、
現
在
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
。
北
及
び
西
側
の
桃

　
　

の
花
も
浮
上
り
が
多
か
っ
た
。
全
面
に
止
め
て
あ
る
。
桃
の
花
も
補
筆
の
箇
所
が
多
い
。

　
　

南
側
東
よ
り
の
二
枚
、
及
び
北
側
数
点
は
新
し
く
書
直
し
て
あ
る
。

勅
使
の
間
上
段

一
、
剥
落
は
相
当
甚
だ
し
く
、
東
側
床
之
間
は
剥
し
て
疎
開
し
た
為
、
荒
れ
て
ゐ
る
。
も
み　
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じ
小
鳥
等
、
絵
具
の
半
分
無
く
な
っ
た
所
も
あ
る
。
樹
脂
は
全
面
施
し
て
あ
る
。

勅
使
の
間
武
者
隠
し

一
、
東
西
南
側
萩
の
図
は
、
剥
落
が
大
き
い
。
此
の
室
は
、
湿
気
甚
だ
し
く
光
線
の
入
る
所

　
　

が
な
い
の
で
、
虫
害
も
大
き
い
。
北
面
は
淡
彩
の
為
、
剥
落
は
な
い
が
、
虫
害
は
甚
だ

　
　

し
い
。
殺
虫
薬
を
散
布
し
て
あ
る
。
樹
脂
も
全
面
に
施
し
て
あ
る
が
、
暗
い
為
、
充
分

　
　

で
な
い
。

式
台
の
間
総
評

一
、
表
側
式
台
の
間
は
、
松
の
図
で
あ
る
の
で
、
幹
以
外
は
剥
落
は
少
な
い
が
、
老
中
の
間　

　
　

は
剥
落
も
甚
だ
し
く
、
補
筆
粗
雑
で
原
図
を
毀
し
た
所
が
多
い
。

式
台
の
間

一
、
北
側
松
の
幹
は
、
大
半
絵
具
が
な
く
な
っ
て
ゐ
る
。
現
在
絵
具
の
残
っ
て
い
る
様
に
見

　
　

え
る
の
も
、
補
筆
部
分
が
多
い
。
緑
青
の
部
分
も
、
疎
開
の
際
、
相
当
に
剥
落
さ
せ
て

　
　

ゐ
る
。
東
側
の
雁
も
大
分
浮
上
っ
て
い
た
。
全
面
樹
脂
を
施
し
て
あ
る
が
、
未
だ
行
渡
っ

　
　

て
い
な
い
箇
所
も
あ
る
。

老
中
之
間
西
室
中
室

一
、
芦
水
等
の
剥
落
殊
に
甚
だ
し
く
、
補
筆
粗
雑
で
見
る
に
し
の
び
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
殆

　
　

ど
補
筆
で
あ
る
た
め
、
浮
上
り
は
少
な
い
。

老
中
之
間
東
室

一
、
さ
ぎ
雪
持
柳
等
、
相
当
の
浮
上
り
あ
り
、
樹
脂
を
施
し
て
あ
る
。
西
側
の
補
筆
は
粗
雑

　
　

で
見
ら
れ
な
い
。

大
広
間
総
評

一
、 

四
之
間
を
除
き
、
松
の
葉
な
ど
よ
く
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
。
松
の
幹
に
補
筆
の
所
が
大
分

　
　

見
受
け
ら
れ
る
。
四
之
間
は
相
当
荒
れ
て
い
る
。
一
二
之
間
の
鳥
は
、
剥
落
甚
だ
し
く

　
　

絵
具
が
少
し
も
残
てマ

マ
い
な
い
。

大
広
間
三
之
間

一
、
松
の
幹
は
、
北
側
は
大
部
分
後
世
補
筆
し
、
塗
つ
ぶ
し
て
あ
る
。
孔
雀
は
よ
く
保
存
さ

　
　

れ
て
い
る
。
東
西
側
の
松
の
幹
は
、
浮
上
り
の
所
多
か
っ
た
の
で
、
樹
脂
を
施
し
て
あ
る
。

　
　

松
の
葉
緑
青
の
部
分
は
、
剥
落
は
殆
ど
な
い
。

大
広
間
一
二
之
間

一
、
松
の
図
は
、
三
之
間
と
大
差
が
な
い
。
幹
は
相
当
剥
落
し
て
ゐ
る
が
、
補
筆
は
な
さ
れ

　
　

て
い
な
い
。
東
側
孔
雀
、
金
鶏
鳥
は
、
剥
落
甚
だ
し
く
、
金
鶏
鳥
は
絵
具
が
残
っ
て
い

　
　

な
い
。
松
の
幹
、
浮
上
り
多
く
、
現
在
で
は
樹
脂
て
皆
止
め
て
あ
る
。

大
広
間
四
之
間

一
、
全
面
に
剥
落
し
て
ゐ
る
。
西
側
張
付
は
、
疎
開
の
為
、
剥
し
た
の
で
、
相
当
の
荒
れ
よ

　
　

う
で
あ
る
。
東
側
も
部
分
に
よ
り
、
浮
上
っ
て
い
た
箇
所
も
多
か
っ
た
。
全
面
樹
脂
を

　
　

施
し
て
あ
る
が
、
行
き
と
ゞ
い
て
い
な
い
場
所
も
あ
る
。

大
広
間
武
者
隠
し

一
、
東
側
は
外
部
よ
り
有
合
せ
の
襖
を
剥
し
て
張
たマ

マ
も
の
ら
し
く
、
筆
法
も
別
の
も
の
に
て

　
　

薄
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
為
、
剥
落
は
全
然
な
い
。
西
側
は
、
別
の
画
で
あ
る
の
で
相　

 

　
　

当
に
剥
落
し
て
ゐ
る
。
浮
上
り
の
所
も
多
く
、
止
め
て
あ
る
が
、
充
分
で
な
い
。

黒
書
院
総
評

一
、
黒
書
院
は
高
く
盛
り
上
げ
た
画
が
大
部
分
で
あ
る
の
で
、
剥
落
も
甚
大
で
落
た
あ
と
が

　
　

目
立
つ
。
画
全
体
が
浮
上
っ
て
い
た
の
で
、
注
射
に
一
番
苦
心
し
た
處
で
あ
る
。

牡
丹
之
間

一
、
東
側
梅
の
図
は
、
す
で
に
剥
落
し
た
所
多
く
、
雲
花
共
に
浮
上
っ
て
い
た
西
及
び
北
側

　
　

牡
丹
の
図
は
、
花
は
大
半
剥
落
後
で
あ
る
が
、
残
っ
て
ゐ
た
部
分
も
皆
浮
上
り
、
樹
脂

　
　

注
射
に
苦
心
し
た
。
北
側
は
、
疎
開
の
際
、
画
を
い
た
め
て
い
る
。
尚
、
此
の
部
分
、

　
　

紙
面
も
破
損
甚
だ
し
く
、
小
さ
く
亀
裂
し
て
亡
く
な
っ
た
部
分
の
補
修
が
目
に
付
く
。

黒
書
院
三
之
間

一
、
松
の
書
法
は
大
広
間
と
異
な
っ
て
い
て
、
松
の
葉
の
緑
青
も
前
室
程
、
盛
上
に
な
っ
て

　
　

い
な
い
。
幹
の
浮
上
り
は
甚
だ
し
い
。
さ
ぎ
の
胡
粉
も
全
部
浮
上
っ
て
い
た
。
樹
脂
で

　
　

全
面
に
と
め
て
あ
る
。

黒
書
院
一
二
之
間

一
、
桜
花
に
檜
垣
柴
垣
共
に
高
々
と
盛
り
上
げ
て
あ
る
為
、
全
部
浮
上
り
、
止
め
に
苦
心
し

　
　

た
。
す
で
に
剥
落
し
た
箇
所
も
多
く
、
補
筆
の
所
も
多
数
あ
る
。
正
面
床
之
間
は
、
疎

　
　

開
の
際
、
柴
垣
の
盛
り
上
げ
を
大
分
落
し
て
し
ま
っ
た
。
全
面
止
め
て
あ
る
が
、
柴
垣

　
　

の
部
分
な
ど
完
全
で
は
な
い
。

菊
之
間
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一
、
御
殿
中
、
一
番
苦
心
し
た
室
で
あ
る
。
菊
の
花
、
柴
垣
、
竹
垣
が
高
く
盛
り
上
げ
て
、

　
　

一
面
画
か
れ
て
あ
る
が
、
全
面
浮
上
っ
て
い
て
手
の
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い

　
　

た
。
柴
垣
な
ど
、
す
で
に
剥
落
し
て
い
て
補
筆
の
箇
所
が
多
い
。
樹
脂
で
殆
ど
止
め
た

　
　

が
、
未
了
の
箇
所
が
残
っ
て
い
る
。

黒
書
院
武
者
隠
し

一
、
大
広
間
武
者
隠
し
と
同
じ
く
、
別
の
画
で
、
淡
彩
で
あ
る
の
で
、
剥
落
に
関
係
が
な
い
。

白
書
院
総
評

一
、
白
書
院
は
他
の
四
殿
と
異
な
り
、
金
箔
地
で
な
い
白
紙
の
上
に
金
泥
引
に
な
っ
て
ゐ
て
、

　
　

墨
画
の
淡
彩
な
画
で
あ
る
為
、
剥
落
に
関
係
は
な
い
が
、
虫
害
は
甚
だ
し
い
。
生
地
の　

　
　

内
部
は
分
ら
な
い
が
、
金
箔
の
押
し
て
な
い
處
程
、
虫
害
が
多
い
。
全
室
に
被
害
が
あ　

　
　

る
が
、
張
付
に
な
っ
て
い
る
部
分
は
甚
だ
し
い
。
全
室
一
面
に
殺
虫
薬
〔
Ｄ
Ｄ
Ｔ
〕
を

　
　

散
布
し
た
。
相
当
の
効
果
が
あ
っ
た
。
年
に
数
度
散
布
す
る
計
画
で
あ
る
。

白
書
院
武
者
隠
し

萩
に
垣
の
図
で
あ
る
が
、
盛
り
上
げ
し
て
あ
る
の
で
、
浮
上
っ
て
ゐ
る
。
萩
の
花
は

殆
ど
剥
落
し
て
い
る
が
、
垣
は
よ
く
保
存
で
き
て
ゐ
る
。
全
面
樹
脂
が
施
し
て
あ
る
が
、

暗
い
為
完
全
で
な
い
。
西
面
北
は
、
剥
落
甚
だ
し
い
。

　

解
説

　
　

一 

報
告
書
の
作
成
者
に
つ
い
て

　

報
告
書
作
成
者
の
大
島
新
太
郎
は
、
当
事
務
所
所
蔵
の
歴
史
的
行
政
文
書
『
退
職
職
員

履
歴
』
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
生
ま
れ
で
、
尋
常
小
学
校
卒
業
の
後
、

西
村
五
雲
の
画
塾
に
六
年
通
い
、
そ
の
後
「
図
案
」
を
業
と
し
て
い
た
が
、
昭
和
十
八
年

（
一
九
四
三
）
、
時
局
に
合
わ
な
い
こ
と
か
ら
廃
業
し
、
二
条
城
に
「
管
守
」
と
し
て
就
職
、

昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
に
退
職
し
て
い
る
。
大
島
は
、
同
履
歴
書
に
よ
る
と
、
昭
和

二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
七
月
八
日
に
美
術
品
の
管
理
を
業
務
と
し
て
委
嘱
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
大
島
の
前
任
者
が
同
日
に
退
職
し
た
こ
と
を
受
け
て
の
こ
と
と
解
釈
で
き
る
。
そ

の
前
任
者
と
は
、
や
は
り
『
退
職
職
員
履
歴
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
宮
本
一
夫
で
あ
る
。
宮

本
は
、
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
（
以
下
「
絵
専
」
と
記
す
）
を
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）

に
卒
業
し
、
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
か
ら
翌
年
三
月
末
ま
で
絵
専
の
副
手
を
務
め
た
後
、

昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
五
月
に
二
条
城
に
嘱
託
と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
（
1
）
。
二

之
丸
御
殿
障
壁
画
の
模
写
業
務
を
請
け
負
っ
て
い
る
川
面
美
術
研
究
所
の
谷
井
俊
英
氏
の
ご

教
示
に
よ
っ
て
、
こ
の
人
物
が
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
に
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
に
合
成

樹
脂
に
よ
る
剥
落
止
め
を
実
施
し
、
そ
の
後
、
昭
和
二
十
年
代
に
京
都
の
主
要
な
障
壁
画
の

合
成
樹
脂
に
よ
る
剥
落
止
め
処
置
を
し
た
宮
本
滋
基
と
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た

（
2
）
。
谷
井
氏
に
よ
れ
ば
、
昭
和
五
十
年
代
に
、
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
の
模
写
に
当
初
か
ら

携
わ
っ
て
い
た
川
面
稜
一
が
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
の
模
写
現
場
に
宮
本
を
招
じ
て
、
合
成
樹

脂
に
よ
る
剥
落
止
め
に
つ
い
て
話
を
聞
い
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
（
3
）
。
宮
本
に

つ
い
て
は
、
次
章
で
も
触
れ
る
。

な
お
、
大
島
の
退
職
後
は
、
職
員
が
剥
落
止
め
に
従
事
す
る
こ
と
は
途
絶
し
、
以
後
の

剥
落
止
め
は
、
修
理
業
者
が
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　

二　

二
条
城
に
お
け
る
合
成
樹
脂
使
用

　

こ
こ
で
、
二
条
城
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
（
以
下
「
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
」
と
記
す
）
に
合

成
樹
脂
に
よ
る
剥
落
止
め
が
実
施
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
、
最
初
期
の
科
学
的
な
材
料
を

用
い
た
剥
落
止
め
実
施
の
記
録
や
回
顧
か
ら
推
測
す
る
。

　

既
知
の
よ
う
に
、
絵
画
の
顔
料
の
剥
落
止
め
に
科
学
的
な
材
料
を
用
い
る
と
い
う
発
想
は
、

法
隆
寺
金
堂
壁
画
の
保
存
問
題
に
端
を
発
す
る
（
4
）
。
合
成
樹
脂
の
使
用
は
、
金
堂
修
理

の
着
手
に
向
け
て
、
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
に
文
部
省
法
隆
寺
国
宝
事
業
部
の
中
に
設

け
ら
れ
た
壁
画
保
存
調
査
会
の
設
立
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
同
調
査
会
は
、
建
築
、
物
理
、

地
震
、
歴
史
、
科
学
、
歴
史
、
美
術
史
と
い
っ
た
各
分
野
の
専
門
家
で
構
成
さ
れ
た
（
5
）
。

戦
前
か
ら
合
成
樹
脂
に
よ
る
文
化
財
保
存
に
関
わ
っ
て
き
た
樋
口
清
治
の
回
顧
に
よ
る
と
、

美
術
史
を
専
門
と
す
る
委
員
の
一
人
で
東
京
大
学
文
学
部
長
で
あ
っ
た
滝
精
一
が
、
同
大
学

の
理
学
部
や
工
学
部
の
教
授
陣
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
応
用
化
学
の
塗
料
の
講
座
に
所
属
し

て
い
た
桜
井
高
景
が
開
発
し
た
合
成
樹
脂
の
一
種
で
あ
る
ア
ク
リ
ル
樹
脂
が
注
目
さ
れ
る
に

至
っ
た
と
い
う
（
6
）
。
同
調
査
会
の
調
査
員
（
後
に
委
員
）
を
務
め
た
化
学
者
の
山
崎
一

雄
の
回
顧
で
は
、
剥
落
止
め
試
験
は
以
下
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
た
と
い
う
（
7
）
。
昭

和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
の
壁
画
保
存
調
査
会
の
総
会
に
お
い
て
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
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か
ら
開
始
さ
れ
て
い
た
壁
画
の
模
写
の
途
中
で
起
こ
る
剥
落
へ
の
対
処
が
議
論
さ
れ
た
が
、

調
査
会
は
、
桜
井
が
合
成
し
た
ア
ク
リ
ル
樹
脂
を
金
堂
壁
画
そ
の
も
の
に
施
工
す
る
決
断
が

で
き
ず
、
翌
十
七
年
（
一
九
四
二
）
の
調
査
会
総
会
を
経
て
、
同
年
十
一
月
に
奈
良
市
の
霊

山
寺
三
重
塔
壁
画
で
ア
ク
リ
ル
樹
脂
に
よ
る
剥
落
止
め
の
試
験
施
工
が
実
施
さ
れ
た
。
さ
ら

に
翌
十
八
年
（
一
九
四
三
）
二
月
に
法
隆
寺
金
堂
九
号
壁
の
下
部
に
桜
井
が
樹
脂
処
理
を
実

施
し
、
同
年
四
月
に
は
、
前
年
に
実
施
し
た
霊
山
寺
の
状
況
を
、
四
名
の
委
員
と
模
写
を
担

当
し
て
い
た
荒
木
寛
方
と
入
江
波
光
が
桜
井
・
山
崎
と
と
も
に
見
分
し
、
「
一
同
結
果
に
満

足
し
た
」
。
同
年
十
一
月
に
は
、
法
隆
寺
で
板
の
絵
馬
に
も
樹
脂
処
理
が
施
さ
れ
た
。
ア
ク

リ
ル
樹
脂
開
発
者
で
あ
る
桜
井
自
身
が
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
に
発
表
し
た
論
文
中

に
は
、
「
壁
画
の
剥
落
防
止
に
つ
い
て
の
研
究
は
（
中
略
）
奈
良
県
霊
山
寺
の
板
画
を
は
じ

め
、
十
八
年
（
一
九
四
三
）
秋
に
行
つ
た
京
都
二
条
城
の
襖
画
以
来
壁
画
二
ヶ
所
、
障
壁
画

十
二
ヶ
所
に
及
ん
で
お
り
（
後
略
）
」
と
あ
る
（
8
）
。

　

こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
秋
に
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
に
実
施

さ
れ
た
剥
落
止
め
は
、
法
隆
寺
金
堂
壁
画
の
剥
落
止
め
の
た
め
に
開
発
さ
れ
て
い
た
ア
ク

リ
ル
樹
脂
研
究
の
た
め
の
試
験
的
施
工
の
一
環
だ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
昭
和
十
八
年

（
一
九
四
三
）
秋
の
時
点
で
は
、
霊
山
寺
で
の
試
験
結
果
を
法
隆
寺
金
堂
壁
画
関
係
者
が
満

足
し
て
い
た
一
方
で
、
金
堂
壁
画
そ
の
も
の
へ
の
ア
ク
リ
ル
樹
脂
の
施
工
は
、
な
お
調
査
会

中
の
画
家
た
ち
が
反
対
し
た
た
め
、
実
施
に
踏
み
切
れ
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
（
9
）
。

ア
ク
リ
ル
樹
脂
に
よ
る
施
工
を
推
進
し
て
い
た
の
は
、
建
造
物
と
し
て
の
金
堂
を
修
理
す

る
た
め
に
、
壁
画
を
解
体
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
関
係
者
ら
で
あ
る
が
、
中
で

も
、
文
部
省
の
法
隆
寺
係
と
し
て
修
理
事
業
に
関
わ
り
、
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
に

法
隆
寺
国
宝
保
存
工
事
事
務
所
長
に
就
任
し
た
大
岡
實
が
推
進
派
だ
っ
た
と
樋
口
が
回
顧

し
て
い
る
。
大
岡
は
、
文
部
省
の
技
師
と
し
て
、
二
条
城
に
も
指
導
に
訪
れ
て
い
た
の
で
、

二
之
丸
御
殿
障
壁
画
へ
の
剥
落
止
め
の
試
験
施
工
は
、
大
岡
が
仲
介
し
た
可
能
性
が
あ
る

（
10
）
。
と
こ
ろ
で
、
金
堂
壁
画
の
模
写
制
作
者
の
一
人
で
あ
る
入
江
波
光
は
、
昭
和
十
六
年

（
一
九
四
一
）
か
ら
逝
去
す
る
昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
ま
で
二
条
城
の
顧
問
を
務
め

て
い
た
。
入
江
は
、
樋
口
に
よ
る
と
合
成
樹
脂
使
用
に
強
く
反
対
し
て
い
た
一
人
で
あ
る
が
、

山
崎
の
回
顧
で
は
、
霊
山
寺
の
試
験
施
工
の
結
果
を
見
分
し
て
満
足
し
た
一
同
の
中
に
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
霊
山
寺
の
結
果
を
受
け
て
、
二
条
城
で
の
施
工
に
も
反
対
し
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
（
11
）
。

　

さ
て
、
こ
の
二
条
城
で
の
施
工
に
つ
い
て
、
桜
井
は
、
「
障
壁
画
（
襖
絵
）
の
剥
落
防
止
」

と
し
て
最
初
の
例
だ
っ
た
と
記
し
て
い
る
（
12
）
。
樋
口
の
回
顧
で
は
、
こ
の
時
の
剥
落
止

め
は
、
「
ア
ク
リ
ル
で
（
中
略
）
テ
ス
ト
と
し
て
チ
ョ
ー
キ
ン
グ
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
。

記
憶
は
曖
昧
だ
け
ど
、
た
し
か
、
メ
タ
ク
リ
ル
酸
メ
チ
ル
と
ア
ク
リ
ル
酸
メ
チ
ル
の
コ
ポ

リ
マ
ー
で
」
実
施
し
た
と
い
う
（
13
）
。
そ
し
て
こ
の
時
の
施
工
者
が
、
宮
本
滋
基
で
あ
っ

た
（
14
）
。
樋
口
の
回
顧
録
の
注
記
で
は
、
宮
本
は
「
日
本
画
家
。
法
隆
寺
金
堂
壁
画
の
剥

落
止
め
を
し
た
。
そ
の
後
、
民
間
で
各
種
の
剥
落
止
め
を
職
業
と
す
る
」
と
あ
る
。
法
隆

寺
の
合
成
樹
脂
に
よ
る
剥
落
止
め
は
、
先
に
み
た
戦
前
の
試
験
施
工
に
加
え
、
昭
和
二
十
三

年
（
一
九
四
八
）
十
二
月
に
も
実
施
さ
れ
て
い
る
（
15
）
。
宮
本
が
戦
前
か
ら
法
隆
寺
に
も

関
わ
っ
て
い
た
の
か
否
か
は
、
今
回
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
が
、
遅
く
と
も
昭
和
十
八
年

（
一
九
四
三
）
の
二
条
城
で
の
施
工
以
来
、
法
隆
寺
壁
画
チ
ー
ム
の
指
導
の
下
に
、
合
成
樹

脂
に
よ
る
剥
落
止
め
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
結
果
的
に
こ
の
二
条
城
で
の
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
の
施
工
は
、
う
ま

く
い
か
な
か
っ
た
（
16
）
。
白
土
の
上
に
描
か
れ
た
法
隆
寺
の
壁
画
や
、
霊
山
寺
の
板
絵
の

顔
料
に
効
果
が
あ
っ
て
も
、
雁
皮
紙
の
上
に
胡
粉
を
盛
り
上
げ
た
彩
色
の
剥
離
を
接
着
さ
せ

ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、こ
の
失
敗
に
よ
っ
て
、
ポ
リ
ビ
ニ
ル
ア
ル
コ
ー

ル
（
以
下
「
Ｐ
Ｖ
Ａ
」
と
記
す
）
を
障
壁
画
の
剥
落
止
め
に
使
用
す
る
道
が
開
か
れ
た
と
樋

口
が
回
顧
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
17
）
。
Ｐ
Ｖ
Ａ
が
入
っ
て
き
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
昭

和
十
九
年
か
二
十
年
か
は
っ
き
り
し
な
い
と
樋
口
は
回
顧
し
て
い
る
が
、
岩
崎
友
吉
ら
に
よ

る
「
建
造
物
等
の
修
復
に
お
け
る
合
成
樹
脂
処
置
一
覧
」
で
は
、
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）

の
平
等
院
鳳
凰
堂
で
の
使
用
が
最
も
早
い
事
例
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
翌
年
に
、
西
本
願

寺
、
南
禅
寺
、
智
積
院
、
円
満
院
で
「
Ｐ
Ｖ
Ａ
、
ア
ク
リ
ル
溶
液
に
よ
る
剥
落
止
め
」
が
実

施
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
18
）
。
こ
の
剥
落
止
め
の
手
法
は
、
桜
井
や
岩
崎
が
主
導

し
た
Ｐ
Ｖ
Ａ
を
注
射
針
で
顔
料
に
注
入
し
た
後
に
、
ア
ク
リ
ル
樹
脂
の
溶
液
を
噴
霧
す
る
手

法
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
19
）
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
施
工
者
が
す
べ
て
宮
本
滋

基
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
宮
本
は
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
一
）
か
ら

二
十
二
年
七
月
八
日
ま
で
二
条
城
の
嘱
託
で
あ
っ
た
。
先
の
一
覧
は
、
宮
本
が
二
条
城
在
職

中
に
、
Ｐ
Ｖ
Ａ
と
ア
ク
リ
ル
溶
液
に
よ
る
剥
落
止
め
処
置
を
平
等
院
で
実
施
し
た
と
示
し
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て
い
る
の
で
、
宮
本
が
二
条
城
で
も
こ
の
時
期
に
Ｐ
Ｖ
Ａ
を
用
い
て
い
た
可
能
性
が
浮
上
す

る
。
さ
ら
に
、
桜
井
が
二
条
城
の
処
置
に
関
し
て
、
「
戦
後
疎
開
地
か
ら
復
帰
し
た
際
に
さ

ら
に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
、
大
島
の
報
告
に
「
数
年
前
よ
り
ア

ク
リ
ル
樹
脂
液
を
絵
之
具
に
注
射
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
か

ら
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
頃
に
、
桜
井
ら
が
開
発
し
て
い
た
最
新
の
手
法
が
、
宮
本
の
手

に
よ
っ
て
二
条
城
で
も
試
験
的
に
施
工
さ
れ
、
効
果
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
結
果
、
宮
本
は

昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
に
二
条
城
嘱
託
を
退
職
し
、
本
格
的
に
京
都
の
主
要
な
寺
院

障
壁
画
の
剥
落
止
め
を
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
経
過
が
推
測
で
き
る
。
な
お
、
大

島
の
報
告
中
に
は
、
「
ア
ク
リ
ル
樹
脂
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
注
入
作
業
を
行
っ

て
い
る
こ
と
、
大
島
の
フ
ァ
イ
ル
に
「
ビ
ニ
ル
樹
脂
」
と
「
ア
ク
リ
ル
樹
脂
」
に
つ
い
て
の

メ
モ
が
あ
る
こ
と
、
報
告
書
中
に
「
絵
之
具
の
種
類
等
に
て
（
中
略
）
薬
品
の
種
類
等
を
判

断
す
る
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
島
も
Ｐ
Ｖ
Ａ
を
用
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す

る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
周
知
の
よ
う
に
、
Ｐ
Ｖ
Ａ
は
障
壁
画
の
剥
落
止
め
に
有
効
で
は
あ
っ
た
が
、
当

初
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
可
逆
性
は
、
実
際
に
は
無
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
（
20
）
、

経
年
と
共
に
、
Ｐ
Ｖ
Ａ
の
膜
に
細
か
く
ひ
び
（
ク
ラ
ッ
ク
）
が
入
っ
て
白
濁
し
、
顔
料
の
色

が
見
え
に
く
く
な
っ
た
り
、
Ｐ
Ｖ
Ａ
の
硬
化
に
よ
っ
て
、
顔
料
が
本
紙
か
ら
剥
離
・
剥
落
す

る
と
い
っ
た
悪
影
響
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
（
21
）
。
こ
の
よ
う
に
経
年
劣
化
し
た
Ｐ
Ｖ
Ａ

を
除
去
す
る
た
め
に
、
近
年
、
Ｐ
Ｖ
Ａ
分
解
酵
素
の
研
究
が
進
み
、
建
築
彩
色
の
修
理
現
場

で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
22
）
。
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
の
修
理
に
お
い
て
も
、
限
定

的
に
で
は
あ
る
が
使
用
を
試
み
て
い
る
が
、
Ｐ
Ｖ
Ａ
分
解
酵
素
を
用
い
た
修
理
に
は
多
く
の

課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
　

三　

報
告
書
の
内
容
か
ら

こ
こ
で
は
、
報
告
書
の
内
容
か
ら
、
大
島
が
行
っ
て
い
た
業
務
に
つ
い
て
、
他
の
資
料
も
参

照
し
つ
つ
概
説
す
る
。

　

こ
の
報
告
書
は
、
「
業
務
報
告
」
と
し
て
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
の
破
損
状
況
の
概
略
と
昭

和
二
十
四
年
度
の
修
理
に
つ
い
て
概
要
を
述
べ
、
「
二
条
城
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
の
絵
之
具

剥
落
の
程
度
及
絵
之
具
剥
落
止
ア
ク
リ
ル
樹
脂
注
射
施
行
に
付
て
」（
以
下
「
剥
落
と
剥
落
止
」

と
記
す
）
と
し
て
、
顔
料
の
剥
離
・
剥
落
の
具
体
的
な
有
様
を
詳
述
し
、
修
理
時
に
お
け
る

ア
ク
リ
ル
樹
脂
の
使
用
に
つ
い
て
述
べ
、
最
後
に
御
殿
の
棟
及
び
部
屋
ご
と
に
破
損
状
況
を

記
し
て
い
る
。
な
お
、
前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
大
島
も
Ｐ
Ｖ
Ａ
を
使
っ
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
が
、
本
報
告
書
で
は
、
剥
落
止
め
剤
は
す
べ
て
「
ア
ク
リ
ル
樹
脂
」
と
記
さ
れ
て
い

る
た
め
、
本
章
で
は
報
告
書
と
同
様
に
「
ア
ク
リ
ル
樹
脂
」
と
表
記
す
る
。

　

ま
ず
、
「
業
務
報
告
」
か
ら
、
大
島
は
、
こ
の
業
務
を
二
条
城
の
顧
問
の
指
導
・
助
言
を

受
け
て
実
施
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
二
十
三
年
ま
で
は
、
入
江
波
光
の
指

導
を
受
け
、
同
二
十
四
年
度
に
は
、
同
じ
く
二
条
城
の
顧
問
で
あ
っ
た
金
島
桂
華
（
一
八
九
二

～
一
九
七
四
）
を
訪
問
し
、
助
言
を
得
て
い
る
（
23
）
。
金
島
は
、
全
面
に
薬
品
を
か
け
る

と
古
画
の
持
味
が
失
わ
れ
る
と
い
う
主
旨
の
助
言
を
し
、
こ
れ
を
受
け
て
大
島
は
、
基
本
的

に
は
、
後
で
述
べ
る
一
部
を
除
い
て
薬
品
の
噴
霧
は
行
わ
ず
、
注
射
に
よ
る
薬
品
の
注
入
を

実
施
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
剥
落
と
剥
落
止
」
に
お
い
て
も
、
こ
の
旨
が
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
。

　

次
に
、
「
一
日
一
回
以
上
、
御
殿
全
部
を
見
廻
り
、
危
険
と
思
は
れ
る
箇
所
発
見
次
第
、

薬
品
の
注
射
を
行
っ
て
来
た
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
島
が
日
常
的
に
剥
落
止
め
業
務
を

実
施
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
大
島
は
、
業
務
の
中
で
把
握
し
た
顔
料
の
剥
離
や
剥
落
の

状
況
と
そ
の
発
見
方
法
等
に
つ
い
て
、
本
文
や
注
に
繰
り
返
し
記
述
し
て
い
る
。
加
え
て
、

湿
度
変
化
の
た
め
に
画
面
に
亀
裂
が
起
こ
る
事
に
も
言
及
し
て
い
る
。

　

次
に
修
理
事
業
に
つ
い
て
、
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
三
月
二
十
二
日
よ
り
同
年
六

月
二
十
日
の
期
間
に
、
五
十
二
万
二
千
円
の
経
費
を
か
け
、
岡
墨
光
堂
に
修
理
を
委
託
し
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
大
島
は
、
こ
の
事
業
の
実
施
中
に
下
貼
り
の
間
か
ら
、
剥
落
し

た
顔
料
の
破
片
が
多
数
出
て
来
た
と
報
告
し
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
、
剥
落
止
め
処
置
を
充

分
し
な
い
ま
ま
に
表
具
修
理
を
実
施
し
た
た
め
と
考
察
し
て
い
る
（
24
）
。
こ
の
修
理
事
業

で
は
、
修
理
前
に
ア
ク
リ
ル
樹
脂
注
入
に
よ
る
剥
落
止
め
を
実
施
し
、
ま
た
修
理
中
に
も
厳

し
く
監
督
し
、
必
要
に
応
じ
て
注
入
し
た
の
で
、
作
業
中
の
剥
落
は
発
生
し
な
か
っ
た
と
す

る
（
25
）
。
な
お
、
元
離
宮
二
条
城
事
務
所
所
蔵
の
歴
史
的
公
文
書
『
昭
和
二
十
四
年
度
及

二
十
六
年
度　

二
之
丸
御
殿
内　

襖　

戸
襖　

腰
障
子　

修
理
明
細
書　

二
條
城
』
に
収
録

さ
れ
て
い
る
本
修
理
に
つ
い
て
の
明
細
書
に
よ
れ
ば
、
修
理
対
象
面
数
は
一
二
五
面
で
、
そ

の
う
ち
「
全
面
打
ち
直
し
」
修
理
は
一
〇
三
面
、
「
半
面
」
ま
た
は
「
下
半
分
打
ち
直
し
」
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修
理
は
五
面
、「
一
部
」
修
理
は
十
七
面
で
あ
っ
た
。
同
文
書
に
よ
れ
ば
、「
全
面
打
ち
直
し
」

と
は
、
障
壁
画
を
解
体
し
て
下
地
か
ら
取
り
外
し
、
湿
式
法
に
よ
っ
て
古
い
裏
打
ち
を
本
紙

か
ら
取
り
外
し
、
裏
打
ち
を
し
直
す
修
理
の
こ
と
で
あ
り
、
「
一
部
」
修
理
と
は
、
小
さ
な

損
傷
に
つ
い
て
、
将
来
そ
れ
が
拡
大
し
な
い
と
判
断
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
解
体
せ
ず
に
表

面
か
ら
損
傷
部
の
み
を
修
理
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
半
面
」
ま
た
は
「
下
半
分
打
ち
直
し
」

に
つ
い
て
は
説
明
が
な
い
が
、
画
面
の
半
分
に
つ
い
て
「
全
面
打
ち
直
し
」
と
同
様
の
解
体

修
理
を
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
を
見
る
と
一
〇
〇
を
超
え
る
面
数
が
全
面
打
ち
直
し
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
修
理
期

間
は
わ
ず
か
三
ヶ
月
な
の
で
、
現
在
の
修
理
方
法
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。

　

次
に
「
※
注
」
と
し
て
、
顔
料
の
種
類
に
よ
っ
て
剥
離
の
様
態
も
異
な
る
こ
と
を
記
し
、

続
い
て
、
剥
落
止
の
ア
ク
リ
ル
樹
脂
に
つ
い
て
の
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
土

壁
に
描
か
れ
た
法
隆
寺
壁
画
の
剥
落
止
め
の
た
め
に
開
発
さ
れ
た
ア
ク
リ
ル
樹
脂
は
大
変
硬

化
さ
せ
る
力
が
あ
る
が
、
二
条
城
障
壁
画
に
は
そ
れ
が
欠
点
と
な
り
、
二
条
城
の
よ
う
な
紙

本
障
壁
画
で
使
用
す
る
に
は
、
別
の
工
夫
が
必
要
で
、
顔
料
に
応
じ
て
薬
品
の
濃
度
や
種
類

を
判
断
す
る
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
顔
料
の
上
か
ら
薬
品
を
か
け
て
も
剥
落
止
め
の
効
果

は
薄
く
、
か
つ
画
面
が
光
沢
を
帯
び
て
、
古
画
の
持
味
を
失
う
た
め
、
注
射
に
よ
る
施
工
を

続
け
て
い
る
と
述
べ
る
。
こ
の
顔
料
表
面
へ
の
樹
脂
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
法
隆
寺
金
堂
壁

画
の
剥
落
止
め
開
発
時
か
ら
指
摘
さ
れ
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
画
家
た
ち
か
ら
批
判
さ
れ

て
い
た
。
な
お
、
薬
品
に
つ
い
て
の
詳
細
を
記
さ
な
い
理
由
と
し
て
、
実
地
で
説
明
し
な
い

と
理
解
さ
れ
な
い
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
続
い
て
遠
侍
か
ら
順
に
部
屋
ご
と
の
損
傷
状
況
と
剥
落
止
め
の
状
況
に
加
え
過
去

の
補
筆
等
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
遠
侍
三
之
間
の
虎
の
一
部
に
噴
霧

器
を
使
用
し
て
吹
き
付
け
た
と
特
に
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
大
島
は

先
に
も
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
噴
霧
に
よ
る
施
工
は
行
わ
な
か
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

　

本
報
告
書
に
は
、
肝
心
の
薬
品
の
種
類
や
使
用
法
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
が
大

変
残
念
で
あ
る
が
、
当
時
の
障
壁
画
の
損
傷
や
修
理
の
状
況
を
窺
う
こ
と
が
出
来
た
。
報
告

書
中
に
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
て
い
る
疎
開
に
つ
い
て
は
、
今
後
稿
を
改
め
て
紹
介
し
た
い
。

【
注
】

（
1
）　

宮
本
の
改
名
と
、
絵
専
を
卒
業
し
た
年
度
は
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
の
卒
業
生
名
簿
に
記 

　
　
　

載
さ
れ
て
い
る
旨
を
、
谷
井
俊
英
氏
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

（
2
）　

樋
口
清
治
「
障
壁
画
の
合
成
樹
脂
に
よ
る
剥
落
止
め
処
置
の
問
題
点
」
（
『
保
存
科
学
』 

　
　
　

一
二
、
東
京
文
化
財
研
究
所
、
一
九
七
四
）
。
茂
木
曙
「
書
院
造
建
造
物
中
の
障
壁
画
に
対 

　
　
　

す
る
合
成
樹
脂
等
に
よ
る
剥
落
ど
め
処
置
歴
及
び
現
状
」
（
『
保
存
科
学
』
一
二
、
東
京
文 

　
　
　

化
財
研
究
所
、
一
九
七
四
）
。

（
3
）　

川
面
稜
一
（
一
九
一
四
～
二
〇
〇
五
）
は
、
昭
和
十
五
年
か
ら
法
隆
寺
金
堂
壁
画
模
写
事
業 

　
　
　

に
、
入
江
波
光
班
の
一
員
と
し
て
携
わ
っ
た
。
法
隆
寺
国
宝
保
存
委
員
会
編
『
国
宝
法
隆
寺 

　
　
　

金
堂
修
理
工
事
報
告
』
（
法
隆
寺
国
宝
保
存
工
事
報
告
書 

一
四
、
法
隆
寺
国
宝
保
存
委 

　
　
　

員
会
、
一
九
六
二
、
一
四
頁
）
。

（
4
）　

前
掲
注
（
3
）
『
国
宝
法
隆
寺
金
堂
修
理
工
事
報
告
』
一
二
頁
。
林
畝
乃
香
・
青
柳 

　
　
　

憲
昌
「
近
代
の
法
隆
寺
金
堂
壁
画
保
存
事
業
に
お
け
る
合
成
樹
脂
を
用
い
た
壁
画
硬
化 

　
　
　

処
理
の
経
緯
と
主
旨
」（
『
建
築
歴
史
・
意
匠
』
日
本
建
築
学
会
、
二
〇
二
〇
）
。
青
柳
憲
昌
『
日 

　
　
　

本
近
代
の
建
築
保
存
方
法
論 

:
 

法
隆
寺
昭
和
大
修
理
と
同
時
代
の
保
存
理
念
』
（
中
央
公　
　

 

　
　
　

論
美
術
出
版
、
二
〇
一
九
）
。

（
5
）　

山
崎
一
雄
「
法
隆
寺
金
堂
壁
画
調
査
の
回
顧
」
（
『
古
文
化
財
の
化
学
』
三
〇
、
古
文
化
資 

　
　
　

料
自
然
科
學
研
究
會
、
一
九
八
五
）
。

（
6
）　

樋
口
清
治
「
回
顧
：
日
本
に
お
け
る
文
化
財
修
理
へ
の
合
成
樹
脂
利
用
の
は
じ
ま
り
」（
『
国 

　
　
　

立
民
族
学
博
物
館
調
査
報
告
』
三
六
、
二
〇
〇
三
）
。

（
7
）　

山
崎
前
掲
注
（
5
）
論
文
一
九
八
五
。

（
8
）　

桜
井
高
景
「
合
成
樹
脂
に
よ
る
顔
料
剥
落
防
止
処
置
に
関
す
る
二
三
の
問
題
、
主
と
し
て
処　
　
　
　

 

　
　
　

置
後
に
於
け
る
壁
画
お
よ
び
障
壁
画
の
経
年
変
化
に
就
て
」
（
『
古
文
化
財
之
化
学
』
二
、 

　
　
　

古
文
化
資
料
自
然
科
學
研
究
會
、
一
九
五
一
、
一
〇
）
。

（
9
）　

山
崎
の
回
顧
で
は
、
調
査
会
委
員
の
洋
画
家
の
和
田
英
作
が
強
硬
に
反
対
し
た
と
あ
り
、
樋 

　
　
　

口
の
回
顧
で
は
、
模
写
制
作
者
の
一
人
で
あ
る
入
江
波
光
が
と
く
に
反
対
し
た
と
い
う
。
山 

　
　
　

崎
前
掲
注
（
5
）
論
文
一
九
八
五
、
樋
口
前
掲
注
（
6
）
論
文
二
〇
〇
三
。

（
10
）　

元
離
宮
二
条
城
事
務
所
所
蔵
『
工
事
日
誌
（
昭
和
十
九
年
・
二
十
年
）
』
。

（
11
）　

な
お
、
樋
口
は
、
昭
和
二
十
一
年
に
、
桜
井
と
入
江
が
、
そ
れ
ぞ
れ
合
成
樹
脂
と
沈
糊
を
用 
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い
て
剥
落
止
め
の
立
ち
合
い
実
験
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
入
江
が
「
樹
脂
は
い
い
も
の
だ
と
認 

　
　
　

識
を
変
え
た
」
と
回
顧
し
て
い
る
が
、
こ
の
年
代
が
記
憶
違
い
で
あ
る
の
か
、
入
江
が
二
条 

　
　
　

城
で
の
試
験
施
工
に
つ
い
て
は
容
認
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
樋
口
前
掲
注
（
6
） 

　
　
　

論
文
二
〇
〇
三
。

（
12
）　

桜
井
前
掲
注
（
8
）
論
文
一
九
五
一
、
一
〇
。

（
13
）　

樋
口
前
掲
注
（
6
）
論
文
二
〇
〇
三
。

（
14
）　

樋
口
・
茂
木
前
掲
注
（
2
）
論
文
一
九
七
四
。

（
15
）　

山
崎
一
雄
「
法
隆
寺
金
堂
壁
画
調
査
の
回
顧
・
続
」
（
『
古
文
化
財
の
化
学
』
三
一
、
古
文 

　
　
　

化
資
料
自
然
科
學
研
究
會
、
一
九
八
六
）
。
林
・
青
柳
前
掲
注
（
4
）
論
文
二
〇
二
〇
。

（
16
）　

樋
口
前
掲
注
（
6
）
論
文
二
〇
〇
三
。

（
17
）　

桜
井
高
景
「
合
成
樹
脂
に
よ
る
文
化
財
の
保
存
に
就
て
」
（
『
古
文
化
財
之
化
学
』
一
、　

古 

　
　
　

文
化
資
料
自
然
科
學
研
究
會
、
一
九
五
一
、
一
）
で
は
、
「
西
本
願
寺
智
積
院
所
蔵
の
桃
山 

　
　
　

式
盛
り
上
げ
彩
色
の
花
鳥
図
」
の
剥
落
止
め
に
ア
ク
リ
ル
樹
脂
の
接
着
が
困
難
だ
っ
た
た 

　
　
　

め
、
Ｐ
Ｖ
Ａ
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）　

岩
崎
友
吉
・
中
里
寿
克
「
建
造
物
の
修
復
に
お
け
る
合
成
樹
脂
処
置
一
覧
」
（
『
保
存
科
学
』 

　
　
　

一
三
、
一
九
七
四
）
。

（
19
）　

Ｐ
Ｖ
Ａ
は
水
溶
性
な
の
で
耐
久
性
が
な
い
と
判
断
し
、
Ｐ
Ｖ
Ａ
乾
燥
後
に
ア
ク
リ
ル
樹
脂 

　
　
　

を
噴
霧
す
る
手
法
を
進
め
た
と
い
う
。
樋
口
前
掲
注
（
2
）
論
文
一
九
七
四
、
樋
口
前
掲
注 

　
　
　

（
6
）
論
文
二
〇
〇
三
。

（
20
）　

川
野
邊
渉
「
文
化
財
修
復
と
高
分
子
」（
『
高
分
子
』
五
六
―
八
、
二
〇
〇
七
、
八
、
五
八
九
頁
。

（

21
）　

岡
岩
太
郎
「
装
演
に
お
け
る
合
成
樹
脂
」
（
『
国
立
民
族
学
博
物
館
調
査
報
告 

　
　
　

三
六
、
二
〇
〇
三
）
。
早
川
典
子
「
絵
画
修
復
の
化
学
」
（
『
オ
レ
オ
サ
イ
エ
ン
ス
』
一
八
― 

　
　
　

一
〇
、
二
〇
一
八
）
。

（
22
）　

早
川
前
掲
注
（
21
）
論
文
二
〇
一
八
。

（
23
）　

本
資
料
で
は
、
入
江
の
後
を
受
け
て
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
当
時
、
金
島
桂
華
が 

　
　
　

顧
問
を
務
め
て
い
た
よ
う
に
読
め
る
が
、
二
条
城
内
所
蔵
の
別
資
料
で
は
、
金
島
桂
華
と 

　
　
　

入
江
波
光
が
同
時
に
顧
問
を
務
め
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
24
）　

本
修
理
の
日
誌
が
、
株
式
会
社
岡
墨
光
堂
に
遺
さ
れ
て
お
り
、
同
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上 

　
　
　

で
公
開
さ
れ
て
い
る
（
「
Ｗ
ｅ
ｂ
修
復
」
二
〇
二
〇
年
九
月
号
か
ら
同
年
十
二
月
号
。
）
日 

　
　
　

誌
に
数
度
登
場
す
る
「
大
島
氏
」
は
大
島
新
太
郎
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
o
k
k
o
d
o
.
c
o
.
j
p
/
w
e
b

（
25
）　

岡
墨
光
堂
の
日
誌
十
二
頁
目
に
「
菊
ノ
間
（
菊
ノ
図
）　

画
の
具
ア
マ
ク
、
芝
垣
と
菊
の
一 

　
　
　

部
ゴ
フ
ン
落
チ
ル　

大
島
氏
に
注
射
依
頼
、
所
ゝ
糊
に
て
お
さ
へ
る
」
と
あ
り
、
大
島
が　
　

 

　
　
　

修
理
作
業
中
に
注
射
に
よ
り
剥
落
止
め
を
実
施
し
て
い
た
こ
と
が
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。 

　
　
　

「
Ｗ
ｅ
ｂ
修
復
」
二
〇
二
〇
年
十
月
号

　
　
　

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
o
k
k
o
d
o
.
c
o
.
j
p
/
w
e
b
/
2
0
1
0
_
v
o
l
5
.
h
t
m
l
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while the ones in the Second Room shows the presence of a playful cub. Overall, these paintings aim to represent 

a world where tigers and leopards live peacefully. 

Artist and Painting Style

Kano Jin’nojo （1583-1628）, who is said to be the painter of the mural paintings of the Tozamurai, was a nephew 

of Kano Eitoku （1543-1590）, who was active mainly in the Azuchi Momoyama period （1573-1615）. Eitoku’s 

grandson, Tan’yu was the director of the creation of the Nijo-jo Castle’s mural paintings during the Kan’ei era, 

and Jin’nojo was a cousin of Tan’yu’s father, Takanobu （1571-1618）. He was of the generation between Eitoku 

and Tan’yu, and thus, his painting style includes the characteristics of both generations.

All paintings shown in this exhibition include the base of the bamboo and, as a result, the ground beneath them. 

Along with the ground, the branches, leaves, stems, and golden clouds superimposed on the bamboo achieve a 

sense of overlap in front and back, thereby creating a three-dimensional space with depth. This way of depicting 

the expansion of space beyond the screen is typically inherited from the painting style of the Azuchi Momoyama 

period. On the other hand, the large margins on the gold ground show the influence of the new style of the period, 

which was created by Tan’yu and inherited by the later artists. Jin’nojo’s outstanding skill was attested in the way 

he neatly combined the large scale of the painting while retaining the dynamic painting style of the Momoyama 

period. We hope you will enjoy the different expressions of the tigers, relaxing or playing happily in the deep 

space of the mural paintings. 

（Shiho Nakano）
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cluding a storage room. Tigers and leopards can be seen in three rooms, from the First Room to the San-

no-ma （Third Room）, and on the four cedar doors dividing the corridor. The reason for depicting leop-

ards along with tigers is thought to be that these animals were considered to be of the same species. 

The tiger is a carnivorous animal that lives mainly in the southeastern part of the Eurasian continent, and 

has been feared by people for its ferocity and size; a large tiger is as big as 2.8 meters. Since ancient times, 

the tiger has been revered as one of the four divinities, Byakko, or the White Tiger, and believed to be a spir-

itual creature with the power to ward off evil. In Buddhism and Taoism, tigers often appear in stories to 

depict the virtuousness and super-humanity of Buddhas, arhats and hermits, describing how they could 

successfully tame such a big and ferocious animal. Since tigers don’t inhabit Japan, people accepted the im-

age of tiger through seeing documents, paintings and furs imported from China and Korea in those days. 

From the latter half of the 16th century onward, large-scale castles began to be constructed throughout Japan, 

and tigers were selected as a design for interior mural paintings. It has been reported that tigers could be seen on 

murals in the Honmaru-goten Palace of Nagoya-jo Castle completed in 1614 and in the space near the entrance of 

the Honmaru-goten Palace at Edo-jo Castle during the Manji era （1658-1661） in the Edo period, as well as in the 

Tozamurai of the Ninomaru-goten Palace at Nijo-jo Castle after the renovation in 1626. Tigers were preferred be-

cause this animal was believed to protect the entrances and exits of the building with its power to ward off evil as 

well as inspire awe in those who entered the palace. In addition, as mentioned above, depicting tigers expressed 

the super-human power of the person who tamed them. Thus, pictures of fierce beasts living peacefully implies 

that the master of the castle was powerful enough to achieve such an idealized situation. 

Tigers at Peace, Tigers at Play

In the Tozamurai of the Ninomaru-goten Palace can be found 21 tigers and 15 leopards in the rooms and corridor. 

On the four sliding doors on the south side of the First Room （exhibited on the right side facing the front of the 

Exhibition Room）, a tiger and a leopard are scurrying joyfully on the right side while there are leopards and a 

tiger cuddling in the bamboo grove on the left side where a tiger is licking its paw which emanates a very relaxing 

atmosphere. Another painting on the east side walls （exhibited at the front in the Exhibition Room） shows a tiger 

sitting and licking its paw and a leopard with its eyes closed lying on the ground in a bamboo grove while anoth-

er tiger on the edge of the grove which sits staring at something with a sharp gaze. In the following four sliding 

doors （not on display）, the tiger in the bamboo grove is seated with its eyes closed, while the tiger outside the 

grove is depicted strutting majestically. In this way, the tigers shown in the bamboo grove in the First Room are 

depicted as relaxed, while the tigers outside the grove appear as active or agile. This suggests that the bamboo 

grove was considered to be the tiger’s home, therefore, the artist intended to contrast the relaxed appearance of 

the tigers when inside the grove with the active appearance when outside. The same intention can be seen in the 

paintings on the cedar sliding doors in the corridor: on the east side panel （exhibited on the left side facing the 

front of the Exhibition Room）, a sleeping tiger and a tiger scratching its head with its hind leg are in the bamboo 

grove while on the west side panel （exhibited on the right side facing the front of the Exhibition Room） there is a 

roaring leopard.

On the other hand, in the Second Room, the bamboo grove is depicted without any animals present. On the three 

panels on the right side of the four sliding doors on the east side （exhibited on the left side facing the front of the 

Exhibition Room）, there is a tiger with its legs outstretched, drinking water, and a small leopard playing with 

it. A single tiger and a leopard are standing on both sides of the two by the water. All of the animals are depicted 

with imposing expressions and postures, however, the small leopard jostling with the tiger drinking water creates 

a peaceful atmosphere. The paintings in the First Room show tigers and leopards relaxing in a bamboo grove, 
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fill the entire surface of the picture.  As a result, the depth of the painting becomes relatively shallower than those 

painted in earlier times, but the trees and rocks have a more dynamic appearance as if they are firmly rooted in 

the ground.

On the other hand, Mitsunobu （Tan’yu’s uncle） and Takanobu （Tan’yu’s father） painted Taiga in different style 

from those of Eitoku and others.  As exemplified by Mitsunobu’s painting, “Shiki Kaboku-zu （Flowers and Trees 

of the Four Seasons）” （possessed by Kangaku-in Temple of Onjo-ji Temple）, the main motifs became smaller 

and the trees thinner, but it gave the painting a deeper depth due to the skillful allocation of the motifs and lay-

ered clouds painted in gold color multiple times.

During the major renovation of the castle in the Kan’ei era （1624-1644）, Tan’yu led the paintings of the Ohiro-

ma in the Ninomaru-goten Palace.  In this huge room connecting three rooms from Ichi-no-ma to San-no-ma, 

he used the walls’ surfaces extensively and painted magnificent pine trees whose trunk and branches stretch out 

even to the area above the Nageshi （a horizontal piece of wood connecting pillars）reaching the ceiling, while the 

entire figure of the trees perfectly fit within the screen. The pine trees and other motifs are arranged according to 

the lines of the tatami mats so they appear to be rising up from the floor.  The background is almost entirely gold.  

As a result, the depth that makes the gold surface appear like the ground is eliminated, and instead, the silhou-

ettes of the pine trees stand out strikingly against the shining gold.  In San-no-ma, one pine tree rises from the 

northwest corner and one from the southeast corner, and both extend their branches to the left and right.  There 

is abundant blank space at the ends of each branch. In addition, each figure of the pine tree is composed with a 

diagonal line in mind.  For example, on the east side （displayed to the left of the front） and the west side （displayed 

in front）, the entire pine tree fits roughly within the area bounded by the diagonal line which connects the upper 

right and lower left. On the north side （displayed to the right of the front）, the thick pine trunk on the first and 

second wall from the left is painted along the diagonal line which connects the lower left and upper right.  Fur-

thermore, the line from the tail to the back of the peacock perching on the trunk runs parallel to the diagonal line 

while thick pine leaves above the peacock head follows the same way. The use of geometric composition utilizing 

diagonal and parallel lines was a new trend that emerged during this period.  Tan’yu not only chose geometric 

composition, but also preferred to have wide margins.  In addition, the graceful appearance of only one peacock 

shows the emergence of elegant and fresh Edo-style paintings, which differ from paintings of the Momoyama 

period that praised powerfulness and luxuriousness.  These artistic styles were characterized not only by Tan’yu’s 

works but were also inherited by the Kano School artists after Tan’yu.  The mural paintings in the Ohiroma con-

veys Tan’yu’s vigorous efforts as a pioneer in the world of Edo.

（Naoko Matsumoto）

Nijo-jo Castle Painting Gallery: Winter Exhibition in 2021

Murals of the Tozamurai “Tiger” Rooms: King of Bamboo Forest as the Guardian of the Palace

The Tozamurai area in the Ninomaru-goten Palace of Nijo-jo Castle has mural paintings which depict bamboo 

groves, tigers, and leopards. In this exhibition, in honor of the year 2022, the Year of the Tiger according to the 

Chinese zodiac, some of the paintings in the Ichi-no-ma （First Room） and Ni-no-ma （Second Room） of the To-

zamurai and the cedar door paintings in the corridor are on display.

Rooms Adorned with Tigers and Leopards

The Tozamurai has the largest ceiling height and area in Ninomaru-goten Palace. It is thought to have 

been the place where those who visited the palace waited before meeting the shogun and exchanging 

greetings with the shogun’s Council of Elders prior to meeting the shogun. It consists of ten rooms, in-
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（1534-1590） who was a great Momoyama-period artist.  Tan’yu’s mother is said to have been the daughter of the 

warlord, Sassa Narimasa （1536/39-1588）.  Tan’yu’s father, Takanobu, dedicated his life to support his elder 

brother, Mitsunobu （1565-1608）, who succeeded their father’s position as the head of the family.  After Mitsu-

nobu’s passing, Takanobu took care of his brother’s son, Sadanobu （1597-1623）, as a guardian.  Takanobu was 

also active in the creation of mural paintings in Nagoya-jo Castle in 1614 as well as of those for the Imperial Pal-

ace.  He is also known as the painter of the oldest extant “Kenjo-no Soji-e” （32 images of ancient Chinese sages 

painted in the Shishinden imperial palace）.

The epitaph of Tan’yu left at Ikegami Honmon-ji Temple in Tokyo states that the little Tan’yu at the age of two 

stopped crying when he was given a paint brush.  Another text says that he picked up a brush and ink himself and 

painted at the age of only four.  These are some of the legendary episodes about Tan’yu, and these sort of stories 

are often found both in the East and the West when people talk about young age of artists who later became mas-

ters.  It is true that Tan’yu started to learn to paint from a very early age as a child of a painter’s family.  A record 

attests that he began to paint full-scale works under his artist name “Saisho” at the age of just ten.

There is no doubt that Tan’yu’s father and other Kano School artists had high hopes for the talent of this young 

genius.  Tan’yu, at age of 11, was allowed to meet Tokugawa Ieyasu （1543-1616）, the first Tokugawa shogun, in 

Sunpu （present-day Shizuoka Pref.）.  At the age of 13, he improvised a painting in front of the second Tokugawa 

shogun, Hidetada （1579-1632） in Edo （present-day Tokyo） and received admiration as the rebirth of his grandfa-

ther, Eitoku.  When he was only 16, he was appointed as an official painter of the shogunate.  As a member of the 

Kano School, he painted the mural painting on the wall of Tofukumon’in Masako’s （1607-1676） palace when he 

was 18 years old and this piece still exists today （former mural painting of Enman-in Temple）.  From this work, 

one can see that Tan’yu still followed the painting style of his father, Takanobu.  Two years later, he received a 

large property of about 3,500 square meters in Edo, and established his position as an official painter of the sho-

gunate in both name and his artistic ability.

Two more years later, when Tan’yu was 22 years old, the Kano School experienced a misfortune.  Tan’yu’s cousin 

and the head of the Kano School, Sadanobu, died of illness at the age of only 27.  Since Sadanobu had no children 

of his own, Yasunobu （1614-1685）, the youngest brother of Tan’yu, took over Sadanobu’s position.

Shortly thereafter, in 1624, the major renovation of Nijo-jo Castle began.  Production of the mural paintings start-

ed when the construction of the building was nearing completion. In July 1625, the artist members of the Kano 

School traveled from Edo to Kyoto.  Yasunobu, who had taken over the position as the head of the Kano School, 

was only twelve or thirteen years old, therefore, it was Tan’yu at the age of 25 who took the lead in production.  

Tan’yu named himself as “Uneme” from the age of 13 to 33.

Tan’yu’s Taiga Paintings

Taiga is a painting style in which the artist paints motifs on a large scale on a large screen, such as a mural or a 

folding screen.  It is said that Eitoku, Tan’yu’s grandfather, became too busy to paint his works precisely which he 

was known for when he was young since he became famous and started to accept too many mural painting orders 

from powerful people.  Some of Eitoku’s famous Taiga paintings include the mural paintings at Juko-in Temple 

in the Daitoku-ji Temple complex and “Karajishi-zu Byobu （Folding Screen of Chinese Lions）,” which has been 

designated as a National Treasure recently.  Another noteworthy example of Taiga from the Momoyama period 

is “Kaede-zu （Maple Tree）” （possessed by Chishaku-in Temple） by Hasegawa Tohaku （1539-1610）, who was 

considered a rival of Eitoku.  Its most distinctive feature is that the main motifs, including the giant tree, are so 

large that they appear to extend beyond the frame.  It is also characteristic of Taiga of this period that the leaves 

and flowers on the giant trees as well as the rocks, plants, and flowers in the surrounding area are depicted as to 
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Iemochi （1846-66）, became the first shogun in about 230 years to visit Kyoto and entered Nijo-jo Castle in or-

der to respond to the imperial court’s push for an anti-foreigner policy during the upheaval that began with the 

arrival of the Black Ships led by Commodore Perry （1794-1858）. After three trips to the capital, Iemochi died 

from an illness at Osaka-jo Castle in July 1866. Iemochi’s successor, Hitotsubashi Yoshinobu （1837-1913）, was 

proclaimed shogun by the imperial court at Nijo-jo Castle in December of the same year. The ceremony was held 

here in the Ohiroma.

However, slightly over ten months later, Yoshinobu had to hear Komatsu Tatewaki （1835-70） of the Satsuma 

province expressing his support for the Taisei Hokan （return of political control to the emperor）. The Taisei 

Hokan was achieved through the following process. On October 3, 1867, Yamauchi Yodo （1827-72） of the Tosa 

Province submitted to the shogunate a proposal for the return of political control to the emperor. Yoshinobu de-

cided to adopt it in order to assert his power against the group of those who supported overthrowing the shogu-

nate. According to Tokugawa Yoshinobu-ko Den （“The Biography of Tokugawa Yoshinobu”） （Shibusawa Eiichi, 

Ryumonsha, 1918）, on the 12th of the same month, Yoshinobu conveyed his intention to the shogunate return 

political control to the emperor. The mural painting, “Taisei Hokan,” in the Meiji Memorial Picture Gallery of 

Meiji Shrine, depicts this scene as an event that took place in the Kuroshoin. The following day, on the 13th, a 

document with the same content as the letter of appeal to the imperial court was circulated amongst the senior 

vassals of the 40 clans staying in Kyoto who were gathered in the room which we call the Third Room today （of-

ten referred to as the Second Room in historical documents of the time）. Itakura Katsukiyo （1823-89）, a chief 

council, instructed those who had opinions to write their names on a separate sheet of paper and remain in the 

room. The six who remained were the aforementioned Komatsu Tatewaki, Tsuji Shoso （1823-94） of Aki province, 

Goto Shojiro （1838-97） and Fukuoka Toji （1835-1919） of Tosa province, Tsuzuki Sozo （1845-85） of Uwajima 

province, and Makino Gonrokuro （1819-69） of Bizen province. Later, four members from Satsuma, Tosa, and Aki 

provinces met together, and the remaining two members met respectively with Yoshinobu who was seated in the 

First Room of the Ohiroma. On the 14th, the shogunate submitted a proposal for the return of power to the impe-

rial court, and on the 15th, the imperial approval was granted, thus completing the return of power.

The meeting room of the Ohiroma was the very place where the glory and demise of the Tokugawa Shogunate 

took place. We hope that you will enjoy the magnificent mural paintings while reflecting on the history of Nijo-jo 

Castle.

（Naoko Matsumoto）

Nijo-jo Castle Painting Gallery Fall Exhibition in 2021

Pioneering Edo-Period Painting: Kano Tan’yu’s Masterpiece Matsu Kujaku-zu in the Ohiroma San-

no-ma 

Kano Tan’yu （1602-1674） is a legendary painter who was known as the “Ieyasu （the first Tokugawa shogun） of 

the art field” in later years.  Nijo-jo Castle was the first castle where Tan’yu was responsible for the creation of the 

mural paintings in the palace as the leader of the Kano School artists.  Tan’yu was in charge of the paintings in 

the Ninomaru-goten Palace’s Ohiroma consisting of the three rooms from Ichi-no-ma （First Room） to San-no-

ma （Third Room）, which was used as an important official meeting room.  Mural paintings on three sides （east, 

north and west） of the San-no-ma will be exhibited at this time which are said to most represent Tan’yu’s innova-

tive art style.

Emerging Genius Young Star

Kano Tan’yu was born in Kyoto as the eldest son of Kano Takanobu （1571-1618）, the second son of Kano Eitoku 
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is raised two steps higher. Three other rooms, Tozamurai, Kuroshoin and Shiroshoin, also have meeting rooms, 

and the ceilings of each Second Room have an ordinary coffered style in common with other rooms. On the other 

hand, only the Second Room in the Ohiroma has a single coffered ceiling.

A noh stage was constructed on the south of the Ohiroma’s meeting room.  Therefore, the Second Room served 

as the auditorium for Emperor Go-mizuno-o where he enjoyed a sarugaku （plays known as noh today） perfor-

mance during his visit to Nijo-jo Castle in 1626.

Pine trees surrounding the shogun and the birds seen by them

On the four sides of this meeting room, huge pine trees are painted on the gold background. However, it is 

thought that the sliding doors along the corridor were removed during ceremonies and special occasions such 

as face-to-face meetings. This would mean that the lower part of the huge pines tree on the west and south sides 

of the meeting room would have been removed. Still, on the walls above the nageshi （a horizontal beam）, pine 

trees and distant mountains are designed to remain and to surround the room, except in the area of the openwork 

carvings.

In the Second Room, four peafowls are painted on the tobusuma （wooden sliding doors） and fusuma （paper slid-

ing doors）, and one each above the nageshi and on the wall: six peafowls in total. Even if all of the sliding doors 

were removed, the peacock above the nageshi in the southwest and the one on the wall in the east would remain. 

The graceful peacock in flight was looking down on the people who were waiting to see the shogun.  

On the other hand, a pair of golden pheasants are painted on the chodai fusuma （decorative doors） in the First 

Room. This fixture is irremovable. Therefore, even when a face-to-face meeting occurs in the room, the golden 

pheasants in the First Room and the peafowls in the Second Room were always visible. With the fact that both 

of these birds were presented to the person of power in Japan as gifts from foreign countries, the depiction of 

these rare birds could show the power of the shogun as the master of the palace. While the golden pheasants are 

seen only in the First Room, which is the seat of the shogun, the peacock is also depicted on the wall of the Third 

Room, which follows the Second Room. In addition, the ceiling paintings in the Second and Third Rooms are the 

same, while those in the First Room are different. Based on these facts, you can understand that the birds on the 

walls and the ceiling paintings also show the uniqueness of the shogun’s seat and the continuity between the Sec-

ond and Third Rooms.

Meeting room as the setting of the glory and end of the Tokugawa shogunate

During the visit of Emperor Go-mizuno-o in 1626, the meeting room in the Ohiroma was used as the auditorium 

where the emperor was seated and enjoyed a sarugaku performance. What is more, golden tea utensils were 

placed in the Second Room while a set of three scrolls by Muqi （a Chinese Chan monk and painter in the late 13th 

century）, a silver incense burner, a vase, and other decorative objects were placed on the toko （alcove） of the 

First Room. All of these valuable articles were presented to the emperor.

In 1634, eight years after the emperor’s visit, the third shogun, Tokugawa Iemitsu （1604-51）, came to Kyoto 

with his large army. At that time, the Ohiroma seems to have been a place where feudal lords, court nobles, and 

the priests of aristocratic or imperial origin in Kyoto met and were entertained. A historical record writes that the 

royal envoy of the Ryukyu king attended, too.

After this occasion, the shogun’s visits and stays in Kyoto ceased, and Nijo-jo Castle, which had lost the pres-

ence of its master, was managed by the Zaiban （direct vassals of the shogun stationed in Kyoto in rotation）, the 

Okura Bugyo （magistrate of the rice tax）, the Gomonban Gashira （guard of the castle gate）, the Oteppo Bugyo 

（magistrate of firearms） and the Goten Azukari （manager of the palace）. In February 1863, the 14th shogun, 
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Yoshinobu-ko den （“A Biography of Lord Tokugawa Yoshinobu”） by Shibusawa Eiichi （1840-1931） （Ryumonsha, 

1918） says that on the previous day, October 12, Yoshinobu summoned his close associates in Kyoto and orally 

declared his intention to return political power to the Imperial Court. However, no available records dating back 

to that time tell us where that event occurred.

Meanwhile, there is a mural titled Taiseihokan （“Restoration of Imperial Rule”） exhibited at the Meiji Memorial 

Picture Gallery, which was established to celebrate the achievements of Emperor Meiji （1852-1912）. This mural 

was painted by Japanese-style painter Murata Tanryo （1872-1940） at the request of Tokugawa Yoshimitsu （1913-

93）, a grandson of Yoshinobu, and was presented by Yoshimitsu to the gallery in 1935. The mural depicts a scene 

from the event of October 12, 1867, which is set in the First and Second Rooms of the Kuroshoin. A record of the 

process of Tanryo painting Taiseihokan reveals that the painter visited Ninomaru-goten Palace and conducted a 

thorough survey by sketching and photographing murals there, drawing plans of the buildings, and making rub-

bings of the metal fittings. He also collected information about the costumes the samurai had worn. He seems to 

have made an all-out effort to ensure that his depiction of the scene would be faithful to the historical facts. His 

serious attitude leads us to suppose that he set the scene in the Kuroshoin because at that time there was written 

proof that the event of October 12 had occurred in the Kuroshoin or because the painter reached that conclusion 

based on interviews with former shogunate retainers or Yoshimitsu. In the Kuroshoin, Tokugawa Iemitsu tried to 

strengthen the power of the shogunate, while Tokugawa Yoshinobu expressed his determination to end the polit-

ical rule of the shogunate to his close associates. We hope that you will enjoy the Kuroshoin murals while imagin-

ing the thoughts of the two shoguns there.

                                  （Shiho Nakano）

Nijo-jo Castle Painting Gallery Summer Exhibition in 2021 

Meeting Rooms of the Ohiroma as the Scene of Historical Events

First period: Ni-no-ma from the Shogun’s Perspective

Second period: Ichi-no-ma Surrounding the Shogun

Located in the center of Ninomaru-goten Palace, the Ohiroma depicts murals of a number of huge pine trees on 

the gilt ground, as if demonstrating the power of the Tokugawa shogunate. Particularly noteworthy is the meeting 

room consisting of the Ichi-no-ma （First Room）, which is the upper room, and the Ni-no-ma （Second Room）, 

the lower room.  Having served as the most formal venue for rituals, the room witnessed both the glory and end 

of the Tokugawa shogunate.

As our first attempt, the current exhibition, divided into the First and the Second periods, will showcase all mural 

paintings in the meeting room of the Ohiroma.

Meeting room with special meanings

The characteristic interior decoration of the Ohiroma attests that this part of the building served the most public 

role in the Ninomaru-goten Palace. First of all, all of the main rooms, from the First to the Fourth Rooms, are 

decorated with giant pine tree paintings. In the other parts of the building, one can see a common theme in the 

meeting rooms, however, rooms below the San-no-ma （Third Room） have different themes. Secondly, only the 

Ohiroma has openwork carvings with lacquered frames and decorative metal works. The Tozamurai also has 

openwork carvings, but its frames were coated with a simple black lacquer without decorative metalworks.

Naturally, the meeting room in the Ohiroma has some unique features which cannot be seen in other meeting 

rooms. First, the room has a special and famous ceiling structure called Niju Oriage Go-tenjo （double-height cof-

fered ceiling）. The ceiling in the center of the First Room, where the shogun sits during a face-to-face meeting, 
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miliar to the court nobles. It is thought that such depictions were selected to decorate the Kuroshoin in order 

to demonstrate that the shogun and Tokugawa shogunate shared the culture of waka poetry with court nobles. 

In addition to cherry blossoms and other blossoms and flowers, these murals depict a wide variety of birds, 

including copper pheasants, parakeets, green pheasants, and swallows. The murals of the Ohiroma, which is 

thought to have been a space for official meetings between the shogun and visitors, also depict golden pheasants, 

peafowls, and other birds, together with pine trees, in brilliant colors on the gilt ground. As both the Ohiroma and 

Kuroshoin served as spaces for meetings with the shogun, their murals share the same characteristics and styles. 

Meanwhile, the forms of buildings and the clothes of figures depicted in the ink-painting-style land-

scape murals of the Kuroshoin First and Second Rooms suggest that these murals portray Chinese land-

scapes. These murals depict an extensive panoramic view of continuous mountain and waterside land-

scapes, which start on the west side of the First Room （the second rightmost surface on the east wall of 

the gallery）, go through the west side of the Second Room （the third to fifth rightmost surfaces on the 

east wall of the gallery）, and finish on the south side of the Second Room （the front of the gallery）. 

In Ninomaru-goten Palace, similar landscape murals in the ink-painting style are also found in the Ichi-no-ma 

to San-no-ma （First to Third Rooms） of the Shiroshoin, which was used as the shogun’s residence.Therefore, 

the India ink landscape murals of the Kuroshoin can be viewed as proof of the private nature of the Kurosho-

in similar to the shogun’s residence. In addition, the shoguns of the Muromachi shogunate, which preceded 

the Tokugawa shogunate, loved Chinese imports, called “karamono,” and decorated their private rooms with 

India ink landscapes. This fact suggests that the India ink landscape murals of the Shiroshoin and Kuro-

shoin represent the Tokugawa shogun’s status as heir to the Muromachi shoguns’ love for Chinese imports. 

In other words, it can be thought that the two kinds of murals depicting different subjects in different styles in the 

Kuroshoin represent the intermediate nature of the Kuroshoin positioned between the Ohiroma as the shogun’s 

official meeting space and the Shiroshoin as his residence, and demonstrate the familiarity of the host of the pal-

ace―the Tokugawa shogun―both with waka poetry as a cultural element that court nobles were required to have 

mastery of and with Chinoiserie, in which samurai played a leading role in the Muromachi Period. The Kuroshoin  

alone had such complex implications.

　

When the shogun sat in the Kuroshoin

In this exhibition, the murals are displayed in the same arrangement as the shogun would have seen from his seat 

in the First room. On what occasions did the shogun actually sit in the Kuroshoin?

The oldest existing record of meetings in the Kuroshoin describes meetings held when the third shogun Tokugawa 

Iemitsu （1604-51） visited Kyoto in 1634. It is thought that he visited Kyoto at that time to restore the relationship 

between the shogunate and the Imperial Court, which had deteriorated due to the Shie Incident （1629）. During 

his stay in Kyoto, Iemitsu visited the Imperial Palace and the ex-emperor’s palace each twice. At Nijo-jo Castle, 

he met various people, including court nobles, samurai, priests of aristocratic or imperial origin, and envoys from 

the Ryukyu king. In the Kuroshoin, the shogun met influential daimyo （feudal lords under the shogun）, includ-

ing the lord of the Hosokawa family, and high-ranking court nobles, such as imperial princes, ministers, priests of 

aristocratic or imperial origin, and imperial messengers.

For about 230 years after that, no shogun visited Kyoto or used Nijo-jo Castle. On the occasion of the Restoration 

of Imperial Rule, that is, when the Tokugawa shogunate returned political power to the Imperial Court, Nijo-jo 

Castle again served as the scene of a historic event. On October 13, 1867, the Tokugawa shogunate summoned the 

senior retainers of various clans who were stationed in Kyoto to the Ohiroma. Among the senior retainers, only 

those who came forward to meet the 15th shogun Tokugawa Yoshinobu （1837-1913） actually met him. Tokugawa 
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の杉戸において、東側 1面（展示室正面向かって左側）には竹林の中に眠る虎、後ろ足で頭を掻く虎を描き、西

側 1面（展示室正面向かって右側）に咆哮する豹を描くのにも、同じ意図がうかがえます。

　他方、二の間には、竹林は描かれるもののそこに虎豹はおらず、東側の襖 4面（展示室正面向かって左側）の

うち正面向かって右 3面には、足を拡げ、水を飲む虎 1頭と、それにじゃれつく小さな豹 1頭、その左右に虎と

豹が 1頭ずつ配されます。いずれも堂々とした表情と姿態で描かれますが、水を飲む虎に小さな豹をじゃれつか

せることで、和やかな雰囲気が添加されています。一の間は竹林の中に寛いだ様子の虎豹を描き、また、二の間

は楽し気な子豹を描くことによって、虎豹たちが安寧に暮らす世界を表現していると考えられます。

筆者と絵画様式について

　〈遠侍〉障壁画の筆者とされる狩野甚之丞（1583-1628）は、安土桃山時代（1573-1615）を中心に活躍した、

狩野永徳（1543-90）の甥にあたる人物です。寛永期二条城障壁画制作を指揮した狩野探幽（1602-74）は永徳の

孫であり、甚之丞は、探幽の父、孝信（1571-1618）と従兄弟の関係です。世代としては、この永徳と探幽の間

にあたり、その絵の描き方にも、両世代の特徴を見て取ることができます。

　すなわち、今回展示している障壁画においては、いずれも竹の根元を描くことによって、地面の存在を示し、

加えて、竹の枝葉、幹、金雲を竹に重ねて前後関係を表し、それによって三次元的な奥行きのある空間が表現さ

れています。画面の向こうに、空間の拡がりを感じさせる描き方は、安土桃山時代の絵画様式を継承するもので

す。一方で、金地の余白を大きく取る点には、探幽が作り上げ、後に継承されている、新たな時代様式の影響が

うかがえます。桃山時代のダイナミックな気風を残しつつ、スケールの大きな画面をすっきりとまとめあげる点

に、甚之丞の卓越した技量が発揮されているといえるでしょう。障壁画のなかに広がる空間のなかで、ゆったり

と寛ぎ、あるいは楽しそうに戯れる虎たちの豊かな表情を、ぜひご堪能ください。

（中野 志保）

［英文］

Nijo-jo Castle Painting Gallery Spring Exhibition in 2021

Cherry Blossoms and Landscapes from the Shogun’s Point of View: Murals in the Kuroshoin 

Meeting Rooms

The Kuroshoin in Ninomaru-goten Palace was originally called “Kohiroma,” and the Ichi-no-ma and Ni-no-ma 

（First and Second Rooms） of the Kuroshoin were used for meetings between the shogun and high-ranking court 

nobles or samurai close to the Tokugawa family. This exhibition displays the murals of the Second Room and 

some murals of the First Room.

Two styles and two subjects

The Kuroshoin First and Second Rooms, which constitute one continuous space, have two kinds of murals depict-

ing different subjects in different styles. One kind of mural depicts spring landscapes featuring flowering cherry 

trees in brilliant colors on the gilt ground, while the other kind portrays mountains and waterside landscapes in 

India ink and pale tints on the unpainted ground. The former are is attributed to Kano Naonobu （1607-50）, who 

was 20 when he painted them, while the latter are thought to have been painted by another Kano-school painter.

In the spring landscapes depicted on the gilt ground, the most prominent motif is cherry trees in full bloom. 

However, a careful look will reveal that ume plum blossoms, an early spring staple, are depicted on the west 

side of the First Room （the fifth to six rightmost surfaces on the east wall of the gallery）, while cherry blos-

soms are beginning to fall and azaleas bear flowers, a late spring feature, on the south side of the Second Room 

（the front of the gallery）. These colorful murals represent the passage of the seasons by portraying not only 

cherry trees in full bloom, a symbol of the height of spring, but also motifs that epitomize early and late spring. 

These depictions of the passage of the seasons suit a taste for waka poetry, which was an element of culture fa-
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ともに対角線を意識した構図になっています。例えば、東面（正面向かって左に展示）と西面（正面に展示）は、

向かって右上と左下を結ぶ対角で区切られた範囲に松がおおよそ収まります。北面（正面向かって右に展示）で

は、左から 1と 2の壁貼付の太い松の幹のラインは、向かって左下から右上に結んだ対角線に沿っており、幹に

泊まる孔雀の尾羽から背中にかけてのラインと、孔雀の頭上の松の葉叢もこの対角線と平行に配置されているこ

とが分かります。このように、対角線や平行線を意識したいわゆる幾何学的な構図を用いた絵画は、この時期に

出現した新しい傾向でした。探幽は単に幾何学的な構図をとるだけでなく、大胆なまでの余白を用いました。そ

れに加えて、一羽のみ描かれている孔雀の端正な姿には、力強さや豪華さを標榜していた桃山の絵画とは異なり、

瀟洒で清新な江戸の絵画の萌芽を見て取ることができます。このような特徴は、これ以降の探幽の作品のみなら

ず、探幽以降の狩野派にも受け継がれていきました。大広間の障壁画は江戸の絵画を切り拓こうとした探幽の奮

闘を伝えているのです。

 （松本 直子）

第 4期「〈遠侍〉虎の間の障壁画　～御殿を護る竹林の王者～」

　二条城二の丸御殿の〈遠侍〉には、竹林と虎、豹が描かれた障壁画があります。今回は、令和 4年（2022）の

干支、寅年にちなみ、そのうち〈遠侍〉一の間と二の間の障壁画の一部、そして廊下の杉戸絵を公開します。

虎豹の描かれる空間

　〈遠侍〉は、二の丸御殿のなかで最大の天井高と面積を誇る棟です。二の丸御殿に昇った人が、将軍との対面や、

それに先立つ老中との挨拶の前に、待機した場所であったと考えられています。納戸を含む 10 室を備え、その

うち、一の間から三の間の 3室と、廊下を間仕切る杉戸絵 2か所 4面に虎豹が描かれています。虎とともに豹を

描くのは、これらが同種の動物とみなされていたためと考えられます。

　虎は、ユーラシア大陸の南東部を中心に生息する肉食動物で、大きいものでは体長 2.8 ｍに及び、その大きさ、

獰猛さから、人間に恐れられてきました。古代より、四神の一つ「白虎」として崇められるように、魔除けの力

を持つ霊獣と信じられており、仏教や道教において、仏や羅漢、仙人たちが虎を手なずけたことが、その徳の高

さや超人性を表すエピソードとして語られてきました。日本に生息しない虎は、中国や朝鮮からもたらされる文

書や、絵画、毛皮等によって、そのイメージが受容されていきました。

　16 世紀後半以降、日本各地に大規模な城郭が建てられるようになると、その内部を飾る障壁画のなかにも虎

が描かれるようになります。慶長 19 年（1614）に完成した名古屋城本丸御殿、万治年間（1658-61）の江戸城にも、

玄関近くの空間に虎が描かれたことが分かっており、寛永 3年（1626）に改修を終えた二条城二の丸御殿〈遠侍〉

にも虎が描かれました。その理由については、虎が、その魔除けの力を以て建物の出入口を守護するため、また、

御殿に入る者に対し、畏怖の念を抱かせるため、加えて、上述のように、虎を手なずけた者の超人的な力を示す

ことから、虎豹という猛獣が安寧に暮らす空間を描くことによって、それを可能なものとする館の主の権力を示

すためと考えられています。

安らぐ虎、戯れる虎

　二の丸御殿〈遠侍〉には、部屋内と廊下を合わせると虎 21 頭、豹 15 頭が描かれています。一の間には、南側

の襖 4面（展示室正面向かって右側）に、画面向かって右側に虎と豹が楽し気に走り、左側には竹林のなかで虎

と豹が寄り添い、虎は前足を舐めており、寛いだ雰囲気です。東側の壁面（展示室正面）でも、竹林の中の虎は

腰を下ろして前足を舐め、豹は身体を伏せて目を閉じています。その左側、竹林の外にいる虎 1頭は、腰を下ろ

し、鋭いまなざしで何かを見つめています。これに続く襖 4面（展示なし）でも、竹林の中の虎は腰を下ろして

目を伏せていますが、竹林の外の虎は、堂々と闊歩する様子で描かれます。このように、一の間の虎は、竹林に

寛いだ様子を、その外に、活動的あるいは俊敏さを匂わせるように描かれます。ここには、竹林が虎の住処と捉

えられ、内側での寛いだ様子と外側での活動的な様子を、対照的に描き出そうとした意図がうかがえます。廊下
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の一の間から三の間でした。今回は、その中でも探幽の先進性が最もよく感じ取られる三の間障壁画から東、北、

西の三面を公開します。

若き天才の登場

　狩野探幽は、桃山の巨匠、狩野永徳（1534-90）の次男である狩野孝信（1571-1618）の長男として京都に生ま

れました。母は、戦国武将の佐々成政（1536/39-88）の娘と伝えられています。父、孝信は、永徳から家督を継

いだ兄の光信（1565-1608）を支え、また光信没後は、その遺児貞信（1597-1623）を後見し、慶長 19 年（1614）

の名古屋城障壁画制作や、御所の障壁画制作等で活躍しました。現存最古の「賢聖障子絵」の筆者としても知ら

れています。

　東京の池上本門寺にある探幽の墓誌には、2 歳の時に筆を持たせると泣き止み、4 歳で自ら筆と墨を持ったと

記されています。これらは洋の東西を問わず、後に巨匠となる芸術家に語られる伝説的エピソードの類ですが、

絵師の家の子として、実際にごく幼いころから絵を学んでいました。記録上では、10 歳の頃に「宰相」という

画号で本格的な作品を描いていたことが知られています。

　幼い探幽の才能に、父や一門の大人たちが大いに期待したことは疑いなく、11 歳で駿府にいた大御所家康

（1543-1616）に拝謁し、13 歳の時には、江戸で二代将軍秀忠（1579-1632）の御前で席画を描いて「祖父永徳の再生」

と称賛され、16 歳にして幕府の御用絵師に取り立てられました。18 歳の時、狩野一門の一員として制作した東

福門院和子（1607-76）の御所の障壁画が現存します（旧円満院障壁画）。この作品では、まだ父孝信の描き方に倣っ

ています。その2年後には、江戸に1033坪余りの屋敷地を拝領し、名実共に幕府の御用絵師の地位を確立しました。

　さらに 2 年後の探幽 22 歳の時、狩野派に激震が走りました。探幽のいとこで狩野派宗家の当主、貞信がわず

か 27 歳で病没したのです。実子のいなかった貞信の後を継いだのは、探幽の末弟安信（1614-85）でした。

　それから間もなくの寛永元年（1624）に、二条城の大改修が始まりました。障壁画の制作は、建物が完成に近

づいてから着手されます。狩野派の面々が江戸から京に上ったのは、寛永 2 年（1625）7 月のことでした。宗家

を継いだ安信はまだ 12,3 歳だったこともあり、障壁画制作のリーダーは 25 歳の探幽が務めたのです。なお、探

幽は 13 歳から 33 歳まで「采女」と名乗っていました。

探幽の大画

　大画とは、障壁画や屏風絵などの大画面に、絵画の諸モチーフを大きく描く絵画のことです。探幽の祖父永徳は、

天下人たちから御殿の障壁画の注文を次々と受けるうちに、若い頃に得意としていた細画（細密に描かれる絵画）

を描く時間がなくなったと語られます。永徳が遺した大画としては、大徳寺聚光院室中の間の障壁画やこの度国

宝に指定された《唐獅子図屏風》が有名です。また永徳のライバルとされる長谷川等伯（1539-1610）の《楓図》（智

積院蔵）も桃山の大画の代表例です。その最大の特徴は、巨木を始めとする主要なモチーフが画面を突き抜ける

ように大きく描かれているところです。巨木の葉や花、あるいは周辺に描かれる岩や草花等が、画面を埋め尽く

すように描かれるのもこの時代の大画の特徴です。その結果、奥行はそれ以前の絵画よりは浅くなっていくので

すが、樹木や岩などは、地面にしっかりと根付いたように描かれています。

　一方、探幽の伯父の光信や父の孝信は、永徳らとは異なる大画を描きました。光信の《四季花木図》（園城寺

勧学院蔵）に代表されるように、主要なモチーフは小さくなり、樹木は細くなりましたが、モチーフの配置や金

の雲を何重にも重ねることで、深い奥行が示されるようになりました。

　二条城の寛永の大改修で二の丸御殿の大広間を任された探幽は、一の間から三の間において、天井までの壁面

を利用し、長押の上まで幹や枝を伸ばす巨大な松を描きましたが、松は完全に画面に収まるように描いています。

松もそれ以外のモチーフも畳のラインに合わせて立ち上がるように配置され、背景はほぼ一面の金地となってい

ます。その結果、金地を地面と感じさせるような奥行は排除され、輝く黄金を背景に松のシルエットが印象的に

浮かび上がるような効果が得られています。三の間では、松は、北西の角と南東の角から、それぞれ一本ずつ立

ち上がり、左右に枝を伸ばしています。それぞれの枝の先にはたっぷりと余白が取られています。さらに、各面
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と襖がすべて取り外されても、西南の長押上と、東側の壁貼付の孔雀が残ります。飛翔する優美な孔雀は、謁見

に臨む人々を見下ろしていたのです。

　一方、一の間には、帳台襖に番の錦鶏が描かれています。この建具は取り外すことはありません。よって、対

面の際でも、一の間には錦鶏、二の間には孔雀が見える状態であったことになります。どちらの鳥も、外国から

の献上品として日本の権力者に贈られた鳥であることから、こうした珍鳥を描くことによって、この御殿の主で

ある将軍の権力を示していると考えられます。また、錦鶏が描かれるのは将軍の座である一の間だけですが、孔

雀は、二の間に続く三の間の壁貼付にも描かれています。なお、天井画も二の間と三の間が共通し、一の間が異

なります。以上から、壁面に描かれる鳥と天井画によっても、将軍の座の特殊性と、二の間と三の間の連続性が

示されていると理解できます。

栄光と終焉の舞台として

　寛永行幸における〈大広間〉の対面所は、猿楽の観覧席になっただけではなく、二の間には、金の茶道具が置

かれ、一の間の床には、牧渓（13 世紀末に活躍した中国の画僧）の三幅対や銀製の香炉や花瓶などの飾りが設

えられました。それらは、すべて天皇へ献上されました。

　行幸から 8 年後の寛永 11 年（1634）に、3 代将軍、徳川家光（1604-51）は大軍を率いて上洛します。その際

に〈大広間〉は、諸大名や公家、京都の門跡らが対面し、また饗応される場となったようです。この時、琉球王

使も、ここで対面したことが記録されています。

　この上洛を最後に、将軍が上洛して滞在することは途絶え、将軍不在の二条城は、在番や御蔵奉行、御門番頭、

御鉄砲奉行、御殿預らが管理していました。しかし、黒船来航に始まる幕末の動乱の中、攘夷を迫る朝廷に対応

するため、文久 3 年（1863）2 月に 14 代将軍家茂（1846-66）が、約 230 年ぶりに将軍として上洛し、二条城に

入りました。家茂は、三度にわたる上洛の後、慶応 2年（1866）7 月に大坂城で病没しました。家茂の後継となっ

た一橋慶喜（1837-1913）は、同年 12 月に二条城で、将軍宣下を受けました。その儀式が挙行されたのも、この

〈大広間〉の対面所です。

　しかし、そのわずか 10 か月余りの後、同じ場所で、慶喜は、薩摩藩の小松帯刀（1835-70）が大政奉還に賛同

する旨を申し述べるのを聞くことになりました。いわゆる大政奉還は、次のような過程をたどって成立しました。

慶応 3 年（1867）10 月 3 日、土佐藩の山内容堂（1827-72）が大政奉還の建白書を幕府に提出、倒幕方の先手を

打つために、慶喜はこれを採用することにしました。『徳川慶喜公伝』（渋沢栄一著、竜門社、1918）によると、

同月 12 日、慶喜は、幕府の要職者たちに対して大政奉還の意思を自らの言葉で伝えたとあります。明治神宮の

聖徳記念館にある壁画《大政奉還》は、その場面を〈黒書院〉での出来事として描いています。翌 13 日、現在

〈大広間〉三の間と呼んでいる部屋（当時の史料では「二の間」と記されることが多い）に集められた在京四十

藩の重臣たちに、朝廷に提出する上表文と同じ内容の文書が回覧され、老中板倉勝静（1823-89）より、意見の

ある者は別紙に名前を書いて残るように指示がありました。残ったのは、先述した小松帯刀と、安芸藩の辻将曹

（1823-94）、土佐藩の後藤象二郎（1838-97）と福岡藤次（1835-1919）、宇和島藩の都築荘蔵（1845-85）、備前藩

の牧野権六郎（1819-69）の 6名。その後、薩摩、土佐、安芸藩の 4名は一緒に、残りの 2名はそれぞれ 1名ずつ、〈大

広間〉一の間に着座した慶喜と対面しました。翌 14 日、幕府は朝廷へ大政奉還を上表し、15 日に勅許がおりて、

政権の返上が完了しました。

　徳川幕府の栄光と終焉の舞台となった〈大広間〉の対面所。その壮麗な障壁画を、歴史に思いを馳せながらご

覧いただければ幸いです。

（松本 直子）

第 3期「江戸絵画を切り拓く。 ～探幽の大画：〈大広間〉三の間《松孔雀図》 ～」

　後世、「画壇の家康」と呼ばれた狩野探幽（1602-74）。二条城は、彼が最初に、狩野派の事実上の棟梁として

御殿障壁画の制作を率いた城です。二の丸御殿で探幽が担当したのは、重要な公式の対面が行われる〈大広間〉
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親王を筆頭に大臣、門跡、摂家や勅使など、高い身分の公家と、将軍との対面が行われています。

　これ以降、約 230 年間、将軍が上洛することはなく、したがって二条城が使われることもありませんでした。

幕府が朝廷に政権を返上する、いわゆる大政奉還の局面で、二条城は再び歴史の舞台となります。慶応 3年（1867）

10 月 13 日、幕府は在京諸藩の重臣を〈大広間〉に集め、対面を希望した者のみが十五代将軍、徳川慶喜（1837-1913）

と対面しました。渋沢栄一（1840-1931）著『徳川慶喜公伝』（竜門社、1918）によれば、その前日、10 月 12 日

に慶喜は在京の側近を集め、大政奉還の意思を口頭で伝えたと記されますが、その場所について同時代の記録は

見つかっていません。

　しかし、慶喜の孫にあたる徳川慶光（1913-93）が、日本画家の邨田丹陵（1872-1940）に描かせ、明治天皇

（1852-1912）の事績を顕彰する聖徳記念絵画館に昭和 10 年（1935）に奉納した《大政奉還》は、この 10 月 12

日の様子が描かれ、その場所は、〈黒書院〉一の間・二の間になっています。《大政奉還》の制作過程を記した記

録から、丹陵は、二の丸御殿で障壁画の写生や撮影をし、建物の図面を描き、金具の拓本をとるなど精緻な調査

を行い、衣装の取材も行って、歴史的事実に忠実にこの場面を描こうと努めたことがうかがえます。こうした姿

勢から、12 日の場面が〈黒書院〉であるという何等かの記録が当時は存在していた、あるいは、旧幕臣や慶光

からの聞き書き等から、舞台を〈黒書院〉としたのかもしれません。幕府の権力を盤石にしようと努めた家光、

幕府に終止符を打つ決意を側近たちに述べた慶喜、彼らの心中に思いをはせ、障壁画を楽しんでもらえれば幸い

です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中野 志保）

第 2期「歴史の舞台〈大広間〉の対面所 前期：将軍が見た二の間　後期：将軍を取り囲む一の間」

　二の丸御殿の中心に位置する〈大広間〉には、幕府の権力を誇示するかのように、一面の金地に巨大な松が何

本も描かれています。中でも、一の間（上段）と二の間（下段）からなる対面所は、御殿の最も公的な儀礼の場

であり、徳川幕府の栄光と終焉の舞台となりました。

　今回は、当館初の試みとして、前後 2期にわたって、〈大広間〉対面所の障壁画をすべて公開いたします。

特別な対面所

　〈大広間〉が二の丸御殿において最も公的な役割を果たす棟であったことは、〈大広間〉特有の室内装飾の特徴

からも明らかです。まず、主要な部屋、すなわち一の間から四の間までのすべてに巨大な松が描かれていること

です。他の棟では、対面所でこそ主題の統一感がありますが、三の間以下の部屋では主題が異なっています。次に、

飾金物を付けた塗縁付きの彫刻欄間を備えているのも〈大広間〉だけです。〈遠侍〉にも彫刻欄間がありますが、

縁はシンプルな黒漆塗であり、飾金物はありません。

　当然、その対面所にも、他の対面所には見られない特徴があります。第一に、有名な二重折上格天井です。こ

れは対面の際に将軍の座となる一の間の中央付近の天井が、二段階高くなっているものです。さらに、対面所は、

〈遠侍〉、〈黒書院〉、〈白書院〉にもありますが、他の 3 つの対面所の二の間の天井が、対面所以外の部屋と同じ

格天井であるのに対し、〈大広間〉の二の間だけが、折上格天井になっています。

　能舞台が設えられたのも〈大広間〉の対面所の南側敷地です。そのため、寛永 3年（1626）に行われた行幸の

猿楽鑑賞の際には、二の間が後水尾天皇の観覧の座となりました。

　

将軍を取り囲む松、将軍が見た鳥たち

　この対面所の四方には、金地を背景に巨大な松が描かれています。しかし、対面などの儀礼の際には、廊下沿

いの戸襖は取り外されたと考えられます。そうすると、対面所の西側と南側の巨大な松の下部が無くなります。

しかし、長押上の壁だけでも、松や遠山が、彫刻欄間の部分を除いて、ぐるりと部屋を取り囲むようにデザイン

されています。

　二の間には、戸襖と襖に 4羽、長押上貼付と壁貼付に 1羽ずつ、合計 6羽の孔雀が描かれています。仮に戸襖
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3、令和 3年度 原画公開展示解説［和英］

［和文］

第 1期「将軍から見た桜と山水～〈黒書院〉対面所の障壁画～」

　二の丸御殿のなかの〈黒書院〉は、当初、「小広間」と呼ばれ、一の間・二の間は、将軍と高位の公家や、徳

川家に近しい武家の対面所として使用されました。今期の展示では、二の間の障壁画と、一の間の一部の障壁画

を公開します。

　

2 つの技法、2つの画題

　この〈黒書院〉一の間と二の間には、金箔地に鮮やかな彩色で桜を中心とする春の景色を描く障壁画と、素地

に墨と淡い彩色で山々と水辺の風景を描く障壁画があり、一続きの空間に、異なる技法と画題を持つ障壁画が並

存しています。制作者について、前者は当時 20 歳の狩野尚信（1607-50）、後者は他の狩野派の絵師と考えられ

ています。

　この金箔地に描かれる春景色のなかで、大きな存在感を持つのは、満開の桜です。ただし、よく見ると一の間

西側（展示室東側 右より 5・6）には初春に咲く梅が、二の間南側（展示室正面）では桜が散り始め、晩春に咲

く躑躅が描かれます。桜満開の盛春だけでなく、初春、晩春を表すモチーフを描くことで、季節の移り変わりが

表現されているのです。こうした季節の移ろいを描くことは、朝廷を中心とする公家の人々の教養である和歌の

志向に合致します。〈黒書院〉にそうした表現が選ばれたのは、将軍を含む幕府もまた、そうした和歌の教養を

共有することを示そうとしたためと考えられます。

　ここには、桜をはじめとする花々とともに、ヤマドリ、インコ、キジ、ツバメなど、多様な鳥が描かれます。

将軍との公的な対面所と言われる〈大広間〉にも、金地に鮮やかな彩色で、松とともにキンケイやクジャク等の

鳥が描かれます。同じ「将軍との対面所」である〈大広間〉と〈黒書院〉は障壁画の画題のジャンルと制作技法

が共通しています。

　他方、〈黒書院〉一の間・二の間に、水墨技法で描かれる山水風景は、建物の形や人物の装束から、中国を描

いたものと分かります。長押上では、山中から水辺へ続く風景が、一の間西側（展示室東側右より 2）から始まっ

て、二の間西側（展示室東側右より 3 ～ 5）に続き、二の間南側（展示室正面）で完結する、長大なパノラマと

して描かれています。

　こうした水墨技法による山水風景は、二の丸御殿のなかでも、将軍の居室である〈白書院〉の一の間から三の

間にも描かれていることから、〈黒書院〉の水墨山水図は、この場が、将軍の居室に通じるプライベートな性格

を有することを示すと考えられます。加えて、室町幕府の将軍達が中国からの請来品、いわゆる「唐物」を愛好

し、水墨山水図で私室を飾っていたことを鑑みると、〈白書院〉と〈黒書院〉の水墨山水は、室町幕府の将軍達

による唐物愛好を継承するものと考えられます。

　すなわち、〈黒書院〉の対面所に並置される 2 つの技法、2 つの画題の障壁画は、ここが将軍の公的な対面所

である〈大広間〉と、将軍の居室である〈白書院〉との中間的な性格を持つ場であることを示すとともに、御殿

の主、徳川家の将軍が、公家の教養たる和歌と室町時代に武家が牽引した唐物趣味、その両方に親しんでいるこ

とを一つの空間のなかで示していると考えることもできるでしょう。

将軍が〈黒書院〉に座るとき

　今回の展示では、将軍が一の間に座った時に見える配置で障壁画を展示しています。では、実際に将軍が、こ

の〈黒書院〉一の間に座ったのは、どんな時だったのでしょうか。

　まず、最も古い対面の記録は、寛永 11 年（1634）に徳川家の三代将軍、家光（1604-51）の上洛の時のことで

す。この上洛は、寛永 6年（1629）の紫衣事件で険悪となった朝廷との関係の回復を図るものであったとされます。

この時、家光は御所と院御所に、それぞれ二回ずつ参内し、二条城では公家を中心に、武家、寺社門跡、琉球王

使など、実に様々な人々との対面が行われました。この時、〈黒書院〉で、細川家をはじめとする有力な大名たちや、
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二条城障壁画 展示収蔵館活動報告

1、二条城障壁画 展示収蔵館　概要

　二条城障壁画 展示収蔵館は、重要文化財の二の丸御殿障壁画を保存、公開するため、初代将軍徳川家康によ

る二条城築城から 400 年目にあたる平成 15 年（2003）より建設を始め、平成 17 年（2005）10 月 10 日に開館し

ました。平成 30 年（2018）には、「築城四〇〇年記念 展示・収蔵館」から「二条城障壁画 展示収蔵館」に名称

を変更しました。

二の丸御殿障壁画は、後水尾天皇の行幸に先立ち、徳川将軍家が寛永元年から 3年（1624 ～ 26）にかけて行っ

た大改修の際、狩野探幽率いる狩野派の絵師たちによって描かれました。二の丸御殿には、寛永期の障壁画を含

む約 3600 面の障壁画が残されており、昭和 57 年（1982）には、うち 1016 面が美術工芸品（絵画）として重要

文化財に指定されました。これらの障壁画は、約 400 年間、御殿内で温湿度の急激な変化や虫害、紫外線などの

影響を受け続けてきたため、褪色・亀裂・剥落など状態の悪化が進んでいます。そこで二条城では、重要文化財

の指定に先立つ昭和 47 年（1972）より、原画を収蔵庫で恒久的に保存することを目的として模写を制作し、御

殿内の原画とはめ替える「模写事業」を開始しました。現在、重要文化財に指定された 1016 面は、御殿から全

て取り外し、収蔵庫で保管されています。

二条城障壁画 展示収蔵館内の収蔵庫では、障壁画は、パネルにそれぞれ収納され、天井と床で支えられた状

態で固定されています。収蔵庫から展示室までの天井にグリット状にレールが敷設されており、パネル上部のラ

ンナーがレールを通ることによって、巨大で重量のある障壁画が、容易に移動することが可能になりました。展

示室は収蔵庫の一部となっており、御殿と同じ配置で障壁画をガラス越しに鑑賞できる画期的な設計になってい

ます。

　修理が完了した障壁画を中心に、年 4回の展示替えを行い計 240 日ほど公開しています。また、エントランス

では、錺金具や城内から発掘された埋蔵文化財等も展示しています。

　

2、令和 3年度 原画公開の概要と入館者実績

展 覧 会 名 会期と日数 入館者数

将軍から見た桜と山水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

～〈黒書院〉対面所の障壁画～

【当初予定】4月 22 日（木） ～ 6月 20 日（日）　　　　      60 日間　　　　　　　　　　　　　

【変 更 後】4月 22 日（木） ～ 4月 24 日 （土）　

　　　　　 6 月 1 日（火） ～ 7月 4 日 （日）　　　　      37 日間 

　　　　　　　　　　   ※ 4 月 25 日（日） ～ 5 月 31 日（月）は休館

2,489 人

歴史の舞台〈大広間〉の対面所

前期：将軍が見た二の間

後期：将軍を取り囲む一の間　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

【当初予定】〈前期〉 7 月 15 日（木） ～ 8 月 23 日  （月）     40 日間 

　　　　　 〈後期〉 9 月 3 日（金） ～ 9 月 26 日  （日）     24 日間　　　

【変 更 後】〈前期〉 7 月 15 日（木） ～ 8 月 22 日  （日）     39 日間　　　　　　　 

　　　　　 〈後期〉10 月 1 日（金） ～ 10 月 19 日  （火）     19 日間

　　　　　　　　　　　  ※ 8 月 23 日（月）～ 9月 30 日（木）は休館

7,529 人

江戸絵画を切り拓く。　　　　　　　　　　　　　　 　　　   

～探幽の大画 :〈大広間〉三の間《松孔雀図》～

【当初予定】10 月 7 日（木） ～ 12 月 5 日（日）           60 日間

【変 更 後】10 月 22 日（金） ～ 12 月 12 日（日）           52 日間

8,835 人

〈遠侍〉虎の間の障壁画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

～御殿を護る竹林の王者～

  12 月 20 日（月） ～ 令和 4 年 2 月 20 日（日）           60 日間

                     ※ 12 月 29 日（水） ～ 12 月 31 日（金）は休館

 8,701 人

※会期は、新型コロナウィルス感染状況を考慮して休城期間が設けられたため、当初の予定から変更になったも

のがあります。
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調査・研究活動報告

令和元年 11 月     令和元年度二条城歴史講座「二条城は誰のものか―明治維新後の歩みをたどって―」〔同志 

　　　　　　　　　社大学教授 小林丈広氏〕 

令和元年 11 月     令和元年度二条城歴史講座「江戸時代の二条城」〔京都大学名誉教授 藤井讓治氏〕 

令和 2年 10 月     宇治市歴史資料館『上林春松家文書』「（二条御殿預三輪市十郎相続次第書留）」（二条御番三 

　　　　　　　　　輪氏の相続関係史料）の調査〔今江秀史・中西健太・柴﨑謙信〕　　　　　　　　　

令和 3年 2 月     令和 2年度二条城歴史研修会「離宮時代の二条城」〔同志社大学・神戸市外国語大学 非常勤 

　　　　　　　　　講師 小田龍哉氏〕

　　　　　　　   令和 2年度二条城歴史研修会「大正大礼の饗宴場について」〔京都市文化財保護課 原戸喜代 

　　　　　　　　　里〕

令和 3年 3 月     たつの市立龍野歴史文化資料館『脇坂家関係文書』所収の所司代関係史料の調査〔松本直子 

　　　　　　　　　・中西健太〕

令和 3年 6 月　　 神宮文庫『大番職制』（大番の職制書）・『御献立集』（寛永行幸等の献立集）・『二条在番登前 

　　　　　　　　　手留』（文政 3年（1820）二条在番の記録）の調査〔杉谷理沙〕　　　　

令和 3年 7 月　　 二の丸御殿〈大広間〉二の間特別入室解説会①〔松本直子〕

令和 3年 8 月　　 二の丸御殿〈大広間〉二の間特別入室解説会②〔松本直子〕　　　　　　　　　　　

令和 3年 8 月　　 神宮文庫　『両番頭勤方』（大番の職制書）・『大御番頭年中行事』（大番頭に関わる行事の手 

　　　　　　　　　引き書）・『有司勤仕録』（江戸幕府役人の職制書）の調査〔柴﨑謙信〕

令和 3年 11 月　　 神宮文庫　『大番職制』・『有司勤仕録』・『二条在番登前手留』の調査〔杉谷理沙〕

令和 3年 11 月　　 慶応義塾大学三田メディアセンター『桑名松平家文書』所収「所司代日記」酒井忠義記の調 

　　　　　　　　　査〔杉谷理沙・柴﨑謙信〕

令和 4年 1 月     二の丸御殿〈遠侍〉一の間（虎の間）特別入室解説会①〔中野志保〕

令和 4年 1 月　　 二の丸御殿〈遠侍〉一の間（虎の間）特別入室解説会②〔中野志保〕

令和 4年 2 月　　 令和 3年二条城歴史講座「二条城二の丸御殿―障壁画と模写事業―」〔成安造形大学学長 小

　　　　　　　　　嵜善通氏〕

　　　　　　　　　令和 3年二条城歴史講座「二条在番衆と京都」〔元京都女子大学教授 柴田純氏〕

令和 4年 3 月　　 『研究紀要 元離宮二条城』第 1号発刊　　　　　
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執筆者

今和泉 大　　　元京都大学大学院生、 名古屋市蓬左文庫学芸員
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